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(57)【要約】
【課題】遊技の興趣を向上できる遊技機を提供すること
。
【解決手段】振分通路Ｅ１５０の少なくとも一部を変位
させ球の移動方向に変化を付与可能に形成される駆動手
段Ｅ１９０を備えるので、駆動手段Ｅ１９０により振分
通路Ｅ１５０が変位されることで、振分通路Ｅ１５０を
移動する球の移動方向の変化を多様化できる。これによ
り、球の移動方向の変化が単調となることを抑制できる
。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【選択図】図１４４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機において、
　前記通路部材の少なくとも一部を変位させ球の移動方向に変化を付与可能に形成される
変位手段を備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記通路部材に配設され前記球の移動方向に変化を付与する付与手段を備え、
　前記通路部材は、球が転動可能に形成される転動部を備え、
　前記付与手段は、前記通路部材の転動部から突出される複数の突部または前記転動部に
凹設される複数の凹部を備えることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記変位手段は、前記通路部材の転動部を転動する球の転動方向と平行な変位成分を少
なくとも備える変位方向に前記通路部材を変位させることを特徴とする請求項２記載の遊
技機。
【請求項４】
　前記突部は、前記突部どうしの間を球が移動可能な間隔を少なくとも備えて配置される
ことを特徴とする請求項２又は３に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機が知られている（特許文献１）。該
先行文献には、ステージ（通路部材）に沿って球を往復転動させる技術が開示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１９８６０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、球の移動方向の変化が単調であり、遊技の
興趣が不十分であるという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向
上することができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、球が移動可能に形成される通路部
材を備えたものであり、前記通路部材の少なくとも一部を変位させ球の移動方向に変化を
付与可能に形成される変位手段を備える。
【０００７】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、前記通路部材に配設され前
記球の移動方向に変化を付与する付与手段を備え、前記通路部材は、球が転動可能に形成
される転動部を備え、前記付与手段は、前記通路部材の転動部から突出される複数の突部
または前記転動部に凹設される複数の凹部を備える。
【０００８】
　請求項３記載の遊技機は、請求項２記載の遊技機において、前記変位手段は、前記通路
部材の転動部を転動する球の転動方向と平行な変位成分を少なくとも備える変位方向に前
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記通路部材を変位させる。
【０００９】
　請求項４記載の遊技機は、請求項２又は３に記載の遊技機において、前記突部は、前記
突部どうしの間を球が移動可能な間隔を少なくとも備えて配置される。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の遊技機によれば、遊技の興趣を向上できる。
【００１１】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、球の移動
方向の変化が単調となることを抑制できる。
【００１２】
　請求項３記載の遊技機によれば、請求項２記載の遊技機の奏する効果に加え、球の移動
方向に変化を付与しやすくできる。
【００１３】
　請求項４記載の遊技機によれば、請求項２又は３に記載の遊技機の奏する効果に加え、
変位手段を簡素化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】パチンコ機の背面図である。
【図４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】可変入賞装置及び振分装置の正面斜視図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は、可変入賞装置の正面斜視図である。
【図７】遊技盤の正面斜視図である。
【図８】遊技盤の背面斜視図である。
【図９】ベース板、可変入賞装置、集合樋及び振分装置の分解正面斜視図である。
【図１０】ベース板、可変入賞装置、集合樋及び振分装置の分解背面斜視図である。
【図１１】可変入賞装置の分解正面斜視図である。
【図１２】可変入賞装置の分解背面斜視図である。
【図１３】振分装置の分解正面斜視図である。
【図１４】振分装置の分解正面斜視図である。
【図１５】受入部材及び振分装置の正面図である。
【図１６】図１５のＸＶＩ－ＸＶＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である
。
【図１７】図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図で
ある。
【図１８】図１５のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面
図である。
【図１９】図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図で
ある。
【図２０】図１５のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面
図である。
【図２１】可変入賞装置及び振分装置の正面図である。
【図２２】図１６の矢印ＸＸＩＩ方向視における可変入賞装置及び振分装置の斜視図であ
る。
【図２３】図１６の矢印ＸＸＩＩＩ方向視における可変入賞装置及び振分装置の斜視図で
ある。
【図２４】（ａ）は、主制御装置内のＲＯＭの電気的構成を示すブロック図であり、（ｂ
）は、第１当たり種別カウンタと特別図柄における大当たり種別との対応関係を模式的に
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示した模式図であり、（ｃ）は、第２当たり乱数カウンタと普通図柄における当たりとの
対応関係を模式的に示した模式図である。
【図２５】各大当たり種別における１ラウンド目の可変入賞装置の開閉板の作動パターン
と、振分装置のスライド変位部材の作動パターンと、の計時変化を示した図である。
【図２６】動作ユニットの正面斜視図である。
【図２７】動作ユニットの背面斜視図である。
【図２８】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図２９】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３０】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３１】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３２】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３３】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３４】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３５】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
【図３６】第１動作ユニットの正面斜視図である。
【図３７】第１動作ユニットの背面斜視図である。
【図３８】第１動作ユニットの分解正面斜視図である。
【図３９】第１動作ユニットの分解背面斜視図である。
【図４０】演出待機状態における第１動作ユニットの正面図である。
【図４１】演出待機状態における第１動作ユニットの背面図である。
【図４２】図４０の矢印ＸＬＩＩ方向視における第１動作ユニットの側面図である。
【図４３】中間演出状態における第１動作ユニットの正面図である。
【図４４】中間演出状態における第１動作ユニットの背面図である。
【図４５】張出状態における第１動作ユニットの正面図である。
【図４６】張出状態における第１動作ユニットの背面図である。
【図４７】回動部材の回動変位に伴う被支持部材の変位量および変位角度を模式的に示す
模式図である。
【図４８】（ａ）及び（ｂ）は、回動部材が角速度一定の態様で傾倒方向に回動した場合
における被支持部材の従動側の変位量の大小関係を示す模式図である。
【図４９】回動部材の回転に伴う角度の変化を示す模式図である。
【図５０】背面ケース及び第２動作ユニットの分解正面斜視図である。
【図５１】背面ケース及び第２動作ユニットの分解背面斜視図である。
【図５２】（ａ）は、図２８のＬＩＩａ－ＬＩＩａ線における第２動作ユニット及びセン
ターフレームの断面図であり、（ｂ）は、図２８のＬＩＩｂ－ＬＩＩｂ線における第２動
作ユニット及びセンターフレームの断面図である。
【図５３】（ａ）は、図３３のＬＩＩＩａ－ＬＩＩＩａ線における第２動作ユニット及び
センターフレームの断面図であり、（ｂ）は、図３３のＬＩＩＩｂ－ＬＩＩＩｂ線におけ
る第２動作ユニット及びセンターフレームの断面図である。
【図５４】（ａ）は、図３０のＬＩＶａ－ＬＩＶａ線における第２動作ユニット及びセン
ターフレームの断面図であり、（ｂ）は、図３０のＬＩＶｂ－ＬＩＶｂ線における第２動
作ユニット及びセンターフレームの断面図である。
【図５５】昇降反転演出装置の分解正面斜視図である。
【図５６】昇降反転演出装置の分解背面斜視図である。
【図５７】（ａ）及び（ｂ）は、伝達装置保持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部
材及び軸回転部材の正面図である。
【図５８】（ａ）は、図５７（ａ）のＬＶＩＩＩａ－ＬＶＩＩＩａ線における伝達装置保
持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の断面図であり、（ｂ）は
、図５７（ｂ）のＬＶＩＩＩｂ－ＬＶＩＩＩｂ線における伝達装置保持板、上下反転部材
、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の断面図である。
【図５９】（ａ）から（ｃ）は、演出装置の正面図である。
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【図６０】第３動作ユニットの構成の一部の分解正面斜視図である。
【図６１】第３動作ユニットの構成の一部の分解背面斜視図である。
【図６２】第３動作ユニットの構成の一部の分解正面斜視図である。
【図６３】第３動作ユニットの構成の一部の分解背面斜視図である。
【図６４】（ａ）及び（ｂ）は、外側回転部材及び中間腕部材の背面図である。
【図６５】（ａ）及び（ｂ）は、外側回転部材及び中間腕部材の背面図である。
【図６６】（ａ）及び（ｂ）は、外側回転部材及び中間腕部材の正面図である。
【図６７】（ａ）及び（ｂ）は、外側回転部材及び中間腕部材の正面図である。
【図６８】昇降アーム部材の配置、駆動モータの駆動態様および検出センサの出力の一例
を時系列で示すタイミングチャートである。
【図６９】図２８のＬＸＩＸ－ＬＸＩＸ線における第３動作ユニットの断面図である。
【図７０】（ａ）から（ｄ）は、各動作ユニットの組み合わせ動作の例を時系列に沿って
模式的に説明する動作ユニットの正面模式図である。
【図７１】（ａ）から（ｄ）は、各動作ユニットの組み合わせ動作の例を時系列に沿って
模式的に説明する動作ユニットの正面模式図である。
【図７２】第２実施形態における遊技盤の正面図である。
【図７３】下側フレームの正面斜視図である。
【図７４】下側フレームの背面斜視図である。
【図７５】下側フレームの分解正面斜視図である。
【図７６】下側フレームの分解背面斜視図である。
【図７７】下側フレームの上面図である。
【図７８】下側フレームの正面図である。
【図７９】下側フレームの背面図である。
【図８０】（ａ）は、図７８の矢印ＬＸＸＸａ方向視における下側フレームの側面図であ
り、（ｂ）は、図７８の矢印ＬＸＸＸｂ方向視における下側フレームの側面図である。
【図８１】図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における下側フレームの断面図である。
【図８２】図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における下側フレームの断面図である。
【図８３】図７８のＬＸＸＸＩＩＩ－ＬＸＸＸＩＩＩ線における下側フレームの断面図で
ある。
【図８４】（ａ）は、図８１のＬＸＸＸＩＶａ部における下側フレームの部分拡大断面図
であり、（ｂ）は、図７７のＬＸＸＸＩＶｂ－ＬＸＸＸＩＶｂ線における下側フレームの
部分拡大断面図である。
【図８５】振分部材による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームの部分拡大断面図
であり、図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における断面に対応する。
【図８６】振分部材による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームの部分拡大断面図
であり、図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における断面に対応する。
【図８７】振分部材による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームの部分拡大断面図
であり、図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における断面に対応する。
【図８８】第３実施形態における下側フレームの正面斜視図である。
【図８９】下側フレームの背面斜視図である。
【図９０】下側フレームの分解正面斜視図である。
【図９１】下側フレームの分解背面斜視図である。
【図９２】下側フレームの上面図である。
【図９３】下側フレームの正面図である。
【図９４】下側フレームの背面図である。
【図９５】（ａ）は、図９３の矢印ＸＣＶａ方向視における下側フレームの側面図であり
、（ｂ）は、図９３の矢印ＸＣＶｂ方向視における下側フレームの側面図である。
【図９６】図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における下側フレームの断面図である。
【図９７】図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における下側フレームの断面図である。
【図９８】図９４のＸＣＶＩＩＩ－ＸＣＶＩＩＩ線における下側フレームの部分拡大断面
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図である。
【図９９】図９４のＸＣＩＸ－ＸＣＩＸ線における下側フレームの部分拡大断面図でる。
【図１００】振分部材による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームの部分拡大断面
図であり、図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における断面に対応する。
【図１０１】振分部材による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームの部分拡大断面
図であり、図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における断面に対応する。
【図１０２】振分部材による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームの部分拡大断面
図であり、図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における断面に対応する。
【図１０３】図１０２（ｂ）のＣＩＩＩ－ＣＩＩＩ線における下側フレームの部分拡大断
面図である。
【図１０４】第４実施形態における下側フレームの部分拡大断面図である。
【図１０５】下側フレームの背面図である。
【図１０６】第４実施形態における下側フレームの部分拡大断面図である。
【図１０７】下側フレームの背面図である。
【図１０８】（ａ）は、第５実施形態における皿部材の上面図であり、（ｂ）は、図１０
８（ａ）のＣＶＩＩＩｂ－ＣＶＩＩＩｂ線における皿部材の断面図であり、（ｃ）は、図
１０８（ａ）のＣＶＩＩＩｃ－ＣＶＩＩＩｃ線における皿部材の断面図である。
【図１０９】（ａ）は、第６実施形態における下側フレームの断面図であり、図９４のＸ
ＣＩＸ－ＸＣＩＸ線における断面に対応し、（ｂ）は、第７実施形態における下側フレー
ムの断面図であり、図９４のＸＣＩＸ－ＸＣＩＸ線における断面に対応する。
【図１１０】第８実施形態における遊技盤の正面図である。
【図１１１】下側フレームの正面斜視図である。
【図１１２】下側フレームの背面斜視図である。
【図１１３】下側フレームの分解正面斜視図である。
【図１１４】下側フレームの分解背面斜視図である。
【図１１５】下側フレームの上面図である。
【図１１６】下側フレームの正面図である。
【図１１７】下側フレームの背面図である。
【図１１８】（ａ）は、図１１６の矢印ＣＸＶＩＩＩａ方向視における下側フレームの側
面図であり、（ｂ）は、図１１６の矢印ＣＸＶＩＩＩｂ方向視における下側フレームの側
面図である。
【図１１９】（ａ）は、下側フレームの部分拡大断面図であり、（ｂ）は、下側フレーム
の部分拡大背面図である。
【図１２０】（ａ）は、下側フレームの部分拡大断面図であり、（ｂ）は、下側フレーム
の部分拡大背面図である。
【図１２１】（ａ）は、下側フレームの部分拡大断面図であり、（ｂ）は、下側フレーム
の部分拡大背面図である。
【図１２２】（ａ）は、図１１５のＣＸＸＩＩａ－ＣＸＸＩＩａ線における下側フレーム
の部分拡大断面図であり、（ｂ）は、図１１５のＣＸＸＩＩｂ－ＣＸＸＩＩｂ線における
下側フレームの部分拡大断面図であり、（ｃ）は、図１１９のＣＸＸＩＩｃ－ＣＸＸＩＩ
ｃ線における下側フレームの部分拡大断面図である。
【図１２３】（ａ）及び（ｂ）は、第９実施形態における下側フレームの断面図である。
【図１２４】（ａ）及び（ｂ）は、第１０実施形態における下側フレームの部分拡大断面
図である。
【図１２５】（ａ）及び（ｂ）は、第１１実施形態における下側フレームの部分拡大背面
図である。
【図１２６】第１２実施形態における下側フレームの部分拡大背面図である。
【図１２７】第１３実施形態における下側フレームの分解正面斜視図である。
【図１２８】下側フレームの分解背面斜視図である。
【図１２９】下側フレームの正面図である。
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【図１３０】（ａ）及び（ｂ）は、下側フレームの部分拡大断面図である。
【図１３１】（ａ）から（ｃ）は、第１４実施形態における下側フレームの部分拡大背面
図である。
【図１３２】（ａ）及び（ｂ）は、第１５実施形態における下側フレームの部分拡大断面
図である。
【図１３３】（ａ）は、図１３２（ａ）のＣＸＸＸＩＩＩａ－ＣＸＸＸＩＩＩａ線におけ
る下側フレームの部分拡大断面図であり、（ｂ）は、図１３２（ｂ）のＣＸＸＸＩＩＩｂ
－ＣＸＸＸＩＩＩｂ線における下側フレームの部分拡大断面図である。
【図１３４】下側フレームの部分拡大断面図であり、図１１９のＣＸＸＩＩｃ－ＣＸＸＩ
Ｉｃ線における断面に対応する。
【図１３５】第１６実施形態における遊技盤の正面図である。
【図１３６】下側フレームの正面斜視図である。
【図１３７】下側フレームの背面斜視図である。
【図１３８】下側フレームの分解正面斜視図である。
【図１３９】下側フレームの分解背面斜視図である。
【図１４０】下側フレームの上面図である。
【図１４１】下側フレームの正面図である。
【図１４２】下側フレームの背面図である。
【図１４３】（ａ）は、図１４１の矢印ＣＸＬＩＩＩａ方向視における下側フレームの側
面図であり、（ｂ）は、図１４１の矢印ＣＸＬＩＩＩｂ方向視における下側フレームの側
面図であり、（ｃ）は、図１４１のＣＸＬＩＩＩｃ－ＣＸＬＩＩＩｃ線における下側フレ
ームの断面図である。
【図１４４】（ａ）は、正面部材の図示が省略された状態における下側フレームの正面図
であり、（ｂ）は、背面側カバー部材の図示が省略された状態における下側フレームの部
分拡大背面図であり、（ｃ）は、下側フレームの上面図である。
【図１４５】（ａ）は、図１４４（ｃ）のＣＸＬＶａ－ＣＸＬＶａ線における下側フレー
ムの断面図であり、は、図１４５（ａ）のＣＸＬＶｂ－ＣＸＬＶｂ線における下側フレー
ムの断面図であり、（ｃ）は、下側フレームの部分拡大下面図である。
【図１４６】（ａ）は、正面部材の図示が省略された状態における下側フレームの正面図
であり、（ｂ）は、背面側カバー部材の図示が省略された状態における下側フレームの部
分拡大背面図であり、（ｃ）は、下側フレームの上面図である。
【図１４７】（ａ）は、図１４６（ｃ）のＣＸＬＶＩＩａ－ＣＸＬＶＩＩａ線における下
側フレームの断面図であり、（ｂ）は、図１４７（ａ）のＣＸＬＶＩＩｂ－ＣＸＬＶＩＩ
ｂ線における下側フレームの断面図であり、（ｃ）は、下側フレームの部分拡大下面図で
ある。
【図１４８】第１７実施形態における下側フレームの部分拡大断面図であり、図１４４の
ＣＸＬＶａ－ＣＸＬＶａ線における断面に対応する。
【図１４９】（ａ）は、振分通路の正面斜視図であり、（ｂ）は、図１４９（ａ）の矢印
ＣＸＬＩＸｂ方向視における振分通路の正面図であり、（ｃ）は、図１４９（ｂ）の矢印
ＣＸＬＩＸｃ方向視における振分通路の下面図であり、（ｄ）は、図１４９（ｂ）の矢印
ＣＸＬＩＸｄ方向視における振分通路の側面図である。
【図１５０】第１８実施形態における下側フレームの部分拡大断面図であり、図１４４の
ＣＸＬＶａ－ＣＸＬＶａ線における断面に対応する。
【図１５１】（ａ）は、第１９実施形態における下側フレームの正面図であり、（ｂ）は
、下側フレームの背面図である。
【図１５２】（ａ）は、第１９実施形態における下側フレームの正面図であり、（ｂ）は
、下側フレームの背面図である。
【図１５３】（ａ）は、第２０実施形態における下側フレームの正面図であり、（ｂ）は
、下側フレームの背面図である。
【図１５４】下側フレームの上面図である。
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【図１５５】（ａ）は、第２０実施形態における下側フレームの正面図であり、（ｂ）は
、下側フレームの背面図である。
【図１５６】下側フレームの上面図である。
【図１５７】（ａ）は、第２１実施形態における下側フレームの部分拡大断面図であり、
（ｂ）は、第２２実施形態における下側フレームの部分拡大断面図であり、（ｃ）は、第
２３実施形態における下側フレームの部分拡大断面図である。
【図１５８】（ａ）は、第２４実施形態における下側フレームの部分上面図であり、（ｂ
）は、第２５実施形態における下側フレームの部分上面図である。
【図１５９】（ａ）は、振分通路の正面斜視図であり、（ｂ）は、第２７実施形態におけ
る振分通路の振分通路に垂直な方向視の図であり、（ｃ）は、第２８実施形態における振
分通路の振分通路に垂直な方向視の図であり、（ｄ）は、第２９実施形態における振分通
路の部分拡大断面図であり、（ｅ）は、第３０実施形態における振分通路の部分拡大断面
図である。
【図１６０】（ａ）は、第３１実施形態における下側フレームの部分拡大上面図であり、
（ｂ）は、第３２実施形態における下側フレームの部分拡大上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図１から図７
１を参照し、第１実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」
という）１０に適用した場合の一実施形態について説明する。図１は、第１実施形態にお
けるパチンコ機１０の正面図であり、図２はパチンコ機１０の遊技盤１３の正面図であり
、図３はパチンコ機１０の背面図である。
【００１６】
　なお、以下の説明では、図１に示す状態のパチンコ機１０に対して、紙面手前側を前方
（正面）側として、紙面奥側を後方（背面）側として説明する。また、図１に示す状態の
パチンコ機１０に対して、上側を上方（上）側として、下側を下方（下）側として、右側
を右方（右）側として、左側を左方（左）側としてそれぞれ説明する。さらに、図中（例
えば、図２参照）の矢印Ｕ－Ｄ，Ｌ－Ｒ，Ｆ－Ｂは、パチンコ機１０の上下方向，左右方
向，前後方向をそれぞれ示している。
【００１７】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成
される外枠１１と、その外枠１１と略同一の外形形状に形成され外枠１１に対して開閉可
能に支持された内枠１２とを備えている。外枠１１には、内枠１２を支持するために正面
視（図１参照）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１８が取り付けられ、そのヒンジ１８
が設けられた側を開閉の軸として内枠１２が正面手前側へ開閉可能に支持されている。
【００１８】
　内枠１２には、多数の釘や入賞口６３，６４等を有する遊技盤１３（図２参照）が裏面
側から着脱可能に装着される。この遊技盤１３の正面を球（遊技球）が流下することによ
り弾球遊技が行われる。なお、内枠１２には、球を遊技盤１３の正面領域に発射する球発
射ユニット１１２ａ（図４参照）やその球発射ユニット１１２ａから発射された球を遊技
盤１３の正面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。
【００１９】
　内枠１２の正面側には、その正面上側を覆う正面枠１４と、その下側を覆う下皿ユニッ
ト１５とが設けられている。正面枠１４及び下皿ユニット１５を支持するために正面視（
図１参照）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１９が取り付けられ、そのヒンジ１９が設
けられた側を開閉の軸として正面枠１４及び下皿ユニット１５が正面手前側へ開閉可能に
支持されている。なお、内枠１２の施錠と正面枠１４の施錠とは、シリンダ錠２０の鍵穴
２１に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。
【００２０】
　正面枠１４は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部
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には略楕円形状に開口形成された窓部１４ｃが設けられている。正面枠１４の裏面側には
２枚の板ガラスを有するガラスユニット１６が配設され、そのガラスユニット１６を介し
て遊技盤１３の正面がパチンコ機１０の正面側に視認可能となっている。
【００２１】
　正面枠１４には、球を貯留する上皿１７が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に
形成されており、この上皿１７に賞球や貸出球などが排出される。上皿１７の底面は正面
視（図１参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿１７に投入された球が
球発射ユニット１１２ａ（図４参照）へと案内される。また、上皿１７の上面には、枠ボ
タン２２が設けられている。この枠ボタン２２は、例えば、第３図柄表示装置８１（図２
参照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更した
りする場合などに、遊技者により操作される。
【００２２】
　正面枠１４には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けら
れている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて、点灯又は点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。窓部１４ｃの周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部２９～３
３が設けられている。パチンコ機１０においては、これら電飾部２９～３３が大当たりラ
ンプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するＬＥＤの点
灯や点滅によって各電飾部２９～３３が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或い
は大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠１４の正面視（図１
参照）左上部には、ＬＥＤ等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを
表示可能な表示ランプ３４が設けられている。
【００２３】
　また、右側の電飾部３２下側には、正面枠１４の裏面側を視認できるように裏面側より
透明樹脂を取り付けて小窓３５が形成され、遊技盤１３正面の貼着スペースＫ１（図２参
照）に貼付される証紙等がパチンコ機１０の正面から視認可能とされている。また、パチ
ンコ機１０においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部２９～３３の周りの領
域にクロムメッキを施したＡＢＳ樹脂製のメッキ部材３６が取り付けられている。
【００２４】
　窓部１４ｃの下方には、貸球操作部４０が配設されている。貸球操作部４０には、度数
表示部４１と、球貸しボタン４２と、返却ボタン４３とが設けられている。パチンコ機１
０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等
を投入した状態で貸球操作部４０が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる
。具体的には、度数表示部４１はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵され
たＬＥＤが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン４２は、カー
ド等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり
、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１７に供給される。返却ボタン４
３は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カー
ドユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１７に球が直接貸し出されるパチンコ機、い
わゆる現金機では貸球操作部４０が不要となるが、この場合には、貸球操作部４０の設置
部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用
いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。
【００２５】
　上皿１７の下側に位置する下皿ユニット１５には、その左側部に上皿１７に貯留しきれ
なかった球を貯留するための下皿５０が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿５
０の右側には、球を遊技盤１３の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハ
ンドル５１が配設される。
【００２６】
　操作ハンドル５１の内部には、球発射ユニット１１２ａの駆動を許可するためのタッチ
センサ５１ａと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ５１
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ｂと、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変
抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル５１が遊技者によって右回りに
回動操作されると、タッチセンサ５１ａがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操
作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射
され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤１３の正面へ球が打ち込まれる
。また、操作ハンドル５１が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセン
サ５１ａおよび発射停止スイッチ５１ｂがオフとなっている。
【００２７】
　下皿５０の正面下方部には、下皿５０に貯留された球を下方へ排出する際に操作するた
めの球抜きレバー５２が設けられている。この球抜きレバー５２は、常時、右方向に付勢
されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿５０の底面に形
成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレ
バー５２の操作は、通常、下皿５０の下方に下皿５０から排出された球を受け取る箱（一
般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿５０の右方には、上述したよ
うに操作ハンドル５１が配設され、下皿５０の左方には灰皿（図示せず）が取り付けられ
ている。
【００２８】
　図２に示すように、遊技盤１３は、正面視略正方形状に切削加工したベース板６０に、
球案内用の多数の釘（センターフレーム８６の下方において図示し、遊技領域の上半部に
おいては図示せず）や風車（図示せず）の他、レール６１，６２、一般入賞口６３、第１
入賞口６４、第２入賞口１４０、可変入賞装置６５、スルーゲート６７、可変表示装置ユ
ニット８０等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠１２（図１参照）の裏面側に取り
付けられる。
【００２９】
　ベース板６０は、光透過性の樹脂材料から形成されるており、その正面側からベース板
６０の背面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能となっている。一
般入賞口６３、第１入賞口６４、第２入賞口１４０及び可変入賞装置６５は、ルータ加工
によってベース板６０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤１３の正面側からタッピン
グネジ等により固定されている。
【００３０】
　なお、ベース板６０を木製の板部材から形成しても良い。この場合、センターフレーム
８６の外側において、その正面側からベース板６０の背面側に配設された各種構造体を遊
技者に視認不能に遮蔽することが可能となる。
【００３１】
　遊技盤１３の正面中央部分は、正面枠１４の窓部１４ｃ（図１参照）を通じて内枠１２
の正面側から視認することができる。以下に、主に図２を参照して、遊技盤１３の構成に
ついて説明する。
【００３２】
　遊技盤１３の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール６２
が植立され、その外レール６２の内側位置には外レール６２と同様に帯状の金属板で形成
した円弧状の内レール６１が植立される。この内レール６１と外レール６２とにより遊技
盤１３の正面外周が囲まれ、遊技盤１３とガラスユニット１６（図１参照）とにより前後
が囲まれることにより、遊技盤１３の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域
が形成される。遊技領域は、遊技盤１３の正面であって２本のレール６１，６２とレール
間を繋ぐ樹脂製の外縁部材７３とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、
発射された球が流下する領域）である。
【００３３】
　２本のレール６１，６２は、球発射ユニット１１２ａ（図４参照）から発射された球を
遊技盤１３上部へ案内するために設けられたものである。内レール６１の先端部分（図２
の左上部）には戻り球防止部材６８が取り付けられ、一旦、遊技盤１３の上部へ案内され
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た球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール６２の先端
部（図２の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム６９が取り付けら
れ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム６９に当たって、勢いが減衰されつつ中
央部側へ跳ね返される。
【００３４】
　遊技領域の正面視左側下部（図２の左側下部）には、発光手段である複数のＬＥＤ及び
７セグメント表示器を備える第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂが配設されている。第１図
柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、主制御装置１１０（図４参照）で行われる各制御に応じた
表示がなされるものであり、主にパチンコ機１０の遊技状態の表示が行われる。本実施形
態では、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、球が、第１入賞口６４へ入賞したか、第２
入賞口１４０へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、
球が、第１入賞口６４へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３７Ａが作動し、一方で、
球が、第２入賞口１４０へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３７Ｂが作動するように
構成されている。
【００３５】
　また、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、ＬＥＤにより、パチンコ機１０が確変中か
時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態によ
り示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外
れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、７セ
グメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のＬ
ＥＤは、それぞれのＬＥＤの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その
発光色の組み合わせにより、少ないＬＥＤでパチンコ機１０の各種遊技状態を示唆するこ
とができる。
【００３６】
　尚、本パチンコ機１０では、第１入賞口６４及び第２入賞口１４０へ入賞があったこと
を契機として抽選が行われる。パチンコ機１０は、その抽選において、大当たりか否かの
当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の
判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、１５Ｒ確変大当たり、４Ｒ確変大
当たり、４Ｒ通常大当たりが用意されている。第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂには、変
動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大
当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。
【００３７】
　ここで、「１５Ｒ確変大当たり」とは、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後
に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「４Ｒ確変大当たり」とは、最大ラ
ウンド数が４ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである
。また、「４Ｒ通常大当たり」は、最大ラウンド数が４ラウンドの大当たりの後に、低確
率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、１００変動回数）は時短状態と
なる大当たりのことである。
【００３８】
　また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率が
アップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態
へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、所
定の変動回数の間（本実施形態では、１００変動回数）、大当たり確率がアップし、後述
する第２図柄の当たり確率がアップして第２入賞口１４０へ球が入賞し易い遊技の状態を
含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、
確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（
時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのままで第２
図柄の当たり確率のみがアップして第２入賞口１４０へ球が入賞し易い遊技の状態のこと
をいう。一方、パチンコ機１０が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大
当たり確率も第２図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。
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【００３９】
　本実施形態では、後述する振分装置３００の確変検出センサＳＥ１１の貫通孔を、大当
たり遊技の１ラウンド目に遊技球が通過したと判定された時に、その大当たり遊技終了後
の遊技状態が１００変動回数の間、高確率状態となる。なお、確変検出センサＳＥ１１の
貫通孔に遊技球が通過したと判定されなかったら大当たり遊技終了後の遊技状態が１００
変動回数の間、時短状態となる。
【００４０】
　確変中や時短中は、第２図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第２入賞口１４
０に付随する電動役物１４０ａ（電動役物）が開放される時間も変更され、通常中と比し
て長い時間が設定される。電動役物１４０ａが開放された状態（開放状態）にある場合は
、その電動役物１４０ａが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第２入賞口
１４０へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第２入賞口１４０へ
球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。
【００４１】
　なお、確変中や時短中において、第２入賞口１４０に付随する電動役物１４０ａの開放
時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、１回の当た
りで電動役物１４０ａが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい
。また、確変中や時短中において、第２図柄の当たり確率は変更せず、第２入賞口１４０
に付随する電動役物１４０ａが開放される時間および１回の当たりで電動役物１４０ａが
開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中にお
いて、第２入賞口１４０に付随する電動役物１４０ａが開放される時間や、１回の当たり
で電動役物１４０ａを開放する回数はせず、第２図柄の当たり確率だけを、通常中と比し
てアップするよう変更するものであってもよい。
【００４２】
　遊技領域には、球が入賞することにより５個から１５個の球が賞球として払い出される
複数の一般入賞口６３が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置
ユニット８０が配設されている。可変表示装置ユニット８０には、第１入賞口６４及び第
２入賞口１４０への入賞（始動入賞）をトリガとして、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂ
における変動表示と同期させながら、第３図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下
単に「表示装置」と略す）で構成された第３図柄表示装置８１と、スルーゲート６７の球
の通過をトリガとして第２図柄を変動表示するＬＥＤで構成される第２図柄表示装置（図
示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット８０には、第３図柄表示装置
８１の外周を囲むようにして、センターフレーム８６が配設されている。
【００４３】
　なお、本実施形態では、第３図柄表示装置８１は後述する背面ケース５１０の開口５１
１ａを埋めるように背面ケース５１０に締結固定され、センターフレーム８６はベース板
６０の窓部６０ａを縁取るように配設されている。即ち、正面視では第３図柄表示装置８
１の外周を囲むようにセンターフレーム８６が配設されているように見えるが、実際は、
第３図柄表示装置８１とセンターフレーム８６とは前後に離れて配置されている。
【００４４】
　第３図柄表示装置８１は、例えば９インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成され
るものであり、表示制御装置１１４（図４参照）によって表示内容が制御されることによ
り、例えば上、中及び下の３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第３図柄
）によって構成され、これらの第３図柄が図柄列毎に横スクロールして第３図柄表示装置
８１の表示画面上にて第３図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第３図
柄表示装置８１は、主制御装置１１０（図４参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第１
図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂで行われるのに対して、その第１図柄表示装置３７Ａ，３７
Ｂの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリー
ル等を用いて第３図柄表示装置８１を構成するようにしても良い。
【００４５】
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　第２図柄表示装置は、球がスルーゲート６７を通過する毎に表示図柄（第２図柄（図示
せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を
行うものである。パチンコ機１０では、球がスルーゲート６７を通過したことが検出され
ると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第２図柄表示装
置において、第２図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選
の結果、外れであれば、第２図柄表示装置において、第３図柄の変動表示後に「×」の図
柄が停止表示される。
【００４６】
　パチンコ機１０は、第２図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態におい
ては「○」の図柄）で停止した場合に、第２入賞口１４０に付随された電動役物１４０ａ
が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。
【００４７】
　第２図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時
短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第２図柄の
変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。
よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第２入賞口１４０の電動役
物１４０ａが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中お
よび時短中は、第２入賞口１４０へ球が入賞しやすい状態とすることができる。
【００４８】
　なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、１回に当たりに対する電動
役物１４０ａの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中また
は時短中に第２入賞口１４０へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第２図柄の変動
表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第２図柄の変動表示
にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり
確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、１回の当たりに対する電動役物
１４０ａの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。
【００４９】
　スルーゲート６７は、可変表示装置ユニット８０の左右の領域において遊技盤１３に組
み付けられ、遊技盤１３に発射された球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲー
ト６７を球が通過すると、第２図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第２図柄
表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄
として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄と
して「×」の図柄を表示する。
【００５０】
　球のスルーゲート６７の通過回数は、合計で最大４回まで保留され、その保留球数が上
述した第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにより表示されると共に第２図柄保留ランプ（図
示せず）においても点灯表示される。第２図柄保留ランプは、最大保留数分の４つ設けら
れ、第３図柄表示装置８１の下方に左右対称に配設されている。
【００５１】
　なお、第２図柄の変動表示は、本実施形態のように、第２図柄表示装置において複数の
ランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第１図柄表示装置３７Ａ，
３７Ｂ及び第３図柄表示装置８１の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第２
図柄保留ランプの点灯を第３図柄表示装置８１の一部で行うようにしても良い。また、ス
ルーゲート６７の球の通過に対する最大保留球数は４回に限定されるものでなく、３回以
下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に設定しても良い。また、スルーゲート６７
の組み付け数は２つに限定されるものではなく、例えば１つであっても良い。また、スル
ーゲート６７の組み付け位置は可変表示装置ユニット８０の左右に限定されるものではな
く、例えば、可変表示装置ユニット８０の下方でも良い。また、第１図柄表示装置３７Ａ
，３７Ｂにより保留球数が示されるので、第２図柄保留ランプにより点灯表示を行わない
ものとしてもよい。
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【００５２】
　可変表示装置ユニット８０の下方には、球が入賞し得る第１入賞口６４が配設されてい
る。この第１入賞口６４へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設けられる第１入賞口ス
イッチ（図示せず）がオンとなり、その第１入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置
１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第１図柄表
示装置３７Ａで示される。
【００５３】
　一方、第１入賞口６４の正面視下方には、球が入賞し得る第２入賞口１４０が配設され
ている。この第２入賞口１４０へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設けられる第２入
賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第２入賞口スイッチのオンに起因して主制
御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第１
図柄表示装置３７Ｂで示される。
【００５４】
　また、第１入賞口６４および第２入賞口１４０は、それぞれ、球が入賞すると５個の球
が賞球として払い出される入賞口の１つにもなっている。なお、本実施形態においては、
第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第２入賞口１４０へ球が入賞
した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第１入賞口６４へ球が入賞した場
合に払い出される賞球数と第２入賞口１４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と
を異なる数、例えば、第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を３個と
し、第２入賞口１４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を５個として構成しても
よい。
【００５５】
　第２入賞口１４０には電動役物１４０ａが付随されている。この電動役物１４０ａは開
閉可能に構成されており、通常は電動役物１４０ａが閉鎖状態（縮小状態）となって、球
が第２入賞口１４０へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート６７への球の
通過を契機として行われる第２図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第２図柄表示装置
に表示された場合、電動役物１４０ａが開放状態（拡大状態）となり、球が第２入賞口１
４０へ入賞しやすい状態となる。
【００５６】
　上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第２図柄の当たり確率が高く、
また、第２図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第２図柄の変動表示において「○」
の図柄が表示され易くなって、電動役物１４０ａが開放状態（拡大状態）となる回数が増
える。更に、確変中および時短中は、電動役物１４０ａが開放される時間も、通常中より
長くなる。よって、確変中および時短中は、通常時と比して、第２入賞口１４０へ球が入
賞しやすい状態を作ることができる。
【００５７】
　ここで、第１入賞口６４に球が入賞した場合と第２入賞口１４０へ球が入賞した場合と
で、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしな
がら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として１５Ｒ確変大当たりとな
る確率は、第２入賞口１４０へ球が入賞した場合のほうが第１入賞口６４へ球が入賞した
場合よりも高く設定されている。一方、第１入賞口６４は、第２入賞口１４０にあるよう
な電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。
【００５８】
　よって、通常中においては、第２入賞口１４０に付随する電動役物が閉鎖状態にある場
合が多く、第２入賞口１４０に入賞しづらいので、電動役物のない第１入賞口６４へ向け
て、可変表示装置ユニット８０の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」
）、第１入賞口６４への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなるこ
とを狙った方が、遊技者にとって有利となる。
【００５９】
　一方、確変中や時短中は、スルーゲート６７に球を通過させることで、第２入賞口１４
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０に付随する電動役物１４０ａが開放状態となりやすく、第２入賞口１４０に入賞しやす
い状態であるので、第２入賞口１４０へ向けて、可変表示装置８０の右方を球が通過する
ように球を発射し（所謂「右打ち」）、スルーゲート６７を通過させて電動役物を開放状
態にすると共に、第２入賞口１４０への入賞によって１５Ｒ確変大当たりとなることを狙
った方が、遊技者にとって有利となる。
【００６０】
　なお、本実施形態におけるパチンコ機１０は、遊技盤１３の構成が左右対称とされるた
め、「右打ち」で第１入賞口６４を狙うことも、「左打ち」で第２入賞口１４０を狙うこ
ともできる。そのため、本実施形態のパチンコ機１０は、パチンコ機１０の遊技状態（確
変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の
仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることを不要にできる。よって、球の打ち方
を変化させる煩わしさを解消することができる。
【００６１】
　第１入賞口６４の下方には可変入賞装置６５（図２参照）が配設されており、その略中
央部分に特定入賞口６５ａが設けられている。パチンコ機１０においては、第１入賞口６
４又は第２入賞口１４０への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、
所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第１図柄表示装置
３７Ａ又は第１図柄表示装置３７Ｂを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図
柄を第３図柄表示装置８１に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞
し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常
時には閉鎖されている特定入賞口６５ａが、所定時間（例えば、３０秒経過するまで、或
いは、球が１０個入賞するまで）開放される。
【００６２】
　この特定入賞口６５ａは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特
定入賞口６５ａが所定時間開放される。この特定入賞口６５ａの開閉動作は、最高で例え
ば１５回（１５ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態
が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊
技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。
【００６３】
　なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口６５ａとは
別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにおいて大
当たりに対応したＬＥＤが点灯した場合に、特定入賞口６５ａが所定時間開放され、その
特定入賞口６５ａの開放中に、球が特定入賞口６５ａ内へ入賞することを契機として特定
入賞口６５ａとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特
別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口６５ａは１つに限るもの
ではなく、１つ若しくは２以上の複数（例えば３つ）を配置しても良く、また配置位置も
第１入賞口６４の下方右側や、第１入賞口６４の下方左側に限らず、例えば、可変表示装
置ユニット８０の左方でも良い。
【００６４】
　遊技盤１３の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペ
ースＫ１が設けられ、貼着スペースＫ１に貼られた証紙等は、正面枠１４の小窓３５（図
１参照）を通じて視認することができる。
【００６５】
　遊技盤１３には、アウト口７１が設けられている。遊技領域を流下する球であって、い
ずれの入賞口６３，６４，６５ａ，１４０にも入賞しなかった球は、アウト口７１を通っ
て図示しない球排出路へと案内される。アウト口７１は、特定入賞口６５ａの左右に一対
で配設される。
【００６６】
　遊技盤１３には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されてい
るとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている（図示せず）。
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【００６７】
　図３に示すように、パチンコ機１０の背面側には、制御基板ユニット９０，９１と、裏
パックユニット９４とが主に備えられている。制御基板ユニット９０は、主基板（主制御
装置１１０）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置１１３）と表示制御基板（表示
制御装置１１４）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット９１は、払出
制御基板（払出制御装置１１１）と発射制御基板（発射制御装置１１２）と電源基板（電
源装置１１５）とカードユニット接続基板１１６とが搭載されてユニット化されている。
【００６８】
　裏パックユニット９４は、保護カバー部を形成する裏パック９２と払出ユニット９３と
がユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る１チップマイコンとして
のＭＰＵ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間
計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載
されている。
【００６９】
　なお、主制御装置１１０、音声ランプ制御装置１１３及び表示制御装置１１４、払出制
御装置１１１及び発射制御装置１１２、電源装置１１５、カードユニット接続基板１１６
は、それぞれ基板ボックス１００～１０４に収納されている。基板ボックス１００～１０
４は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており
、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収
納される。
【００７０】
　また、基板ボックス１００（主制御装置１１０）及び基板ボックス１０２（払出制御装
置１１１及び発射制御装置１１２）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニッ
ト（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボッ
クスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘っ
て封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成され
ており、基板ボックス１００，１０２を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、
基板ボックス１００，１０２を無理に開封しようとすると、ボックスベース側とボックス
カバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板
ボックス１００，１０２が開封されたかどうかを知ることができる。
【００７１】
　払出ユニット９３は、裏パックユニット９４の最上部に位置して上方に開口したタンク
１３０と、タンク１３０の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール
１３１と、タンクレール１３１の下流側に縦向きに連結されるケースレール１３２と、ケ
ースレール１３２の最下流部に設けられ、払出モータ２１６（図４参照）の所定の電気的
構成により球の払出を行う払出装置１３３とを備えている。タンク１３０には、遊技ホー
ルの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置１３３により必要個数の球の払い
出しが適宜行われる。タンクレール１３１には、当該タンクレール１３１に振動を付加す
るためのバイブレータ１３４が取り付けられている。
【００７２】
　また、払出制御装置１１１には状態復帰スイッチ１２０が設けられ、発射制御装置１１
２には可変抵抗器の操作つまみ１２１が設けられ、電源装置１１５にはＲＡＭ消去スイッ
チ１２２が設けられている。状態復帰スイッチ１２０は、例えば、払出モータ２１６（図
４参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）す
るために操作される。操作つまみ１２１は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操
作される。ＲＡＭ消去スイッチ１２２は、パチンコ機１０を初期状態に戻したい場合に電
源投入時に操作される。
【００７３】
　次に、図４を参照して、本パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図４は、パ
チンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
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【００７４】
　主制御装置１１０には、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ２０１が搭載
されている。ＭＰＵ２０１には、該ＭＰＵ２０１により実行される各種の制御プログラム
や固定値データを記憶したＲＯＭ２０２と、そのＲＯＭ２０２内に記憶される制御プログ
ラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０３
と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されてい
る。主制御装置１１０では、ＭＰＵ２０１によって、大当たり抽選や第１図柄表示装置３
７Ａ，３７Ｂ及び第３図柄表示装置８１における表示の設定、第２図柄表示装置における
表示結果の抽選といったパチンコ機１０の主要な処理を実行する。
【００７５】
　なお、払出制御装置１１１や音声ランプ制御装置１１３などのサブ制御装置に対して動
作を指示するために、主制御装置１１０から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送
受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置１１０からサブ制御装置
へ一方向にのみ送信される。
【００７６】
　ＲＡＭ２０３は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、ＭＰＵ２０１の内部レジスタ
の内容やＭＰＵ２０１により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるス
タックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（
作業領域）とを有している。なお、ＲＡＭ２０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後にお
いても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）
できる構成となっており、ＲＡＭ２０３に記憶されるデータは、すべてバックアップされ
る。
【００７７】
　停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下
同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がＲＡＭ２０３に記憶される。一方、電源
投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、ＲＡＭ２０３に記憶される情
報に基づいて、パチンコ機１０の状態が電源遮断前の状態に復帰される。ＲＡＭ２０３へ
の書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、ＲＡＭ２０３に書
き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。な
お、ＭＰＵ２０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電
源遮断時に、停電監視回路２５２からの停電信号ＳＧ１が入力されるように構成されてお
り、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２０１へ入力されると、停電時処理としてのＮＭＩ割込
処理（図示せず）が即座に実行される。
【００７８】
　主制御装置１１０のＭＰＵ２０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバス
ライン２０４を介して入出力ポート２０５が接続されている。入出力ポート２０５には、
払出制御装置１１１、音声ランプ制御装置１１３、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂ、第
２図柄表示装置、第２図柄保留ランプ、特定入賞口６５ａの開閉板６５ｂ（図１１参照）
の下辺を軸として正面側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動する
ためのソレノイドなどからなるソレノイド２０９が接続され、ＭＰＵ２０１は、入出力ポ
ート２０５を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。
【００７９】
　また、入出力ポート２０５には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ
Ｓや回転位置検出センサＲを含むセンサ群などからなる各種スイッチ２０８、電源装置１
１５に設けられた後述のＲＡＭ消去スイッチ回路２５３が接続され、ＭＰＵ２０１は各種
スイッチ２０８から出力される信号や、ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３より出力されるＲ
ＡＭ消去信号ＳＧ２に基づいて各種処理を実行する。
【００８０】
　払出制御装置１１１は、払出モータ２１６を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＭＰＵ２１１は、そのＭＰＵ２１１により実行される制御プ
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ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ２１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ２１３とを有している。
【００８１】
　払出制御装置１１１のＲＡＭ２１３は、主制御装置１１０のＲＡＭ２０３と同様に、Ｍ
ＰＵ２１１の内部レジスタの内容やＭＰＵ２１１により実行される制御プログラムの戻り
先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値
が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。ＲＡＭ２１３は、パチンコ機１０
の電源の遮断後においても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保
持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ２１３に記憶されるデータは、すべ
てバックアップされる。なお、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１と同様、ＭＰＵ２１１の
ＮＭＩ端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路２５２から停電信号ＳＧ
１が入力されるように構成されており、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２１１へ入力される
と、停電時処理としてのＮＭＩ割込処理（図示せず）が即座に実行される。
【００８２】
　払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スライン２１４を介して入出力ポート２１５が接続されている。入出力ポート２１５には
、主制御装置１１０や払出モータ２１６、発射制御装置１１２などがそれぞれ接続されて
いる。また、図示はしないが、払出制御装置１１１には、払い出された賞球を検出するた
めの賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置１
１１に接続されるが、主制御装置１１０には接続されていない。
【００８３】
　発射制御装置１１２は、主制御装置１１０により球の発射の指示がなされた場合に、操
作ハンドル５１の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット１１２
ａを制御するものである。球発射ユニット１１２ａは、図示しない発射ソレノイドおよび
電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に
駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル５１に触れていることをタッチセ
ンサ５１ａにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ５１ｂがオフ（
操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）に対応し
て発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル５１の操作量に応じた強さで球が発射される
。
【００８４】
　音声ランプ制御装置１１３は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）２２６におけ
る音声の出力、ランプ表示装置（電飾部２９～３３、表示ランプ３４など）２２７におけ
る点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置１１４
で行われる第３図柄表示装置８１の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置
であるＭＰＵ２２１は、そのＭＰＵ２２１により実行される制御プログラムや固定値デー
タ等を記憶したＲＯＭ２２２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ２２３とを有し
ている。
【００８５】
　音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１には、アドレスバス及びデータバスで構成さ
れるバスライン２２４を介して入出力ポート２２５が接続されている。入出力ポート２２
５には、主制御装置１１０、表示制御装置１１４、音声出力装置２２６、ランプ表示装置
２２７、その他装置２２８、枠ボタン２２などがそれぞれ接続されている。その他装置２
２８には駆動モータ６３１，７３１，７８２，８６１が含まれる。
【００８６】
　音声ランプ制御装置１１３は、主制御装置１１０から受信した各種のコマンド（変動パ
ターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第３図柄表示装置８１の表示態様を
決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コ
マンド等）によって表示制御装置１１４へ通知する。また、音声ランプ制御装置１１３は
、枠ボタン２２からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン２２が操作された場合は、
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第３図柄表示装置８１で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容
を変更したりするように、表示制御装置１１４へ指示する。ステージが変更される場合は
、変更後のステージに応じた背面画像を第３図柄表示装置８１に表示させるべく、変更後
のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置１１４へ送信する
。ここで、背面画像とは、第３図柄表示装置８１に表示させる主要な画像である第３図柄
の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置１１４は、この音声ランプ制御装
置１１３から送信されるコマンドに従って、第３図柄表示装置８１に各種の画像を表示す
る。
【００８７】
　また、音声ランプ制御装置１１３は、表示制御装置１１４から第３図柄表示装置８１の
表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置１１３では、
表示制御装置１１４から受信した表示コマンドに基づき、第３図柄表示装置８１の表示内
容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置２２６から出力し、また、そ
の表示内容に対応させてランプ表示装置２２７の点灯および消灯を制御する。
【００８８】
　表示制御装置１１４は、音声ランプ制御装置１１３及び第３図柄表示装置８１が接続さ
れ、音声ランプ制御装置１１３より受信したコマンドに基づいて、第３図柄表示装置８１
における第３図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置１１
４は、第３図柄表示装置８１の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装
置１１３へ送信する。音声ランプ制御装置１１３は、この表示コマンドによって示される
表示内容にあわせて音声出力装置２２６から音声を出力することで、第３図柄表示装置８
１の表示と音声出力装置２２６からの音声出力とをあわせることができる。
【００８９】
　電源装置１１５は、パチンコ機１０の各部に電源を供給するための電源部２５１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路２５２と、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３
参照）が設けられたＲＡＭ消去スイッチ回路２５３とを有している。電源部２５１は、図
示しない電源経路を通じて、各制御装置１１０～１１４等に対して各々に必要な動作電圧
を供給する装置である。その概要としては、電源部２５１は、外部より供給される交流２
４ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ２０８などの各種スイッチや、ソレノイド２０
９などのソレノイド、モータ等を駆動するための１２ボルトの電圧、ロジック用の５ボル
トの電圧、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら１２ボルトの
電圧、５ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置１１０～１１４等に対して必要
な電圧を供給する。
【００９０】
　停電監視回路２５２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置１１０のＭＰＵ
２０１及び払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力す
るための回路である。停電監視回路２５２は、電源部２５１から出力される最大電圧であ
る直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（
電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置１１０及び払出制御
装置１１１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置１１０及び払出制御
装置１１１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込処理を実行する。なお、電源部２５１は
、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込処理の
実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの電圧の出力を正常値に維持す
るように構成されている。よって、主制御装置１１０及び払出制御装置１１１は、ＮＭＩ
割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。
【００９１】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が押下され
た場合に、主制御装置１１０へ、バックアップデータをクリアさせるためのＲＡＭ消去信
号ＳＧ２を出力するための回路である。主制御装置１１０は、パチンコ機１０の電源投入
時に、ＲＡＭ消去信号ＳＧ２を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に
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、払出制御装置１１１においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマ
ンドを払出制御装置１１１に対して送信する。
【００９２】
　次いで、可変入賞装置６５周辺の構造について説明する。図５は、可変入賞装置６５及
び振分装置３００の正面斜視図であり、図６（ａ）及び図６（ｂ）は、可変入賞装置６５
の正面斜視図である。図６（ａ）では、特定入賞口６５ａへの球の流下を規制するように
開閉板６５ｂが閉鎖される開閉板６５ｂの閉鎖状態が図示され、図６（ｂ）では、特定入
賞口６５ａへの球の流下を許容するように開閉板６５ｂが開放される開閉板６５ｂの開放
状態が図示される。なお、図５及び図６の説明においては、図２を適宜参照する。
【００９３】
　可変入賞装置６５は、開閉板６５ｂの開放状態（図６（ｂ）参照）において、開閉板６
５ｂに着地する球を受け入れ、特定入賞口６５ａへ案内可能となるように、開閉板６５ｂ
の開放状態において開閉板６５ｂの板上面が背面側へ向けて下降傾斜するように形成され
る。
【００９４】
　開閉板６５ｂの左右中央部の上方には電動役物１４０ａが配置されているので（図２参
照）、開閉板６５ｂに着地する球は、電動役物１４０ａから逸れて流下する球に限定され
る。即ち、開閉板６５ｂへの球の着地は、左右中央部では生じず、主に、電動役物１４０
ａよりも左右外側の部分において生じる。換言すれば、開閉板６５ｂに着地する球の配置
は、開閉板６５ｂの左右外側寄りの位置に限定される。
【００９５】
　なお、開閉板６５ｂに着地した後の球の配置についてはこの限りではない。即ち、開閉
板６５ｂに着地した後の球の流れ方によっては、開閉板６５ｂの左右中央位置寄りに球が
配置されることは生じ得る。
【００９６】
　特に、本実施形態では、電動役物１４０ａを前側から覆う前意匠部材１４１（図２参照
）が、開閉板６５ｂ側の空間を確保するように湾曲形成されている（ガラスユニット１６
（図１参照）と対向配置される前端部下端から背面側へ向かうにつれて下側に張り出す態
様の湾曲面として形成されている）ので、開閉板６５ｂの左右中央位置寄りにおいて跳ね
た球が前意匠部材１４１と衝突して勢いを落とされる程度を低くすることができる。これ
により、開閉板６５ｂの左右中央位置寄りに球が配置される可能性を高めることができる
。
【００９７】
　なお、前意匠部材１４１の下部の湾曲形状の曲率半径の中心は、前後どちらに配置され
るものでも良い。本実施形態では、横面視における曲率半径が前側下方に配置されるよう
形成することで、開閉板６５ｂ側の空間をより大きく確保できるようにしている。また、
前意匠部材１４１が左右端部において下側へ向かう程に左右幅が小さくなる形状とされる
ことで、左右側において開閉板６５ｂとの間に空間を確保し易くすることができる。
【００９８】
　開閉板６５ｂの開放状態においては、開閉板６５ｂに着地した球はほぼ漏れなく特定入
賞口６５ａに案内される。検出センサＳＥ１の球通過孔１６３ｂの手前側には、後方へ向
けて下降傾斜する傾斜流下面１６３ａ１が球を球通過孔１６３ｂに案内可能な上下位置で
配設されている。
【００９９】
　傾斜流下面１６３ａ１は、下面部１６３ａにより左右外側に転動された球が抵抗少なく
乗り移れるように下面部１６３ａの左右端部よりも一段下がって形成されている。この傾
斜流下面１６３ａ１よりも左右外側において開閉板６５ｂに着地した球の流下抵抗を低減
するため、傾斜流下面１６３ａ１の左右外側において案内板部１６３ａ２が形成されてい
る。
【０１００】
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　案内板部１６３ａ２は、受入部材１６３の後壁部と左右内壁部とから、前側かつ左右内
側へ延設される板状部であって、前端面が左右内側ほど後方へ配置がずれる傾斜面として
形成される。
【０１０１】
　これにより、開閉板６５ｂに乗り転動する球が案内板部１６３ａ２の前端面に当接した
場合に、傾斜面の傾斜に沿って球の流下を案内することができるので、球を傾斜流下面１
６３ａ１に抵抗少なく案内することができる。そのため、開閉板６５ｂに球が乗った状態
で開閉板６５ｂが閉鎖動作を開始した場合において、その球が傾斜流下面１６３ａ１より
も左右外側に配置されていたとしても、開閉板６５ｂの閉鎖動作が阻害される程度を低減
することができる。
【０１０２】
　即ち、例えば、球の流れが悪くなり開閉板６５ｂの閉鎖が滞ったり、開閉板６５ｂの閉
鎖動作により後方に流された球が受入部材１６３の後壁部で跳ね返って開閉板６５ｂに再
び当たり、開閉板６５ｂを開放させる方向（前側）の負荷を与えることで開閉板６５ｂが
意図せず開いたり、等という動作不良が生じる可能性を低減することができる。
【０１０３】
　開閉板６５ｂが開放状態から閉鎖状態へ動作する場合、開閉板６５ｂは起き上がり動作
で閉じる。即ち、開閉板６５ｂに着地した球は、開閉板６５ｂの動作により特定入賞口６
５ａに案内される（飲み込まれる）ので、開閉板６５ｂに乗っている球の左右位置に寄ら
ず、開閉板６５ｂに乗っている球はほぼ漏れなく特定入賞口６５ａに案内される。
【０１０４】
　この際、開閉板６５ｂにおける球の配置が左右外側に寄っていたり、球の個数が多かっ
たりすると、開閉板６５ｂの閉鎖動作が遅れる可能性がある。これに対し、本実施形態で
は、受入部材１６３の下面部１６３ａ、傾斜流下面１６３ａ１及び案内板部１６３ａ２の
形状を工夫しているので、特定入賞口６５ａに案内された球の流れを滞留させることなく
、開閉板６５ｂの閉鎖動作の迅速性を保つことができる。
【０１０５】
　また、受入部材１６３の形状を工夫する代わりに、開放状態において球が乗る開閉板６
５ｂの転動面は、平面状に形成される（図６（ｂ）参照）。そのため、開閉板６５ｂの開
放状態において開閉板６５ｂに着地した球は、一旦後方に流れてから、受入部材１６３の
形状の作用により左右方向へ流され検出センサＳＥ１の球通過孔１６３ｂに案内されるこ
とになるので、開閉板６５ｂ上で球の衝突が生じることを回避し易くすることができる。
【０１０６】
　即ち、開閉板６５ｂに複数の球が同時に着地しても、その球が一旦後方に平行移動する
ことになるので、開閉板６５ｂ上で球が互いに衝突することを回避することができる。従
って、開閉板６５ｂの転動面が下面部１６３ａのように左右方向の傾斜面を有する形状と
され転動球に左右方向の流れが形成される場合に比較して、開閉板６５ｂ上での球の動き
が不規則になる可能性を低くすることができるので、意図せぬ動作不良を未然に防ぐこと
ができる。
【０１０７】
　受入部材１６３には、開閉板６５ｂの閉鎖状態において、開閉板６５ｂの左右両端部に
おける回動先端部と当接し、開閉板６５ｂの配置の再現性を高めるための当接面部１６３
ａ３が形成されている。当接面部１６３ａ３は左右一対で形成されており、且つ、開閉板
６５ｂの形状に合わせた形状設計により点接触ではなく面接触可能に形成されているので
、開閉板６５ｂの配置を安定させ易く、且つ、当接時の負荷を面で受けることにより応力
集中を避けることができるので耐久性を向上させることができる。
【０１０８】
　また、当接面部１６３ａ３の下側には、対向配置される開閉板６５ｂと若干の隙間を空
け略平行となる面形状で形成される補助当接面１６３ａ４が形成されている。補助当接面
１６３ａ４は、何らかの理由で当接面部１６３ａ３と開閉板６５ｂとの当接が不良となっ
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た場合のフェールセーフとして設けられている。
【０１０９】
　本実施形態では、当接面部１６３ａ３の手前側において球の流下を制限する被固定部材
１６１が配置されており、基本的には球は当接面部１６３ａ３と衝突しないように構成さ
れている。しかし、例えば、当接面部１６３ａ３と当接する開閉板６５ｂの回動先端部が
欠けた場合、閉鎖状態における開閉板６５ｂの配置の再現性を保てなくなる可能性がある
。
【０１１０】
　これに対し、本実施形態では、開閉板６５ｂと当接面部１６３ａ３との正常な当接が保
てなくなった場合には、開閉板６５ｂの左右端部における前後幅間部と補助当接面１６３
ａ４との面当接を生じさせ、開閉板６５ｂの配置の安定性を保てるように図っている。こ
れにより、閉鎖状態における開閉板６５ｂの配置の再現性を向上することができる。
【０１１１】
　なお、補助当接面１６３ａ４を、当接面部１６３ａ３の形状が正常な状況から開閉板６
５ｂと当接するように構成しても良い。この場合、当接面部１６３ａ３の形状が正常な状
況から開閉板６５ｂとの当接が生じるので負荷が蓄積され易いという不利益が生じ得るも
のの、負荷を分散させる面積を拡大できるので、開閉板６５ｂとの当接により当接面部１
６３ａ３が受ける局所的な負荷の大きさを低減することができる。
【０１１２】
　開閉板６５ｂが開放状態から閉鎖状態へ動作する場合、開閉板６５ｂへ受け入れられる
途中の遊技球を、上述した前意匠部材１４１の形状によって開閉板６５ｂへ押し込む態様
で受け入れさせるよう構成することができる。
【０１１３】
　即ち、受け入れられる途中の状態（例えば、開閉板６５ｂの回動先端と特定入賞口６５
ａの開口枠部とに挟まれて横滑りしている状態）で、球が前意匠部材１４１の下部形状と
当接した場合に、その湾曲形状に案内させることで特定入賞口６５ａの内側へ流下させる
ことができる。これにより、開閉板６５ｂから逸れた球が第３流路構成部３３６の正面側
を落下する事態の発生を避け易くすることができるので、第３流路構成部３３６への視界
を確保し易くすることができる。
【０１１４】
　開閉板６５ｂの閉鎖状態においては、開閉板６５ｂへの球の着地が生じないので、開閉
板６５ｂの閉鎖状態において開閉板６５ｂの正面側を流下する球の配置は電動役物１４０
ａよりも左右外側に限定される。
【０１１５】
　従って、本実施形態の構成によれば、開閉板６５ｂの閉鎖状態において特定入賞口６５
ａに案内されずに流下する球の配置を、電動役物１４０ａよりも左右外側位置に限定する
ことができる。これにより、電動役物１４０ａの下側において、電動役物１４０ａの左右
端部よりも左右内側位置における視界を確保することができる。
【０１１６】
　次いで、特定入賞口６５ａの下流側（特定入賞口６５ａを通過した球が流れる側）の構
成について説明する。図７は、遊技盤１３の正面斜視図であり、図８は、遊技盤１３の背
面斜視図である。なお、図７及び図８では、ベース板６０に配設される構成の内、第１入
賞口６４、第２入賞口１４０及び可変入賞装置６５以外の構成が取り外された状態が図示
される。
【０１１７】
　図８に示すように、ベース板６０の背面側における可変入賞装置６５の後方位置には、
第１入賞口６４、第２入賞口１４０及び一般入賞口６３（図２参照）に入球した球を球排
出路（図示せず）へ流すための経路が形成される集合樋１５０が配設される。
【０１１８】
　集合樋１５０は、流路を形成する溝状部分を備え、溝状部分においてベース板６０と対
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面する前側部が開放される。この開放部分がベース板６０に閉じられることで、球排出路
へ球を流すための経路が完成する。
【０１１９】
　集合樋１５０は、第１入賞口６４に入球した球の流路を形成する第１流路部１５１と、
第２入賞口１４０に入球した球の経路を形成する第２流路部１５２と、左右両側に配置さ
れる一般入賞口６３に入球した球の流路を左右それぞれに形成する複数の第３流路部１５
３と、を備える。
【０１２０】
　第１流路部１５１は、第１入賞口６４の後方位置から左下方向へ傾斜する流路として構
成され、第２流路部１５２は、第２入賞口１４０の後方位置から右下方向へ傾斜する流路
として構成される。第３流路部１５３は、一般入賞口６３の下方へ延びる流路として構成
される。
【０１２１】
　従って、正面視では、第１入賞口６４及び第２入賞口１４０が遊技領域の左右中央位置
に配置される構成ながら、第１入賞口６４及び第２入賞口１４０に入球した球の流れは、
集合樋１５０によって左右中央位置から左右外側に寄せられる。これにより、第１入賞口
６４及び第２入賞口１４０の下方に空間を設けることができ、この空間を利用して可変入
賞装置６５及び後述する振分装置３００を配設することができる。
【０１２２】
　図９は、ベース板６０、可変入賞装置６５、集合樋１５０及び振分装置３００の分解正
面斜視図であり、図１０は、ベース板６０、可変入賞装置６５、集合樋１５０及び振分装
置３００の分解背面斜視図である。なお、図９及び図１０では、ベース板６０の下半部の
みが図示され、その他の部分の図示が省略されており、且つ、ベース板６０に組み付けら
れる他の構成についての図示が省略され、ベース板６０の地が視認可能となっている。ま
た、図９では、説明の便宜上、センターフレーム８６がベース板６０に組み付けられた状
態で図示される。
【０１２３】
　可変入賞装置６５、集合樋１５０及び振分装置３００の固定について説明する。可変入
賞装置６５は、ルータ加工によってベース板６０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤
１３の正面側からタッピングネジ等により固定されている。集合樋１５０は、ルータ加工
によってベース板６０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤１３の背面側からタッピン
グネジ等により固定されている。
【０１２４】
　そして、振分装置３００は、上部において挿通孔３１１が可変入賞装置６５に締結固定
され、左右部において挿通孔３３１が集合樋１５０に締結固定される。即ち、ベース板６
０に直接的に固定される可変入賞装置６５や、集合樋１５０とは異なり、振分装置３００
の有無は、遊技盤１３の完成に影響するものではない。
【０１２５】
　換言すれば、本実施形態における可変入賞装置６５及び集合樋１５０は、振分装置３０
０を配設する場合と、振分装置３００を配設しない場合とで、そのまま流用することがで
きる。これにより、振分装置３００の有無に関わらず、可変入賞装置６５と集合樋１５０
との共通化を図ることができる。
【０１２６】
　次いで、可変入賞装置６５及び振分装置３００の詳細について説明する。可変入賞装置
６５は、特定入賞口６５ａを通して遊技領域から球を受け入れ可能に構成されており、振
分装置３００は、可変入賞装置６５に受け入れられた球の流れる流下経路を構成している
。本実施形態では、振分装置３００の流下経路を流れる球の検出結果に基づいて遊技者が
得られる利益が変化するように制御されるが、詳細は後述する。
【０１２７】
　図１１は、可変入賞装置６５の分解正面斜視図であり、図１２は、可変入賞装置６５の
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分解背面斜視図である。図１１及び図１２に示すように、可変入賞装置６５は、遊技盤１
３の正面側からタッピングネジ等により固定される被固定部材１６１と、その被固定部材
１６１の正面側に配置され被固定部材１６１に締結固定される前意匠部材１６２と、被固
定部材１６１の背面側に配置され、被固定部材１６１に締結固定され、特定入賞口６５ａ
を通った球を受け入れ可能に構成される受入部材１６３と、その受入部材１６３の背面側
に配置され、受入部材１６３に締結固定され、振分装置３００との連結部分として介在す
る介在部材１６４と、受入部材１６３の背面側に配置され、受入部材１６３に締結固定さ
れ、開閉板６５ｂの開閉状態を通電の有無によって切り替え可能に構成される状態切替装
置１６５と、を備える。
【０１２８】
　被固定部材１６１は光透過性の樹脂材料から形成され、その正面側の形状は、ネジ挿通
用の貫通孔、前意匠部材１６２との締結位置および特定入賞口６５ａを除き平坦面で形成
される。一方、被固定部材１６１の背面側の形状は、外周部においてベース板６０に面で
当接される薄肉部の内側において背面側に張り出す立体的な形状となっている。
【０１２９】
　特に、薄肉部との境界部１６１ａは横長略楕円の枠状に形成されており、この境界部１
６１ａを配設可能な大きさの貫通孔がベース板６０に貫通形成される。即ち、境界部１６
１ａは、ベース板６０の貫通孔に挿通される部分である。
【０１３０】
　境界部１６１ａの内側では、特定入賞口６５ａと、その特定入賞口６５ａの下縁よりも
若干下側において特定入賞口６５ａの下縁と平行な横長板状で後方へ延設される横長板状
部およびその横長板状部の途中位置において下方に延設される縦長板状部を備えて左右一
対の略Ｔ字形状で構成される延設支持板１６１ｂと、が形成される。
【０１３１】
　延設支持板１６１ｂは、特定入賞口６５ａの後方の範囲と、後述する振分装置３００の
流下経路と、の双方を支持するよう機能する。延設支持板１６１ｂの横長板状部から突設
される突設支持部１６１ｃと、延設支持板１６１ｂの縦長板状部から突設される突設支持
部１６１ｄと、境界部１６１ａの下縁部上面から突設される突設支持部１６１ｅと、は振
分装置３００を支持する部分としての機能を有するが、詳細は後述する。
【０１３２】
　境界部１６１ａの内側において、特定入賞口６５ａの左右中央位置下方において左右対
称形状で突設される対称突設部１６１ｆは、振分装置３００を流下する球と当接して球の
流下を案内する機能を有する。
【０１３３】
　前意匠部材１６２に螺入する締結ネジを挿通するための複数の貫通孔１６１ｇは、境界
部１６１ａの内側および外側に配置される。受入部材１６３に挿通される締結ネジを螺入
するため雌ネジ部を有する複数の被締結部１６１ｈは、境界部１６１ａの内側に配置され
る。
【０１３４】
　介在部材１６４に挿通される締結ネジを螺入するため雌ネジ部を有する被締結部１６１
ｉは、境界部１６１ａの切れ目（左右中央位置）において境界部１６１ａの外側に配置さ
れる。即ち、ベース板６０に形成される貫通孔の内、境界部１６１ａを挿通するための貫
通孔と第２入賞口１４０及び電動役物１４０ａを挿通するための貫通孔との連結部分（図
９参照）に、被締結部１６１ｉは配設される。
【０１３５】
　前意匠部材１６２は、光透過性の樹脂材料から形成され、正面側は、ガラスユニット１
６（図１参照）との距離を均一とするべく平坦形状で形成される。前意匠部材１６２の背
面側かつ被固定部材１６１の正面側の範囲において、球は流下可能とされる。
【０１３６】
　前意匠部材１６２の背面側には、被固定部材１６１の貫通孔１６１ｇと合う位置に配設
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され、貫通孔１６１ｇに挿通された締結ネジを螺入可能に形成される雌ネジ部を有する複
数の被締結部１６２ａと、その被締結部１６２ａを上側から覆うような形状で背面側に延
設される複数の延設部１６２ｂ，１６２ｃと、を備える。
【０１３７】
　延設部１６２ｂ，１６２ｃにより、被固定部材１６１と前意匠部材１６２との間を流下
する球が被締結部１６２ａに直接衝突することを回避することができるので、被締結部１
６２ａの耐久性を向上することができる。
【０１３８】
　更に、延設部１６２ｂ，１６２ｃの上面が傾斜面として形成されることにより、球の流
下経路を制限することができる。即ち、特定入賞口６５ａの左右縁部付近で延設される延
設部１６２ｂ（左右中央側の２箇所）の上面が左右外側へ向けて下降傾斜する傾斜面とし
て形成されることで、延設部１６２ｂに乗った球が特定入賞口６５ａ側に流れることを抑
制することができる。即ち、延設部１６２ｂに乗った球は、延設部１６２ｂの左右外側を
下方へ落下した後、内レール６１（図２参照）に沿ってアウト口７１へ向けて流下するこ
とになる。
【０１３９】
　また、左右両端に延設される延設部１６２ｃ（左右両端の２箇所）の上面が左右内側へ
向けて下降傾斜する傾斜面として形成されることで、延設部１６２ｃに乗って流れる球の
流下経路を延設部１６２ｂに乗った球の流下経路とまとめることができる。これにより、
流下する球の個数に比較して、流下する球が配置される範囲を狭めることができ（球の配
置密度を高めることができ）、球に視認性を阻害されない部分（流下経路が構成されない
空間）を確保することができる。
【０１４０】
　なお、図１１に図示される前意匠部材１６２は無地で記載され、背面側の視認性が良好
とされているが、前意匠部材１６２を無地で構成する必要はない。例えば、前意匠部材１
６２の正面側に模様やキャラクターが図示されたシールを貼り付けて装飾するようにして
も良いし、前意匠部材１６２に幾何学模様で溝を掘り、その溝に光が照射されることで幾
何学模様が浮かび上がって視認されるようにしても良い。また、無地や、上述のような装
飾が加えられた上で、前意匠部材１６２が非透過性となるように構成しても良い。
【０１４１】
　受入部材１６３は、光透過性の樹脂材料から正面側が開放された横長の枠状（または箱
状）に形成され、上述した案内板部１６３ａ２と、当接面部１６３ａ３と、補助当接面１
６３ａ４と、枠内側において流下面を形成する下面部１６３ａと、下面部１６３ａを流下
した球が通過可能な貫通孔として配設される球通過孔１６３ｂと、被固定部材１６１の被
締結部１６１ｈに合う位置に配置され被締結部１６１ｈに締結固定される締結ネジが背面
側から挿通される複数の挿通孔１６３ｃと、介在部材１６４に挿通される締結ネジが螺入
される雌ネジ部であって左右中央側に配設される一対の被締結部１６３ｄと、状態切替装
置１６５に挿通される締結ネジが螺入される雌ネジ部を有する複数の被締結部１６３ｅと
、を備える。
【０１４２】
　下面部１６３ａは、左右中央部を頂点として左右外側へ向けて下降傾斜する左右傾斜面
として形成され、その左右傾斜面の左右外端部から一段下がった位置において後方へ向け
て下降傾斜する傾斜流下面１６３ａ１を備えていることで、傾斜流下面１６３ａ１の後端
部を流下する球が球通過孔１６３ｂを抵抗小さく通過できるように配設される。
【０１４３】
　球通過孔１６３ｂは、受入部材１６３の背面側に係合される検出センサＳＥ１に形成さ
れる検出用孔である。即ち、球通過孔１６３ｂを球が通過したことは検出センサＳＥ１に
より検出される。
【０１４４】
　介在部材１６４は、光透過性の樹脂材料から形成され、後方へ向けて下降傾斜する光屈
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折面を有する本体部１６４ａと、その本体部１６４ａの上側部において貫通形成され受入
部材１６３の被締結部１６３ｄに螺入される締結ネジを挿通可能な一対の挿通孔１６４ｂ
と、その挿通孔１６４ｂよりも上側に配置されＬＥＤが配設される発光基板１６４ｃと、
本体部１６４ａの下端側左右両端部において振分装置３００に挿通される締結ネジを螺入
可能な雌ネジ部を有して形成される一対の被締結部１６４ｄと、本体部１６４ａの上側部
において貫通形成され被固定部材１６１の被締結部１６１ｉに螺入される締結ネジを挿通
可能な挿通孔１６４ｅと、を備える。
【０１４５】
　発光基板１６４ｃは、ＬＥＤが配置される面が斜め前上方向を向く姿勢で配設され、組
立状態において、正面視で特定入賞口６５ａの真上位置（図６参照）、且つ、第２入賞口
１４０の真下位置に配置される。このような配置から、発光基板１６４ｃからの光は、第
２入賞口１４０や特定入賞口６５ａへの入球を望みその箇所を斜め後下方向の視線で見つ
める遊技者の視界に容易に入る。
【０１４６】
　従って、第２入賞口１４０や特定入賞口６５ａへの入球が検出された際に発光基板１６
４ｃのＬＥＤを点灯させるよう制御することで、第２入賞口１４０や特定入賞口６５ａへ
の入球が生じたか否かを遊技者に容易に把握させることができる。
【０１４７】
　上述の構成から、介在部材１６４は、被固定部材１６１及び受入部材１６３の双方に締
結固定される。これにより、被固定部材１６１と受入部材１６３との締結固定のみで構成
する場合に比較して、被固定部材１６１と受入部材１６３とを強固に固定することができ
る。また、介在部材１６４を介して被固定部材１６１及び受入部材１６３と連結固定され
る振分装置３００の配置を安定させることができるので、被固定部材１６１及び受入部材
１６３と振分装置３００との相対的な位置ずれを抑制することができる。
【０１４８】
　状態切替装置１６５は、受入部材１６３の被締結部１６３ｅに螺入される締結ネジが挿
通される複数の挿通部１６５ａを有し、配線通し用、兼、放熱用の複数の開口を有して上
側が開放される深底の箱状に形成される下ケース部１６５ｂと、その下ケース部１６５ｂ
に収容される電磁ソレノイド１６５ｃと、その電磁ソレノイド１６５ｃのプランジャーの
先端に係合されプランジャーと共にスライド変位するスライド部１６５ｄと、下ケース部
１６５ｂの前端部から回動先端部がはみ出すような配置で下ケース部１６５ｂに回動可能
に支持され、スライド部１６５ｄのスライド変位に伴い回動する回動部１６５ｅと、複数
の挿通孔１６５ｆに挿通される締結ネジにより下ケース部１６５ｂに締結固定される上蓋
部１６５ｇと、を備える。
【０１４９】
　回動部１６５ｅの回動先端は、棒状部が係合可能に凹設されており、この凹設部に開閉
板６５ｂの右側端部から右方に突設される伝達突部６５ｃが入り込み、係合される。伝達
突部６５ｃは、開閉板６５ｂの開閉動作の回転軸を形成する金属製の軸棒部６５ｄから偏
心した位置に配置されている。このように構成することで、回動部１６５ｅの回動に伴っ
て、開閉板６５ｂの開閉動作を生じさせることができる。
【０１５０】
　図１３及び図１４は、振分装置３００の分解正面斜視図である。図１３では、振分装置
３００を上方から見た斜視図が図示され、図１４では、振分装置３００を下方から見た斜
視図が図示される。
【０１５１】
　図１３及び図１４に示すように、振分装置３００は、介在部材１６４の被締結部１６４
ｄに螺入される締結ネジが挿通可能に貫通形成される一対の挿通孔３１１を有する上部材
３１０と、その上部材３１０に上下方向で締結固定されると共に集合樋１５０の雌ネジ部
に螺入される締結ネジを挿通可能に貫通形成される一対の挿通孔３３１を有する中部材３
３０と、その中部材３３０と上部材３１０との間に収容され正面側にＬＥＤ等の発光手段
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３５１が配設される基板３５０と、中部材３３０と上部材３１０との間の位置に収容され
通電の有無によって状態を切り替え可能に構成される状態切替装置３６０と、中部材３３
０の下方に配置され状態切替装置３６０の状態の切り替えに伴い前側位置と後側位置とで
前後にスライド変位するスライド変位部材３７０と、中部材３３０との間にスライド変位
部材３７０を挟むように中部材３３０の下方に配設されると共に集合樋１５０の雌ネジ部
に螺入される締結ネジを挿通可能に貫通形成される挿通孔３８１を有する下部材３８０と
、を備える。
【０１５２】
　各部の構成の詳細を説明する前に、振分装置３００の機能の概要について説明する。振
分装置３００は、検出センサＳＥ１の球通過孔１６３ｂ（図１２参照）を通過した球が流
下する流下経路を構成する装置である。
【０１５３】
　球通過孔１６３ｂを通過した球は、上部材３１０の内部、上部材３１０と中部材３３０
との間に形成される流路構成部３３４，３３５，３３６、下部材３８０の内部、という順
で流下し、下部材３８０から流下した球は球排出路（図示せず）へ排出される。
【０１５４】
　振分装置３００の内部を流下する球は遊技者が視認可能となるように構成されており、
その流下態様により、遊技者の目を楽しませる単なる演出的効果のみでは無く、遊技者が
得られる利益に変化を生じさせるといった遊技利益に関わる効果を奏する。
【０１５５】
　振分装置３００の内部を流下する球の流下態様の違いは、主に、スライド変位部材３７
０の配置により生じる。即ち、球が中部材３３０から下部材３８０へ向けて流下する時に
おけるスライド変位部材３７０の配置により、球が下部材３８０のどの箇所を通過するか
に違いが生じる。
【０１５６】
　従って、遊技者の視線は、自ずと中部材３３０から下部材３８０へ向けて球が流下する
箇所（後述するように、スライド変位部材３７０の配置箇所）に集まり易くなるので、本
実施形態では、視線の集中を前提とした工夫が施されている。
【０１５７】
　次いで、振分装置３００の各部の構成の詳細について説明する。上部材３１０は、光透
過性の樹脂材料から形成される上面視コ字状の薄肉部材であり、上述の挿通孔３１１と、
球を受け入れ可能に貫通形成される一対の開口部３１２と、目印として貼り付けられる有
色（本実施形態では、赤色）透明の一対のシール部材３１３と、開口部３１２の下縁から
外周部に沿って正面側に延設される一対の上面部３１４と、中部材３３０に螺入される締
結ネジが挿通可能な貫通孔が形成される複数の挿通筒部３１５と、中部材３３０に挿通さ
れた締結ネジが螺入可能な雌ネジを有する被締結部３１６と、上部材３１０の下面から下
方へ向けて突設される前後方向に長尺の部分であって左右に並べて配設される一対の前後
長突設部３１７と、上部材３１０の下面から下方へ向けて突設される左右方向に長尺の部
分であって一対の前後長突設部３１７の間に配設される一対の左右内突設部３１８と、上
部材３１０の下面から下方へ向けて突設される左右方向に長尺の部分であって一対の前後
長突設部３１７の左右外側に配設される一対の左右外突設部３１９と、基板３５０の上部
を配置可能な大きさの凹部として形成される収容凹部３２０と、を備える。
【０１５８】
　開口部３１２は、可変入賞装置６５の球通過孔１６３ｂを通過した球を受け入れ、下方
へ流す役割を果たす通路状部（トンネル状部）であり、上前縁部は傾斜姿勢の検出センサ
ＳＥ１（図１２参照）の板背面と面一となるように傾斜面で切断したような形状とされる
。これにより、開口部３１２の上前縁部を検出センサＳＥ１の板背面に接触させることが
できる。
【０１５９】
　また、開口部３１２は、球通過孔１６３ｂの開口方向視で球通過孔１６３ｂの開口内側
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に侵入しない程度の開口度合いで形成される。これにより、球通過孔１６３ｂを通過した
球を開口部３１２に案内する際の流下抵抗を低減することができる。
【０１６０】
　シール部材３１３は、基板３５０の発光手段３５１から照射される光を受けて煌びやか
に視認されることで、遊技者の注目を集める部材として機能するが、詳細は後述する。
【０１６１】
　上面部３１４は、上部材３１０の下方における球の流下経路に合わせて傾斜が形成され
る薄板部である。開口部３１２の正面側に配置される第１上面部３１４ａは正面側へ向か
うほど下降傾斜するように形成され、第１上面部３１４ａの前端部と連結され左右内側に
配置される第２上面部３１４ｂは左右内側へ向かうほど下降傾斜するように形成される。
そして、左右の第２上面部３１４ｂの左右間隔が手前側ほど長くなるように構成されるこ
とで、第２上面部３１４ｂの間を通して球を視認する遊技者の視界の確保を図ることがで
きる。
【０１６２】
　挿通筒部３１５は、締結ネジのネジ頭を受ける座グリが上面側に形成される。そのため
、締結ネジを上側から挿通するという構成ながら、遊技者に締結ネジのネジ頭が視認され
ることを回避し易くすることができる。
【０１６３】
　挿通筒部３１５は、中部材３３０に形成される雌ネジ部を有する被締結部３３２ｄに合
う位置に配置される。特に、左側の挿通筒部３１５に対応する被締結部３３２ｄは、回動
部３６３を支持する支持部を兼ねるが、詳細は後述する。
【０１６４】
　被締結部３１６に螺入される締結ネジは、ネジ部が上向き、ネジ頭が下向きの姿勢で配
置される。そのため、被締結部３１６を手前側に配置する構成ながら、斜め上から視認す
る遊技者に対してネジ頭が目立ちにくいようにされている。これにより、上部材３１０と
中部材３３０とを強度に固定しながらも、締結ネジにより振分装置３００の見映えが悪く
なることを回避することができる。
【０１６５】
　被締結部３１６が右側にしか形成されていないのは、既に後側において挿通筒部３１５
が２箇所に配設されているので前側における締結位置は１箇所で十分な点や、ネジ頭が下
向きにされ目立ちにくいとはいえ不要であれば配設を省略した方が振分装置３００の見栄
えが良くなる点等が、理由である。なお、被締結部３１６の配置はこれに限定されるもの
ではない。例えば、左側に配設されても良いし、左右一対で配設されても良い。
【０１６６】
　被締結部３１６の配置は、球の流下経路を避け、且つ、振分装置３００の見映えの低下
を最低限に抑えられる位置として設定されているが、詳細は後述する。
【０１６７】
　各一対で形成される前後長突設部３１７、左右内突設部３１８及び左右外突設部３１９
の下面部は、それぞれ同一の箇所を基準として、その箇所から遠ざかるほど配置が下がる
ような湾曲面として形成される。この湾曲面は、前後長突設部３１７、左右内突設部３１
８及び左右外突設部３１９で異なる形状とされており、この形状の違いにより球の流下態
様を制御する意図がある。
【０１６８】
　中部材３３０は、上述の一対の挿通孔３３１と、後側において下底部を有する枠状（略
箱状）に形成される後側枠状部３３２と、前側において下底部を有する枠状（略箱状）に
形成される一対の前側枠状部３３３と、その前側枠状部３３３の左右外側において凹設さ
れ球の流下経路を構成する一対の第１流路構成部３３４と、その第１流路構成部３３４の
前端部に連結されて球の流下経路を構成すると共に前側枠状部３３３の前側において凹設
される一対の第２流路構成部３３５と、その第２流路構成部３３５の左右内側端部に連結
されて球の流下経路を構成すると共に前側枠状部３３３の左右内側において凹設される一
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対の第３流路構成部３３６と、を備える。
【０１６９】
　また、中部材３３０は、第３流路構成部３３６の後端部の後ろ側において左右長尺形状
で下底に貫通形成され球の排出路として機能する排出孔３３７と、その排出孔３３７及び
第３流路構成部３３６を左右に仕切るよう前後方向に長尺の板状に形成される仕切り板部
３３８と、第３流路構成部３３６の後方端部における下側面から左右長尺の矩形状凸部と
して突設される一対の位置合わせ突設部３３９と、を備える。
【０１７０】
　後側枠状部３３２は、球の流下経路を構成する前側部とは異なり球の流下経路を構成せ
ず、主に基板３５０や状態切替装置３６０を支持する部分として構成される。後側枠状部
３３２は、左右中央部の正面側端部において上下方向に貫通形成されスライド変位部材３
７０を配置可能に構成される配置用貫通孔３３２ａと、左右方向に長尺の貫通孔として下
底部に貫通形成され状態切替装置３６０の被案内部３６２ｃのスライド変位を案内する案
内孔３３２ｂと、下部材３８０に挿通される締結ネジが螺入可能に形成される雌ネジ部を
有する複数の被締結部３３２ｃと、上部材３１０の挿通筒部３１５に挿通された締結ネジ
が螺入可能な雌ネジ部を上先端に有する円柱形状の被締結部３３２ｄと、を備える。
【０１７１】
　前側枠状部３３３は、枠内側および下底部表裏面に光拡散加工が施されていることで、
前側枠状部３３３の奥側の視認性が低下することになる。前側枠状部３３３は、上面視略
正方形状の枠状に形成されており、上部材３１０の被締結部３１６に螺入される締結ネジ
を挿通可能な座グリ孔として形成される挿通孔３３３ａを備える。
【０１７２】
　第１流路構成部３３４、第２流路構成部３３５及び第３流路構成部３３６は、それぞれ
球の流下経路を構成する部分であり、球の流下方向や、傾斜角度等が異なるように設計さ
れているが、詳細は後述する。
【０１７３】
　なお、第２流路構成部３３５と第３流路構成部３３６との連結位置において正面側が開
放される開放部３３５ａは、可変入賞装置６５の対称突設部１６１ｆ（図１２参照）が進
入可能とするための空隙である。即ち、対称突設部１６１ｆは、振分装置３００を流下す
る球に当接可能となるように、開放部３３５ａを通して流路内側に進入するように配置さ
れる。
【０１７４】
　排出孔３３７は、仕切り板部３３８に仕切られる形で、左右一対で構成され、球が少な
くとも２経路で排出可能な大きさで形成される。即ち、少なくとも、球の直径の２倍以上
の左右長さで構成される。なお、本実施形態では、排出孔３３７の下側に配置される下部
材３８０に複数の検出センサＳＥ１が横並びにされているので、その検出センサＳＥ１の
球貫通孔の配置に合わせて排出孔３３７の形状を設計するようにすれば良い。
【０１７５】
　仕切り板部３３８は、上述のように第３流路構成部３３６を仕切る機能に加え、スライ
ド変位部材３７０の変位を案内する案内部としての機能を奏するが、詳細は後述する。位
置合わせ突設部３３９は、下部材３８０の突設部３８３ａと嵌め合わされ、中部材３３０
と下部材３８０との位置ずれを回避するための部分であるが、詳細は後述する。
【０１７６】
　基板３５０は、下側部３５３の方が上側部３５２に比較して左右長尺となる逆Ｔ字形状
で形成されており、下側部３５３の左端側における下端部に位置合わせ用の凹設部３５４
を備える。
【０１７７】
　凹設部３５４が、中部材３３０の内部形状として対応する部分と係合することで左右方
向の位置決めがされ、左右長尺の下側部３５３が中部材３３０の後側枠状部３３２に前後
から挟まれるように支持されることで前後方向の位置決めがされ、上部材３１０の収容凹
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部３２０に上側部３５２が収容されることで上方への脱落が防止されることで配置が固定
されるよう構成されるが、発光手段３５１の配置の意図と共に詳細は後述する。
【０１７８】
　状態切替装置３６０は、中部材３３０の後側枠状部３３２に収容される装置であって、
電磁ソレノイド３６１と、その電磁ソレノイド３６１に左右方向に直動変位するよう支持
されるプランジャーの先端に係合されプランジャーと共にスライド変位するスライド部３
６２と、左側の被締結部３３２ｄに挿通されることで回動可能に支持され、スライド部３
６２のスライド変位に伴い回動する回動部３６３と、を備える。
【０１７９】
　スライド部３６２は、電磁ソレノイド３６１のプランジャーの先端の円板部３６１ａを
上側から受け入れ可能に凹設される凹設部３６２ａと、右側面から右方に張り出す張出部
３６２ｂと、下側面の前後中央部から下方に突設され左右方向に長尺の長円形状の断面で
形成される被案内部３６２ｃと、を備える。
【０１８０】
　凹設部３６２ａの形成方向から、円板部３６１ａがスライド部３６２を上側から支える
構成となるので、スライド部３６２が上方へ脱落することを防止することができる。その
ため、円板部３６１ａにスライド部３６２を接着剤等で固着せずとも、スライド部３６２
の配置を円板部３６１ａと中部材３３０の下底部との間で維持することができる。
【０１８１】
　被案内部３６２ｃは、中部材３３０の案内孔３３２ｂに挿通されることで、スライド部
３６２の変位方向が左右方向からずれることを回避するための部分である。特に、本実施
形態では左右方向に長尺に形成されるので、被案内部３６２ｃと案内孔３３２ｂとの係合
により、スライド部３６２の姿勢維持を図ることができる。なお、被案内部３６２ｃの断
面形状は必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、円形でも良いし、矩形でも良い
。
【０１８２】
　回動部３６３は、上面視で略Ｌ字状に形成され、Ｌ字の接続部において上下方向に長尺
の筒状に形成され中部材３３０の被締結部３３２ｄを挿通可能な大きさの貫通孔を有する
支持筒部３６３ａと、Ｌ字の短手側先端部から上方へ向けて円柱状に突設され張出部３６
２ｂが有する貫通孔に挿通される上円柱部３６３ｂと、Ｌ字の長手側先端部から下方へ向
けて円柱状に突設されスライド変位部材３７０の凹設部３７８に挿通される下円柱部３６
３ｃと、を備える。
【０１８３】
　上述の構成により、回動部３６３は、支持筒部３６３ａを中心軸として回動可能に構成
される。この回動部３６３の変位は電磁ソレノイド３６１の状態の変化によって生じる。
即ち、電磁ソレノイド３６１に通電されることでプランジャーがスライド変位しスライド
部３６２が左右方向に変位すると、張出部３６２ｂの貫通孔に挿通されている上円柱部３
６３ｂが変位し、これに伴い下円柱部３６３ｃが変位し、結果としてスライド変位部材３
７０を変位させる。
【０１８４】
　スライド変位部材３７０は、中部材３３０と下部材３８０との上下間位置において前後
方向にスライド変位するよう支持される部材であって、中部材３３０の後側枠状部３３２
の下底部と下部材３８０とに上下から挟み込まれて支持される薄板部３７１と、その薄板
部３７１から左右一対で上方に突設される上突設部３７６と、その上突設部３７６よりも
後側において左右中央部で上方に突設される突設部の突設端部で凹設され回動部３６３の
下円柱部３６３ｃを受け入れ可能に形成される凹設部３７８と、を備える。
【０１８５】
　薄板部３７１は、後側半部において左右一対で貫通形成される被支持孔３７１ａと、左
右中央部における正面側端部から上突設部３７６の配置間隔よりも短い左右幅で前後長尺
に凹設される凹設部３７２と、その凹設部３７２の縁部に沿う突条形状で下方に突設され
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る一対の下突条部３７３と、後側半部における左右縁部に沿う突条形状で上下両方向に突
設される複数の上下突条部３７４と、後端部から下方に円柱状で突設され下部材３８０の
案内長孔３８６に挿通される円柱突部３７５と、を備える。
【０１８６】
　下突条部３７３及び上下突条部３７４は、上下側に配置される中部材３３０又は下部材
３８０と対面し摺動することを想定した部分であり、平面での接触に比較して、中部材３
３０及び下部材３８０との接触面積を低減するための突条である。接触面積を低減するこ
とで、スライド変位部材３７０の変位抵抗を低減することができるので、スライド変位部
材３７０の変位速度が遅くなることを防止することができる。
【０１８７】
　上突設部３７６は、正面視略台形状の柱状部であり、配置用貫通孔３３２ａを通り後側
枠状部３３２の下底部よりも上方に進入するように配置される。上突設部３７６の左右内
側の隙間の幅長さは、中部材３３０の仕切り板部３３８の左右厚みよりも若干長く設計さ
れる。この構成により、仕切り板部３３８により、上突設部３７６の変位を案内すること
ができる。
【０１８８】
　換言すれば、上突設部３７６は、左右内側の隙間に仕切り板部３３８を挟むように配置
され、仕切り板部３３８との当接により左右方向の位置ずれが抑制されるよう構成される
。これにより、スライド変位部材３７０の変位を良好に案内することができ、スライド変
位部材３７０の変位方向を前後方向に維持することができる。
【０１８９】
　凹設部３７８は、スライド変位部材３７０の前後方向変位を生じさせるのに必要となる
回動部３６３の下円柱部３６３ｃの変位に対応できるように、左右方向に長尺の長孔とし
て形成される。
【０１９０】
　凹設部３７８が形成される突設部は、配置用貫通孔３３２ａを通り後側枠状部３３２の
下底部よりも上方に進入するように構成されることで、回動部３６３の下円柱部３６３ｃ
を容易に凹設部３７８に挿通することができる。
【０１９１】
　このように、配置用貫通孔３３２ａの形状は、挿通を予定される上突設部３７６と、凹
設部３７８が形成される突設部と、が配置される全範囲を内側に含む形状の貫通孔として
設計される。
【０１９２】
　下部材３８０は、上述の挿通孔３８１と、左右に長尺の薄板状に形成される板状部３８
２と、その板状部３８２の下側において複数（本実施形態では４個）の検出センサＳＥ１
を左右に並べて配置可能とする枠状に形成されるセンサ保持枠部３８９と、を備える。
【０１９３】
　センサ保持枠部３８９は、検出センサＳＥ１を挿入する背面側面と、検出センサＳＥ１
の貫通孔を通る球が通過する上下側面と、が開口形成されており、その他の部分が閉鎖さ
れてなる枠状に形成される。
【０１９４】
　板状部３８２は、センサ保持枠部３８９に上下方向の貫通孔が形成されたことと同様に
、検出センサＳＥ１の貫通孔と合う位置に貫通孔が形成され、左右内側の２個の検出セン
サＳＥ１の中間位置において前後方向に長尺の突条形状で上方へ突設される突条部３８３
と、その突条部３８３の前側端部から左右に離れた位置で突設される一対の突設部３８３
ａと、突条部３８３よりも後側の位置においてスライド変位部材３７０の被支持孔３７１
ａに挿通可能な位置で突設される一対の案内突設部３８４と、その案内突設部３８４より
も左右外側の両位置において前後方向に長尺の突条として形成される一対の案内突条３８
５と、上面視において突条部３８３と同一直線上に延びる長孔状の案内長孔３８６と、前
側面において後方に突の湾曲面形状で形成される湾曲面部３８７と、中部材３３０の被締



(32) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

結部３３２ｃに螺入される締結ネジを挿通可能に貫通形成される挿通孔３８８と、を備え
る。
【０１９５】
　突条部３８３は、スライド変位部材３７０の凹設部３７２の左右隙間幅よりも若干短い
左右厚みの突条として形成され、スライド変位部材３７０は凹設部３７２で突条部３８３
を挟むように配置される。即ち、突条部３８３は、スライド変位部材３７０の前後方向変
位を案内する案内部として機能する。
【０１９６】
　突設部３８３ａは、左右内側端部が、中部材３３０の位置合わせ突設部３３９の左右外
側端部と同等の位置となるように設計される。即ち、一対の突設部３８３ａの左右内側端
部に、位置合わせ突設部３３９の左右外側端部が当接する形で、嵌め合わされることによ
り、下部材３８０を基準とした中部材３３０の左右方向の位置を適切に定めることができ
る。それと共に、下部材３８０の枠前部（突条部３８３を突設部３８３ａとを前端側でつ
なぐ部分）の背側面と位置合わせ突設部３３９の前側面とを当接させることで、下部材３
８０を基準とした中部材３３０の前後方向の位置を適切に定めることができる。
【０１９７】
　これにより、中部材３３０の構成としての第３流路構成部３３６と、下部材３８０の構
成としての検出センサＳＥ１と、の間に位置ずれが生じることを回避し易くすることがで
きる。
【０１９８】
　案内突設部３８４は、左右長尺の長円形状に形成されており、スライド変位部材３７０
の被支持孔３７１ａに挿通され、スライド変位部材３７０の変位を制限する。即ち、スラ
イド変位部材３７０の変位は、被支持孔３７１ａの内部に案内突設部３８４が配置される
範囲での変位に制限される。
【０１９９】
　これにより、スライド変位部材３７０と突条部３８３との衝突を生じさせないようにす
ることができるので、例えば、前方向の変位終端がスライド変位部材３７０と突条部３８
３との衝突した位置で定まる構成に比較して、突条部３８３の耐久性を向上することがで
きる。そのため、突条部３８３による案内効果を長く奏し続けることができる。
【０２００】
　なお、案内突設部３８４は、破損したとしてもスライド変位部材３７０の動作に即座に
影響が生じる部分では無く、突条部３８３への衝突を防止するための部分として機能する
。そのため、通常は案内突設部３８４の破損が生じない状態で設定期間（例えば、３年）
において使用を維持できる強度で設計するところ、案内突設部３８４が破損した後は突条
部３８３とスライド変位部材３７０とが衝突する状態で使用をすることを見込んで、案内
突設部３８４及び突条部３８３の強度を設計するようにしても良い。即ち、案内突設部３
８４の寿命を設定期間未満として（例えば、２年）として、残りの期間を突条部３８３の
強度で耐えるように設計しても良い。この場合、下部材３８０に使用する樹脂材料の設定
自由度や、形状の自由度を向上することができる。
【０２０１】
　案内突条３８５は、スライド変位部材３７０の薄板部３７１の左右幅よりも若干長い隙
間幅で配置され、薄板部３７１を隙間に配置可能に形成される。スライド変位部材３７０
の変位は、案内突条３８５の左右内側における変位に制限される。これにより、スライド
変位部材３７０の前後方向変位を、左右方向の位置ずれ小さく生じさせることができる。
【０２０２】
　案内長孔３８６は、スライド変位部材３７０の円柱突部３７５を挿通可能な左右幅で形
成される長孔である。スライド変位部材３７０の変位の方向は、円柱突部３７５が案内長
孔３８６に案内されることで前後方向に制限される。
【０２０３】
　湾曲面部３８７は、中部材３３０よりも下側を流下する球の流下を案内するための当接
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面である。本実施形態では、アウト口７１に入球した球の流下を案内することになるが、
詳細は後述する。
【０２０４】
　挿通孔３８８には、締結ネジがネジ頭を下側に向けた姿勢で挿通される。これにより、
締結ネジが目立って視認されることを回避することができる。また、挿通孔３８８の配置
は、複数の検出センサＳＥ１が配置される範囲よりも左右外側かつ背面側とされる。これ
により、挿通孔３８８に挿通される締結ネジが、検出センサＳＥ１付近または検出センサ
ＳＥ１の貫通孔を通過する球を見る視界を遮る可能性を低くすることができる。
【０２０５】
　上述のように、スライド変位部材３７０は、複数の部分、即ち、薄板部３７１に対する
案内突条３８５や、被支持孔３７１ａに対する案内突設部３８４や、凹設部３７２及び下
突条部３７３に対する突条部３８３や、円柱突部３７５に対する案内長孔３８６や、上突
設部３７６に対する仕切り板部３３８等、に案内されて前後方向へ変位する。これにより
、案内時の負荷を複数位置に分担させることができるので、負荷が局所的にかかることを
回避でき、スライド変位部材３７０及びスライド変位部材３７０を案内する案内用部分の
破損を回避することができる。
【０２０６】
　ここからも分かるように、スライド変位部材３７０は、単一の部材に案内されるもので
はなく、少なくとも、中部材３３０と、下部材３８０と、の複数部材に案内される。即ち
、スライド変位部材３７０は、少なくとも、中部材３３０の仕切り板部３３８に一対の上
突設部３７６が案内され、且つ、下部材３８０の突条部３８３に凹設部３７２が案内され
る。
【０２０７】
　そのため、中部材３３０と、下部材３８０との組み付けが不良で、配置ずれが大きいと
、スライド変位部材３７０の動きが阻害される。ここで、中部材３３０と下部材３８０と
は、球の流下経路を連続的に構成する部分として配置ずれを小さく抑えることが好ましい
所、スライド変位部材３７０の変位が良好とされていることにより、配置ずれが小さいこ
とを保証することができる。
【０２０８】
　換言すれば、中部材３３０に対する下部材３８０の配置ずれが過度に大きくなると、ス
ライド変位部材３７０の変位が良好に行われないので、スライド変位部材３７０の変位が
不良であることを検出することにより、中部材３３０及び下部材３８０の相対的な配置が
不良となっている可能性があるとしてエラー報知を実行するよう制御することができる。
【０２０９】
　従って、中部材３３０及び下部材３８０の相対的な配置が不良な状態のままの遊技が継
続されることを防止できるので、遊技者が不測の不利益を被る可能性を低くすることがで
きる。
【０２１０】
　次いで、振分装置３００の内部構造の詳細について説明する。なお、ここでは、振分装
置３００の内部における球の流下に関わる構成と、球の流下経路側に進入する構成と、に
ついて主に説明する。
【０２１１】
　図１５は、受入部材１６３及び振分装置３００の正面図であり、図１６は、図１５のＸ
ＶＩ－ＸＶＩ線における可変入賞装置６５及び振分装置３００の断面図であり、図１７は
、図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における可変入賞装置６５及び振分装置３００の断面図
であり、図１８は、図１５のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線における可変入賞装置６５及び振
分装置３００の断面図である。
【０２１２】
　なお、図１５から図１８では、図示されている場合には、開閉板６５ｂは閉鎖状態で図
示され、スライド変位部材３７０は前側位置に配置された状態で図示される。まず、振分
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装置３００の内部を流下する球の流下経路の詳細について説明する。
【０２１３】
　開閉板６５ｂが開放状態（図６（ｂ）参照）の時に開閉板６５ｂに着地した球は、受入
部材１６３の下面部１６３ａを転動し球通過孔１６３ｂに案内される。球通過孔１６３ｂ
を通過した球は上部材３１０の開口部３１２を通過し、中部材３３０の第１流路構成部３
３４に案内される。第１流路構成部３３４と、続く第２流路構成部３３５と、その先に続
く第３流路構成部３３６とは、全て下降傾斜する傾斜流路として構成され、接続される流
路同士が上面視で９０度の角度を成す渦巻き状に形成される。
【０２１４】
　即ち、第１流路構成部３３４は前後方向正面側に球を流下させる傾斜流路として形成さ
れ、第２流路構成部３３５は第１流路構成部３３４を流下する球の流下方向を基準として
９０度回転した左右方向に球を流下させる傾斜流路として形成され、第３流路構成部３３
６は第２流路構成部３３５を流下する球の流下方向を基準として先の回転方向と同方向に
９０度回転した前後方向背面側に球を流下させる傾斜流路として形成される。
【０２１５】
　このように、流下経路を屈曲角度が直角の渦巻き状に形成することで、球の流下速度が
下流側に向かうにつれて増加する程度を低減することができる。詳述すると、第１流路構
成部３３４を流下する球は正面側へ向けて加速するところ、続く第２流路構成部３３５で
の流下方向は前後方向成分を持たないので、第１流路構成部３３４での加速分から受ける
影響を抑えた流下態様を実現することができる。更に、第２流路構成部３３５に続く第３
流路構成部３３６では、第１流路構成部３３４での加速方向とは逆の後方へ向けた流下と
なるので、前後方向の加速分から受ける影響を抑えた流下態様を実現することができる。
【０２１６】
　従って、例えば、終始一貫して同方向（例えば、左方向）へ向けて流下する流下態様と
異なり、下流側において球の流下速度が過大となることを回避し易くすることができる。
換言すれば、流路全体において球の流下速度を均一にしやすくすることができ、球に対す
る遊技者の注目力を高く維持することができ、球を遊技者が見失う事態の発生を回避し易
くすることができるという効果を奏する。
【０２１７】
　また、例えば、第２流路構成部３３５を形成しないことも可能だが、第２流路構成部３
３５を形成した方が、球の詰まりや、逆流を防止し易くすることができる。第２流路構成
部３３５が形成されない場合（第２流路構成部３３５の左右方向長さが０である場合）、
即ち、第１流路構成部３３４と第３流路構成部３３６とが連結される場合、その連結箇所
において、球の流下方向を手前側の流れから後方への流れに１８０度反転する必要が生じ
る。この場合、球の流下方向の切り替え角度が大きく、特に速度方向を前後に反転させる
必要があるので、球を滑らかに流下させることが困難であり、球の滞留や詰まり、逆流が
生じ易く、不具合が生じる可能性がある。
【０２１８】
　これに対し、本実施形態のように、流下方向の切り替え角度が９０度以下であれば（本
実施形態では、９０度）、球の速度方向の反転が生じないので、球を滑らかに流下させる
ことができ、球の滞留や詰まり、逆流を回避し易くすることができる。
【０２１９】
　各流路構成部３３４～３３６の接続端部における流路形状について説明する。第２流路
構成部３３５と第３流路構成部３３６との接続端部においては、上述の対称突設部１６１
ｆが球の流下方向を屈曲させる態様で球の流下を案内する部分として配設される。
【０２２０】
　対称突設部１６１ｆは、球の上流側に配置される部分よりも下流側に配置される部分の
方が球の経路から退くよう形成される。例えば、隣り合って配置される仕切り板部３３８
の左右幅よりも、対向配置される対称突設部１６１ｆの左右幅の方が長く形成される。ま
た、開放部３３５ａ付近の第２流路構成部３３５の流路側面よりも、対向配置される対称
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突設部１６１ｆの左右端側の後端部の方が正面側に配置される（図１７参照）。
【０２２１】
　これにより、球が対称突設部１６１ｆに衝突した場合に、球が過度に減速されたり、球
の逆流が生じたり、することを防止することができる。
【０２２２】
　また、第２流路構成部３３５と第１流路構成部３３４との接続端部においては、中部材
３３０の前側左右端部において湾曲形成される側壁部３３４ａが、球の流下方向を屈曲さ
せる態様で球の流下を案内する部分として形成される。
【０２２３】
　また、第１流路構成部３３４の上流側端部においては、正面側へ向かうほど配置が下が
る湾曲面形状（図１６参照）で第１流路構成部３３４の流下面部から上方へ突設される湾
曲突部３３４ｂが、球の流下方向を屈曲させる態様で球の流下を案内する部分として形成
される。
【０２２４】
　即ち、開口部３１２を通過した球は、湾曲突部３３４ｂを転動し、第１流路構成部３３
４を流下し、流下中に側壁部３３４ａに当接することで流下方向を切り替えられ、第２流
路構成部３３５を流下し、流下中に対称突設部１６１ｆに当接することで流下方向を切り
替えられ、第３流路構成部３３６を流下し、排出孔３３７に到達する。
【０２２５】
　側壁部３３４ａは、被固定部材１６１の突設支持部１６１ｄと係合し、位置合わせ可能
な形状から形成される。即ち、側壁部３３４ａが左右の突設支持部１６１ｄに挟み込まれ
るように支持され、左右方向への位置ずれが規制されることで、可変入賞装置６５と振分
装置３００との左右方向の位置合わせを行うことができる。
【０２２６】
　各流路構成部３３４～３３６の長手方向の傾斜角度および長さの比について説明する。
長手方向の傾斜角度については、第１流路構成部３３４は、水平に対する傾斜角度が約７
度とされ、第２流路構成部３３５は、水平に対する傾斜角度が約５度とされ、第３流路構
成部３３６は、水平に対する傾斜角度が約５度とされる。即ち、第１流路構成部３３４に
おいて傾斜角度が最大に設定され、第２流路構成部３３５及び第３流路構成部３３６では
若干緩い共通の傾斜角度に設定される。
【０２２７】
　長さについては、各流路構成部３３４～３３６は、上面視において外形正方形状に形成
される前側枠状部３３３を内側側面とし、その前側枠状部３３３のなす正方形の中心と同
じ中心を有する大きな正方形を外側側面とするように形成される。ここで、本実施形態で
は、前側枠状部３３３の一辺の長さが２１ｍｍとされており、上述の大きな正方形の一辺
の長さが４５ｍｍとされることにより、周囲に幅１２ｍｍの流路が形成される。
【０２２８】
　そのため、通常使用される直径１１ｍｍの球に対して、流路とのクリアランスが球の両
側の合計で１ｍｍとされているので、球は幅方向の位置ずれがほとんどない状態で流下す
ることになる。これは、ベース板６０（図２参照）とガラスユニット１６（図１参照）と
の間隔が１９ｍｍ程度で規定されることから考えても、小さなクリアランスであるといえ
、流下する球の位置ずれを抑制することができる。
【０２２９】
　正方形状の前側枠状部３３３の周囲を取り巻く正方形上に配置される各流路構成部３３
４～３３６の端部を構成する部分の内、第１流路構成部３３４の上流側の端部を構成する
湾曲突部３３４ｂのみが正方形の頂点よりも内側（正面側）に配置されているので、第１
流路構成部３３４は、第２流路構成部３３５及び第３流路構成部３３６に比べて短い。
【０２３０】
　上面視における実測値から言えば、第２流路構成部３３５及び第３流路構成部３３６に
より形成される流路は略同等の長さとされ（球中心間隔で３３ｍｍ）、その長さは、第１
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流路構成部材３３４により形成される流路の長さ（球中心間隔で２２ｍｍ）の約１．５倍
とされる。
【０２３１】
　上述した各流路構成部３３４～３３６の長手方向の傾斜角度および長さの比から、各流
路構成部３３４～３３６を球が通過するのに要する時間は一定では無いことが説明できる
。即ち、傾斜角度が最大で且つ流路長さが最短の第１流路構成部３３４を通過する時間は
、傾斜角度が緩められ且つ経路長さが１．５倍の第２流路構成部３３５及び第３流路構成
部３３６を通過する時間よりも短い。
【０２３２】
　本実施形態では、このように構成することで、検出センサＳＥ１の球通過孔１６３ｂを
通過する際に配置が背面側へ移り、且つ検出センサＳＥ１の非透過の樹脂部分に一部が隠
されることで球の視認性が悪くなる状態から、球を早期に正面側に変位させることができ
、遊技者に近く、球の視認性が高い状態へと状態を切り替えることができる。これにより
、球通過孔１６３ｂを通過した球を遊技者が見失う事態が生じることを回避し易くするこ
とができる。
【０２３３】
　更に、球の視認性が高い状態においては、球の流下速度を緩めることにより、球へ向け
た視線を遊技者が素早く動かすことを不要とし、球に注目する遊技者の遊技負担（眼球の
移動による目の疲れ）を低減することができる。
【０２３４】
　このように視認性が高くなる第２流路構成部３３５及び第３流路構成部３３６を流下す
る球に注目する際に、第２流路構成部３３５に沿って左右方向に球が流下する場合に比較
して、第３流路構成部３３６に沿って前後方向に球が流下する場合の方が、正面視におけ
る球の変位量が小さくなるので、球に注目する遊技者の遊技負担を、第３流路構成部３３
６を流下する球に注目する際に最小とすることができる。
【０２３５】
　換言すれば、長さ及び傾斜角度が同等であることから、第２流路構成部３３５を球が通
過するのに要する時間と、第３流路構成部３３６を球が通過するのに要する時間と、は同
等とされるところ、正面視における球の変位量が異なるので、結果として見かけ上の球の
流下速度（正面視での球の変位速度）は、第３流路構成部３３６を流下する球の方が第２
流路構成部３３５を流下する球よりも遅くなる。
【０２３６】
　遊技負担が最小とされ球に注目させ易い第３流路構成部３３６の後端部において球の流
下経路は唯一変化し、それ以外の部分では球の流下経路は各流路構成部３３４～３３６に
おいて共通とされる。従って、遊技者の視線は第３流路構成部３３６の後端部に自ずと集
中し易いところ、このように視線を集中させる遊技者の遊技負担を有効に低減することが
できる。
【０２３７】
　また、第３流路構成部３３６の後端部に注目する遊技者の視界を確保するために、本実
施形態では、第２流路構成部３３５の前側面に開放部３３５ａが形成されるので（図１７
参照）、第３流路構成部３３６へ向かう視線を第２流路構成部３３５の肉部が妨げること
を回避することができる。
【０２３８】
　更に、開放部３３５ａの内側に配設される対称突設部１６１ｆは、流下する球との当接
、案内のために必要な部分のみが形成され、その上下側においては形状部の形成が省略さ
れる。換言すれば、対称突設部１６１ｆは上下に薄肉の板状部として形成され、その上下
側には空間が確保される（図１８参照）。そのため、対称突設部１６１ｆが上下に厚みを
持って形成される場合に比較して、第３流路構成部３３６の後端部へ向けた視線が対称突
設部１６１ｆに妨げられる可能性を低くすることができ、視認性を向上することができる
。
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【０２３９】
　また、第３流路構成部３３６の後端部を中心とする視界側へ、開閉板６５ｂから逸れて
アウト口７１へ向かう球が集まってくるように構成される（図５参照）。特に、本実施形
態では、アウト口７１に入球する球は、第３流路構成部３３６の下方を流下し、下部材３
８０の湾曲面部３８７に当接し下方へ排出される。
【０２４０】
　従って、第３流路構成部３３６を流下する球を斜め上前側から視認する視線を前提とす
ると、アウト口７１に入球する球は、第３流路構成部３３６の奥側を流下する。そのため
、第３流路構成部３３６を流下する球と、アウト口７１に入球する球とが前後で被って視
認されることになるので、第３流路構成部３３６の後端部に注目する視界に入り込む球の
総数が多くなる。
【０２４１】
　換言すれば、特定入賞口６５ａに入球して第３流路構成部３３６を流下する球か、特定
入賞口６５ａには入球せずアウト口７１に入球する球かに寄らず、球が第３流路構成部３
３６の後端部に注目する視界に入り込む。
【０２４２】
　従って、特定入賞口６５ａへの球の向かい易さ、即ち、ベース板６０に植設される釘構
成（所謂ゲージの良し悪し）に関わりなく、発射された球の多く（他の入賞口６３，６４
，１４０に入球した球を除く球）が集まる位置と前後方向で被る位置に、第３流路構成部
３３６の後端部（遊技者の注目が集まる部分）が配置される。これにより、流下する球に
より、視線を効率的に第３流路構成部３３６の後端部に誘導することができる。
【０２４３】
　上述のように、正面側寄りの位置における視認性を向上したが、その上で、本実施形態
では、背面側寄りの位置における視認性を、第３流路構成部３３６の後端部を除いて低下
させるよう構成している。
【０２４４】
　例えば、中部材３３０の前側枠状部３３３の内側面には、プリズムに倣った形状で光拡
散の作用を生じさせるための光拡散加工面３３３ｂが形成される。図１７において、鋸歯
状に視認される箇所が光拡散加工面３３３ｂであり、内側面のほぼ全内周、且つ、上下に
亘って形成される。
【０２４５】
　光拡散の作用が生じると、光が複数方向に拡散されることで、面全体が光っているよう
に視認されるので、表面を煌びやかに光らせ演出することができる一方で、光に視線が遮
られ、その奥側の視認性が悪くなる。本実施形態によれば、基板３５０の発光手段３５１
から光が照射される状態では視認性が悪くなり、逆に、光が照射されていない場合には、
少なくとも光が照射される状態に比較して視認性を良くすることができる。
【０２４６】
　一方、光との間に遮蔽物があると、その遮蔽物の影が黒点として視認されることになり
、その位置を判別し易くなる。
【０２４７】
　光拡散加工面３３３ｂと同様の加工面が他の部分にも形成されている。例えば、左右外
突設部３１９の背側面に形成される光拡散加工面３１９ａや、後側枠状部３３２の枠前部
の背側面に形成される光拡散加工面３３２ｅ等である（図１７参照）。
【０２４８】
　また、同様の形状で形成される加工面としては、上部材３１０の第２上面部３１４ｂの
背面側に延設される板状部であって組立状態において中部材３３０の前側枠状部３３３に
蓋をする部分の上面側において形成される光拡散加工面３１４ｃや、中部材３３０の後側
枠状部３３２よりも前側の部分の下側面全体に亘り形成される光拡散加工面３４０等が例
示される。
【０２４９】
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　これらの構成により、本実施形態では、各流路構成部３３４～３３６から渦状に形成さ
れる流路の、背面側、下面側、渦の内側面および、その渦の上側面に、それぞれ光拡散加
工面が形成されており、光照射による視認性の変化の効果を図っている。
【０２５０】
　光拡散加工面に光が照射されていない状態において、正面側から第３流路構成部３３６
の後端部に注目する遊技者目線で、第３流路構成部３３６から左右方向に方向転換した球
を前側枠状部３３３で隠して、即座に見え難くすることができる。
【０２５１】
　更に、斜め上からの方向視で第３流路構成部３３６を流下する球を視認する遊技者目線
で、センサ保持枠部３８９に保持される検出センサＳＥ１を通過し落下した後の球を見よ
うとしても、その視線は光拡散加工面３４０を通過することになるので、光拡散加工面３
４０に光が照射されることにより、検出センサＳＥ１を通過し落下した後の球の識別は困
難となる。
【０２５２】
　本実施形態では、後述するように、第３流路構成部３３６の後端部を球がどのように流
下するかによって、遊技者が得られる利益が変化するよう制御される。
【０２５３】
　従って、第３流路構成部３３６の後端部から球がどのように流下したのかを把握するた
めに、第３流路構成部３３６の後端部における球の挙動を確認する必要が生じるので、第
３流路構成部３３６の後端部への注目力をより一層向上することができる。
【０２５４】
　一方、発光手段３５１から光が照射されれば、球の影を黒点として視認し易い状態を構
成することができる。このように、光の照射の有無を状況に応じて切り替えることで、球
の視認性の良し悪しを切り替えることができる。また、黒点よりも正面側における球の配
置の有無により、その黒点が球で隠される状況と、黒点が球に隠されずに見える状況を構
成することもできる。
【０２５５】
　上述のように、各流路構成部３３４～３３６の付近において光拡散加工面３１９ａ，３
３２ｅ，３３３ｂ，３４０が形成されるが、一貫して、各流路構成部３３４～３３６によ
り形成される流路を流下する球と当接しない側の側面に形成される。
【０２５６】
　これにより、光拡散加工面３１９ａ，３３２ｅ，３３３ｂ，３４０が球との当接により
削られることを避けることができるので、光拡散加工面３１９ａ，３３２ｅ，３３３ｂ，
３４０の形状を長期間に亘り維持することができ、光拡散の作用を維持することができる
。
【０２５７】
　更に、光拡散加工面３１９ａ，３３２ｅ，３３３ｂ，３４０に球が当接することで、球
の流下が阻害されたり、球が減速の作用を受けたりすることを回避することができる。加
えて、流路内部の視認性は確保できるようにすることで、球が各流路構成部３３４～３３
６により形成される流路を流下している最中にまで球の視認性が低下することを回避する
ことができる。
【０２５８】
　なお、敢えて光拡散加工面３１９ａ，３３２ｅ，３３３ｂ，３４０を流路側に形成する
ようにしても良い。この場合、プリズムの大きさの設定次第では、光拡散の作用を生じさ
せる効果と、球との衝突により球を減速させる効果と、を生じさせるように図ることがで
きる。
【０２５９】
　中部材３３０の前側枠状部３３３では、被締結部３１６との締結位置においては加工の
難易度から光拡散加工面３３３ｂの形成が省略されており、対策なしでは視認性が高いま
ま維持される可能性がある。そこで、本実施形態では、締結ネジによる視認性の低下を図
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っている。
【０２６０】
　即ち、被締結部３１６に螺入される締結ネジが金属製であり、非透過性であることを利
用して、光拡散加工面３３３ｂの形成が困難となる箇所における目隠しとすることができ
る。前側枠状部３３３に光が照射されると、光拡散加工面３３３ｂは煌びやかに光り、光
拡散加工面３３３ｂの形成が省略されている部分では締結ネジが光を反射して光るので、
光拡散加工面３３３ｂの形成が省略されている箇所も含めて、正面側からの視線における
前側枠状部３３３の奥側の視認性を低下させることができる。
【０２６１】
　中部材３３０の光拡散加工面３３２ｅは、各流路構成部３３４～３３６の背面側に形成
されているが、この目的として、煌びやかに光らせることの他に、背面側に配設される基
板３５０及び状態切替装置３６０の目隠しとしての機能を生じさせることが挙げられる。
特に、状態切替装置３６０は基板３５０の背面側に配置されるので（図１７参照）、基板
３５０が目隠しとなり、状態切替装置３６０が遊技者に視認されることを防止し易くする
ことができる。
【０２６２】
　基板３５０は、中部材３３０の後側枠状部３３２に下支えされる形で収容されるが、左
右中央部において後側枠状部３３２の下底部と隙間を空けて配置され、その隙間にスライ
ド変位部材３７０が配置される（図１８参照）。即ち、基板３５０は、スライド変位部材
３７０を後側枠状部３３２の下底部との間で挟む位置に配置される。
【０２６３】
　詳述すると、基板３５０は、下側部３５３が左右端部において後側枠状部３３２に前後
から挟まれるように支持される（図１７参照）。この支持箇所において、後側枠状部３３
２の下底部は肉厚とされる肉厚部３３２ｆを備えており（図１６参照）、左右中央位置付
近では、この肉厚分が無いことで隙間が生まれ、その隙間にスライド変位部材３７０を配
置することができる（図１８参照）。
【０２６４】
　図１８に示すように、基板３５０の上側部３５２は、上部材３１０の収容凹部３２０の
内側に進入し、介在部材１６４に形成される光拡散加工面１６４ｆと前後に対向配置され
る。
【０２６５】
　そのため、上側部３５２に配置される発光手段３５１から光が照射されることにより、
介在部材１６４の光拡散加工面１６４ｆが煌びやかに光る演出効果を奏することができ、
更に、介在部材１６４の背面側の範囲の視認性を低下させることができる。
【０２６６】
　ここで、上側部３５２に配置される発光手段３５１は光拡散加工面１６４ｆの下端部付
近に光を照射するところ、光拡散加工面１６４ｆは、プリズムに倣った断面形状部が、表
面に沿って上下方向全体に形成されるので、発光手段３５１から照射された光は上下幅の
広い光として視認される。そのため、遊技者目線で、特定入賞口６５ａの上下に亘って発
光しているように見せることができる。
【０２６７】
　なお、正面側からの視界において、光拡散加工面１６４ｆは、受入部材１６３の左右中
央側位置に配置されるが、検出センサＳＥ１の背面側に配置したとしても検出センサＳＥ
１が視界の妨げとなり良好に視認できないので、少なくとも一対の検出センサＳＥ１の配
置隙間内において形成されていれば、十分な効果を奏することができる。
【０２６８】
　なお、基板３５０の下側部３５３は、シール部材３１３や、その下側に配設され球が流
下する部分へ向けて光を照射するよう配置されるが、詳細は後述する。
【０２６９】
　次いで、図１９及び図２０を参照して、第３流路構成部３３６の後端部を通過した球の
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流下経路の切り替えと、その意義について説明する。なお、図１９及び図２０の説明にお
いては、図１５から図１８を適宜参照する。
【０２７０】
　図１９は、図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における可変入賞装置６５及び振分装置３０
０の断面図であり、図２０は、図１５のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線における可変入賞装置
６５及び振分装置３００の断面図である。図１９及び図２０では、図示されている場合に
は、開閉板６５ｂは閉鎖状態で図示され、スライド変位部材３７０は後側位置に配置され
た状態で図示される。
【０２７１】
　ここで、センサ保持枠部３８９に支持される左右４個の検出センサＳＥ１と、各検出セ
ンサＳＥ１への球の流下と、各検出センサＳＥ１の機能について説明する。
【０２７２】
　４個の検出センサＳＥ１は、２組が左右対称に配設されるものであり、機能を共通とす
る確変検出センサＳＥ１１と、通常検出センサＳＥ１２と、を備える。確変検出センサＳ
Ｅ１１は、左右方向内側に配設され、通常検出センサＳＥ１２は、左右方向外側に配設さ
れる。
【０２７３】
　この４個の検出センサＳＥ１の機能は、開閉板６５ｂの背後に配置される検出センサＳ
Ｅ１とは異なる。開閉板６５ｂの背後に配置される検出センサＳＥ１は、賞球の払い出し
を生じる入球センサである。即ち、特定入賞口６５ａに入球した球が背後の検出センサＳ
Ｅ１に入球したと検出されると、所定個数（本実施形態では、１個の検出に対して１０個
）の賞球が払出制御装置１１１（図４参照）により遊技者側に払い出される。
【０２７４】
　一方、センサ保持枠部３８９に支持される検出センサＳＥ１は、賞球の払い出しを生じ
る検出センサではなく、入球を検出することで、大当たり遊技終了後の遊技状態を変化さ
せるための検出センサとして機能する。
【０２７５】
　なお、後述するように、本実施形態では、センサ保持枠部３８９に配設される検出セン
サＳＥ１を確変状態への移行の有無の切替のために利用したが、必ずしもこれに限られる
ものではない。例えば、検出センサＳＥ１を次回大当たり獲得の有無の切替のための入球
センサとして機能させても良い。
【０２７６】
　スライド変位部材３７０が前側位置に配置される場合（図１７及び図１８参照）、確変
検出センサＳＥ１１の上側に薄板部３７１が被さるようにスライド変位部材３７０が配置
され、確変検出センサＳＥ１１の貫通孔への球の通過が防止される。そのため、第３流路
構成部３３６の後端部を通過する球は、スライド変位部材の上突設部３７６に案内される
ようにして、通常検出センサＳＥ１２の貫通孔へ案内される。
【０２７７】
　上突設部３７６は、球と対向する前側面３７６ａが、流路側を凹とした円弧形状で形成
されているので、流れてきた球を滑らかに通常検出センサＳＥ１２の貫通孔へ向けて流す
ことができる。
【０２７８】
　一方、スライド変位部材３７０が後側位置に配置される場合（図１９及び図２０参照）
、確変検出センサＳＥ１１の上方からスライド変位部材３７０が後方に退避し、確変検出
センサＳＥ１１の貫通孔への球の通過が許容される。
【０２７９】
　即ち、球がいずれの検出センサＳＥ１を通過するかは、スライド変位部材３７０の配置
（前側位置または後側位置）と対応する。そして、大当たり遊技中に球が確変検出センサ
ＳＥ１１の貫通孔を通過したことが検出された場合に、その大当たり遊技後の遊技状態を
確変状態とするように制御される。換言すれば、球が確変検出センサＳＥ１１の貫通孔を
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通過したと検出されず、通常検出センサＳＥ１２の貫通孔のみを通過した場合には、その
大当たり遊技後の遊技状態を通常状態（又は時短状態）とするように制御される。
【０２８０】
　ここで、本実施形態において、大当たり種別として、確変大当たりと、通常大当たりと
が用意されていることについて上述した。これを実現するために、本実施形態では、大当
たり種別ごとにスライド変位部材３７０の動作パターンとして異なる動作パターンが用意
されている。
【０２８１】
　換言すれば、スライド変位部材３７０は、確変大当たりの場合には、球が確変検出セン
サＳＥ１１の貫通孔を通過し易いような動作パターンで動作するよう制御され、通常大当
たりの場合には、球が確変検出センサＳＥ１１の貫通孔を通過し難く、通常検出センサＳ
Ｅ１２の貫通孔を通過し易いような動作パターンで動作するよう制御されるが、制御の詳
細については後述する。
【０２８２】
　このように、スライド変位部材３７０の配置は、遊技者が得られる利益に直結するもの
であり、その配置に自ずと遊技者の注目が集まることになる。一方、スライド変位部材３
７０の配置を不正に切り替えようとする不正行為は少なからず発見されており、それに対
する対策が重要視される。
【０２８３】
　前提として、スライド変位部材３７０の配置は、状態切替装置３６０の電磁ソレノイド
３６１への通電の有無によって切り替えられる。即ち、電磁ソレノイド３６１に通電がさ
れていない時は、電磁ソレノイド３６１のプランジャー及びスライド部３６２が付勢バネ
（図示せず）によって右側に配置され、回動部３６３の下円柱部３６３ｃが正面側に配置
されることで、スライド変位部材３７０は前側位置に維持される。
【０２８４】
　一方、電磁ソレノイド３６１が通電されると、電磁ソレノイド３６１のプランジャー及
びスライド部３６２が電磁力によって左側に移動され、回動部３６３の下円柱部３６３ｃ
（図１３参照、スライド変位部材３７０の凹設部３７８に挿入される部分）が背面側に変
位することで、スライド変位部材３７０は後側位置に維持される。これが通常の動作態様
であり、電磁ソレノイド３６１への通電と、スライド変位部材３７０の配置とが一対一で
対応する。
【０２８５】
　上述した不正行為を行う者は、例えば、球払い出し開口や、外枠１１と正面枠１４（図
１参照）との隙間等からピアノ線などの金属細線を振分装置３００の内部に差し入れて、
その金属細線をスライド変位部材３７０に押し当てて、スライド変位部材３７０を奥側へ
押し込むようにして、確変検出センサＳＥ１１への球の入球が可能となる状態を不正に作
り出そうとする可能性がある。
【０２８６】
　これに対し、本実施形態では、スライド変位部材３７０の配置として、薄板部３７１が
第３流路構成部３３６の下底部よりも下側に配置されているので（図１８参照）、第３流
路構成部３３６に金属細線を通してスライド変位部材３７０に押し当てる場合に、薄板部
３７１の前端部に押し当てるのは困難であり、上突設部３７６に押し当てることになる。
上突設部３７６の前側面３７６ａは、上述のように負荷を左右外側へ逃がすような湾曲面
形状とされるので、金属細線を押し当てられたとしても、その負荷を左右外側に逃がすこ
とができ、スライド変位部材３７０が不正に後側位置に変位させられる事態を回避し易く
することができる。
【０２８７】
　また、スライド変位部材３７０に到達するまでの経路が、一直線では無く渦状に巻いて
いることに加え、スライド変位部材３７０自体の配置もガラスユニット１６（図１参照）
の前側面から背面側に遠く（約１０ｃｍ程度）離れているので、そもそも、金属細線をス
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ライド変位部材３７０に到達させることを困難とすることができる。
【０２８８】
　これらの構成から、状態切替装置３６０の構成の設計自由度を向上することができると
いう効果も奏する。即ち、従来では、上述のような不正行為に対して、駆動力を伝達する
機構の機械的な工夫（変位規制）によりスライド変位部材３７０の配置を維持するよう構
成する場合が多く、その場合には、状態切替装置３６０の構成が制限されていた。これに
対し、本実施形態では、そもそもスライド変位部材３７０に負荷がかけられ難く構成する
ことにより、状態切替装置３６０に要求される条件を部分的に省くことができ、状態切替
装置３６０の設計自由度を高めることができる。
【０２８９】
　また、第３流路構成部３３６を通して這わせた金属細線でスライド変位部材３７０に押
し付け負荷を加える場合には、この金属細線自体が、第３流路構成部３３６を流下しよう
とする球の流下を阻害することになるので、球を確変検出センサＳＥ１１に到達させるこ
とを困難とすることができる。
【０２９０】
　上述のように、球が確変検出センサＳＥ１１の貫通孔を通過するか、通常検出センサＳ
Ｅ１２の貫通孔を通過するかにより、遊技者が得られる利益が大きく変化することから、
誤入球は極力避けることが望ましい。
【０２９１】
　従来の機種では、確変検出センサＳＥ１１への入球が許容される状態においては通常検
出センサＳＥ１２への入球を規制するように構成することが通常であったが、本実施形態
では、確変検出センサＳＥ１１への入球が許容される状態（図１９及び図２０参照）にお
いて通常検出センサＳＥ１２への入球を規制するような可動部材は用意されておらず、通
常検出センサＳＥ１２へも入球させることが可能な構成である。
【０２９２】
　このように構成しても、１０個の球が流下した場合に少なくとも１個が確変検出センサ
ＳＥ１１の貫通孔を通過すれば、大当たり遊技後の確変状態は確保されることになる。本
実施形態では、このような考え方から、通常検出センサＳＥ１２の開閉を行う可動部材の
配置を省略することにより、材料コストの低減を図ることができ、製品コストを低減する
ことができる。また、可動部材を配置しない結果、その可動部材の故障や動作不良に伴う
メンテナンスが不要になったり、可動部材の寿命以上にパチンコ機の使用年数を延ばすこ
とができたりという良い効果を奏する。
【０２９３】
　一方で、可動部材とは別の工夫として、適切な側の検出センサＳＥ１に球が案内される
ようにするための工夫として、流路形状と、固定の突設部３１７，３１８，３１９の配置
や形状とが工夫されている。即ち、スライド変位部材３７０が後側位置に配置されている
状態で想定以上の球が通常検出センサＳＥ１２へ流れることを防止するような仕組みを、
流路内部に固定配置される部分（即ち、突設部３１７，３１８，３１９）の形状により実
現するように図っている。このことについて、以下で説明する。
【０２９４】
　まず、流路形状の工夫について説明する。第３流路構成部３３６の下底面３３６ａは、
短手方向において、左右方向中央側（仕切り板部３３８側）に向かうにつれて水平に対し
て５度の角度で下降傾斜する傾斜面として形成される（図１５参照）。
【０２９５】
　この傾斜角度は、第２流路構成部３３５の長手方向の傾斜と、角度および方向が同様と
なるように設定されているので、第２流路構成部３３５から第３流路構成部３３６に球が
流入する際の球の跳ね（仕切り板部３３８から離れる方向の跳ね）を低減することができ
る。
【０２９６】
　この短手方向の傾斜によって、第３流路構成部３３６を流下する球の配置を仕切り板部
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３３８側に寄せることができる。そのため、第３流路構成部３３６の後端部から検出セン
サＳＥ１側へ流下する際の球を仕切り板部３３８に近接する側に配置することができるの
で、スライド変位部材３７０が後側位置に配置されている状態で、球が誤って通常検出セ
ンサＳＥ１２（仕切り板部３３８から離れて配置される検出センサＳＥ１）の貫通孔を通
過する事態が生じる可能性を低くすることができる。
【０２９７】
　また、下底面３３６ａの短手方向の傾斜に関わらず、各流路構成部３３４～３３６によ
り構成される流路は、左右方向経路が第２流路構成部３３５によってのみ形成されており
、その傾斜方向は左右中心側（仕切り板部３３８側）なので、左右方向の速度は左右内向
きに生じることになる。これによっても、球が誤って通常検出センサＳＥ１２（仕切り板
部３３８から離れて配置される検出センサＳＥ１）の貫通孔を通過する事態が生じる可能
性を低くすることができる。
【０２９８】
　次に、固定の突設部３１７，３１８，３１９の配置や形状の工夫について、説明する。
第３流路構成部３３６を流下した球が最初に近接配置されるのは、左右内突設部３１８で
ある。左右内突設部３１８は、突設部３１７，３１８，３１９の内で最も小さな突設部で
ありながら、検出センサＳＥ１の中心よりも正面側、且つ、スライド変位部材３７０の上
突設部３７６よりも正面側に配置されているので、仕切り板部３３８に摺動しながら第３
流路構成部３３６の後端部を通過する球と漏れなく当接する。
【０２９９】
　左右内突設部３１８の突設先端面は、正面視では下に凹の湾曲面として構成され（図１
５参照）、且つ、突設部後端側の方が突設部前端側よりも左右外側および下側に拡がって
形成され前後端部が凹形の湾曲面でつながるように形成される（図１７参照）。従って、
第３流路構成部３３６の後端部を通過し左右内突設部３１８に当接した球は、左右外向き
成分と、下向き成分とが混合された方向の負荷を受け、流下する。
【０３００】
　一方で、左右内突設部３１８は小型に形成されていることから、左右内突設部３１８か
ら受けた負荷のみで球の流下方向が下方か左右外方向かに定まるものでは無く、あくまで
勢い付けとして機能する。そして、左右内突設部３１８がスライド変位部材３７０よりも
上流側に配置されることから、上述の勢い付けは、スライド変位部材３７０の配置に関わ
らず生じる。
【０３０１】
　左右内突設部３１８に当接した後の球の流下について場合を分けて説明する。スライド
変位部材３７０が前側位置に配置された状態では、球は、上突設部３７６や、前後長突設
部３１７（図１８参照）に当接しながら、スライド変位部材３７０の薄板部３７１を転動
し、通常検出センサＳＥ１２側へ流れる。
【０３０２】
　前後長突設部３１７の突設端部は、上突設部３７６と同様の用途を有する。即ち、球の
流下方向を切り替えるための湾曲面として形成されるので、その湾曲面の曲率半径は、上
突設部３７６の前側面３７６ａの曲率半径とほぼ同じとされる。目安として、上突設部３
７６は左右内側を始点とし、上面視で確変検出センサＳＥ１１の貫通孔の中心位置の後方
位置を終点とする湾曲面を構成し（図１７参照）、一方で、前後長突設部３１７は流路の
天井面を始点とし、左右方向視で、スライド変位部材３７０の前側位置における前側面３
７６ａの終点位置（後端位置）と近接する位置を終点とする湾曲面を構成している（図１
８参照）。
【０３０３】
　ここで、薄板部３７１の上側面が左右外側へ下降傾斜する傾斜面として形成されており
、左右内突設部３１８との当接により左右外側へ勢い付けされた球は、その勢いを活かし
て左右外方向へ流下することになるので、球の流下を滑らかに形成することができる。
【０３０４】
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　更に、左右外方向へ流下する球の上方において左右外突設部３１９が形成されており、
球跳ねが抑制されることによっても、球の流下を滑らかに形成することができる。左右外
突設部３１９の目的が球の流下方向の切り替えでは無く球跳ねの抑制であることから、そ
の形状は前後長突設部３１７とは大きく異なり、その突設端部は、確変検出センサＳＥ１
１の上方から通常検出センサＳＥ１２の上方に亘って形成される大きな曲率半径の湾曲面
として形成される。
【０３０５】
　特に、本実施形態では、左右外突設部３１９が検出センサＳＥ１の開口の中心（即ち、
流路の中心）よりも正面側に配設されていることから（図１９参照）、左右外突設部３１
９と球とが上下方向で当接する場合に、球の中心が左右外突設部３１９の厚み中心よりも
後方側に配置され易い。そのため、左右外突設部３１９と球とが上下方向で当接した際に
、球に対して後方向成分を有する負荷がかかり易いようにすることができるので、球が正
面側に逆流することを防止することができる。
【０３０６】
　これらの構成から、複数の球が流下する場合に球詰まりが生じたり、球の逆流が生じた
りすることを防止し易くすることができる。
【０３０７】
　スライド変位部材３７０が後側位置に配置された状態では、薄板部３７１や上突設部３
７６が前後長突設部３１７よりも後方に退避しているので、球は、前後長突設部３１７に
当接して流れる。
【０３０８】
　前後長突設部３１７は、突設端部（湾曲面）の面形状が、法線が第３流路構成部３３６
の中心を通る形状とされており、確変検出センサＳＥ１１の貫通孔の中心位置の真後ろに
厚み中心が配置されるので、当接した球に対して左右方向の成分が抑制された負荷を与え
やすい。この負荷は、前後長突設部３１７の突設先端が凹状の湾曲面形状とされることか
ら（図２０参照）、球を前斜め下方に流す負荷として機能する。
【０３０９】
　そのため、左右内突設部３１８からの勢い付けでは右方に行き切らなかった球は、前後
長突設部３１７からの負荷により前斜め下方への負荷を受け確変検出センサＳＥ１１側へ
流れる。
【０３１０】
　ここで、前後長突設部３１７との衝突時の当たり所によっては、球が正面側に跳ね返る
（逆流が生じる）可能性が危惧されるが、本実施形態では、上述のように、左右内突設部
３１８との当接により左右外斜め下方に勢い付けされているので、球が正面側に跳ね返っ
たとしても、球は第３流路構成部３３６の下底部後端（図２０参照）や、前側枠状部３３
３の後側面（図１９参照）に衝突するに留まり、第３流路構成部３３６を逆流する事態が
生じることを回避し易くすることができる。
【０３１１】
　本実施形態で独特なのは、スライド変位部材３７０が後側位置に配置され球が確変検出
センサＳＥ１１側へ流れる際にも、スライド変位部材３７０が前側位置に配置され球が通
常検出センサＳＥ１２側へ流れる場合と同様に、左右内突設部３１８から負荷による左右
外側へ向けた変位が球に生じることである。この用途については、後述する。
【０３１２】
　スライド変位部材３７０は、前側位置と後側位置とでスライド変位可能に構成されると
ころ、球がスライド変位部材３７０に向かって第３流路構成部３３６を流下している最中
にスライド変位部材３７０が閉鎖動作（後側位置から前側位置へ向けた動作）をすると、
球に前向きの負荷を与える可能性があり、球に第３流路構成部３３６を逆流させる方向（
前向き）の負荷が与えられる可能性がある。
【０３１３】
　これを防ぐために、スライド変位部材３７０の変位動作を制御することが好ましい。例
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えば、球がスライド変位部材３７０に到達する前に閉鎖動作を完了させておくように制御
すれば、動作中のスライド変位部材３７０に球が衝突する可能性を排除できるので、球が
逆流する可能性を低くすることができる。
【０３１４】
　また、スライド変位部材３７０の上突設部３７６の前面が左右外側を向く湾曲面として
形成されていたり、左右内突設部３１８が球にもれなく衝突するように配置されたりする
ことにより、第３流路構成部３３６の後端部に到達した球を左右外側に案内する作用を生
じさせることができる。これにより、球の逆流が生じにくくすることができる。
【０３１５】
　また、スライド変位部材３７０の開放動作（前側位置から後側位置へ向けた動作）は球
と対抗する方向の動作ではなく、球から離れる側への動作なので、例えば、球がスライド
変位部材３７０の薄板部３７１に乗っている時に動作が実行されても、その球を正面側に
押し返す負荷は生じにくい。従って、開放動作については、球の配置を考慮せず任意のタ
イミングで実行する制御としても、球の逆流が生じ易くすることは無いと考えられる。
【０３１６】
　球がスライド変位部材３７０の上面で前転回転しながら薄板部３７１を転動する（まだ
左右外側に流れる前段階の）場合、スライド変位部材３７０の開放動作は、球に対して、
回転を抑える方向（後転させる方向）の負荷を与えるので、球の回転を留めることができ
、球の流れを停止させ自由落下に移し易い。
【０３１７】
　そのため、球が薄板部３７１を転動中にスライド変位部材３７０が開放動作した場合に
、球がそれまでの転動の勢いで通常検出センサＳＥ１２に案内されることを回避し易くす
ることができ、球を確変検出センサＳＥ１１に案内し易くすることができる。
【０３１８】
　上述した振分装置３００を備える本実施形態におけるパチンコ機１０における、振分装
置３００の遊技者目線での見え方について説明する。以下では、一例として、水平方向に
対する視線の角度が異なる状態で場合を分けて説明する。
【０３１９】
　図２１は、可変入賞装置６５及び振分装置３００の正面図であり、図２２は、図１６の
矢印ＸＸＩＩ方向視における可変入賞装置６５及び振分装置３００の斜視図であり、図２
３は、図１６の矢印ＸＸＩＩＩ方向視における可変入賞装置６５及び振分装置３００の斜
視図である。
【０３２０】
　前提として、パチンコ機１０を操作する遊技者は、操作ハンドル５１（図１参照）を握
り回転させることを除き、好みの姿勢で遊技を行うことができる。例えば、パチンコ機１
０から頭を十分に離して、水平または水平から５度程度下降傾斜する方向の視線（図２２
参照）でガラスユニット１６（図１参照）の内側を見るようにして遊技を行っても良いし
、パチンコ機１０に頭を近づけて、水平から３０度程度下降傾斜する方向の視線（図２３
参照）でガラスユニット１６の内側を見るようにして遊技を行っても良い。一般的には、
前者の方が広い視界を確保できるが、細かな部分には気付きにくい一方で、後者は視界が
狭くなるが、その視界における細かな部分には気付き易い。
【０３２１】
　図２１は、基準として図示するものであり、以下では主に、図２２及び図２３を対比し
ながら説明を行う。なお、図２１から図２３では、便宜上、開閉板６５ｂの開放状態が図
示される。
【０３２２】
　図２１には、発光手段３５１が想像線で図示される。なお、発光手段３５１は左右対称
に配設されているが（図１３参照）、理解を容易とするために左半部のみが図示される。
最上部に配置される発光手段３５１の機能については上述した通りであるので、ここでは
下側部３５３に配置される左半部における３個の発光手段３５１について説明する。
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【０３２３】
　まず、上側の発光手段３５１は、シール部材３１３に向けて光を照射する。シール部材
３１３は上述のように、赤色透明に形成されているので、発光手段３５１から光が照射さ
れた場合、シール部材３１３の周辺が赤く照らされる。これにより、シール部材３１３及
びその周辺に対する遊技者の注目力を向上することができる。シール部材３１３は第３流
路構成部３３６の真上に配設されているので（図１８参照）、第３流路構成部３３６に注
目させることができる。
【０３２４】
　なお、上側の発光手段３５１の正面側においては、光拡散加工面３３２ｅの形成が省略
されている（図１８参照）。これにより、発光手段３５１からの光が光拡散加工面３３２
ｅにより上下方向に引き延ばされるように視認されることを回避し、シール部材３１３周
辺を集中的に光らせることができる。
【０３２５】
　なお、発光制御については何ら限定されるものではないが、例えば、大当たり遊技中に
、第３流路構成部３３６を流下する球に注目させたい状況においてシール部材３１３に光
を照射するように制御することで、シール部材３１３に注目させ、その下側に配置される
第３流路構成部３３６の後端部に自然と視線を誘導することができる。
【０３２６】
　次に、下側において左右に並んで配置される発光手段３５１は、それぞれ、確変検出セ
ンサＳＥ１１と、通常検出センサＳＥ１２の真上位置に対応する。即ち、この発光手段３
５１の制御を、球が確変検出センサＳＥ１１に入球した場合には確変検出センサＳＥ１１
の真上位置に配置される発光手段３５１を発光させる一方、球が通常検出センサＳＥ１２
に入球した場合には通常検出センサＳＥ１２の真上位置に配置される発光手段３５１を発
光させるように制御することで、遊技者に対して、球の通過箇所を報知することができる
。
【０３２７】
　これらの、下側において左右に並んで配置される発光手段３５１から照射される光は、
光拡散加工面に向けられる。即ち、左右中央側の発光手段３５１は、光拡散加工面３３２
ｅと対向配置されており（図１８参照）、左右外側の発光手段３５１は、光拡散加工面３
１９ａ（図１７参照）と対向配置されている。光拡散加工面３１９ａ，３３２ｅは、各部
の上下に亘って形成される。
【０３２８】
　従って、発光手段３５１からの光が視認される位置は、発光手段３５１のＬＥＤの高さ
位置に限定されるものではなく、上下に広がりがある範囲として形成される（上下に延び
る帯状の光として視認される）。そのため、図２１から図２３に示すように、遊技者の視
線の角度が変わったとしても、発光手段３５１からの光の視認性を向上することができる
。
【０３２９】
　図２２における水平からの下降傾斜の角度（５度）は、第３流路構成部３３６の傾斜角
度と同じである。そのため、図２２では、第３流路構成部３３６の後端部に配置されるス
ライド変位部材３７０の外形を視認することができる。但し、スライド変位部材３７０は
前後方向に変位するため、この視界では、スライド変位部材３７０の変位による変化を把
握し難い。
【０３３０】
　一方、図２３に示すように、水平から３０度の角度の方向視では、第３流路構成部３３
６の後端部における視界の上下幅が狭まっているので、図２２の方向視に比較して、第３
流路構成部３３６の後端部における球の流下態様の切り替わりの確認の難易度が高くなる
。但し、この視界では、スライド変位部材３７０が前後方向に変位する際の上突設部３７
６の変位を把握し易い。
【０３３１】
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　なお、中部材３３０の配置用貫通孔３３２ａがスライド変位部材３７０の上突設部３７
６を通すのに十分な最低限の大きさの開口として形成されているので、後側枠状部３３２
の内部に配置される状態切替装置３６０（図１７参照）を視認し難いように隠すことがで
きている。
【０３３２】
　実際の大当たり遊技中には、ラウンド遊技中に特定入賞口６５ａに複数個の球が案内さ
れ、各流路構成部３３４～３３６を順に流下する。各流路構成部３３４～３３６に複数個
の球が同時に配置される場合、奥側の球へ向けた視線が、手前側の球により妨げられる可
能性がある。
【０３３３】
　例えば、第３流路構成部３３６に複数の球が配置される場合、それらの球は、図２２で
は、同位置に配置される。従って、手前側の球によって、奥側の球が隠される。
【０３３４】
　また、球が通常検出センサＳＥ１２側へ流れる場合、第３流路構成部３３６の後端部か
ら左右外方向へ流れることになる。第３流路構成部３３６から左右方向へ外れた後は前側
枠状部３３３の光拡散加工面３３３ｂにより視認性が落ちるので、第３流路構成部３３６
から左右方向へ外れる過程の球の動きを把握することが好ましいところ、第２流路構成部
３３５の下流側端部位置（球Ｐ１の位置）から第３流路構成部３３６の上流側端部位置（
球Ｐ２の位置）へ流入する球（第３流路構成部３３６から左右方向に若干ずれる球）があ
ると、その球により、第３流路構成部３３６の後端部から左右方向へ外れる過程の球が隠
される。
【０３３５】
　換言すれば、球が確変検出センサＳＥ１１へ流れたか、通常検出センサＳＥ１２へ流れ
たかの把握は、第３流路構成部３３６の後端部で球の流下方向が左右外側へ切り替わった
か、否かを視認すれば可能であり、第３流路構成部３３６の内側および右縁部周辺に注目
していれば良い。これに対し、本実施形態では、その視線の方向上の上流側における第３
流路構成部３３６と第２流路構成部３３５との連結位置において、第３流路構成部３３６
の内側および右縁部周辺を含む経路で球が流下し得るように構成される（球Ｐ１の位置か
ら球Ｐ２の位置への移動）。そのため、上流側を流下する球の配置によっては、球が確変
検出センサＳＥ１１へ流れたか、通常検出センサＳＥ１２へ流れたかを把握し損なう事態
が生じ得る。
【０３３６】
　また、図２３の視線では、第３流路構成部３３６の後端部を流れる球と、第２流路構成
部３３５を流れる球とが、上下方向の配置で明確に分けられるので、上流側の球が目隠し
となる事態を回避し易い。一方で、第３流路構成部３３６の後端部において視認される流
路の上下幅が狭い分、方向視で視認できる球の面積が小さくなる。
【０３３７】
　特に、第３流路構成部３３６の後端部を通過した球は、上述したように、スライド変位
部材３７０の配置によらず、一旦右斜め下方へ流下した後において、確変検出センサＳＥ
１１へ向かう流下経路か、通常検出センサＳＥ１２へ向かう流下経路か、が切り替わる。
そのため、球の流下経路として、球が真下に流下するか、球の流下方向が右方へ切り替わ
るかで切り替えられる場合に比較して、切替位置において視認される球の面積が小さくな
る。
【０３３８】
　切り替わりの態様としては、他に、球の流下経路が真下に流下するか、右方へ切り替わ
るかで切り替わるかという場合のように、切替位置がより上流側に配置される場合が想定
される。例えば、左右内突設部３１８が形成されず、確変検出センサＳＥ１１へ向かう球
は第３流路構成部３３６の後端部から真下へ流下する場合には、切替位置は、少なくとも
第３流路構成部３３６の中心線後方の位置となる。
【０３３９】
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　これに対し、本実施形態のように切替位置が第３流路構成部３３６の中心線後方よりも
右側に変位している場合、球が第３流路構成部３３６の下底部よりも下方に落ちる（第３
流路構成部３３６の下底部上面とスライド変位部材３７０の薄板部３７１の上側面との上
下差分だけ落ちる、図１８参照）ことで、第３流路構成部３３６自体に球の一部が隠され
る作用に加え、球が第３流路構成部３３６を通して視認される範囲よりも左右外側に変位
することで、前側枠状部３３３に球の一部が隠される。
【０３４０】
　従って、第３流路構成部３３６の後端部を通過した球の、遊技者目線で視認可能な面積
が小さくなるので、球がいずれの流下経路で流下したかの把握を行うことが困難となる。
これにより、第３流路構成部３３６の後端部付近を流下する球に対する注目力を更に向上
することができる。
【０３４１】
　このように、本実施形態によれば、第３流路構成部３３６の後端部を流下する球の流下
方向を識別する方向視として説明した複数の方向視（図２２及び図２３参照）において、
いずれにも長所および短所が設定される。これにより、振分装置３００の視認の仕方をと
っても、遊技者に一辺倒の遊技を要求するのではなく、遊技者に好みの視認方法を調整お
よび選択させることができ、遊技態様に幅を持たせることができるので、遊技者が遊技に
飽きる事態が生じることを回避することができる。
【０３４２】
　遊技者の視界の確保は種々の方法で実現することができるが、本実施形態では、特に、
上部材３１０の第２上面部３１４ｂ間に空隙が形成されることで、第３流路構成部３３６
の屋根部が取り外されたような状態とすることができるので、第３流路構成部３３６を視
認し易くすることができる。
【０３４３】
　図２２及び図２３の方向視について、振分装置３００よりも正面側における視認性につ
いて説明する。図２２及び図２３では図示を省略しているが、振分装置３００よりも正面
側には、被固定部材１６１及び前意匠部材１６２（図５参照）が配置されるので、部材の
厚みにより透過する光が少なくなることから、視界が遮られることになる。
【０３４４】
　前意匠部材１６２により視界が遮られる範囲が狭くなる分、図２３の方向視の方が、図
２２の方向視に比較して、振分装置３００の内部を流下する球を視認し易くなる可能性が
ある。
【０３４５】
　被固定部材１６１及び前意匠部材１６２は、基本的には、上述のように平坦形状とされ
おり、光の屈折が生じ難いように構成されている（図１２参照）。これにより、振分装置
３００の視認性が悪くなることを回避することができる。
【０３４６】
　機能上、平坦形状とできない部分についても、視認性に与える影響が小さくなるように
形成している。例えば、振分装置３００を位置決め、係合するための突設支持部１６１ｃ
～１６１ｅは、斜め下方向へ向く遊技者の視線を遮ることが無いよう、流路構成部３３４
～３３６を見る遊技者の視線の外方（上側後方、左右外側、左右側下方、）に配設されて
いる。
【０３４７】
　また、例えば、対称突設部１６１ｆは、球の中心高さに形成され、強度上必要最低限の
厚さで肉薄に形成されている（図１８参照）。これにより、対称突設部１６１ｆが球と遊
技者の目との間に配置されたとしても、球全体が隠されることを防止することができるの
で、流路構成部３３４～３３６を流下する球の視認性を確保することができる。
【０３４８】
　被固定部材１６１と前意匠部材１６２との間には、特定入賞口６５ａから逸れた球が流
下し、アウト口７１へ向けて流下する。アウト口７１へ向けて流下する球による視界への
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影響について説明する。
【０３４９】
　図２２及び図２３では、開閉板６５ｂの開放状態でアウト口７１へ向けて流下する球の
配置の一例が図示される。開閉板６５ｂの開放中は、開閉板６５ｂの上方から流下した球
は開閉板６５ｂに乗り特定入賞口６５ａ側へ案内されることになるので、アウト口７１へ
向けて流下する球は、開閉板６５ｂの左右に逸れた球となる。これらの球は、延設部１６
２ｂと延設部１６２ｃとの間を流下し、内レール６１に案内されてアウト口７１へ向けて
流下する。
【０３５０】
　図２２及び図２３に示すように、遊技者目線では、内レール６１を流れる球の配置は、
各流路構成部３３４～３３６よりも下方となるので、内レール６１を流れる球により各流
路構成部３３４～３３６を流下する球の視認性が低下することを回避し易くすることがで
きる。
【０３５１】
　一方で、内レール６１を流下する球の流下は、第２流路構成部３３５を流下する球の流
下と同様に、緩やかな角度で遊技領域の左右方向中央側へ向けて流れる態様であるので、
第２流路構成部３３５を流下する球と同様に、遊技者の視線を遊技領域の左右中央位置に
誘導する効果を奏する。この効果は、遊技者の視線をアウト口７１に誘導すると共に、第
３流路構成部３３６に誘導する。即ち、アウト口７１及び第３流路構成部３３６の左右方
向位置が同様の位置（左右中央位置）とされるので、遊技者が上下に視線を動かすことで
、アウト口７１及び第３流路構成部３３６の両方を視認可能となるような状態に視線を誘
導する。
【０３５２】
　従って、遊技領域へ向けて打ち出した球が、効率的に特定入賞口６５ａに入球し易いか
（大当たり遊技中の無駄球が少なくて済む状態か）、逸れて延設部１６２ｂと延設部１６
２ｃとの間を流下する球が頻発するか（大当たり遊技中の無駄球が頻発する状態か）に関
わらず、流下する球により遊技者の視線を第３流路構成部３３６に誘導するという効果を
奏することができる。
【０３５３】
　即ち、球が特定入賞口６５ａに入球した場合には、第２流路構成部３３５を流下する状
態において遊技者の視線を第３流路構成部３３６へ誘導でき、球が特定入賞口６５ａを逸
れる場合には、内レール６１を流下する状態において遊技者の視線を第３流路構成部３３
６へ誘導することができる。
【０３５４】
　アウト口７１へ向かう球は、無駄球として遊技において何ら作用を生じないことが通常
であるが、本実施形態では上述のように構成することで、アウト口７１へ向かう球に、遊
技者の視線を第３流路構成部３３６へ誘導させる役割を持たせることができる。
【０３５５】
　なお、開閉板６５ｂの閉鎖状態においては、球が開閉板６５ｂの正面側を流れ第２流路
構成部３３５の正面側を通過することで、第２流路構成部３３５の視界を低下させる可能
性がある。
【０３５６】
　一方で、特定入賞口６５ａの左右中央位置上方に第２入賞口１４０及び電動役物１４０
ａが配設され、特定入賞口６５ａの左右中央位置下方に第３流路構成部３３６が配設され
るという本実施形態の構成によれば、第２入賞口１４０及び電動役物１４０ａにより球の
流下を防止することができるので、球が第３流路構成部３３６の正面側を流下することを
防止することができる。従って、開閉板６５ｂの正面側を流下する球により第３流路構成
部３３６及びその後端部周辺の視認性が低下する事態の発生を回避することができる。
【０３５７】
　本実施形態では、特定入賞口６５ａに入球した球がスライド変位部材３７０に到達する
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までの時間を流路構成部３３４～３３６の形成長さにより確保できているが、この弊害と
して生じやすい配置スペースの増大の回避を図っている。即ち、図２２及び図２３に示す
ように、遊技者目線において、可変入賞装置６５の特定入賞口６５ａと、第３流路構成部
３３６の配置の目安としてのスライド変位部材３７０と、の配置間隔を短く形成している
。
【０３５８】
　そればかりか、スライド変位部材３７０が特定入賞口６５ａの下側後方に配置されてい
るので（図１８参照）、図２３に示すように遊技者目線として高頻度で生じる後側斜め下
方へ向く視線において、特定入賞口６５ａの外形にスライド変位部材３７０の外形が食い
込むほどに近接配置しているように視認される。
【０３５９】
　加えて、左右長尺に構成した特定入賞口６５ａに入球し、その左右両端部に配置される
検出センサＳＥ１の球通過孔１６３ｂを通過した球の流下経路は、左右対称の各流路構成
部３３４～３３６を経由して特定入賞口６５ａの左右中央側下方に集められる。これによ
り、特定入賞口６５ａの左右幅を球が左右方向に流下する場合に比較して、スライド変位
部材３７０に球が到達するまでの時間を短くすることができる。加えて、球の流下経路と
して必要とされる構造を、下側ほど左右長さが短くなる構造とすることができるので、湾
曲形状の内レール６１の下縁部付近に配置し易くすることができる。
【０３６０】
　特に、本実施形態では、特定入賞口６５ａがアウト口７１に近接配置させる設計思想で
あるところ、第２流路構成部３３５の左右内側端部から真下に球を流下させる構造では無
く、第２流路構成部３３５の左右内側端部から第３流路構成部３３６により球を後方へ流
下させる構造を採用することで、アウト口７１（湾曲面部３８７の正面側（上流側）に配
設される開口）を第２流路構成部３３５の真下位置に形成することができる。これにより
、特定入賞口６５ａとアウト口７１との上下間隔の短縮化を図っている。
【０３６１】
　このように、遊技者目線における特定入賞口６５ａ及びスライド変位部材３７０の上下
配置幅および左右幅を短くできることで、一定の規格に正面視での大きさが制限される遊
技領域の設計において、特定入賞口６５ａ及びスライド変位部材３７０が占める範囲の上
下幅を短縮化できるので、遊技領域の設計自由度を向上することができる。
【０３６２】
　例えば、本実施形態のように、特定入賞口６５ａの配置を遊技領域の下端付近に配置す
ることができるので、可変入賞装置６５を左右対称の遊技領域に有効に利用することがで
きる。
【０３６３】
　次いで、振分装置３００に入球後の球の流下と、その流下を考慮した可動役物（可変入
賞装置６５、スライド変位部材３７０）の作動パターンの一例について説明する。
【０３６４】
　まず、前提として、開口部３１２を通った球は、第１流路構成部３３４、第２流路構成
部３３５、第３流路構成部３３６を順に流下する（図１６及び図１７参照）。各流路構成
部３３４～３３６を球が通過するのに要する時間は任意に設定可能であるが、本実施形態
では、各流路構成部３３４～３３６を約０．３秒で通過するように設計されている。
【０３６５】
　即ち、特定入賞口６５ａに入球してから第１流路構成部３３４を通過するのに０．３秒
、第２流路構成部３３５を通過するのに０．３秒、第３流路構成部３３６を通過するのに
０．３秒を要するように構成される。
【０３６６】
　従って、可変入賞装置６５の開閉板６５ｂが開放状態となった直後に球が特定入賞口６
５ａに入球したとしても、０．９秒間は、第３流路構成部３３６の後方端部に配置される
検出センサＳＥ１に球が到達することは無いように構成される。これにより、開閉板６５
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ｂが開放状態となった後の０．９秒間は、スライド変位部材３７０の位置に寄らず、球が
確変検出センサＳＥ１１にも、通常検出センサＳＥ１２にも通過し得ないので、球の誤入
賞を危惧せずにスライド変位部材３７０の作動パターンを設計することができる。
【０３６７】
　そのため、例えば、Ｖ確変アタッカーを備えるパチンコ機に一般的に見られるような、
Ｖ入賞センサへの誤入賞を防ぐためにラウンド遊技Ｒ開始時に開閉板を短時間解放させる
制御（開閉板の動作に不自然さを伴う制御）を不要とすることができる。これにより、特
定入賞口を開閉する開閉板の動作態様が自然な動作となり、安心して遊技を楽しむ環境を
遊技者に提供することができる。
【０３６８】
　また、上記例におけるＶ確変アタッカーを備えるパチンコ機では、Ｖ確変アタッカーの
開放直後に入球する球が誤入賞を生じやすかったが、本件の可変入賞装置６５では、後述
するように、開放直後に入球する球によって、逆に好ましい効果（例えば、スライド変位
部材３７０の動作を球で隠す効果）が生じるので、開放直後の球の入球を生じさせないよ
うにする工夫を不要とすることができる。
【０３６９】
　なお、球の通過に要する時間は、各流路構成部３３４～３３６の長さや傾斜、流路内壁
部の形状など（平滑か、凹凸形状かなど）により任意に設定可能である。
【０３７０】
　図２４を参照して、第１実施形態の第１制御例におけるＲＯＭ２０２（図４参照）の内
容について説明する。図２４（ａ）は、主制御装置１１０内のＲＯＭ２０２の電気的構成
を示すブロック図であり、図２４（ｂ）は、第１当たり種別カウンタＣ２と特別図柄にお
ける大当たり種別との対応関係を模式的に示した模式図であり、図２４（ｃ）は、第２当
たり乱数カウンタＣ４と普通図柄における当たりとの対応関係を模式的に示した模式図で
ある。
【０３７１】
　図２４（ａ）に示すように、主制御装置１１０のＲＯＭ２０２には、上記した固定値デ
ータの一部として、第１当たり乱数テーブル２０２ａ、第１当たり種別選択テーブル２０
２ｂ、第２当たり乱数テーブル２０２ｃ、および変動パターン選択テーブル２０２ｄが少
なくとも記憶されている。
【０３７２】
　第１当たり乱数テーブル２０２ａは、定期的（例えば、２ｍｓｅｃごと）に更新される
第１当たり乱数カウンタの大当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。始動
入賞に基づいて取得した第１当たり乱数カウンタの値が、第１当たり乱数テーブル２０２
ａに規定されているいずれかの判定値と一致した場合に、特別図柄の大当たりであると判
別される。
【０３７３】
　第１当たり種別選択テーブル２０２ｂ（図２４（ｂ）参照）は、大当たり種別を決定す
るための判定値が記憶されているデータテーブルであり、第１当たり種別カウンタＣ２の
判定値が、各大当たり種別、および特別図柄の抽選契機となった入賞口の種別に対応付け
て規定されている。本実施形態のパチンコ機１０では特別図柄の大当たりと判定された場
合に、始動入賞に基づいて取得した第１当たり種別カウンタＣ２の値と、第１当たり種別
選択テーブル２０２ｂとが比較され、第１当たり種別カウンタＣ２の値に対応する大当た
り種別が選択される。
【０３７４】
　具体的には、特別図柄１の抽選（第１入賞口６４への入球に基づく抽選）で大当たりと
なった場合には、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「０～９」の範囲には、大当たりＡ
１が対応付けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ１参照）。
【０３７５】
　大当たりＡ１となった場合は、４ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第１
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の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｘ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３７６】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「１０～１９」の範囲には、大当たりＡ２が対応付
けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ２参照）。
【０３７７】
　大当たりＡ２となった場合は、４ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第１
の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｙ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３７８】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「２０～３９」の範囲には、大当たりＢ１が対応付
けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ３参照）。
【０３７９】
　大当たりＢ１となった場合は、４ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第２
の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｘ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３８０】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「４０～４９」の範囲には、大当たりＢ２が対応付
けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ４参照）。
【０３８１】
　大当たりＢ２となった場合は、４ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第２
の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｙ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３８２】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「５０～７９」の範囲には、大当たりＣ１が対応付
けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ５参照）。
【０３８３】
　大当たりＣ１となった場合は、４ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第３
の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｘ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３８４】
　第１当たり種別カウンタＣ２の値が「８０～９９」の範囲には、大当たりＣ２が対応付
けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ６参照）。
【０３８５】
　大当たりＣ２となった場合は、４ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第３
の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｙ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３８６】
　上述したように、特別図柄１の抽選（第１入賞口６４への入球に基づく抽選）で大当た
りとなると、いずれの場合であっても、４ラウンドの大当たり遊技が選択される。そのた
め、後述する特別図柄２の抽選で大当たりとなる場合に比較して大量の賞球を期待するこ
とはできない。一方で、４ラウンドの大当たり遊技は、１５ラウンドの大当たり遊技に比
較して短時間で終了するので、その後の大当たりの獲得を狙うための球の打ち出しを、早
期に開始することができる。
【０３８７】
　一方、特別図柄２の抽選（第２入賞口１４０への入球に基づく抽選）で大当たりとなっ
た場合には、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「０～９９」の範囲には、大当たりａが
対応付けられて規定されている（図２４（ｂ）の２０２ｂ７参照）。
【０３８８】
　大当たりａとなった場合は、１５ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置６５の第３
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の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材３７０は作動パターン
Ｘ（詳細は後述する）で変位するように制御される。
【０３８９】
　上述したように、特別図柄２の抽選（第２入賞口１４０への入球に基づく抽選）で大当
たりとなると、いずれの場合であっても、１５ラウンドの大当たり遊技が選択される。そ
のため、特別図柄２の抽選での大当たりを獲得した方が、特別図柄１の抽選での大当たり
を獲得する場合に比較して大量の払い出し賞球を得ることができるので、遊技者が、特別
図柄２の抽選を行うための遊技（第２入賞口１４０へ入球させるように球を発射するよう
な遊技）を行うことのモチベーションを高めることができる。
【０３９０】
　また、スライド変位部材３７０の作動パターンが作動パターンＸで固定となるので、ス
ライド変位部材３７０の視認性を確保しないでも、遊技者に生じる不利益が大きくなる可
能性が少ない。そのため、スライド変位部材３７０への視認性が若干悪くなるという短所
があるが特定入賞口６５ａへの入球が生じ易い長所がある作動パターンとして第３の作動
パターンがある時に、特別図柄２の抽選での大当たりの可変入賞装置６５の作動パターン
を第３の作動パターンで設定することで、短所の影響を低下させ、大当たり遊技に要する
時間を短くすることができるという長所のみを際立たせることができる。
【０３９１】
　即ち、特別図柄２の抽選での大当たり遊技が間延びする可能性を低くすることができる
ので、遊技者にとって気持ちの良い（賞球の払い出しの時間効率が良い）大当たり遊技を
実現することができる。
【０３９２】
　なお、特別図柄２の大当たり種別の設定は、これに限定されるものではない。例えば、
特別図柄２の大当たり種別として、スライド変位部材３７０が作動パターンＹで変位制御
される大当たり種別を設けても良い。また、この大当たり種別は、少ない割合（例えば、
２０％程度）で設けるようにしても良い。
【０３９３】
　これにより、スライド変位部材３７０に対する遊技者の注目力を向上させることができ
るので、遊技者が大当たり遊技を漫然と遊技することを防止することができる。即ち、ス
ライド変位部材３７０の変位動作を遊技者に視認させ、変位動作のタイミングで遊技者を
一喜一憂させ、遊技者の興趣を高めることができる。
【０３９４】
　上述した通り、特別図柄の確変中は、普通図柄の当たり確率がアップし、普通図柄の変
動時間が短くなり（３秒）、普通図柄の当たりとなった場合における電動役物１４０ａの
開放時間が長くなる（１秒×２回）ように設定される。よって、第２入賞口１４０へと球
を入球させやすくなるので、特別図柄２の抽選が行われやすくなる。従って、一旦特別図
柄の確変状態へと移行させることができれば、特別図柄の大当たりとなりやすく、且つ、
大当たりとなった場合に大当たりａ（利益バランスの良い大当たり）となりやすい特別図
柄の確変状態が繰り返されやすくなるので、遊技者が多量の賞球を獲得し易くなる。これ
により、遊技者に対して特別図柄の確変状態へと移行させることを強く期待させながら遊
技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３９５】
　第２当たり乱数テーブル２０２ｃ（図２４（ｃ）参照）は、普通図柄の当たり判定値が
記憶されているデータテーブルである。具体的には、普通図柄の通常状態において、普通
図柄の当たりとなる判定値として、「５～２８」が規定されている（図２４（ｃ）の２０
２ｃ１参照）。また、普通図柄の高確率状態において、普通図柄の当たりとなる判定値と
して、「５～２０４」が規定されている（図２４（ｃ）の２０２ｃ２参照）。本実施形態
のパチンコ機１０では、普通入賞口６７を球が通過することに基づいて取得される第２当
たり乱数カウンタＣ４の値と、第２当たり乱数テーブル２０２ｃとを参照し、普通図柄の
当たりであるか否かを判定している。変動パターン選択テーブル２０２ｄは、変動パター
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ンの表示態様を決定するための変動種別カウンタの判定値が表示態様毎にそれぞれ規定さ
れているデータテーブルである。
【０３９６】
　図２５は、各大当たり種別における１ラウンド目の可変入賞装置６５の開閉板６５ｂの
作動パターンと、振分装置３００のスライド変位部材３７０の作動パターンと、の計時変
化を示した図である。
【０３９７】
　ＭＰＵ２０１（図４参照）は、前記特図当り決定において大当りを決定した場合には、
特図変動表示(図柄変動演出)の終了後に、（決定した種類の）大当り遊技の制御を開始す
る。以下、大当り遊技が付与される場合に行われる可変入賞装置６５の開閉板６５ｂと、
振分装置３００のスライド変位部材３７０と、の作動制御について説明する。なお、図２
５の説明では、図２４を適宜参照する。
【０３９８】
　なお、本制御例では、大当たり種別の違いで駆動態様が異なるのは１ラウンド目のみで
あり、２ラウンド目以降は共通の駆動態様とされる。そのため、大当たり種別ごとの１ラ
ウンド目の駆動態様についてそれぞれ説明する。
【０３９９】
　大当たりＡ１又は大当たりＡ２の場合には、第１の作動パターンに基づいて開閉板６５
ｂが動作するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド１６５ｃ（図１１参照）を駆動制御する
。ＭＰＵ２０１は、特図変動表示(図柄変動演出)が終了すると、タイマ手段(図示せず)が
所定のオープニング時間ＯＰ(１０秒)が経過するまで開閉板６５ｂを閉鎖状態に保持する
よう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御し、オープニング時間ＯＰの経過後に、１ラウン
ド目のラウンド遊技Ｒを開始する。
【０４００】
　すなわち、第１の作動時間Ｔ１(最大３０秒)をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉
板６５ｂを閉鎖状態から変位させて特定入賞口６５ａへの入球が可能な開放状態とする。
初回の開放状態は０．２秒間維持される。第１の作動パターンでは、この０．２秒間の開
放動作を、１．０秒間隔で実行するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、開閉板
６５ｂに長時間動作を行わせる。
【０４０１】
　なお、初回の開放時間は、遊技球を発射し続ける場合に、少なくとも１個の遊技球が特
定入賞口６５ａに入り得る期間よりも長く、規定個数（本実施形態では１０個）の遊技球
が特定入賞口６５ａに入るのに要する期間よりも短い期間として設定される。
【０４０２】
　そして、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒにおいてラウンド終了条件(ラウンド遊技時間(
第１の作動時間Ｔ１の最大値である３０秒間)の経過または規定個数（本実施形態では１
０個）のパチンコ球の入賞)が満たされた場合に、開閉板６５ｂを閉鎖状態へ変位させて
特定入賞口６５ａを閉鎖するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、１ラウンド目
のラウンド遊技Ｒが終了する。
【０４０３】
　第１の作動パターンにおける０．２秒の開放時間は、開閉板６５ｂの開放中に特定入賞
口６５ａの左右片側に入球する球の個数を１個に制限するために設定される。特定入賞口
６５ａの左右片側に複数の球が連なって入球する（以下、「連球で入球」とも称する）こ
とを防止するための開放時間の設定であり、特定入賞口６５ａへの入球個数を１個に限定
する意図では無い。即ち、０．２秒の開放時間であっても、特定入賞口６５ａの左右両側
に各１球ずつ球が到達し、一度に特定入賞口６５ａに入球することは生じ得ることである
。
【０４０４】
　大当たりＡ１の場合には、作動パターンＸに基づいてスライド変位部材３７０が動作す
るようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド３６１（図１７参照）を駆動制御する。電磁ソレノ
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イド３６１の駆動制御は、開閉板６５ｂの駆動制御を基準として設定されるものであり、
本実施形態では、開閉板６５ｂが開放状態へ変位するのと同時に、スライド変位部材３７
０が前側位置から後側位置へ変位するよう駆動制御される。
【０４０５】
　そのため、特定入賞口６５ａに入球した球は、各流路構成部３３４～３３６（図１９参
照）を通過し、スライド変位部材３７０の前側を通り確変検出センサＳＥ１１（図２０参
照）を通過する。
【０４０６】
　この時、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に配置される球が１個に限定されるの
で、他の球に視認性が低下させられることが無い。そのため、遊技者は、球が確変検出セ
ンサＳＥ１１を通過する状況を容易に視認することができる。
【０４０７】
　大当たりＡ２の場合には、作動パターンＹに基づいてスライド変位部材３７０が動作す
るようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド３６１（図１７参照）を駆動制御する。電磁ソレノ
イド３６１の駆動制御は、開閉板６５ｂの駆動制御を基準として設定されるものであり、
本実施形態では、開閉板６５ｂが開放状態へ変位するのと同時に、スライド変位部材３７
０が前側位置から後側位置へ変位するよう駆動制御され、０．８秒経過後にスライド変位
部材３７０が後側位置から前側位置へ変位するよう駆動制御される。
【０４０８】
　上述の通り、各流路構成部３３４～３３６（図１７参照）を球が通過するのに要する時
間は約０．９秒で設定されているので、球がスライド変位部材３７０に到達する前にスラ
イド変位部材３７０は前側位置に変位される。
【０４０９】
　そのため、特定入賞口６５ａに入球した球は、各流路構成部３３４～３３６（図１７参
照）を通過し、スライド変位部材３７０の上側を通り通常検出センサＳＥ１２（図１７参
照）を通過する。
【０４１０】
　この時、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に配置される球が１個に限定されるの
で、他の球に視認性が低下させられることが無い。そのため、遊技者は、球が通常検出セ
ンサＳＥ１２を通過する状況を容易に視認することができる。
【０４１１】
　スライド変位部材３７０の変位開始時間としての０．８秒は、球が各流路構成部３３４
～３３６を通過するのに要する時間よりも短い時間としての思想と、球が第３流路構成部
３３６に到達するのに要する時間よりも長い時間としての思想から、設定される。
【０４１２】
　即ち、本実施形態によれば、球が特定入賞口６５ａに入球してから約０．６秒で第２流
路構成部３３５を通過し、第３流路構成部３３６に到達するので、開閉板６５ｂの開放時
間としての０．２秒の終了間際に球が特定入賞口６５ａに入球した場合であっても、その
球が第３流路構成部３３６に到達してからスライド変位部材３７０を変位動作させること
ができる。
【０４１３】
　従って、特定入賞口６５ａへの入球が生じさえすれば、球の入球タイミングに寄らず、
第３流路構成部３３６に配置される球によりスライド変位部材３７０の動作を隠すことが
できる（図２２参照）。これにより、スライド変位部材３７０の変位動作が目立つことを
回避することができ、確変検出センサＳＥ１１又は通常検出センサＳＥ１２へ入球する球
として各流路構成部３３４～３３６を流下する球に対する注目力を向上させることができ
る。
【０４１４】
　なお、スライド変位部材３７０の変位開始時間は、０．８秒に限定されるものではない
。例えば、０．４秒に設定しても良い。この場合、球が第３流路構成部３３６に到達する
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よりも前にスライド変位部材３７０の変位を生じさせることができるので、球に視線が遮
られる可能性は低く、スライド変位部材３７０の変位を遊技者に視認させることができる
。
【０４１５】
　但し、この場合であっても、第２流路構成部３３５が被固定部材１６１の前板部に近接
配置され、スライド変位部材３７０よりも手前側に配置されていることから、遊技者の目
線は第２流路構成部３３５を流下する球に集まり易い。即ち、第２流路構成部３３５を流
下する球に注目させることで（例えば、第３図柄表示装置８１で「流れる球に注目！」等
の表示をすることで）、スライド変位部材３７０の変位が遊技者に視認されることを回避
し易くすることができる。
【０４１６】
　なお、一方で、本実施形態では各流路構成部３３４～３３６が左右中央で区切られるよ
うに構成されているので、特定入賞口６５ａへの入球が左右片側であれば、入球が生じて
いない側の第３流路構成部３３６の後方に注目することで、流下する球に遮られることな
くスライド変位部材３７０の変位を視認することができる（図２２参照）。
【０４１７】
　このように、大当たりＡ１，Ａ２の場合は、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に
配置される球の個数が１個に限定されることにより、その球への注目力の向上を図ること
ができると共に、球が確変検出センサＳＥ１１を通過するか、通常検出センサＳＥ１２を
通過するか、を容易に遊技者に視認させることができる。
【０４１８】
　大当たりＢ１又は大当たりＢ２の場合には、第２の作動パターンに基づいて開閉板６５
ｂが動作するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド１６５ｃ（図１１参照）を駆動制御する
。ＭＰＵ２０１は、特図変動表示(図柄変動演出)が終了すると、タイマ手段(図示せず)が
所定のオープニング時間ＯＰ(１０秒)が経過するまで開閉板６５ｂを閉鎖状態に保持する
よう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御し、オープニング時間ＯＰの経過後に、１ラウン
ド目のラウンド遊技Ｒを開始する。
【０４１９】
　すなわち、第１の作動時間Ｔ１(最大３０秒)をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉
板６５ｂを閉鎖状態から変位させて特定入賞口６５ａへの入球が可能な開放状態とする。
初回の開放状態は１．０秒間維持される。第２の作動パターンでは、この１．０秒間の開
放動作を、１．０秒間隔で実行するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、開閉板
６５ｂに長時間動作を行わせる。
【０４２０】
　なお、初回の開放時間は、遊技球を発射し続ける場合に、少なくとも１個の遊技球が特
定入賞口６５ａに入り得る期間よりも長く、規定個数（本実施形態では１０個）の遊技球
が特定入賞口６５ａに入るのに要する期間よりも短い期間として設定される。
【０４２１】
　そして、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒにおいてラウンド終了条件(ラウンド遊技時間(
第１の作動時間Ｔ１の最大値である３０秒間)の経過または規定個数（本実施形態では１
０個）のパチンコ球の入賞)が満たされた場合に、開閉板６５ｂを閉鎖状態へ変位させて
特定入賞口６５ａを閉鎖するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、１ラウンド目
のラウンド遊技Ｒが終了する。
【０４２２】
　第２の作動パターンにおける１．０秒の開放時間は、開閉板６５ｂの開放中に特定入賞
口６５ａの左右片側に複数の球が入球可能となる時間として設定される。特定入賞口６５
ａの左右片側に複数の球が連なって入球する（以下、「連球で入球」とも称する）ことを
許容するための開放時間の設定である。
【０４２３】
　本制御例では、球の発射間隔は０．６秒間隔とされるので、球の流下間隔が発射時と変
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化していない場合であっても、開閉板６５ｂが１．０秒間で１回開放する間に、２個の球
が特定入賞口６５ａに入球し得る。一方で、開閉板６５ｂの開放間隔は１．０秒おきに制
限されているので、２個の球が各流路構成部３３４～３３６を通過する前に次の球が各流
路構成部３３４～３３６に入球することは規制することができる。
【０４２４】
　大当たりＢ１の場合には、上述した作動パターンＸに基づいてスライド変位部材３７０
が動作するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド３６１（図１７参照）を駆動制御する。ま
た、大当たりＢ２の場合には、作動パターンＹに基づいてスライド変位部材３７０が動作
するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド３６１を駆動制御する。そのため、大当たりＢ１
の場合に各流路構成部３３４～３３６を通過した球は確変検出センサＳＥ１１を通過し、
大当たりＢ２の場合に各流路構成部３３４～３３６を通過した球は通常検出センサＳＥ１
２を通過する。
【０４２５】
　この時、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に配置される球が１個の場合と、２個
（以上）の場合とで各流路構成部３３４～３３６の見え方が異なる。左右片側の各流路構
成部３３４～３３６に配置される球が１個の場合には、大当たりＡ１，Ａ２の場合と同様
に、他の球に視認性が低下させられることが無いので、遊技者は、球が確変検出センサＳ
Ｅ１１を通過する状況を容易に視認することができる。
【０４２６】
　一方、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に配置される球が２個（以上）の場合に
は、上流側の球が下流側の球を見る遊技者の視線上に配置されることで、下流側の球の視
認性が低下する可能性がある。そのため、球が確変検出センサＳＥ１１を通過するか、通
常検出センサＳＥ１２を通過するかを知ろうと望む遊技者の、各流路構成部３３４～３３
６を流下する球に対する注目力を向上することができる。
【０４２７】
　大当たりＣ１、大当たりＣ２又は大当たりａの場合には、第３の作動パターンに基づい
て開閉板６５ｂが動作するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド１６５ｃ（図１１参照）を
駆動制御する。ＭＰＵ２０１は、特図変動表示(図柄変動演出)が終了すると、タイマ手段
(図示せず)が所定のオープニング時間ＯＰ(１０秒)が経過するまで開閉板６５ｂを閉鎖状
態に保持するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御し、オープニング時間ＯＰの経過後
に、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒを開始する。
【０４２８】
　すなわち、第１の作動時間Ｔ１(最大３０秒)をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉
板６５ｂを閉鎖状態から変位させて特定入賞口６５ａへの入球が可能な開放状態とし、第
１の作動時間Ｔ１を限度に開閉板６５ｂに長時間動作を行わせる。
【０４２９】
　そして、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒにおいてラウンド終了条件(ラウンド遊技時間(
第１の作動時間Ｔ１の最大値である３０秒間)の経過または規定個数（本実施形態では１
０個）のパチンコ球の入賞)が満たされた場合に、開閉板６５ｂを閉鎖状態へ変位させて
特定入賞口６５ａを閉鎖するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、１ラウンド目
のラウンド遊技Ｒが終了する。
【０４３０】
　本制御例では、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒ中において開閉板６５ｂが開放状態を維
持するので、特定入賞口６５ａの左右片側に複数の球が連球で入球する状況が生じ得る。
一方で、開閉板６５ｂの開放間隔が制限されているわけでは無いので、第２の作動パター
ンと異なり、２個の球が各流路構成部３３４～３３６を通過する前に次の球が各流路構成
部３３４～３３６に入球することも生じ得る。従って、第２の作動パターンに比較して、
第３の作動パターンの方が、各流路構成部３３４～３３６の下流側に配置された球の視認
性が、上流側に配置される球により低下する状況が生じ易い。
【０４３１】
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　大当たりＣ１又は大当たりａの場合には、上述した作動パターンＸに基づいてスライド
変位部材３７０が動作するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド３６１（図１７参照）を駆
動制御する。また、大当たりＣ２の場合には、作動パターンＹに基づいてスライド変位部
材３７０が動作するようＭＰＵ２０１が電磁ソレノイド３６１を駆動制御する。そのため
、大当たりＣ１又は大当たりａの場合に各流路構成部３３４～３３６を通過した球は確変
検出センサＳＥ１１を通過し、大当たりＣ２の場合に各流路構成部３３４～３３６を通過
した球は通常検出センサＳＥ１２を通過する。
【０４３２】
　このように、確変検出センサＳＥ１１に球を通すか、通常検出センサＳＥ１２に球を通
すかに関わらず、開閉板６５ｂを開放状態のまま維持する制御態様としているが、スライ
ド変位部材３７０に球が到達するのに要する時間を構造から管理しているので、球噛みに
よるスライド変位部材３７０の誤動作の可能性は排除することができる。
【０４３３】
　この時、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に配置される球が１個の場合と、２個
の場合とで各流路構成部３３４～３３６の見え方が異なる。左右片側の各流路構成部３３
４～３３６に配置される球が１個の場合には、大当たりＡ１，Ａ２の場合と同様に、他の
球に視認性が低下させられることが無いので、遊技者は、球が確変検出センサＳＥ１１を
通過する状況を容易に視認することができる。
【０４３４】
　一方、左右片側の各流路構成部３３４～３３６に配置される球が２個の場合には、上流
側の球が下流側の球を見る遊技者の視線上に配置されることで、下流側の球の視認性が低
下する可能性がある。そのため、球が確変検出センサＳＥ１１を通過するか、通常検出セ
ンサＳＥ１２を通過するかを知ろうと望む遊技者の、各流路構成部３３４～３３６を流下
する球に対する注目力を向上することができる。
【０４３５】
　第３の作動パターンでは、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒにおいて特定入賞口６５ａに
入球可能なタイミングに制限が無いので、第２の作動パターンに比較して、各流路構成部
３３４～３３６の球の配置が無秩序になり易い。そのため、検出センサＳＥ１の視認性は
低下し易い。
【０４３６】
　一方で、特定入賞口６５ａに入球可能なタイミングに制限が無いことは、ラウンド遊技
Ｒの進行を早期に行わせることができる効果がある。即ち、ラウンド終了条件(ラウンド
遊技時間(第１の作動時間Ｔ１の最大値である３０秒間)の経過または規定個数（本実施形
態では１０個）のパチンコ球の入賞)としての規定個数の球の入賞を早期に満たしやすく
、大当たり遊技が間延びすることを回避することができる。
【０４３７】
　特に、特別図柄２の大当たりは、１００％の確率でスライド変位部材３７０が作動パタ
ーンＸで駆動制御されるため、特定入賞口６５ａに入球させれば、確変検出センサＳＥ１
１を球が通過することが約束されている。この場合、検出センサＳＥ及びスライド変位部
材３７０への遊技者の注目力はそもそも低い。
【０４３８】
　従って、検出センサＳＥ１の視認性が悪くなることを許容しても遊技者が感じる不利益
は小さい。第３の作動パターンでは、検出センサＳＥ１の視認性が悪くなることは敢えて
許容しながら、大当たり遊技が間延びすることを回避することを優先することで、大当た
り遊技の短時間での進行の実現を図り、大当たり遊技に対する遊技者の興趣の向上を図る
ことができるようにしている。
【０４３９】
　大当たり種別に関わらず、１ラウンド目のラウンド遊技Ｒが終了すると、タイマ手段は
、ラウンド間第１インターバル時間Ｉｎｔ１(２．０秒)が経過するまで開閉板６５ｂを閉
鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御し、ラウンド間第１インターバ
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ル時間Ｉｎｔ１の経過後に、２ラウンド目のラウンド遊技Ｒを開始する。
【０４４０】
　２ラウンド目では、１ラウンド目の開始と同様に、第１の作動時間Ｔ１(最大３０秒)を
タイマ手段で計測を開始すると共に開閉板６５ｂを閉鎖状態から開放状態へ変位させて特
定入賞口６５ａを開放するよう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、開閉板６５ｂに
長時間動作を行わせる。２ラウンド目以降は、スライド変位部材３７０は前側位置で常時
維持されるので、特定入賞口６５ａに入球した球は通常検出センサＳＥ１２を通過して排
出される（図１７参照）。
【０４４１】
　そして、２ラウンド目のラウンド遊技Ｒにおいてラウンド終了条件(ラウンド遊技時間(
第１の作動時間Ｔ１の最大値である３０秒間)の経過または規定個数のパチンコ球の入賞)
が満たされた場合に、開閉板６５ｂを閉鎖状態へ変位させて特定入賞口６５ａを閉鎖する
よう電磁ソレノイド１６５ｃを駆動制御して、２ラウンド目のラウンド遊技Ｒが終了する
。
【０４４２】
　以降は、２ラウンド目と同様に、各ラウンド遊技Ｒの間にラウンド間第１インターバル
時間Ｉｎｔ１を挟んで３ラウンド目～最終ラウンド（４ラウンド目）のラウンド遊技Ｒが
繰り返されて、開閉板６５ｂが閉鎖状態および開放状態の間で変位し、特定入賞口６５ａ
を開閉するよう電磁ソレノイド１６５ｃが駆動制御される。
【０４４３】
　そして、最終ラウンド目のラウンド遊技Ｒが終了すると、タイマ手段がラウンド間第１
インターバル時間Ｉｎｔ１およびエンディング時間ＥＤ(１１秒)が経過するまで開閉板６
５ｂを閉鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド１６５ｃが駆動制御され、当該時間の経過
に伴って大当り遊技が終了する。
【０４４４】
　なお、本制御例では、開閉板６５ｂの短開放の変位動作や、スライド変位部材３７０の
駆動制御を、１ラウンド目のみで実行する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるも
のではない。例えば、全ラウンドで実行するようにしても良いし、１ラウンド目以外のラ
ウンド（例えば、３ラウンド目や、８ラウンド目や、１２ラウンド目等）で実行するよう
にしても良い。
【０４４５】
　このように、本制御例によれば、開閉板６５ｂの開放パターン（第１の作動パターン～
第３の作動パターン）の違いによって、開閉板６５ｂへの球の入球態様を変化させ、各流
路構成部３３４～３３６及び第３流路構成部３３６の下流側に配置される検出センサＳＥ
１の視認性を異ならせることができる。これにより、第３流路構成部３３６の下流側に配
置される検出センサＳＥ１の球の通過に注目する遊技者に球の発射態様を工夫する意欲を
生じさせることができる。
【０４４６】
　例えば、検出センサＳＥ１の視認性の低下は、複数の球が各流路構成部３３４～３３６
に同時に配置されることにより生じる場合があるので、必要に応じて（例えば、第２の作
動パターン又は第３の作動パターンの大当たり種別において）意図的に球の発射間隔を広
げることで、検出センサＳＥ１の視認性の低下を抑制することができる。なお、第１の作
動パターンでは、特定入賞口６５ａへの入球が制限されることから、発射態様によらず、
検出センサＳＥ１の視認性の低下を回避することができる。
【０４４７】
　一方で、球の発射間隔を広げると特定入賞口６５ａに規定個数の球が入球するまでの期
間が延びるので、ラウンド遊技Ｒが間延びする可能性がある。即ち、検出センサＳＥ１の
視認性を優先する遊技態様と、ラウンド遊技Ｒの間延びを回避することを優先する遊技態
様とで、ラウンド遊技Ｒの遊技の仕方を遊技者に選択させることができる。
【０４４８】
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　例えば、スライド変位部材３７０の変位を視認するために、ラウンド遊技Ｒの開始後、
若干の期間（例えば、１．０秒間）を空けて、特定入賞口６５ａへの入球を生じさせるよ
うにしても良い。この場合、スライド変位部材３７０の変位が生じるタイミング（作動パ
ターンＹの場合においてラウンド遊技Ｒ開始から０．８秒経過したタイミング）で第３流
路構成部３３６に球が配置される状況を回避することができるので、スライド変位部材３
７０の変位動作が球で遮られることを回避することができる。
【０４４９】
　一方で、球発射までの期間を空けるようにすると特定入賞口６５ａに規定個数の球が入
球するまでの期間が延びるので、ラウンド遊技Ｒが間延びする可能性がある。即ち、検出
センサＳＥ１の視認性を優先する遊技態様と、ラウンド遊技Ｒの間延びを回避することを
優先する遊技態様とで、ラウンド遊技Ｒの遊技の仕方を遊技者に選択させることができる
。
【０４５０】
　例えば、本実施形態によれば、各流路構成部３３４～３３６及びスライド変位部材３７
０が左右対称に構成され、左右のどちら側からも、特定入賞口６５ａを通して球を入球さ
せることができる。
【０４５１】
　即ち、例えば、上述した球の発射間隔を広げる発射態様や、球発射までの期間を空ける
発射態様については左側での入球において維持し、右側での入球については任意の発射態
様で球を発射するように遊技しても、上述と同様の効果を図ることができる。
【０４５２】
　具体的には、特定入賞口６５ａへ向けた球の発射を左右に打ち分けるような発射態様と
して、少なくとも１発目の球を右側へ発射し、何発目か（例えば２発目）の球を左側へ発
射し、残りの球を右側へ発射するように打ち分ければ良い。
【０４５３】
　この場合、各流路構成部３３４～３３６としての右側流路を流下する球には注目せず、
左側流路を流下する球に注目することで、他の球に視線が遮られることを回避しながら、
左側流路を流下する球が確変検出センサＳＥ１１を通過するか否かを視認することができ
る。加えて、この場合は、特定入賞口６５ａの右側部分へ向けて絶えず球を発射し続けて
いるので、特定入賞口６５ａに規定個数の球が入球するまでの期間が延びることを回避で
き、ラウンド遊技Ｒが間延びすることを回避することができる。
【０４５４】
　なお、この左右への球の発射の打ち分けは、左側流路への入球を１個にすることが目的
ではない。特に、左側流路を何発目の球が通過しきるまでの約０．９秒間において左側の
各流路構成部３３４～３３６に配置される球の個数を１個に制限できれば良く、その他の
期間においては左右流路に任意に球を入球させるように打ち分ければ良い。
【０４５５】
　これにより、本実施形態のように特定入賞口６５ａの上方の開放幅が長くは無い場合（
例えば、電動役物１４０ａの配置や釘配置（図２参照）から球の入球経路が少数の経路に
限定される場合）においても、特定入賞口６５ａへ向かう球同士が衝突して一方が特定入
賞口６５ａの左右外側に零れる事態の発生を抑制することができる。なお、図２では釘配
置を左右非対称としたが、左右対称の釘配置としても良い。
【０４５６】
　次いで、遊技盤１３の背面側に締結固定される動作ユニット５００の構造について説明
する。動作ユニット５００は、遊技盤１３のベース板６０（図２参照）に背面側から締結
固定されるユニットである。
【０４５７】
　図２６は、動作ユニット５００の正面斜視図であり、図２７は、動作ユニット５００の
背面斜視図である。なお、図２７では、背面ケース５１０の開口５１１ａに配設される液
晶表示装置（可変表示装置ユニット８０）の図示が省略され、開口５１１ａを通して奥側
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を視認可能に図示される。また、図２６及び図２７の説明においては、図２を適宜参照す
る。
【０４５８】
　動作ユニット５００は、底壁部５１１と、その底壁部５１１の外縁から立設される外壁
部５１２とから正面側が開放された箱状に形成される背面ケース５１０を備える。背面ケ
ース５１０は、底壁部５１１の中央に矩形状の開口５１１ａが開口形成されることで、正
面視矩形の枠状に形成される。開口５１１ａは、第３図柄表示装置８１の表示領域の外形
（外縁）に対応した（即ち、第３図柄表示装置８１の表示領域を正面視で区切ることが可
能な）大きさに形成される。
【０４５９】
　背面ケース５１０は、外壁部５１２の正面側端部に遊技盤１３の背面に沿う（例えば、
平行に配置される）平面板として延設され、組立状態（図２参照）において遊技盤１３を
面支持する支持板部５１３を備える。
【０４６０】
　支持板部５１３は、遊技盤１３のベース板６０に形成される嵌合凹部（図示せず）と嵌
合可能な形状で正面側へ向けて突設される位置決め凸部５１３ａと、ベース板６０に締結
される締結ネジを挿通可能に穿設される複数の挿通孔５１３ｂとを備える。
【０４６１】
　ベース板６０の嵌合凹部に位置決め凸部５１３ａを嵌合させることによりベース板６０
に対して背面ケース５１０を位置決めし、締結ネジを挿通孔５１３ｂに挿通し、ベース板
６０に螺入することにより、遊技盤１３と動作ユニット５００とを一体的に固定すること
ができるので、遊技盤１３及び動作ユニット５００の全体としての剛性の向上を図ること
ができる。
【０４６２】
　なお、位置決め凸部５１３ａの形状は何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示
される。例えば、ベース板６０の嵌合凹部の内形（本実施形態では、円形または長円形）
よりも若干小さな外形の凸部でも良いし、組み付け時の作業性を考慮して、嵌合隙間が大
きくなるような形状（更に小さな外形）の突部でも良い。また、嵌合凹部の内形が矩形状
に形成される場合には、それに対応して位置決め凸部５１３ａの形状も矩形状とされるこ
とは当然想定される。
【０４６３】
　動作ユニット５００は、遊技盤１３の背面側に配置され、各種発光手段や、各種動作ユ
ニットが内部に配設されている。即ち、動作ユニット５００は、背面ケース５１０と、そ
の背面ケース５１０の内側右部に配設される第１動作ユニット６００と、背面ケース５１
０の内側下部に配設される第２動作ユニット７００と、背面ケース５１０の内側上部に配
設される第３動作ユニット８００と、を備える。なお、背面ケース５１０の内側左部には
、ＬＥＤ等の発光手段を有する基板と、その基板を前側から覆うように配設され光透過性
材料から形成されると共に全体に亘って光拡散加工が形成される拡散装飾板ＬＢ１とが配
設される。
【０４６４】
　具体的には、第１動作ユニット６００は、開口５１１ａの右方位置において、第２動作
ユニット７００は、開口５１１ａの下方位置において、第３動作ユニット８００は、開口
５１１ａの上方位置において、それぞれ背面ケース５１０の底壁部５１１に配設される。
まず、この動作ユニット５００の動作制御の概要について説明する。
【０４６５】
　図２８から図３５は、動作ユニット５００の動作の一例を示す動作ユニット５００の正
面図である。図２８では、演出待機状態の各動作ユニット６００～８００が図示され、図
２９では、各動作ユニット６００～８００の演出待機状態から第１動作ユニット６００が
張出状態に変化した状態が図示され、図３０では、各動作ユニット６００～８００の演出
待機状態から第２動作ユニット７００が張出状態に変化した状態が図示される。
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【０４６６】
　なお、図３０では、第２動作ユニット７００が、図２９に図示される第２動作ユニット
７００とは覆設部材７８７の前側を向く面が異なる状態で図示される。
【０４６７】
　図２８から図３５では、センターフレーム８６の内側形状が想像線で図示される。この
内側においては背面側に配置される第３図柄表示装置８１が良好に視認可能となるが、セ
ンターフレーム８６の外方においては、ベース板６０が透明な樹脂部材から構成されてい
るとはいえ、ベース板６０に配設される釘や各種入賞口６３，６４，６５ａ，１４０等や
スルーゲート６７等（図２参照）に視界が遮られ易い。そのため、例えば、図２８に示す
ようにセンターフレーム８６の外方に配置されている状態において、各動作ユニット６０
０～８００の正面視における視認性が下がり易い。
【０４６８】
　なお、動作ユニット５００の構成に合わせる関係上、センターフレーム８６の枠形状が
図２に示すセンターフレーム８６とは異なるが、その役割は同様である。また、第３動作
ユニット８００の手前側においてセンターフレーム８６の内枠形状が下に張り出す湾曲形
状となっているが、センターフレーム８６の外枠まで下方に湾曲しているものではなく、
センターフレーム８６の内枠側において、第３動作ユニット８００を前側から覆うように
円形の透明な装飾薄板が張出形成されるものである。従って、センターフレーム８６の上
側に乗った球を左右両側へ転動させるという役割も、図２で示すものと同様であり、実際
のセンターフレーム８６の枠上部（外枠上部）は、第３動作ユニット８００の上側を左右
に跨ぐように配設される。
【０４６９】
　図３１及び図３２では、各動作ユニット６００～８００の演出待機状態から第３動作ユ
ニット８００が張出状態に変化した状態が図示される。図３１では、第１装飾部材８７０
が前側を向いており第３動作ユニット８００の個別合体状態が図示され、図３２では、第
２装飾部材８８０が前側を向いており第３動作ユニット８００の一連合体状態が図示され
る。
【０４７０】
　図３１の状態と図３２の状態とが切り替えられる変位は、直動変位と回転変位とを組み
合わせた変位態様で生じるので、第３動作ユニット８００の演出待機状態において実行す
ると、周囲の装飾部材と装飾部材８７０，８８０とが衝突して不具合が生じることから、
第３動作ユニット８００の張出状態において実行される。
【０４７１】
　換言すれば、本実施形態では、第３動作ユニット８００が張出状態（又は、演出待機状
態から装飾部材８７０，８８０の衝突を回避するのに十分な程度で下降変位した状態）と
なり、装飾部材８７０，８８０の変位を仮想円８００Ｆ（図３２参照）において許容する
状態となっていることを前提に、反転変位（切替回転動作）を実行するように音声ランプ
制御装置１１３（図４参照）で制御されるが、詳細は後述する。
【０４７２】
　図３３では、張出状態の第３動作ユニット８００と、張出状態よりも若干下降変位した
中間演出状態における第２動作ユニット７００が図示され、図３４では、図３３の状態か
ら第１動作ユニット６００が中間演出状態に変位した状態が図示され、図３５では、図３
３の状態から、第３動作ユニット８００が演出待機状態へ変位し、第１動作ユニット６０
０が張出状態に変位した状態が図示される。
【０４７３】
　図２８から図３５に図示されるように、第３動作ユニット８００の変位軌跡と、第１動
作ユニット６００の変位軌跡または第２動作ユニット７００の変位軌跡と、は正面視で部
分的に重なる。そのため、例えば、第３動作ユニット８００が張出状態（図３１参照）の
時に、第１動作ユニット６００又は第２動作ユニット７００が演出待機状態から状態変化
すると、衝突する可能性がある。
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【０４７４】
　これに対して、本実施形態では、第１動作ユニット６００の演出待機状態からの状態変
化を、第３動作ユニット８００が演出待機状態であることを条件として実行可能に制御し
たり、第３動作ユニット８００の演出待機状態からの状態変化を、第１動作ユニット６０
０が演出待機状態であることを条件として実行可能に制御したりすることで、第１動作ユ
ニット６００と第３動作ユニット８００とが正面視で重なることを避けることができる。
従って、第１動作ユニット６００及び第３動作ユニット８００の配置自由度を向上するこ
とができる（前後位置が重なることを許容できる）。
【０４７５】
　更に、本実施形態では、第２動作ユニット７００の張出状態への状態変化を、第１動作
ユニット６００及び第３動作ユニット８００が演出待機状態であることを条件として実行
可能に制御したり、第３動作ユニット８００が張出状態である場合の第２動作ユニット７
００の配置を中間演出状態（図３３参照）にしたりすることで、第２動作ユニット７００
が他の動作ユニット６００，８００と正面視で重なることを避けることができる。従って
、各動作ユニット６００～８００の配置自由度を向上することができる（前後位置が重な
ることを許容できる）。
【０４７６】
　特に、第２動作ユニット７００の視認状態として、開口５１１ａにより近い張出状態で
視認させる場合と、開口５１１ａから若干退くものの第３動作ユニット８００と近接配置
した状態で視認させる場合と、の複数の状態を構成することで、第２動作ユニット７００
の演出装置としての機能の向上を図っている。
【０４７７】
　図２８から図３５に示すように、第１動作ユニット６００は、第３図柄表示装置８１の
右側において変位動作する。第１動作ユニット６００の第２装飾回転部材６６０は略直方
体形状の箱状部材６６１を備え、箱状部材６６１は、演出待機状態において斜め左方向へ
向く第１演出面６６１ａと、その第１演出面６６１ａの裏面側に形成される第２演出面６
６１ｂと、第１演出面６６１ａ及び第２演出面６６１ｂに隣設する面としての第３演出面
６６１ｃと、を備えている。各演出面６６１ａ～６６１ｃには、任意で図形、模様、文字
等による装飾が施されている。
【０４７８】
　第１動作ユニット６００の演出待機状態においては、第２装飾回転部材６６０は、第３
図柄表示装置８１の右側という、センターフレーム８６の配置によって正面側からの視認
性が低下し易い箇所に配置されているものの、第１演出面６６１ａを遊技者側に斜めに向
けた姿勢（矢印Ｆ－Ｂを基準として手前側の面が矢印Ｌ側に４５度傾いた姿勢）とされて
いるので、第３図柄表示装置８１とセンターフレーム８６の開口の枠内側から、そのセン
ターフレーム８６と第３図柄表示装置８１との隙間を通る斜め方向視で第２装飾回転部材
６６０を視認する遊技者目線における第１演出面６６１ａの視認性を向上することができ
る。
【０４７９】
　一方、第１動作ユニット６００の張出状態においては、第２装飾回転部材６６０は、第
３図柄表示装置８１の正面に張り出すことで、センターフレーム８６の枠内側を視認する
遊技者に対して正対する。この場合には、第２装飾回転部材６６０は第２演出面６６１ｂ
を真正面に向けた姿勢とされているので、第２装飾回転部材６６０を視認する遊技者目線
における第２演出面６６１ｂの視認性を向上することができる。
【０４８０】
　このように、第２装飾回転部材６６０は、配置に応じて遊技者に視認させる演出面６６
１ａ～６６１ｃを切り替え可能に構成され、且つ、遊技者に視認させる各演出面６６１ａ
～６６１ｃの視認性を向上する目的で、配置に応じて姿勢を切り替え可能に構成される。
【０４８１】
　換言すれば、ガラスユニット１６（図１参照）と平行な平面的な姿勢変化に限らず、遊
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技者の視線との関係を意図した角度変化を付けるよう設計されている。即ち、センターフ
レーム８６の枠中央側の配置となるほど遊技者の視線が前後方向となり正対し易いので、
演出面が前方向（矢印Ｆ方向）を向く方が視認性を良くすることができ、一方でセンター
フレーム８６の枠付近の配置となるほど遊技者の視線が斜めになり易いので、演出面をそ
の視線と正対させるために斜めにした方が視認性を良くすることができる。
【０４８２】
　第２装飾回転部材６６０の変位に伴い、張出装飾部６５２ｂが連動して変位する。張出
装飾部６５２ｂは、板正面に図形や絵柄等の装飾がされており、第１動作ユニット６００
の演出待機状態（図２８参照）及び中間演出状態（図３４参照）では、背面ケース５１０
の右上隅に配置されることで遊技者から視認されないように隠される。
【０４８３】
　一方、張出装飾部６５２ｂは、第１動作ユニット６００の張出状態（図２８参照）では
、正面視で第３図柄表示装置８１の表示領域の右縁と前後で重なるようにセンターフレー
ム８６の枠内側に配置されることで遊技者が視認可能となるよう構成されている。
【０４８４】
　この状態において、張出装飾部６５２ｂの外形右端部は、第３図柄表示装置８１の右縁
よりも右側に位置する。そのため、張出装飾部６５２ｂの板正面の装飾を利用して、あた
かも第３図柄表示装置８１の表示領域が拡大しているように遊技者に錯覚させる表示演出
を行うことができる。
【０４８５】
　詳述すれば、第３図柄表示装置８１の表示を視認可能な領域の右縁は第１動作ユニット
６００に規定されており、第１動作ユニット６００の演出待機状態においては、第２装飾
回転部材６６０の第１演出面６６１ａの左縁と、第３図柄表示装置８１の表示を視認可能
な領域の領域右端ＲＥ１とが概ね一致する。
【０４８６】
　これに対し、第１動作ユニット６００の張出状態においては、領域右端ＲＥ１を右側に
超えるようにして張出装飾部６５２ｂが配置される。そのため、第３図柄表示装置８１の
表示と、張出装飾部６５２ｂの板正面の装飾とを関連させたり、一致させたりすることで
、あたかも、第３図柄表示装置８１の表示領域が領域右端ＲＥ１を超えて拡大しているか
のように、遊技者に視認させることができる。これにより、意外性のある演出を実現する
ことができる。
【０４８７】
　上述の表示と装飾とを一致させる例としては、例えば、第３図柄表示装置８１に水玉模
様を表示し、且つ、張出装飾部６５２ｂの板正面の装飾を同様の水玉模様にする例や、第
３図柄表示装置８１に変動表示される数字（例えば、抽選の当否を報知するための数字）
の書体と同様の書体で、張出装飾部６５２ｂの板正面に、とある数字が記載されるように
する例が例示される。
【０４８８】
　上述の表示と装飾とを関連させる例としては、例えば、第３図柄表示装置８１に虹色を
構成する７色の内の６色が表示され、且つ、張出装飾部６５２ｂの板正面が残りの一色で
着色される例や、第３図柄表示装置８１に領域右端ＲＥ１に右端を合わせるようにして配
置される木の棒が表示され、且つ、張出装飾部６５２ｂの板正面に炎を模した装飾がされ
ることで、第１動作ユニット６００の張出状態において着火を連想させる例が例示される
。
【０４８９】
　なお、張出装飾部６５２ｂの演出態様は一種類に限定されるものでは無く、張出装飾部
６５２ｂの明るさを制御することで複数種類の演出態様を構成することができるが、張出
装飾部６５２ｂの明るさを変える発光手段については後述する。
【０４９０】
　また、張出装飾部６５２ｂの代わりに正面側に表示面を有する小型の液晶装置を配設す
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ることで、その液晶装置の表示を複数種類で変化させることができるので、領域右端ＲＥ
１を超えて表示領域を拡大する際の第３図柄表示装置８１の表示態様が制限されることを
回避することができる。
【０４９１】
　また、張出装飾部６５２ｂの装飾と関連させる対象は、表示に限定されるものではなく
、種々の態様が例示される。例えば、張出装飾部６５２ｂの装飾と、第２動作ユニット７
００の部材（例えば、覆設部材７８７）に形成される装飾（第１装飾、第２装飾）とを関
連させるようにしても良いし、張出装飾部６５２ｂの装飾と、第３動作ユニット８００の
部材（例えば、第１装飾部材８７０、第２装飾部材８８０）に形成される装飾（第１覆設
部８７５の装飾、第２覆設部８８５の装飾）とを関連させるようにしても良い。
【０４９２】
　図３６は、第１動作ユニット６００の正面斜視図であり、図３７は、第１動作ユニット
６００の背面斜視図である。第１動作ユニット６００は、第２装飾回転部材６６０が姿勢
変化しながら回転するという複雑な変位態様で構成され、併せて第１装飾回転部材６５０
の張出装飾部６５２ｂが第２装飾回転部材６６０を基準に相対変位することで、変位の前
後で異なった外観を遊技者に視認させることができるよう構成される。
【０４９３】
　図３８は、第１動作ユニット６００の分解正面斜視図であり、図３９は、第１動作ユニ
ット６００の分解背面斜視図である。
【０４９４】
　図３８及び図３９に示すように、第１動作ユニット６００は、背面ケース５１０に締結
固定される被固定手段６１０と、その被固定手段６１０に回動可能に支持される回動部材
６２０と、その回動部材６２０を回動させるための駆動力を伝達する駆動伝達装置６３０
と、回動部材６２０の回動先端部に一側の端部が回動可能に支持される被支持部材６４０
と、その被支持部材６４０の他側の端部に回転可能に配設される第１装飾回転部材６５０
と、その第１装飾回転部材６５０に回転可能に支持される第２装飾回転部材６６０と、被
固定手段６１０の下半部の正面側に固定される装飾固定部材６７０と、を備える。
【０４９５】
　被固定手段６１０は、背面ケース５１０の底壁部５１１に前後に対向配置されるベース
部材６１１と、そのベース部材６１１の正面側に配置されベース部材６１１との間に空間
を作りながらベース部材６１１に締結固定される前蓋部材６１２と、を備える。
【０４９６】
　前蓋部材６１２は、駆動伝達装置６３０を配置するための伝達用配置部６１３と、その
伝達用配置部６１３の正面側において装飾固定部材６７０を固定するための固定用部６１
４と、その固定用部６１４よりも内側において回動部材６２０を回転可能に支持するため
の支持締結部６１５と、被支持部材６４０の他側の端部を案内する長孔として形成される
案内長孔６１６と、を備える。
【０４９７】
　案内長孔６１６は、直線部と曲線部とが混在する独自の形状から形成されるが、その詳
細および作用については後述する。
【０４９８】
　回動部材６２０は、長尺板状に形成される本体部６２１と、その本体部６２１の一端部
（下側端部）に配設され被固定手段６１０の支持締結部６１５に外嵌支持される筒状部６
２２と、直線方向に延びる長孔として本体部６２１の中間部に形成される伝達長孔６２３
と、本体部６２１の他端部（上側端部）に筒状部６２２の軸方向と平行な穿設方向で円形
孔として穿設される円形貫通孔６２４と、その円形貫通孔６２４を中心とした円の一部に
沿ってギア歯状に形成されるギア歯部６２５と、を備える。
【０４９９】
　筒状部６２２の周りにはトーションばねＳＰ１が巻き付けられている。トーションばね
ＳＰ１は、一方の腕部が本体部６２１の側壁に当接され、他方の腕部が前蓋部材６１２の
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突片に当接されるよう構成され、回動部材６２０を起こす方向（正面視時計回り方向）に
付勢力が生じるよう構成されている。
【０５００】
　なお、筒状部６２２の軸支においては、支持締結部６１５が筒状部６２２に挿通された
状態で、支持締結部６１５の先端部に形成されている雌ネジ部に締結ネジが螺入される。
これにより、回動部材６２０は支持締結部６１５に脱落不能に軸支される。
【０５０１】
　伝達長孔６２３は、駆動伝達装置６３０の円筒部６３４ａが挿通される案内孔として機
能し、円形貫通孔６２４は被支持部材６４０の筒状部６４２が回転可能に挿通固定される
挿通孔として機能するが、詳細は後述する。
【０５０２】
　駆動伝達装置６３０は、前蓋部材６１２の正面側に締結固定される駆動モータ６３１と
、前蓋部材６１２の貫通孔６１３ａを通して背面側へ突き出される駆動軸に固着される駆
動ギア６３２と、その駆動ギア６３２に噛み合う状態で前蓋部材６１２の筒状部６１３ｂ
に軸支される伝達ギア６３３と、その伝達ギア６３３に噛み合う状態で前蓋部材６１２の
筒状部６１３ｃに軸支される伝達ギアカム６３４と、を備える。
【０５０３】
　なお、伝達ギア６３３及び伝達ギアカム６３４に筒状部６１３ｂ，６１３ｃが挿通され
た状態で、筒状部６１３ｂ，６１３ｃの先端部に形成されている雌ネジ部に締結ネジが螺
入される。これにより、伝達ギア６３３及び伝達ギアカム６３４は前蓋部材６１２に脱落
不能に軸支される。
【０５０４】
　前蓋部材６１２には、筒状部６１３ｃを中心とした円弧に沿って貫通形成される円弧状
孔６１３ｄが形成されており、その円弧状孔６１３ｄには、伝達ギアカム６３４の偏心位
置において正面側に円筒状に突設される円筒部６３４ａが挿通される。
【０５０５】
　伝達ギアカム６３４は、伝達ギア６３３と歯合するギア部を備える回転部材であって、
上述の円筒部６３４ａと、その円筒部６３４ａを含む角度位置から外径方向へ板状に延設
される延設部６３４ｂと、を備える。
【０５０６】
　円筒部６３４ａは、円弧状孔６１３ｄに挿通され、その正面側において回動部材６２０
の伝達長孔６２３に挿通される。ここで、円弧状孔６１３ｄ及び伝達長孔６２３の幅長さ
は、円筒部６３４ａの外径よりも、若干長くなるように設計される。これにより、円筒部
６３４ａが円弧状孔６１３ｄ及び伝達長孔６２３を摺動する際の摺動抵抗を低減すること
ができる。
【０５０７】
　延設部６３４ｂは、前蓋部材６１２に締結固定されるフォトカプラ式の検出センサＫＳ
１の検出溝に進入可能に構成されている。これにより、検出センサＫＳ１の出力の変化を
読み取ることで、音声ランプ制御装置１１３（図４参照）が伝達ギアカム６３４の姿勢を
把握可能に構成される。
【０５０８】
　被支持部材６４０は、長尺の本体部６４１と、その本体部６４１の背面側から回動部材
６２０の円形貫通孔６２４に挿通可能な円筒形断面で突設される筒状部６４２と、その筒
状部６４２と平行に突設される筒状部６４３と、その筒状部６４３に軸支された状態で回
動部材６２０のギア歯部６２５と歯合可能に形成される中間ギア６４４と、その中間ギア
６４４よりも背面側に穴あきの底部を有する大径の筒状に形成される有底筒状部６４５と
、その有底筒状部６４５が配置される端部の反対側の端部において正面側に延設される延
設支持部６４６と、を備える。
【０５０９】
　上述の構成により、回動部材６２０の回動変位に伴い、ギア歯部６２５と、中間ギア６
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４４との間で歯合による駆動力伝達を生じさせることができる。
【０５１０】
　なお、回動部材６２０及び中間ギア６４４に筒状部６４２，６４３が挿通された状態で
、筒状部６４２，６４３の先端部に形成されている雌ネジ部に締結ネジが螺入される。こ
れにより、回動部材６２０及び中間ギア６４４は被支持部材６４０の本体部６４１に脱落
不能に軸支される。
【０５１１】
　有底筒状部６４５は、底部の背面側が前蓋部材６１２の正面側縁部に近接配置され、底
部の正面側において中間ギア６４４と第１装飾回転部材６５０のギア歯６５４ａとが歯合
可能となるように周面部に形成される開口６４５ａと、筒状中心を中心とした円形で貫通
形成され円筒支持部６５１ａを挿通可能とされる挿通孔６４５ｂと、を備える。なお、形
状の詳細については後述する。
【０５１２】
　延設支持部６４６は、第２装飾回転部材６６０を回転可能に軸支するための支持部とし
て機能するが、詳細は後述する。
【０５１３】
　第１装飾回転部材６５０は、直交する回転軸を形成する本体部材６５１と、その本体部
材６５１と有底筒状部６４５との間に軸支される前側回転部材６５２と、その前側回転部
材６５２の装飾部６５２ｂの背面側に固定され正面側にＬＥＤ等の発光手段が配設される
電飾基板６５３と、前側回転部材６５２と同軸で後側に締結固定される後側回転部材６５
４と、本体部材６５１に正面側から締結固定され配線通しとしての円筒状空間を形成する
配線受部材６５５と、その配線受部材６５５の正面側に配置され本体部材６５１に背面側
から挿通される締結ネジが螺入されることで締結固定される前側装飾部６５６と、配線受
部材６５５と本体部材６５１とにより形成される円筒状部に外嵌軸支される軸直角回転部
材６５７と、を備える。
【０５１４】
　本体部材６５１は、背面側に筒状に延設される円筒支持部６５１ａを備えており、その
円筒支持部６５１ａは、先端部の直径位置に一対の雌ネジ部６５１ｂが形成され、その雌
ネジ部６５１ｂを通る平面の片側において壁部を削減するように切りかかれる切り欠き部
６５１ｃを備える。
【０５１５】
　円筒支持部６５１ａは、内部に電気配線を挿通可能な太さで形成されており、切り欠き
部６５１ｃは、電気配線の入口を確保するための開口部としての機能を有する。
【０５１６】
　円筒支持部６５１ａは、基端側から順に、前側回転部材６５２の中心孔、後側回転部材
６５４の中心孔、有底筒状部６４５の挿通孔６４５ｂ、段付きリング状のカラーＣ１及び
前蓋部材６１２の案内長孔６１６に挿通され、その先端部の雌ネジ部６５１ｂに皿状蓋部
Ｃ２に挿通された締結ネジが螺入されることで締結固定される。
【０５１７】
　即ち、上述した円筒支持部６５１ａ、前側回転部材６５２、後側回転部材６５４、有底
筒状部６４５、カラーＣ１及び皿状蓋部Ｃ２は、前後方向に延びる軸線Ｏ１に同軸で支持
され、案内長孔６１６に沿って変位可能に構成される。
【０５１８】
　皿状蓋部Ｃ２は、円周部の一部に開口Ｃ２ａが形成されており、この開口Ｃ２ａは組立
状態において、本体部材６５１の切欠き部６５１ｃと対向配置されることで、電気配線の
通り道を形成する。
【０５１９】
　この電気配線は、一部の配線は軸直角回転部材６５７の内部を通り、第２装飾回転部材
６６０の内部に案内され、電飾基板６６２に配設されるコネクタに端子が接続される。ま
た、その他の配線は、本体部材６５１と配線受部材６５５との間に形成される隙間（上側
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、即ち半筒形状部６５５ａの上下反対側において本体部材６５１と対向配置される側に形
成される隙間）を通り、張出装飾部６５２ｂの背後に案内され、電飾基板６５３のコネク
タに端子が接続される。
【０５２０】
　後側回転部材６５４は、背面側端部の円周部に沿ってギア歯６５４ａが形成されており
、このギア歯６５４ａと中間ギア６４４とが歯合可能に形成される。なお、ギア歯６５４
ａは、後述する動作に十分な配置として、全円周に亘ってでは無く、円周の一部に沿って
形成される。
【０５２１】
　前側回転部材６５２は、傘歯車として形成されるギア歯６５２ａと、径外方に張り出す
張出装飾部６５２ｂと、を備える。張出装飾部６５２ｂの背面側には電飾基板６５３が締
結固定され、電飾基板６５３に配置される発光手段からの光により張出装飾部６５２ｂを
点灯させたり、点滅させたりする演出を実行可能とされる。
【０５２２】
　前側回転部材６５２は、後側回転部材６５４に締結固定されているので、後側回転部材
６５４と前側回転部材６５２とは一体的に回転動作する。
【０５２３】
　軸直角回転部材６５７は、本体部材６５１の半筒形状部６５１ｄと、配線受部材６５５
の半筒形状部６５５ａとにより形成される円形筒状部に回転可能に支持され、前側回転部
材６５２のギア歯６５２ａと歯合可能な傘歯車として形成されるギア歯６５７ａを備える
。
【０５２４】
　このように構成することで、前側回転部材６５２の回転と連動して軸直角回転部材６５
７が回転する。即ち、前側回転部材６５２、後側回転部材６５４及び軸直角回転部材６５
７は、連動するが、動作の詳細については後述する。なお、ギア歯６５２ａ，６５７ａは
、後述する動作に十分な配置として、全円周に亘ってでは無く、円周の一部に沿って形成
される。
【０５２５】
　第２装飾回転部材６６０は、軸直角回転部材６５７に締結固定される箱状部材６６１と
、その箱状部材６６１の内部において箱状部材６６１に固定される電飾基板６６２と、箱
状部材６６１と軸直角回転部材６５７との間に配設され半筒形状部６５１ｄ，６５５ａの
先端部に締結固定される配線留め板６６３と、を備える。
【０５２６】
　本実施形態では、後述する箱状部材６６１の回転に伴って、電飾基板６６２も回転変位
することになるので、電飾基板６６２のコネクタに案内される際に半筒形状部６５１ｄ，
６５５ａの間を通過している電気配線が捻じれたり、配置が無秩序になったりする可能性
があるところ、配線を仮留めする貫通孔を有する配線留め板６６３の機能により、配線の
捻じれや、無秩序に配置されることからの回避を図っている。
【０５２７】
　なお、本実施形態では、電気配線が電飾基板６６２に固定されていることから、電気配
線に捻じれが生じることは避けられない。一方で、第２装飾回転部材６６０の回転変位は
、１回転以上の回転で生じるものでは無く、１３５度の回転角度で反転する回転変位であ
るので、電気配線に過度な負担がかかったり、電気配線がねじ切れたりする事態を回避す
ることができる。
【０５２８】
　第２装飾回転部材６６０は、略直方体形状から形成され、最長辺を有する長方形側面の
最長辺と平行な回転軸（半筒形状部６５１ｄ，６５５ａにより形成される回転軸）で回転
可能に構成される。
【０５２９】
　軸直角回転部材６５７は、配線留め板６６３が抜け止めとして機能し、半筒形状部６５
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１ｄ，６５５ａに脱落不能に支持される。第２装飾回転部材６６０は軸直角回転部材６５
７に締結固定されるので、第２装飾回転部材６６０が半筒形状部６５１ｄ，６５５ａから
抜ける事態が発生することを回避することができる。
【０５３０】
　電飾基板６６２は、板の厚み方向と箱状部材６６１の厚み方向とが一致するよう配設さ
れている。電飾基板６６２の厚み方向の側面において、表側に配設され厚み方向に光軸が
向くＬＥＤ等の発光手段により第１演出面６６１ａが照らされ、裏側に配設され厚み方向
に光軸が向くＬＥＤ等の発光手段により第２演出面６６１ｂが照らされ、裏側（第２演出
面６６１ｂを照らす側）に配設され幅方向に光軸が向くＬＥＤ等の発光手段により第３演
出面６６１ｃが照らされる。
【０５３１】
　このように、電飾基板６６２に配設される発光手段は、各演出面６６１ａ～６６１ｃを
個別に照らすように機能するが、第３演出面６６１ｃを照らすＬＥＤが裏側（第２演出面
６６１ｂを照らす側）に配設されていることで、第２演出面６６１ｂが正面側に配置され
る状態（第１動作ユニット６００の張出状態）において第３演出面６６１ｃ（上側を向く
面）を照らすＬＥＤを発光させた場合に、そのＬＥＤの光軸から角度をつけて進行する光
により第２演出面６６１ｂを照らすことができる。
【０５３２】
　即ち、電飾基板６６２の背後にＬＥＤが配置される場合と異なり、光が電飾基板６６２
に隠されることを回避することができるので、第３演出面６６１ｃを照らす光により第２
演出面６６１ｂも照らすことができる。これにより、第２演出面６６１ｂを照らす演出態
様の種類を増加させることができたり、発光演出時の第２演出面６６１ｂの明るさを向上
させたりすることができる。
【０５３３】
　装飾固定部材６７０は、光透過性の樹脂材料から、装飾用の文字や図形が遊技者に視認
可能に形成され、その背面側から斜め左前方に光を照射する電飾基板６７１を備えている
。装飾固定部材６７０の配置は第３図柄表示装置８１の右側で固定であり、装飾固定部材
６７０に対する遊技者の視線は、常に斜め右側に傾斜した視線となる。即ち、電飾基板６
７１から照射される光の方向を左側に傾斜させることで、遊技者の目が配置され易い側に
光を照射することができる。
【０５３４】
　装飾固定部材６７０は、下縁部および右縁部が背面側に嵩上げ形成されており、上縁部
および左縁部と前蓋部材６１２との間に前後隙間が形成される。この前後隙間は、回動部
材６２０が傾倒変位する際に通る隙間として機能する。
【０５３５】
　図４０は、演出待機状態における第１動作ユニット６００の正面図であり、図４１は、
演出待機状態における第１動作ユニット６００の背面図であり、図４２は、図４０の矢印
ＸＬＩＩ方向視における第１動作ユニット６００の側面図である。なお、形状の理解を容
易とするために、ベース部材６１１（図３８参照）及び締結ネジの図示は省略している。
【０５３６】
　演出待機状態において、駆動伝達装置６３０の円筒部６３４ａの変位開始方向ＳＤ１は
、伝達長孔６２３の長手方向に沿う（例えば、平行となる）ように構成される。これによ
り、円筒部６３４ａが伝達長孔６２３に摺動しながら変位開始する際の変位抵抗を低減す
ることができる。即ち、変位開始時は、変位途中に比較して慣性の補助を得られず、駆動
モータ６３１で発生させる必要のある駆動力が大きくなり易いところ、本実施形態のよう
に変位抵抗を低減するように構成することで、変位開始時に駆動モータ６３１にかかる負
担の低減を図ることができる。
【０５３７】
　また、同様のことが、張出状態（図４５参照）における円筒部６３４ａの変位開始方向
ＳＤ２についても成立するように構成される。即ち、本実施形態では、回動部材６２０の
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両終端位置（演出待機状態の位置、張出状態の位置）における伝達長孔６２３に配置され
る円筒部６３４ａの変位方向が、伝達長孔６２３の長手方向に沿う（例えば、平行となる
）ように円筒部６３４ａの変位（即ち、伝達ギアカム６３４の形状）が設計される。これ
により、回動部材６２０の両終端位置からの変位開始時に駆動モータ６３１にかかる負担
の低減を図ることができる。
【０５３８】
　図４１に示すように、中間ギア６４４に両側から、回動部材６２０のギア歯部６２５と
、第１装飾回転部材６５０のギア歯６５４ａと、が噛み合う。本実施形態では、ギア歯部
６２５の半径Ｒ１と、ギア歯６５４ａの半径Ｒ２とが同じ長さで設計されているので、中
間ギア６４４に対するギア歯部６２５の回転角度と、中間ギア６４４に対する後側回転部
材６５４の回転角度と、は同角度とされる。
【０５３９】
　従って、後側回転部材６５４の回転角度を、中間ギア６４４とギア歯部６２５との間で
生じる回転角度（角度θ）の設計次第で、変化可能に構成することができる。
【０５４０】
　図４２に示すように、前側回転部材６５２のギア歯６５２ａと、軸直角回転部材６５７
のギア歯６５７ａとが噛み合っており、前側回転部材６５２に伝達された回転駆動力が、
回転軸の直交する第２装飾回転部材６６０に伝達される。
【０５４１】
　第２装飾回転部材６６０の回転角度はギア歯６５７ａの回転角度と同様であり、ギア歯
６５７ａの回転角度は前側回転部材６５２のギア歯６５２ａの回転角度に比例する。即ち
、第２装飾回転部材６６０の回転角度は、中間ギア６４４とギア歯部６２５（図４１参照
）との間で生じる回転角度に比例する。
【０５４２】
　なお、本実施形態では、ギア歯６５７ａの回転角度と、ギア歯６５２ａの回転角度とが
同じ（ギア比が１）となるように構成されるので、第２装飾回転部材６６０の回転角度は
、中間ギア６４４とギア歯部６２５との間で生じる回転角度と同じとなる。
【０５４３】
　次いで、第１動作ユニット６００の演出待機状態からの変位について、時系列で説明す
る。図４３は、中間演出状態における第１動作ユニット６００の正面図であり、図４４は
、中間演出状態における第１動作ユニット６００の背面図である。また、図４５は、張出
状態における第１動作ユニット６００の正面図であり、図４６は、張出状態における第１
動作ユニット６００の背面図である。なお、形状の理解を容易とするために、ベース部材
６１１及び締結ネジの図示は省略している。
【０５４４】
　演出待機状態と中間演出状態との間で、回動部材６２０の回動角度は１９度に設定され
、中間演出状態と張出状態との間で、回動部材６２０の回動角度は２６度に設定されてい
る。
【０５４５】
　第１動作ユニット６００の中間演出状態では、第２装飾回転部材６６０の箱状部材６６
１が、幅の狭い第３演出面６６１ｃを正面側に向けた姿勢とされる。第１動作ユニット６
００の張出状態では、第２演出面６６１ｂが正面側を向くように構成される（図４５参照
）。
【０５４６】
　図４４に示すように、案内長孔６１６は、上端部から上下方向に延びる直線上に形成さ
れる直線状部６１６ａと、その直線状部６１６ａの下端部と連結され曲線上（略円弧形状
）に形成される曲線状部６１６ｂと、を備える。
【０５４７】
　第１動作ユニット６００の中間演出状態では、軸線Ｏ１が直線状部６１６ａの下端位置
、即ち、直線状部６１６ａと曲線状部６１６ｂとの連結部分に配置されている。一方で、
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図４６に示すように、第１動作ユニット６００の張出状態では、軸線Ｏ１が曲線状部６１
６ｂの下端位置に配置されている。
【０５４８】
　従って、演出待機状態と中間演出状態との間における軸線Ｏ１の変位は、直線状部６１
６ａに沿う直線状変位となり、中間演出状態と張出状態との間における軸線Ｏ１の変位は
、曲線状部６１６ｂに沿う曲線状変位となるように構成される。
【０５４９】
　第１動作ユニット６００は、上述のように状態変化可能に構成されており、その状態変
化の基端側に配置されるのは回動部材６２０である。即ち、回動部材６２０が駆動伝達装
置６３０からの駆動力を受けて変位し、その回動部材６２０の変位に被支持部材６４０、
第１装飾回転部材６５０及び第２装飾回転部材６６０が従動する。
【０５５０】
　そのため、対策なしでは、案内長孔６１６に案内される部分の摺動変位によって案内長
孔６１６との間で生じる変位抵抗が大きくなる可能性があるが、本実施形態では、回動部
材６２０の変位方向に案内長孔６１６の長手方向が沿うように構成されることで、その抑
制を図っている。
【０５５１】
　例えば、演出待機状態（図４１）からの回動部材６２０のギア歯部６２５の変位は、下
方へ傾動する変位であるところ、案内長孔６１６も下方に延びるように形成されている。
また、例えば、張出状態（図４６参照）からの回動部材６２０のギア歯部６２５の変位は
右斜め上方向に起き上がる変位であるところ、案内長孔６１６も右斜め上に延びるように
形成されている。
【０５５２】
　このように、回動部材６２０の変位方向と、案内長孔６１６の長手方向と、を沿わせる
ようにすることで、案内長孔６１６の内部を変位する部分（及び軸線Ｏ１）の変位抵抗を
抑制することができる。
【０５５３】
　次いで、図４７を参照して、案内長孔６１６の形状が及ぼす効果について他の効果も含
めて説明する。図４７は、回動部材６２０の回動変位に伴う被支持部材６４０の変位量お
よび変位角度を模式的に示す模式図であり、図４８（ａ）及び図４８（ｂ）は、回動部材
６２０が角速度一定の態様で傾倒方向に回動した場合における被支持部材６４０の従動側
の変位量の大小関係を示す模式図である。なお、数値の正負は、正が下方への変位量、負
が上方への変位量として図示され、図４８（ｂ）では、図４８（ａ）の数値が棒グラフと
して図示される。
【０５５４】
　図４７では、回動部材６２０の回動に伴う被支持部材６４０の支持位置の配置が、回動
部材６２０の回動角度として１０度間隔で図示されるており、第１動作ユニット６００の
張出状態における姿勢の回動部材６２０が実線で図示される。
【０５５５】
　図４７において、角度θは、軸線Ｏ１及び円形貫通孔６２４の中心を結ぶ線分と、円形
貫通孔６２４の中心および筒状部６２２の中心を結ぶ線分と、の間の角度として図示され
ている。
【０５５６】
　案内長孔６１６は、軸線Ｏ１が配設される被支持部材６４０の端部を案内する長孔とし
て機能する。案内長孔６１６における変位は、回動部材６２０の円形貫通孔６２４に連結
される被支持部材６４０の筒状部６４２が回動部材６２０の回動に伴って変位することに
より生じる変位であるので、以下において、被支持部材６４０の筒状部６４２を被支持部
材６４０の主動側とも称し、軸線Ｏ１が配設される被支持部材６４０の端部を被支持部材
６４０の従動側とも称する。
【０５５７】
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　回動部材６２０を中心とする動作の概要について説明する。回動部材６２０に支持され
る被支持部材６４０の上下変位は、回動部材６２０の回動による回動先端（被支持部材６
４０の主動側）の上下変位と、被支持部材６４０の姿勢変位に伴う被支持部材６４０の従
動側の上下変位とが合算された結果として生じる。
【０５５８】
　演出待機状態においては、被支持部材６４０が縦姿勢であることに加え、回動部材６２
０の変位の速度成分が上下に比較して左右方向が大きい（回動腕の配置が鉛直から左右４
５度の範囲）。即ち、上下方向の変位としては、小さくなる条件が２重に揃っている。
【０５５９】
　これらは共に、張出状態においては逆になり、上下方向の変位が大きくなる条件が２重
に揃うことになる。従って、下降変位開始時は速度が小であり、下降変位終端において速
度が大という状況が生じ易い構成となっている。
【０５６０】
　次いで、回動部材６２０を中心とする動作の詳細について説明する。演出待機状態から
張出状態へ向けた回動部材６２０の変位（傾倒変位）について説明する。回動部材６２０
が傾倒変位する場合、被支持部材６４０の従動側は主に自重により変位する。
【０５６１】
　そのため、案内長孔６１６が鉛直方向に形成される場合、被支持部材６４０の従動側は
勢いよく落下する可能性がある。一方で、本実施形態では、第１動作ユニット６００を中
間演出状態（傾倒変位の途中位置、図４４参照）で停止させられる方が好ましい。
【０５６２】
　そこで、本実施形態では、案内長孔６１６の形状として、直線状部６１６ａの下方に曲
線状部６１６ｂを組み合わせる態様を採用している。これにより、直線状部６１６ａを自
重により被支持部材６４０の従動側が変位し曲線状部６１６ｂに進入する際に、被支持部
材６４０の従動側にかかる変位抵抗の増加を図ることができる。これにより、被支持部材
６４０の従動側が中間演出状態における配置を超えて勢いよく落下することを防止し易く
することができる。
【０５６３】
　直線状部６１６ａにおける被支持部材６４０の従動側の変位について説明する。被支持
部材６４０の従動側が直線状部６１６ａを変位する際、被支持部材６４０の主動側が直線
状部６１６ａの延長線を跨ぐ。即ち、演出待機状態では被支持部材６４０の主動側は直線
状部６１６ａよりも右側に配置され（図４１参照）、中間演出状態では被支持部材６４０
の主動側は直線状部６１６ａよりも左側に配置される（図４４参照）。そのため、回動部
材６２０が方向転換せずに傾倒変位する間に、被支持部材６４０の従動側は上下方向に往
復変位する。
【０５６４】
　これにより、回動部材６２０の回動角度の大きさに比較して、被支持部材６４０の従動
側の上下方向の変位を小さく維持することができるので、被支持部材６４０の従動側が直
線状部６１６ａに配置されている間において、被支持部材６４０が、あたかも被支持部材
６４０の従動側を中心として回動変位しているような変位態様で遊技者に見せることがで
きる。
【０５６５】
　この変位態様によれば、被支持部材６４０の従動側を中心とした回動変位による助走を
利用して左右方向のスライド変位を生じさせることができるので、変位開始時から被支持
部材６４０全体を左右方向にスライド変位させる場合に比較して、変位に要する負荷を低
く抑えることができる。そのため、被支持部材６４０の動作開始時に要する負荷を低減す
ることができ、駆動モータ６３１に要求される性能の程度を低くすることができる。これ
により、駆動モータ６３１の低コスト化を図ることができる。
【０５６６】
　一方で、被支持部材６４０の従動側の変位が小さく抑えられていながら、回動部材６２
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０の回動変位に伴い被支持部材６４０の主動部の変位は十分に確保されており、被支持部
材６４０の主動部を基準とした被支持部材６４０の従動側の回転方向は背面視反時計回り
方向に維持される（方向が切り替えられることが無い）。これにより、上述のように、被
支持部材６４０の姿勢変化の方向および第２装飾回転部材６６０の回転方向は切り替えら
れることなく（反転することなく）維持される。
【０５６７】
　これにより、遊技者に対して、被支持部材６４０及び第２装飾回転部材６６０が往復動
作（戻り動作）しているような印象を与えることを回避することができ、第２装飾回転部
材６６０の変位態様を勢いのある変位態様とすることができる。
【０５６８】
　また、回動部材６２０の回動変位に伴う被支持部材６４０の主動部の変位が十分に確保
されている状況下においても、被支持部材６４０の主動部の変位方向は水平方向成分が大
きく、且つ、重力方向に沿う方向（下方）向きの変位であるので、回動部材６２０を変位
開始させるために要求される負荷を低減することができ、駆動モータ６３１に要求される
性能の程度を低くすることができる。これにより、駆動モータ６３１の低コスト化を図る
ことができる。
【０５６９】
　曲線状部６１６ｂにより生じる作用について説明する。直線状部６１６ａと曲線状部６
１６ｂとの連結部に被支持部材６４０の従動側が配置される状態が第１動作ユニット６０
０の中間演出状態として規定されている。上述のように、演出待機状態から中間演出状態
までの回動部材６２０の回動角度は１９度である。そのため、被支持部材６４０の従動側
が曲線状部６１６ｂに配置される状態は、おおよそ、図４８の角度幅２０度～４５度の範
囲に対応する。
【０５７０】
　まず、前提として、案内長孔６１６に曲線状部を採用する必然性は無い。即ち、上述の
ように中間演出状態において変位抵抗を増加させるために屈曲するような箇所の採用の有
無に関わらず、案内長孔６１６を直線状の部分のみで構成しても良い。
【０５７１】
　一方、本実施形態では、敢えて曲線状部６１６ｂを採用することにより、変位終端にお
いて被支持部材６４０の従動側の速度が過大となることの防止を図っている。これについ
て、以下で説明する。
【０５７２】
　直線状部６１６ａに案内される場合も、曲線状部６１６ｂに案内される場合も、回動部
材６２０に連結される被支持部材６４０の主動側が下方変位する際に、被支持部材６４０
の従動側が下方変位することは同じである。
【０５７３】
　違いとして、曲線状部６１６ｂに案内される場合において、曲線状部６１６ｂの上半部
では、被支持部材６４０の従動側が被支持部材６４０の主動側の変位向き（左向き）と相
反する向き（右向き）に変位案内されるように曲線状部６１６ｂが形成され、曲線状部６
１６ｂの下半部では、被支持部材６４０の従動側が被支持部材６４０の主動側の変位向き
（左向き）に沿う向き（左向き）に変位案内されるように曲線状部６１６ｂが形成される
。
【０５７４】
　これにより、被支持部材６４０の主動側の下方への変位量が大きくなる前（傾倒開始側
）においても、被支持部材６４０の従動側の変位が左右に振られていることで、被支持部
材６４０の従動側の変位速度を大きく確保することができる。
【０５７５】
　これにより、回動部材６２０の傾倒変位の変位終端において被支持部材６４０の従動側
の変位速度が過大となることを防止することができる。即ち、被支持部材６４０の従動側
を特定の初期位置から終端位置まで任意の経路で上下変位させる場合、変位に要する時間
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が同じであれば、上下方向の速度を積分した結果は等しくなるので、変位開始時にゆっく
りと変位する場合には、終盤に変位速度が大きくなる。
【０５７６】
　図４７に比較として図示する上下方向に延びる直線上に案内される仮想軸線ＯＥ１に被
支持部材６４０の従動側が配置される場合、回動部材６２０の傾倒変位開始側から、変位
速度が漸増することになり、被支持部材６４０の変位終端（変位下端）において最大とな
る。換言すれば、回動部材６２０が１０度回転して変位下端に到達する間の案内長孔６１
６に案内される軸線Ｏ１の上下変位量ＵＸ１に比較して、同じ間の仮想軸線ＯＥ１の上下
変位量ＵＥ１は大きくなる。
【０５７７】
　そのため、仮想軸線ＯＥ１の変位態様では、被支持部材６４０の従動側が跳ね戻る動作
をする可能性があり、被支持部材６４０を変位下端で停止させる演出を行う場合には、第
１動作ユニット６００の演出に悪影響を与える。
【０５７８】
　これに対し、本実施形態では、案内長孔６１６に曲線状部６１６ｂを採用することで、
被支持部材６４０の従動側の変位速度が大きくなる範囲を回動部材６２０の傾倒変位の変
位開始側にも割り振るよう図っており、被支持部材６４０の従動側の変位速度の均一化を
図っている。
【０５７９】
　この場合の均一化とは、変位の全範囲に亘って速度を同一となるように寄せることを意
味するものばかりでは無く、速度の大小幅を抑制することを含む意味で用いられる。特に
、本実施形態では、回動部材６２０の傾倒変位において、曲線状部６１６ｂへの進入開始
側において被支持部材６４０の従動側の変位速度が漸増し、曲線状部６１６ｂの下半部に
進入開始してから被支持部材６４０の従動側の変位速度が漸減するよう構成されている。
【０５８０】
　即ち、曲線状部６１６ｂに被支持部材６４０の従動側が案内されている場合において、
被支持部材６４０の従動側の変位速度に速度差を設けることで、被支持部材６４０の変位
が単調となることを回避することができる。
【０５８１】
　更に、曲線状部６１６ｂの下端側部において被支持部材６４０の従動側に要求される速
度、即ち、単位時間に要求される変位量を小さくすることにより、回動部材６２０を上方
へ動作（起き上がり動作）させる場合の駆動開始時に、単位時間に被支持部材６４０の従
動側を持ち上げる変位量を小さくすることができるので、駆動モータ６３１にかかる負担
を軽減させることができる。
【０５８２】
　次いで、図４９を参照して、回動部材６２０の回動変位に伴う第２装飾回転部材６６０
の回転について説明する。図４９は、回動部材６２０の回転に伴う角度θ［度］の変化を
示す模式図である。
【０５８３】
　角度θは、円形貫通孔６２４を中心とする回動部材６２０と被支持部材６４０との相対
回転角度と同一視でき、第２装飾回転部材６６０の回転に直結する。即ち、角度θの大小
に対応して、第２装飾回転部材６６０の回転角度の大小が規定される。
【０５８４】
　なお、本実施形態では、回動部材６２０のギア歯部６２５と第１装飾回転部材６５０の
ギア歯６５４ａ（図３９参照）との回転伝達比、及びギア歯６５２ａと軸直角回転部材６
５７のギア歯６５７ａ（図３８参照）との回転伝達比、が共に１に設定されている。その
ため、角度θと、軸直角回転部材６５７との回転角度とは同一となることから、角度θの
変化を、第２装飾回転部材６６０の姿勢の変化として把握することができる。
【０５８５】
　角度θの変化は、第１動作ユニット６００の演出待機状態（図４１参照）から第１動作
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ユニット６００の中間演出状態（図４４参照）までが４５度であり、第１動作ユニット６
００の中間演出状態から第１動作ユニット６００の張出状態（図４６参照）までが９０度
である。
【０５８６】
　演出待機状態では、第２装飾回転部材６６０は第１演出面６６１ａを４５度だけ左方（
第３演出面６６１ｃを４５度だけ右方）に傾けた姿勢とされているので、角度θの変化に
従って、状態が中間演出状態、張出状態と順に切り替えられるごとに、第２装飾回転部材
６６０が４５度回転することで第３演出面６６１ｃが正面側に向き（図４３参照）、次い
で第２演出面６６１ｂが正面側を向く（図４５参照）。
【０５８７】
　角度θの設定は、被支持部材６４０の姿勢を規定するための案内長孔６１６の設計によ
り実現されている。即ち、本実施形態では、第２装飾回転部材６６０の配置および角度θ
に応じた第２装飾回転部材６６０の姿勢の両方を満たすように案内長孔６１６が設計され
ている。
【０５８８】
　これにより、本実施形態のように、検出センサＫＳ１として回動部材６２０の配置を検
出するセンサしか配設しない場合であっても、検出センサＫＳ１の出力を基にして第２装
飾回転部材６６０の配置および姿勢を音声ランプ制御装置１１３（図４参照）が判定する
ことができる。
【０５８９】
　即ち、検出センサＫＳ１の検出溝に伝達ギアカム６３４の延設部６３４ｂが配置されて
いれば第１動作ユニット６００の演出待機状態（図４１参照）であると判定でき、その状
態からの駆動モータ６３１の回転角度から回動部材６２０の回動角度、第２装飾回転部材
６６０の配置および姿勢を判定することができる。
【０５９０】
　ここで、角度θの変化量は、回動部材６２０の回動角度量に比例するものではない。そ
のため、駆動モータ６３１の回転角度から第２装飾回転部材６６０の配置および姿勢を判
定する際には、駆動モータ６３１の回転角度から比例計算で数値を求めれば良いわけでは
ない。また、これにより、回動部材６２０を一定速度で回動する場合にあっても、第２装
飾回転部材６６０の回転速度が一定となることを避けることができる。以下、このことに
ついて説明する。
【０５９１】
　角度θの変化は、被支持部材６４０の従動側の変位速度の変化量の大小変化と概ね同様
である。即ち、演出待機状態から中間演出状態までの角度変化（回動部材６２０が５度回
動する間に約１３度）に比較して、中間演出状態から張出状態までの角度変化の方が概ね
大きい（被支持部材６４０の従動側が曲線状部６１６ｂの上半部に配置される間において
、回動部材６２０が５度回動する間に約２０度）。
【０５９２】
　一方で、中間演出状態から張出状態までの角度変化は、被支持部材６４０の従動側が曲
線状部６１６ｂの下半部への進入位置程度から漸減し、最終的には演出待機状態から中間
演出状態までの角度変化の水準以下になる（約７度まで低下する）。
【０５９３】
　このように、回動部材６２０の単位角度あたりの回動に対する角度θの数値が大小で変
化するように構成されることで、同様に第２装飾回転部材６６０の回転角度の大小が変化
するように構成することができる。即ち、角度θの数値が小さい範囲では、第２装飾回転
部材６６０の回転角度が小さくなり易く、その姿勢を維持し易い状態とできる一方で、角
度θの数値が大きい範囲では、第２装飾回転部材６６０の回転角度が大きくなり易く、遊
技者側に向ける面（演出面６６１ａ～６６１ｃ）を迅速に変化させ易い状態とすることが
できる。
【０５９４】
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　上述の構成から、第２装飾回転部材６６０の変位動作に緩急を形成することができる。
第２装飾回転部材６６０の変位動作では、上述の通り、被支持部材６４０の変位に伴う配
置変更および姿勢変更と、半筒形状部６５１ｄ，６５５ａにより形成される筒状部の中心
に形成される回転軸を中心とした回転変位と、が同時に実行される。
【０５９５】
　半筒形状部６５１ｄ，６５５ａにより形成される筒状部を中心とした回転変位の回転角
度（角速度）は、被支持部材６４０の従動側が案内長孔６１６の直線状部６１６ａから曲
線状部６１６ｂに進入するタイミングで目立って大きくなる。
【０５９６】
　即ち、傾倒変位において、中間演出状態に到達するまでは第２装飾回転部材６６０の回
転角度は抑えられており、中間演出状態における被支持部材６４０の従動側の配置から多
少上下（跳ね戻り）したとしても、第２装飾回転部材６６０が第３演出面６６１ｃを正面
側に向ける状態（図４３参照）での維持を図ることができる。
【０５９７】
　一方、中間演出状態から被支持部材６４０の従動側が下方へ変位すると、回動部材６２
０が一定速度で回動する場合の第２装飾回転部材６６０の回転速度は増大し、回転方向の
姿勢変化が目立って視認される。即ち、遊技者に対して、第２装飾回転部材６６０が瞬時
に回転変位しているように視認させることができる。
【０５９８】
　なお、本実施形態では、回動部材６２０の回動終端（変位下端）において第２装飾回転
部材６６０の第２演出面６６１ｂが正面側に向けられ、装飾固定部材６７０と近接配置さ
れた状態で一体的に視認される関係上（図２８参照）、回動部材６２０が変位下端に配置
された状態から被支持部材６４０の従動側が上方へ跳ね戻ることを防止できることが望ま
しい。
【０５９９】
　これに対し、本実施形態では、上述のように案内長孔６１６の曲線状部６１６ｂｂを構
成することで、被支持部材６４０の従動側の変位速度を均一化しているので、回動部材６
２０が変位下端に配置された状態における被支持部材６４０の従動側の変位速度が過大と
なることを予め防止することができ、被支持部材６４０の跳ね戻りを防止することができ
る。
【０６００】
　このように変位速度が均一化されていることに加え、回動部材６２０の下降変位終端に
おける被支持部材６４０及び第２装飾回転部材６６０の中心部の配置（例えば、筒状部６
４３の配置）が、回動部材６２０の回転軸としての支持締結部６１５に最接近するよう構
成されている。これにより、回動部材６２０の回動先端側に支持される被支持部材６４０
や第２装飾回転部材６６０の重量により回動部材６２０の回動先端が暴れることを回避で
き、回動部材６２０の回動変位を安定させることができる。
【０６０１】
　加えて、曲線状部６１６ｂの下半部は、回動部材６２０の変位下端において被支持部材
６４０の従動側の、回動部材６２０の円形貫通孔６２４を中心として跳ね戻る方向（左上
方向）への変位を好適に妨害するように構成される。即ち、曲線状部６１６ｂの下半部は
、左上方向に傾斜する方向が短手方向となっており、この方向への被支持部材６４０の従
動側の変位を抑制することができるので、被支持部材６４０の跳ね戻りを防止することが
できる。
【０６０２】
　換言すれば、本実施形態では、被支持部材６４０の主動側の変位に追従して被支持部材
６４０の従動側が変位する際の変位方向と、被支持部材６４０の主動側が変位終端で停止
した場合における被支持部材６４０の従動側の変位方向と、が異なる。
【０６０３】
　前者は、案内が無ければ被支持部材６４０の主動側の変位方向（回動部材６２０の回動
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方向）に沿って左下方への変位となると想定されるが、本実施形態では、案内長孔６１６
に案内されることで、案内長孔６１６に沿う方向として左右方向に若干振られ、下方へ変
位する。
【０６０４】
　一方、後者は、被支持部材６４０の主動側を中心とした円上の軌道となるので、案内長
孔６１６を沿う方向ではなく、案内長孔６１６の短手方向に沿う変位方向となる。これに
より、被支持部材６４０の従動側の変位を抑制することができ、被支持部材６４０の跳ね
戻りを防止することができる。
【０６０５】
　回動部材６２０の起き上がり方向変位の特徴について説明する。第１動作ユニット６０
０の張出状態から演出待機状態への状態変化において、回動部材６２０は起き上がり方向
に変位する。
【０６０６】
　回動部材６２０を起き上がり変位させる際に要する負荷（即ち、駆動モータ６３１で生
じる駆動力）は、主に、回動部材６２０、被支持部材６４０及び被支持部材６４０に配設
される第１装飾回転部材６５０及び第２装飾回転部材６６０を上昇変位させることと、第
２装飾回転部材６６０を回転させることとに利用される。
【０６０７】
　即ち、第２装飾回転部材６６０の回転角度が小さいほど、回動部材６２０を起き上がり
変位させる際に要する負荷を低減することができる。
【０６０８】
　ここで、図４９に示すように、本実施形態では、第１動作ユニット６００の張出状態か
ら回動部材６２０が回動変位を開始する時点において、第２装飾回転部材６６０の回転角
度に比例する角度θの値が最低となるように設計されている。そのため、回動部材６２０
を起き上がり変位させる際に要する負荷の低減を図ることができる。
【０６０９】
　回動部材６２０の起き上がり方向変位の上昇変位終端において、被支持部材６４０の延
設支持部６４６を中心とした第２装飾回転部材６６０の回転軸が、回動部材６２０の長手
方向と沿う姿勢（上下方向を向く姿勢）で配置される。
【０６１０】
　そのため、回動部材６２０の上昇変位終端において第２装飾回転部材６６０の回転変位
が停止される際に第２装飾回転部材６６０の回転方向の慣性力として回動部材６２０に与
えられる負荷を、回動部材６２０が長手方向を軸としてねじられる態様の負荷として生じ
させることができ、回動部材６２０はその負荷を長手方向に分散させることで局所的には
僅かな弾性変位で耐えることができる。
【０６１１】
　そのため、第２装飾回転部材６６０の回転軸が回動部材６２０の長手方向と正面視で直
交する場合に比較して、回動部材６２０が折れるように破損する事態を回避し易くするこ
とができる。加えて、回動部材６２０の過度な弾性変位は、前蓋部材６１２との当接によ
り抑制され、回動部材６２０で受けきれない負荷に関しては前蓋部材６１２が弾性変形す
ることにより耐えるよう構成できるので、回動部材６２０の破損を防止することができる
。
【０６１２】
　張出装飾部６５２ｂの変位について説明する。張出装飾部６５２ｂは軸線Ｏ１を中心に
回転変位する部材であって、その回転角度は上述の角度θに対応する。従って、演出待機
状態から張出状態への変化のように、被支持部材６４０の従動側の配置変化が小さい場合
であっても、角度θが変化していれば張出装飾部６５２ｂは回転する。
【０６１３】
　演出待機状態から張出状態までの角度θの変化は約１３５度であり、張出装飾部６５２
ｂは約４５度で回転している。ここで、演出待機状態から張出装飾部６５２ｂが４５度も
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反時計回りに回転すると、組立状態（図２８参照）において他の動作ユニット８００（左
右の固定装飾部材）と衝突するように感じるが、本実施形態では、張出装飾部６５２ｂの
回転の基準となる被支持部材６４０自体が時計回りに回転する態様で姿勢変化しているの
で、他の動作ユニット８００（左右の固定装飾部材）に衝突することを回避することがで
きる。
【０６１４】
　換言すれば、張出装飾部６５２ｂが被支持部材６４０を基準として変位可能に構成され
ることで、張出装飾部６５２ｂの変位に要するスペースを削減することができる。
【０６１５】
　例えば、張出装飾部６５２ｂが第１動作ユニット６００の張出状態において被支持部材
６４０を基準として固定配置される部分である場合、被支持部材６４０が張出状態の配置
から演出待機状態の配置に変化すると、張出装飾部６５２ｂは被支持部材６４０の左上側
に張り出し、他の動作ユニット８００に衝突したり、第３図柄表示装置８１の表示領域の
正面側に張り出し表示を部分的に隠したり、という演出に対する悪影響を及ぼす可能性が
ある。
【０６１６】
　これに対し、本実施形態では、被支持部材６４０の従動側を基準として、被支持部材６
４０の主動側の回転方向とは逆方向に、張出装飾部６５２ｂが回転変位するので、被支持
部材６４０が第３図柄表示装置８１側に張り出す際には連動して張り出し、被支持部材６
４０が第３図柄表示装置８１から退避する側に変位する際には連動して退避する。そのた
め、退避した状態における張出装飾部６５２ｂの配置を、第３図柄表示装置８１から離れ
る側に形成することができる。
【０６１７】
　遊技者目線における、被支持部材６４０を基準とした張出装飾部６５２ｂの回転角度は
、角度θの変化と、被支持部材６４０の姿勢変化と、の差によって求めることができる。
即ち、角度θの変化幅である約１３５度と、被支持部材６４０の姿勢変化角度である約９
０度の差としての４５度となる。
【０６１８】
　ここで、本実施形態では、角度θの変化と、被支持部材６４０の姿勢変化と、の差が、
回動部材６２０の配置に関わらず等しいよう構成される。即ち、図４７に示すように、角
度θを、水平線の下側の角度ａ１，ａ２と、水平線の上側の角度ｂ１，ｂ２と、で分けた
場合に、角度θと、被支持部材６４０の姿勢変化と、の差は、（（ａ１＋ｂ１）－（ａ２
＋ｂ２））－（ｂ１－ｂ２）＝（ａ１－ａ２）と求められ、これは回動部材６２０の回動
角度に等しい。
【０６１９】
　従って、被支持部材６４０の姿勢を基準とした張出装飾部６５２ｂの回転角度が、回動
部材６２０の回動角度と等しくなるので、回動部材６２０を角速度一定で回動変位させる
と、被支持部材６４０の変位速度は一定ではないにも関わらず、被支持部材６４０の姿勢
を基準とした張出装飾部６５２ｂの回転の角速度が一定となる。
【０６２０】
　そのため、遊技者に対して、被支持部材６４０に配設される張出装飾部６５２ｂが回動
部材６２０を駆動させる駆動モータ６３１とは別の駆動手段で、一定角速度で駆動されて
いるかのように視認させることができる。
【０６２１】
　このように構成することで、張出装飾部６５２ｂの被支持部材６４０を基準とした変位
が、遊技者目線で、スライド移動である区間があったり、回転移動がある区間があったり
するように見せることができ、張出装飾部６５２ｂの変位態様を、あたかも機械では無い
ような柔らかい変位態様として視認させることができる。
【０６２２】
　この作用は、被支持部材６４０の変位として、スライド方向の変位量に対して姿勢変化
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が大きい区間と、スライド方向の変位量に対して姿勢変化が小さい区間とを切り分けて設
計することで実現することができる。即ち、張出装飾部６５２ｂは、回動部材６２０の回
動角度に応じて被支持部材６４０に対して回転するところ、遊技者目線では、張出装飾部
６５２ｂの変位が被支持部材６４０の変位として支配的となる側に影響される。
【０６２３】
　従って、スライド方向の変位量に対して姿勢変化が大きい区間では張出装飾部６５２ｂ
が回転変位しているように視認させることができ、スライド方向の変位量に対して姿勢変
化が小さい区間では張出装飾部６５２ｂがスライド変位しているように視認させることが
できる。
【０６２４】
　上述したように、回動部材６２０は、演出待機状態、中間演出状態および張出状態を構
成するように回動変位可能とされ、一方の変位終端から他方の変位終端へ変位する場合に
ついて説明したが、変位範囲の途中位置で逆方向へ変位するように駆動方向を切り替えて
も良い。
【０６２５】
　例えば、演出待機状態から中間演出状態まで回動部材６２０を回動変位させた後で、駆
動モータ６３１の駆動方向を反転させることで、演出待機状態に戻すように制御しても良
い。この場合、回動部材６２０を下降途中で停止させる必要があるので、停止位置を正確
にするためには、回動部材６２０の回動速度を低めに設定させる必要が生じる可能性があ
る。
【０６２６】
　一方で、本実施形態では、演出待機状態に比較して、中間演出状態付近において角度θ
（図４９参照）の数値が増大傾向に変化する。角度θの大小は、上述のように、第２装飾
回転部材６６０の回転の大小に対応する。
【０６２７】
　従って、第２装飾回転部材６６０の回転量が増大する中間演出状態付近において、駆動
力の内で第２装飾回転部材６６０に振り分けられる分が多くなることから、相対的に、回
動部材６２０の回動変位に振り分けられる分を少なくすることができ、自動的に回動部材
６２０の回動変位を抑制することができる。
【０６２８】
　換言すれば、第２装飾回転部材６６０の回転量が増大することに伴って、回動部材６２
０の回動速度を低下させることができるので、予め回動部材６２０の回動速度を低めに設
定しておかなくとも、中間演出状態付近において回動部材６２０を停止させ易くすること
ができる。
【０６２９】
　次いで、第２動作ユニット７００について説明する。第２動作ユニット７００は、背面
ケース５１０の開口５１１ａよりも下側において底壁部５１１に締結固定される動作ユニ
ットであって、第３図柄表示装置８１（図２８参照）を見る遊技者の視界を確保するため
に開口５１１ａよりも下側に退避する演出待機状態（図２８参照）と、第３図柄表示装置
８１の正面側に配置され注目を集める張出状態（図３０参照）と、その間の状態としての
中間演出状態（図３５参照）とで、主に状態が切り替えられる。
【０６３０】
　図５０は、背面ケース５１０及び第２動作ユニット７００の分解正面斜視図であり、図
５１は、背面ケース５１０及び第２動作ユニット７００の分解背面斜視図である。図５０
及び図５１では、主に昇降反転演出装置７７０の周辺の部材が分解された状態で図示され
、昇降反転演出装置７７０については非分解の状態で図示される。
【０６３１】
　図５０及び図５１に示すように、第２動作ユニット７００は、背面ケース５１０の右下
隅部に締結固定される右側前板部材７１０と、その右側前板部材７１０と背面ケース５１
０との間に配置され背面ケース５１０の円筒状突設部５１１ｂを中心に回動可能とされる
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回動アーム部材７２０と、その回動アーム部材７２０に駆動力を伝達可能に構成される駆
動伝達装置７３０と、回動アーム部材７２０の先端部が案内可能に連結され昇降変位可能
に構成される昇降板部材７４０と、その昇降板部材７４０の背面側において背面ケース５
１０の左下隅部に締結固定される左側後板部材７５０と、左右一組で構成され右側前板部
材７１０及び左側後板部材７５０の前側に締結固定される一組の前側支持部材７６０と、
金属棒７０２の前側において背面ケース５１０に締結固定される目隠し装飾部材７６８と
、昇降板部材７４０及び前側支持部材７６０に昇降変位と前後方向変位とを組み合わせた
態様で変位可能に構成される昇降反転演出装置７７０と、を備える。
【０６３２】
　右側前板部材７１０は、駆動伝達装置７３０の各構成を支持する伝達支持部７１１と、
左縁部において背面側から凹設され背面ケース５１０との間に隙間を形成する隙間形成部
７１２と、駆動伝達装置７３０の被検出部７３５の配置を検出するために配設される複数
（本実施形態では３個）の検出センサ７１３と、左側部前側において上側へ向かう程に正
面側に向かう態様で傾斜形成され昇降反転演出装置７７０の回転筒部７７４ｅを案内可能
に形成される前上傾斜部７１４と、背面ケース５１０の背面側から挿通される締結ネジが
螺入される雌ネジ部が形成される複数の被締結部７１８と、を備える。
【０６３３】
　検出センサ７１３は、フォトカプラ式の複数のセンサが、被検出部７３５が進入可能と
なる位置に検出溝を配置するようにして、間隔を空けて配設されている。各検出センサ７
１３は、それぞれ、第２動作ユニット７００の演出待機状態における被検出部７３５の位
置、第２動作ユニット７００の中間演出状態における被検出部７３５の位置、第２動作ユ
ニット７００の張出状態における被検出部７３５の位置、に合致するように配設される。
【０６３４】
　即ち、検出センサ７１３は、第２動作ユニット７００が演出待機状態か、中間演出状態
か、張出状態か、により出力を切替可能に構成されており、その出力結果から音声ランプ
制御装置１１３（図４参照）が第２動作ユニット７００の状態を把握可能に構成される。
【０６３５】
　回動アーム部材７２０は、背面ケース５１０の底壁部５１１から正面側に円筒形状に突
設される円筒状突設部５１１ｂに軸支され、正面視くの字形状の長尺板状に形成される本
体部７２１と、その本体部７２１の屈曲部において後方へ向けて円筒状に突設され内周側
形状が円筒状突設部５１１ｂを挿通可能な大きさで形成される支持筒部７２２と、本体部
７２１の右側端部において長尺方向に沿って長孔状に穿設される長孔部７２３と、本体部
７２１の左側端部において前方（円筒状突設部７１１ａの突設方向と平行な方向）へ向け
て円筒状に突設され内周側に雌ネジが形成される円筒状被締結部７２４と、その円筒状被
締結部７２４と支持筒部７２２との中間位置において後方へ円筒状に突設され内周側に雌
ネジが形成される円筒状被締結部７２５と、支持筒部７２２の周囲に巻き付けられ背面ケ
ース５１０との間で本体部７２１に上昇方向（左側部を持ち上げる方向）の付勢力を与え
るトーションばねＳＰ２と、を備える。
【０６３６】
　本体部７２１の左側部は、支持筒部７２２の基端側部に比較して正面側に配置がずれる
ように段が形成されており、その段により背面側に形成される隙間部に支持板７０１が配
設される。
【０６３７】
　支持板７０１は、背面ケース５１０の底壁部５１１に締結固定される板状部であり、円
筒状被締結部７２５を案内可能に穿設される円弧状の長孔部７０１ａを備える。長孔部７
０１ａにリング状のカラーＣ３を挟んで挿通される締結ネジが円筒状被締結部７２５に螺
入されることで、円筒状被締結部７２５を介して回動アーム部材７２０は支持板７０１に
脱落不能に支持される。
【０６３８】
　支持板７０１は背面ケース５１０の底壁部５１１に締結固定されるので、回動アーム部
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材７２０の左側部は背面ケース５１０から正面側へ離間変位することが制限される。これ
により、回動アーム部材７２０の左側にかけられる荷重により回動アーム部材７２０が正
面側に傾倒する変位が生じることを防止することができるので、回動アーム部材７２０の
変位を安定的に支持することができる。
【０６３９】
　本体部７２１の右側部は、背面ケース５１０と隙間形成部７１２との間の隙間に配置さ
れる。即ち、本体部７２１の右側部の前後方向の変位は、背面ケース５１０と隙間形成部
７１２とにより制限される。
【０６４０】
　長孔部７２３は、幅中心を通り長尺方向に延びる直線が支持筒部７２２の中心を通る形
状で形成される。従って、長孔部７２３に与えられる負荷が長孔部７２３の長尺方向を向
く場合には、その負荷の回動アーム部材７２０の回動方向成分は０となる。
【０６４１】
　駆動伝達装置７３０は、回動アーム部材７２０の長孔部７２３を介して駆動力を伝達す
る装置であって、右側前板部材７１０に前側から締結固定される駆動モータ７３１と、そ
の駆動モータ７３１の駆動軸に固定される駆動ギア７３２と、その駆動ギア７３２に歯合
される伝達ギア７３３と、その伝達ギア７３３に歯合されるギアカム部材７３４と、を備
える。
【０６４２】
　伝達ギア７３３及びギアカム部材７３４は、対応する位置において右側前板部材７１０
の背面側に円筒状に突設される複数の円筒状突設部７１１ａにそれぞれ軸支される。円筒
状突設部７１１ａの内周側には雌ネジが形成されており、伝達ギア７３３やギアカム部材
７３４の軸孔に挿通される締結ネジが螺入可能となっている。これらの締結ネジが螺入固
定されることで、伝達ギア７３３やギアカム部材７３４が円筒状突設部７１１ａに脱落不
能に軸支される。
【０６４３】
　伝達支持部７１１は、上述の円筒状突設部７１１ａと、ギアカム部材７３４を軸支する
円筒状突設部７１１ａを中心とした円弧状に穿設される円弧状孔７１１ｂと、を備える。
【０６４４】
　ギアカム部材７３４は、回転軸部を中心とした円弧形状で正面側へ突設され円弧状孔７
１１ｂに挿通可能に形成される被検出部７３５と、ギア部よりも長径となるように延設さ
れる延設部７３６と、その延設部７３６の先端部から背面側へ円筒状に突設される円筒状
突設部７３６ａと、を備える。
【０６４５】
　被検出部７３５は、右側前板部材７１０の検出センサ７１３の検出溝に配置可能に形成
されており、検出センサ７１３からの出力によってギアカム部材７３４の姿勢を音声ラン
プ制御装置１１３（図４参照）が検出可能にするための部分として構成される。
【０６４６】
　円筒状突設部７３６ａは、回動アーム部材７２０の長孔部７２３に挿通可能に形成され
ており、円筒状突設部７３６ａの変位が長孔部７２３を介して回動アーム部材７２０に伝
達される。
【０６４７】
　円筒状突設部７３６ａの内周側には雌ネジが形成されており、リング状のカラーＣ３の
中心孔に挿通される締結ネジが螺入可能となっている。この締結ネジが螺入固定されるこ
とで、回動アーム部材７２０が円筒状突設部７３６ａに脱落不能に連結される。
【０６４８】
　昇降板部材７４０は、回動アーム部材７２０の回動に伴い昇降変位する部材であって、
左端側に配置され上下方向に案内される被案内部材７４１と、その被案内部材７４１の下
端側に締結固定される左右に長尺の横長部材７４２と、を備える。
【０６４９】
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　被案内部材７４１は、背面ケース５１０に長尺方向を上下方向に揃えた姿勢で固定され
る金属棒７０２が挿通可能に形成され、金属棒７０２に沿った上下方向変位が可能とされ
る。被案内部材７４１の左右両側から背面側へ突設される突条部の先端が背面ケース５１
０の底壁部５１１と当接することで、被案内部材７４１の軸回転が規制されることになり
、被案内部材７４１の姿勢の安定化が図られている。
【０６５０】
　被案内部材７４１の姿勢が安定化されることに伴い、その被案内部材７４１に締結固定
されている横長部材７４２の姿勢の安定化が図られている。
【０６５１】
　横長部材７４２は、回動アーム部材７２０の円筒状被締結部７２４が挿通可能な上下幅
で左右に長尺の長円形状で穿設される長孔部７４３と、その長孔部７４３の上側において
正面側に円筒状に突設される円筒状部７４４と、その円筒状部７４４を基準として左右に
等距離だけ離れた位置における底部の下方に配設される一対の案内部７４５と、を備える
。
【０６５２】
　長孔部７４３にリング状のカラーＣ３を挟んで挿通される締結ネジが円筒状被締結部７
２４に螺入されることで、円筒状被締結部７２４を介して昇降板部材７４０は回動アーム
部材７２０に脱落不能に支持される。
【０６５３】
　円筒状部７４４は、昇降反転演出装置７７０の挿通筒状部７７３が挿通され、昇降反転
演出装置７７０を前後変位可能な状態で支持する部分である。即ち、昇降反転演出装置７
７０は、昇降板部材７４０に固定されるのではなく、昇降板部材７４０を基準とした前後
変位が可能な態様で昇降板部材７４０の正面側に配設される。
【０６５４】
　円筒状部７４４及び挿通筒状部７７３の周囲を巻くようにコイルスプリングＣＳ２が配
設される。コイルスプリングＣＳ２の付勢力は、昇降板部材７４０と昇降反転演出装置７
７０とを引き離す方向に作用する。
【０６５５】
　案内部７４５は、左右一対で構成されており、前後に長尺の板部７４５ａと、その板部
７４５ａから左右外側へ突設される前後一対の軸部に回転可能に軸支される回転筒部７４
５ｂと、を備える。
【０６５６】
　回転筒部７４５ｂは、上述した昇降反転演出装置７７０が前後変位する際に回転し、前
後方向変位を案内する部分として機能するが、詳細は後述する。
【０６５７】
　左側後板部材７５０は、右側前板部材７１０の前上傾斜部７１４と同様に、右側部前側
において上側へ向かう程に正面側に向かう態様で傾斜形成され昇降反転演出装置７７０の
回転筒部７７４ｅを案内可能に形成される前上傾斜部７５１と、背面ケース５１０の背面
側から挿通される締結ネジが螺入される雌ネジ部が形成される複数の被締結部７５２と、
を備える。
【０６５８】
　目隠し装飾部材７６８は、光透過性の樹脂材料から立体形状に形成される立体装飾部７
６８ａを備え、その立体装飾部７６８ａの背面側にはＬＥＤが正面側に固定される基板が
配置されており、ＬＥＤから照射される光で立体装飾部７６８ａを光らせることができる
よう構成される。
【０６５９】
　前側支持部材７６０は、それぞれ、締結ネジが挿通される挿通孔を有して構成される固
定用板部７６１と、その固定用板部７６１の左右内側に隣設配置され板背面が上側へ向か
う程に正面側に向かう態様で傾斜形成される受傾斜部７６２と、を備える。
【０６６０】
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　固定用板部７６１は、挿通孔に正面側から挿通される締結ネジが、対応する雌ネジ部に
螺入されることで右側前板部材７１０又は左側後板部材７５０の正面側に締結固定される
板部である。
【０６６１】
　この固定位置において、受傾斜部７６２は、前上傾斜部７１４，７５１の前方に配置さ
れる。即ち、受傾斜部７６２及び前上傾斜部７１４，７５１により案内経路が形成され、
この案内経路に昇降反転演出装置７７０の回転筒部７７４ｅが案内されることで、昇降反
転演出装置７７０は前後方向に変位しながら昇降変位するよう構成されている。以下、こ
の昇降変位について説明する。
【０６６２】
　図５２（ａ）は、図２８のＬＩＩａ－ＬＩＩａ線における第２動作ユニット７００及び
センターフレーム８６の断面図であり、図５２（ｂ）は、図２８のＬＩＩｂ－ＬＩＩｂ線
における第２動作ユニット７００及びセンターフレーム８６の断面図である。図５２（ａ
）及び図５２（ｂ）では、第２動作ユニット７００の演出待機状態が図示される。
【０６６３】
　図５３（ａ）は、図３３のＬＩＩＩａ－ＬＩＩＩａ線における第２動作ユニット７００
及びセンターフレーム８６の断面図であり、図５３（ｂ）は、図３３のＬＩＩＩｂ－ＬＩ
ＩＩｂ線における第２動作ユニット７００及びセンターフレーム８６の断面図である。図
５３（ａ）及び図５３（ｂ）では、第２動作ユニット７００の中間演出状態が図示される
。
【０６６４】
　図５４（ａ）は、図３０のＬＩＶａ－ＬＩＶａ線における第２動作ユニット７００及び
センターフレーム８６の断面図であり、図５４（ｂ）は、図３０のＬＩＶｂ－ＬＩＶｂ線
における第２動作ユニット７００及びセンターフレーム８６の断面図である。図５４（ａ
）及び図５４（ｂ）では、第２動作ユニット７００の張出状態が図示される。
【０６６５】
　図５２から図５４に示す第２動作ユニット７００の昇降反転演出装置７７０の昇降変位
は、駆動伝達装置７３０の駆動力が回動アーム部材７２０に伝達されることで生じる。昇
降反転演出装置７７０の昇降変位の際の駆動力伝達について説明する。なお、この説明で
は、図２８、図３０及び図３３を適宜参照する。
【０６６６】
　演出待機状態（図２８参照）からの駆動力伝達開始時において、ギアカム部材７３４の
円筒状突設部７３６ａ（図５１参照）の変位方向は、回動アーム部材７２０の長孔部７２
３の長尺方向と平行になるように設計されているので、ギアカム部材７３４の回転開始時
に生じる変位抵抗を抑制することができる。また、同様のことが、張出状態においても成
立する。
【０６６７】
　一方、中間演出状態（図３０参照）では、円筒状突設部７３６ａの変位方向が長孔部７
２３の長尺方向と直交することから、ギアカム部材７３４が回動アーム部材７２０から回
転方向に受ける変位抵抗が極大化することで、ギアカム部材７３４の回転変位を停止させ
易くすることができる。
【０６６８】
　図５２から図５４に示すように、第２動作ユニット７００の昇降反転演出装置７７０は
、センターフレーム８６の下側においては背面側に配置され、センターフレーム８６の内
側へ向けて上昇変位することに伴って、前後方向においては正面側に変位するよう構成さ
れる。
【０６６９】
　この変位の変位抵抗は、昇降反転演出装置７７０の回転筒部７７４ｅが受傾斜部７６２
及び前上傾斜部７１４，７５１に案内される構成と、昇降反転演出装置７７０の第１横板
７７４ｂ及び第２横板７７４ｃが昇降板部材７４０の回転筒部７４５ｂに案内される構成
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と、により、低減される。
【０６７０】
　即ち、一対の回転筒部７７４ｅは、左右対称な位置に配置される受傾斜部７６２及び前
上傾斜部７１４，７５１（前上傾斜部７５１は、図５２には図示されない左側に配置、図
５６参照）の傾斜角度と平行に並ぶよう設計されており、回転筒部７７４ｅが筒状部７７
４ｄ中心に転動することで、受傾斜部７６２及び前上傾斜部７１４，７５１に沿った変位
を行う本体部材７７１の変位抵抗を低減することができる。
【０６７１】
　更に、前後に整列される回転筒部７４５ｂの配置として、前側の回転筒部７４５ｂを若
干上側に配置する設計とすることで、本体部材７７１の傾倒変位の抑制を図ることができ
、これにより回転筒部７７４ｅが受傾斜部７６２及び前上傾斜部７１４，７５１に過大な
負荷を与えることを回避している。
【０６７２】
　即ち、本実施形態では、演出装置７８０の重心位置（回転軸位置）が本体部材７７１の
前後中心よりも若干前側に位置するような設計とされており、本体部材７７１は常時、重
力により前傾方向に付勢されている。この付勢力の影響から、第１横板７７４ｂ及び第２
横板７７４ｃには、前側が下がり、後側が上がるような変位が生じやすい。
【０６７３】
　これに対し、本実施形態では、第１横板７７４ｂの前側が下がる時に近接配置される前
側の回転筒部７４５ｂが若干上方に配置されており、第２横板７７４ｃの後側が上がる時
に近接配置される後側の回転筒部７４５ｂが若干下方に配置されている。従って、本体部
材７７１の前傾変位を効果的に抑制することができる。
【０６７４】
　更に、この構成によれば、前側の回転筒部７４５ｂは、第２横板７７４ｃとの間に隙間
が生じていることから第１横板７７４ｂとの間での転動を安定的に生じさせ、後側の回転
筒部７４５ｂは、第１横板７７４ｂとの間に隙間が生じていることから第２横板７７４ｃ
との間での転動を安定的に生じさせることができる。これにより、回転筒部７４５ｂの転
動を正常に生じさせることができ、本体部材７７１が前後方向に変位する際の変位抵抗を
低減することができる。
【０６７５】
　昇降反転演出装置７７０の正面側への変位は、上述の形状的な案内のほかに、コイルス
プリングＣＳ２の付勢力により生じる。そのため、昇降反転演出装置７７０が正面側へ変
位する上昇変位時の方が、下降変位時に比較して、前後方向変位の変位抵抗を低減するこ
とができる。
【０６７６】
　昇降反転演出装置７７０の上下変位は、駆動モータ７３１の駆動力により行われるとこ
ろ、その駆動力は、鉛直方向の変位と、前後方向の変位とに振り分けられる。鉛直方向の
変位において、重力に対抗する必要性から、上昇方向の変位の負担が比較的大きくなるが
、この場合における前後方向の変位をコイルスプリングＣＳ２の付勢力により補助するこ
とができる。従って、昇降反転演出装置７７０を上昇変位させる際に要する駆動力が過大
なることを回避することができる。
【０６７７】
　コイルスプリングＣＳ２は、第２動作ユニット７００の中間演出状態（図５３参照）に
おいて自然長となるように長さが設定される。即ち、昇降反転演出装置７７０が中間演出
状態の配置よりも下側に配置されている場合にはコイルスプリングＣＳ２の付勢力が駆動
モータ７３１の駆動力による昇降反転演出装置７７０の前後方向の変位を補助する方向に
作用する一方、昇降反転演出装置７７０が中間演出状態の配置よりも上側に配置されてい
る場合には、コイルスプリングＣＳ２の付勢力は昇降反転演出装置７７０の前後変位に作
用しない。
【０６７８】
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　これにより、昇降反転演出装置７７０の配置を中間演出状態で維持し易くすることがで
きる。例えば、第２動作ユニット７００の演出待機状態から駆動モータ７３１を駆動制御
し、第２動作ユニット７００を中間演出状態で停止させるよう駆動モータ７３１を停止制
御した場合に、停止タイミングが理想よりも若干早くなったとしても、コイルスプリング
ＣＳ２の付勢力で第２動作ユニット７００を中間演出状態側へ寄せるように変位させるこ
とができる。
【０６７９】
　また、例えば、同様に停止制御した場合に、停止タイミングが理想よりも若干遅くなっ
たとしても、第２動作ユニット７００が自重で下降し、且つ、その自重による下降がコイ
ルスプリングＣＳ２の付勢力で抑制されることにより、第２動作ユニット７００を中間演
出状態側へ寄せて配置を維持することができる。
【０６８０】
　また、例えば、第２動作ユニット７００の張出状態から駆動モータ７３１を駆動制御し
、第２動作ユニット７００を中間演出状態で停止させるよう駆動モータ７３１を停止制御
する場合に、昇降反転演出装置７７０が中間演出状態を下方へ過ぎるとコイルスプリング
ＣＳ２の付勢力が変位抵抗として作用することから、中間演出状態よりも大きく下方変位
することを防止し易くすることができる。そして、駆動モータ７３１を停止制御した後も
、コイルスプリングＣＳ２の付勢力が負荷されることで第２動作ユニット７００を中間演
出状態側へ寄せることができる。
【０６８１】
　ここで、昇降反転演出装置７７０について、昇降変位に伴い前後方向に変位させること
による作用について説明する。前提として、センターフレーム８６により縁取られる枠の
内外に変位して遊技者の注目を集める状態と遊技者の視界から退避する状態とで切り替え
られる可動役物が知られている。
【０６８２】
　このような可動役物では、センターフレーム８６の内側に配置されている時の見映えに
ついて重視した設計のものがほとんどであり、センターフレーム８６の外側に退避する状
態においては、遊技者から注目はされないという仮定のもとで、見映えについて考慮しな
いことが多かった。
【０６８３】
　しかし、最近では、第３図柄表示装置８１からセンターフレーム８６までの前後距離が
長く構成されており、センターフレーム８６の内側を通り第３図柄表示装置８１の表示領
域を見るような視界の端において、センターフレーム８６の後側外方位置（遊技領域の背
後位置）にまで視線が届くので、センターフレーム８６の後側外方位置に退避した状態の
可動役物の見栄えが悪いと、遊技者の興趣を低下させる可能性がある。
【０６８４】
　これに対し、本実施形態では、覆設部材７８７の正面側（図５２における第１主装飾面
７８７ａ１）だけでは無く、背面側（図５２における第２主装飾面７８７ｂ１）および上
下面（図５２における第１副装飾面７８７ａ２及び第２副装飾面７８７ｂ２）に装飾面を
形成した上で、昇降反転演出装置７７０の変位方向を、遊技者側（正面側）を基端として
背面側へ向かう程に広がる（後方へ向かう程に下降傾斜する）線、即ち、遊技者の視界の
端における視線の方向に沿った変位方向とすることで、各装飾面が遊技者の視界に容易に
収まるように構成している。
【０６８５】
　これにより、覆設部材７８７の各装飾面を遊技者の視界に無理なく入れることができる
。覆設部材７８７の各装飾面の詳細については後述するが、張出状態（図５４参照）にお
いて遊技者が視認可能となる前側面（第１主装飾面７８７ａ１又は第２主装飾面７８７ｂ
１、図５４では第１主装飾面７８７ａ１）と、演出待機状態（図５２参照）において遊技
者が視認可能となる上側面（第１副装飾面７８７ａ２又は第２副装飾面７８７ｂ２、図５
２では第１副装飾面７８７ａ２）と、に形成される装飾（図形、模様、文字または絵柄な
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ど）が、互いに関連する装飾として形成される。
【０６８６】
　換言すれば、第１主装飾面７８７ａ１と第１副装飾面７８７ａ２とが互いに関連する第
１装飾として形成され、第２主装飾面７８７ｂ１と第２副装飾面７８７ｂ２とが互いに関
連する第２装飾として形成され、且つ、第１装飾と第２装飾とは互いに異なる装飾として
形成される。
【０６８７】
　上側面に形成される装飾は、第２動作ユニット７００の演出待機状態においてセンター
フレーム８６と、その奥側に配置される第３図柄表示装置８１（図２６参照）との前後隙
間に配置されているので、センターフレーム８６（図２参照）の外側に形成される遊技領
域を流下する球に注目する状態と、第３図柄表示装置８１で展開される表示演出に注目す
る状態と、を切り替えるように遊技者が目線を動かす際に視界に入り易い。
【０６８８】
　そのため、張出状態において覆設部材７８７を通して遊技者が視認可能となった装飾の
内容（報知内容、例えば、「チャンス」や「大当たり」等）を、演出待機状態においても
覆設部材７８７の上側面を通して遊技者が視認可能とすることができる。
【０６８９】
　これにより、第３図柄表示装置８１を視認し易いように演出待機状態の配置に変位し、
目立たないよう配置された覆設部材７８７に、遊技者の注目を継続して集めさせることが
できる。
【０６９０】
　また、後述するように、覆設部材７８７は遊技者側に向ける装飾面を切り替えるように
回転変位可能に構成されているので、張出状態において遊技者が視認可能となる装飾面の
内容が異なる場合を生じさせることができる。
【０６９１】
　例えば、張出状態における覆設部材７８７の外観を遊技者が確認する前に昇降反転演出
装置７７０が演出待機状態に配置された場合（見逃した場合や、動作速度が過度に速い場
合）、前側面からしか装飾面の内容を把握できない構成だと、演出待機状態ではその前側
面の大部分が遊技盤１３に隠されてしまうので、遊技者は第３図柄表示装置８１の表示面
で展開される液晶演出に注目せざるを得ず、覆設部材７８７に対する注目力は低下する。
【０６９２】
　一方、本実施形態のように、上側面からも装飾面の内容を把握できる構成を採用する場
合、遊技者は、演出待機状態における昇降反転演出装置７７０を視認することで、張出状
態において覆設部材７８７を通して遊技者が視認可能であった装飾の内容（報知内容、例
えば、「チャンス」や「大当たり」等）について把握することができる。
【０６９３】
　これにより、張出状態における覆設部材７８７の外観を見逃した遊技者に対して、覆設
部材７８７の状態により報知される内容を、演出待機状態でも覆設部材７８７の視認可能
な装飾面で継続して報知することができる。これにより、演出待機状態か、張出状態か、
等の各状態に関わらず、覆設部材７８７の注目力を高く維持することができる。
【０６９４】
　本実施形態では、第２動作ユニット７００の昇降反転演出装置７７０の前後方向の変位
は、遊技領域の後端面の背面側に配置されている状態から、遊技領域の後端面よりも前方
に進入するような変位として構成されることについて説明する。
【０６９５】
　図５２に示すように、第２動作ユニット７００の演出待機状態において、覆設部材７８
７の正面と、センターフレーム８６の板背面とは対向配置されており、センターフレーム
８６は、覆設部材７８７側に突設形成される流路形成部８６ａを備える。
【０６９６】
　流路形成部８６ａは、センターフレーム８６の左右入口からセンターフレーム８６の内
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側に形成されるワープ流路（転動経路）に飛び込んだ球がセンターフレーム８６の下縁部
に到達した後、そのセンターフレーム８６の下側転動面を流下した球を一旦後方に振り、
再び前方に流して、遊技領域に配設される第１入賞口６４へ向けて案内するための案内流
路の後側部を形成する部分である（図９参照）。即ち、流路形成部８６ａにより、遊技領
域の後端面ＢＥ１が、ベース板６０（図２参照）の板前面よりも後方側に配置される。
【０６９７】
　流路形成部８６ａを流下した球は高確率で第１入賞口６４に入球することから、流路形
成部８６ａに対する注目力は高く、特に球がセンターフレーム８６の内側に飛び込んだ際
には、流路形成部８６ａに遊技者の視線が集まり易い。演出待機状態において（図５２参
照）、流路形成部８６ａの真後ろに演出装置７８０が配設されることから、演出待機状態
における演出装置７８０が遊技者の視界に入り込む状態を構成し易くすることができる。
【０６９８】
　第２動作ユニット７００の演出待機状態では、覆設部材７８７は後端面ＢＥ１の背面側
に配置され（図５２（ａ）参照）、第２動作ユニット７００の中間演出状態では、覆設部
材７８７の前面部が後端面ＢＥ１上に配置され（図５３（ａ）参照）、第２動作ユニット
７００の張出状態では、覆設部材７８７の前面部が後端面ＢＥ１の正面側に配置される。
【０６９９】
　即ち、覆設部材７８７は、センターフレーム８６の内側に向けて上昇変位すると同時に
、遊技領域の前後位置と同じ前後位置に進入するように、正面側へ向けて変位する。従っ
て、遊技者に対して、覆設部材７８７がセンターフレーム８６に乗り上げて正面側へ移動
してきている（遊技者側に迫ってきている）ように見せることができる。
【０７００】
　なお、第２動作ユニット７００は昇降変位に伴って演出装置７８０が前後方向の変位す
るところ、その前端面の前後位置は、張出状態において、第１動作ユニット６００の張出
状態における第２装飾回転部材６６０の第２演出面６６１ｂの前後位置と合う（一致する
）ように構成される。
【０７０１】
　これにより、張出状態において正面視で近接配置される第１動作ユニット６００の第２
演出面６６１ｂ（図２９参照）と、第２動作ユニット７００の演出装置７８０（図３０）
と、の前後位置が合うことになり、これらを一体的に視認させ易くすることができる。
【０７０２】
　一方で、演出装置７８０の前後方向の配置は、中間演出状態や演出待機状態では張出状
態における配置よりも後方に下がるので、張出状態に比較して、第１動作ユニット６００
の箱状部材６６１と演出装置７８０とを分けて（独立で）視認させ易くすることができる
。
【０７０３】
　昇降反転演出装置７７０は、昇降板部材７４０に連結支持される本体部材７７１と、そ
の本体部材７７１を基準として変位可能に構成される演出装置７８０と、を備える。次い
で、図５５及び図５６を参照して昇降反転演出装置７７０の詳細について説明する。
【０７０４】
　図５５は、昇降反転演出装置７７０の分解正面斜視図であり、図５６は、昇降反転演出
装置７７０の分解背面斜視図である。なお、図５５及び図５６の説明では、図５０及び図
５１を適宜参照する。
【０７０５】
　本体部材７７１は、左右方向に長尺に形成される下側長尺部７７２と、その下側長尺部
７７２の左右中央位置から背面側へ円筒状で突設される挿通筒状部７７３と、下側長尺部
７７２の左右両端部から背面側に延設される一対の案内延設部７７４と、上下に延びる連
結部により下側長尺部７７２の左右中央位置と一体的に形成され左右方向に長尺に形成さ
れる上側長尺部７７５と、その上側長尺部７７５の左右両側部から背面側に配設され演出
装置７８０の直動板部材７８４を左右方向に案内可能に構成される複数の案内部７７６と
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、上側長尺部７７５の左右中央に背面側から締結固定され駆動伝達装置を支持可能とされ
る伝達装置保持板７７７と、下側長尺部７７２及び上側長尺部７７５の正面側に締結固定
される発光演出手段７７８と、を備える。
【０７０６】
　挿通筒状部７７３は、昇降板部材７４０の円筒状部７４４の内周側に挿通される部分で
あり、円筒状部７４４の内周に摺動可能な寸法関係で形成され、摺動により本体部材７７
１は前後方向に変位する。即ち、挿通筒状部７７３が円筒状部７４４に挿通されることで
、昇降板部材７４０を基準とする本体部材７７１の前後方向の傾倒変位を抑制することが
できる。
【０７０７】
　案内延設部７７４は、幅が上下方向を向く縦板７７４ａと、その縦板７７４ａの上端部
に連結され幅方向が左右方向を向く第１横板７７４ｂと、その第１横板７７４ｂよりも下
側において縦板７７４ａに連結され幅方向が左右方向を向く（第１横板７７４ｂの幅と平
行となる）第２横板７７４ｃと、縦板７７４ａの左右外側面から左右外側へ向けて突設さ
れる上下一対の筒状部７７４ｄと、その筒状部７７４ｄに回転可能に軸支される回転筒部
７７４ｅと、を備える。
【０７０８】
　第２横板７７４ｃは、第１横板７７４ｂの幅方向端部よりも左右内側に延びる態様で幅
長さが長くされている。この幅方向の拡張部は、組立状態において昇降板部材７４０の下
底部と上下方向に対向配置され、互いに当接することで、案内延設部７７４が前倒れする
傾倒変位が抑制される。即ち、第２横板７７４ｃを昇降板部材７４０の下底部と上下方向
に対向配置される程度に幅長さを確保することにより、昇降板部材７４０を基準として本
体部材７７１が前倒れする傾倒変位を抑制することができる。
【０７０９】
　筒状部７７４ｄは、一対が鉛直方向に並ぶのではなく、上側の筒状部７７４ｄの方が、
下側の筒状部７７４ｄに比較して前側にずれて配置される。このずれは、前上傾斜部７１
４，７５１の傾斜と、一対の筒状部７７４ｄの中心を結ぶ直線の方向と、が平行になるよ
うに設定される（図５２（ａ）参照）。即ち、前上傾斜部７１４，７５１の傾斜と平行に
一対の筒状部７７４ｄが配置されることにより、上下一対の回転筒部７７４ｅを前上傾斜
部７１４，７５１又は受傾斜部７６２に同時に当接させることができる。これにより、上
下一対の回転筒部７７４ｅを安定して転動させることができ、局所的な負荷が生じること
を回避し易くすることができる。
【０７１０】
　案内部７７６は、左右一対が上下に並ぶ態様で左右両側に配設され内周側に雌ネジが形
成される複数の筒状部７７６ａと、左右一対の筒状部７７６ａを繋ぐように締結固定され
る複数の脱落防止板部７７６ｂと、を備える。
【０７１１】
　脱落防止板部７７６ｂは、複数の筒状部７７６ａに対応する位置に穿設される挿通孔を
備え、その挿通孔に背面側から挿通される締結ネジが筒状部７７６ａに螺入されることで
筒状部７７６ａに締結固定される部分であり、直動板部材７８４の脱落を防止するための
部分として機能するが、詳細は後述する。
【０７１２】
　伝達装置保持板７７７は、駆動モータ７８２を支持するためのモータ支持板部７７７ａ
と、駆動モータ７８２の駆動軸を挿通可能な位置においてモータ支持板部７７７ａに穿設
される挿通孔７７７ｂと、その挿通孔７７７ｂの下側において正面側に円筒状に突設され
る円筒状突設部７７７ｃと、上下両端位置において締結ネジを挿通可能に穿設される一対
の挿通孔７７７ｄと、背面側に締結固定される配線留め部材７７７ｅと、を備える。
【０７１３】
　円筒状突設部７７７ｃは、内周側に雌ネジが形成されており、伝達ギア７８１ｂに挿通
された状態で締結ネジが螺入されることで、上下反転部材７８１を脱落不能に軸支する部
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分である。
【０７１４】
　挿通孔７７７ｄは、上側長尺部７７５の対応する部分に形成される雌ネジ部７７５ａに
螺入される締結ネジが挿通可能とされ、その締結ネジにより伝達装置保持板７７７が上側
長尺部７７５に締結固定される。
【０７１５】
　配線留め部材７７７ｅは、駆動モータ７８２に接続される電気配線を伝達装置保持板７
７７との間の隙間に保持し、留めるための部分であるが、伝達装置保持板７７７の外枠に
沿った形状に形成することで、伝達装置保持板７７７の全体的な剛性の向上をも図ること
ができる。
【０７１６】
　発光演出手段７７８は、ＬＥＤ等の発光部材が正面側に配設される左右長尺板状の上下
２枚の電飾基板７７８ａと、その電飾基板７７８ａの正面側に配設される光透過性の樹脂
材料から形成される板部材であって光拡散加工が形成される光拡散部材７７８ｂと、を備
える。
【０７１７】
　上側の電飾基板７７８ａは、背面側に上下一対で配設される検出センサ７７８ｄを備え
る。検出センサ７７８ｄは、フォトカプラ形式の検出装置であって、検出溝に円弧状突設
部７８１ｄが配置されることで演出装置７８０の上下反転部材７８１の姿勢を検出可能に
構成されるが、詳細は後述する。
【０７１８】
　下側の光拡散部材７７８ｂは、背面側に複数の被締結部が形成され、その被締結部に、
対応する位置において下側長尺部７７２に穿設される挿通孔に背面側から挿通される締結
ネジが螺入されることで締結固定されることで、締結ネジが目立たないようにしている。
【０７１９】
　一方、上側の光拡散部材７７８ｂには、左右両側に締結ネジを挿通するための挿通孔７
７８ｃが形成され、その挿通孔７７８ｃに正面側から挿通された締結ネジが上側長尺部７
７５の雌ネジ部７７５ｂに螺入されることで、上側の光拡散部材７７８ｂが締結固定され
る。
【０７２０】
　この場合、締結ネジの頭部が正面側を向いており、対策なしでは目立ってしまう可能性
があるが、本実施形態では、後述するように、常に覆設部材７８７が挿通孔７７８ｃの正
面側を覆うような配置とされるので、挿通孔７７８ｃに固定される締結ネジの頭部を覆設
部材７８７により隠すことができる。
【０７２１】
　そのため、締結ネジの頭部が正面側に向くような設計であっても、その締結ネジの頭部
が目立つことで演出に悪影響を与える事態が生じることを回避することができる。換言す
れば、覆設部材７８７が締結ネジを隠すように配置する設計とすることで、締結ネジの挿
通方向の設計自由度を高めることができる。
【０７２２】
　演出装置７８０は、上側長尺部７７５の周囲に外形部が配置され変位可能に構成される
装置であって、伝達装置保持板７７７の円筒状突設部７７７ｃに軸支される上下反転部材
７８１と、その上下反転部材７８１の伝達ギア７８１ｂに駆動力を伝達する駆動ギア７８
２ａが駆動軸に固着される駆動モータ７８２と、上下反転部材７８１の長尺方向両端部の
それぞれに一側の端部が軸支される一対の中間腕部材７８３と、その中間腕部材７８３の
他側の端部が軸支され案内部７７６に左右方向に変位を案内される一対の直動板部材７８
４と、その直動板部材７８４と中間腕部材７８３との間に配設され左右方向に延びる回転
軸で回転（反転）可能に構成される一対の軸回転部材７８５と、その軸回転部材７８５を
直動板部材７８４と共同で軸支する一対の軸支部材７８６と、軸回転部材７８５の左右外
側先端部に位相が固定された状態で脱落不能に嵌合固定される一対の端板部材７８５ｄと
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、その端板部材７８５ｄの前後に配置され、上側長尺部７７５の左右側部を覆う左右長さ
で形成される覆設部材７８７と、を備える。
【０７２３】
　上下反転部材７８１は、長尺板状に形成される本体板部７８１ａと、その本体板部７８
１ａの中心部の背面側にギア状で突設される伝達ギア７８１ｂと、本体板部７８１ａの長
尺方向両端部から背面側へ円筒状に突設される一対の円筒状突設部７８１ｃと、伝達ギア
７８１ｂの中心軸を中心とする円弧状に本体板部７８１ａの正面側に突設される円弧状突
設部７８１ｄと、を備える。
【０７２４】
　伝達ギア７８１ｂは、中心に前後方向に延びる円形孔を有し、この円形孔に伝達装置保
持板７７７の円筒状突設部７７７ｃが挿通され、先端側から締結ネジが螺入されることで
、伝達ギア７８１ｂを介して上下反転部材７８１が伝達装置保持板７７７に脱落不能に軸
支される。
【０７２５】
　伝達ギア７８１ｂは、駆動ギア７８２ａと歯合しており、駆動モータ７８２に通電され
駆動ギア７８２ａが回転すると、伝達ギア７８１ｂも連動して回転することで、上下反転
部材７８１が回転する。即ち、上下反転部材７８１は駆動モータ７８２を通電することで
回転駆動可能とされる。
【０７２６】
　円筒状突設部７８１ｃは、中間腕部材７８３を軸支する。即ち、中間腕部材７８３の一
側支持孔７８３ａが形成される端部は、上下反転部材７８１が回転変位することに伴い変
位する円筒状突設部７８１ｃに追従して変位する。
【０７２７】
　円弧状突設部７８１ｄは、発光演出手段７７８の検出センサ７７８ｄの検出溝に配置可
能に形成される。即ち、上下一対の検出センサ７７８ｄのどちらかに円弧状突設部７８１
ｄが配置可能とされている。
【０７２８】
　そのため、検出センサ７７８ｄの出力を読み取ることで、上下反転部材７８１の姿勢を
、円弧状突設部７８１ｄが検出センサ７７８ｄの検出溝に配置される２姿勢と、その間の
姿勢（一対の検出センサ７７８ｄの検出溝の双方に円弧状突設部７８１ｄが配置されてい
ない姿勢）と、で判定可能となっている。
【０７２９】
　中間腕部材７８３は、長尺棒状（幅狭板状）に形成されており、一側の端部で穿設され
円筒状突設部７８１ｃに軸支される一側支持孔７８３ａと、一側支持孔７８３ａの反対側
である他側の端部で内周側が貫通形成される円筒状の他側円筒状部７８３ｂと、その他側
円筒状部７８３ｂを中心とする傘状のギア歯（傘歯車）として形成される傘歯部７８３ｃ
と、を備える。
【０７３０】
　円筒状突設部７８１ｃの内周側には雌ネジが形成されており、その雌ネジに一側支持孔
７８３ａに背面側から挿通される締結ネジが螺入される。これにより、中間腕部材７８３
は、上下反転部材７８１に脱落不能に軸支される。
【０７３１】
　直動板部材７８４は、左右方向に長尺な方形板状に形成され、中間腕部材７８３の他側
円筒状部７８３ｂに挿通される円筒状に突設される円筒状突設部７８４ａと、その円筒状
突設部７８４ａの中心軸を中心とした円弧状で突設される円弧状板部７８４ｂと、円筒状
突設部７８４ａの上下両側において左右方向に平行に延びる長円状に穿設される一対の長
孔部７８４ｃと、その長孔部７８４ｃの間の位置において上下一対で平行配置され背面側
に突設される一対の支持板部７８４ｄと、その支持板部７８４ｄの中間部において互いに
対向される側に突設され前後方向に延びる突条として形成される一対の突条部７８４ｅと
、支持板部７８４ｄの端部に背面側に開口される筒状に配設され内周側に雌ネジが形成さ
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れる一対の被締結部７８４ｆと、円筒状突設部７８４ａと支持板部７８４ｄとの間で貫通
形成される配置用孔７８４ｇと、軸支部材７８６との間でリング状金属部材７８５ｅを保
持可能な半円形状面を有するリング保持半部７８４ｈと、軸支部材７８６との間で磁石Ｍ
ｇを保持可能となるように方形箱状に形成される磁石保持半部７８４ｉと、を備える。
【０７３２】
　円筒状突設部７８４ａは、中間腕部材７８３の他側円筒状部７８３ｂの内周径よりも若
干短い外周径で形成され、他側円筒状部７８３ｂの軸方向長さよりも若干長い突設長さと
され、内周側に雌ネジが形成されている。即ち、他側円筒状部７８３ｂに背面側から挿通
される締結ネジが円筒状突設部７８４ａの雌ネジに螺入されることで、中間腕部材７８３
は、円筒状突設部７８４ａに脱落不能に軸支される。
【０７３３】
　円弧状板部７８４ｂは、他側円筒状部７８３ｂの外周径よりも若干長い内周径の円弧形
状で形成される。これにより、円弧状板部７８４ｂが組立状態で他側円筒状部７８３ｂと
径方向で対向するように近接配置され、他側円筒状部７８３ｂの回転軸に対する傾斜変位
を制限している。これにより、他側円筒状部７８３ｂを中心とした中間腕部材７８３の回
動変位を安定させることができる。
【０７３４】
　長孔部７８４ｃは、本体部材７７１の筒状部７７６ａが挿通される開口であり、筒状部
７７６ａに形成される雌ネジに、脱落防止板部７７６ｂの挿通孔に背面側から挿通される
締結ネジが螺入されることで、直動板部材７８４が本体部材７７１に脱落不能に支持され
る。
【０７３５】
　その支持状態（組立状態）において、直動板部材７８４は長孔部７８４ｃの形成方向に
沿ってスライド変位可能とされる。即ち、直動板部材７８４は左右方向にスライド変位可
能に構成される。
【０７３６】
　支持板部７８４ｄは、軸回転部材７８５の金属棒７８５ａの上下変位を抑制するように
保持するための板状部であり、突条部７８４ｅは、金属棒７８５ａの左右方向の配置を規
定するための突条として機能するが、詳細は後述する。
【０７３７】
　配置用孔７８４ｇは、軸回転部材７８５の傘歯部材７８５ｃとの干渉を避けるための開
口であるが詳細は後述する。
【０７３８】
　軸回転部材７８５は、左右一組で配設され直動板部材７８４に軸支される部材であって
、金属材料から略円柱状に形成される金属棒７８５ａと、その金属棒７８５ａの長さ方向
の中央位置において周方向に形成される凹設溝部７８５ｂと、金属棒７８５ａの左右内側
端部に配設され金属棒７８５ａに固定される部材であって中間腕部材７８３の傘歯部７８
３ｃと歯合する傘歯（傘歯車）が形成される傘歯部材７８５ｃと、金属棒７８５ａの左右
外側端部に配設され金属棒７８５ａに固定される端板部材７８５ｄと、その端板部材７８
５ｄの金属棒７８５ａの周りに端板部材７８５ｄから嵩上げされる態様で配置されるリン
グ状金属部材７８５ｅと、端板部材７８５ｄの左右内側部に突設される部分であって内部
に形成される雌ネジ部に金属製ネジが螺入固定される回転位置安定用部７８５ｆと、を備
える。
【０７３９】
　金属棒７８５ａは、直動板部材７８４の一対の支持板部７８４ｄの間に配置され、凹設
溝部７８５ｂに突条部７８４ｅが進入配置される。ここで、凹設溝部７８５ｂは、突条部
７８４ｅと摺動可能となる寸法関係で構成されると共に、突条部７８４ｅに対して左右方
向の変位が規制される寸法関係で構成される。
【０７４０】
　即ち、凹設溝部７８５ｂの溝幅は突条部７８４ｅの左右幅よりも若干長く設定され、凹
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設溝部７８５ｂの溝深部の直径は突条部７８４ｅ間の隙間長さよりも短く設定され、凹設
溝部７８５ｂが形成されていない部分の直径は突条部７８４ｅ間の隙間長さよりも長く設
定される。
【０７４１】
　これにより、金属棒７８５ａを、直動板部材７８４の背面側において、軸回転可能かつ
左右方向への変位が抑制される態様で支持することができる。
【０７４２】
　傘歯部材７８５ｃは、直動板部材７８４の配置用孔７８４ｇに進入するように配置され
る。傘歯部材７８５ｃが配置用孔７８４ｇに部分的に進入した状態において、直動板部材
７８４の反対側（背面側）から中間腕部材７８３が傘歯部７８３ｃを傘歯部材７８５ｃと
歯合させるように組み付けられる。
【０７４３】
　このように組み付けられた状態において、傘歯部材７８５ｃは、配置用孔７８４ｇに進
入配置されているものの、金属棒７８５ａが直動板部材７８４に支持されていることから
正面側へは脱落不能とされ、背面側への変位は中間腕部材７８３により規制される。従っ
て、傘歯部材７８５ｃは、直動板部材７８４及び中間腕部材７８３に脱落不能に支持され
る。
【０７４４】
　端板部材７８５ｄの筒状部７８５ｄ１は、金属棒７８５ａの先端部としての非円形状（
例えば、Ｄ字断面形状）に対応する内周側形状で形成され、その内周側形状と金属棒７８
５ａの先端部とが締りばめの寸法関係で形成されることで、嵌合固定されている。
【０７４５】
　なお、端板部材７８５ｄを金属棒７８５ａに固定する方法は、これに限られるものでは
ない。例えば、接着剤などを利用して固着させる方法でも良いし、金属棒７８５ａの先端
部に雌ネジを形成し、その雌ネジに端板部材７８５ｄに挿通される締結ネジを螺入するこ
とで、金属棒７８５ａに端板部材７８５ｄを締結固定する方法でも良いし、その他の方法
でも良い。
【０７４６】
　リング状金属部材７８５ｅは、直動板部材７８４のリング保持半部７８４ｈに内嵌され
るように保持される。リング状金属部材７８５ｅが保持され、リング状金属部材７８５ｅ
の内周側に金属棒７８５ａを支持する端板部材７８５ｄの筒状部７８５ｄ１が摺接するよ
う構成することで、端板部材７８５ｄの回転中心を傘歯部材７８５ｃの回転中心を通る軸
線と一致し易くすることができ、金属棒７８５ａの軸径方向に生じる負荷を低減すること
ができる。
【０７４７】
　回転位置安定用部７８５ｆは、配設される金属ネジが、磁石Ｍｇに吸着する部分として
の機能を奏する。
【０７４８】
　軸支部材７８６は、方形板状に形成される部材であって、被締結部７８４ｆに螺入され
る締結ネジを挿通可能に穿設される挿通孔７８６ａと、直動板部材７８４のリング保持半
部７８４ｈとの間でリング状金属部材７８５ｅを保持可能な半円形状面を有するリング保
持半部７８６ｂと、直動板部材７８４の磁石保持半部７８４ｉとの間で磁石Ｍｇを保持可
能な方形箱状に形成される磁石保持半部７８６ｃと、を備える。
【０７４９】
　挿通孔７８６ａに背面側から挿通される締結ネジが被締結部７８４ｆに螺入され直動板
部材７８４及び軸支部材７８６が組み立てられると、軸支部材７８６の板部に金属棒７８
５ａの背面側への脱落が規制され、リング状金属部材７８５ｅはリング保持半部７８４ｈ
，７８６ｂに保持され、磁石Ｍｇは磁石保持半部７８４ｉ，７８６ｃに保持される。
【０７５０】
　覆設部材７８７は、前後一組で左右内側が開口される箱状に形成される左右一対の部材
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であって、軸回転部材７８５の端板部材７８５ｄに締結固定され、逆側の面に異なる意味
で読み取れる図形、模様、文字または絵柄などからなる装飾が形成される。
【０７５１】
　即ち、覆設部材７８７は、張出状態（図５４参照）において遊技者に視認させる装飾面
として形成される第１主装飾面７８７ａ１と、その裏面に形成される第２主装飾面７８７
ｂ１と、第１主装飾面７８７ａ１が正面側に配置された状態で演出待機状態（図５２参照
）となった場合に遊技者が視認可能な側に形成される第１副装飾面７８７ａ２と、その裏
面に形成される第２副装飾面７８７ｂ２と、を備える。なお、第２副装飾面７８７ｂ２は
、第２主装飾面７８７ｂ１が正面側に配置された状態で演出待機状態（図５２参照）とな
った場合に遊技者が視認可能な側に形成される。
【０７５２】
　覆設部材７８７は、端板部材７８５ｄに締結固定される前後２枚の部材から形成され組
立状態（図２６参照）において左右内側が開放された略箱状に形成される左右一対の部材
であって、左右の各部材に向けて延設される複数の延設部７８７ｃと、その延設部７８７
ｃの間の部分において左右外側へ退避するように凹設される凹設部７８７ｄと、を備える
。
【０７５３】
　延設部７８７ｃは、覆設部材７８７の近接配置状態（図２６参照）において、端部が互
いに当接または近接配置されるよう形成される。これにより、左右一対の覆設部材７８７
を一体的に視認させることができる。
【０７５４】
　凹設部７８７ｄは、覆設部材７８７の近接配置状態（図２６参照）において、発光演出
手段７７８の光拡散部材７７８ｂの中央に配置される円形状部や、上側長尺部７７５の左
右中央上側の円弧板部等を視認可能に開放するための部分であり、これらの部分との干渉
を少なくとも避ける形状で凹設形成される。
【０７５５】
　覆設部材７８７は、演出装置７８０の動作に伴い、第１主装飾面７８７ａ１を正面側に
向けると共に第１副装飾面７８７ａ２を上側に向ける状態（図２９、図５２参照）と、第
２主装飾面７８７ｂ１を正面側に向けると共に第２副装飾面７８７ｂ２を上側に向ける状
態（図３０参照）と、で状態を切り替え可能に形成される。まず、覆設部材７８７の状態
を切り替える変位を構成する機構について説明する。
【０７５６】
　図５７（ａ）及び図５７（ｂ）は、伝達装置保持板７７７、上下反転部材７８１、中間
腕部材７８３、直動板部材７８４及び軸回転部材７８５の正面図である。図５７（ａ）で
は、一対の円筒状突設部７８１ｃが同一の鉛直線上に配置される上下反転部材７８１の縦
配置状態（正立の縦配置状態とも称す）が図示され、図５７（ｂ）では、図５７（ａ）に
示す状態から上下反転部材７８１が円筒状突設部７７７ｃを中心に正面視反時計回りに約
２４度回転した状態が図示される。なお、図５７（ａ）及び図５７（ｂ）では、理解を容
易とするために、左側の軸回転部材７８５の端板部材７８５ｄ及び右側の軸回転部材７８
５の図示が省略される。
【０７５７】
　正立の縦配置状態では、円弧状突設部７８１ｄは、上側の検出センサ７７８ｄ（図５６
参照）の検出溝に進入した状態で配置される。また、正立の縦配置状態から上下反転部材
７８１を１８０度回転させた倒立の縦配置状態では、円弧状突設部７８１ｄは、下側の検
出センサ７７８ｄの検出溝に進入した状態で配置される。
【０７５８】
　即ち、検出センサ７７８ｄ（図５６参照）の出力は、上下反転部材７８１が正立の縦配
置状態か倒立の縦配置状態かで切り替わるように構成されており、検出センサ７７８ｄの
出力から音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は演出装置７８０の状態を判定すること
ができる。
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【０７５９】
　図５７（ａ）及び図５７（ｂ）に示すように、上下反転部材７８１が回転変位されると
、中間腕部材７８３が姿勢変化しながら左右方向に変位する。この姿勢変化の角度が、軸
回転部材７８５の回転角度に対応し（比例し）、他側円筒状部７８３ｂの左右方向変位量
が、直動板部材７８４及び軸回転部材７８５の左右方向変位量に対応する。
【０７６０】
　ここで、回転変位と左右方向変位（直動変位）とが生じる順序について説明する。これ
らの変位は、同時に同程度で生じるものではなく、回転変位の程度の方が大きくなる配置
や、直動変位の程度の方が大きくなる配置等がある。
【０７６１】
　まず、概要の説明をすると、上下反転部材７８１、中間腕部材７８３及び直動板部材７
８４の構成は、周知のスライダクランク機構となっている。即ち、円筒状突設部７７７ｃ
を中心に上下反転部材７８１が回転すると、上下反転部材７８１の円筒状突設部７８１ｃ
に軸支されている中間腕部材７８３の他側円筒状部７８３ｂが、正面視で円筒状突設部７
７７ｃの中心部を通る移動軸ＨＬ１に沿って平行移動するように、他側円筒状部７８３ｂ
に連結される直動板部材７８４の変位方向が規制されている。左右の一対の直動板部材７
８４は、移動軸ＨＬ１に沿って左右逆方向に同時に変位する。
【０７６２】
　図５７（ｂ）に示すように、図５７（ａ）に示す縦配置状態から約２４度回転するまで
に、他側円筒状部７８３ｂは左右方向に長さＬ１変位している。長さＬ１は、下側長尺部
７７２と上側長尺部７７５との連結部分（図５５参照）の幅長さの半分の長さ（左右中心
と左右幅端部との間の長さ）として図示される。
【０７６３】
　また、図５７（ａ）から図５７（ｂ）への状態変化により、中間腕部材７８３の他側円
筒状部７８３ｂを中心とした姿勢変化は、正面視時計回りに５度となっており、傘歯部７
８３ｃの隣り合う歯の配置間隔としての角度である１５度の半分以下の角度に抑えられて
いる。
【０７６４】
　傘歯部材７８５ｃが中間腕部材７８３の手前側に配置されていることから、傘歯部７８
３ｃと傘歯部材７８５ｃとの負荷の伝達（歯合伝達）は、互いの前後方向の対向位置、即
ち、正面視における移動軸ＨＬ１上で生じる。
【０７６５】
　図５８（ａ）は、図５７（ａ）のＬＶＩＩＩａ－ＬＶＩＩＩａ線における伝達装置保持
板７７７、上下反転部材７８１、中間腕部材７８３、直動板部材７８４及び軸回転部材７
８５の断面図であり、図５８（ｂ）は、図５７（ｂ）のＬＶＩＩＩｂ－ＬＶＩＩＩｂ線に
おける伝達装置保持板７７７、上下反転部材７８１、中間腕部材７８３、直動板部材７８
４及び軸回転部材７８５の断面図である。
【０７６６】
　図５８（ｂ）に示すように、中間腕部材７８３の傘歯部７８３ｃは、軸回転部材７８５
の傘歯部材７８５ｃのギア歯を押圧するように変位する（図５８（ｂ）においては、上方
へ変位する）。なお、図５８（ｂ）では、理解を容易とするために、傘歯部７８３ｃと傘
歯部材７８５ｃのギア歯とが重なって配置されるよう図示されており、この重なり幅が傘
歯部７８３ｃと傘歯部材７８５ｃのギア歯との弾性変形により吸収される。
【０７６７】
　傘歯部７８３ｃが傘歯部材７８５ｃと歯合し、駆動力が伝達されることにより、軸回転
部材７８５が回転変位する。図５７（ａ）に示す状態から上下反転部材７８１が正面視反
時計回りに１８０度回転変位する間に、右側の軸回転部材７８５は後転方向に回転し、左
側の軸回転部材７８５は前転方向に回転する。
【０７６８】
　なお、上下反転部材７８１が１８０度回転する間に、中間腕部材７８３の傘歯部７８３
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ｃは他側円筒状部７８３ｂを中心に９０度回転し、それに伴い軸回転部材７８５の傘歯部
材７８５ｃは１８０度回転する。即ち、傘歯部材７８５ｃが金属棒７８５ａを中心として
回転する角度は、傘歯部７８３ｃの他側円筒状部７８３ｂを中心とした回転角度の２倍と
なるように構成される。
【０７６９】
　ここで、図５８（ａ）の状態から図５８（ｂ）の状態までの変位による押圧に伴い生じ
得る傘歯部材７８５ｃの変位量は、ギア歯の周方向の厚みに満たず、傘歯部材７８５ｃの
ギア歯を確実に回転させる量には満たない。即ち、当接する代表歯が隣設する歯の配置ま
で回転するまでの変位量（傘歯部材７８５ｃのギア歯が１２等分で配置されていることに
よれば、角度３０度の回転に要する変位量）よりは小さい。
【０７７０】
　傘歯部７８３ｃのギア歯は傘歯部材７８５ｃのギア歯を押圧するように変位するが、本
実施形態では中間腕部材７８３及び傘歯部材７８５ｃが樹脂材料から形成されていること
から、押圧を伴う変位が中間腕部材７８３及び傘歯部材７８５ｃの弾性変形により吸収さ
れることにより、軸回転部材７８５の傘歯部材７８５ｃの回転方向の姿勢は、図５７（ａ
）の状態から図５７（ｂ）の状態まで維持される。
【０７７１】
　中間腕部材７８３及び傘歯部材７８５ｃの弾性変形は、上下反転部材７８１を介して中
間腕部材７８３に伝達される駆動力に対して、磁石Ｍｇから軸回転部材７８５の回転位置
安定用部７８５ｆ（図５４参照）に生じる吸着力が対抗することにより生じる。
【０７７２】
　即ち、右側の軸回転部材７８５が後転方向に回転変位するのを制限するように、磁石Ｍ
ｇの磁力が下側の回転位置安定用部７８５ｆの金属ネジを吸着するように作用することで
、右側の軸回転部材７８５は磁石Ｍｇから前転方向の付勢力を受ける。従って、磁石Ｍｇ
の吸着力は、右側の軸回転部材７８５の回転変位の変位抵抗を上昇させる方向に作用する
。
【０７７３】
　また、左側の軸回転部材７８５に対しては、回転位置安定用部７８５ｆの配置が右側と
同様に端板部材７８５ｄの前側とされている一方で、磁石Ｍｇの配置が右側と逆の上側と
されている（図５５参照）。そのため、磁石Ｍｇの磁力が上側の回転位置安定用部７８５
ｆの金属ネジを吸着するように作用することで、左側の軸回転部材７８５は磁石Ｍｇから
後転方向の付勢力を受ける。従って、磁石Ｍｇの吸着力は、左側の軸回転部材７８５の回
転変位の変位抵抗を上昇させる方向に作用する。
【０７７４】
　本実施形態では、磁石Ｍｇの吸着力は、図５７（ａ）に示す状態から他側円筒状部７８
３ｂが左右方向に長さＬ１変位するまでの間に傘歯部材７８５ｃに負荷される駆動力を超
える負荷を発生可能となるように設計される。
【０７７５】
　これにより、図５８（ｂ）に示す傘歯部７８３ｃの変位量を吸収するように、中間腕部
材７８３及び傘歯部材７８５ｃの弾性変形が生じることになる。そして、図５７（ｂ）に
示す状態を超えて変位が継続されると、磁石Ｍｇの吸着力を超えて傘歯部材７８５ｃが回
転し、磁石Ｍｇと回転位置安定用部７８５ｆの金属ネジとの配置が離れることで磁力が極
端に低下することになり、磁石Ｍｇの吸着力から開放された中間腕部材７８３及び傘歯部
材７８５ｃが弾性回復しつつ回転変位する。
【０７７６】
　そのため、回転開始時においては、弾性回復分が軸回転部材７８５の回転方向の勢いを
増すことになるので、回転開始時における回転速度を瞬間的に向上させることができる。
この回転速度の向上は、軸回転部材７８５だけでなく、軸回転部材７８５に締結固定され
る覆設部材７８７（図５５参照）でも同様に生じる。
【０７７７】
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　これにより、駆動モータ７８２の駆動速度の変更を行うことなく、覆設部材７８７の動
作の緩急をつけることができるので、駆動モータ７８２の制御設計の負担を低減しながら
、覆設部材７８７の演出効果を向上することができる。
【０７７８】
　このように、本実施形態によれば、磁石Ｍｇの吸着力により、軸回転部材７８５の回転
変位が生じるタイミングを、中間腕部材７８３の傘歯部７８３ｃが回転開始するタイミン
グよりも遅らせることができる。
【０７７９】
　磁石Ｍｇの吸着力を受ける回転位置安定用部７８５ｆは、上下一対で構成されており、
覆設部材７８７の第１主装飾面７８７ａ１が正面側を向いている時には一方の回転位置安
定用部７８５ｆが磁石Ｍｇに近接配置され吸着力を受け（図５２（ｂ）参照）、向きが反
転し覆設部材７８７の第２主装飾面７８７ｂ１が正面側を向いている時には他方の（図５
２（ｂ）参照、上側の）回転位置安定用部７８５ｆが磁石Ｍｇに近接配置され吸着力を受
ける。
【０７８０】
　即ち、正面側を向いている面が第１主装飾面７８７ａ１か第２主装飾面７８７ｂ１かに
関わらず、少なくとも近接配置状態（図２９及び図３０参照）において、磁石Ｍｇの磁力
は軸回転部材７８５の回転変位を制限する目的で有効に作用する。従って、近接配置状態
からの変位において、軸回転部材７８５の回転変位が磁力により遅れる作用を回転変位の
方向によらず（両方向で）生じさせることができる。
【０７８１】
　即ち、図５８（ａ）に示す状態から図５８（ｂ）に示す状態までの間は、左右方向の直
動変位の程度の方が、回転変位の程度に比較して大きい。そして、上下反転部材７８１が
図５７（ｂ）を超えて正面視反時計回りに回転が継続されると、左右方向の直動変位の程
度が落ち着き、回転変位が生じる。
【０７８２】
　本実施形態によれば、上述のようにスライダクランク機構を採用していることから、同
様の作用が生じる。即ち、縦配置状態付近においては、円筒状突設部７８１ｃの変位は、
左右方向に大きく上下方向に小さいので、中間腕部材７８３の左右方向変位は大きく回転
量は小さい。そのため、直動板部材７８４の左右方向変位は大きく、軸回転部材７８５の
回転変位は小さくなる。
【０７８３】
　一方、上下反転部材７８１の長尺方向が左右方向に近づくように倒れるほど、円筒状突
設部７８１ｃの変位は、左右方向に小さく上下方向に大きくなるので、中間腕部材７８３
の左右方向変位は小さく回転量は大きくなる。そのため、直動板部材７８４の左右方向変
位は小さく、軸回転部材７８５の回転変位は大きくなる。
【０７８４】
　従って、縦配置状態から開始され縦配置状態で終了する上下反転部材７８１の回転動作
において、まず直動板部材７８４の左右方向変位の程度が大きくなり、次いで軸回転部材
７８５の回転変位の程度が大きくなり、再び直動板部材７８４の左右方向変位の程度が大
きくなる。
【０７８５】
　このような順序で直動変位と、回転変位とが生じることで、上側長尺部７７５と下側長
尺部７７２との連結部分（図５５参照）に覆設部材７８７の延設部７８７ｃが衝突するこ
とを回避することができる。次いで、覆設部材７８７の外観の変化について説明する。
【０７８６】
　図５９（ａ）から図５９（ｃ）は、演出装置７８０の正面図である。図５９（ａ）から
図５９（ｃ）では、昇降反転演出装置７７０の反転動作が時系列で図示される。図５９（
ａ）では、上下反転部材７８１の正立の縦配置状態における演出装置７８０が図示され、
図５９（ｂ）では、上下反転部材７８１が縦配置状態から９０度回転した時における演出
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装置７８０が図示され、図５９（ｃ）では、上下反転部材７８１の倒立の縦配置状態にお
ける演出装置７８０が図示される。
【０７８７】
　上下反転部材７８１は、正立の縦配置状態（図５７（ａ）参照）から正面視反時計回り
に１８０度回転することで、倒立の縦配置状態に状態が変化する。倒立の縦配置状態では
、正立の縦配置状態（図５９（ａ）参照）を基準として、覆設部材７８７の姿勢が１８０
度反転する。これにより、遊技者が視認可能な装飾面が切り替えられることになる（図５
９（ｃ）参照）。
【０７８８】
　倒立の縦配置状態から上下反転部材７８１が正面視時計回り（反対回り）に１８０度回
転変位することで、正立の縦配置状態（図５７（ａ）参照）に戻る。従って、反転動作は
、上下反転部材７８１を１８０度回転変位させるように方向を反転させて駆動モータ７８
２（図５６参照）を駆動する度に、図５９（ａ）に示す状態と図５９（ｃ）に示す状態と
で、状態を繰り返し切り替えることができる。
【０７８９】
　上述したように、図５７（ａ）に示す状態から上下反転部材７８１が正面視反時計回り
に１８０度回転変位する間に、傘歯部７８３ｃと噛み合うことで軸回転部材７８５が１８
０度回転変位する。ここで、傘歯部７８３ｃの回転方向から、右側の軸回転部材７８５は
後転方向に回転し、左側の軸回転部材７８５は前転方向に回転する。即ち、左右に配置さ
れる一対の軸回転部材７８５及び端板部材７８５ｄに締結固定される覆設部材７８７は、
逆方向に回転する。
【０７９０】
　そのため、途中位置では、右側の覆設部材７８７は第２副装飾面７８７ｂ２を正面側に
向け、左側の覆設部材７８７は第１副装飾面７８７ａ２を正面側に向ける（図５９（ｂ）
参照）。
【０７９１】
　これにより、覆設部材７８７の回転変位中に、左側の覆設部材７８７の第１副装飾面７
８７ａ２（又は第２副装飾面７８７ｂ２）と右側の覆設部材７８７の第１副装飾面７８７
ａ２（又は第２副装飾面７８７ｂ２）とが揃って視認されることを回避することができる
。
【０７９２】
　従って、回転変位中の覆設部材７８７の装飾面を、敢えて左右で内容のずれたものとす
ることができ、装飾面の内容を遊技者に認識し難いように構成できるので、回転変位中の
覆設部材７８７が遊技者に与える情報量を低くすることができる。
【０７９３】
　これにより、回転変位中の覆設部材７８７に対する遊技者の注目力を低減させることが
できる。また、回転変位が停止した時に左右一対の覆設部材７８７の装飾面が第１主装飾
面７８７ａ１（又は第２主装飾面７８７ｂ１）で揃うことから、覆設部材７８７の回転が
停止するまで遊技者の視線を覆設部材７８７に維持し易いという効果も奏し得る。
【０７９４】
　回転変位は第２動作ユニット７００の張出状態（図５４参照）で実行されるが、この回
転変位が停止し、左右一対の覆設部材７８７の装飾面が第１主装飾面７８７ａ１（又は第
２主装飾面７８７ｂ１）で揃った状態では、演出装置７８０が第３図柄表示装置８１の表
示領域の上下中央付近にまで上昇してきており（図３０参照）、この状態で第１副装飾面
７８７ａ２（又は第２副装飾面７８７ｂ２）に注目力が集まる可能性は低い。
【０７９５】
　特に、第３動作ユニット８００が第２動作ユニット７００と近接変位されるよう制御さ
れる場合などには特に、第１副装飾面７８７ａ２（又は第２副装飾面７８７ｂ２）への視
界が第３動作ユニット８００に遮られることになる。
【０７９６】
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　一方で、第２動作ユニット７００が演出待機状態となり（図５２参照）、演出装置７８
０が第３図柄表示装置８１の表示領域よりも下側に配置されると、第１副装飾面７８７ａ
２（又は第２副装飾面７８７ｂ２）が遊技者の視界に入り易くなる。
【０７９７】
　このように、第２動作ユニット７００では、第１副装飾面７８７ａ２（又は第２副装飾
面７８７ｂ２）を、張出状態においては回転変位中に揃って視認されることを防止したり
遊技者側に面が向くことを防止したりすることで注目させず、演出待機状態においては遊
技者に注目され得る側面として形成している。
【０７９８】
　これにより、第２動作ユニット７００の見え方を配置に応じて変化させることができる
ので、第２動作ユニット７００を配置するコスト（場所の占有、上手に隠す負担）に対す
る演出性能が過度に低くなる状態が生じることを回避し易くすることができる。
【０７９９】
　軸回転部材７８５及び覆設部材７８７の回転変位後において、回転位置安定用部７８５
ｆが磁石Ｍｇ（図５４（ｂ）参照）に吸着することで軸回転部材７８５及び覆設部材７８
７の姿勢の安定化を図ることができる。
【０８００】
　本実施形態では、磁石Ｍｇに吸着する金属部材が金属製ネジで構成されるので、専用の
金属部材を設計する場合に比較して、部材コストの削減や、メンテナンス性の向上を図る
ことができる。
【０８０１】
　上述したように、軸回転部材７８５及び覆設部材７８７の回転変位には左右方向の直動
変位が伴うので、回転変位を実行可能な演出装置７８０の配置は制限されることになる。
即ち、第２動作ユニット７００の演出待機状態（図２８参照）や中間演出状態（図３３参
照）では、回転変位を実行することで、左右に配置される右側前板部材７１０、左側後板
部材７５０及び前側支持部材７６０や、その正面側に固定配置される立体装飾部７６８ａ
等の装飾部材が覆設部材７８７に衝突することになる。
【０８０２】
　一方、第２動作ユニット７００の張出状態（図３０参照）では、左右方向に空間が確保
されることで、軸回転部材７８５及び覆設部材７８７の回転変位を実行可能となる。
【０８０３】
　従って、軸回転部材７８５及び覆設部材７８７の回転変位を生じさせる駆動モータ７３
１の駆動制御は、検出センサ７１３の出力から第２動作ユニット７００が張出状態になっ
ていると判定されていることを前提に実行可能に制御される。これにより、軸回転部材７
８５及び覆設部材７８７の回転変位を正常に生じさせることができる。
【０８０４】
　延設部７８７ｃは、上下反転部材７８１の縦配置状態において互いに近接配置され、こ
の状態において上側長尺部７７５と下側長尺部７７２との連結部分と前後で対向配置され
る。そのため、この配置から覆設部材７８７を左右方向に延びる回転軸で回転変位させる
と、延設部７８７ｃが上側長尺部７７５と下側長尺部７７２との連結部分に衝突すること
になり、不具合が生じる。
【０８０５】
　一方で、延設部７８７ｃが近接配置される構成は、左右一対の覆設部材７８７を一体的
に視認させることができるという効果を生じさせるものであり、演出上必要となる構成で
あるので、維持できることが好ましい。
【０８０６】
　これに対し、本実施形態では、覆設部材７８７が、回転変位の前に、予め左右方向に長
さＬ１だけ直動変位するよう構成される（図５７参照）。長さＬ１の直動変位により、延
設部７８７ｃを上側長尺部７７５と下側長尺部７７２との連結部分の前後位置から退避さ
せることができ、延設部７８７ｃと上側長尺部７７５と下側長尺部７７２との連結部分と
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が衝突する不具合を回避することができる。
【０８０７】
　また、このように回転変位を構成することで、覆設部材７８７が左右方向に変位する間
において長さＬ１では回転変位が生じず（又は制限され）、残りの長さＬ２において回転
変位を生じさせることになるので、覆設部材７８７の回転中における左右方向の変位量を
小さく抑えることができる。
【０８０８】
　これにより、回転中に覆設部材７８７の配置が大きく変化する場合に比較して、覆設部
材７８７の注目力を低く抑えることができ、回転変位を目立たせなくすることができるの
で、各装飾面７８７ａ１～７８７ｂ２の設計として、回転変位中の見映えを無視した設計
を行うことができるので、設計自由度を向上することができる。
【０８０９】
　なお、覆設部材７８７が回転開始するタイミングは、磁石Ｍｇの吸着力の設計により任
意に設定可能である。そのため、例えば、本体部材７７１の下側長尺部７７２と上側長尺
部７７５との連結部の左右幅を長くする設計変更が生じたとしても、演出装置７８０の構
成は同じとしながら、磁石Ｍｇを吸着力の大きな磁石に変更することで、本実施形態と同
様に、上述の連結部と延設部７８７ｃとの衝突を回避することができる。
【０８１０】
　図５９において想像線で図示するように、挿通孔７７８ｃは、常に覆設部材７８７に隠
されるよう配置される。これにより、挿通孔７７８ｃに挿通される締結ネジが遊技者に視
認されることを防止することができ、締結ネジにより演出効果が低くなることを回避する
ことができる。
【０８１１】
　本実施形態では、左右一対の覆設部材７８７に形成される各装飾面７８７ａ１，７８７
ａ２，７８７ｂ１，７８７ｂ２の装飾（図形、模様または絵柄など）が、左右の覆設部材
７８７で同一では無いことから、左右の装飾に合わせて挿通孔７７８ｃの配置が左右非対
称とされている。
【０８１２】
　即ち、挿通孔７７８ｃは締結ネジが挿通される部分であるので、その位置で電飾基板７
８７ａにＬＥＤを配置することができなくなる（図５５参照）。また、締結ネジは金属製
であり光を透過しないので、発光演出時に暗く視認され易い。
【０８１３】
　従って、左右の装飾において、明るく光らせて目立たせる箇所を避けて挿通孔７７８ｃ
を配置することが望ましく、そのようにした結果、挿通孔７７８ｃの配置が左右非対称と
されている。
【０８１４】
　なお、挿通孔７７８ｃの配置を左右対称にすることは当然に許容される。特に、左右の
覆設部材７８７で各装飾面７８７ａ１，７８７ａ２，７８７ｂ１，７８７ｂ２の装飾が同
一の場合には、挿通孔７７８ｃを左右対称に配置することによる不利益は生じず、且つ、
電飾基板７７８ａの設計を容易とすることができる。
【０８１５】
　図５９（ｂ）に示すように、本実施形態では、昇降反転演出装置７７０の反転動作中に
覆設部材７８７が左右に直動変位し、光拡散部材７７８ｂの中央部付近が延設部７８７ｃ
に囲まれていない状態においても、上下反転部材７８１、中間腕部材７８３及び直動板部
材７８４等の機構部が視認されないように隠される。
【０８１６】
　即ち、正面視において、本体部材７７１の上側長尺部７７５の外形が、前側に配置され
る光拡散部材７７８ｂの外形に収まる形状に設計されており、直動板部材７８４の上下幅
が、前側に配置される上側長尺部７７５の左右長尺部の上下幅に収まる形状に設計されて
いる。また、上下反転部材７８１は前側に配置される上側長尺部７７５の円板部の外形に
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収まる形状に設計されており、中間腕部材７８３は変位軌跡が光拡散部材７７８ｂの外形
に収まるように設計される。
【０８１７】
　これにより、演出装置７８０の変位を実現するための機構部を光拡散部材７７８ｂの背
後に隠し、視認不能とすることができるので、反転動作中における演出装置７８０の外観
による演出効果が低下することを回避することができる。
【０８１８】
　図２６に戻って説明する。第３動作ユニット８００は、演出待機状態において第３図柄
表示装置８１の表示領域の上側に配置され、背面ケース５１０に支持される左右一対の昇
降アーム部材８０１（図３１参照）の先端部に支持され、昇降アーム部材８０１が上下方
向に駆動されることに伴って昇降変位可能に構成されるユニットである。
【０８１９】
　図６０は、第３動作ユニット８００の構成の一部の分解正面斜視図であり、図６１は、
第３動作ユニット８００の構成の一部の分解背面斜視図である。なお、図６０及び図６１
では、第３動作ユニット８００の変位を構成する部分が図示されており、外側に配設され
る装飾部分としての装飾部材８７０，８８０の図示が省略されている。
【０８２０】
　図６０及び図６１に示すように、第３動作ユニット８００は、昇降アーム部材８０１に
保持される被保持部材８１０と、その被保持部材８１０の中心部に円筒部８２１が締結固
定される固定円筒部材８２０と、円筒部８２１が内周側に挿通された状態で円筒部８２１
に軸支される内側回転部材８３０と、その内側回転部材８３０が内周側に挿通された状態
で本体部８３１に軸支される外側回転部材８４０と、その外側回転部材８４０の円筒状部
８４２ａに回動可能に連結される複数（本実施形態では５本）の中間腕部材８５０と、被
保持部材８１０に収容される複数のギア部材を有し内側回転部材８３０、外側回転部材８
４０及び中間腕部材８５０を変位させる駆動力を伝達するための駆動伝達装置８６０と、
を備える。
【０８２１】
　被保持部材８１０は、円板形状の本体部材８１１と、その本体部材８１１に正面側から
蓋をする孔空き蓋部材８１７と、を備える。
【０８２２】
　本体部材８１１は、中心部において固定円筒部材８２０の円筒部８２１を保持するため
に凹設され固定用の締結ネジを挿通する挿通孔や電気配線を挿通する貫通孔が形成される
筒固定部８１２と、フォトカプラ式のセンサであって外側回転部材８４０の被検出部８４
４を受け入れ可能な側に検出溝を向けて固定される検出センサ８１３と、駆動モータ８６
１を保持するモータ保持部８１４と、伝達ギア８６３を脱落不能に軸支する円筒部として
正面側に突設される複数の円筒状突設部８１５と、負荷応答ギア８６５を脱落不能に軸支
する二重の円筒部として正面側に突設される複数の二重円筒突設部８１６と、を備える。
【０８２３】
　孔空き蓋部材８１７は、中央部に前後方向に穿設される円形孔８１８を備える。円形孔
８１８は、開口方向視において、その内周縁部から、伝達ギア８６３及び負荷応答ギア８
６５が内側に張り出すような寸法で設計される。
【０８２４】
　固定円筒部材８２０は、上述の円筒部８２１と、その円筒部８２１の正面側端部に形成
される円形板部８２２と、その円形板部８２２に締結固定され正面側にＬＥＤ等の発光手
段が配設される円板状の電飾基板８２３と、その電飾基板８２３を正面側から覆うことが
できるような傘状（又は、お椀状）で光透過性の樹脂材料から形成される透光装飾部材８
２４と、円筒部８２１の円形板部８２２側の外径よりも若干長い内径の円環状に形成され
円筒部８２１と摺動可能に構成される摺動部材８２５と、を備える。
【０８２５】
　円筒部８２１は、背面側先端部に雌ネジが形成されており、その雌ネジに被保持部材８
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１０の筒固定部８１２の挿通孔に挿通された締結ネジが螺入されることで、固定円筒部材
８２０が被保持部材８１０に回転不能に締結固定される。
【０８２６】
　円筒部８２１は内周側において軸方向に貫通形成されており、この貫通部分を通して筒
固定部８１２の貫通孔に挿通された電気配線が正面側へ這わされ、電飾基板８２３の背後
に配設されるコネクタに接続される。
【０８２７】
　電飾基板８２３は、ＬＥＤとして、五角形の頂点およびそれらの頂点から等距離離れた
中心位置に配置される内側発光部８２３ａと、円周上に等間隔で１５箇所に配置される外
側発光部８２３ｂと、を備える。内側発光部８２３ａは、光軸が正面側（前方）を向くＬ
ＥＤから構成され、外側発光部８２３ｂは、光軸が径方向外側（直径方向）を向くＬＥＤ
から構成される。
【０８２８】
　外側発光部８２３ｂは、円周上に等間隔に配置される１５個のＬＥＤから構成される。
後述するように、外側発光部８２３ｂから照射される光は、円周上に等間隔で互いに密接
して配置される第１装飾部材８７０の鍍金部８７１ａに照射されることから、各第１装飾
部材８７０に、３個のＬＥＤからの光が照射されることになる。
【０８２９】
　外側発光部８２３ｂは電飾基板８２３に固定配置されており、第１装飾部材８７０は円
の中心を軸として回転変位するように構成されるが、外側発光部８２３ｂ及び第１装飾部
材８７０は同軸の円上にそれぞれ等間隔で配置されるので、第１装飾部材８７０の回転方
向の姿勢に関わらず、常に同数（本実施形態では、３個）のＬＥＤからの光を各第１装飾
部材８７０に照射することができる。
【０８３０】
　これにより、回転動作中に第１装飾部材８７０に照射される光ＬＤ１の光量の変化を抑
制することができる。
【０８３１】
　摺動部材８２５は、内径側部が固定円筒部材８２０の円筒部８２１に摺動可能に構成さ
れる一方、外径側部が内側回転部材８３０の円形フランジ状部８３１ａに摺動可能となる
ように形成される。
【０８３２】
　摺動部材８２５は、正面側にフランジ状部が形成されており、そのフランジ状部の内径
側端部から後方に筒状で突設される筒状部を有するが、この筒状部の外径が、円形フラン
ジ状部８３１ａの内径よりも若干短く形成されることで、内側回転部材８３０に摺動可能
に内嵌される。
【０８３３】
　摺動部材８２５を間に介在させることにより、固定円筒部材８２０と、その周りを回転
可能に構成される内側回転部材８３０とが直接接触することを防止するようにしている。
また、円筒部８２１の円形板部８２２側であり、同様に本体部８３１の円形フランジ状部
８３１ａ側という強度的に有利な側に摺動部材８２５が配設されることで、摺動時や摺動
不良時（意図せず変位抵抗が過大となった時）に生じる負荷によって固定円筒部材８２０
や内側回転部材８３０が損傷したり変形したりする可能性を低減することができる。
【０８３４】
　内側回転部材８３０は、正面側端部に円形フランジ状部８３１ａを有する円筒状の本体
部８３１と、その本体部８３１の周囲を円周方向に５等分した位置において径方向に長尺
方向を沿わせた姿勢で円形フランジ状部８３１ａに締結固定される複数の金属棒８３２と
、その金属棒８３２が挿通可能に形成され金属棒８３２に案内される形で直動変位可能に
構成される複数の直動部材８３３と、その直動部材８３３の径方向外側部において回転可
能に軸支される複数の回転部材８３４と、を備える。
【０８３５】
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　本体部８３１は、上述の円形フランジ状部８３１ａと、隣り合う金属棒８３２の中間の
角度位置（５箇所）において円形フランジ状部８３１ａを基端として突条状に後方に延び
る複数の摺動突条部８３１ｂと、円形フランジ状部８３１ａの反対側の端部において円周
方向に間隔を空けて凹設形成される複数の凹設部８３１ｃと、を備える。
【０８３６】
　摺動突条部８３１ｂは、外側回転部材８４０の本体部８４１の内周側曲面と摺動可能に
構成される部分であって、外側回転部材８４０との接触面積を減らし接触摩擦を低減する
ために突設先端が断面半円状に形成される。
【０８３７】
　摺動突条部８３１ｂの配置は、上述のように隣り合う金属棒８３２の中間の角度位置と
されるが、換言すれば、外側回転部材８４０の中心軸を基準として金属棒８３２の反対側
の位置（１８０度ずれた位置）とされる。
【０８３８】
　これにより、後述する切替回転動作において中間腕部材８５０が金属棒８３２に沿って
径外方向に変位され、その中間腕部材８５０が軸支される外側回転部材８４０が径外方向
に変位するよう負荷を受けたとしても、その外側回転部材８４０の変位を摺動突条部８３
１ｂで受けることができるので、外側回転部材８４０の内側円周面と内側回転部材８３０
の外側円周面との接触面積を低い状態で維持することができる。
【０８３９】
　凹設部８３１ｃは、中央円環ギア８６４の伝達突部８６４ａが進入配置される部分であ
って、凹設部８３１ｃに伝達突部８６４ａが配置されることで、互いの相対回転を不能と
して、中央円環ギア８６４の回転角度と内側回転部材８３０の回転角度とを一致させるこ
とができる。
【０８４０】
　直動部材８３３は、直動変位方向に並ぶように間隔を空けて配置され後方へ向けて円筒
状に突設される一対の円筒状突設部８３３ａ，８３３ｂと、その円筒状突設部８３３ａ，
８３３ｂを基準として本体部８３１の中心軸から離れた側に形成され回転部材８３４に挿
通される円筒状の円筒状軸部８３３ｃと、その円筒状軸部８３３ｃの先端部において周方
向に沿って凹設される凹設溝８３３ｄと、を備える。
【０８４１】
　凹設溝８３３ｄは、組立状態（図２８参照）において回転部材８３４から突き出た側に
配置されており、回転部材８３４に締結固定される装飾部材８７０，８８０の張出部８７
３，８８３が摺動可能に外嵌されることで、回転部材８３４の径外方向への脱落を防止す
る変位規制用の溝として機能するが、詳細は後述する。
【０８４２】
　回転部材８３４は、傘歯車状に形成される傘歯部８３４ａと、直動方向と平行に円筒状
に突設される複数の円筒状突設部８３４ｂと、を備える。傘歯部８３４ａは、全周に亘っ
て形成されるものではなく、動作に必要となる３／４周（約２７０度）に亘って形成され
ている。
【０８４３】
　円筒状突設部８３４ｂは、内周側に雌ネジが形成されており、装飾部材８７０，８８０
の挿通孔８７４，８８４に挿通された締結ネジを螺入することで、装飾部材８７０，８８
０を回転部材８３４に締結固定するように機能するが、詳細は後述する。
【０８４４】
　外側回転部材８４０は、円筒状の本体部８４１と、その本体部８４１の周囲を円周方向
に５等分した位置において径方向外方へ延設される複数（本実施形態では、５本）の延設
腕部８４２と、本体部８４１の後側端部の円周に沿って外周側に形成されるギア歯８４３
と、検出センサ８１３の検出溝に進入可能な配置で本体部８４１の径外方向に延設される
被検出部８４４と、を備える。
【０８４５】
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　延設腕部８４２は、本体部８４１の中心軸と平行に延びる円筒状部８４２ａを備え、そ
の円筒状部８４２ａの内周側には雌ネジが形成されており、中間腕部材８５０の基端側棒
部８５１に円筒状部８４２ａを挿通した状態で雌ネジに締結ネジを螺入することで、中間
腕部材８５０が延設腕部８４２に脱落不能に軸支される。
【０８４６】
　ギア歯８４３は、駆動伝達装置８６０の負荷応答ギア８６５と歯合可能に配設されるこ
とで、外側回転部材８４０の回転変位の有無を切り替える部分として機能するが、詳細は
後述する。
【０８４７】
　中間腕部材８５０は、長尺に形成される部材であって、一端側が外側回転部材８４０の
円筒状部８４２ａに軸支される基端側棒部８５１と、その基端側棒部８５１の他端側にお
いて正面側に増厚される増厚部８５２と、その増厚部８５２の正面側端部から基端側棒部
８５１の長尺方向と平行に延設される先端側棒部８５３と、その先端側棒部８５３の端部
にギア歯を有して形成される回転伝達部８５４と、を備える。
【０８４８】
　回転伝達部８５４は、直動部材８３３及び回転部材８３４と連動する部分であって、円
筒状突設部８３３ａを挿通した状態で互いに回動可能な寸法関係で形成される被支持孔８
５４ａと、その被支持孔８５４ａを中心とした円弧状に穿設される長孔であって円筒状突
設部８３３ｂを挿通した状態で案内する案内孔８５４ｂと、被支持孔８５４ａを中心軸と
する傘歯車状に形成され回転部材８３４の傘歯部８３４ａと歯合することで傘歯車を形成
する傘歯部８５４ｃと、を備える。
【０８４９】
　駆動伝達装置８６０は、モータ保持部８１４に締結固定される駆動モータ８６１と、そ
の駆動モータ８６１の駆動軸に固着される駆動ギア８６２と、円筒状突設部８１５に脱落
不能に軸支され駆動ギア８６２を介して駆動力を伝達可能に歯合される複数の伝達ギア８
６３と、その伝達ギア８６３に歯合される中央円環ギア８６４と、その中央円環ギア８６
４の配置よりも前側にずれて配置され二重円筒突設部８１６に脱落不能に軸支される一対
の負荷応答ギア８６５と、その負荷応答ギア８６５の背面側において二重円筒突設部８１
６の二重筒に支持され負荷応答ギア８６５にかけられる回転方向の負荷に応じた抵抗が可
変とされるトルクリミッタ８６６と、を備える。
【０８５０】
　中央円環ギア８６４は、環状に形成され、その内周側に固定円筒部材８２０の円筒部８
２１を挿通可能に設計され、内側回転部材８３０の凹設部８３１ｃに進入配置可能となる
ように凹設部８３１ｃに対応する配置および形状で底板部から正面側に突設される伝達突
部８６４ａと、その伝達突部８６４ａの内径側および外径側に配置される同軸二重円環形
状で底板部から正面側に突設される支持円環状部８６４ｂと、を備える。
【０８５１】
　組立状態では、伝達突部８６４ａが凹設部８３１ｃに進入配置された状態において、支
持円環状部８６４ｂの間の隙間に内側回転部材８３０の本体部８３１の後方端部が中間ば
めの寸法関係または締りばめの寸法関係で嵌合される。これにより、中央円環ギア８６４
と内側回転部材８３０とを一体的に回転させることができる。
【０８５２】
　なお、凹設部８３１ｃ及び伝達突部８６４ａの配置については何ら限定されるものでは
ない。例えば、円周方向に等間隔で配置されるようにしても良いし、円周方向に不等間隔
で配置されるようにしても良い。
【０８５３】
　等間隔であれば、内側回転部材８３０と中央円環ギア８６４との姿勢を考慮せずとも、
伝達突部８６４ａと凹設部８３１ｃとの配置を合わせれば組み付けることができるので、
組み付けを迅速に行うことが可能となる。本実施形態にように、内側回転部材８３０及び
中央円環ギア８６４の形状が回転方向で対称（７２度間隔で同じ）とされる場合には、内
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側回転部材８３０及び中央円環ギア８６４の姿勢が組み付け時にずれることによる影響は
少ないと考えられるので、等間隔とすることは有効である。
【０８５４】
　不等間隔であれば、組み付け作業時において、内側回転部材８３０に対して中央円環ギ
ア８６４の姿勢を合わせてから組み付けるという工数が１個増えるが、凹設部８３１ｃへ
の伝達突部８６４ａの配置を利用して、内側回転部材８３０と中央円環ギア８６４との姿
勢合わせを行うことができる。
【０８５５】
　負荷応答ギア８６５は、外側回転部材８４０のギア歯８４３と歯合可能に配設される。
負荷応答ギア８６５にトルクリミッタ８６６が係合していることにより、内側回転部材８
３０及び中央円環ギア８６４と、外側回転部材８４０と、の間の回転抵抗の大小に起因し
て、負荷応答ギア８６５の回転が許容される状態と、規制（制限）される状態と、が切り
替えられるよう構成されている。
【０８５６】
　即ち、トルクリミッタ８６６は、所謂安全クラッチとして機能するものであり、所定の
許容値を超える負荷がかかると接続を切り、駆動力の伝達を解除するよう構成される。本
実施形態では、一方向の駆動力を伝達する装置（ワンウェイのトルクリミッタ）が、伝達
方向を逆とする一組で構成され、トルクリミッタ８６６による駆動伝達の切り替えを双方
向で応答性良く行えるように構成している。
【０８５７】
　図６２は、第３動作ユニット８００の構成の一部の分解正面斜視図であり、図６３は、
第３動作ユニット８００の構成の一部の分解背面斜視図である。なお、図６２及び図６３
では、第３動作ユニット８００の装飾部分が図示されており、変位を構成するための部分
の図示が省略されている。
【０８５８】
　図６２及び図６３に示すように、第３動作ユニット８００は、上述した内側回転部材８
３０と、その内側回転部材８３０の円筒状突設部８３４ｂに締結固定され円筒状突設部８
３４ｂの一方の側面を覆う第１装飾部材８７０と、円筒状突設部８３４ｂに締結固定され
ると共に第１装飾部材８７０の反対側の側面から円筒状突設部８３４ｂを覆う第２装飾部
材８８０と、を備える。
【０８５９】
　第１装飾部材８７０は、円筒状突設部８３４ｂに締結固定可能に形成される第１骨格部
８７１と、その第１骨格部８７１の一側を覆うよう形成される第１覆設部８７５と、を備
える。
【０８６０】
　第１骨格部８７１には、全体に鍍金処理がされており、光を反射し易いよう構成されて
いる。
【０８６１】
　第１覆設部８７５は、枠の内側が無色で光透過性の樹脂材料で形成されており、その表
面に図形や模様や、キャラクターの絵柄（以下、「絵柄等」とも称す）が描かれており、
表面が正面側に向いた際には、その絵柄等を遊技者に視認させる。
【０８６２】
　本実施形態では、複数（５個）の第１覆設部８７５に、それぞれ独立した絵柄等が描か
れている。そのため、電飾基板８２３による発光制御で強発光させる第１覆設部８７５を
変更したり、第１覆設部８７５の配置を変更したりすることで、遊技者の注目を集める絵
柄等を異ならせることができる。
【０８６３】
　例えば、遊技者目線で、第３図柄表示装置８１側にいずれの第１覆設部８７５が停止す
るかに注目させるような表示演出を第３図柄表示装置８１で実行すると同時に、内側回転
部材８３０を回転させるように制御すれば、その回転に伴い第３図柄表示装置８１側の第
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１覆設部８７５を継続的に変更することができるので、回転が停止するまでの期間に亘り
、遊技者の視線を第１覆設部８７５に集めることができる。
【０８６４】
　第２装飾部材８８０は、円筒状突設部８３４ｂに締結固定可能に形成される第２骨格部
８８１と、その第２骨格部８８１の他側を覆うよう形成される第２覆設部８８５と、を備
える。
【０８６５】
　第２骨格部８８１は、第２覆設部８８５に収容される磁石Ｍｇ２を脱落不能に保持する
ための保持片８８１ａを備える。
【０８６６】
　第２覆設部８８５は、隣設される第２覆設部８８５に収容される磁石Ｍｇ２の吸着力が
作用する位置（近接位置）に金属製ネジが螺入固定されており、この金属製ネジに磁石Ｍ
ｇ２が吸着することで、合体状態（特に、一連合体状態、図３２参照）における第２覆設
部８８５の一体性が確保できるように図っている。
【０８６７】
　第２覆設部８８５は、表面に図形や模様や、キャラクターの絵柄（以下、「絵柄等」と
も称す）が描かれており、表面が正面側に向いた際には、その絵柄等を遊技者に視認させ
る。
【０８６８】
　本実施形態では、複数（本実施形態では、５個）の第２覆設部８８５に描かれる絵柄等
は、複数（少なくとも２個、最大で５個）の第２覆設部８８５が組となるよう絵柄等が構
成されており、５個の第２覆設部８８５が合体状態を構成した時に正面視で「円状体」と
して視認されるように各第２覆設部８８５をその円状体の一部を構成するように装飾して
いる。
【０８６９】
　第２覆設部８８５に描かれる絵柄等は特に限定されるものではないが、本実施形態では
、一連合体状態において第２覆設部８８５から把握される内容が第２装飾部材８８０の回
転方向の配置が異なっても大きな違いが生じない絵柄として設計している。即ち、絵柄と
して明確な上下左右があるものではなく、回転させても外形の変化が目立たない（本実施
形態では、円形状）を構成する設計としている。
【０８７０】
　そのため、複数の第２覆設部８８５同士を強固に一体化できる方が、第２覆設部８８５
を遊技者に視認させる時の演出性能を向上させることができる。この点で、本実施形態で
は、合体状態において磁石Ｍｇ２の吸着力により第２覆設部８８５側が強固に一体化され
るので、第２覆設部８８５が正面側に配置されている場合の合体状態における演出性能を
向上させることができる。
【０８７１】
　なお、各第２覆設部８８５において、幅方向の片側に磁石Ｍｇ２が配設され、逆側に金
属製ネジが螺入固定されている。後述する切替回転動作により第２覆設部８８５の向きが
前後で反転した場合には、それに伴い正面視での磁石Ｍｇ２と金属製ネジとの配置も反転
することになる。
【０８７２】
　この場合でも、各磁石Ｍｇ２が吸着する金属製ネジが、逆側に隣設される第２覆設部８
８５に螺入固定される金属製ネジに入れ替わるだけであり、５個の第２覆設部８８５が円
環状に配設されていることから一体化した際の吸着度合いに変化はない。
【０８７３】
　一方、本実施形態では、第１覆設部８７５には、磁石を収容していない。これにより、
第１覆設部８７５側における一体化の強度は、若干弱くなっているが、これにより演出性
能が低下することを回避するようにしている。
【０８７４】
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　即ち、第１覆設部８７５には、それぞれ独立した絵柄等が描かれているので、合体状態
における一体化の程度が弱く、第１装飾部材８７０の配置が多少ずれることがあっても、
遊技者に視認させる絵柄等を認識できなくなる可能性は無い。従って、第１覆設部８７５
に描かれる絵柄等を利用した演出の演出性能が低下することを回避することができる。
【０８７５】
　更に、第１覆設部８７５側の一体化の強度が弱くなっていることにより、昇降変位（か
らの停止）に伴い生じる振動や、一体回転動作や切替回転動作としての回転変位（からの
停止）に伴い生じる振動により、合体している第１覆設部８７５同士の配置をずらすこと
ができる。これにより、第１覆設部８７５が分割体ではなく、単一の円形部材から構成さ
れる従来機では実現不可能な変位態様で第１覆設部８７５を変位させることができるので
、第１覆設部８７５による演出の演出効果を向上させることができる。
【０８７６】
　上述の事情から、複数の装飾部材８７０，８８０が近接配置される合体状態において、
第１装飾部材８７０が前側を向く状態を個別合体状態とも称し（図３１参照）、第２装飾
部材８８０が前側を向く状態を一連合体状態とも称す（図３２参照）。次いで、個別合体
状態と一連合体状態とを切り替えるための動作について説明する。
【０８７７】
　図６４（ａ）、図６４（ｂ）、図６５（ａ）及び図６５（ｂ）は、外側回転部材８４０
及び中間腕部材８５０の背面図であり、図６６（ａ）、図６６（ｂ）、図６７（ａ）及び
図６７（ｂ）は、外側回転部材８４０及び中間腕部材８５０の正面図である。
【０８７８】
　図６４から図６７では、駆動モータ８６１（図６０参照）の駆動力が伝達され、内側回
転部材８３０が外側回転部材８４０に対して相対的に回転動作することにより変位する中
間腕部材８５０の変位が時系列で図示される。
【０８７９】
　即ち、背面視および正面視において時系列で図示されており、個別合体状態（図６４（
ａ）、図６６（ａ））から、内側回転部材８３０が４５度ずつ回転する様子が図示されて
いる。
【０８８０】
　なお、図６４から図６７では、金属棒８３２の軸線が仮想位置線８３２Ｆとして記載さ
れており、この仮想位置線８３２Ｆの配置の角度変化が、内側回転部材８３０の回転角度
に対応する。なお、個別合体状態（図６４（ａ）、図６６（ａ））からの内側回転部材８
３０の回転角度が角度θ３１で図示される。
【０８８１】
　図６４から図６７に示すように、個別合体状態から内側回転部材８３０が正面視（図６
６参照）反時計回りに回転すると（この回転動作を、以下において「切替回転動作」とも
称する）、中間腕部材８５０の回動が許容されることから、内側回転部材８３０の外側回
転部材８４０に対する相対的な回転が許容される。本実施形態では、外側回転部材８４０
はトルクリミッタ８６６（図６０参照）の抵抗により配置が維持され、内側回転部材８３
０のみが回転動作する。
【０８８２】
　従って、図６４から図６７において、円筒状部８４２ａの配置は維持されており、中間
腕部材８５０は、外側回転部材８４０の円筒状部８４２ａを中心に回動変位する。
【０８８３】
　上述の部材間の構成から、仮想位置線８３２Ｆは、被支持孔８５４ａの中心を通る直線
であり、被支持孔８５４ａに直動部材８３３の円筒状突設部８３３ａが締結固定されるこ
とから、被支持孔８５４ａの配置変化は、直動部材８３３の配置変化に対応する。
【０８８４】
　図６４及び図６５に示すように、回転伝達部８５４が内側回転部材８３０の回転軸を中
心とした径方向に変位し、同時に、周方向に変位するので、回転伝達部８５４に支持され
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る回転部材８３４も同様に、内側回転部材８３０の回転軸を中心とした径方向に変位し、
同時に、周方向に変位する。即ち、切替回転動作において、直動部材８３３は、径方向の
変位を伴いながら、周方向に１８０度変位する。
【０８８５】
　切替回転動作に周方向の変位が含まれることから、径方向終端位置においても直動部材
８３３、回転部材８３４及びそれに締結固定される装飾部材８７０，８８０の配置が固定
されることなく、周方向への変位を保つことができるので、径方向の直動変位のみで変位
が完結する場合（例えば、第２動作ユニット７００で上述した反転動作）に比較して、切
替回転動作中における演出効果を高く維持することができる。
【０８８６】
　なお、これに対し、第２動作ユニット７００で上述した反転動作においては、傘歯部７
８３ｃ及び傘歯部材７８５ｃ（図５８参照）の弾性回復力を利用した加速度の高い回転動
作を生じさせることで、直動方向外側変位終端（図５９（ｂ）参照）における覆設部材７
８７の配置が固定されている印象を弱めるよう図っている。
【０８８７】
　即ち、覆設部材７８７の回転始期を遅らせ、且つ回転終期を遅らせないことにより、覆
設部材７８７の回転速度の向上を図っており、左右方向外側変位終端において左右位置の
変化幅が小さい期間（スライダクランクの死点付近の期間）が継続する状況にあっても、
覆設部材７８７の回転速度を上昇させることで覆設部材７８７の動作による演出効果を高
く維持するよう図っている。
【０８８８】
　切替回転動作に径方向の変位が含まれることから、中間腕部材８５０から外側回転部材
８４０に径方向の負荷が生じ易く外側回転部材８４０の回転軸のずれが生じる可能性が考
えられるが、本実施形態では、中間腕部材８５０の径方向の負荷が回転軸を中心として等
間隔（７２度間隔）で同様に生じるので、各負荷が互いに相殺し合うことになる。これに
より、外側回転部材８４０の回転軸のずれを抑えることができるので、切替回転動作を正
常に実行させ易くすることができる。
【０８８９】
　このように、第３動作ユニット８００の回転動作における径方向変位（拡大縮小変位）
は、円周方向の回転を伴いながら生じる。そのため、周囲の装飾部材との衝突を避けるた
めに、第３動作ユニット８００の切替回転動作は、第３動作ユニット８００が張出状態と
なっていることが昇降アーム部材８０１の姿勢を判定する検出センサの出力により判定さ
れている状態において実行可能となるように制御される。
【０８９０】
　また、回転伝達部８５４の上述の変位に伴い、回転部材８３４に締結固定される第１装
飾部材８７０及び第２装飾部材８８０も同様に、内側回転部材８３０の回転軸を中心とし
た径方向に変位し、同時に、周方向に変位する。
【０８９１】
　中間腕部材８５０が回動変位することにより、傘歯部８５４ｃ（図６６及び図６７参照
）と、回転部材８３４の傘歯部８３４ａ（図６０参照）とが歯合し、回転部材８３４及び
回転部材８３４に締結固定される装飾部材８７０，８８０が金属棒８３２を軸として回転
変位する。
【０８９２】
　この回転変位の角度は、仮想位置線８３２Ｆを基準とした中間腕部材８５０の回転角度
としての角度θ３２に比例する。また、その回転方向は、角度θ３２が仮想位置線８３２
Ｆから正面視反時計回り方向に離れるよう増大しており、回転部材８３４が中間腕部材８
５０の正面側に配置されることから（図６０参照）、仮想位置線８３２Ｆの径外方向側か
ら見て反時計回り方向に設定される。
【０８９３】
　回転部材８３４は、一体回転状態において第１装飾部材８７０又は第２装飾部材８８０



(108) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

のいずれかが正面側を向く姿勢となるので、角度θ３１の最大値としての最大角度θ３１
Ｅ（本実施形態では、１８０度）の回転によって、中間腕部材８５０の回転角度が最大値
としての最大角度θ３２Ｅ（本実施形態では、９０度）となる場合に、回転部材８３４の
傘歯部８３４ａが半周回転（１８０度回転）するよう構成される。
【０８９４】
　即ち、回転部材８３４が金属棒８３２を中心として回転する角度は、傘歯部８５４ｃの
被支持孔８５４ａを中心とした回転角度の２倍となるように構成される。
【０８９５】
　ここで、上述の第２動作ユニット７００の磁石Ｍｇの作用として説明したものとは異な
り、磁石Ｍｇ２（図６２参照）の吸着力は、金属棒８３２を中心とする装飾部材８７０，
８８０の回転変位に対して回転を遅らせるような作用を生じさせるものではない。
【０８９６】
　即ち、磁石Ｍｇ２は、隣設する第２装飾部材８８０との間で吸着力を生じるものであり
、中間腕部材８５０の回動に伴い装飾部材８８０が金属棒８３２に沿って径外方向に変位
することに伴い、隣設される第２装飾部材８８０の間に隙間が生じることで吸着力は失わ
れ得る。
【０８９７】
　従って、金属棒８３２を中心とする回転変位が開始される前において、磁石Ｍｇ２の吸
着力は失われることになり、金属棒８３２を中心とする装飾部材８７０，８８０の回転変
位に対して回転を遅らせるような作用は生じない。
【０８９８】
　そのため、装飾部材８７０，８８０を回転変位させるために必要となる駆動力を低減す
ることができる。即ち、駆動モータ８６１に要求される駆動力を低減することができるの
で、駆動モータ８６１の小形化を図ることができる。
【０８９９】
　更に、装飾部材８７０，８８０の回転変位を迅速に開始し、早期に終了させることがで
きるので、金属棒８３２を中心とする回転変位に対する遊技者の注目度合いを低くするこ
とができる。
【０９００】
　装飾部材８７０，８８０の回転変位の開始時の迅速性は、内側回転部材８３０の回転角
度に対する装飾部材８７０，８８０の回転角度を一定ではないように構成することでも保
たれている。
【０９０１】
　例えば、中間腕部材８５０の回動の過程において、中間腕部材８５０が縮径配置され一
体回転動作が可能な状態からの仮想位置線８３２Ｆの回転角度（内側回転部材８３０の回
転角度）が４５度である場合には角度θ３２が１８度であり（図６６（ｂ）参照）、更に
４５度の角度で仮想位置線８３２Ｆが回転した場合における角度θ３２が２７度とされる
（図６７（ａ）参照）。
【０９０２】
　即ち、角度θ３２は、一体回転動作が可能な状態からの内側回転部材８３０の回転開始
側の方が、回転途中に比較して小さくなるように設計されている。これにより、内側回転
部材８３０の回転開始時において装飾部材８７０，８８０の回転変位の程度を抑制するこ
とができる。
【０９０３】
　駆動モータ８６１の駆動力は、内側回転部材８３０の回転、中間腕部材８５０の回動お
よび装飾部材８７０，８８０の回転に利用されることになるが、上述のような構成から、
一体回転動作が可能な状態からの内側回転部材８３０の回転開始時において装飾部材８７
０，８８０の回転に要する駆動力を低減することができるので、内側回転部材８３０の回
転開始時に駆動モータ８６１にかけられる負担が過度に大きくなることを回避することが
できる。
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【０９０４】
　また、金属棒８３２を中心とする装飾部材８７０，８８０の回転変位は、正面視で円周
方向に位置ずれしながら生じるので、回転変位中の装飾部材８７０，８８０の視認性を低
く抑えることができる。これにより、装飾部材８７０，８８０の側面部（例えば、第１覆
設部８７５と第２覆設部８８５との連結面）が視認される可能性を低くすることができ、
装飾部材８７０，８８０の側面部の設計自由度を向上することができる。
【０９０５】
　切替回転動作の際、正面視において、中間腕部材８５０は、隣設される中間腕部材８５
０と配置が重なる。また、自らが軸支される円筒状部８４２ａが配設される延設腕部８４
２に隣設される延設腕部８４２とも配置が重なる。そのため、対策なしでは、中間腕部材
８５０が周辺の部分と衝突する可能性がある。
【０９０６】
　これに対し、本実施形態では、中間腕部材８５０の構成を部位ごとに前後にずらすこと
で衝突の回避を図っている。即ち、中間腕部材８５０の基端側棒部８５１よりも、先端側
棒部８５３及び回転伝達部８５４の方が後側に配置されるようにすることで、基端側棒部
８５１と先端側棒部８５３及び回転伝達部８５４とが前後で重なるようにでき、切替回転
動作の際に衝突することを回避することができる。
【０９０７】
　また、基端側棒部８５１は延設腕部８４２の前側に、先端側棒部８５３及び回転伝達部
８５４は延設腕部８４２の後側に配置するようにすることで、切替回転動作の際に中間腕
部材８５０が延設腕部８４２の前後に配置されるようにすることができ、中間腕部材８５
０と延設腕部８４２との衝突を回避することができる。
【０９０８】
　図６４から図６７では、外側回転部材８４０を基準とした内側回転部材８３０の回転方
向が、中間腕部材８５０の回動を許容する方向（個別合体状態における正面視反時計回り
方向、図６６参照）である場合を説明した。この場合、トルクリミッタ８６６を介して抵
抗を生じる負荷応答ギア８６５にギア歯８４３が歯合されることで抵抗を受け、外側回転
部材８４０の回転変位は制限される。
【０９０９】
　一方、内側回転部材８３０の回転方向が上述の逆方向（個別合体状態における正面視時
計回り方向）である場合や、中間腕部材８５０の回動を許容する方向（個別合体状態にお
ける正面視反時計回り方向）での回転により中間腕部材８５０が回動を規制される状態に
到達（例えば、個別合体状態から一連合体状態に到達）してからも同方向で回転を継続し
た場合には、外側回転部材８４０の回転を規制するトルクリミッタ８６６の許容値を超え
る負荷が負荷応答ギア８６５に負荷され、トルクリミッタ８６６による負荷応答ギア８６
５の姿勢維持が解除され、内側回転部材８３０と外側回転部材８４０とが同期回転する。
【０９１０】
　換言すれば、回転方向に関わらず、中間腕部材８５０の回動が規制される状態において
、中間腕部材８５０の回動の規制を継続する方向に内側回転部材８３０を回転させるよう
に駆動した場合、内側回転部材８３０及び外側回転部材８４０が同期回転し、中間腕部材
８５０、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０が合体状態を維持したまま一体回転
する（この回転動作を、以下において「一体回転動作」とも称する）。
【０９１１】
　一体回転動作は、中間腕部材８５０の回動が規制される状態で生じるものであり、本実
施形態では、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０が互いに近接配置された合体状
態で生じる。
【０９１２】
　そのため、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の拡径方向の変位が生じる切替
回転動作と異なり、周囲の装飾部材との衝突を考慮する必要が無いので、第３動作ユニッ
ト８００の演出待機状態において一体回転動作を実行することができる。従って、本実施
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形態では、一体回転動作は、第３動作ユニット８００の配置に関わらず、実行可能に制御
される。
【０９１３】
　本実施形態では、上述のように、単一の駆動モータ８６１（図６０参照）の駆動力によ
り、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の拡径方向変位を伴う切替回転動作と、
拡径方向変位を伴わない第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の一体回転動作と、
を実行可能とされており、両駆動方向でいずれの動作も実行可能であるが、動作に優先順
位があり、任意の回転方向で即座に任意の動作を実行可能なわけではない。
【０９１４】
　例えば、図６４（ａ）及び図６６（ａ）に示す状態からは、内側回転部材８３０を正面
視反時計回りに回転させることで切替回転動作を実行可能であり、そのまま回転を継続す
れば一体回転動作を実行可能であり、また、内側回転部材８３０を正面視時計回りに回転
させることで一体回転動作を実行可能とされるが、即座には、正面視反時計回りの回転で
一体回転動作を実行することはできない。
【０９１５】
　また、例えば、図６４（ａ）及び図６６（ａ）に示す状態から、内側回転部材８３０を
正面視反時計回りに回転させ、中間腕部材８５０が回動を規制される状態に到達した後で
、内側回転部材８３０を正面視時計回り（逆回り）に回転させた場合には、再び切替回転
動作が実行されてしまい、即座には、正面視時計回りに一体回転動作を実行することはで
きない。
【０９１６】
　このように、本実施形態の第３動作ユニット８００の動作態様は、駆動モータ８６１の
回転方向に対して、中間腕部材８５０の変位が規制される状態か、又は許容される状態か
、によって、内側回転部材８３０及び外側回転部材８４０の相対的変位が変化する。
【０９１７】
　そのため、本実施形態において、音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は、駆動モー
タ８６１の回転方向毎に、中間腕部材８５０の変位が規制される状態か、又は許容される
状態か、を判定可能に制御され、その判定結果から、適切な駆動方向で駆動モータ８６１
を駆動制御可能とされる。以下において、駆動モータ８６１の駆動制御の一例について説
明する。
【０９１８】
　図６８は、昇降アーム部材８０１の配置、駆動モータ８６１の駆動態様および検出セン
サ８１３の出力の一例を時系列で示すタイミングチャートである。図６８に示すように、
音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は、第３動作ユニット８００の演出制御として通
常演出と反転演出とを交互に繰り返すよう制御される。
【０９１９】
　反転演出時には、切替回転動作を含む動作を実行し、通常演出時には、切替回転動作を
含まない動作を実行する。これは、切替回転動作において装飾部材８７０，８８０と周囲
の装飾部材とが衝突することを避けるためである。
【０９２０】
　同様の目的から、突然停電が生じた場合等から再度電源を投入した場合や、朝一に電源
投入した場合には、第３動作ユニット８００を張出状態としてから駆動モータ８６１の回
転制御を実行し、検出センサ８１３の出力から可動部分の状態を把握した後において、通
常演出時の制御を実行するように制御される。これにより、電源投入時において検出セン
サ８１３の出力結果から可動部分の状態が把握できない場合であっても、誤って装飾部材
８７０，８８０と周囲の装飾部材とが衝突する事態を回避することができる。
【０９２１】
　駆動モータ８６１の駆動方向として、正回転と、逆回転とを記載している。図６８にお
ける正回転は、内側回転部材８３０を正面視時計回りに回転させる駆動態様（個別合体状
態（図６６（ａ）参照）において一体回転動作を即座に実行する駆動態様）に対応し、図
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６８における逆回転は、内側回転部材８３０を正面視反時計回りに回転させる駆動態様（
個別合体状態において、切替回転動作を即座に実行する駆動態様）に対応する。
【０９２２】
　まず、反転演出時に至る前における、通常演出時の駆動制御について説明する。この通
常演出時には、第３動作ユニット８００は個別合体状態とされており、駆動モータ８６１
は停止するか、又は正回転の駆動制御のみが実行される。そのため、第１装飾部材８７０
及び第２装飾部材８８０の回転動作は、常に一体回転動作とされる。
【０９２３】
　切替回転動作は生じないので、周囲の装飾部材との衝突は生じ得ず、第３動作ユニット
８００の配置は演出待機状態または張出状態に任意のタイミングで切替可能である。例え
ば、昇降アーム部材８０１の上下動作により被保持部材８１０を昇降変位させている最中
に駆動モータ８６１を駆動することで、昇降変位と同時に第１装飾部材８７０及び第２装
飾部材８８０の一体回転動作を生じさせることもできるよう、制御される。
【０９２４】
　当然、昇降アーム部材８０１の配置が固定している状態において第１装飾部材８７０及
び第２装飾部材８８０の一体回転動作を生じさせても良いし、第１装飾部材８７０及び第
２装飾部材８８０の一体回転動作を停止した状態で昇降アーム部材８０１の昇降動作を行
うようにしても良い。
【０９２５】
　駆動モータ８６１の駆動の方向が正回転のみなので、外側回転部材８４０の被検出部８
４４が検出センサ８１３の検出溝に進入する度に検出センサ８１３の出力が切り替わり、
この出力の切り替わりを判定することで音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は外側回
転部材８４０の姿勢を初期位置として判定することができ、この初期位置からの駆動時間
を複数種類で設定することで、外側回転部材８４０を任意の姿勢で停止するよう制御する
ことができる。
【０９２６】
　次いで、反転演出時における駆動制御について説明する。まず、反転演出時には、昇降
アーム部材８０１が下降変位し、第３動作ユニット８００が張出状態とされる。この状態
で駆動モータ８６１は、検出センサ８１３の検出溝に被検出部８４４が進入している状態
となるまで正回転を継続するよう制御される。
【０９２７】
　検出センサ８１３の出力の切り替わりにより、検出センサ８１３の検出溝に被検出部８
４４が進入している状態が判定されたら、駆動モータ８６１を逆回転で駆動する。逆回転
の駆動により、第３動作ユニット８００では、切替回転動作が実行されるが、この間は外
側回転部材８４０の回転はトルクリミッタ８６６の抵抗により規制されるので、検出セン
サ８１３の出力は維持される。
【０９２８】
　そのままの回転方向で駆動モータ８６１の駆動を継続すると、一連合体状態に到達し、
第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の一体回転動作が実行される。一体回転動作
開始後は、外側回転部材８４０も内側回転部材８３０と連動して回転開始するので、被検
出部８４４が検出センサ８１３の検出溝から退避し、検出センサ８１３の出力が切り替え
られる。即ち、音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は、検出センサ８１３の出力の切
り替わりにより、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の一体回転動作が開始され
たと判定することができる。
【０９２９】
　一体回転動作が開始された後は、駆動モータ８６１は停止するか、又は逆回転の駆動制
御のみが実行される。そのため、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の回転動作
は、常に一体回転動作とされる。切替回転動作は生じないので、周囲の装飾部材との衝突
は生じ得ず、第３動作ユニット８００の配置は演出待機状態または張出状態に任意のタイ
ミングで切替可能である。
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【０９３０】
　駆動モータ８６１の駆動の方向が逆回転のみなので、外側回転部材８４０の被検出部８
４４が検出センサ８１３の検出溝に進入する度に、検出センサ８１３の出力が切り替わり
、音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は外側回転部材８４０の姿勢を判定することが
できる。
【０９３１】
　反転演出時から通常演出時に切り替わる際には、事前に、昇降アーム部材８０１が下降
変位し、第３動作ユニット８００が張出状態とされる。この状態で駆動モータ８６１は、
検出センサ８１３の検出溝に被検出部８４４が進入している状態となるまで逆回転を継続
するよう制御される。
【０９３２】
　検出センサ８１３の出力の切り替わりにより、検出センサ８１３の検出溝に被検出部８
４４が進入している状態が判定されたら、駆動モータ８６１を正回転で駆動する。正回転
の駆動により、第３動作ユニット８００では、切替回転動作が実行されるが、この間は外
側回転部材８４０の回転はトルクリミッタ８６６の抵抗により規制されるので、検出セン
サ８１３の出力は維持される。
【０９３３】
　次いで、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の一体回転動作が実行される。一
体回転動作開始後は、外側回転部材８４０が回転を開始することで、被検出部８４４が検
出センサ８１３の検出溝から退避し、検出センサ８１３の出力が切り替えられる。即ち、
音声ランプ制御装置１１３（図４参照）は、検出センサ８１３の出力の切り替わりにより
、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の一体回転動作が開始されたと判定するこ
とができる。
【０９３４】
　一体回転動作が開始された後で、再び通常演出時に移行する。この通常演出時の駆動制
御についての制限は、上述の反転演出時の前に配置されていた通常演出時において説明し
た駆動制御についての制限と同様である。
【０９３５】
　このように、本実施形態によれば、単一の検出センサ８１３を、第３動作ユニット８０
０の回転態様の切り替えの判定（一体回転動作または切替回転動作）と、外側回転部材８
４０の回転角度の基準の判定と、に兼用することができる。従って、各判定に個別の検出
センサを利用する場合に比較して、検出センサ８１３の必要個数を削減することができる
。
【０９３６】
　上述のように、一体回転動作を継続する状態または回転を停止している状態から、駆動
モータ８６１の駆動方向を逆方向に切り替えることにより、切替回転動作を実行すること
ができる。即ち、個別合体状態における第１装飾部材８７０の姿勢に関わらず、切替回転
動作を実行し一連合体状態に切り替えることができる。
【０９３７】
　そのため、動作演出において、大当たり告知のタイミングで一連合体状態に切り替える
ように制御する場合において、第１装飾部材８７０の姿勢から大当たり告知の有無を遊技
者に予想されることを回避することができる。
【０９３８】
　更に、一連合体状態における装飾は、上述のように、遊技者に把握される内容が、第２
装飾部材８８０の回転方向の配置によって大きく違わないように設計されている。即ち、
切替回転動作の開始時における装飾部材８７０，８８０の回転方向の配置が異なる場合で
あっても、切替回転動作の終了時において一連合体状態として遊技者に把握される内容を
同様のものとすることができる。
【０９３９】
　そのため、一連合体状態における絵柄が回転方向の配置で異なる場合と異なり、一連合
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体状態に到達した後において姿勢を合わせるための一体回転動作を省略することができる
ので、個別合体状態における第１装飾部材８７０の姿勢に関わらず、大当たり告知までの
駆動制御を同一とすることができる。
【０９４０】
　このように、本実施形態では、駆動モータ８６１の駆動方向としての正回転と逆回転と
の双方で、切替回転動作および一体回転動作の双方の動作態様を実現することができる。
従って、正回転と逆回転とで動作態様が固定されている場合に比較して、単一の駆動モー
タ８６１で多種多様な演出態様を実現することができる。
【０９４１】
　図６９は、図２８のＬＸＩＸ－ＬＸＩＸ線における第３動作ユニット８００の断面図で
ある。図６９に示すように、固定円筒部材８２０の円筒部８２１の開口は、被保持部材８
１０の筒固定部８１２が配置される後端部から、電飾基板８２３が配置される前端部まで
貫通しており、この開口を後端部から前端部まで電気配線が案内され、電飾基板８２３に
配設されるコネクタに端子が接続される。この電気配線を通して電気が導通され、電飾基
板８２３に配置されるＬＥＤを発光制御可能に構成している。
【０９４２】
　電飾基板８２３の内側発光部８２３ａから照射される光ＬＨ１は、透光装飾部材８２４
の中央部側において正面側に膨出する膨出部８２４ａを照らすように作用する。膨出部８
２４ａは、装飾部材８７０，８８０の合体状態において第１装飾部材８７０又は第２装飾
部材８８０が円周上に配置される円の中央部において遊技者に視認可能とされる部分とし
て機能する。
【０９４３】
　電飾基板８２３の外側発光部８２３ｂから照射される光ＬＤ１は、前側に配置される装
飾部材８７０，８８０（図６９においては第１装飾部材８７０）の内部に照射され、装飾
部材８７０，８８０を内部から照らすように作用する。
【０９４４】
　本実施形態では、装飾部材８７０が前側に配置される個別合体状態（図６９参照）と、
装飾部材８８０が前側に配置される一連合体状態（図３２参照）と、を切り替え可能とさ
れているので、光ＬＤ１により、装飾部材８７０を照らす場合と、装飾部材８８０を照ら
す場合とを切り替えることができる。
【０９４５】
　個別合体状態（図６９参照）では、第１骨格部８７１の鍍金処理されている鍍金部８７
１ａで正面側に反射することで、光ＬＤ１の向きを正面側に切り替えるよう構成している
。これにより、光ＬＤ１の大部分が第１覆設部８７５に向かうように照射することができ
、光ＬＤ１の照射時における第１覆設部８７５の明るさを良好に高めることができる。
【０９４６】
　ここで、本実施形態では、電飾基板８２３は固定配置されており、その周囲を装飾部材
８７０，８８０が回転するように構成されているので、光ＬＤ１の照射方向と装飾部材８
７０，８８０の配置との関係は装飾部材８７０，８８０の回転により変化し得る。例えば
、回転中において、鍍金部８７１ａの中心部に光ＬＤ１が照射される場合があれば、同じ
ＬＥＤから照射される光ＬＤ１が鍍金部８７１ａの中心部からずれた位置に照射される場
合も生じ得る。そのため、対策なしでは、光ＬＤ１による第１覆設部８７５の明るさの程
度が装飾部材８７０，８８０の回転により変化し易くなり、一定明るさで発光させながら
装飾部材８７０,８８０を一体回転動作させる演出を実行することが困難となる可能性が
ある。
【０９４７】
　これに対し、本実施形態では、光ＬＤ１を反射可能に構成される鍍金部８７１ａの形状
が凹面形状とされ、この凹面形状の曲率半径は、電飾基板８２３の半径よりも小さくなる
ように形成され、且つ、その中心が正面視で第１覆設部８７５の中心部付近に配置される
よう設計される。
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【０９４８】
　光ＬＤ１は外側発光部８２３ｂが配置される円の外径方向に光軸を向けるように配置さ
れるので、光ＬＤ１は、鍍金部８７１ａの凹面形状に反射されることで、その曲率半径の
中心側へ向けて進行することになり、第１装飾部材８７０の各第１覆設部８７５の中央付
近を照らす。
【０９４９】
　従って、外側発光部８２３ｂを基準とした鍍金部８７１ａの配置によらず、複数の光Ｌ
Ｄ１を、第１覆設部８７５の中央付近を照らすように反射することができる。これにより
、第１覆設部８７５の前板部の中央付近に光を安定的に照射することができるので、一体
回転動作中においても、第１覆設部８７５を均一な明るさで視認させることができる。
【０９５０】
　更に、第１骨格部８７１は、鍍金部８７１ａへの鍍金処理と同様に鍍金処理が行われる
部分であって、正面視で第１覆設部８７５の外方に配置される外鍍金部８７１ｂを備える
。光ＬＤ１は、鍍金部８７１ａと同様に外鍍金部８７１ｂでも反射されることになるが、
鍍金部８７１ａの配置に比較して外鍍金部８７１ｂが後方に配置されていることから、外
鍍金部８７１ｂの光方の程度を弱めることができる。
【０９５１】
　これにより、第１覆設部８７５の外方において視認される光の強度が強すぎて、遊技者
が眩しく感じ、第１覆設部８７５の枠の内側の視認性を低下させる事態を回避することが
できる。
【０９５２】
　電飾基板８２３は第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０に前後から挟まれている
が、つなぎ目において完全に閉塞されているものではないので、外側発光部８２３ｂから
の光の全てがその内側に照射されるものではない。
【０９５３】
　まず、第１覆設部８７５の部材縁部８７５ａと、その部材縁部８７５ａに対向配置され
る第２覆設部８８５の部材縁部８８５ａとの間には、図６９において内部構造が視認可能
な程度の隙間ＶＡ１が形成されている。この隙間ＶＡ１を通って外鍍金部８７１ｂが第１
覆設部８７５の枠外方へ張り出しているので、隙間ＶＡ１を通った光ＬＤ１を外鍍金部８
７１ｂで反射させることができる。
【０９５４】
　その上、金属棒８３２と対向配置される第１覆設部８７５の部材外端部８７５ｂと、第
２覆設部８８５の部材外端部８８５ｂとの間には、金属棒８３２との部材干渉を避けるた
めに要する領域を超える大きな隙間ＶＡ２が形成される。
【０９５５】
　隙間ＶＡ２は、第１に、金属棒８３２と装飾部材８７０，８８０との衝突を回避するこ
とで、金属棒８３２の長さを十分に確保できるようにし、金属棒８３２により直動部材８
３３及び回転部材８３４の直動変位を案内する機能を確保できるようにする目的で形成さ
れる。
【０９５６】
　隙間ＶＡ２は、第２に、骨格部８７１，８８１に挿通される締結ネジであって、回転部
材８３４の円筒状突設部８３４ｂに螺入されることにより装飾部材８７０，８８０を回転
部材８３４に締結固定するための締結ネジの組み付け経路を確保できるようにする目的で
形成される。
【０９５７】
　更に、隙間ＶＡ２は、第３に、骨格部８７１，８８１の透明部分を通過した光を進行さ
せるための、光の通り道を確保できるようにする目的で形成される。装飾部材８７０，８
８０は円周上に等間隔で配置されていることから、隙間ＶＡを通り外方へ進行する光は、
円周上の等間隔位置を通り、その円の中心から放射状に進行する光として視認される。
【０９５８】
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　そのため、装飾部材８７０，８８０の一体回転動作を実行することで、隙間ＶＡ２を通
過する光も同じように回転させることができる。これにより、外側発光部８２３ｂからの
光の点灯態様を制御することを不要としながら（例えば、全点灯を継続したままで）、第
３動作ユニット８００の回転中心から径方向に放射状に出る光が回転する発光態様で視認
される発光演出を実行することができる。
【０９５９】
　一連合体状態（図３２参照）では、第２骨格部８８１の全体が透光性の樹脂材料から形
成されていることにより、第２骨格部８８１による光ＬＤ１の反射作用を抑えている。
【０９６０】
　これにより、第２覆設部８８５の枠内に照射されるのは、光ＬＤ１の内、光軸から離れ
た光（弱い光）とすることができるので、第２覆設部８８５の光らせ方の度合いを弱くす
ることができる。一方で、光ＬＤ１の光軸方向の光は、隙間ＶＡ２を抜けるので、第３動
作ユニット８００の回転中心から径方向に放射状に出る光の強度を向上させることができ
る。
【０９６１】
　第２覆設部８８５の枠内には、有色（本実施形態では、円状体の色味として任意の色で
設定）で光透過性の樹脂材料から形成され、内側に光拡散加工が形成される光拡散装飾部
８８５ｃが円周方向に亘って配設される。そのため、光ＬＤ１の内、光拡散装飾部８８５
ｃに入射した光は屈折され、光拡散装飾部８８５ｃの全体を面発光させるように作用する
。
【０９６２】
　この面発光により、円周方向に亘って配設される光拡散装飾部８８５ｃを介して視認さ
れる光の均一化を図ることができ、５個の第２装飾部材８８０の各光拡散装飾部８８５ｃ
が遊技者に一体的に視認される効果を生じさせることができる。
【０９６３】
　ここで、複数の第２覆設部８８５同士を強固に一体化できる方が、第２覆設部８８５を
遊技者に視認させる時の演出性能を向上させることができることは上述した通りであり、
この一体化を、光拡散装飾部８８５ｃが円周方向に亘って連続的に繋がっているように視
認させることで行うことができる。従って、第２覆設部８８５が正面側に配置されている
場合の合体状態における演出性能を向上させることができる。
【０９６４】
　第２覆設部８８５の部材外端部８８５ｂは、金属棒８３２と対向する凹形状に形成され
ており、第１覆設部８７５の部材外端部８７５ｂと近接（当接）する端面８８５ｂ１は、
金属棒８３２が配設される平面を基準として第１装飾部材８７０側に張り出している。
【０９６５】
　これにより、一連合体状態（図３２参照）において第３動作ユニット８００を斜め方向
から視た際に、背面側に配置される第１装飾部材８７０の第１覆設部８７５が遊技者の視
界に入る程度を下げることができ、演出に与える影響を低減することができる。
【０９６６】
　これにより、第１覆設部８７５の枠部と、第２覆設部８８５の枠部とが、異なる色味で
着色されている場合に、第２覆設部８８５が前側に配置されている時に、第１覆設部８７
５の色味が視界に入ることを防止し易くすることができる。
【０９６７】
　特に、一連合体状態で、第３動作ユニット８００を単独で張出状態とする場合には（図
３２参照）、他の動作ユニット６００，７００を共に張出状態とする場合に比較して（図
３３，Ｆ９参照）、第３動作ユニット８００の周りに隙間が多く、第３動作ユニット８０
０を斜め方向から視る視線が通り易い。そのため、対策なしでは、第３動作ユニット８０
０の側面が視認されることで、演出効果を低下させ易い。
【０９６８】
　これに対し、本実施形態によれば、一連合体状態において、第２覆設部８８５の端面８
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８５ｂ１を側面の前後幅の中央よりも後方寄りに配置しているので、斜め方向視で第３動
作ユニット８００の側面が視認されたとしても、側面の大部分を第２覆設部８８５の部分
として視認させることができ、第１覆設部８７５が視認される程度を低くすることができ
る。これにより、一連合体状態において、第１覆設部８７５よりも、第２覆設部８８５を
見せ易くすることができ、演出効果を向上することができる。
【０９６９】
　個別合体状態と一連合体状態とを切り替える切替回転動作では、駆動モータ８６１の駆
動力が内側回転部材８３０に伝達されることで内側回転部材８３０は回転動作する一方で
、外側回転部材８４０はトルクリミッタ８６６からの負荷により回転が止められる。
【０９７０】
　摺動突条部８３１ｂで接触面積の低減を図ってはいるが、内側回転部材８３０自体の回
転抵抗が大きい場合には、外側回転部材８４０へ伝達される負荷は大きくなってしまい、
トルクリミッタ８６６の負荷伝達の許容値を大きくせざるを得ず、トルクリミッタ８６６
の小形化を阻害し易い。
【０９７１】
　そのため、内側回転部材８３０の回転抵抗を抑制できることが好ましい。そのために、
本実施形態では、以下のような特徴を備えている。例えば、内側回転部材８３０の回転に
係る固定円筒部材８２０との間の支持箇所は、摺動部材８２５と接触する前側端部と、中
央円環ギア８６４に支持される後側端部のみであり、その他の部分では隙間を空けるよう
に構成している。これにより、固定円筒部材８２０と内側回転部材８３０との間の接触面
積を低減することができ、変位抵抗を低減し易く構成できる。
【０９７２】
　例えば、内側回転部材８３０は、中央円環ギア８６４に締結固定されているわけでは無
いので、中央円環ギア８６４を基準とした前側への変位を抑制するためのストッパが必要
と考えられるところ、摺動部材８２５がこのストッパの機能を果たしている。即ち、摺動
部材８２５には内側回転部材８３０から前側へ押進する方向の負荷を受け得るが、摺動部
材８２５は、その板前面が円形板部８２２の短径環状部８２２ａと前後で当接する。
【０９７３】
　短径環状部８２２ａは、外径が摺動部材８２５の外径と同程度の円環状突部として円形
板部８２２の背面側に配設され、その最外径部において断面半円形状で背面側に突設され
る突条部８２２ｂが円環状に形成される。
【０９７４】
　この突条部８２２ｂが、摺動部材８２５の前面と前後方向で当接するので、短径環状部
８２２ａの背面全体と摺動部材８２５とが接触する場合に比較して、接触面積を低減する
ことができる。これにより、内側回転部材８３０の回転方向の変位抵抗を低減することが
できる。
【０９７５】
　なお、内側回転部材８３０及び中央円環ギア８６４の間で締結ネジを用いていないので
、その分、締結ネジの重量増加があった場合に想定される内側回転部材８３０の変位抵抗
を削減することができる。
【０９７６】
　回転部材８３４に対する第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０の固定について説
明する。この固定の説明に当たっては、図６２及び図６３を適宜参照する。
【０９７７】
　第１装飾部材８７０の回転部材８３４への固定は、第１骨格部８７１の挿通孔８７２に
挿通される締結ネジを第１覆設部８７５の枠後部に形成される被締結部８７６の雌ネジに
螺入することで第１覆設部８７５を第１骨格部８７１に締結固定した状態とした後、第１
骨格部８７１の半円状凹設部の端部から張り出す張出部８７３を凹設溝８３３ｄに進入さ
せ（摺動可能に外嵌させ）、挿通孔８７４に挿通させた締結ネジを円筒状突設部８３４ｂ
に螺入させることで行うことができる。
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【０９７８】
　第２装飾部材８８０の回転部材８３４への固定は、第２骨格部８８１の挿通孔８８２に
挿通される締結ネジを第２覆設部８８５の枠後部に形成される被締結部８８６の雌ネジに
螺入することで第２覆設部８８５を第２骨格部８８１に締結固定した状態とした後、第２
骨格部８８１の半円状凹設部の端部から張り出す張出部８８３を凹設溝８３３ｄに進入さ
せ（摺動可能に外嵌させ）、挿通孔８８４に挿通させた締結ネジを円筒状突設部８３４ｂ
に螺入させることで行うことができる。
【０９７９】
　このようにして、第１装飾部材８７０及び第２装飾部材８８０を回転部材８３４に締結
固定することができ、回転部材８３４の直動変位または回転変位に伴い、第１装飾部材８
７０及び第２装飾部材８８０が直動変位または回転変位するように構成することができる
。
【０９８０】
　固定の過程において、張出部８７３，８８３が直動部材８３３の凹設溝８３３ｄに進入
することで、骨格部８７１，８８１の直動部材８３３上の配置（金属棒８３２の長尺方向
の配置）が規定され、骨格部８７１，８８１が直動部材８３３から脱落することを防止す
ることができる。
【０９８１】
　そして、骨格部８７１，８８１は回転部材８３４に締結固定されているので、回転部材
８３４についても同様に、直動部材８３３上の配置（金属棒８３２の長尺方向の配置）が
規定され、回転部材８３４が直動部材８３３から脱落することを防止することができる。
【０９８２】
　このように、本実施形態では、回転部材８３４の直動部材８３３への組み付けにおいて
、直動部材８３３上の回転部材８３４の配置を規定する部分が回転部材８３４に固定され
る骨格部８７１，８８１に形成されるので、直動部材８３３上の配置を規定する部分が回
転部材８３４自体に形成される場合と異なり、組み付けや分解の工数を減らすことができ
る。
【０９８３】
　即ち、例えば分解時においては、骨格部８７１，８８１を回転部材８３４に締結固定し
ている締結ネジを取り外せば、骨格部８７１，８８１の直動部材８３３上の配置の規定を
解除することができるだけでなく、回転部材８３４についても直動部材８３３上の配置の
規定を解除することができる。これにより、作業効率を向上することができる。
【０９８４】
　図７０及び図７１を参照して、各動作ユニット６００～８００の組み合わせ動作につい
て説明する。図７０（ａ）から図７０（ｄ）、図７１（ａ）から図７１（ｄ）は、各動作
ユニット６００～８００の組み合わせ動作の例を時系列に沿って模式的に説明する動作ユ
ニット５００の正面模式図である。なお、図７０及び図７１の説明では、図３３から図３
５を適宜参照する。
【０９８５】
　図７０及び図７１では、第１動作ユニット６００の各演出面６６１ａ～６６１ｃ、第２
動作ユニット７００の各装飾面７８７ａ１，７８７ａ２，７８７ｂ１，７８７ｂ２及び第
３動作ユニット８００の各覆設部８７５，８８５における装飾が、文字などで識別可能に
模式的に図示される。
【０９８６】
　即ち、第１演出面６６１ａには、縦書きで「ノーマル」との文字が、第２演出面６６１
ｂには、横書きで「発動」との文字が、第３演出面６６１ｃには、長手方向に沿って「！
」の記号が、それぞれ図示されている。
【０９８７】
　また、第１主装飾面７８７ａ１には、「開戦」との文字が、第１副装飾面７８７ａ２に
は、「ピンチはチャンス」との文字が、第２主装飾面７８７ｂ１には、「攻撃」との文字
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が、第２副装飾面７８７ｂ２には、「忍耐！？」との文字が、それぞれ図示されている。
【０９８８】
　また、第１覆設部８７５の枠の内側には異なるキャラクターに対応する異なる英数字（
「Ｉ」～「Ｖ」）が図示され、第２覆設部８８５には５個で一体の「○」記号が図示され
ている。
【０９８９】
　図７０（ａ）では、各動作ユニット６００～８００が、それぞれ演出待機状態に配置さ
れている（図２８参照）。なお、第２動作ユニット７００の上方には、正面視では見えな
いものの遊技者目線で視認可能な面としての第１副装飾面７８７ａ２が想像線で図示され
る。
【０９９０】
　また、図７０（ｂ）では、第１動作ユニット６００が中間演出状態とされ、第２動作ユ
ニット７００が中間演出状態とされ、第３動作ユニット８００が張出状態とされている。
【０９９１】
　第３動作ユニット８００の一体回転動作を実行することで、第２動作ユニット７００に
近接配置される第１装飾部材８７０の第１覆設部８７５を次々に入れ替えることができる
。また、一体回転動作の継続中や、停止後に、第１動作ユニット６００を中間演出状態と
することで、センターフレーム８６の枠内部に第３演出面６６１ｃを張り出させ、動作ユ
ニット６００～８００の動きを賑やかにすることができる。
【０９９２】
　例えば、第３演出面６６１ｃが視認可能な場合に、抽選の大当たり期待度が上昇するよ
う演出を制御することにより、第１動作ユニット６００の動作を視認した遊技者の興趣の
向上を図ることができる。
【０９９３】
　一体回転動作が停止された際には、第２動作ユニット７００の第１主装飾面７８７ａ１
に形成される装飾と、第２動作ユニット７００に近接配置される第１装飾部材８７０に形
成される装飾とを、一体的に視認させることができる。
【０９９４】
　これにより、第２動作ユニット７００に近接配置される第１装飾部材８７０に対する注
目力を向上させることができ、その第１装飾部材８７０に形成される装飾に関連する表示
演出を第３図柄表示装置８１で開始しながら第３動作ユニット８００を演出待機状態に戻
すことにより、遊技者の視線を第３図柄表示装置８１へスムーズに誘導することができる
。
【０９９５】
　注目させる第１装飾部材８７０としては、第２動作ユニット７００に近接配置される第
１装飾部材８７０に限定されるものではない。例えば、第１装飾部材８７０に光を照射可
能に配設される外側発光部８２３ｂ（図６０参照）の点灯パターンを制御することにより
、注目させる第１装飾部材８７０側へ光ＬＤ１を照射するＬＥＤを点灯させ、その他のＬ
ＥＤを消灯させることで、任意の第１装飾部材８７０に注目させることが可能である。
【０９９６】
　この時、第１装飾部材８７０の一体回転動作を停止させた状態でＬＥＤの点灯パターン
を切り替えても良いし、第１装飾部材８７０の一体回転動作に合わせてＬＥＤの点灯パタ
ーンを切り替えても良い。
【０９９７】
　第１装飾部材８７０の一体回転動作に合わせてＬＥＤの点灯パターンを切り替える場合
には、点灯させるＬＥＤを回転方向で順次切り替えるようにして、光および第１装飾部材
８７０が同軸円に沿って回転変位しているように遊技者に視認させても良い。また、点灯
させるＬＥＤは固定しておき、そのＬＥＤから光を照射される位置に各第１装飾部材８７
０が一体回転動作により順番に到達することを利用して、光が照射される第１装飾部材８
７０を切り替えるようにしても良い。
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【０９９８】
　図７０（ａ）に示す状態では、第１動作ユニット６００の第２装飾回転部材６６０及び
装飾固定部材６７０が、共に縦長に形成される装飾を備えており一体的に視認させること
ができる。特に、装飾固定部材６７０の前側面が、演出待機状態における第１演出面６６
１ａと同様に、斜め方向を向く面として形成されていることにより、一体的に視認される
作用が高められている。
【０９９９】
　一方、図７１（ａ）に示す状態になると、図７０（ｂ）に示す途中経過で第２装飾回転
部材６６０の下端部が装飾固定部材６７０と離れるように変位することに加え、第１動作
ユニット６００の第２装飾回転部材６６０は横長に形成される装飾となることから装飾固
定部材６７０との一体感が低下し、今度は、同様に横長に形成される装飾を備える第２動
作ユニット７００の覆設部材７８７と一体的に視認させることができる。
【１０００】
　図３５では第２動作ユニット７００の中間演出状態が図示されているが、図７１（ａ）
に図示されるように、第２動作ユニット７００を張出状態とすれば、覆設部材７８７と第
２装飾回転部材６６０との上下間隔が更に縮まり、一体的に視認される作用を高めること
ができる。
【１００１】
　この時、張出装飾部６５２ｂが視認可能な位置に張り出しており、第３図柄表示装置８
１の右縁が領域右端ＲＥ１よりも右方に拡大しているように視認させる上述の作用により
、第２演出面６６１ｂの配置が右縁寄りであっても窮屈な印象を遊技者に与えることを防
止できる。
【１００２】
　また、これにより、第２主装飾面７８７ｂ１と同様に、第２演出面６６１ｂも第３図柄
表示装置８１の中央側に配置されているように遊技者に視認させることができ、第２主装
飾面７８７ｂ１と第２演出面６６１ｂとが一体的に視認される作用を高めることができる
。
【１００３】
　この場合において、張出装飾部６５２ｂの装飾を、第２演出面６６１ｂの装飾や、第２
主装飾面７８７ｂ１（第１主装飾面７８７ａ１）の装飾と関連する内容で形成することで
、第２主装飾面７８７ｂ１（第１主装飾面７８７ａ１）、第２演出面６６１ｂ及び張出装
飾部６５２ｂが一体的に視認される作用を高めることができる。
【１００４】
　図７０（ｃ）及び図７０（ｄ）では、第１動作ユニット６００及び第３動作ユニット８
００が演出待機状態とされ、第２動作ユニット７００が張出状態とされている。第２動作
ユニット７００の反転動作について図７０（ｄ）に図示するが、第１動作ユニット６００
の張出状態において第２装飾回転部材６６０は、第２動作ユニット７００の覆設部材７８
７の左右外側に配置されるものでは無いので、第１動作ユニット６００を張出状態とした
ままでも、覆設部材７８７の反転動作（図５９参照）を実行することができる。
【１００５】
　覆設部材７８７の反転動作においては、左右が異なる副装飾面７８７ａ２，７８７ｂ２
を正面側に向けることになるので、識別力を有しない状態とできることについて上述した
が、図７０（ｄ）に示すように、異なる副装飾面７８７ａ２，７８７ｂ２が組み合わさる
ことで遊技者が内容を識別可能に構成しても良い。
【１００６】
　図７０（ｄ）によれば、「ピンチ！？」との内容を遊技者が識別でき、この状態で第２
動作ユニット７００の駆動を停止させることで第２動作ユニット７００のその後の動きに
注目させることができるので、遊技者の視線を第２動作ユニット７００に集めることがで
きる。
【１００７】
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　例えば、抽選がはずれであることを報知する場合に、図７０（ｄ）の状態から図７０（
ｃ）に戻すように制御し、抽選結果について未だ報知しない場合や抽選が大当たりである
ことを報知する場合に、図７０（ｄ）の状態から反転を継続し図７１（ａ）に示す状態と
するような制御を行うことで、遊技者の視線を第２動作ユニット７００に集めることがで
きる。
【１００８】
　図７１（ａ）では、第１動作ユニット６００及び第２動作ユニット７００が張出状態と
され、第３動作ユニット８００が演出待機状態とされる。なお、第２動作ユニット７００
の上方には、正面視では見えないものの遊技者目線で視認可能な面としての第２副装飾面
７８７ｂ２が想像線で図示される。
【１００９】
　図７１（ａ）に示す状態では、第２演出面６６１ｂと、第２主装飾面７８７ｂ１とが、
近接配置され、それぞれに記載される文字が共に横書きであるので、遊技者に一体的に視
認させ易い。また、その内容は、「攻撃発動」との一連の意味を成す内容となるので、尚
更、一体的に視認させ易い。
【１０１０】
　第１動作ユニット６００は、演出待機状態（図７０（ａ）参照）においては、第１演出
面６６１ａと、装飾固定部材６７０とが、近接配置され、それぞれに記載される文字が共
に縦書きであるので、遊技者に一体的に視認させ易い。また、その内容は、「ノーマルタ
イム」との一連の意味を成す内容となるので、尚更、一体的に視認させ易い。
【１０１１】
　このように、本実施形態では、第１動作ユニット６００の各演出面６６１ａ，６６１ｂ
を、異なる部材の側面（例えば、第２主装飾面７８７ｂ１又は装飾固定部材６７０の前面
）と一体視させるように構成している。これにより、演出効果を向上することができる。
【１０１２】
　図７１（ｂ）から図７１（ｄ）では、第１動作ユニット６００及び第２動作ユニット７
００が演出待機状態とされ、第３動作ユニット８００が張出状態とされる。図７１（ｂ）
に示す状態と、図７１（ｃ）に示す状態とは、第３動作ユニット８００が一体回転動作を
実行されることにより、第１装飾部材８７０の配置が異なる。一方で、いずれの状態から
切替回転動作が実行されたとしても、遊技者に対して同一の一連合体状態として視認させ
ることができる（図７１（ｄ）参照）。
【１０１３】
　即ち、第２装飾部材８８０が正面側を向く状態では、第１装飾部材８７０の配置の違い
を遊技者が認識することはできないように構成されている。これにより、第３動作ユニッ
ト８００の動作制御として、図柄変動中に第３図柄表示装置８１で表示される表示演出の
終盤に切替回転動作が実行されることで大当たりの当否を報知するよう設定される場合に
おいて、第１装飾部材８７０の配置から大当たりの当否の報知の有無を遊技者に予想され
ることを回避することができる。
【１０１４】
　換言すれば、表示演出の終盤における第１装飾部材８７０の配置に寄らず（図７１（ｂ
）に示す状態であっても図７１（ｃ）に示す状態であっても）、大当たり当否の遊技者の
期待感を、同様に保つことができる。従って、第３動作ユニット８００に対する遊技者の
注目力を高い状態で維持し続けることができる。
【１０１５】
　上述のように、各動作ユニット６００～８００は、装飾を単独で視認される場合と、組
み合わせで一体的に視認される場合とを形成可能とされる。そのため、各動作ユニット６
００～８００に形成される装飾は、各動作ユニット６００～８００のみで完結するのでは
なく、各動作ユニット６００～８００同士で互いに関連する装飾として設計される。
【１０１６】
　各動作ユニット６００～８００の駆動制御は、その実行の可否が互いの配置に影響され
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る。即ち、不適切なタイミングで各動作ユニット６００～８００の駆動を実行すると、部
材動作が衝突し故障する可能性があるので、駆動制御に当たっては、他のユニットの部材
の配置を判定した上で行うように制御される。
【１０１７】
　例えば、第１動作ユニット６００の張出状態への変化は、第２動作ユニット７００の状
態は任意で良く、第３動作ユニット８００は演出待機状態と判定されている場合に実行さ
れるよう制御される。
【１０１８】
　第１動作ユニット６００の中間演出状態への変化は、第２動作ユニット７００の状態は
任意で良く、第３動作ユニット８００の上下配置は任意で良く、回転動作は切替回転動作
が生じていないと判定されている場合に実行されるよう制御される。
【１０１９】
　第２動作ユニット７００の張出状態への変化は、第１動作ユニット６００の状態は任意
で良く、第３動作ユニット８００は演出待機状態と判定されている場合に実行されるよう
制御される。
【１０２０】
　第２動作ユニット７００の中間演出状態への変化は、第１動作ユニット６００の状態は
任意で良く、第３動作ユニット８００の上下配置は任意で良く、回転動作は切替回転動作
が生じていないと判定されている場合に実行されるよう制御される。
【１０２１】
　第３動作ユニット８００が張出状態へ変化し、回転は実行されないか一体回転動作のみ
が生じる制御は、第１動作ユニット６００が中間演出状態または演出待機状態と判定され
、第２動作ユニット７００が中間演出状態または演出待機状態と判定される場合に実行さ
れる。
【１０２２】
　第３動作ユニット８００が張出状態へ変化し、切替回転動作が生じる制御は、第１動作
ユニット６００が演出待機状態と判定され、第２動作ユニット７００が演出待機状態と判
定される場合に実行される。
【１０２３】
　上述のように、各動作ユニット６００～８００の駆動制御は、任意のタイミングで可能
とされるものではなく、他のユニットの部材の配置を判定した上で実行されるよう制御さ
れる。
【１０２４】
　次いで、図７２から図８７を参照して、第２実施形態におけるセンターフレームＣ８６
について説明する。
【１０２５】
　第１実施形態では、センターフレーム８６が一部品から構成される場合を説明したが、
第２実施形態におけるセンターフレームＣ８６は、上側フレームＣ８６ａと下側フレーム
Ｃ８６ｂとの２部材から構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の
符号を付して、その説明は省略する。
【１０２６】
　図７２は、第２実施形態における遊技盤Ｃ１３の正面図である。図７２に示すように、
センターフレームＣ８６は、ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）に嵌合可能な形状で
構成され、タッピングネジ等によりベース板６０に締結固定される部材であり、上側フレ
ームＣ８６ａと下側フレームＣ８６ｂとを備える。
【１０２７】
　上側フレームＣ８６ａは、ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）における上側（図７
２上側）及び左右（図７２左側及び右側）の内縁に沿って配設され、下側フレームＣ８６
ｂは、ベース板６０の窓部６０ａにおける下側（図７２下側）の内縁に沿って配設される
。これら上側フレームＣ８６ａ及び下側フレームＣ８６ｂに取り囲まれた領域を介して第
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３図柄表示装置８１が視認可能とされる。
【１０２８】
　なお、上側フレームＣ８６ａは、第１実施形態におけるセンターフレーム８６の一部（
ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）における下側（図７２下側）の内縁に沿って配設
される部分、即ち、下側フレームＣ８６ｂが配設される部分）を省略した構成とされ、そ
の省略された部分を除く他の部分は、第１実施形態におけるセンターフレーム８６と同一
の構成とされる。
【１０２９】
　次いで、下側フレームＣ８６ｂについて説明する。図７３は、下側フレームＣ８６ｂの
正面斜視図であり、図７４は、下側フレームＣ８６ｂの背面斜視図である。なお、図７３
及び図７４では、ベース板６０の一部のみが部分的に図示されると共に、ベース板６０に
下側フレームＣ８６ｂを締結固定するタッピングネジの図示が省略される。
【１０３０】
　図７３及び図７４に示すように、下側フレームＣ８６ｂには、球を受け入れ可能な開口
として形成される受入口ＣＯＰｉｎと、その受入口ＣＯＰｉｎに連通される第１通路ＣＲ
ｔ１と、その第１通路ＣＲｔ１を案内された球が流下される第２通路ＣＲｔ２と、その第
２通路ＣＲｔ２を案内された球（第２通路ＣＲｔ２をその長手方向に沿って往復動した球
）が流下される第３通路ＣＲｔ３と、その第３通路ＣＲｔ３を案内された球が振分部材Ｃ
１７０により振り分けられて流下される第４通路ＣＲｔ４及び第５通路ＣＲｔ５と、第４
通路ＣＲｔ４を案内された球が流下される第６通路ＣＲｔ６と、第５通路ＣＲｔ５を案内
された球が遊技領域へ流出するための開口として形成される流出口ＣＯＰｏｕｔとが形成
される（図８１及び図８２参照）。
【１０３１】
　なお、上側フレームＣ８６ａには、上側フレーム通路ＣＲｔ０（図７２参照）が形成さ
れる。上側フレーム通路ＣＲｔ０は、遊技領域のうちの正面視左側（図７２左側）の領域
（センターフレームＣ８６（上側フレームＣ８６ａ）とレール６１との間の領域）から流
入（入球）された球を案内する通路であり、その上側フレーム通路ＣＲｔ０の下流端に下
側フレームＣ８６ｂの受入口ＣＯＰｉｎが連通される。
【１０３２】
　即ち、遊技領域から上側フレーム通路ＣＲｔ０に流入（入球）した球は、受入口ＣＯＰ
ｉｎを介して、上側フレーム通路ＣＲｔ０から下側フレームＣ８６ｂの第１通路ＣＲｔ１
へ流入（入球）される。
【１０３３】
　下側フレームＣ８６ｂには、球の重さにより動作する振分部材Ｃ１７０が配設されてお
り（図８１及び図８２参照）、連なった状態の球が第３通路ＣＲｔ３を案内される場合に
は、先行する球が第４通路ＣＲｔ４へ振り分けられる一方、後行する球が第５通路ＣＲｔ
５へ振り分けられる。なお、球の連なる間隔が所定量よりも大きい場合は、先行する球お
よび後行する球の両球が第４通路ＣＲｔ４へ振り分けられる。
【１０３４】
　ここで、第５通路ＣＲｔ５の出口（遊技領域へ球を流出させる開口）である流出口ＣＯ
Ｐｏｕｔは、第１入賞口６４（図７２参照）の鉛直方向上方となる位置に形成（配置）さ
れる。そのため、第５通路ＣＲｔ５へ振り分けられた球は、第１入賞口６４へ入賞し易い
（第１入賞口６４へ入賞する確率が高い）。
【１０３５】
　一方、第６通路ＣＲｔ６には、その第６通路ＣＲｔ６を案内される球を遊技領域へ流出
させるために正面側（矢印Ｆ方向）へ向けて下降傾斜して形成される凹面として、第１入
賞口６４の鉛直方向上方となる位置に中央流出面Ｃ１８１が形成（配置）されるだけでな
く、第１入賞口６４の鉛直方向上方から遊技盤１３の幅方向（図７２左右方向）に位置を
異ならせた２箇所に、側方流出面Ｃ１８２が形成（配置）される。また、第６通路ＣＲｔ
６には、起伏が形成され、起伏の底部に側方流出面Ｃ１８２が形成され、起伏の頂部に中
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央流出面Ｃ１８１が形成される。
【１０３６】
　そのため、第４通路ＣＲｔ４へ振り分けられた球は、第６通路ＣＲｔ６において、中央
流出面Ｃ１８１から遊技領域へ流出する確率よりも、側方流出面Ｃ１８２から遊技領域へ
流出する確率が高く、結果として、第１入賞口６４へ入賞し難い（上述した第５通路ＣＲ
ｔ５へ振り分けられた球よりも第１入賞口６４へ入賞する確率が低い）。
【１０３７】
　このように、本実施形態における下側フレームＣ８６ｂは、連なった状態の球が第３通
路ＣＲｔ３へ流入された場合に、先行する球は通常の通路（第４通路ＣＲｔ４）へ振り分
けられる一方、後行する球が第１入賞口６４に入賞し易い通路（本実施形態では、第１入
賞口６４に球をほぼ確実に入賞させる通路（第５通路ＣＲｔ５））へ振り分けられる。よ
って、第１入賞口６４に球が入賞する確率を高める（確実に入賞させる）ために、球が連
なった状態が形成されることを遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１０３８】
　次いで、図７３から図７４に加え、図７５から図８７を参照して、下側フレームＣ８６
ｂの詳細構成について説明する。
【１０３９】
　図７５は、下側フレームＣ８６ｂの分解正面斜視図であり、図７６は、下側フレームＣ
８６ｂの分解背面斜視図である。図７７は、下側フレームＣ８６ｂの上面図であり、図７
８は、下側フレームＣ８６ｂの正面図であり、図７９は、下側フレームＣ８６ｂの背面図
である。図８０（ａ）は、図７８の矢印ＬＸＸＸａ方向視における下側フレームＣ８６ｂ
の側面図であり、図８０（ｂ）は、図７８の矢印ＬＸＸＸｂ方向視における下側フレーム
Ｃ８６ｂの側面図である。
【１０４０】
　図８１及び図８２は、図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における下側フレームＣ８６
ｂの断面図であり、図８３は、図７８のＬＸＸＸＩＩＩ－ＬＸＸＸＩＩＩ線における下側
フレームＣ８６ｂの断面図である。図８４（ａ）は、図８１のＬＸＸＸＩＶａ部における
下側フレームＣ８６ｂの部分拡大断面図であり、図８４（ｂ）は、図７７のＬＸＸＸＩＶ
ｂ－ＬＸＸＸＩＶｂ線における下側フレームＣ８６ｂの部分拡大断面図である。なお、図
８１では、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態が、図８２では、振分部材Ｃ１
７０が第２位置に配置された状態が、それぞれ図示される。
【１０４１】
　図７３から図８４に示すように、下側フレームＣ８６ｂは、正面部材Ｃ１１０と、その
正面部材Ｃ１１０の長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に配設される皿部材Ｃ１２０と、正面
部材Ｃ１１０の背面（矢印Ｂ方向側の面）に所定間隔を隔てて対向配置される背面部材Ｃ
１３０と、その背面部材Ｃ１３０の正面（矢印Ｆ方向側の面）に配設される第１中間部材
Ｃ１４０と、背面部材Ｃ１３０の正面（矢印Ｆ方向側の面）に所定間隔を隔てて対向配置
される第２中間部材Ｃ１５０と、背面部材Ｃ１３０及び第２中間部材Ｃ１５０の対向間に
介設される第１介設部材Ｃ１６０及び振分部材Ｃ１７０と、正面部材Ｃ１１０並びに第１
及び第２中間部材Ｃ１４０，Ｃ１５０の対向間に介設される第２介設部材Ｃ１８０と、背
面部材Ｃ１３０の背面に配設される装飾部材Ｃ１９０及び迂回部材Ｃ２００と、を備える
。
【１０４２】
　なお、下側フレームＣ８６ｂは、各部材どうしが、それぞれタッピングネジにより締結
固定されると共に、振分部材Ｃ１７０及び装飾部材Ｃ１９０が背面部材Ｃ１３０に回転可
能に軸支されることで、一つ（単体）のユニットとして構成される（図７３参照）。
【１０４３】
　また、下側フレームＣ８６ｂは、振分部材Ｃ１７０及び装飾部材Ｃ１９０を除く他の部
材が光透過性（即ち、背面側の部材や球を透視可能な透明）の樹脂材料から構成され、振
分部材Ｃ１７０及び装飾部材Ｃ１９０が有色の樹脂材料から構成される。よって、第１通
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路ＣＲｔ１から第６通路ＣＲｔ６を通過する球を遊技者に視認させると共に、振分部材Ｃ
１７０による振り分け動作とその動作に伴う装飾部材Ｃ１９０の変位を遊技者に視認させ
ることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１０４４】
　この場合、下側フレームＣ８６ｂは、第１中間部材Ｃ１４０または第２中間部材Ｃ１５
０の少なくとも一方または両方が光透過性の樹脂材料から構成されていれば足りる。第３
通路ＣＲｔ３における球の連なり状態（先行する球と後行する球の間隔が所定量よりも小
さい間隔か否か）と、振分部材Ｃ１７０による振り分け動作との少なくとも一方または両
方を遊技者に視認させられる一方で、後行する球が振分部材Ｃ１７０により第５通路ＣＲ
ｔ５に振り分けられたことを視認できれば、かかる球は流出口ＣＯＰｏｕｔから第１入賞
口６４へ高確率で（本実施形態ではほぼ全球が）入球するため、第５通路ＣＲｔ５を案内
される球を遊技者に視認させなくても足りるためである。
【１０４５】
　なお、振分部材Ｃ１７０及び装飾部材Ｃ１９０は、光透過性（又は有色）の樹脂材料か
ら構成され、その正面に塗装を施したもの、或いは、シールを添付したものであっても良
い。
【１０４６】
　また、一方で、第１中間部材Ｃ１４０及び第２中間部材Ｃ１５０の少なくとも一方また
は両方が有色の樹脂材料から構成される、或いは、第１中間部材Ｃ１４０及び第２中間部
材Ｃ１５０の少なくとも一方または両方に塗装が施されたりシールが添付されていても良
い。即ち、第３通路ＣＲｔ３を通過する球や振分部材Ｃ１７０が正面側から遊技者に視認
不能となるように構成されていても良い。
【１０４７】
　正面部材Ｃ１１０は、正面を形成する板状の正面部Ｃ１１１と、その正面部Ｃ１１１の
背面から立設される板状の底面部Ｃ１１２と、それら正面部Ｃ１１１及び底面部Ｃ１１２
の長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に配設される連結部Ｃ１１３とを備える。
【１０４８】
　正面部Ｃ１１１には、その正面部Ｃ１１１の下側（矢印Ｄ方向側）の外縁に沿って複数
の挿通孔Ｃ１１１ａが板厚方向に穿設される。下側フレームＣ８６ｂは、組み立てた状態
（ユニット化された状態）で、ベース板６０の正面から窓部６０ａに嵌め込まれ、挿通孔
Ｃ１１１ａに挿通したタッピングネジがベース板６０に締結されることで、ベース板６０
に固定（配設）される。
【１０４９】
　正面部Ｃ１１１には、第１入賞口６４（図７２参照）の鉛直方向上方となる位置に流出
口ＣＯＰｏｕｔが開口形成（板厚方向に穿設）される。流出口ＣＯＰｏｕｔは、上述した
ように、第５通路ＣＲｔ５を案内された球が遊技領域へ流出される際の出口となる開口で
ある。
【１０５０】
　底面部Ｃ１１２は、その上面に第２介設部材Ｃ１８０の底面が対向配置され、底面部Ｃ
１１２と第２介設部材Ｃ１８０（凹部Ｃ１８３）との対向間に第５通路ＣＲｔ５の一部が
形成される。よって、例えば、第２介設部材Ｃ１８０に貫通形成した貫通孔を第５通路Ｃ
Ｒｔ５の一部とする場合と比較して、構造を簡素化して、製品コストを抑制できる。
【１０５１】
　底面部Ｃ１１２は、正面部Ｃ１１１の長手方向全域にわたって連続的に形成され、その
底面部Ｃ１１２の立設先端（矢印Ｂ方向側）が、第１中間部材Ｃ１４０及び第２中間部材
Ｃ１５０の正面に当接される。これにより、針金等の異物の侵入が抑制される。
【１０５２】
　連結部Ｃ１１３には、受入口ＣＯＰｉｎが開口形成（板厚方向に穿設）される。受入口
ＣＯＰｉｎは、上述したように、上側フレームＣ８６ａの上側フレーム通路ＣＲｔ０から
球を受け入れる開口である。なお、ベース板６０にセンターフレームＣ８６を取り付けた
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（配設した）状態では、上側フレームＣ８６ａの背面が正面部Ｃ１１１及び連結部Ｃ１１
３の正面に重ね合わされ、両者がタッピングネジにより締結固定される。これにより、上
側フレーム通路ＣＲｔ０の下流端と受入口ＣＯＰｉｎとが連通される。
【１０５３】
　皿部材Ｃ１２０は、通路の底面を形成する上側底面部Ｃ１２１及び下側底面部Ｃ１２２
と、通路の側壁を形成する上側側壁部Ｃ１２３及び下側側壁部Ｃ１２４とを備える。
【１０５４】
　上側底面部Ｃ１２１は、上面視において略直線状の通路として左右方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に沿って延設されると共に、受入口ＣＯＰｉｎから離間する方向（矢印Ｒ方向）へ向
けて下降傾斜して形成される。なお、上側底面部Ｃ１２１は、受入口ＣＯＰｉｎよりも鉛
直方向下方（矢印Ｄ方向側）に位置し、上側フレーム通路ＣＲｔ０との間に鉛直方向の段
差が形成される。即ち、皿部材Ｃ１２０は、上側フレーム通路ＣＲｔ０から上側底面部Ｃ
１２１へ球を自由落下させる構成とされる。
【１０５５】
　上側底面部Ｃ１２１には、その幅方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央に断面コ字状の凹溝Ｃ１
２１ａが凹設される（図８４参照）。凹溝Ｃ１２１ａは、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に
沿って直線状に延設される。凹溝Ｃ１２１の溝幅（矢印Ｌ－Ｒ方向の寸法）は、球の直径
よりも小さくされると共に、凹溝Ｃ１２１ａの溝深さ（矢印Ｕ－Ｄ方向の寸法）は、凹溝
Ｃ１２１ａの底面に球が接触しない深さに設定される。
【１０５６】
　これにより、上側底面部Ｃ１２１上の球を２箇所（上側底面部Ｃ１２１と凹溝Ｃ１２１
ａとが交わる一対の稜線部分）で支持することができる。よって、凹溝Ｃ１２１ａが非形
成の場合（即ち、１箇所のみで球を支持する場合）と比較して、球と通路との接触面積を
大きくできる。よって、上側フレーム通路ＣＲｔ０から落下した球の衝撃を緩衝する（受
け止める）と共に、球が転動する際の抵抗を大きくできる。
【１０５７】
　上述のように、上側フレーム通路ＣＲｔ０から上側底面部Ｃ１２１へ球を落下させると
共に、上側底面部Ｃ１２１上の球を２箇所で支持する構成とすることで、所定の間隔を隔
てた状態で、２球が、上側フレーム通路ＣＲｔ０から上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲ
ｔ１）へ流入（落下）する場合に、上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲｔ１）において、
先行する球の流下を遅らせて、後行する球を先行する球に追いつかせ易くできる。よって
、先行する球と後行する球との間隔を減少させることができる。
【１０５８】
　上側側壁部Ｃ１２３は、上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲｔ１）の上流側および下流
側の端部と、上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲｔ１）の通路幅とをそれぞれ区画する。
なお、通路幅は、球の直径と同等または球の直径よりも若干大きな寸法（少なくとも球の
直径の２倍よりも小さい寸法、好ましくは、球の直径の１．３倍よりも小さい寸法）に設
定され、複数の球を直列の状態でのみ案内可能とする。
【１０５９】
　上側側壁部Ｃ１２３には、上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲｔ１）の下流側の端部に
切り欠き部Ｃ１２３ａが切り欠き形成され、この切り欠き部Ｃ１２３ａを介して、上側底
面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲｔ１）から下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）へ球が
流下可能とされる。
【１０６０】
　下側底面部Ｃ１２２は、上面視において略直線状の通路として前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に沿って延設されると共に、その延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－
Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円
弧状に湾曲して形成される（図８４（ｂ）参照）。
【１０６１】
　下側側壁部Ｃ１２４は、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）の長手方向（球を案
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内する方向）における一端側および他端側の端部と、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲ
ｔ２）の通路幅とをそれぞれ区画する。なお、通路幅は、球の直径と同等または球の直径
よりも若干大きな寸法（少なくとも球の直径の２倍よりも小さい寸法、好ましくは、球の
直径の１．３倍よりも小さい寸法）に設定され、複数の球を直列の状態でのみ案内可能と
する。
【１０６２】
　下側底面部Ｃ１２２は、上面視において、上側底面部Ｃ１２１と平行に並設され、上側
底面部Ｃ１２１の下流端（矢印Ｂ方向側の端部）と下側底面部Ｃ１２２の長手方向におけ
る一端側（矢印Ｂ方向側の端部）とが隣り合う位置に配設される。
【１０６３】
　上側側壁部Ｃ１２３における切り欠き部Ｃ１２３ａに対応する位置では、下側側壁部Ｃ
１２４が非形成とされ、上述したように、切り欠き部Ｃ１２３ａを介して、上側底面部Ｃ
１２１（第１通路ＣＲｔ１）から下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）へ球が流下可
能とされる。
【１０６４】
　下側側壁部Ｃ１２４には、円弧状に湾曲した下側底面部Ｃ１２２の底部（鉛直方向にお
ける高さ位置が最も低い位置）に対応する位置に切り欠き部Ｃ１２４ａが切り欠き形成さ
れ、この切り欠き部Ｃ１２４ａを介して、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）から
底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ球が流下可能とされる。
【１０６５】
　下側底面部Ｃ１２２は、上述したように、円弧状に湾曲して形成され、その上昇傾斜側
（下側底面部Ｃ１２２の長手方向における一端側）に上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲ
ｔ１）から球が流下されるので、かかる流下された球を、下側底面部Ｃ１２２（第２通路
ＣＲｔ２）の長手方向における一端側と他端側との間で往復動させた上で、切り欠き部Ｃ
１２４ａから底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ球を流下させることができる。
【１０６６】
　これにより、所定の間隔を隔てた状態で、２球が、上側底面部Ｃ１２１（第１通路ＣＲ
ｔ１）から下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）へ流入する場合に、下側底面部Ｃ１
２２（第２通路ＣＲｔ２）における往復動を利用して、先行する球に後行する球を追いつ
かせ、それら先行する球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことがで
きる。
【１０６７】
　下側底面部Ｃ１２２には、切り欠き部Ｃ１２４ａに対応する位置（即ち、鉛直方向にお
ける高さ位置が最も低い位置）に流出面Ｃ１２２ａが凹設される。流出面Ｃ１２２ａは、
下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）を案内される球を、底面部Ｃ１４２（第３通路
ＣＲｔ３）へ流出させるための部位であり、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ向け
て下降傾斜する凹面として形成される。
【１０６８】
　よって、下側底面部Ｃ１２２を往復動した後、その転動速度が低下した球を、流出面Ｃ
１２２ａを利用して、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へスムーズに流出（流下）さ
せることができる。即ち、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）における往復動を利
用して、先行する球と後行する球との間隔が減少された球（連なった状態の球）を、その
連なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）させ
ることができる。
【１０６９】
　なお、流出面Ｃ１２２ａは、上面視において、その凹面の幅（下側底面部Ｃ１２２を往
復動する球の転動方向に沿う方向の寸法、矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）が、切り欠き部Ｃ１２
４ａに近い側ほど大きい形状に形成される（図７７参照）。
【１０７０】
　また、上面視において、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側）に位置する下側
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側壁部Ｃ１２４に球を当接させた状態では、球が流出面Ｃ１２２ａ上を転動する（横切る
）。即ち、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）を転動（往復動）する球が、切り欠
き部Ｃ１２４ａから最も離間した位置（球の側方の頂部を下側側壁部Ｃ１２４に当接させ
る位置）を転動する状態でも、上面視において、球の中心と重なる範囲まで流出面Ｃ１２
２ａが形成される（球が下側底面部Ｃ１２２を転動する際の球の下方の頂部の軌跡である
転動線が流出面Ｃ１２２ａを横切る）。
【１０７１】
　一方で、下側底面部Ｃ１２２に流出面Ｃ１２２ａが凹設（形成）されていると、下側底
面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）に流下した球が、かかる下側底面部Ｃ１２２（第２通
路ＣＲｔ２）を一度も往復動することなく、又は、十分な回数だけ往復動する前に、流出
面Ｃ１２２ａの傾斜の作用により、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）
する虞がある。即ち、先行する球と後行する球との間隔を減少させず、両球が間隔を隔て
たまま底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）する虞がある。
【１０７２】
　これに対し、本実施形態では、下側底面部Ｃ１２２が切り欠き部Ｃ１２４ａから離間す
る方向（矢印Ｌ方向）へ向けて下降傾斜して形成される（図８４参照）。これにより、下
側底面部Ｃ１２２の傾斜の作用により、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側）に
位置する下側側壁部Ｃ１２４に球を押し付けつつ、かかる球を下側底面部Ｃ１２２（第２
通路ＣＲｔ２）で転動（往復動）させることができる。
【１０７３】
　これにより、球の転動速度が十分に低くなる前に、球が流出面Ｃ１２２ａの傾斜の作用
で底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）することを抑制できる。即ち、球
の転動速度が十分に低くなるまでの間、流出面Ｃ１２２ａを乗り越え易く（横切らせ易く
）して、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）に沿って球を十分に往復動させ易くで
きる。その結果、先行する球に後行する球を追いつかせ、それら先行する球と後行する球
との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことを確実化できる。
【１０７４】
　なお、下側底面部Ｃ１２２の円弧形状（下側底面部Ｃ１２２の延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状であって、鉛直方向下方（
矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧形状、図８４（ｂ）参照）は、その長手方向の一端側
および他端側における円弧形状の半径が、それら一端側および他端側の間の領域（流出面
Ｃ１２２ａを含む領域）における円弧形状の半径よりも小さくされる。即ち、流出面Ｃ１
２２ａを含む領域における円弧形状の半径が大きくされる。
【１０７５】
　これにより、初期段階（長手方向の一端側および他端側またはその近傍まで球が往復動
する段階）では、球を往復動させ易くすると共に先行する球に後行する球を追いつかせ易
くしつつ、往復動する球の転動速度が低くなった段階（長手方向の一端側および他端側ま
たはその近傍までは球が到達せず、流出面Ｃ１２２ａを含む比較的狭い領域で球が往復動
する段階）では、先行する球と後行する球とが連なった状態を維持させ易くできる。その
結果、両球が連なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出
（流下）させ易くできる。
【１０７６】
　なお、皿部材Ｃ１２０は、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）の延設方向を前後
方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿わせる姿勢で配設されるところ、ベース板６０の窓部６０ａ
内に配置されるので、窓部６０ａにより形成された前後方向のスペースを有効に活用でき
る。よって、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）の全長を確保して、球を連ならせ
易くできる。
【１０７７】
　背面部材Ｃ１３０は、板状に形成される本体部Ｃ１３１と、その本体部Ｃ１３１の正面
から立設される下ストッパ部Ｃ１３２、上ストッパ部Ｃ１３３及び軸支座部Ｃ１３４とを
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備える。
【１０７８】
　本体部Ｃ１３１には、その本体部Ｃ１３１の正面側と背面側とに形成される通路（第５
通路ＣＲｔ５）を連通するための開口である開口Ｃ１３１ａが開口形成される。開口Ｃ１
３１ａの下方には、本体部Ｃ１３１の外縁を窪ませた凹部Ｃ１３１ｂが形成される。凹部
Ｃ１３１ｂは、迂回部材Ｃ２００との対向間に第５通路ＣＲｔ５の一部を形成する。
【１０７９】
　下ストッパ部Ｃ１３２は、振分部材Ｃ１７０が下方へ変位された際に、その振分部材Ｃ
１７０の下面に当接可能に形成され、振分部材Ｃ１７０の第２位置を規定する（図８２参
照）。一方、上ストッパ部Ｃ１３３は、振分部材Ｃ１７０が上方へ変位された際に、その
振分部材Ｃ１７０の上面に当接可能に形成され、振分部材Ｃ１７０の第１位置（所定位置
）を規定する（図８１参照）。
【１０８０】
　軸支座部Ｃ１３４は、軸Ｃ１９２を回転可能に軸支する軸支部（軸受）として形成され
る。なお、軸Ｃ１９２は、装飾部材Ｃ１９０に固着されており、本体部Ｃ１３１の背面か
ら挿通された軸Ｃ１９２に振分部材Ｃ１７０が回転不能に連結されることで、振分部材Ｃ
１７０及び装飾部材Ｃ１９０が一体となって本体部Ｃ１３１（軸支座部Ｃ１３４）に回転
可能に軸支される。また、軸Ｃ１９２は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢で軸支
座部Ｃ１３４に軸支される。
【１０８１】
　第１中間部材Ｃ１４０は、板状の本体部Ｃ１４１と、その本体部Ｃ１４１の背面（矢印
Ｂ方向側の面）から立設される底面部Ｃ１４２、天面部Ｃ１４３及び通路部Ｃ１４４とを
備え、背面部材Ｃ１３０の正面視左側に配設される。
【１０８２】
　第１中間部材Ｃ１４０が背面部材Ｃ１３０に配設された状態では、底面部Ｃ１４２、天
面部Ｃ１４３及び通路部Ｃ１４４の立設先端（矢印Ｂ方向側）が背面部材Ｃ１３０の正面
に当接される。これにより、背面部材Ｃ１３０と第１中間部材Ｃ１４０（本体部Ｃ１４１
、底面部Ｃ１４２及び天面部Ｃ１４３）とに区画された空間により第３通路ＣＲｔ３が形
成されると共に、背面部材Ｃ１３０と第１中間部材Ｃ１４０（通路部Ｃ１４４）と第２位
置にある振分部材Ｃ１７０とにより区画された空間により第４通路ＣＲｔ４が形成される
（図８２参照）。
【１０８３】
　なお、底面部Ｃ１４２は、皿部材Ｃ１２０側から振分部材Ｃ１７０側へ向けて下降傾斜
される。また、通路部Ｃ１４４は、第２位置にある振分部材Ｃ１７０に対向する位置に形
成される対向部Ｃ１４４ａと、球の転動面を形成する底面部Ｃ１４４ｂとを備え、底面部
Ｃ１４４ｂは、第２位置にある振分部材Ｃ１７０側から対向部Ｃ１４４ａ側へ向けて下降
傾斜されると共に、背面部材Ｃ１３０側から正面部材Ｃ１１０側へ向けて下降傾斜して形
成される。よって、第２位置へ変位した振分部材Ｃ１７０から球を第４通路ＣＲｔ４に受
け入れると共にその球を第６通路ＣＲｔ６へ流出（転動）させることができる。
【１０８４】
　ここで、皿部材Ｃ１２０の下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）は前後方向（矢印
Ｆ－Ｂ方向）に沿って球を転動させ、皿部材Ｃ１２０から底面部Ｃ１４２へは、左右方向
（矢印Ｌ－Ｒ方向）に沿って（本実施形態では右方向へ）球が流下され、底面部Ｃ１４２
（第３通路ＣＲｔ３）は皿部材Ｃ１２０から流下された球を左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）
に沿って（本実施形態では右方向へ）転動させる。
【１０８５】
　この場合、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）における往復動によって先行の球
ＣＢ１及び後行の球ＣＢ２（図８５参照）の間隔が決定されるところ、それら両球ＣＢ１
，ＣＢ２は、下側底面部Ｃ１２２（第２通路ＣＲｔ２）から底面部Ｃ１４２（第３通路Ｃ
Ｒｔ３）へ左右方向に沿って流下されると共に、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）を
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左右方向に沿って流下（転動）されるので、両球ＣＢ１，ＣＢ２の間隔を正面視により確
認可能とし、遊技者に視認させ易くできる。その結果、遊技の興趣を高めることができる
。
【１０８６】
　第２中間部材Ｃ１５０は、板状の本体部Ｃ１５１と、その本体部Ｃ１５１の背面（矢印
Ｂ方向側の面）から立設される底面部Ｃ１５２とを備え、背面部材Ｃ１３０の正面視右側
に配設される。第２中間部材Ｃ１５０が背面部材Ｃ１３０に配設された状態では、底面部
Ｃ１５２の立設先端（矢印Ｂ方向側）が背面部材Ｃ１３０の正面に当接される。
【１０８７】
　本体部Ｃ１５１には、その外縁を窪ませた凹部Ｃ１５１ａが形成される。底面部Ｃ１５
２は、その下面に迂回部材Ｃ２００（樋部Ｃ２０３）が対向配置され、凹部Ｃ１５１ａ及
び底面部Ｃ１５２と迂回部材Ｃ２００（樋部Ｃ２０３）との対向間に第５通路ＣＲｔ５の
一部が形成される。よって、例えば、迂回部材Ｃ２００を筒状に形成して第５通路ＣＲｔ
５の一部とする場合と比較して、構造を簡素化して、製品コストを抑制できる。
【１０８８】
　第１介設部材Ｃ１６０は、第５通路ＣＲｔ５の一部における球の転動面を形成する部材
であり、背面部材Ｃ１３０と第２中間部材Ｃ１５０との対向間に介設される。即ち、背面
部材Ｃ１３０と第２中間部材Ｃ１５０（本体部Ｃ１５１）と第１介設部材Ｃ１６０とに区
画された空間により第５通路ＣＲｔ５の一部が形成される。
【１０８９】
　第１介設部材Ｃ１６０は、その延設方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方
向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状
に湾曲して形成される（図８２参照）。よって、振分部材Ｃ１７０によって第１介設部材
Ｃ１６０（第５通路ＣＲｔ５）に振り分けられた球を、第１介設部材Ｃ１６０上で往復動
させた後、開口Ｃ１３１ａへ流出させることができる。
【１０９０】
　これにより、例えば、振分部材Ｃ１７０によって振り分けられた球を開口Ｃ１３１ａへ
直接流出させる構成と比較して、開口Ｃ１３１ａへ流出するまでに要する時間を長くする
ことができる。即ち、第１入賞口６４に入球（入賞）する確率が高い状態の形成を期待す
る遊技者に対し、かかる状態が形成されたことを気づかせ易くできると共に、かかる状態
を楽しむ時間を確保させることができる。その結果、遊技の興趣を高めることができる。
【１０９１】
　なお、第１介設部材Ｃ１６０には、背面部材Ｃ１３０の開口Ｃ１３１ａに対応する位置
（即ち、第１介設部材Ｃ１６０の転動面の内の鉛直方向における高さ位置が最も低い位置
）に流出面Ｃ１６０ａが凹設される。流出面Ｃ１６０ａは、第１介設部材Ｃ１６０を案内
される球を、開口Ｃ１３１ａへ流出させるための部位であり、開口Ｃ１３１ａへ向けて下
降傾斜する凹面として形成される。
【１０９２】
　振分部材Ｃ１７０は、嵌合穴Ｃ１７１ａが一側に形成される本体部Ｃ１７１と、その本
体部Ｃ１７１の嵌合穴Ｃ１７１ａが形成される側と反対側となる他側に形成される受入部
Ｃ１７２と、本体部Ｃ１７１の上面側に形成される転動部Ｃ１７３とを備え、嵌合穴Ｃ１
７１ａに嵌合された軸Ｃ１９２（軸支座部Ｃ１３４）を中心として回転可能とされる。
【１０９３】
　嵌合穴Ｃ１７１ａは、断面Ｄ字状の穴として形成され、その断面形状に一致した断面形
状を有する軸Ｃ１９２が嵌合されることで、本体部Ｃ１７１に軸Ｃ１９２が回転不能に固
着される。軸Ｃ１９２は、装飾部材Ｃ１９０にも回転不要に固着されており、よって、軸
Ｃ１９２を介して、本体部Ｃ１７１（振分部材Ｃ１７０）と装飾部材Ｃ１９０とが一体化
（１のユニットとして形成）される。
【１０９４】
　この場合、振分部材Ｃ１７０及び装飾部材Ｃ１９０からなるユニットは、その重心位置
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が回転中心（軸Ｃ１９２）に対して一側（軸Ｃ１９２を挟んで振分部材Ｃ１７０と反対側
、図８１右側）に偏心される。よって、無負荷状態では、振分部材Ｃ１７０は、受入部Ｃ
１７２側が上昇され（正面視において軸Ｃ１９２を中心として時計回りに回転され）、上
ストッパ部Ｃ１３３に回転が規制された状態（第１位置（所定位置）に配置された状態）
とされる（図８１参照）。
【１０９５】
　一方、振分部材Ｃ１７０の受入部Ｃ１７２に球が受け入れられた状態では、その球の重
さにより、全体としての重心位置が回転中心（軸Ｃ１９２）に対して他側（軸Ｃ１９２に
対して振分部材Ｃ１７０が配設される側、図８１左側）に偏心される。よって、受入部Ｃ
１７２に球を受け入れた状態では、振分部材Ｃ１７０は、受入部Ｃ１７２側が下降され（
正面視において軸Ｃ１９２を中心として反時計回りに回転され）、下ストッパ部Ｃ１３２
に回転が規制された状態（第２位置に配置された状態）とされる（図８２参照）。
【１０９６】
　装飾部材Ｃ１９０は、本体部Ｃ１９１の少なくとも一部が遊技者から視認可能とされ、
振分部材Ｃ１７０の第１位置と第２位置との間の変位（回転）に伴って、装飾部材Ｃ１９
０（本体部Ｃ１９１）も回転され、遊技者から視認される位置（形態）が変化される。よ
って、かかる装飾部材Ｃ１９０の位置（形態）に基づいて、振分部材Ｃ１７０の状態（即
ち、球の振り分け方向）を遊技者に認識させることができる。また、振分部材Ｃ１７０を
変位させるための錘としての役割と、球の振り分け方向を認識させる部位としての役割と
を装飾部材Ｃ１９０に兼用させることができ、その分、製品コストを低減できる。
【１０９７】
　なお、振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置された後、受入部Ｃ１７２から第１中間部材
Ｃ１４０の通路部Ｃ１４４へ球が排出（流出）されると、振分部材Ｃ１７０は、振分部材
Ｃ１７０及び装飾部材Ｃ１９０からなるユニットの自重（重心位置の軸Ｃ１９２からの偏
心）の作用により、第１位置（所定位置）へ復帰される。
【１０９８】
　このように、振分部材Ｃ１７０の第１位置への変位（復帰）は、振分部材Ｃ１７０及び
装飾部材Ｃ１９０からなるユニットの自重（重量）により行われるので、例えば、付勢ば
ねを設けて、その付勢ばねにより振分部材Ｃ１７０を第１位置へ向けて付勢する場合と比
較して、構造を簡素化できる。
【１０９９】
　また、付勢ばねを利用する場合と比較して、振分部材Ｃ１７０の第１位置への変位（復
帰動作）を低速とできるので、後行する球ＣＢ２を転動部Ｃ１７３上に到達させ易くでき
る。即ち、振分部材Ｃ１７０が第２位置から第１位置へ向けて変位（回転）を開始してか
ら、後行する球ＣＢ２が転動部Ｃ１７３上へ流入不能となる位置まで変位（回転）される
のに要する時間を長くできる。更に、後行する球ＣＢ２の更に後続となる第３の球も転動
部Ｃ１７３へ到達させる可能性を付与できる（図８５から図８７参照）。
【１１００】
　受入部Ｃ１７２は、第１位置において第３通路ＣＲｔ３に対向する位置に形成される対
向部Ｃ１７２ａと、第１位置において受け入れた球を支持すると共に第２位置において通
路部Ｃ１４４へ向けて球を転動させるための転動面を形成する底面部Ｃ１７２ｂとを備え
る。
【１１０１】
　受入部Ｃ１７２は、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態では、対向部Ｃ１７
２ａが、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２の延設方向に略直交し、底面部Ｃ１７２
ｂが、対向部Ｃ１７２ａから第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２へ向けて上昇傾斜す
るように形成される（図８１参照）。
【１１０２】
　ここで、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態において、対向部Ｃ１７２ａが
、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２の延設方向と直交する方向に対して傾斜（対向
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部Ｃ１７２ａの転動部Ｃ１７３側が底面部Ｃ１７２ｂ側よりも第３通路ＣＲｔ３から離間
される方向へ傾斜）されていると、対向部Ｃ１７２ａに衝突した球が上方へ跳ね上げられ
て、第３通路ＣＲｔ３へ逆流する虞がある。
【１１０３】
　これに対し、対向部Ｃ１７２ａは、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態にお
いて、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２の延設方向に略直交されているので、第１
中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）から受け入れた球を対向部Ｃ１
７２ａにより受け止めて、第３通路ＣＲｔ３へ逆流することを抑制できる。
【１１０４】
　また、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態において、底面部Ｃ１７２ｂが、
対向部Ｃ１７２ａから第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２（通路部Ｃ１４４）へ向け
て下降傾斜するように形成されていると、受入部Ｃ１７２に受け入れた球が早期に第１中
間部材Ｃ１４０の通路部Ｃ１４４へ流出されてしまい、球の重さを利用できなくなること
で、振分部材Ｃ１７０を第２位置に到達させられない虞がある。
【１１０５】
　これに対し、底面部Ｃ１７２ｂは、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態にお
いて、対向部Ｃ１７２ａから第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２へ向けて上昇傾斜す
るように形成されているので、少なくとも振分部材Ｃ１７０が第１位置から所定量だけ回
転するまでの間は、底面部Ｃ１７２ｂに球を保持しておくことができる。これにより、受
入部Ｃ１７２に受け入れた球が第１中間部材Ｃ１４０の通路部Ｃ１４４へ流出されるまで
の時間を遅らせることができる。その結果、球の重さを有効に利用して、振分部材Ｃ１７
０を第２位置に確実に到達させることができる。
【１１０６】
　なお、上述した理由（第３通路ＣＲｔ３への逆流防止）により、対向部Ｃ１７２ａを、
転動部Ｃ１７３側が底面部Ｃ１７２ｂ側よりも第３通路ＣＲｔ３へ近接する方向へ傾斜さ
せても良い。
【１１０７】
　受入部Ｃ１７２は、振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置された状態では、底面部Ｃ１７
２ｂが、対向部Ｃ１７２ａから第１中間部材Ｃ１４０の通路部Ｃ１４４へ向けて下降傾斜
するように形成される（図８２参照）。これにより、受入部Ｃ１７２に受け入れた球を、
第１中間部材Ｃ１４０の通路部Ｃ１４４へ確実に流出させることができる。
【１１０８】
　また、球が底面部Ｃ１７２ｂを転動している間、その球の重量を振分部材Ｃ１７０に作
用させ、振分部材Ｃ１７０を第２位置（即ち、後行する球を転動部Ｃ１７３（第５通路Ｃ
Ｒｔ５）へ案内可能な状態）に維持しやすくできる。
【１１０９】
　転動部Ｃ１７３は、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）を転
動する球を、第２介設部材Ｃ１６０（第５通路ＣＲｔ５）へ案内する（振り分ける）ため
の部位であり、振分部材Ｃ１７０が第２位置へ配置された状態において、第１中間部材Ｃ
１４０の底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）の下流端と、第２介設部材Ｃ１６０（第５
通路ＣＲｔ５）の上流端との間に位置（架設）される。
【１１１０】
　転動部Ｃ１７３の上流端（矢印Ｌ方向側の端部）は、受入部Ｃ１７２の対向部Ｃ１７２
ａから突出して形成される。即ち、転動部Ｃ１７３の上流端（矢印Ｌ方向側の端部）には
、対向部Ｃ１７２ａから上流側（第１中間部材Ｃ１４０（第３通路ＣＲｔ３）側、矢印Ｌ
方向）へ向けて突出される板状の部位が形成される。この板状の部位が球ＣＢ１と球ＣＢ
２との間に挿入されることで、両球（球ＣＢ１，ＣＢ２）を切り離すことができる。
【１１１１】
　振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置された状態では、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ
１４２（転動面）の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）における高さ位置に対し、転動部Ｃ１
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７３（転動面）の上流端（矢印Ｌ方向側の端部）における高さ位置が、鉛直方向下方（矢
印Ｄ方向）に位置される。即ち、底面部Ｃ１４２の下流端と転動部Ｃ１７３の上流端との
間には段差が形成され、第２位置に配置された振分部材Ｃ１７０が第１位置へ向けて所定
量（所定回転角）だけ変位（回転）された場合に、底面部Ｃ１４２の下流端と転動部Ｃ１
７３の上流端とが同一の高さ位置に配置される。
【１１１２】
　ここで、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）を転動する球が
受入部Ｃ１７２へ流入されると、その球の重量で振分部材Ｃ１７０が第１位置から下方へ
変位（回転）され、振分部材Ｃ１７０の下面が下ストッパ部Ｃ１３２に当接されることで
、振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置される。
【１１１３】
　この場合、下ストッパ部Ｃ１３２に下面が衝突した際の衝撃で振分部材Ｃ１７０が上方
（矢印Ｕ方向）へ跳ね上げられる虞があり、振分部材Ｃ１７０の上方への跳ね上がりによ
り、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２（転動面）の下流端における高さ位置に対し
、転動部Ｃ１７３（転動面）の上流端における高さ位置が、鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）
に位置されると、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）から転動
部Ｃ１７３へ球を流入（転動）させることができなくなる虞がある。
【１１１４】
　特に、上方へ跳ね上げられた振分部材Ｃ１７０（転動部Ｃ１７３の上流側の端面）に球
が衝突し、その球の衝突による衝撃で振分部材Ｃ１７０が更に上方へ跳ね上げられると（
球により振分部材Ｃ１７０が更に上方へ押し上げられると）、その球が、本来は転動部Ｃ
１７３へ流入（転動）されるべき球であったにも関わらず、受入部Ｃ１７２に流入される
（受け入れられる）される虞がある。
【１１１５】
　これに対し、振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置された状態では、上述したように、底
面部Ｃ１４２（転動面）の下流端と転動部Ｃ１７３（転動面）の上流端との間には段差が
形成されるので、衝撃により振分部材Ｃ１７０が上方へ跳ね上げられた場合でも、両者の
間の段差の分、底面部Ｃ１４２の下流端よりも転動部Ｃ１７３の上流端が鉛直方向上方（
矢印Ｕ方向）に位置することを抑制できる。即ち、両者の段差の分だけ、振分部材Ｃ１７
０が上方へ跳ね上げられることを許容できる。よって、転動部Ｃ１７３へ流入（転動）さ
れるべき球（先行の球ＣＢ１との間の間隔が所定量以下とされる後行の球ＣＢ２）を、底
面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）から転動部Ｃ１７３へ流入（転動）させ易くできる。
【１１１６】
　更に、振分部材Ｃ１７０は、転動部Ｃ１７３の上流側の端面（第１中間部材Ｃ１４０に
対向する側の面、矢印Ｌ方向側の面）が、転動部Ｃ１７３から第１中間部材Ｃ１４０（底
面部Ｃ１４２）へ向けて下降傾斜して形成される。即ち、転動部Ｃ１７３の上流側の端面
は、転動部Ｃ１７３の転動面側の縁部よりも、受入部Ｃ１７２（対向部Ｃ１７２ａ）側の
縁部の方が、第１中間部材Ｃ１４０に近接される形状に形成される。
【１１１７】
　これにより、上方へ跳ね上げられた振分部材Ｃ１７０（転動部Ｃ１７３の上流側の端面
）に球が衝突した場合には、その球から振分部材Ｃ１７０（転動部Ｃ１７３の上流側の端
面）に作用する力の方向を、振分部材Ｃ１７０を下方へ押し下げる方向の力とすることが
できる。その結果、転動部Ｃ１７３へ流入（転動）されるべき球（先行の球ＣＢ１との間
の間隔が所定量以下とされる後行の球ＣＢ２）を、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）
から転動部Ｃ１７３へ流入（転動）させ易くできる。
【１１１８】
　受入部Ｃ１７２と転動部Ｃ１７３とは、Ｃ１９２に対して、同じ側（球の重量により振
分部材Ｃ１７０を回転させる方向が同じとなる側）に配置される。よって、受入部Ｃ１７
２に受け入れた球の重量により振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置された後、球が受入部
Ｃ１７２から排出されたとしても、転動部Ｃ１７３を転動する球の重量を利用して、振分
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部材Ｃ１７０を第２位置に維持することができる。即ち、第５通路ＣＲｔ５へ案内する球
がある場合、その球の重量を利用して、振分部材Ｃ１７０の姿勢を、球を第５通路ＣＲｔ
５へ案内するための姿勢に維持させることとができる。
【１１１９】
　よって、受入部Ｃ１７２に受け入れた球（底面部Ｃ１７２ｂを転動する球）の重量を利
用して、振分部材Ｃ１７０を第２位置に維持する必要がなく、かかる底面部Ｃ１７２ｂの
延設長さを短くすることができ、その分、振分部材Ｃ１７０を小型化できる。その結果、
振分部材Ｃ１７０の配置の自由度を高めることができる。
【１１２０】
　ここで、振分部材Ｃ１７０は、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）から受入部Ｃ１７
２へ向けて球が転動する方向（受入部Ｃ１７２が球を受け入れる方向、矢印Ｒ方向）と、
受入部Ｃ１７２から通路部Ｃ１４４へ球が転動する方向（受け入れた球を転動させる方向
、矢印Ｌ方向）とが逆方向とされる。即ち、受入部Ｃ１７２において、球の流下（転動）
方向を反転（方向転換）させる構成とされる。
【１１２１】
　これにより、受入部Ｃ１７２が球を受け入れる方向と受入部Ｃ１７２から通路部Ｃ１４
４へ球が転動する方向とが同方向とされる場合と比較して、反転に要する時間の分、球が
振分部材Ｃ１７０（受入部Ｃ１７２）に滞留する時間を確保でき、その受入部Ｃ１７２に
滞留される球の重量を利用して振分部材Ｃ１７０を第２位置に維持し易くできる。その結
果、転動部Ｃ１７３において球を安定して転動させることができる。
【１１２２】
　また、球の反転を利用して、その滞留時間を確保できることで、その分、受入部Ｃ１７
２における底面部Ｃ１７２ｂの延設長さを短くして、振分部材Ｃ１７０を小型化できる。
その結果、振分部材Ｃ１７０の配置の自由度を高めることができる。
【１１２３】
　第２介設部材Ｃ１８０は、第６通路ＣＲｔ６における球の転動面を形成する部材であり
、正面部材Ｃ１１１と第１中間部材Ｃ１４０及び第２中間部材Ｃ１５０との対向間に介設
される。即ち、正面部材Ｃ１１０と第１中間部材Ｃ１４０及び第２中間部材Ｃ１５０と第
２介設部材Ｃ１８０とに区画された空間により第６通路ＣＲｔ６が形成される。
【１１２４】
　第２介設部材Ｃ１８０の上面（転動面）には、上述したように、第２介設部材Ｃ１８０
（第６通路ＣＲｔ６）を案内される球を遊技領域へ流出させるために正面側（矢印Ｆ方向
）へ向けて下降傾斜して形成される凹面（中央流出面Ｃ１８１及び側方流出面Ｃ１８２）
が形成される。また、第６通路ＣＲｔ６の上面（転動面）には、起伏が形成され、起伏の
底部に側方流出面Ｃ１８２が配置される一方、起伏の頂部に中央流出面Ｃ１８１が配置さ
れる。
【１１２５】
　なお、正面部材Ｃ１１０の正面部Ｃ１１１の上縁（矢印Ｕ方向の縁部）は、中央流出面
Ｃ１８１及び側方流出面Ｃ１８２が形成される領域を除き、第２介設部材Ｃ１８０の上面
（転動面）よりも上方（矢印Ｕ方向）へ突出される。即ち、第２介設部材Ｃ１８０の上面
（転動面）を転動する球は、中央流出面Ｃ１８１又は側方流出面Ｃ１８２からのみ遊技領
域へ流出（流下）される。
【１１２６】
　第２介設部材Ｃ１８０の底面には、凹部Ｃ１８３が凹設され、上述したように、かかる
凹部Ｃ１８３と正面部材Ｃ１１０の底面部Ｃ１１２との対向間に第５通路ＣＲｔ５の一部
が形成される。
【１１２７】
　装飾部材Ｃ１９０は、板状に形成される本体部Ｃ１９１と、その本体部Ｃ１９１に固着
される軸Ｃ１９２とを備え、上述したように、軸Ｃ１９２を介して、振分部材Ｃ１７０に
連結（一体化）される。なお、本体部Ｃ１９１の正面には、キャラクターなどの図柄が印
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刷やシールの添付により表示され、そのキャラクターの動き（変位）に基づいて、振分部
材Ｃ１７０の動作が遊技者に視認可能とされる。
【１１２８】
　なお、軸Ｃ１９２は、ベース板６０（図７２参照）に直交する姿勢で配置される。よっ
て、下側フレームＣ８６ｂの前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）寸法の小型化を図ることができ
る。
【１１２９】
　迂回部材Ｃ２００は、板状の本体部Ｃ２０１と、その本体部Ｃ２０１の正面（矢印Ｆ方
向側の面）から立設される壁面部Ｃ２０２と、その壁面部Ｃ２０２の一部を正面側へ更に
延設して形成される樋部Ｃ２０３とを備え、開口Ｃ１３１ａに対向する位置において、背
面部材Ｃ１３０の背面側に配設される。
【１１３０】
　迂回部材Ｃ２００が背面部材Ｃ１３０に配設された状態では、壁面部Ｃ２０２の立設先
端（矢印Ｆ方向側）が背面部材Ｃ１３０（本体部Ｃ１３１）の背面に当接され、且つ、樋
部Ｃ２０３の立設先端（矢印Ｆ方向側）が第２中間部材Ｃ１５０（本体部Ｃ１５１）の背
面に当接されると共に、樋部Ｃ２０３の縁部が第２中間部材Ｃ１５０（底面部Ｃ１５２）
の底面に当接される。
【１１３１】
　これにより、背面部材Ｃ１３０（本体部Ｃ１３１）と迂回部材Ｃ２００（本体部Ｃ２０
１及び壁面部Ｃ２０２）とに区画された空間、及び、第２中間部材Ｃ１５０（底面部Ｃ１
５２）と迂回部材Ｃ２００（樋部Ｃ２０３）とに区画された空間により第５通路ＣＲｔ５
の一部が形成される（図８３参照）。
【１１３２】
　なお、樋部Ｃ２０３は、背面部材Ｃ１３０側から第２中間部材Ｃ１５０側へ向けて下降
傾斜される。よって、背面部材Ｃ１３０の開口Ｃ１３１ａから迂回部材Ｃ２００内へ流入
された球を樋部Ｃ２０３上を転動させて、正面部材Ｃ１１０の底面部Ｃ１１２と第２介設
部材Ｃ１８０（凹部Ｃ１８３）との間に形成される第５通路ＣＲｔ５へ流入させることが
できる。
【１１３３】
　次いで、振分部材Ｃ１７０による球の振り分け動作について説明する。図８５から図８
７は、振分部材Ｃ１７０による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームＣ８６ｂの部
分拡大断面図であり、図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線における断面に対応する。
【１１３４】
　なお、図８５（ａ）及び図８５（ｂ）は、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状
態を示し、図８１に対応する。図８６（ｂ）及び図８７は、振分部材Ｃ１７０が第２位置
に配置された状態を示し、図８２に対応する。
【１１３５】
　図８５（ａ）に示すように、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態では、受入
部Ｃ１７２は、第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２を転動する球ＣＢ１を受け入れ可
能（球ＣＢ１が流入可能）な位置に配置される。
【１１３６】
　即ち、受入部Ｃ１７２は、底面部Ｃ１４２（転動面）を延長した延長線と交差する位置
に対向部Ｃ１７２ａが配置され、底面部Ｃ１４２（転動面）を延長した延長線よりも鉛直
方向下方（矢印Ｄ方向）となる位置に底面部Ｃ１７２ｂが配置される。
【１１３７】
　なお、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態では、底面部Ｃ１４２（転動面）
の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と、転動部Ｃ１７３の底面（転動面と反対側の面、矢印
Ｄ方向側の面）における上流端（矢印Ｌ方向側の端部）との間の間隔が、球の直径よりも
大きな寸法（球が通過可能な寸法）に設定される。
【１１３８】
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　一方、転動部Ｃ１７３は、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態では、第１中
間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２を転動する球ＣＢ１を受け入れ不能（球ＣＢ１が流入不
能）な位置に配置される。
【１１３９】
　即ち、転動部Ｃ１７３は、底面部Ｃ１４２（転動面）を延長した延長線よりも鉛直方向
上方（矢印Ｕ方向）となる位置（一段高い位置）に底面部Ｃ１７２ｂが配置される。なお
、転動部Ｃ１７３と、底面部Ｃ１４２（転動面）を延長した延長線との間の鉛直方向にお
ける間隔（段差の高さ）は、球の半径よりも大きな寸法に設定される。これにより、球が
段差を乗り越えて、第１位置にある振分部材Ｃ１７０の転動部Ｃ１７３に流入することを
抑制できる。
【１１４０】
　なお、振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態では、第１中間部材Ｃ１４０の天
面部Ｃ１４３の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と、転動部Ｃ１７３の上流端（矢印Ｌ方向
側の端部）との間の間隔が、球の直径よりも小さな寸法（球が通過不能な寸法）に設定さ
れる。これにより、球が段差を乗り越えて、第１位置にある振分部材Ｃ１７０の転動部Ｃ
１７３に流入することを抑制できる。但し、かかる間隔を球の直径よりも大きな間隔とし
ても良い。
【１１４１】
　第１中間部材Ｃ１４０の底面部Ｃ１４２を球ＣＢ１（先行する球）と球ＣＢ２（先行す
る球との間に所定の間隔を隔てて後行する球）とが転動する場合、図８５（ｂ）に示すよ
うに、球ＣＢ１が振分部材Ｃ１７０の受入部Ｃ１７２に流入され（受け入れられ）、球Ｃ
Ｂ１は、対向部Ｃ１７２ａに当接され（受け止められ）、受入部Ｃ１７２に保持される。
【１１４２】
　また、球ＣＢ１，ＣＢ２の間の間隔が比較的小さい場合には、球ＣＢ２が球ＣＢ１に追
い付き、球ＣＢ２が球ＣＢ１に当接される。上述したように、振分部材Ｃ１７０が第１位
置に配置された状態では、天面部Ｃ１４３の下流端と、転動部Ｃ１７３の上流端との間の
間隔が、球の直径よりも小さな寸法（球が通過不能な寸法）に設定されるので、球ＣＢ２
が、球ＣＢ１を乗り越えて、転動部Ｃ１７３へ流入されることを抑制できる。即ち、球Ｃ
Ｂ２を球ＣＢ１の後方（上流側）に待機させることができる。
【１１４３】
　図８５（ｂ）に示すように、球ＣＢ１が受入部Ｃ１７２に受け入れられると、図８６（
ａ）に示すように、球ＣＢ１の重量により振分部材Ｃ１７０が第１位置から第２位置へ向
けて変位（回転）される。また、球ＣＢ２が球ＣＢ１に追い付いている場合には、その球
ＣＢ２の重量も振分部材Ｃ１７０に作用される。
【１１４４】
　ここで、受入部Ｃ１７２は、対向部Ｃ１７２ａの底面部Ｃ１７２ｂに連結される側の領
域と、底面部Ｃ１７２ｂの対向部Ｃ１７２ａに結される側の領域とが、即ち、対向部Ｃ１
７２ａと底面部Ｃ１７２ｂとの連結部分が、軸Ｃ１９２側へ向けて凸となり球の外形と略
同一形状（球と略同径）となる円弧状に湾曲して形成され、その円弧状に湾曲した部分に
より球を保持可能とされる。
【１１４５】
　また、振分部材Ｃ１７０（底面部Ｃ１７２ｂの下流端（矢印Ｌ方向側の端部））と第１
中間部材Ｃ１４０（底面部Ｃ１４２と対向部Ｃ１４４ａとの連結部分）との間の間隔は、
振分部材Ｃ１７０が第１位置に配置された状態では、球の直径よりも小さな寸法（球が通
過不能な寸法）に設定され、振分部材Ｃ１７０が第１位置から第２位置へ向けて変位（回
転）されることで、漸次拡大される。
【１１４６】
　即ち、振分部材Ｃ１７０が第１位置と第２位置との間の所定中間位置（図８６（ａ）と
図８６（ｂ）との間の位置）まで変位（回転）されると、上述の振分部材Ｃ１７０（底面
部Ｃ１７２ｂの下流端（矢印Ｌ方向側の端部））と第１中間部材Ｃ１４０（底面部Ｃ１４
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２と対向部Ｃ１４４ａとの連結部分）との間の間隔が球の直径と略同一の寸法（球が通過
可能な寸法）まで拡大され、振分部材Ｃ１７０が所定中間位置から第２位置へ向けて更に
変位（回転）されると、上述した間隔が、更に拡大され、第２位置において最大の間隔が
形成される。
【１１４７】
　よって、振分部材Ｃ１７０が第１位置から所定中間位置まで変位（回転）される間は、
受入部Ｃ１７２に球ＣＢ１を受け入れた状態が維持される。即ち、振分部材Ｃ１７０は、
第１位置から所定中間位置までの間は、受入部Ｃ１７２に球ＣＢ１を受け入れた状態で変
位（回転）される。これにより、球ＣＢ２が球ＣＢ１に当接された状態を維持して、球Ｃ
Ｂ２が底面部Ｃ１４２の下流端に位置する状態を維持できる。
【１１４８】
　この場合、底面部Ｃ１４２（転動面）の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と、転動部Ｃ１
７３の底面（転動面と反対側の面、矢印Ｄ方向側の面）における上流端（矢印Ｌ方向側の
端部）との間の間隔は、振分部材Ｃ１７０が第１位置から第２位置へ向けて変位（回転）
されることで、漸次縮小され、振分部材Ｃ１７０が所定中間位置に到達する前に、球の直
径よりも小さな寸法（球が通過不能な寸法）に設定される。よって、球ＣＢ２が受入部Ｃ
１７２へ流入する（受け入れられる）ことを抑制できる。
【１１４９】
　また、振分部材Ｃ１７０が第１位置から第２位置へ向けて変位（回転）される場合、受
入部Ｃ１７２（対向部Ｃ１７２ａと底面部Ｃ１７２ｂとの連結部分）に保持された球ＣＢ
１の軌跡の外縁（軸Ｃ１９２と反対側の外縁）よりも、転動部Ｃ１７３の底面（転動面と
反対側の面、矢印Ｄ方向側の面）における上流端（矢印Ｌ方向側の端部）の軌跡が、軸Ｃ
１９２に近い側を通過するように構成される。
【１１５０】
　よって、球ＣＢ２が球ＣＢ１に当接された状態を維持して、球ＣＢ２が底面部Ｃ１４２
の下流端に位置する状態を維持できると共に、転動部Ｃ１７３の上流端（矢印Ｌ方向側の
端部）により球ＣＢ２を押し戻す（押し返す）ことができる。即ち、転動部Ｃ１７３の上
流端を球ＣＢ１と球ＣＢ２との間に挿入して、両球を切り離すことができる。よって、球
ＣＢ２が受入部Ｃ１７２へ流入される（受け入れられる）ことを抑制できる。また、球Ｃ
Ｂ２を徐々に転動部Ｃ１７３へ転動させ、その後の転動を安定させることができる。
【１１５１】
　図８６（ａ）に示す状態から振分部材Ｃ１７０が第２位置へ向けて更に変位（回転）さ
れると、球ＣＢ１が通路部Ｃ１４４へ向けて底面部Ｃ１７２ｂを転動されると共に、球Ｃ
Ｂ２が転動部Ｃ１７３に流下される（転動部Ｃ１７３に受け入れられる）。
【１１５２】
　図８６（ｂ）及び図８７に示すように、振分部材Ｃ１７０が第２位置に配置されると、
球ＣＢ１が受入部Ｃ１７２から通路部Ｃ１４４（第４通路ＣＲｔ４）へ流入されると共に
、球ＣＢ２が転動部Ｃ１７３を転動して、第１介設部材Ｃ１６０（第５通路ＣＲｔ５）へ
流入される。
【１１５３】
　球ＣＢ１，ＣＢ２が第４通路ＣＲｔ４及び第５通路ＣＲｔ５へ流入された後は、振分部
材Ｃ１７０が第２位置から第１位置へ向けて自重により復帰（変位）される。なお、振分
部材Ｃ１７０が第２位置に配置された状態で、或いは、振分部材Ｃ１７０が第２位置から
第１位置への変位（回転）を開始した後であっても、第３の球が転動部Ｃ１７３到達し、
その転動部Ｃ１７３の転動面に流入した場合には、第３の球が転動部Ｃ１７３を転動して
第５通路ＣＲｔ５へ流入（案内）される。
【１１５４】
　上述したように、転動部Ｃ１７３の上流側の端面（第１中間部材Ｃ１４０に対向する側
の面、矢印Ｌ方向側の面）は、転動部Ｃ１７３から第１中間部材Ｃ１４０（底面部Ｃ１４
２）へ向けて下降傾斜して形成されるので、振分部材Ｃ１７０が第２位置から第１位置へ
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変位（回転）を開始した後であっても、転動部Ｃ１７３の上流側の傾斜面（端面）を利用
して、第３の球を転動部Ｃ１７３へ流入させ易くできる。
【１１５５】
　なお、振分部材Ｃ１７０は、１球の重量のみで、第１位置から第２位置まで変位（回転
）可能に構成される。よって、球ＣＢ１と球ＣＢ２との間隔が所定量よりも大きな場合に
は、これら球ＣＢ１及び球ＣＢ２の両球が、受入部Ｃ１７２に順に受け入れられ、それぞ
れ上述した振り分け動作を経て第４通路ＣＲｔ４へ振り分けられる。
【１１５６】
　以上のように、第２実施形態における下側フレームＣ８６ｂによれば、球ＣＢ１と球Ｃ
Ｂ２とが所定量以下（両球が密着する間隔が０の場合を含む）の間隔を隔てて連なる場合
には、球ＣＢ１を第４通路ＣＲｔ４へ振り分け（案内し）、且つ、球ＣＢ１の重量で第２
位置へ変位される振分部材Ｃ１７０により球ＣＢ２を第５通路ＣＲｔ５へ振り分ける（案
内する）ことができる一方、球ＣＢ１と球ＣＢ２とが所定量を越える間隔を隔てて連なる
場合には、両球（球ＣＢ１及び球ＣＢ２）を第４通路ＣＲｔ４へ振り分ける（案内する）
ことができる。このように、球ＣＢ１，ＣＢ２の連なりの状態（先行の球と後行の球との
間隔が所定量を超えるか否か）に応じて案内する通路を変化させられるので、興趣の向上
を図ることができる。
【１１５７】
　次いで、図８８から図１０３を参照して、第３実施形態におけるセンターフレームＣ２
０８６について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付し
て、その説明は省略する。
【１１５８】
　図８８は、第３実施形態における下側フレームＣ２０８６ｂの正面斜視図であり、図８
９は、下側フレームＣ２０８６ｂの背面斜視図である。なお、図８８及び図８９では、ベ
ース板６０の一部のみが部分的に図示されると共に、ベース板６０に下側フレームＣ２０
８６ｂを締結固定するタッピングネジの図示が省略される。
【１１５９】
　図８８及び図８９に示すように、下側フレームＣ２０８６ｂには、球を受け入れ可能な
開口として形成される受入口ＣＯＰ２０００ｉｎと、その受入口ＣＯＰ２０００ｉｎに連
通される第１通路ＣＲｔ２００１と、その第１通路ＣＲｔ２００１を案内された球（第１
通路ＣＲｔ２００１をその長手方向に沿って往復動した球）が流下される第２通路ＣＲｔ
２００２と、その第２通路ＣＲｔ２００２を案内された球が振分部材Ｃ２１７０により振
り分けられて流下される第３通路ＣＲｔ２００３及び第４通路ＣＲｔ２００４と、第３通
路ＣＲｔ２００３を案内された球および第４通路ＣＲｔ２００４から落下した球（第４通
路ＣＲｔ２００４の終端に到達しなかった球）が流下される第６通路ＣＲｔ２００６と、
第４通路ＣＲｔ２００４を案内された球（第４通路ＣＲｔ２００４の終端に達した球）が
流下される第５通路ＣＲｔ２００５と、その第５通路ＣＲｔ２００５を案内された球が遊
技領域へ流出するための開口として形成される流出口ＣＯＰ２０００ｏｕｔとが形成され
る（図９６及び図９７参照）。
【１１６０】
　なお、第３実施形態におけるセンターフレームは、上側フレーム（図示せず）と下側フ
レームＣ２０８６ｂとから構成される。第３実施形態における上側フレームは、その上側
フレーム通路（図示せず）の形状が、第２実施形態における上側フレームＣ８６ａの上側
フレーム通路ＣＲｔ０と異なる点を除き、他の構成は第２実施形態における上側フレーム
Ｃ８６ａと同一の構成であるので、その説明は省略する。
【１１６１】
　上側フレーム通路は、遊技領域のうちの正面視左側（図７２左側）の領域（センターフ
レーム（上側フレーム）とレール６１（図７２参照）との間の領域）から流入（入球）さ
れた球を案内する通路であり、その上側フレーム通路の下流端に下側フレームＣ２０８６
ｂの受入口ＣＯＰ２０００ｉｎが連通される。即ち、遊技領域から上側フレーム通路に流
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入（入球）した球は、受入口ＣＯＰ２０００ｉｎを介して、上側フレーム通路から下側フ
レームＣ２０８６ｂの第１通路ＣＲｔ２００１へ流入（入球）される。
【１１６２】
　下側フレームＣ２０８６ｂには、球の重さにより動作する振分部材Ｃ２１７０が配設さ
れており（図９６及び図９７参照）、連なった状態の球が第２通路ＣＲｔ２００２を案内
される場合には、先行する球が第３通路ＣＲｔ２００３へ振り分けられる一方、後行する
球が第４通路ＣＲｔ２００４へ振り分けられる。なお、球の連なる間隔が所定量よりも大
きい場合は、先行する球および後行する球の両球が第３通路ＣＲｔ２００３へ振り分けら
れる。
【１１６３】
　ここで、第４通路ＣＲｔ４の終端に達した球は、第５通路ＣＲｔ５へ流下されるところ
、第５通路ＣＲｔ２００５の出口（遊技領域へ球を流出させる開口）である流出口ＣＯＰ
ｏｕｔは、第１入賞口６４（図７２参照）の鉛直方向上方となる位置に形成（配置）され
る。そのため、第５通路ＣＲｔ２００５を案内された球は、第１入賞口６４へ入賞し易い
（第１入賞口６４へ入賞する確率が高い）。
【１１６４】
　一方、第６通路ＣＲｔ２００６には、その第６通路ＣＲｔ２００６に案内される球を遊
技領域へ流出させるために正面側（矢印Ｆ方向）へ向けて下降傾斜して形成される凹面と
して、第１入賞口６４の鉛直方向上方となる位置に中央流出面Ｃ１８１が形成（配置）さ
れるだけでなく、第１入賞口６４の鉛直方向上方から遊技盤１３の幅方向（図７２左右方
向）に位置を異ならせた２箇所に、側方流出面Ｃ１８２が形成（配置）される。また、第
６通路ＣＲｔ２００６には、起伏が形成され、起伏の底部に側方流出面Ｃ１８２が形成さ
れ、起伏の頂部に中央流出面Ｃ１８１が形成される。
【１１６５】
　そのため、第４通路ＣＲｔ２００４へ振り分けられた球は、第６通路ＣＲｔ２００６に
おいて、中央流出面Ｃ１８１から遊技領域へ流出する確率よりも、側方流出面Ｃ１８２か
ら遊技領域へ流出する確率が高く、結果として、第１入賞口６４へ入賞し難い（上述した
第５通路ＣＲｔ２００５を案内される球よりも第１入賞口６４へ入賞する確率が低い）。
【１１６６】
　このように、本実施形態における下側フレームＣ２０８６ｂは、第２実施形態の場合と
同様に、連なった状態の球が第２通路ＣＲｔ２００２へ流入された場合に、先行する球は
通常の通路（第３通路ＣＲｔ２００３）へ振り分けられる一方、後行する球が第１入賞口
６４に入賞し易い通路（本実施形態では、第１入賞口６４に球をほぼ確実に入賞させる通
路（第５通路ＣＲｔ２００５））へ球を流下させる第４通路ＣＲｔ２００４へ振り分けら
れる。よって、第１入賞口６４に球が入賞する確率を高める（確実に入賞させる）ために
、球が連なった状態が形成されることを遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることがで
きる。
【１１６７】
　更に、本実施形態では、第４通路ＣＲｔ２００４を案内される球が途中で第６通路へ落
下可能に形成され、落下せずに第４通路ＣＲｔ２００４の終端に達した球のみが第５通路
ＣＲｔ２００５へ流下（流入）可能とされる。そのため、第１入賞口６４に球が入賞する
確率を高める（確実に入賞させる）ために、連なった状態の球のうちの後行する球が第４
通路ＣＲｔ２００４に振り分けられた後は、かかる第４通路ＣＲｔ２００４の終端まで球
が落下せずに達することを遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１１６８】
　次いで、図８８から図８９に加え、図９０から図１０３を参照して、下側フレームＣ２
０８６ｂの詳細構成について説明する。
【１１６９】
　図９０は、下側フレームＣ２０８６ｂの分解正面斜視図であり、図９１は、下側フレー
ムＣ２０８６ｂの分解背面斜視図である。図９２は、下側フレームＣ２０８６ｂの上面図
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であり、図９３は、下側フレームＣ２０８６ｂの正面図であり、図９４は、下側フレーム
Ｃ２０８６ｂの背面図である。図９５（ａ）は、図９３の矢印ＸＣＶａ方向視における下
側フレームＣ２０８６ｂの側面図であり、図９５（ｂ）は、図９３の矢印ＸＣＶｂ方向視
における下側フレームＣ２０８６ｂの側面図である。
【１１７０】
　図９６及び図９７は、図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における下側フレームＣ２０８６
ｂの断面図である。図９８は、図９４のＸＣＶＩＩＩ－ＸＣＶＩＩＩ線における下側フレ
ームＣ２０８６ｂの部分拡大断面図であり、図９９は、図９４のＸＣＩＸ－ＸＣＩＸ線に
おける下側フレームＣ２０８６ｂの部分拡大断面図でる。なお、図９６では、振分部材Ｃ
２１７０が第１位置に配置された状態が、図９７では、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に
配置された状態が、それぞれ図示される。
【１１７１】
　図８８から図９９に示すように、下側フレームＣ２０８６ｂは、正面部材Ｃ２１１０と
、その正面部材Ｃ２１１０の長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に配設される皿部材Ｃ２１２
０と、正面部材Ｃ２１１０の背面（矢印Ｂ方向側の面）に所定間隔を隔てて対向配置され
る背面部材Ｃ２１３０と、その背面部材Ｃ２１３０の正面（矢印Ｆ方向側の面）に配設さ
れる第１中間部材Ｃ２１４０、第２中間部材Ｃ２１５０、第１介設部材Ｃ２１６０、磁性
部Ｃ２４００及び受け部材Ｃ２５００と、背面部材Ｃ２１３０及び第１中間部材Ｃ２１４
０の対向間に介設される振分部材Ｃ２１７０と、正面部材Ｃ２１１０及び背面部材Ｃ２１
３０の対向間に介設される第２介設部材Ｃ２１８０と、背面部材Ｃ２１３０の背面に配設
される迂回部材Ｃ２２００及び磁石Ｃ２３００と、を備える。
【１１７２】
　なお、下側フレームＣ２０８６ｂは、各部材どうしそれぞれタッピングネジにより締結
固定されると共に、振分部材Ｃ２１７０が背面部材Ｃ２１３０及び第１中間部材Ｃ２１４
０に回転可能に軸支されることで、一つ（単体）のユニットとして構成される（図８８参
照）。
【１１７３】
　また、下側フレームＣ２０８６ｂは、振分部材Ｃ２１７０を除く他の部材が光透過性（
即ち、背面側の部材や球を透視可能な透明）の樹脂材料から構成され、振分部材Ｃ２１７
０が有色の樹脂材料から構成される。よって、第１通路ＣＲｔ２００１から第６通路ＣＲ
ｔ２００６を通過する球を遊技者に視認させると共に、振分部材Ｃ２１７０による振り分
け動作を遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１１７４】
　この場合、下側フレームＣ２０８６ｂは、少なくとも第１中間部材Ｃ２１４０が光透過
性の樹脂材料から構成されていれば足りる。第２通路ＣＲｔ２００２における球の連なり
状態（先行する球と後行する球の間隔が所定量よりも小さい間隔か否か）と、振分部材Ｃ
２１７０による振り分け動作とを遊技者に視認させられると共に、後行する球が振分部材
Ｃ２１７０により第４通路ＣＲｔ２００４に振り分けられたことを視認できれば、かかる
球は流出口ＣＯＰｏｕｔから第１入賞口６４へ高確率で（本実施形態では第５通路ＣＲｔ
２００５に流入されれば、ほぼ全球が）入球するため、第５通路ＣＲｔ２００５を案内さ
れる球を遊技者に視認させなくても足りるためである。
【１１７５】
　なお、振分部材Ｃ２１７０は、光透過性（又は有色）の樹脂材料から構成され、その正
面に塗装を施したもの、或いは、シールを添付したものであっても良い。
【１１７６】
　また、一方で、第１中間部材Ｃ２１４０が有色の樹脂材料から構成される、或いは、第
１中間部材Ｃ２１４０に塗装が施されたりシールが添付されていても良い。即ち、第３通
路ＣＲｔ２００３を通過する球や振分部材Ｃ２１７０が正面側から遊技者に視認不能とな
るように構成されていても良い。
【１１７７】
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　正面部材Ｃ２１１０は、正面を形成する板状の正面部Ｃ１１１と、その正面部Ｃ１１１
の背面から立設される板状の底面部Ｃ１１２とを備える。
【１１７８】
　正面部Ｃ１１１には、その正面部Ｃ１１１の下側（矢印Ｄ方向側）の外縁に沿って複数
の挿通孔Ｃ１１１ａが板厚方向に穿設される。下側フレームＣ２０８６ｂは、組み立てた
状態（ユニット化された状態）で、ベース板６０の正面から窓部６０ａに嵌め込まれ、挿
通孔Ｃ１１１ａに挿通したタッピングネジがベース板６０に締結されることで、ベース板
６０に固定（配設）される。
【１１７９】
　正面部Ｃ１１１には、第１入賞口６４（図７２参照）の鉛直方向上方となる位置に流出
口ＣＯＰｏｕｔが開口形成（板厚方向に穿設）される。流出口ＣＯＰｏｕｔは、上述した
ように、第５通路ＣＲｔ２００５を案内された球が遊技領域へ流出される際の出口となる
開口である。
【１１８０】
　底面部Ｃ１１２は、その上面に第２介設部材Ｃ２１８０の底面が対向配置される。なお
、底面部Ｃ１１２には、流出口ＣＯＰｏｕｔに連通する筒状の部位が形成され、この筒状
の部位が第５通路ＣＲｔ２００５の一部とされる。よって、第５通路ＣＲｔ２００５の内
壁面に正面部材Ｃ２１１０と第２介設部材Ｃ１８０との重なり部分（継ぎ目）が形成され
ないので、流出口ＣＯＰｏｕｔから第５通路ＣＲｔ２００５内を遊技者が覗き込んだ際の
外観を良くすることができると共に、重なり部分（継ぎ目）から針金等の異物が侵入され
ることを回避できる。
【１１８１】
　底面部Ｃ１１２は、正面部Ｃ１１１の長手方向全域にわたって連続的に形成され、その
底面部Ｃ１１２の立設先端（矢印Ｂ方向側）が、第１中間部材Ｃ２１４０及び第１介設部
材Ｃ２１６０の正面に当接される。これにより、針金等の異物の侵入が抑制される。
【１１８２】
　皿部材Ｃ２１２０は、通路の底面を形成する上側底面部Ｃ２１２１及び下側底面部Ｃ２
１２２と、通路の側壁を形成する側壁部Ｃ２１２４を備える。
【１１８３】
　上側底面部Ｃ２１２１は、上面視において略直線状の通路として前後方向（矢印Ｌ－Ｒ
方向）に沿って延設されると共に、受入口ＣＯＰ２０００ｉｎから離間する方向（矢印
方向）へ向けて下降傾斜して形成される。
【１１８４】
　下側底面部Ｃ２１２２は、上面視において略直線状の通路として前後方向（矢印Ｆ－Ｂ
方向）に沿って延設されると共に、その延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ
－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる
円弧状に湾曲して形成される（図８４（ｂ）参照）。
【１１８５】
　側壁部Ｃ２１２４は、上側底面部Ｃ２１２１（第１通路ＣＲｔ２００１）の通路幅と、
下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）の長手方向（球を案内する方向）にお
ける一端側および他端側の端部と、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）の
通路幅とをそれぞれ区画する。なお、通路幅は、球の直径と同等または球の直径よりも若
干大きな寸法（少なくとも球の直径の２倍よりも小さい寸法、好ましくは、球の直径の１
．３倍よりも小さい寸法）に設定され、複数の球を直列の状態でのみ案内可能とする。
【１１８６】
　下側底面部Ｃ２１２２は、上面視において、上側底面部Ｃ２１２１と略９０度に交差さ
れ、上側底面部Ｃ２１２１の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と下側底面部Ｃ２１２２の長
手方向における一端側（矢印Ｆ方向側の端部）とが隣り合う位置に配設される。
【１１８７】
　側壁部Ｃ２１２４には、円弧状に湾曲した下側底面部Ｃ２１２２の底部（鉛直方向にお
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ける高さ位置が最も低い位置）に対応する位置に切り欠き部Ｃ１２４ａが切り欠き形成さ
れ、この切り欠き部Ｃ１２４ａを介して、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００
１）から底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）へ球が流下可能とされる。
【１１８８】
　下側底面部Ｃ２１２２は、上述したように、円弧状に湾曲して形成され、その上昇傾斜
側（下側底面部Ｃ２１２２の長手方向における一端側）に上側底面部Ｃ２１２１から球が
流下されるので、かかる流下された球を、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００
１）の長手方向における一端側と他端側との間で往復動させた上で、切り欠き部Ｃ１２４
ａから底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）へ球を流下させることができる。
【１１８９】
　これにより、所定の間隔を隔てた状態で、２球が、上側底面部Ｃ２１２１から下側底面
部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）へ流入する場合に、下側底面部Ｃ２１２２（第
１通路ＣＲｔ２００１）における往復動を利用して、先行する球に後行する球を追いつか
せ、それら先行する球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことができ
る。
【１１９０】
　下側底面部Ｃ２１２２には、切り欠き部Ｃ１２４ａに対応する位置（即ち、鉛直方向に
おける高さ位置が最も低い位置）に流出面Ｃ１２２ａが凹設される。流出面Ｃ１２２ａは
、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）を案内される球を、底面部Ｃ２１４
２（第２通路ＣＲｔ２００２）へ流出させるための部位であり、底面部Ｃ２１４２（第２
通路ＣＲｔ２００２）へ向けて下降傾斜する凹面として形成される。
【１１９１】
　よって、下側底面部Ｃ２１２２を往復動した後、その転動速度が低下した球を、流出面
Ｃ１２２ａを利用して、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）へスムーズに流出
（流下）させることができる。即ち、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）
における往復動を利用して、先行する球と後行する球との間隔が減少された球（連なった
状態の球）を、その連なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２
００２）へ流出（流下）させることができる。
【１１９２】
　なお、流出面Ｃ１２２ａは、上面視において、その凹面の幅（下側底面部Ｃ２１２２を
往復動する球の転動方向に沿う方向の寸法、矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）が、切り欠き部Ｃ１
２４ａに近い側ほど大きい形状に形成される（図９２参照）。
【１１９３】
　また、上面視において、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側）に位置する下側
側壁部Ｃ２１２４に球を当接させた状態では、球が流出面Ｃ１２２ａ上を転動する（横切
る）。即ち、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）を転動（往復動）する球
が、切り欠き部Ｃ１２４ａから最も離間した位置（球の側方の頂部を下側側壁部Ｃ２１２
４に当接させる位置）を転動する状態でも、上面視において、球の中心と重なる範囲まで
流出面Ｃ１２２ａが形成される（球が下側底面部Ｃ２１２２を転動する際の球の下方の頂
部の軌跡である転動線が流出面Ｃ１２２ａを横切る）。
【１１９４】
　一方で、下側底面部Ｃ２１２２に流出面Ｃ１２２ａが凹設（形成）されていると、下側
底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）に流下した球が、かかる下側底面部Ｃ２１
２２（第１通路ＣＲｔ２００１）を一度も往復動することなく、又は、十分な回数だけ往
復動する前に、流出面Ｃ１２２ａの傾斜の作用により、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲ
ｔ２００２）へ流出（流下）する虞がある。即ち、先行する球と後行する球との間隔を減
少させず、両球が間隔を隔てたまま底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）へ流出
（流下）する虞がある。
【１１９５】
　これに対し、本実施形態では、下側底面部Ｃ２１２２が切り欠き部Ｃ１２４ａから離間
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する方向（矢印Ｌ方向）へ向けて下降傾斜して形成される（図９６参照）。これにより、
下側底面部Ｃ２１２２の傾斜の作用により、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側
）に位置する側壁部Ｃ２１２４に球を押し付けつつ、かかる球を下側底面部Ｃ２１２２（
第１通路ＣＲｔ２００１）で転動（往復動）させることができる。
【１１９６】
　これにより、球の転動速度が十分に低くなる前に、球が流出面Ｃ１２２ａの傾斜の作用
で底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）へ流出（流下）することを抑制できる。
即ち、球の転動速度が十分に低くなるまでの間、流出面Ｃ１２２ａを乗り越え易く（横切
らせ易く）して、下側底面部Ｃ２１２２（第１通路ＣＲｔ２００１）に沿って球を十分に
往復動させ易くできる。その結果、先行する球に後行する球を追いつかせ、それら先行す
る球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことを確実化できる。
【１１９７】
　なお、下側底面部Ｃ２１２２の円弧形状（下側底面部Ｃ２１２２の延設方向（矢印Ｆ－
Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状であって、鉛直方向下
方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧形状、図８４（ｂ）及び図９５（ｂ）参照）は、
その長手方向の一端側および他端側における円弧形状の半径が、それら一端側および他端
側の間の領域（流出面Ｃ１２２ａを含む領域）における円弧形状の半径よりも小さくされ
る。即ち、流出面Ｃ１２２ａを含む領域における円弧形状の半径が大きくされる。
【１１９８】
　これにより、初期段階（長手方向の一端側および他端側またはその近傍まで球が往復動
する段階）では、球を往復動させ易くすると共に先行する球に後行する球を追いつかせ易
くしつつ、往復動する球の転動速度が低くなった段階（長手方向の一端側および他端側ま
たはその近傍までは球が到達せず、流出面Ｃ１２２ａを含む比較的狭い領域で球が往復動
する段階）では、先行する球と後行する球とが連なった状態を維持させ易くできる。その
結果、両球が連なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２
）へ流出（流下）させ易くできる。
【１１９９】
　背面部材Ｃ２１３０は、板状に形成される本体部Ｃ２１３１と、その本体部Ｃ２１３１
の正面から立設される軸支座部Ｃ２１３４とを備える。
【１２００】
　本体部Ｃ２１３１には、その本体部Ｃ２１３１の正面側と背面側とに形成される通路（
第５通路ＣＲｔ２００５）を連通するための開口である開口Ｃ２１３１ａと、振分部材Ｃ
２１７０（錘Ｃ２１７５）との干渉を回避するための開口である開口Ｃ２１３１ｃとが開
口形成される。開口Ｃ２１３１ａの下方には、本体部Ｃ２１３１の外縁を窪ませた凹部Ｃ
２１３１ｂが形成される。凹部Ｃ２１３１ｂは、迂回部材Ｃ２２００との対向間に第５通
路ＣＲｔ２００５の一部を形成する。
【１２０１】
　軸支座部Ｃ２１３４は、振分部材Ｃ２１７０の軸Ｃ２１７４を回転可能に軸支する軸支
部（軸受）として形成される。なお、軸Ｃ２１７４は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿
う姿勢で軸支座部Ｃ２１３４と第１中間部材Ｃ２１４０の軸支座部Ｃ２１４１ｂとに軸支
される。
【１２０２】
　第１中間部材Ｃ２１４０は、板状の本体部Ｃ２１４１と、その本体部Ｃ２１４１の背面
（矢印Ｂ方向側の面）から立設される底面部Ｃ２１４２、天面部Ｃ２１４３、通路部Ｃ２
１４４及び下ストッパ部Ｃ２１４５とを備え、背面部材Ｃ２１３０の正面視左側に配設さ
れる。
【１２０３】
　本体部Ｃ２１４１には、その本体部Ｃ２１４１の正面側と背面側とに形成される通路（
第３通路ＣＲｔ２００３及び第６通路ＣＲｔ２００６）を連通するための開口である開口
Ｃ２１４１ａが形成される。また、本体部Ｃ２１４１の背面からは、軸支座部Ｃ２１４１
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ｂが立設される。軸支座部Ｃ２１４１ｂは、振分部材Ｃ２１７０の軸Ｃ２１７４を回転可
能に軸支する軸支部（軸受）として形成される。
【１２０４】
　第１中間部材Ｃ２１４０が背面部材Ｃ２１３０に配設された状態では、底面部Ｃ２１４
２及び天面部Ｃ２１４３の立設先端（矢印Ｂ方向側）が背面部材Ｃ２１３０の正面に当接
される。これにより、背面部材Ｃ２１３０と第１中間部材Ｃ２１４０（本体部Ｃ２１４１
、底面部Ｃ２１４２及び天面部Ｃ２１４３）とに区画された空間により第２通路ＣＲｔ２
００２が形成されると共に、背面部材Ｃ２１３０と第１中間部材Ｃ２１４０（底面部Ｃ２
１４２及び通路部Ｃ２１４４）と第２位置にある振分部材Ｃ２１７０とにより区画された
空間により第３通路ＣＲｔ２００３が形成される（図９７参照）。
【１２０５】
　底面部Ｃ２１４２は、皿部材Ｃ２１２０側から振分部材Ｃ２１７０側へ向けて下降傾斜
される。また、通路部Ｃ２１４４は、第２位置にある振分部材Ｃ２１７０（底面部Ｃ２１
７２ｂ）と開口Ｃ２１４１ａとの対向間に位置し、第２位置にある振分部材Ｃ２１７０（
底面部Ｃ２１７２ｂ）側から開口Ｃ２１４１ａ側へ向けて下降傾斜して形成される。よっ
て、通路部Ｃ２１４４は、第２位置へ変位した振分部材Ｃ２１７０から球を受け入れると
、その球を開口Ｃ２１４１ａを介して第６通路ＣＲｔ２００６へ流出（転動）させること
ができる。
【１２０６】
　なお、底面部Ｃ２１４２は、振分部材Ｃ２１７０（底面部Ｃ２１７２ｂ）が上方へ変位
された際に、その振分部材Ｃ２１７０（底面部Ｃ２１７２ｂ）の上面に当接可能に形成さ
れ、振分部材Ｃ２１７０の第１位置を規定する（図９６参照）。一方、下ストッパ部Ｃ２
１４５は、振分部材Ｃ２１７０（底面部Ｃ２１７２ｂ）が下方へ変位された際に、その振
分部材Ｃ２１７０（底面部Ｃ２１７２ｂ）の下面に当接可能に形成され、振分部材Ｃ２１
７０の第２位置を規定する（図９７参照）。
【１２０７】
　なお、振分部材Ｃ２１７０は、第１位置から第２位置に変位（回転）されると、転動部
Ｃ２１７３の上面（転動面）が上方へ変位（上昇）される。即ち、振分部材Ｃ２１７０が
第２位置に配置された状態における底面部Ｃ２１７３は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置
に配置された状態における底面部Ｃ２１７３の上面（転動面）よりも上方（矢印Ｕ側）に
位置される。
【１２０８】
　第２中間部材Ｃ２１５０は、板状の本体部Ｃ２１５１と、その本体部Ｃ２１５１の背面
（矢印Ｂ方向側の面）から立設される底面部Ｃ２１５２及び壁面部Ｃ２１５３，Ｃ２１５
４とを備え、第１中間部材Ｃ２１４０との間に所定の間隔を隔てつつ、背面部材Ｃ２１３
０の正面視右側に配設される。
【１２０９】
　なお、本実施形態では、第１中間部材Ｃ２１４０と第２中間部材Ｃ２１５０との間の対
向間隔（矢印Ｌ－Ｒ方向の間隔）が、受け部材Ｃ２５００の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）
寸法に球の直径の少なくとも２倍以上の大きさを加算した寸法よりも大きな値に設定され
る。よって、受け部材Ｃ２５００の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側（第１中間部材Ｃ２
１４０との間、及び、第２中間部材Ｃ２１５０との間の両方）に、球が通過可能な空間を
それぞれ確保することができる。よって、球の流下する方向の種類（バリエーション）を
増やし、遊技の興趣を高めることができる。
【１２１０】
　第２中間部材Ｃ２１５０が背面部材Ｃ２１３０に配設された状態では、底面部Ｃ２１５
２が、背面部材Ｃ２１３０の開口Ｃ２１３１ａに連通可能となる位置に配置されると共に
、開口２１３１ａへ向けて下降傾斜される。よって、底面部Ｃ２１５２は、第４通路ＣＲ
ｔ２００４の終端に達した球（磁性部Ｃ２４００の終端から落下した球）を受け入れると
、その球を開口Ｃ２１３１ａ内へ流入（転動）させることができる。即ち、底面部Ｃ２１
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５２の上面側に第５通路ＣＲｔ２００５の一部が形成される。
【１２１１】
　第２中間部材Ｃ２１５０が背面部材Ｃ２１３０に配設された状態では、底面部Ｃ２１５
２及び壁面部Ｃ２１５３，Ｃ２１５４の立設先端（矢印Ｂ方向側）が背面部材Ｃ２１３０
の正面に当接される。また、底面部Ｃ２１５２の上面（転動面）の縁部に沿って本体部Ｃ
２１５１及び壁面部Ｃ２１５３，Ｃ２１５４が所定量だけ上方（矢印Ｕ方向）へ突出され
る。
【１２１２】
　磁性部Ｃ２４００から遠い側に位置する壁面部Ｃ２１５３は、第４通路ＣＲｔ２００４
を案内される球の移動方向（磁性部Ｃ２４００の下縁（球を吸着する縁部）に沿う方向）
の延長線と交差する面を形成する。これにより、第４通路ＣＲｔ２００４から排球された
（磁性部Ｃ２４００から落下した）球を、壁面部Ｃ２１５３により直接受け止めて、或い
は、底面部Ｃ２１５２でバウンドした（跳ね上がった）後に壁面部Ｃ２１５３により受け
止めて、底面部Ｃ２１５２上へ落下させることができる。なお、実施形態では、壁面部Ｃ
２１５３は、磁性部Ｃ２４００の終端（矢印Ｒ方向の端部）における下縁（球が吸着され
る縁部）よりも高い位置まで形成される。
【１２１３】
　一方、底面部Ｃ２１５２の上面からの突出寸法は、磁性部Ｃ２４００に近い側に位置す
る壁面部Ｃ２１５４の突出寸法、及び、本体部Ｃ２１５１の突出寸法が、磁性部Ｃ２４０
０から遠い側に位置する壁面部Ｃ２１５３の突出寸法よりも小さく（低く）される。これ
により、底面部２１５２（第５通路ＣＲｔ２００５）から第１介設部材Ｃ２１６０又は第
２介設部材Ｃ２１８０（第６通路ＣＲｔ２００６）へ球が落下可能として、遊技の興趣を
高められる。なお、壁面部Ｃ２１５４及び本体部Ｃ２１５１の突出寸法は、球の直径より
も小さくされることが好ましい。
【１２１４】
　受け部材Ｃ２５００は、上面（転動面）を形成する第１底面部Ｃ２５０１及び第２底面
部Ｃ２５０２を備え、第１中間部材Ｃ２１４０と第２中間部材２１５０との対向間であっ
て、磁性部Ｃ２４００の下方（矢印Ｕ方向側）となる位置に配設される。よって、第４通
路ＣＲｔ２００４（磁性部Ｃ２４００）から落下した球を第１底面部Ｃ２５０１及び第２
底面部Ｃ２５０２で受け止めて、第１介設部材Ｃ２１６０へ流下（転動）させることがで
きる。
【１２１５】
　第１底面部Ｃ２５０１は、第２底面部Ｃ２５０２との接続部から第１中間部材Ｃ２１４
０側（矢印Ｌ方向）へ向けて下降傾斜して形成され、第２底面部Ｃ２５０２は、第１底面
部Ｃ２５０１との接続部から第２中間部材Ｃ２１５０側（矢印Ｒ方向）へ向けて下降傾斜
して形成される。また、第１底面部Ｃ２５０１及び第２底面部Ｃ２５０２は、受け部材Ｃ
２５００の正面側から背面側（背面部材Ｃ２１３０側）へ向けて下降傾斜される（図９９
参照）。
【１２１６】
　上述したように、受け部材Ｃ２５００の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側には、第１中
間部材Ｃ２１４０及び第２中間部材Ｃ２１５０との間に少なくとも球１個分の空間がそれ
ぞれ形成される。
【１２１７】
　よって、第４通路ＣＲｔ２００４（磁性部Ｃ２４００）から落下した球を、第１底面部
Ｃ２５０１又は第２底面部Ｃ２５０２の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に転動させて、第１
介設部材Ｃ２１６０へ流下させることができる。この場合、第４通路ＣＲｔ２００４（磁
性部Ｃ２４００）から落下した球を受け止めた部位（第１底面部Ｃ２５０１又は第２底面
部Ｃ２５０２）に応じて、その球を流下させる方向を異ならせることができる。
【１２１８】
　また、第４通路ＣＲｔ２００４（磁性部Ｃ２４００）から落下した球を、第１底面部Ｃ
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２５０１又は第２底面部Ｃ２５０２の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に転動させた上で、そ
れら第１底面部Ｃ２５０１又は第２底面部Ｃ２５０２の下流端から第１介設部材Ｃ２１６
０へ流下させることができる。これにより、かかる球を、第１介設部材Ｃ２１６０の長手
方向に沿って転動させ易くできる。
【１２１９】
　なお、第１底面部Ｃ２５０１及び第２底面部Ｃ２５０２の少なくとも一方または両方は
、受け部材Ｃ２５００の正面側から背面側（背面部材Ｃ２１３０側）へ向けて上昇傾斜さ
れていても良く、或いは、受け部材Ｃ２５００の正面側から背面側（背面部材Ｃ２１３０
側）へ向けて非傾斜（即ち、水平）とされていても良い。
【１２２０】
　また、受け部材Ｃ２５００は、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の一側のみに球が通過
可能な空間が確保される形態（即ち、第１中間部材Ｃ２１４０又は第２中間部材Ｃ２１５
０の一方との間のみに球が流下（通過）可能な空間が形成され、他方との間では球の流下
（通過）が不能とされる形態）でも良い。この場合には、第１底面部Ｃ２５０１又は第２
底面部Ｃ２５０２の長手方向寸法を確保して、その分、球の転動時間を長くできる。よっ
て、遊技の興趣を高めることができる。
【１２２１】
　第１介設部材Ｃ２１６０は、受け部材Ｃ２５００から流下された球を、第２介設部材Ｃ
２１８０へ流下させる転動面を形成する部材であり、第１中間部材Ｃ２１４０と第２中間
部材Ｃ２１５０との対向間に介設される。
【１２２２】
　第１介設部材Ｃ２１６０の上面（転動面）には、球を第２介設部材Ｃ２１８０へ流出さ
せるために正面側（矢印Ｆ方向）へ向けて下降傾斜して形成される凹面（中央流出面Ｃ２
１６１及び側方流出面Ｃ２１６２）が形成される。中央流出面Ｃ２１６１は、第２介設部
材Ｃ２１８０の中央流出面Ｃ１８１（即ち、第１入賞口６４）の鉛直方向上方となる位置
に形成（配置）され、側方流出面Ｃ２１６２は、中央流出面Ｃ２１６１から遊技盤１３の
幅方向（図７２左右方向）へ位置を異ならせた２箇所に形成（配置）される。また、第１
介設部材Ｃ２１６０の上面（転動面）には、起伏が形成され、起伏の底部に側方流出面Ｃ
２１６２が形成され、起伏の頂部に中央流出面Ｃ２１６１が形成される。
【１２２３】
　なお、側方流出面Ｃ２１６２は、第２介設部材Ｃ２１８０の側方流出面Ｃ１８２に対し
て、遊技盤１３の幅方向（図７２左右方向）における外側（矢印Ｌ方向または矢印Ｒ方向
）へ位置を異ならせて形成（配置）される。よって、側方流出面Ｃ２１６２から流下され
る球を、第２介設部材Ｃ２１８０の側方流出面Ｃ１８２よりも外側（即ち、側方流出面Ｃ
１８２へ向けて下降傾斜する第２介設部材Ｃ２１８０の上面（転動面））へ流下させるこ
とができる。従って、かかる球を、第２介設部材Ｃ２１８０の長手方向に沿って転動させ
易くできる。その結果、第２介設部材Ｃ２１８０の中央流出面Ｃ１８１から流下させる（
即ち、第１入賞口６４へ入球（入賞）する）機会を形成して、遊技の興趣を高めることが
できる。
【１２２４】
　振分部材Ｃ２１７０は、軸Ｃ２１７４が軸支される本体部Ｃ２１７１と、その本体部Ｃ
２１７１の一側に形成される受入部Ｃ２１７２と、本体部Ｃ２１７１の上面側に形成され
る転動部Ｃ２１７３と、軸Ｃ２１７４を挟んで受入部Ｃ２１７２と反対側となる位置にお
いて本体部Ｃ２１７１に配設（取着）される真鍮製の錘Ｃ２１７５とを備え、軸Ｃ２１７
４（軸支座部Ｃ２１３４，Ｃ２１４１ｂ）を中心として回転可能とされる。
【１２２５】
　振分部材Ｃ２１７０は、その重心位置が回転中心（軸Ｃ２１７４）に対して他側（錘Ｃ
２１７５が配設される側、即ち、軸Ｃ２１７４を挟んで受入部Ｃ２１７２０と反対側、図
９６右側）に偏心される。よって、無負荷状態では、振分部材Ｃ２１７０は、受入部Ｃ２
１７２側が上昇され（正面視において軸Ｃ２１７４を中心として時計回りに回転され）、
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底面部Ｃ２１４２に回転が規制された状態（第１位置に配置された状態）とされる（図９
６参照）。
【１２２６】
　一方、振分部材Ｃ２１７０の受入部Ｃ２１７２に球が受け入れられた状態では、その球
の重さにより、全体としての重心位置が回転中心（軸Ｃ２１７４）に対して一側（受入部
Ｃ２１７２が形成される側、即ち、軸Ｃ２１７４に対して錘Ｃ２１７５と反対側、図９７
左側）に偏心される。よって、受入部Ｃ２１７２に球を受け入れた状態では、振分部材Ｃ
２１７０は、受入部Ｃ２１７２側が下降され（正面視において軸Ｃ２１７４を中心として
反時計回りに回転され）、下ストッパ部Ｃ２１４５に回転が規制された状態（第２位置に
配置された状態）とされる（図９７参照）。
【１２２７】
　なお、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された後、受入部Ｃ２１７２から第１中間
部材Ｃ２１４０の通路部Ｃ２１４４へ球が排出（流出）されると、振分部材Ｃ２１７０は
、振分部材Ｃ２１７０の自重（重心位置の軸Ｃ２１７４からの偏心）の作用により、第１
位置へ復帰される。
【１２２８】
　このように、振分部材Ｃ２１７０の第１位置への変位（復帰）は、振分部材Ｃ２１７０
の自重（重量）により行われるので、例えば、付勢ばねを設けて、その付勢ばねにより振
分部材Ｃ２１７０を第１位置へ向けて付勢する場合と比較して、構造を簡素化できる。
【１２２９】
　また、付勢ばねを利用する場合と比較して、振分部材Ｃ２１７０の第１位置への変位（
復帰動作）を低速とできるので、後行する球ＣＢ２を転動部Ｃ２１７３上に到達させ易く
できる。即ち、振分部材Ｃ２１７０が第２位置から第１位置へ向けて変位（回転）を開始
してから、後行する球ＣＢ２が転動部Ｃ２１７３上へ流入不能となる位置まで変位（回転
）されるのに要する時間を長くできる。更に、後行する球ＣＢ２の更に後続となる第３の
球も転動部Ｃ２１７３へ到達させる可能性を付与できる（図１００から図１０２参照）。
【１２３０】
　受入部Ｃ２１７２は、第１位置において第２通路ＣＲｔ２００２に対向する位置に形成
される対向部Ｃ２１７２ａと、第１位置において受け入れた球を支持すると共に第２位置
において通路部Ｃ２１４４へ向けて球を転動させるための転動面を形成する底面部Ｃ２１
７２ｂとを備える。
【１２３１】
　受入部Ｃ２１７２は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態では、対向部Ｃ
２１７２ａが、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２の延設方向に略直交し、底面
部Ｃ２１７２ｂが、対向部Ｃ２１７２ａから第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２
へ向けて上昇傾斜するように形成される（図９６参照）。
【１２３２】
　ここで、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態において、対向部Ｃ２１７２
ａが、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２の延設方向と直交する方向に対して傾
斜（対向部Ｃ２１７２ａの転動部Ｃ２１７３側が底面部Ｃ２１７２ｂ側よりも第２通路Ｃ
Ｒｔ２００２から離間される方向へ傾斜）されていると、対向部Ｃ２１７２ａに衝突した
球が上方へ跳ね上げられて、第２通路ＣＲｔ２００２へ逆流する虞がある。
【１２３３】
　これに対し、対向部Ｃ２１７２ａは、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態
において、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２の延設方向に略直交されているの
で、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から受け入
れた球を対向部Ｃ２１７２ａにより受け止めて、第３通路ＣＲｔ２００３へ逆流すること
を抑制できる。
【１２３４】
　また、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態において、底面部Ｃ２１７２ｂ
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が、対向部Ｃ２１７２ａから第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（通路部Ｃ２１
４４）へ向けて下降傾斜するように形成されていると、受入部Ｃ２１７２に受け入れた球
が早期に第１中間部材Ｃ２１４０の通路部Ｃ２１４４へ流出されてしまい、球の重さを利
用できなくなることで、振分部材Ｃ２１７０を第２位置に到達させられない虞がある。
【１２３５】
　これに対し、底面部Ｃ２１７２ｂは、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態
において、対向部Ｃ２１７２ａから第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２へ向けて
上昇傾斜するように形成されているので、少なくとも振分部材Ｃ２１７０が第１位置から
所定量だけ回転するまでの間は、底面部Ｃ２１７２ｂに球を保持しておくことができる。
これにより、受入部Ｃ２１７２に受け入れた球が第１中間部材Ｃ２１４０の通路部Ｃ２１
４４へ流出されるまでの時間を遅らせることができる。その結果、球の重さを有効に利用
して、振分部材Ｃ２１７０を第２位置に確実に到達させることができる。
【１２３６】
　この場合、本実施形態では、底面部Ｃ２１７２ｂは、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に
配置された状態において、対向部Ｃ２１７２ａに接続される基端側（図９６右側、矢印Ｒ
方向側）の領域における上昇傾斜の角度が、対向部Ｃ２１７２ａと反対側となる先端側（
図９６左側、矢印Ｌ方向側）の領域における上昇傾斜の角度よりも大きな角度に設定され
る。また、言い換えると、底面部Ｃ２１７２ｂは、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置
された状態において、対向部Ｃ２１７２ａと反対側となる先端側（図９６左側）の領域に
おける下降傾斜の角度が、対向部Ｃ２１７２ａに接続される基端側（図９６右側）の領域
における下降傾斜の角度よりも大きな角度に設定される。
【１２３７】
　よって、振分部材Ｃ２１７０が第１位置から第２位置へ変位（回転）される初期段階で
は、底面部Ｃ２１７２ｂの基端側（図９６右側）の領域における上昇傾斜を利用して、受
入部Ｃ２１７２（底面部Ｃ２１７２ｂ）における球の保持を確実としつつ、後期段階では
、底面部Ｃ２１７２ｂの先端側（図９６左側）の領域における下降傾斜を利用して、通路
部Ｃ２１４４（第３通路ＣＲｔ２００３）への球の排球をスムーズに行わせることができ
る。
【１２３８】
　なお、上述した理由（第２通路ＣＲｔ２００２への逆流防止）により、対向部Ｃ２１７
２ａを、転動部Ｃ２１７３側が底面部Ｃ２１７２ｂ側よりも第２通路ＣＲｔ２００２へ近
接する方向へ傾斜させても良い。
【１２３９】
　受入部Ｃ２１７２は、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態では、底面部Ｃ
２１７２ｂが、対向部Ｃ２１７２ａから第１中間部材Ｃ２１４０の通路部Ｃ２１４４へ向
けて下降傾斜するように形成される（図９７参照）。これにより、受入部Ｃ２１７２に受
け入れた球を、第１中間部材Ｃ２１４０の通路部Ｃ２１４４へ確実に流出させることがで
きる。
【１２４０】
　また、球が底面部Ｃ２１７２ｂを転動している間、その球の重量を振分部材Ｃ２１７０
に作用させ、振分部材Ｃ２１７０を第２位置（即ち、後行する球を転動部Ｃ２１７３（第
４通路ＣＲｔ４）へ案内可能な状態）を維持しやすくできる。
【１２４１】
　転動部Ｃ２１７３は、受入部Ｃ２１７２（底面部２１７２ｂ）に対して軸Ｃ２１７４を
挟んで反対側となる領域に形成される。即ち、受入部Ｃ２１７２に受け入れられた球の重
量により振分部材Ｃ２１７０が第１位置から第２位置へ変位（回転）されると、その回転
に伴って上方（矢印Ｕ方向）へ上昇される領域を少なくとも含む領域に転動部Ｃ２１７３
が形成される。即ち、振分部材Ｃ２１７０が第１位置から第２位置へ変位（回転）される
と、転動部Ｃ２１７３の下流側が上方へ持ち上げられ、磁性部Ｃ２４００との間の距離が
短縮される。よって、転動部Ｃ２１７３を転動する球を磁性部Ｃ２４００に飛び移らせ（
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吸着させ）易くできる。
【１２４２】
　この場合、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態において、転動部Ｃ２１７
３が、軸Ｃ２１７４を挟んで水平方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）反対側のみに形成されていると
、底面部２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３に球が流下された際
に、その球の重量や落下の勢いによって、振分部材Ｃ２１７０が第１位置へ向けて回転さ
れる虞がある。よって、転動部Ｃ２１７３の高さ位置（鉛直方向位置）が下がり、磁性部
Ｃ２４００との間の距離が拡大されることで、転動部Ｃ２１７３を転動する球を磁性部Ｃ
２４００に飛び移らせ（吸着させ）られない虞がある。
【１２４３】
　これに対し転動部Ｃ２１７３は、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態にお
いて、軸Ｃ２１７４と鉛直方向において重なる範囲（領域）にわたって形成される（図９
７参照）。即ち、転動部Ｃ２１７３の上流側（第２通路ＣＲｔ２００２側）の領域は、軸
Ｃ２１７４よりも水平方向一側（矢印Ｌ方向側）に位置し、その上流側を転動する球の重
量を、振分部材Ｃ２１７０を第２位置に維持する方向の力として作用させることができる
。
【１２４４】
　よって、底面部２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３に球が流下
された際に、その球の重量や落下の勢いを利用して、第２位置にある状態を維持させる方
向の慣性力を振分部材Ｃ２１７０に作用させ、その慣性力の作用により第２位置にある状
態を維持する方向へ振分部材Ｃ２１７０が変位（回転）しようとしている間に、球を転動
部Ｃ２１７３の下流側の領域まで転動させることができる。その結果、転動部Ｃ２１７３
を転動する球を磁性部Ｃ２４００に飛び移らせ（吸着させ）易くできる。
【１２４５】
　受入部Ｃ２１７２の底面部Ｃ２１７２ｂの延設長さ（球を案内する方向の長さ）は、転
動部Ｃ２１７３の延設長さよりも大きな寸法に設定される。よって、転動部Ｃ２１７３を
球が転動する間、同時に、受入部Ｃ２１７２の底面部Ｃ２１７２ｂを別の球が転動する状
態を形成しやすくできる。即ち、転動部Ｃ２１７３を球が転動する間、受入部Ｃ２１７２
の底面部Ｃ２１７２ｂに別の球の重量を振分部材Ｃ２１７０に作用させておくことができ
る。
【１２４６】
　これにより、転動面Ｃ２１７３を球が転動する際に、その球の重量によって振分部材Ｃ
２１７０が第２位置から第１位置へ向けて変位される（転動面Ｃ２１７３の下流側が下方
へ変位される）ことを抑制できる。その結果、転動部Ｃ２１７３を転動する球を磁性部Ｃ
２４００に飛び移らせ（吸着させ）易くできる。
【１２４７】
　特に、受入部Ｃ２１７２の底面部Ｃ２１７２ｂは、軸Ｃ２１７４から離間する方向（軸
Ｃ２１７４に直交する方向）へ延設されるので、底面部Ｃ２１７２ｂを球が転動するに従
って、力の作用点（球の重量が作用する位置）と支点（回転中心）との距離を大きく（増
加）させることができる。即ち、底面部Ｃ２１７２ｂを球が転動するに従って、振分部材
Ｃ２１７０を第２位置へ維持し易くできる（第２位置に配置された振分部材Ｃ２１７０を
第１位置へ変位（回転させる）のに必要な力を大きくできる）。
【１２４８】
　これにより、転動面Ｃ２１７３を球が転動する際に、その球の重量によって振分部材Ｃ
２１７０が第２位置から第１位置へ向けて変位される（転動面Ｃ２１７３の下流側が下方
へ変位される）ことを抑制できる。その結果、転動部Ｃ２１７３を転動する球を磁性部Ｃ
２４００に飛び移らせ（吸着させ）易くできる。
【１２４９】
　ここで、振分部材Ｃ２１７０は、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から受
入部Ｃ２１７２へ向けて球が転動する方向（受入部Ｃ２１７２が球を受け入れる方向、矢
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印Ｒ方向）と、受入部Ｃ２１７２を球が転動する方向（受け入れた球を転動させる方向、
矢印Ｌ方向）とが逆方向とされる。即ち、受入部Ｃ２１７２において、球の流下（転動）
方向を反転（方向転換）させる構成とされる。
【１２５０】
　これにより、受入部Ｃ２１７２が球を受け入れる方向と受入部Ｃ２１７２を球が転動す
る方向とが同方向とされる場合と比較して、反転に要する時間の分、球が振分部材Ｃ２１
７０（受入部Ｃ２１７２）に滞留する時間を確保でき、その受入部Ｃ２１７２に滞留され
る球の重量を利用して振分部材Ｃ２１７０を第２位置に維持し易くできる。その結果、転
動部Ｃ２１７３において球を安定して転動させることができる。
【１２５１】
　転動部Ｃ２１７３は、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２
００２）を転動する球を、磁性部Ｃ２４００（第４通路ＣＲｔ２００４）へ案内する（振
り分ける）ための部位であり、振分部材Ｃ２１７０が第２位置へ配置された状態において
、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）の下流端と、
磁性部Ｃ２４００（第４通路ＣＲｔ２００４）の上流端との間に位置（架設）される。
【１２５２】
　上述したように、転動部Ｃ２１７３は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置と第２位置との
間で変位（回転）されることで、その上面（転動面）の高さ位置が上下方向（矢印Ｕ－Ｄ
）方向へ変位（昇降）される。これにより、転動部Ｃ２１７３を磁性部Ｃ２４００よりも
下方となる位置に配置できる。
【１２５３】
　その結果、振分部材Ｃ２１７０を第２位置に配置して、転動部Ｃ２１７３を上方へ変位
（上昇）させることで、磁性部Ｃ２４００に近づけて、重力の作用に抗して、球を吸着さ
せ易くできる一方、振分部材Ｃ２１７０を第１位置に配置して、転動部Ｃ２１７３を下方
へ変位（上昇）させることで、磁性部Ｃ２４００から離間させて、重力の作用も利用して
、球を吸着させない態様を確実に形成できる。
【１２５４】
　転動部Ｃ２１７３の上流端（矢印Ｌ方向側の端部）と受入部Ｃ２１７２の対向部Ｃ２１
７２ａとの連結部分は、上流側（第１中間部材Ｃ２１４０（第２通路ＣＲｔ２００２）側
、矢印Ｌ方向）へ向けて突出される鋭角な突部形状に形成される。この突部形状の部位が
球ＣＢ１と球ＣＢ２との間に挿入されることで、両球（球ＣＢ１，ＣＢ２）を切り離すこ
とができる。
【１２５５】
　振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態では、第１中間部材Ｃ２１４０の底面
部Ｃ２１４２（転動面）の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）における高さ位置に対し、転動
部Ｃ２１７３（転動面）の上流端（矢印Ｌ方向側の端部）における高さ位置が、鉛直方向
下方（矢印Ｄ方向）に位置される。即ち、底面部Ｃ２１４２の下流端と転動部Ｃ２１７３
の上流端との間には段差が形成され、第２位置に配置された振分部材Ｃ１７０が第１位置
へ向けて所定量（所定回転角）だけ変位（回転）された場合に、底面部Ｃ２１４２の下流
端と転動部Ｃ２１７３の上流端とが同一の高さ位置に配置される。
【１２５６】
　ここで、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）を転
動する球が受入部Ｃ２１７２へ流入されると、その球の重量で振分部材Ｃ２１７０が第１
位置から下方へ変位（回転）され、振分部材Ｃ２１７０の下面が下ストッパ部Ｃ２１４５
に当接されることで、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置される。
【１２５７】
　この場合、下ストッパ部Ｃ２１４５に下面が衝突した際の衝撃で振分部材Ｃ２１７０が
上方（矢印Ｕ方向）へ跳ね上げられる虞があり、振分部材Ｃ２１７０の上方への跳ね上が
りにより、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（転動面）の下流端における高さ
位置に対し、転動部Ｃ２１７３（転動面）の上流端における高さ位置が、鉛直方向上方（
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矢印Ｕ方向）に位置されると、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２（第２通路Ｃ
Ｒｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３へ球を流入（転動）させることができなくなる虞が
ある。
【１２５８】
　特に、上方へ跳ね上げられた振分部材Ｃ２１７０（転動部Ｃ２１７３の上流側の端面）
に球が衝突し、その球の衝突による衝撃で振分部材Ｃ２１７０が更に上方へ跳ね上げられ
ると（球により振分部材Ｃ２１７０が更に上方へ押し上げられると）、その球が、本来は
転動部Ｃ２１７３へ流入（転動）されるべき球であったにも関わらず、受入部Ｃ２１７２
に流入される（受け入れられる）される虞がある。
【１２５９】
　これに対し、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態では、上述したように、
底面部Ｃ２１４２（転動面）の下流端と転動部Ｃ２１７３（転動面）の上流端との間には
段差が形成されるので、衝撃により振分部材Ｃ２１７０が上方へ跳ね上げられた場合でも
、両者の間の段差の分、底面部Ｃ２１４２の下流端よりも転動部Ｃ２１７３の上流端が鉛
直方向上方（矢印Ｕ方向）に位置することを抑制できる。即ち、両者の段差の分だけ、振
分部材Ｃ２１７０が上方へ跳ね上げられることを許容できる。よって、転動部Ｃ２１７３
へ流入（転動）されるべき球（先行の球ＣＢ１との間の間隔が所定量以下とされる後行の
球ＣＢ２）を、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３へ流
入（転動）させ易くできる。
【１２６０】
　なお、第２実施形態の場合と同様に、転動部Ｃ２１７３の上流側の端面（第１中間部材
Ｃ２１４０に対向する側の面、矢印Ｌ方向側の面）を、転動部Ｃ２１７３から第１中間部
材Ｃ２１４０（底面部Ｃ２１４２）へ向けて下降傾斜させても良い。即ち、転動部Ｃ２１
７３の上流側の端面を、転動部Ｃ２１７３の転動面側の縁部よりも、受入部Ｃ２１７２（
対向部Ｃ２１７２ａ）側の縁部の方が、第１中間部材Ｃ２１４０に近接される断面形状と
しても良い。
【１２６１】
　これにより、上方へ跳ね上げられた振分部材Ｃ２１７０（転動部Ｃ２１７３の上流側の
端面）に球が衝突した場合には、その球から振分部材Ｃ２１７０（転動部Ｃ２１７３の上
流側の端面）に作用する力の方向を、振分部材Ｃ２１７０を下方へ押し下げる方向の力と
することができる。その結果、転動部Ｃ２１７３へ流入（転動）されるべき球（先行の球
ＣＢ１との間の間隔が所定量以下とされる後行の球ＣＢ２）を、底面部Ｃ２１４２（第２
通路ＣＲｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３へ流入（転動）させ易くできる。
【１２６２】
　磁性部Ｃ２４００は、金属製の長尺板状体であり、背面部材Ｃ２１３０の背面に配設さ
れた磁石Ｃ２３００から作用する磁力を利用して、球を吸着可能とされる。なお、磁石Ｃ
２３００は、磁性部Ｃ２４００の長手方向に沿って複数が配列される。
【１２６３】
　振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態において、第１中間部材Ｃ２１４０の
底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３へ球が流下されると
、転動部Ｃ２１７３の上面（転動面）を転動した球が、転動部Ｃ２１７３の下流端から磁
性部Ｃ２４００の上流端へ飛び付く。即ち、磁性部Ｃ２４００の下縁（正面（矢印Ｆ方向
の面）と下面（矢印Ｄ方向の面）とが交差して形成される稜線）に吸着される（図１０３
参照）。磁性部Ｃ２４００に吸着された球は、飛び付き（転動）による球の勢いと、磁性
部Ｃ２４００の下降傾斜による重力の作用により、磁性部Ｃ２４００の下縁（長手方向）
に沿って移動される。
【１２６４】
　この場合、球の状態（振分部材Ｃ２１７０の転動部Ｃ２１７３から磁性部Ｃ２４００へ
飛び付く際の球の速度や球の位置、球の回転状態など）に応じて、磁性部Ｃ２４００の下
縁から球が落下する可能性（終端まで球が到達できない可能性）を持たせた不安定な状態
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を形成できる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【１２６５】
　特に、磁性部Ｃ２４００（第４通路ＣＲｔ２００４）は、振分部材Ｃ２１７０と第５通
路ＣＲｔ２００５との間の通路を形成するので、遊技の興趣を高めることができる。即ち
、振分部材Ｃ２１７０によって第４通路ＣＲｔ２００４に振り分けられる球は、先行する
球ＣＢ１との間の距離が所定量より小さい状態（即ち、先行する球ＣＢ１と連なった状態
）で第２通路ＣＲｔ２００２を流下（転動）する球（後行する球ＣＢ２）だけであり、か
かる後行する球Ｂ２が発生する可能性は比較的低い。そのような低い可能性を経て振分部
材Ｃ２１７０に到達した球（後行する球Ｂ２）を、落下する可能性（第５通路ＣＲｔ２０
０５に到達できない可能性）がある不安定な状態で変位させることで、無事に通過するこ
とを遊技者に期待させて、遊技の興趣を向上できる。
【１２６６】
　磁性部Ｃ２４００の厚み寸法は、球の直径よりも小さい値（本実施形態では、球の直径
の６％）に設定される。よって、磁性部Ｃ２４００の下縁に外面点ＣＰ１が吸着された球
は、位置ＣＰ１よりも下方となる位置の外面点ＣＰ２が本体部Ｃ２１３１の正面に当接さ
れる。この場合、球の重心は、外面点ＣＰ２よりも本体部Ｃ２１３１の正面から離れて位
置するので、球の自重（重心に作用する重力）が、外面点ＣＰ１を支点として、外面点Ｃ
Ｐ２を本体部２１３１の正面に押し当てる方向の力（即ち、図１０３において外面点ＣＰ
１を中心として球を右回り（時計まわり）に回転させる力）として作用される（図１０３
参照）。
【１２６７】
　これにより、磁性部Ｃ２４００に球が吸着されると、かかる球を、外面点ＣＰ１と外面
点ＣＰ２との２点で支持することができ、その結果、磁性部Ｃ２４００の下縁（長手方向
）に沿った球の移動を安定化できる。また、外面点ＣＰ２における本体部２１３１の正面
との間の摩擦抵抗を利用して、球の移動速度を緩やか（低速化）することができる。よっ
て、これによっても、球の移動を安定化できると共に、第４通路ＣＲｔ２００４の通過に
要する時間を嵩ませて、球が落下せずに第５通路ＣＲｔ２００５に到達することを期待す
る遊技者の興趣を向上させることができる。
【１２６８】
　このように、背面部材Ｃ２１３０の本体部ｃ２１３１を挟んで、磁石Ｃ２３００と磁性
部Ｃ２４００を配設し、磁性部Ｃ２４００に沿って球を移動（摺動）させる構成とするこ
とで、吸着力の調整と摩擦力の適正化とを容易としつつ、球の通過経路を簡素な構造で形
成できる。
【１２６９】
　第２介設部材Ｃ２１８０は、第６通路ＣＲｔ２００６における球の転動面を形成する部
材であり、正面部材Ｃ２１１０と第１中間部材Ｃ２１４０及び第１介設部材Ｃ２１６０と
の対向間に介設される。即ち、正面部材Ｃ２１１０と第１中間部材Ｃ２１４０及び第１介
設部材Ｃ２１６０と第２介設部材Ｃ２１８０に区画された空間により第６通路ＣＲｔ２０
０６が形成される。
【１２７０】
　第２介設部材Ｃ２１８０の上面（転動面）には、上述したように、第２介設部材Ｃ２１
８０（第６通路ＣＲｔ２００６）を案内される球を遊技領域へ流出させるために正面側（
矢印Ｆ方向）へ向けて下降傾斜して形成される凹面（中央流出面Ｃ１８１及び側方流出面
Ｃ１８２）が形成される。また、第６通路ＣＲｔ２００６の上面（転動面）には、起伏が
形成され、起伏の底部に側方流出面Ｃ１８２が配置される一方、起伏の頂部に中央流出面
Ｃ１８１が配置される。
【１２７１】
　なお、正面部材Ｃ２１１０の正面部Ｃ１１１の上縁（矢印Ｕ方向の縁部）は、中央流出
面Ｃ１８１及び側方流出面Ｃ１８２が形成される領域を除き、第２介設部材Ｃ２１８０の
上面（転動面）よりも上方（矢印Ｕ方向）へ突出される。即ち、第２介設部材Ｃ２１８０
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の上面（転動面）を転動する球は、中央流出面Ｃ１８１又は側方流出面Ｃ１８２からのみ
遊技領域へ流出（流下）される。
【１２７２】
　第２介設部材Ｃ２１８０の底面には、凹部Ｃ１８３が凹設され、上述したように、かか
る凹部Ｃ１８３と正面部材Ｃ２１１０の底面部Ｃ１１２との対向間に第５通路ＣＲｔ２０
０５の一部が形成される。
【１２７３】
　迂回部材Ｃ２２００は、板状の本体部Ｃ２２０１と、その本体部Ｃ２２０１の正面（矢
印Ｆ方向側の面）から立設される壁面部Ｃ２２０２と、その壁面部Ｃ２２０２の一部を正
面側へ更に延設して形成される樋部Ｃ２２０３とを備え、開口Ｃ２１３１ａに対向する位
置において、背面部材Ｃ２１３０の背面側に配設される。
【１２７４】
　迂回部材Ｃ２２００が背面部材Ｃ２１３０に配設された状態では、壁面部Ｃ２２０２の
立設先端（矢印Ｆ方向側）が背面部材Ｃ２１３０（本体部Ｃ２１３１）の背面に当接され
、且つ、樋部Ｃ２２０３の立設先端（矢印Ｆ方向側）が第２介設部材Ｃ２１８０の背面に
当接されると共に、樋部Ｃ２２０３の縁部が第１介設部材Ｃ２１６０の底面に当接される
。
【１２７５】
　これにより、背面部材Ｃ２１３０（本体部Ｃ２１３１）と迂回部材Ｃ２２００（本体部
Ｃ２２０１及び壁面部Ｃ２２０２）とに区画された空間、及び、第１介設部材Ｃ２１６０
と迂回部材Ｃ２２００（樋部Ｃ２２０３）とに区画された空間により第５通路ＣＲｔ２０
０５の一部が形成される（図９８及び図９９参照）。
【１２７６】
　なお、樋部Ｃ２２０３は、背面部材Ｃ２１３０側から第２介設部材Ｃ２１８０側へ向け
て下降傾斜される。よって、背面部材Ｃ２１３０の開口Ｃ２１３１ａから迂回部材Ｃ２２
００内へ流入された球を樋部Ｃ２２０３上を転動させて、正面部材Ｃ２１１０の底面部Ｃ
１１２と第２介設部材Ｃ２１８０（凹部Ｃ１８３）との間に形成される第５通路ＣＲｔ２
００５へ流入させることができる。
【１２７７】
　次いで、振分部材Ｃ２１７０による球の振り分け動作について説明する。図１００から
図１０２は、振分部材Ｃ２１７０による球の振り分け動作の遷移を示す下側フレームＣ２
０８６ｂの部分拡大断面図であり、図９２のＸＣＶＩ－ＸＣＶＩ線における断面に対応す
る。図１０３６は、図１０２（ｂ）のＣＩＩＩ－ＣＩＩＩ線における下側フレームＣ２０
８６ｂの部分拡大断面図である。
【１２７８】
　なお、図１００（ａ）及び図１００（ｂ）は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置さ
れた状態を示し、図９６に対応する。図１０２（ａ）及び図１０２（ｂ）は、振分部材Ｃ
２１７０が第２位置に配置された状態を示し、図９７に対応する。
【１２７９】
　図１００（ａ）に示すように、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態では、
受入部Ｃ２１７２は、第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２を転動する球ＣＢ１を
受け入れ可能（球ＣＢ１が流入可能）な位置に配置される。
【１２８０】
　即ち、受入部Ｃ２１７２は、底面部Ｃ２１４２（転動面）を延長した延長線と交差する
位置に対向部Ｃ２１７２ａが配置され、底面部Ｃ２１４２（転動面）を延長した延長線よ
りも鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）となる位置に底面部Ｃ２１７２ｂが配置される。
【１２８１】
　なお、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態では、底面部Ｃ２１４２（転動
面）の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と、転動部Ｃ２１７３の上流端（矢印Ｌ方向側の端
部、転動部Ｃ２１７３と対向部Ｃ２１７２ａとの連結部分）との間の間隔が、球の直径よ
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りも大きな寸法（球が通過可能な寸法）に設定される。
【１２８２】
　一方、転動部Ｃ２１７３は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態では、第
１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２を転動する球ＣＢ１を受け入れ不能（球ＣＢ１
が流入不能）な位置に配置される。
【１２８３】
　即ち、転動部Ｃ２１７３は、底面部Ｃ２１４２（転動面）を延長した延長線よりも鉛直
方向上方（矢印Ｕ方向）となる位置（一段高い位置）に底面部Ｃ２１７２ｂが配置される
。なお、転動部Ｃ２１７３と、底面部Ｃ２１４２（転動面）を延長した延長線との間の鉛
直方向における間隔（段差の高さ）は、球の半径よりも大きな寸法に設定される。これに
より、球が段差を乗り越えて、第１位置にある振分部材Ｃ２１７０の転動部Ｃ２１７２ｂ
に流入することを抑制できる。
【１２８４】
　なお、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態では、第１中間部材Ｃ２１４０
の天面部Ｃ２１４３の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と、転動部Ｃ２１７３の上流端（矢
印Ｌ方向側の端部）との間の間隔が、球の直径よりも大きな寸法（球が通過可能な寸法）
に設定される。これにより、球が段差を乗り越えて、第１位置にある振分部材Ｃ２１７０
の転動部Ｃ２１７２ｂに流入することを許容できる。
【１２８５】
　この場合、振分部材Ｃ２１７０が第１位置にある状態では、転動部Ｃ２１７３が、水平
方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において、軸Ｃ２１７４を挟んで、底面部Ｃ２１４２（第２通路
ＣＲｔ２００２）と反対側に位置し、且つ、底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２
）から離間する方向（矢印Ｒ方向）へ向かって下降傾斜される。
【１２８６】
　よって、球が段差を乗り越えて、第１位置にある振分部材Ｃ２１７０の転動部Ｃ２１７
２ｂに流入したとしても、かかる球により、振分部材Ｃ２１７０が第２位置へ向けて回転
される（即ち、転動部Ｃ２１７３が上方へ持ち上げられる）ことを抑制できると共に、転
動部Ｃ２１７３の下降傾斜に沿って球を第２中間部材２１５０側（第６通路ＣＲｔ２００
６）へ落下させることができる。その結果、段差を乗り越えた球が磁性部Ｃ２４００に飛
び付いて（吸着されて）、第４通路ＣＲｔ２００４を流下する（第５通路ＣＲｔ２００５
へ到達する）ことを抑制できる。
【１２８７】
　但し、段差を乗り越えた球が磁性部Ｃ２４００に飛び付く（吸着される）ことが可能な
位置に磁性部Ｃ２４００が配設されていても良い。即ち、球ＣＢ１，ＣＢ２の間の間隔が
比較的小さく、球ＣＢ２が球ＣＢ１に追い付き、球ＣＢ２が球ＣＢ１を乗り越える場合に
、球ＣＢ２が磁性部Ｃ２４００に飛び付き（吸着）可能な位置に磁性部Ｃ２４００が配設
されていても良い。球ＣＢ２は、本来は、第４通路ＣＲｔ２００４へ振り分けられるべき
球であるので、かかる球が第２中間部材２１５０側（第６通路ＣＲｔ２００６）へ落下さ
れることを抑制して、遊技者に不利になることを抑制できる。
【１２８８】
　第１中間部材Ｃ２１４０の底面部Ｃ２１４２を球ＣＢ１（先行する球）と球ＣＢ２（先
行する球との間に所定の間隔を隔てて後行する球）とが転動する場合、図１００（ｂ）に
示すように、球ＣＢ１が振分部材Ｃ２１７０の受入部Ｃ２１７２に流入され（受け入れら
れ）、球ＣＢ１は、対向部Ｃ２１７２ａに当接され（受け止められ）、受入部Ｃ２１７２
に保持される。
【１２８９】
　また、球ＣＢ１，ＣＢ２の間の間隔が比較的小さい場合には、球ＣＢ２が球ＣＢ１に追
い付き、球ＣＢ２が球ＣＢ１に当接される。これにより、球ＣＢ２を球ＣＢ１の後方（上
流側）に待機させることができる。
【１２９０】
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　図１００（ｂ）に示すように、球ＣＢ１が受入部Ｃ２１７２に受け入れられると、図１
０１（ａ）に示すように、球ＣＢ１の重量により振分部材Ｃ２１７０が第１位置から第２
位置へ向けて変位（回転）される。また、球ＣＢ２が球ＣＢ１に追い付いている場合には
、その球ＣＢ２の重量も振分部材Ｃ２１７０に作用される。
【１２９１】
　ここで、受入部Ｃ２１７２は、対向部Ｃ２１７２ａの底面部Ｃ２１７２ｂに連結される
側の領域と、底面部Ｃ２１７２ｂの対向部Ｃ２１７２ａに連結される側の領域とが、即ち
、対向部Ｃ２１７２ａと底面部Ｃ２１７２ｂとの連結部分が、軸Ｃ２１７４側へ向けて凸
となり球の外形と略同一形状（球と略同径）となる円弧状に湾曲して形成され、その円弧
状に湾曲した部分により球を保持可能とされる。
【１２９２】
　また、振分部材Ｃ２１７０（底面部Ｃ２１７２ｂの転動面における上流側（矢印Ｒ方向
側）の領域）と第１中間部材Ｃ２１４０（底面部Ｃ２１４２の下流側（矢印Ｒ方向側）の
端部）との間の間隔は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置に配置された状態では、球の直径
よりも小さな寸法（球が通過不能な寸法）に設定され、振分部材Ｃ２１７０が第１位置か
ら第２位置へ向けて変位（回転）されることで、漸次拡大される。
【１２９３】
　即ち、振分部材Ｃ２１７０が第１位置と第２位置との間の所定中間位置（図１０１（ａ
）と図１０１（ｂ）との間の位置）まで変位（回転）されると、上述の振分部材Ｃ２１７
０（底面部Ｃ２１７２ｂの転動面における上流側（矢印Ｒ方向側）の領域）と第１中間部
材Ｃ２１４０（底面部Ｃ２１４２の下流側（矢印Ｒ方向側）の端部）との間の間隔が球の
直径と略同一の寸法（球が通過可能な寸法）まで拡大され、振分部材Ｃ２１７０が所定中
間位置から第２位置へ向けて更に変位（回転）されると、上述した間隔が、更に拡大され
、第２位置において最大の間隔が形成される。
【１２９４】
　よって、振分部材Ｃ２１７０が第１位置から所定中間位置まで変位（回転）される間は
、受入部Ｃ２１７２に球ＣＢ１を受け入れた状態が維持される。即ち、振分部材Ｃ２１７
０は、第１位置から所定中間位置までの間は、受入部Ｃ２１７２に球ＣＢ１を受け入れた
状態で変位（回転）される。これにより、球ＣＢ２が球ＣＢ１に当接された状態を維持し
て、球ＣＢ２が底面部Ｃ２１４２の下流端に位置する状態を維持できる。
【１２９５】
　この場合、底面部Ｃ２１４２（転動面）の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）と、転動部Ｃ
２１７３の上流端（矢印Ｌ方向側の端部、対向部Ｃ２１７２ａとの連結部分）との間の間
隔は、振分部材Ｃ２１７０が第１位置から第２位置へ向けて変位（回転）されることで、
漸次縮小され、振分部材Ｃ２１７０が所定中間位置に到達する前に、球の直径よりも小さ
な寸法（球が通過不能な寸法）に設定される。よって、球ＣＢ２が受入部Ｃ２１７２へ流
入する（受け入れられる）ことを抑制できる。
【１２９６】
　また、振分部材Ｃ２１７０が第１位置から第２位置へ向けて変位（回転）される場合、
受入部Ｃ２１７２（対向部Ｃ２１７２ａと底面部Ｃ２１７２ｂとの連結部分）に保持され
た球ＣＢ１の軌跡の外縁（軸Ｃ２１７４と反対側の外縁）よりも、転動部Ｃ２１７３の上
流端（矢印Ｌ方向側の端部、対向部Ｃ２１７２ａとの連結部分）の軌跡が、軸Ｃ２１７４
に近い側を通過するように構成される。
【１２９７】
　よって、球ＣＢ２が球ＣＢ１に当接された状態を維持して、球ＣＢ２が底面部Ｃ２１４
２の下流端に位置する状態を維持できると共に、転動部Ｃ２１７３の上流端（矢印Ｌ方向
側の端部、対向部Ｃ２１７２ａとの連結部分）により球ＣＢ２を押し戻す（押し返す）こ
とができる。即ち、転動部Ｃ２１７３の上流端を球ＣＢ１と球ＣＢ２との間に挿入して、
両球を切り離すことができる。よって、球ＣＢ２が受入部Ｃ２１７２へ流入される（受け
入れられる）ことを抑制できる。また、球ＣＢ２を徐々に転動部Ｃ２１７３へ転動させ、
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その後の転動を安定させることができる。
【１２９８】
　図１０１（ａ）に示す状態から振分部材Ｃ２１７０が第２位置へ向けて更に変位（回転
）されると、図１０１（ｂ）に示すように、球ＣＢ１が通路部Ｃ２１４４へ向けて底面部
Ｃ２１７２ｂを転動されると共に、球ＣＢ２が転動部Ｃ２１７３に流下される（転動部Ｃ
２１７３に受け入れられる）。
【１２９９】
　図１０２（ａ）及び図１０２（ｂ）に示すように、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配
置されると、球ＣＢ１が受入部Ｃ２１７２から通路部Ｃ２１４４（第３通路ＣＲｔ２００
３）へ流入されると共に、転動部Ｃ２１７３を転動した球ＣＢ２が、磁性部Ｃ２４００に
飛び移り（吸着され）、第４通路ＣＲｔ２００４へ流入される。
【１３００】
　球ＣＢ１，ＣＢ２が第３通路ＣＲｔ２００３及び第４通路ＣＲｔ２００４へ流入された
後は、振分部材Ｃ２１７０が第２位置から第１位置へ向けて自重により復帰（変位）され
る。
【１３０１】
　なお、振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態で、或いは、振分部材Ｃ２１７
０が第２位置から第１位置への変位（回転）を開始した後であっても、第３の球が転動部
Ｃ２１７３到達し、その転動部Ｃ２１７３の転動面に流入した場合には、第３の球が転動
部Ｃ２１７３を転動する。この場合、球ＣＢ１が受入部Ｃ２１７２（底面部Ｃ２１７２ｂ
）上にあるか否か、第３の球の転動速度（勢い）などに起因して、第２中間部材２１５０
側（第６通路ＣＲｔ２００６）へ落下されるか、磁性部Ｃ２４００に飛び移り（吸着され
）、第４通路ＣＲｔ２００４へ流入されるかが決定される。即ち、２つの状態を形成可能
とできる。
【１３０２】
　なお、振分部材Ｃ２１７０は、１球の重量のみで、第１位置から第２位置まで変位（回
転）可能に構成される。よって、球ＣＢ１と球ＣＢ２との間隔が所定量よりも大きな場合
には、これら球ＣＢ１及び球ＣＢ２の両球が、受入部Ｃ２１７２に順に受け入れられ、そ
れぞれ上述した振り分け動作を経て第３通路ＣＲｔ２００３へ振り分けられる。
【１３０３】
　以上のように、第３実施形態における下側フレームＣ２０８６ｂによれば、球ＣＢ１と
球ＣＢ２とが所定量以下の間隔を隔てて連なる場合には、球ＣＢ１を第３通路ＣＲｔ２０
０３へ振り分け（案内し）、且つ、球ＣＢ１の重量で第２位置へ変位される振分部材Ｃ２
１７０により球ＣＢ２を上方へ持ち上げて第４通路ＣＲｔ２００４へ振り分ける（案内す
る）ことができる一方、球ＣＢ１と球ＣＢ２とが所定量を越える間隔を隔てて連なる場合
には、両球（球ＣＢ１及び球ＣＢ２）を第３通路ＣＲｔ２００３へ振り分ける（案内する
）ことができる。このように、球ＣＢ１，ＣＢ２の連なりの状態（先行の球と後行の球と
の間隔が所定量を超えるか否か）に応じて案内する通路を変化させられるので、興趣の向
上を図ることができる。
【１３０４】
　次いで、図１０４から図１０７を参照して、第４実施形態におけるセンターフレームＣ
３０８６について説明する。
【１３０５】
　上記第２実施形態では、振分部材Ｃ１７０が回転される場合を説明したが、第３実施形
態における振分部材Ｃ３１７０は、スライド変位される。なお、上述した各実施形態と同
一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【１３０６】
　図１０４及び図１０６は、第４実施形態における下側フレームＣ３０８６ｂの部分拡大
断面図であり、図１０５及び図１０７は、下側フレームＣ３０８６ｂの背面図である。な
お、図１０４及び図１０５では、振分部材Ｃ３１７０が第１位置に配置された状態が、図
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１０６及び図１０７では、振分部材Ｃ３１７０が第２位置に配置された状態が、それぞれ
図示される。また、図１０４及び図１０６は、図７７のＬＸＸＸＩ－ＬＸＸＸＩ線におけ
る断面に対応する。
【１３０７】
　ここで、第４実施形態における下側フレームＣ３０８６ｂは、第２実施形態における下
側フレームＣ８６ｂに対し、振分部材Ｃ３１７０を変位させる構造および振分部材Ｃ３１
７０に装飾部材Ｃ３１９０を連動ささせる構造が異なる点を除き、その他の構成は同一に
構成される。
【１３０８】
　図１０４から図１０７に示すように、背面部材Ｃ３１３０の本体部Ｃ１３１には、直線
状の２本の案内溝Ｃ３１３１ｃが互いに平行な姿勢で上下方向に沿って延設される。これ
ら２本の案内溝Ｃ３１３１ｃは、下方側（矢印Ｄ方向側）ほど第１中間部材Ｃ１４０に近
接する方向に傾斜する姿勢で配設される。
【１３０９】
　即ち、第２位置における振分部材Ｃ３１７０の水平方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）位置は、第
１位置における振分部材Ｃ３１７０の水平方向位置よりも中間部材Ｃ１４０に近接する側
（矢印Ｌ側）に位置されるる。
【１３１０】
　振分部材Ｃ３１７０には、上下一対を一組とする合計４本の軸Ｃ３１７１ａが本体部Ｃ
３１７１の背面から突出される。軸Ｃ３１７１ａは、案内溝Ｃ３１３１ｃに摺動可能に挿
通される被案内部であり、かかる軸Ｃ３１７１ａが案内溝Ｃ３１３１ｃに沿って摺動され
ることで、振分部材Ｃ３１７０が第１位置と第２位置との間をスライド変位（直動）され
る。
【１３１１】
　左右の案内溝Ｃ３１３１ｃには、軸Ｃ３１７１ａが一組ずつ配設される。よって、振分
部材Ｃ３１７０は、回転による姿勢の変化を生じさせずに（即ち、底面部Ｃ１７２ｂ及び
転動部Ｃ１７３の傾斜角度を一定に維持させたまま）、第１位置と第２位置との間をスラ
イド変位可能とされる。
【１３１２】
　なお、案内溝Ｃ３１３１ｃに挿通された軸Ｃ３１７１ａの先端には、案内溝Ｃ３１３１
ｃの溝幅よりも大径のカラーＣＷが配設され、かかるカラーＣＷが、軸Ｃ３１７１ａが案
内溝Ｃ３１３１ｃから抜け出ることを規制する抜け止めとされる。
【１３１３】
　振分部材Ｃ３１７０は、案内溝Ｃ３１３１ｃの上端（矢印Ｕ方向の端部）に軸ｃ３１７
１ａが当接して、上方への変位が規制されることで、第１位置に規定（配置）され（図１
０４及び図１０５参照）、振分部材Ｃ３１７０の下面に下ストッパ部Ｃ１３２が当接して
、下方への変位が規制されることで、第２位置に規定（配置）される（図１０６及び図１
０７参照）。
【１３１４】
　装飾部材Ｃ３１９０は、本体部Ｃ１９１と一体に形成され、軸Ｃ１９２を中心として径
方向外方へ延設されるアーム部Ｃ３１９３を備え、アーム部Ｃ３１９３には、直線状の案
内溝Ｃ３１９３ａが軸Ｃ１９２を中心とする径方向に沿って延設される。案内溝Ｃ３１９
３ａには、軸Ｃ３１７１ａが摺動可能に挿通される。
【１３１５】
　装飾部材Ｃ３１９０は、その重心位置が回転中心（軸Ｃ１９２）に対して一側（軸Ｃ１
９２を挟んで振分部材Ｃ３１７０と反対側、図１０５左側）に偏心される。よって、無負
荷状態では、装飾部材Ｃ３１９０は、アーム部Ｃ３１９３を上方へ持ち上げた姿勢とされ
（背面視において軸Ｃ１９２を中心として反時計回りに回転され、図１０５参照）、振分
部材Ｃ３１７０は、アーム部Ｃ３１９３により軸Ｃ３１７１ａが上方へ押し上げられるこ
とで、第１位置に配置された状態とされる（図１０４及び図１０５参照）。
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【１３１６】
　一方、振分部材Ｃ３１７０の受入部Ｃ１７２に球が受け入れられた状態では、その球の
重さにより、振分部材Ｃ３１７０及び装飾部材Ｃ３１９０全体としての重心位置が回転中
心（軸Ｃ１９２）に対して他側（軸Ｃ１９２に対して振分部材Ｃ３１７０が配設される側
、図１０７右側）に偏心される。即ち、受入部Ｃ１７２に球を受け入れた状態では、振分
部材Ｃ３１７０は、球の重量により案内溝Ｃ３１３１ｃに沿って下降され、第２位置に配
置される。また、装飾部材Ｃ３１９０は、アーム部Ｃ３１９３が軸Ｃ３１７１ａにより下
方へ押し下げられ、背面視において軸Ｃ１９２を中心として時計回りに回転された状態と
される（図１０７参照）。
【１３１７】
　第２位置において、受入部Ｃ１７２から通路部Ｃ１４４へ球が排球されると、装飾部材
Ｃ３１９０が、その重心位置の偏心を利用して、背面視において軸Ｃ１９２を中心として
反時計回りに回転され、アーム部Ｃ３１９３を上方へ持ち上げた姿勢とされる。これに伴
い、アーム部Ｃ３１９３により軸Ｃ３１７１ａが上方へ押し上げられることで、振分部材
Ｃ３１７０が第１位置に配置（復帰）される（図１０４及び図１０５参照）。
【１３１８】
　振分部材Ｃ３１７０が第１位置と第２位置との間でスライド変位されることによる球Ｃ
Ｂ１及び球ＣＢ２の振り分け動作については、上述した第２実施形態の場合と同様である
ので、その説明は省略する。
【１３１９】
　以上のように、第４実施形態における下側フレームＣ３０８６ｂによれば、球ＣＢ１と
球ＣＢ２とが所定量以下（両球が密着する間隔が０の場合を含む）の間隔を隔てて連なる
場合には、球ＣＢ１を第４通路ＣＲｔ４へ振り分け（案内し）、且つ、球ＣＢ１の重量で
第２位置へ変位される振分部材Ｃ１７０により球ＣＢ２を第５通路ＣＲｔ５へ振り分ける
（案内する）ことができる一方、球ＣＢ１と球ＣＢ２とが所定量を越える間隔を隔てて連
なる場合には、両球（球ＣＢ１及び球ＣＢ２）を第４通路ＣＲｔ４へ振り分ける（案内す
る）ことができる。このように、球ＣＢ１，ＣＢ２の連なりの状態（先行の球と後行の球
との間隔が所定量を超えるか否か）に応じて案内する通路を変化させられるので、興趣の
向上を図ることができる。
【１３２０】
　ここで、第２実施形態の場合のように、振分部材Ｃ１７０が軸Ｃ１９２を中心として回
転される構造では、受入部Ｃ１７２の変位量を確保する（第３通路ＣＲｔ３に対面する位
置と第４通路ＣＲｔ４に対面する位置との間を変位可能とする）ために、軸Ｃ１９２と受
入部Ｃ１７２との間の長さ（距離）を大きくする必要があり、幅方向（軸Ｃ１９２と受入
部Ｃ１７２とを結ぶ方向）における振分部材Ｃ１７０の大型化を招く。
【１３２１】
　これに対し、本実施形態では、振分部材Ｃ３１７０を上下方向にスライド変位させるの
で、受入部Ｃ１７２の変位量を確保（即ち、第３通路ＣＲｔ３に対面する位置と第４通路
ＣＲｔ４に対面する位置との間を変位可能と）しつつ、回転中心（軸Ｃ１９２）と受入部
Ｃ１７２とを連結する部位を設ける必要がない分、幅方向における振分部材Ｃ３１７０の
小型化を図ることができる。即ち、振分部材Ｃ３１７０の幅方向の寸法を、転動部Ｃ１７
３の転動面の長さ寸法（矢印Ｌ－Ｒ方向寸法）とすることができる。
【１３２２】
　次いで、図１０８を参照して、第５実施形態における皿部材Ｃ４１２０について説明す
る。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略す
る。
【１３２３】
　図１０８（ａ）は、第５実施形態における皿部材Ｃ４１２０の上面図であり、図１０８
（ｂ）は、図１０８（ａ）のＣＶＩＩＩｂ－ＣＶＩＩＩｂ線における皿部材Ｃ４１２０の
断面図であり、図１０８（ｃ）は、図１０８（ａ）のＣＶＩＩＩｃ－ＣＶＩＩＩｃ線にお
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ける皿部材Ｃ４１２０の断面図である。
【１３２４】
　皿部材Ｃ４１２０は、通路の底面を形成する上側底面部Ｃ４１２１及び下側底面部Ｃ４
１２２と、通路の側壁を形成する上側側壁部Ｃ４１２３及び下側側壁部Ｃ４１２４を備え
る。
【１３２５】
　上側底面部Ｃ４１２１は、上面視において略直線状の通路（第１通路ＣＲｔ４００１）
として左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に沿って延設されると共に、下側底面部Ｃ４１２２へ
近接する方向（矢印Ｒ方向）へ向けて下降傾斜して形成される。
【１３２６】
　上側側壁部Ｃ４１２３は、上側底面部Ｃ４１２１（第１通路ＣＲｔ４００１）の通路幅
を区画する。なお、通路幅は、球の直径と同等または球の直径よりも若干大きな寸法（少
なくとも球の直径の２倍よりも小さい寸法、好ましくは、球の直径の１．３倍よりも小さ
い寸法）に設定され、複数の球を直列の状態でのみ案内可能とする。但し、通路幅は、複
数の球を並列の状態で案内可能な寸法（球の２倍よりも大きい寸法）であっても良い。
【１３２７】
　上側側壁部Ｃ４１２３には、上側底面部Ｃ４１２１（第１通路ＣＲｔ４００１）の下流
側の端部に切り欠き部Ｃ４１２３ａが切り欠き形成され、この切り欠き部ｃ４１２３ａを
介して、上側底面部Ｃ４１２１（第１通路ＣＲｔ４００１）から下側底面部Ｃ４１２２（
第２通路ＣＲｔ４００２）へ球が流下可能とされる。
【１３２８】
　下側底面部Ｃ４１２２は、上面視において、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿って延設
され、その延設方向一端側および他端側における形状が略直線状の直線部Ｃ４１２２ａと
、それら一対の直線部Ｃ４１２２ａの間において、上面視において、流出面Ｃ１２２ａ側
が凹となる円弧状に湾曲する円弧部Ｃ４１２２ｂとから形成される。なお、円弧部Ｃ４１
２２ｂは、前後方向の略中央において、上側底面部Ｃ４１２１の延設方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）上流側（矢印Ｌ方向側）へ最も張り出した形状とされる。
【１３２９】
　また、下側底面部Ｃ４１２２の延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方
向）とを含む平面での断面形状が、一対の直線部Ｃ４１２２ａでは円弧部Ｃ４１２２ｂへ
向かうにつれて鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて下降傾斜する平面として形成され、
円弧部Ｃ４１２２ｂでは略水平に形成される。即ち、円弧部Ｃ４１２２ｂの上面（転動面
）は、鉛直方向に直交する平面として形成される。
【１３３０】
　下側側壁部Ｃ４１２４は、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）の長手方
向（球を案内する方向）における一端側および他端側の端部と、下側底面部Ｃ４１２２（
第２通路ＣＲｔ４００２）の通路幅とをそれぞれ区画する。なお、通路幅は、球の直径と
同等または球の直径よりも若干大きな寸法（少なくとも球の直径の２倍よりも小さい寸法
、好ましくは、球の直径の１．３倍よりも小さい寸法）に設定され、複数の球を直列の状
態でのみ案内可能とする。
【１３３１】
　下側底面部Ｃ４１２２の直線部Ｃ４１２２ａは、上面視において、上側底面部Ｃ４１２
１に対し、略直交して配設され、上側底面部Ｃ４１２１の下流端（矢印Ｒ方向側の端部）
と下側底面部Ｃ４１２２の長手方向における一端側（矢印Ｂ方向側の端部、直線部Ｃ４１
２２ａの上昇傾斜側）とが隣り合う位置に配設される。
【１３３２】
　上側側壁部Ｃ４１２３における切り欠き部Ｃ４１２３ａに対応する位置では、下側側壁
部Ｃ４１２４が非形成とされ、上述したように、切り欠き部Ｃ４１２３ａを介して、上側
底面部Ｃ４１２１（第１通路ＣＲｔ４００１）から下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲ
ｔ４００２）へ球が流下可能とされる。
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【１３３３】
　円弧部Ｃ４１２２ｂの内径側（上面視における円弧の中心側、矢印Ｒ方向側）における
下側側壁部Ｃ４１２４には、円弧部Ｃ４１２２ｂの前後方向の略中央（湾曲形状の矢印Ｌ
方向に最も張り出した位置）に切り欠き部Ｃ１２４ａが切り欠き形成され、この切り欠き
部Ｃ１２４ａを介して、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）から底面部Ｃ
１４２（第３通路ＣＲｔ３、図８１参照）へ球が流下可能とされる。
【１３３４】
　下側底面部Ｃ４１２２は、上述したように、一対の直線部Ｃ４１２２ａ及び円弧部Ｃ４
１２２ｂから形成され、直線部Ｃ４１２２ａの上昇傾斜側（下側底面部Ｃ４１２２の長手
方向における一端側）に上側底面部Ｃ４１２１（第１通路ＣＲｔ４００１）から球が流下
されるので、かかる流下された球を、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）
の長手方向における一端側と他端側との間で往復動させた上で、切り欠き部Ｃ１２４ａか
ら底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３、図８１参照）へ球を流下させることができる。
【１３３５】
　これにより、所定の間隔を隔てた状態で、２球が、上側底面部Ｃ４１２１（第１通路Ｃ
Ｒｔ４００１）から下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）へ流入する場合に
、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）における往復動を利用して、先行す
る球に後行する球を追いつかせ、それら先行する球と後行する球との間隔を減少させる（
球を連ならせる）ことができる。
【１３３６】
　下側底面部Ｃ４１２２の円弧部Ｃ４１２２ｂには、切り欠き部Ｃ１２４ａに対応する位
置（即ち、円弧部Ｃ４１２２ｂの前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）における略中央（湾曲形状
の矢印Ｌ方向に最も張り出した位置）に流出面Ｃ１２２ａが凹設される。流出面Ｃ１２２
ａは、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）を案内される球を、底面部Ｃ１
４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出させるための部位であり、底面部Ｃ１４２（第３通路Ｃ
Ｒｔ３）へ向けて下降傾斜する凹面として形成される（図８１参照）。
【１３３７】
　よって、下側底面部Ｃ４１２２を往復動した後、その転動速度が低下した球を、流出面
Ｃ１２２ａを利用して、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へスムーズに流出（流下）
させることができる。即ち、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）における
往復動を利用して、先行する球と後行する球との間隔が減少された球（連なった状態の球
）を、その連なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（
流下）させることができる（図８１参照）。
【１３３８】
　なお、流出面Ｃ１２２ａは、上面視において、その凹面の幅（下側底面部Ｃ４１２２を
往復動する球の転動方向に沿う方向の寸法、矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）が、切り欠き部Ｃ１
２４ａに近い側ほど大きい形状に形成される。
【１３３９】
　また、上面視において、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側、矢印Ｌ方向側）
に位置する下側側壁部Ｃ４１２４に球を当接させた状態では、球が流出面Ｃ１２２ａ上を
転動する（横切る）。即ち、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）を転動（
往復動）する球が、切り欠き部Ｃ１２４ａから最も離間した位置（球の側方の頂部を下側
側壁部Ｃ４１２４に当接させる位置）を転動する状態でも、上面視において、球の中心と
重なる範囲まで流出面Ｃ１２２ａが形成される（球が下側底面部Ｃ４１１２を転動する際
の球の下方の頂部の軌跡である転動線が流出面Ｃ１２２ａを横切る）。
【１３４０】
　一方で、下側底面部Ｃ４１２２に流出面Ｃ１２２ａが凹設（形成）されていると、下側
底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）に流下した球が、かかる下側底面部Ｃ４１
２２（第２通路ＣＲｔ４００２）を一度も往復動することなく、又は、十分な回数だけ往
復動する前に、流出面Ｃ１２２ａの傾斜の作用により、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ
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３）へ流出（流下）する虞がある。即ち、先行する球と後行する球との間隔を減少させず
、両球が間隔を隔てたまま底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）する虞が
ある。
【１３４１】
　これに対し、本実施形態では、下側底面部Ｃ４１２２が円弧状に湾曲して形成され、そ
の円弧部Ｃ４１２２ｂの内径側（上面視における円弧の中心側、矢印Ｒ方向側）に切り欠
き部Ｃ１２４ａが形成される。よって、円弧部Ｃ４１２２ｂを転動する球には切り欠き部
Ｃ１２４ａと反対側（対向する側）に位置する下側側壁部Ｃ４１２４へ向けて遠心力が作
用され、これにより、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側）に位置する下側側壁
部Ｃ４１２４に球を押し付けつつ、かかる球を下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４
００２）で転動（往復動）させることができる。
【１３４２】
　これにより、球の転動速度が十分に低くなる前に、球が流出面Ｃ１２２ａの傾斜の作用
で底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３、図８１参照）へ流出（流下）することを抑制でき
る。即ち、球の転動速度が十分に低くなるまでの間、流出面Ｃ１２２ａを乗り越え易く（
横切らせ易く）して、下側底面部Ｃ４１２２（第２通路ＣＲｔ４００２）に沿って球を十
分に往復動させ易くできる。その結果、先行する球に後行する球を追いつかせ、それら先
行する球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことを確実化できる。
【１３４３】
　次いで、図１０９（ａ）を参照して、第６実施形態における下側フレームＣ５０８６ｂ
について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、そ
の説明は省略する。
【１３４４】
　図１０９（ａ）は、第６実施形態における下側フレームＣ５０８６ｂの断面図であり、
図９４のＸＣＩＸ－ＸＣＩＸ線における断面に対応する。なお、図１０９（ａ）では、下
側フレームＣ５０８６ｂの背面部材Ｃ２１３０、磁石Ｃ２３００及び磁性部Ｃ５４００の
断面のみ図示される。
【１３４５】
　磁性部Ｃ５４００は、金属製の長尺体であり、背面部材Ｃ２１３０と反対側（矢印Ｆ方
向側）における端部から突部が鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に突設される。よって、磁性
部Ｃ５４００は、断面形状が略Ｌ字状に形成される。また、磁性部Ｃ５４００の突部は、
背面部材Ｃ２１３０側の端部が背面部材Ｃ２１３０の正面から球の半径よりも大きな間隔
を隔てた位置に配設されると共に、磁性部Ｃ５４００の底面の断面形状は、幅方向（矢印
Ｆ－Ｂ方向）に直線状に形成される。
【１３４６】
　磁性部Ｃ５４００は、背面部材Ｃ２１３０の背面に配設された磁石Ｃ２３００から作用
する磁力を利用して、球を吸着可能とされる。なお、磁石Ｃ２３００は、磁性部Ｃ５４０
０の長手方向に沿って複数が配列される。
【１３４７】
　振分部材Ｃ２１７０が第２位置に配置された状態において、第１中間部材Ｃ２１４０の
底面部Ｃ２１４２（第２通路ＣＲｔ２００２）から転動部Ｃ２１７３へ球が流下されると
、転動部Ｃ２１７３の上面（転動面）を転動した球が、転動部Ｃ２１７３の下流端から磁
性部Ｃ５４００の上流端へ飛び付く（図１０２参照）。即ち、磁性部Ｃ５４００の突部の
底面に吸着される。磁性部Ｃ５４００に吸着された球は、飛び付き（転動）による球の勢
いと、磁性部Ｃ５４００の下降傾斜による重力の作用により、磁性部Ｃ５４００の長手方
向に沿って磁性部Ｃ５４００の下流端へ移動される。これにより、磁性部Ｃ５４００に沿
って流下された球を第５通路ＣＲｔ２００５（図９７参照）へ案内できる。
【１３４８】
　上述したように、磁性部Ｃ５４００の突部は、背面部材Ｃ２１３０側の端部が背面部材
Ｃ２１３０の正面から球の半径よりも大きな距離隔てた位置に配設されるため、磁性部Ｃ
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５４００に沿って流下される球と背面部材Ｃ２１３０とが当接することが抑制される。よ
って、球に摩擦力が作用されることが抑制できるので、球の流下速度を高くすることがで
きる。また、球が背面部材Ｃ２１３０の正面に支持されないことで、流下する際に球が揺
れる態様を形成できると共に、球が磁性部Ｃ５４００から落下される可能性（第５通路Ｃ
Ｒｔ２００５に到達できない可能性）を高くできる。その結果、球の挙動を遊技者に注目
させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１３４９】
　次いで、図１０９（ｂ）を参照して、第７実施形態における下側フレームＣ６０８６ｂ
について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、そ
の説明は省略する。
【１３５０】
　図１０９（ｂ）は、第７実施形態における下側フレームＣ６０８６ｂの断面図であり、
図９４のＸＣＩＸ－ＸＣＩＸ線における断面に対応する。なお、図１０９（ｂ）では、下
側フレームＣ６０８６ｂの背面部材Ｃ２１３０、磁石Ｃ２３００及び磁性部Ｃ６４００の
断面のみ図示される。
【１３５１】
　第７実施形態における磁性部Ｃ６４００は、第６実施形態における磁性部Ｃ５４００に
対し、磁性部Ｃ６４００の突部の底面が、背面部材Ｃ２１３０を向く傾斜面（即ち、鉛直
方向上方ほど背面部材Ｃ２１３０に近接する面）として形成される点を除き、他の構成は
第６実施形態における磁性部Ｃ５４００と同一の構成である。
【１３５２】
　磁性部Ｃ６４００の突部の底面に吸着された球は、その底面の傾斜と、磁石部Ｃ２３０
０から直接作用される磁力との効果により、背面部材Ｃ２１３０に当接される。従って、
球に摩擦力を作用させることができ、磁性部Ｃ６４００に沿って流下する球の流下速度を
遅くできる。これにより、球の移動時間を長くでき、遊戯の興趣を高めることができる。
【１３５３】
　また、磁性部Ｃ６４００の突部と背面部材Ｃ２１３０とで球を挟み込むことができ、球
が磁性部Ｃ６４００の下流端へ移動する前に落下することを抑制できる。
【１３５４】
　次いで、図１１０から図１２２を参照して、第８実施形態におけるセンターフレームＤ
８６について説明する。
【１３５５】
　第１実施形態では、センターフレーム８６が一部品から構成される場合を説明したが、
第８実施形態におけるセンターフレームＤ８６は、上側フレームＤ８６ａと下側フレーム
Ｄ８６ｂとの２部材から構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の
符号を付して、その説明は省略する。
【１３５６】
　図１１０は、第８実施形態における遊技盤Ｄ１３の正面図である。図１１０に示すよう
に、センターフレームＤ８６は、ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）に嵌合可能な形
状で構成され、タッピングネジ等によりベース板６０に締結固定される部材であり、上側
フレームＤ８６ａと下側フレームＤ８６ｂとを備える。
【１３５７】
　上側フレームＤ８６ａは、ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）における上側（図１
１０上側）及び左右（図１１０左側及び右側）の内縁に沿って配設され、下側フレームＤ
８６ｂは、ベース板６０の窓部６０ａにおける下側（図１１０下側）の内縁に沿って配設
される。これら上側フレームＤ８６ａ及び下側フレームＤ８６ｂに取り囲まれた領域を介
して第３図柄表示装置８１が視認可能とされる。
【１３５８】
　なお、上側フレームＤ８６ａは、第１実施形態におけるセンターフレーム８６の一部（
ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）における下側（図１１０下側）の内縁に沿って配
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設される部分、即ち、下側フレームＤ８６ｂが配設される部分）を省略した構成とされ、
その省略された部分を除く他の部分は、第１実施形態におけるセンターフレーム８６と同
一の構成とされる。
【１３５９】
　次いで、下側フレームＤ８６ｂについて説明する。図１１１は、下側フレームＤ８６ｂ
の正面斜視図であり、図１１２は、下側フレームＤ８６ｂの背面斜視図である。なお、図
１１１及び図１１２では、ベース板６０の一部のみが部分的に図示されると共に、ベース
板６０に下側フレームＤ８６ｂを締結固定するタッピングネジの図示が省略される。
【１３６０】
　図１１１及び図１１２に示すように、下側フレームＤ８６ｂには、球を受け入れ可能な
開口として形成される受入口ＤＯＰｉｎと、その受入口ＤＯＰｉｎに連通される第１通路
ＤＲｔ１と、その第１通路ＤＲｔ１を案内された球が流下される第２通路ＤＲｔ２と、そ
の第２通路ＤＲｔ２を案内された球（第２通路ＤＲｔ２をその長手方向（矢印Ｆ－Ｂ方向
）に沿って往復動した球）が流下される第３通路ＤＲｔ３と、その第３通路ＤＲｔ３を案
内された球（第３通路ＤＲｔ３をその長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に沿って往復動した球
）が、第３通路ＤＲｔ３から流下される位置に応じて振り分けられる第４通路ＤＲｔ４、
第５通路ＤＲｔ５及び第６通路ＤＲｔ６と、第４通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５を案
内された球が流下される第７通路ＤＲｔ７と、第６通路ＤＲｔ６を案内された球が流下さ
れる第８通路ＤＲｔ８と、第８通路ＤＲｔ８を案内された球が遊技領域へ流出するための
開口として形成される流出口ＤＯＰｏｕｔとが形成される（図１１９から図１２１参照）
。
【１３６１】
　なお、第６通路ＤＲｔ６及び第８通路ＤＲｔ８は、第６通路ＤＲｔ６の下流端に第８通
路ＤＲｔ８の上流端が連通（接続）されており、１本の通路を形成する。即ち、該通路は
、上流側の一部（前半）が第６通路ＤＲｔ６により、下流側の一部（後半）が第８通路Ｄ
Ｒｔ８により、それぞれ形成される。
【１３６２】
　また、上側フレームＤ８６ａには、上側フレーム通路ＤＲｔ０（図１１０参照）が形成
される。上側フレーム通路ＤＲｔ０は、遊技領域のうちの正面視左側（図１１０左側）の
領域（センターフレームＤ８６（上側フレームＤ８６ａ）とレール６１との間の領域）か
ら流入（入球）された球を案内する通路であり、その上側フレーム通路ＤＲｔ０の下流端
に下側フレームＤ８６ｂの受入口ＤＯＰｉｎが連通される。
【１３６３】
　即ち、遊技領域から上側フレーム通路ＤＲｔ０に流入（入球）した球は、受入口ＤＯＰ
ｉｎを介して、上側フレーム通路ＤＲｔ０から下側フレームＤ８６ｂの第１通路ＤＲｔ１
へ流入（入球）される。
【１３６４】
　第３通路ＤＲｔ３の通路幅は、所定間隔を隔てて対向する側壁（中間部材Ｄ１４０の側
壁部Ｄ１４２と背面部材Ｄ１３０の側壁部Ｄ１３２と）により区画されるところ、これら
通路幅を区画する側壁の一方（背面部材Ｄ１３０の側壁部Ｄ１３２）は、一部が分断され
（側壁が非形成とされ）、その分断された領域と上面視において隣接する位置に、球が流
下可能な流下口ＤＯＰｆｌが開口される。
【１３６５】
　第３通路ＤＲｔ３を案内された球（第３通路ＤＲｔ３をその長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向
）に沿って往復動した球）は、流下口ＤＯＰｆｌを介して、第４通路ＤＲｔ４、第５通路
ＤＲｔ５又は第６通路ＤＲｔ６のいずれかへ流下（入球）可能とされる。
【１３６６】
　流下口ＤＯＰｆｌは、第３通路ＤＲｔ３の長手方向と直交する方向（矢印Ｂ方向）へ張
り出し、第３通路ＤＲｔ３の長手方向に沿って延設される上面視略矩形の空間（開口）と
して形成される。なお、流下口ＤＯＰｆｌは、背面部材Ｄ１３０の本体部Ｄ１３１及び連
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結部Ｄ１３３により区画される。
【１３６７】
　流下口ＤＯＰｆｌには、第３通路ＤＲｔ３の長手方向に沿って、第４通路ＤＲｔ４、第
第６通路ＤＲｔ６及び５通路ＤＲｔ５の上流端（上流側の開口）が順に並設される。即ち
、第６通路ＤＲｔ６の上流端（上流側の開口）は、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向中央に位
置し、第４通路ＤＲｔ４及び第５通路ＤＲｔ５の上流端（上流側の開口）は、第６通路Ｄ
Ｒｔ６の上流端を挟んで、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向一側（矢印Ｌ方向側）及び他側（
矢印Ｒ方向側）にそれぞれ位置する。
【１３６８】
　よって、第３通路ＤＲｔ３をその長手方向に沿って往復動し、流下口ＤＯＰｆｌの長手
方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央を含む領域へ流下する球は、第６通路ＤＲｔ６へ流入（入球
）され、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向一側（矢印Ｌ方向側）又は他側（矢印Ｒ方向側）を
含む領域へ流下する球は、第４通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５へ流入（入球）される
。即ち、第３通路ＤＲｔ３を案内される球が、第４通路ＤＲｔ４から第６通路ＤＲｔ６の
いずれに振り分けられるかは、第３通路ＤＲｔ３から流下する位置（領域）に応じて決定
される。
【１３６９】
　ここで、第６通路ＤＲｔ６を案内された球は、第８通路ＤＲｔ８へ流下（流入）される
ところ、第８通路ＤＲｔ８の出口（遊技領域へ球を流出させる開口）である流出口ＤＯＰ
ｏｕｔは、第１入賞口６４（図１１０参照）の鉛直方向上方となる位置に形成（配置）さ
れる。そのため、第６通路ＤＲｔ６へ振り分けられた球は、第１入賞口６４へ入賞し易い
（第１入賞口６４へ入賞する確率が高い）。
【１３７０】
　一方、第４通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５を案内された球は、第７通路ＤＲｔ７へ
流下（流入）されるところ、第７通路ＤＲｔ７には、その第７通路ＤＲｔ７を案内される
球を遊技領域へ流出させるために正面側（矢印Ｆ方向側）へ向けて下降傾斜して形成され
る凹面として、第１入賞口６４の鉛直方向上方となる位置に中央流出面Ｄ１５１が形成（
配置）されるだけでなく、第１入賞口６４の鉛直方向上方から遊技盤１３の幅方向（図１
１０左右方向）に位置を異ならせた２箇所に、側方流出面Ｄ１５２が形成（配置）される
。また、第７通路ＤＲｔ７には、起伏が形成され、起伏の底部に側方流出面Ｄ１５２が形
成され、起伏の頂部に中央流出面Ｄ１５１が形成される。
【１３７１】
　そのため、第４通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５に振り分けられた球は、第７通路Ｄ
Ｒｔ７において、中央流出面Ｄ１６１から遊技領域へ流出する確率よりも、側方流出面Ｄ
１６２から遊技領域へ流出する確率が高く、結果として、第１入賞口６４へ入賞し難い（
上述した第６通路ＤＲｔ６へ振り分けられた球よりも第１入賞口６４へ入賞する確率が低
い）。
【１３７２】
　このように、本実施形態における下側フレームＤ８６ｂは、第３通路ＤＲｔ３をその長
手方向に沿って往復動する球が第６通路ＤＲｔ６に振り分けられることで、第１入賞口６
４に入賞しやすくする（本実施形態では、第１入賞口６４に球をほぼ確実に入賞させる）
ことができる。よって、第３通路ＤＲｔ３をその長手方向に沿って球が往復動する際には
、第１入賞口６４に球が入賞する確率を高める（確実に入賞させる）ために、第６通路Ｄ
Ｒｔ６に振り分けられることを遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１３７３】
　ここで、本実施形態における下側フレームＤ８６ｂでは、第６通路ＤＲｔ６の上流端（
上流側の開口）に、一対の変位部材Ｄ１８０が開閉可能（閉鎖位置と開放位置との間で変
位可能）に配設される。一対の変位部材Ｄ１８０は、基端側が回転可能に軸支され、基端
側の反対側となる先端側が上方側（矢印Ｕ方向側）となる姿勢で配設され、基端側を回転
軸として、先端側を互いに近接または離間する方向へ変位（回転）させることで、閉鎖位
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置と開放位置との間で変位（回転）とされる。
【１３７４】
　一対の変位部材Ｄ１８０は、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に所定間
隔を隔てて配置され、それら一対の変位部材Ｄ１８０の対向間に流入（入球）した球は、
第６通路ＤＲｔ６へ流入（入球）され、一対の変位部材Ｄ１８０の対向間に流入（入球）
されなかった球は、第４通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５へ流入（入球）される。
【１３７５】
　一対の変位部材Ｄ１８０の先端側の対向間隔は、開放位置での対向間隔が閉鎖位置での
対向間隔よりも大きくされ、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置に変位（回転）されると
、閉鎖位置にある場合と比較して、第６通路ＤＲｔ６へ流入（入球）可能な領域が拡大さ
れ、第４及び第５通路ＤＲｔ４，ＤＲｔ５に流入（入球）可能な領域が縮小される。即ち
、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の間隔（寸法）に対し、一対の変位部
材Ｄ１８０の先端側の対向間隔が占める割合は、開放位置における割合が閉鎖位置におけ
る割合よりも大きくされる。よって、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置にある状態では
、閉鎖位置にある状態と比較して、第６通路ＤＲｔ６へ球が流入（入球）されやすい。
【１３７６】
　この場合、一対の変位部材Ｄ１８０は、後述するように、第６通路ＤＲｔ６に球が流入
（入球）されると、その球の重量（質量）を利用して、閉鎖位置から開放位置へ変位（回
転）される。具体的には、第６通路ＤＲｔ６には、転動部材Ｄ１７０が配設され、その転
動部材Ｄ１７０上を球が転動している間は、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置（
変位）され、転動部材Ｄ１７０上に球が存在しない間は、一対の変位部材Ｄ１８０が閉鎖
位置に配置（変位）される。
【１３７７】
　このように、本実施形態における下側フレームＤ８６ｂは、第６通路ＤＲｔ６に球が流
入（入球）された場合に、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置に変位（回転）され（第６
通路ＤＲｔ６へ球が入球されやすくされ）、これにより、第６通路ＤＲｔ６へ入球された
球に後行する球（例えば、第３通路ＤＲｔ３をその長手方向に往復動する球、後続の球）
を第６通路ＤＲｔ６へ入球されやすくできる。
【１３７８】
　よって、第６通路ＤＲｔ６へ第１の球が入球されれば、一対の変位部材Ｄ１８０の開放
位置への変位（回転）により、後行する第２の球が第６通路ＤＲｔ６へ入球されやすい状
態を形成でき、後行する第２の球が第６通路ＤＲｔ６へ入球されれば、その後行する第２
の球の第６通路ＤＲｔ６への入球に起因して（第２の球の重量を利用した変位部材Ｄ１８
０の開放位置への変位により）、次に後行する第３の球（第２の球の後続となる第３の球
）が第６通路ＤＲｔ６へ入球されやすい状態を形成でき、以降、これらの態様を繰り返す
ことができる。よって、第６通路ＤＲｔ６への球の入球により、第６通路ＤＲｔ６への入
球の連鎖の発生を遊技者に期待させることができる。その結果、遊技の興趣を向上できる
。
【１３７９】
　なお、本実施例では、一対の変位部材Ｄ１８０は、閉鎖位置に変位（回転）された状態
では、対向間隔の最小値が球の直径よりも若干大きな寸法（例えば、球の直径の１．３倍
）に設定され、開放位置に変位（回転）された状態では、先端側における対向間隔が球の
直径の約３倍に設定される。
【１３８０】
　次いで、図１１１から図１１２に加え、図１１３から図１２２を参照して、下側フレー
ムＤ８６ｂの詳細構成について説明する。
【１３８１】
　図１１３は、下側フレームＤ８６ｂの分解正面斜視図であり、図１１４は、下側フレー
ムＤ８６ｂの分解背面斜視図である。図１１５は、下側フレームＤ８６ｂの上面図であり
、図１１６は、下側フレームＤ８６ｂの正面図であり、図１１７は、下側フレームＤ８６
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ｂの背面図である。
【１３８２】
　図１１８（ａ）は、図１１６の矢印ＣＸＶＩＩＩａ方向視における下側フレームＤ８６
ｂの側面図であり、図１１８（ｂ）は、図１１６の矢印ＣＸＶＩＩＩｂ方向視における下
側フレームＤ８６ｂの側面図である。
【１３８３】
　図１１９（ａ）、図１２０（ａ）及び図１２１（ａ）は、下側フレームＤ８６ｂの部分
拡大断面図であり、図１１５のＣＸＩＸａ－ＣＸＩＸａ線における断面に対応する。図１
１９（ｂ）、図１２０（ｂ）及び図１２１（ｂ）は、下側フレームＤ８６ｂの部分拡大背
面図である。
【１３８４】
　なお、図１１９（ａ）及び図１１９（ｂ）では、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位
置）に配置され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態が、図１２１（ａ）及び
図１２１（ｂ）では、転動部材Ｄ１７０が第２位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放
位置に配置された状態が、それぞれ図示される。
【１３８５】
　また、図１２０（ａ）及び図１２０（ｂ）では、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位
置）から第２位置（又は第２位置から初期位置（第１位置））へ向けて変位（回転）され
、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置（又は開放位置から閉鎖位置）へ向けて変位
（回転）される際の変位途中の状態が図示される。
【１３８６】
　また、図１２０（ａ）及び図１２１（ａ）では、転動部材Ｄ１７０上を転動する球の図
示が省略され、図１１９（ｂ）、図１２０（ｂ）及び図１２１（ｂ）では、迂回部材Ｄ２
００が取り外された状態が図示される。
【１３８７】
　図１２２（ａ）は、図１１５のＣＸＸＩＩａ－ＣＸＸＩＩａ線における下側フレームＤ
８６ｂの部分拡大断面図であり、図１２２（ｂ）は、図１１５のＣＸＸＩＩｂ－ＣＸＸＩ
Ｉｂ線における下側フレームＤ８６ｂの部分拡大断面図であり、図１２２（ｃ）は、図１
１９のＣＸＸＩＩｃ－ＣＸＸＩＩｃ線における下側フレームＤ８６ｂの部分拡大断面図で
ある。
【１３８８】
　図１１１から図１２２に示すように、下側フレームＤ８６ｂは、正面部材Ｄ１１０と、
その正面部材Ｄ１１０の長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に配設される皿部材Ｄ１２０と、
正面部材Ｄ１１０の背面（矢印Ｂ方向側の面）に所定間隔を隔てて対向配置される背面部
材Ｄ１３０と、正面部材Ｄ１１０及び背面部材Ｄ１３０の対向間に介設され、正面部材Ｄ
１１０の背面および背面部材Ｄ１３０の正面（矢印Ｆ方向側の面）に所定間隔を隔てて対
向配置される中間部材Ｄ１４０と、正面部材Ｄ１１０及び中間部材Ｄ１４０の対向間に介
設される第１介設部材Ｄ１５０と、中間部材Ｄ１４０及び背面部材Ｄ１３０の対向間に介
設される第２介設部材Ｄ１６０と、中間部材Ｄ１４０及び背面部材Ｄ１３０の対向間に配
設される転動部材Ｄ１７０及び変位部材Ｄ１８０と、背面部材Ｄ１３０の背面側に配設さ
れる伝達部材Ｄ１９０及び迂回部材Ｄ２００と、背面部材Ｄ１３０に変位可能に配設（回
転可能に軸支）され、一側（矢印Ｆ方向側）に変位部材Ｄ１８０が固着されると共に他側
（矢印Ｂ側側）が伝達部材Ｄ１９０に当接可能とされる軸支部材Ｄ２１０と、を備える。
【１３８９】
　転動部材Ｄ１７０及び変位部材Ｄ１８０は、中間部材Ｄ１４０及び背面部材Ｄ１３０の
対向間において、変位（回転）可能に配設され、伝達部材Ｄ１９０は、背面部材Ｄ１３０
の背面側において、変位（回転）可能に配設される。
【１３９０】
　なお、下側フレームＤ８６ｂは、各部材どうしが、それぞれタッピングネジにより締結
固定されると共に、転動部材Ｄ１７０、変位部材Ｄ１８０及び伝達部材Ｄ１９０が背面部



(166) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

材Ｄ１３０にそれぞれ変位可能に配設（回転可能に軸支）されることで、一つ（単体）の
ユニットとして構成される（図１１１参照）。
【１３９１】
　また、下側フレームＤ８６ｂは、変位部材Ｄ１８０及び伝達部材Ｄ１９０を除く他の部
材が光透過性（即ち、背面側の部材や球を透視可能な透明）の樹脂材料から構成され、変
位部材Ｄ１８０及び伝達部材Ｄ１９０が有色の樹脂材料から構成される。よって、第１通
路ＤＲｔ１から第８通路ＤＲｔ８を通過する球を遊技者に視認させると共に、変位部材Ｄ
１８０の開閉動作（開閉状態）を遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めるこ
とができる。
【１３９２】
　この場合、下側フレームＤ８６ｂは、変位部材Ｄ１８０又は転動部材Ｄ１７０の少なく
とも一方の正面側（矢印Ｆ方向側）に位置する部材が光透過性の樹脂材料から構成されて
いれば足りる。或いは、変位部材Ｄ１８０又は転動部材Ｄ１７０の少なくとも一方の一部
の正面側に位置する領域のみが光透過性の樹脂材料から構成される形態でも良い。変位部
材Ｄ１８０を視認できれば、その開閉状態に基づいて、第６通路ＤＲｔ６へ球が流下（入
球）されやすい状態か否かを遊技者が把握でき、仮に、変位部材Ｄ１８０が視認できなく
ても、転動部材Ｄ１７０を視認できれば、その転動部材Ｄ１７０の回転状態（転動する球
の有無により変化する姿勢）に基づいて、変位部材Ｄ１８０の開閉状態を遊技者が把握で
き、遊技の興趣を高めることができるからである。
【１３９３】
　よって、転動部材Ｄ１７０を有色の樹脂材料から構成することが好ましい。転動部材Ｄ
１７０の回転状態（転動する球の有無により変化する姿勢）を遊技者に視認させやすくで
きるからである。
【１３９４】
　なお、転動部材Ｄ１７０、変位部材Ｄ１８０及び伝達部材Ｄ１９０は、光透過性（透明
又は有色）の樹脂材料から構成され、その正面に塗装を施したもの、或いは、シールを添
付したものであっても良い。
【１３９５】
　また、一方で、下側フレームＤ８６ｂは、変位部材Ｄ１８０又は転動部材Ｄ１７０の正
面側（矢印Ｆ方向側）に位置する部材が光非透過性の樹脂材料から構成される（或いは、
塗装が施されたりシールが添付される）ことで、これら変位部材Ｄ１８０又は転動部材Ｄ
１７０が正面側から遊技者に視認不能となるように構成されていても良い。
【１３９６】
　正面部材Ｄ１１０は、正面を形成する板状の正面部Ｄ１１１と、その正面部Ｄ１１１の
背面から立設される板状の底面部Ｄ１１２と、それら正面部Ｄ１１１及び底面部Ｄ１１２
の長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に配設される連結部Ｄ１１３とを備える。
【１３９７】
　正面部Ｄ１１１には、その正面部Ｄ１１１の下側（矢印Ｄ方向側）及び側方側（矢印Ｌ
方向側）の外縁に沿って複数の挿通孔Ｄ１１１ａが板厚方向に穿設される。下側フレーム
Ｄ８６ｂは、組み立てた状態（ユニット化された状態）で、ベース板６０の正面から窓部
６０ａに嵌め込まれ、挿通孔Ｄ１１１ａに挿通したタッピングネジがベース板６０に締結
されることで、ベース板６０に固定（配設）される。
【１３９８】
　正面部Ｄ１１１には、第１入賞口６４（図１１０参照）の鉛直方向上方となる位置に流
出口ＤＯＰｏｕｔが開口形成（板厚方向に穿設）される。流出口ＤＯＰｏｕｔは、上述し
たように、第８通路ＤＲｔ８を案内された球が遊技領域へ流出される際の出口となる開口
である。
【１３９９】
　底面部Ｄ１１２は、その上面に第１介設部材Ｄ１５０の底面が対向配置され、底面部Ｄ
１１２と第１介設部材Ｄ１５０（凹部Ｄ１５３）との対向間に第８通路ＤＲｔ８の一部（
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最下流となる部分）が形成される。よって、例えば、第１介設部材Ｄ１５０に貫通形成し
た貫通孔を第８通路ＤＲｔ８の一部とする場合と比較して、構造を簡素化して、製品コス
トを抑制できる。
【１４００】
　底面部Ｄ１１２は、正面部Ｄ１１１の長手方向全域にわたって連続して形成され、その
底面部Ｄ１１２の立設先端（矢印Ｂ方向側）が、中間部材Ｄ１４０における底面部Ｄ１４
４の立設先端（矢印Ｆ方向側）に全域にわたって当接される。これにより、下側フレーム
Ｄ８６ｂの底面側からの針金等の異物の侵入が抑制される。
【１４０１】
　なお、底面部Ｄ１１２は、第８通路ＤＲｔ８を区画する部分の正面部Ｄ１１１からの立
設寸法が、底面部Ｄ１１２の他の部分における立設寸法よりも大きくされ、底面部Ｄ１１
２のうちの第８通路ＤＲｔ８を区画する部分は、その立設先端が、中間部材Ｄ１４０の本
体部Ｄ１４１の正面に当接される。
【１４０２】
　連結部Ｄ１１３の上面側（矢印Ｕ方向側）には、皿部材Ｄ１２０が配設され、タッピン
グネジにより締結固定される。
【１４０３】
　皿部材Ｄ１２０は、受入口ＤＯＰｉｎと、その受入口ＤＯＰｉｎから受け入れた球を案
内する通路の底面を形成する上側底面部Ｄ１２１及び下側底面部Ｄ１２２と、通路の側壁
を形成する上側側壁部Ｄ１２３及び下側側壁部Ｄ１２４とを備える。
【１４０４】
　受入口ＤＯＰｉｎは、上述したように、上側フレームＤ８６ａの上側フレーム通路ＤＲ
ｔ０から球を受け入れる開口である（図１１０参照）。なお、ベース板６０にセンターフ
レームＤ８６を取り付けた（配設した）状態では、上側フレームＤ８６ａの背面が正面部
Ｄ１１１及び連結部Ｄ１１３の正面に重ね合わされ、両者がタッピングネジにより締結固
定される。これにより、上側フレーム通路ＤＲｔ０の下流端と受入口ＤＯＰｉｎとが連通
される。
【１４０５】
　上側底面部Ｄ１２１は、上面視において略直線状の通路として前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に沿って延設されると共に、受入口ＤＯＰｉｎから離間する方向（矢印Ｂ方向）へ向
けて下降傾斜して形成される。なお、上側底面部Ｄ１２１は、上側フレーム通路ＤＲｔ０
の下流端よりも鉛直方向下方側（矢印Ｄ方向側）に位置し、上側フレーム通路ＤＲｔ０の
下流端との間に鉛直方向の段差が形成される。即ち、皿部材Ｄ１２０は、上側フレーム通
路ＤＲｔ０から上側底面部Ｄ１２１へ球を自由落下させる構成とされる。
【１４０６】
　上側底面部Ｄ１２１には、その幅方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央に断面コ字状の凹溝Ｄ１
２１ａが凹設される（図８４参照）。凹溝Ｄ１２１ａは、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に
沿って直線状に延設される。凹溝Ｄ１２１ａの溝幅（矢印Ｌ－Ｒ方向の寸法）は、球の直
径よりも小さくされると共に、凹溝Ｄ１２１ａの溝深さ（矢印Ｕ－Ｄ方向の寸法）は、凹
溝Ｄ１２１ａの底面に球が接触しない深さに設定される。
【１４０７】
　これにより、上側底面部Ｄ１２１上の球を２箇所（上側底面部Ｄ１２１と凹溝Ｄ１２１
ａとが交わる一対の稜線部分）で支持することができる。よって、凹溝Ｄ１２１ａが非形
成の場合（即ち、１箇所のみで球を支持する場合）と比較して、球と通路との接触面積を
大きくできる。よって、上側フレーム通路ＤＲｔ０から落下した球の衝撃を緩衝する（受
け止める）と共に、球が転動する際の抵抗を大きくできる。
【１４０８】
　上述のように、上側フレーム通路ＤＲｔ０から上側底面部Ｄ１２１へ球を落下させると
共に、上側底面部Ｄ１２１上の球を２箇所で支持する構成とすることで、所定の間隔を隔
てた状態で、２球が、上側フレーム通路ＤＲｔ０から上側底面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲ
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ｔ１）へ流入（落下）する場合に、上側底面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲｔ１）において、
先行する球の流下を遅らせて、後行する球を先行する球に追いつかせ易くできる。よって
、先行する球と後行する球との間隔を減少させることができる。
【１４０９】
　上側側壁部Ｄ１２３は、上側底面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲｔ１）の下流側（矢印Ｂ方
向側）の端部と、上側底面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲｔ１）の通路幅とをそれぞれ区画す
る壁部であり、鉛直方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に立設された板状体として形成される。なお
、通路幅は、球の直径と同等または球の直径よりも若干大きな寸法（少なくとも球の直径
の２倍よりも小さい寸法、好ましくは、球の直径の１．３倍よりも小さい寸法）に設定さ
れ、複数の球を直列の状態でのみ案内可能とする。
【１４１０】
　上側側壁部Ｄ１２３には、上側底面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲｔ１）の下流側の端部に
切り欠き部Ｄ１２３ａが切り欠き形成され、この切り欠き部Ｄ１２３ａを介して、上側底
面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲｔ１）から下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）へ球が
流下可能とされる。
【１４１１】
　下側底面部Ｄ１２２は、上面視において略直線状の通路として前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に沿って延設されると共に、その延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－
Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円
弧状に湾曲して形成される（図１２１参照）。
【１４１２】
　なお、下側底面部Ｄ１２２は、上側底面部Ｄ１２１の下流端（切り欠き部Ｄ１２３ａが
形成される部分）よりも鉛直方向下方側（矢印Ｄ方向側）に位置し、上側底面部Ｄ１２１
の下流端との間に鉛直方向の段差が形成される。即ち、皿部材Ｄ１２０は、上側底面部Ｄ
１２１から下側底面部Ｄ１２２へ球を自由落下させる構成とされる。
【１４１３】
　下側側壁部Ｄ１２４は、下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）の長手方向（球を案
内する方向、矢印Ｆ－Ｂ方向）における一端側および他端側の端部と、下側底面部Ｄ１２
２（第２通路ＤＲｔ２）の通路幅とをそれぞれ区画する。なお、通路幅は、球の直径と同
等または球の直径よりも若干大きな寸法（少なくとも球の直径の２倍よりも小さい寸法、
好ましくは、球の直径の１．３倍よりも小さい寸法）に設定され、複数の球を直列の状態
でのみ案内可能とする。
【１４１４】
　下側底面部Ｄ１２２は、上面視において、上側底面部Ｄ１２１と平行に並設され、上側
底面部Ｄ１２１の下流端（矢印Ｂ方向側の端部）と下側底面部Ｄ１２２の長手方向におけ
る一端側（矢印Ｂ方向側の端部）とが隣り合う位置に配設される。
【１４１５】
　上側側壁部Ｄ１２３における切り欠き部Ｄ１２３ａに対応する位置では、下側側壁部Ｄ
１２４が非形成とされ、上述したように、切り欠き部Ｄ１２３ａを介して、上側底面部Ｄ
１２１（第１通路ＤＲｔ１）から下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）へ球が流下（
落下）可能とされる。
【１４１６】
　下側側壁部Ｄ１２４には、円弧状に湾曲した下側底面部Ｄ１２２の底部（鉛直方向にお
ける高さ位置が最も低い位置）に対応する位置に切り欠き部Ｄ１２４ａが切り欠き形成さ
れ、この切り欠き部Ｄ１２４ａを介して、下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）から
第１介設部材Ｄ１５０（第３通路ＤＲｔ３）へ球が流下可能とされる。
【１４１７】
　下側底面部Ｄ１２２は、上述したように、円弧状に湾曲して形成され、その一方の上昇
傾斜側（下側底面部Ｄ１２２の長手方向における一端側）に上側底面部Ｄ１２１（第１通
路ＤＲｔ１）から球が流下されるので、かかる流下された球を、下側底面部Ｄ１２２（第
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２通路ＤＲｔ２）の長手方向における一端側と他端側との間で往復動させた上で、切り欠
き部Ｄ１２４ａから第１介設部材Ｄ１５０（第３通路ＤＲｔ３）へ球を流下させることが
できる。
【１４１８】
　これにより、所定の間隔を隔てた状態で、２球が、上側底面部Ｄ１２１（第１通路ＤＲ
ｔ１）から下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）へ流入する場合に、下側底面部Ｄ１
２２（第２通路ＤＲｔ２）における往復動を利用して、先行する球に後行する球を追いつ
かせ、それら先行する球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことがで
きる。
【１４１９】
　下側底面部Ｄ１２２には、切り欠き部Ｄ１２４ａに対応する位置（即ち、鉛直方向にお
ける高さ位置が最も低い位置）に流出面Ｄ１２２ａが凹設される。流出面Ｄ１２２ａは、
下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）を案内される球を、第１介設部材Ｄ１５０（第
３通路ＤＲｔ３）へ流出させるための部位であり、第１介設部材Ｄ１５０（第３通路ＤＲ
ｔ３）へ向けて下降傾斜する凹面として形成される。
【１４２０】
　よって、下側底面部Ｄ１２２を往復動した後、その転動速度が低下した球を、流出面Ｄ
１２２ａを利用して、第１介設部材Ｄ１５０（第３通路ＤＲｔ３）へスムーズに流出（流
下）させることができる。即ち、下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）における往復
動を利用して、先行する球と後行する球との間隔が減少された球（連なった状態の球）を
、その連なった状態を維持させつつ、第１介設部材Ｄ１５０（第３通路ＤＲｔ３）へ流出
（流下）させることができる。
【１４２１】
　なお、流出面Ｄ１２２ａは、上面視において、その凹面の幅（下側底面部Ｄ１２２を往
復動する球の転動方向に沿う方向の寸法、矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）が、切り欠き部Ｄ１２
４ａに近い側ほど大きい形状に形成される（図１１５参照）。
【１４２２】
　また、上面視において、切り欠き部Ｄ１２４ａと反対側（対向する側）に位置する下側
側壁部Ｄ１２４に球を当接させた状態では、球が流出面Ｄ１２２ａ上を転動する（横切る
）。即ち、下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）を転動（往復動）する球が、切り欠
き部Ｄ１２４ａから最も離間した位置（球の側方の頂部を下側側壁部Ｄ１２４に当接させ
る位置）を転動する状態でも、上面視において、球の中心と重なる範囲まで流出面Ｄ１２
２ａが形成される（球が下側底面部Ｄ１２２を転動する際の球の下方の頂部の軌跡である
転動線が流出面Ｄ１２２ａを横切る）。
【１４２３】
　本実施形態では、下側底面部Ｄ１２２は、その延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に直交し鉛
直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に平行な平面での断面形状が、水平方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に
平行な直線形状に形成される。但し、上述した実施形態の場合（図８４参照）のように、
下側底面部Ｄ１２２を切り欠き部Ｄ１２４ａから離間する方向（矢印Ｌ方向）へ向けて下
降傾斜させても良い。
【１４２４】
　流出面Ｄ１２２ａの形成位置は、下側底面部Ｄ１２２の長手方向（下側底面部Ｄ１２２
を往復動する球の転動方向、矢印Ｆ－Ｂ方向）中央よりも一端側（本実施形態では、上側
底面部Ｄ１２１の下流端側、矢印Ｂ方向側）に偏った（近接した）位置に配設される（図
１２１参照）。
【１４２５】
　この場合、下側底面部Ｄ１２２の鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における高さ位置は、長
手方向一端側（矢印Ｂ方向側の端部）と他端側（矢印Ｆ方向側の端部）とで同一とされ、
下側底面部Ｄ１２２の円弧形状（下側底面部Ｄ１２２の延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛
直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状であって、鉛直方向下方（矢印Ｄ方
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向）へ向けて凸となる円弧形状）は、長手方向一端側（矢印Ｂ方向側）と流出面Ｄ１２２
ａとの間の曲率が、長手方向他端側（矢印Ｆ方向側）と流出面Ｄ１２２ａとの間の曲率よ
りも大きくされる。即ち、長手方向一端側（矢印Ｂ方向側）と流出面Ｄ１２２ａとの間の
半径が、長手方向他端側（矢印Ｆ方向側）と流出面Ｄ１２２ａとの間の半径よりも小さく
される。
【１４２６】
　これにより、長手方向他端側（矢印Ｆ方向側）と流出面Ｄ１２２ａとの間の領域におい
て、先行する球に後行する球を追いつかせ易くできると共に、追いついた際の衝突を緩や
かとして（即ち、後行の球が先行の球に衝突した際の衝撃で、両球の間隔が広がることを
抑制して）、先行する球と後行する球とが連なった状態を形成し易くできる。その結果、
両球を、連なった状態で、第１介設部材Ｄ１５０（第３通路ＤＲｔ３）へ流出（流下）さ
せ易くできる。
【１４２７】
　なお、皿部材Ｄ１２０は、下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）の延設方向を前後
方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿わせる姿勢で配設されるところ、ベース板６０の窓部６０ａ
内に配置されるので、窓部６０ａにより形成された前後方向のスペースを有効に活用でき
る。よって、下側底面部Ｄ１２２（第２通路ＤＲｔ２）の全長を確保して、球を連ならせ
易くできる。
【１４２８】
　背面部材Ｄ１３０は、板状に形成される本体部Ｄ１３１と、本体部Ｄ１３１よりも正面
側（矢印Ｆ方向側）に位置すると共に本体部Ｄ１３１と平行な姿勢で配設され板状に形成
される側壁部Ｄ１３２と、それら本体部Ｄ１３１及び側壁部Ｄ１３２を連結する連結部Ｄ
１３３と、本体部Ｄ１３１の背面から立設される区画壁Ｄ１３４と、を備える。
【１４２９】
　本体部Ｄ１３１には、転動部材Ｄ１７０の軸Ｄ１７１を軸支する軸支部Ｄ１３１ａと、
軸支部材Ｄ２１０の軸Ｄ２１１を軸支する軸支孔Ｄ１３１ｂと、伝達部材Ｄ１９０の胴部
Ｄ１９２が挿通される挿通孔Ｄ１３１ｃと、球を通過可能とする開口Ｄ１３１ｄ，Ｄ１３
１ｅと、球に当接可能とされる突部Ｄ１３１ｆとが形成される。
【１４３０】
　軸支部Ｄ１３１ａは、本体部Ｄ１３１の正面（矢印Ｆ方向側の面）に軸受として形成さ
れ、中間部材Ｄ１４０の背面には、軸支部Ｄ１３１ａに対面する位置に、軸支部Ｄ１４１
ａが形成される。転動部材Ｄ１７０は、その幅方向（前後方向、矢印Ｆ－Ｂ方向）一側の
側面および他側の側面から軸Ｄ１７１の端部がそれぞれ突出される。軸Ｄ１７１は、前後
方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢に配設され、その軸Ｄ１７１の両端が、背面部材Ｄ１
３０の軸支部Ｄ１３１ａと中間部材Ｄ１４０の軸支部Ｄ１４１ａとにそれぞれ軸支される
。これにより、背面部材Ｄ１３０と中間部材Ｄ１４０との対向間に転動部材Ｄ１７０が回
転可能に配設される。
【１４３１】
　軸支孔Ｄ１３１ｂは、本体部Ｄ１３１を板厚方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に貫通する孔とし
て形成され、中間部材Ｄ１４０の背面には、軸支孔Ｄ１３１ｂに対面する位置に、軸支部
Ｄ１４１ｂが形成される。軸支部材Ｄ２１０の軸Ｄ２１１は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向
）に沿う姿勢で、本体部Ｄ１３１の軸支孔Ｄ１３１ｂと変位部材Ｄ１８０の軸孔とに順に
挿通され、変位部材Ｄ１８０の一側（中間部材Ｄ１４０側）の側面から突出された軸Ｄ２
１１の一端が、中間部材Ｄ１４０の軸支部Ｄ１４１ｂに軸支される。これにより、背面部
材Ｄ１３０と中間部材Ｄ１４０との対向間に変位部材Ｄ１８０が回転可能に配設される。
【１４３２】
　挿通孔Ｄ１３１ｃは、本体部Ｄ１３１を板厚方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に貫通して形成さ
れ、伝達部材Ｄ１９０の胴部Ｄ１９２の回転を許容する大きさの開口（孔）として形成さ
れる。伝達部材Ｄ１９０は、胴部Ｄ１９２の軸方向（前後方向、矢印Ｆ－Ｂ方向）一側の
端面および他側の端面から軸Ｄ１９１の端部がそれぞれ突出され、これら軸Ｄ１９１の両
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端が、中間部材Ｄ１４０の軸支部Ｄ１４１ｃと迂回部材Ｄ２００の軸支部Ｄ２０１とにそ
れぞれ軸支される。これにより、中間部材Ｄ１４０と迂回部材Ｄ２００との対向間であっ
て、背面部材Ｄ１３０の背面側において、伝達部材Ｄ１９０が回転可能に配設される。
【１４３３】
　開口Ｄ１３１ｄ，Ｄ１３１ｅは、球の通過を許容する大きさの開口（孔）として、本体
部Ｄ１３１を板厚方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に貫通して形成される。即ち、本体部Ｄ１３１
の正面側と背面側とに形成される通路（第５通路ＤＲｔ５及び第８通路ＤＲｔ８）を連通
するための開口として形成される。なお、開口Ｄ１３１ｄ，Ｄ１３１ｅは、１球のみが通
過可能（同時に２球が通過不能）な大きさに設定される。
【１４３４】
　ここで、第６通路ＤＲｔ６は、背面部材Ｄ１３０（本体部Ｄ１３１）の正面側（中間部
材Ｄ１４０との対向間）に形成され、第８通路ＤＲｔ８は、上流側（前半部分）が背面部
材Ｄ１３０（本体部Ｄ１３１）の背面側（迂回部材Ｄ２００との対向間）に形成されると
共に、下流側（後半部分）が背面部材Ｄ１３０（本体部Ｄ１３１）の正面側（中間部材Ｄ
１４０の内部、正面部材Ｄ１１０及び第１介設部材Ｄ１５０の対向間）に形成される。
【１４３５】
　よって、第６通路ＤＲｔ６の下流端と第８通路ＤＲｔ８の上流端とが開口Ｄ１３１ｄに
より接続され、第８通路ＤＲｔ８の上流側（前半部分）と下流側（後半部分）とが開口Ｄ
１３１ｅにより接続される。即ち、第６通路ＤＲｔ６を流下（案内）された球は、開口Ｄ
１３１ｄを通過することで、背面部材Ｄ１３０（本体部Ｄ１３１）の正面側から背面側へ
移動され、第８通路ＤＲｔ８へ流入される。また、第８通路ＤＲｔ８の上流側（前半部分
）を流下（案内）された球は、開口Ｄ１３１ｅを通過することで、背面部材Ｄ１３０（本
体部Ｄ１３１）の背面側から正面側へ移動され、第８通路ＤＲｔ８の下流側（後半部分）
へ流入される。
【１４３６】
　突部Ｄ１３１ｆは、本体部Ｄ１３１の正面（矢印Ｆ方向側の面）から突設されると共に
鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿って直線状に延設される突条（細長いすじ状の突部）と
して形成され、第６通路ＤＲｔ６における球の転動方向（転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１
７２の長手方向）に沿って所定間隔（本実施形態では等間隔）を隔てつつ複数箇所（本実
施形態では５箇所）に配設される（図１２２（ｃ）参照）。なお、突部Ｄ１３１ｆの突設
寸法および断面形状は、その延設方向（鉛直方向）に沿って同一とされる。
【１４３７】
　突部Ｄ１３１ｆの下端（矢印Ｄ方向側の端部）は、正面視において、第２位置に配置さ
れた転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面との間の距離が球の半径よりも小さくなる
位置に設定される（図１２１参照）。よって、転動部材Ｄ１７０が第２位置に配置された
状態であっても、球と突部Ｄ１３１ｆとが当接可能とされる。
【１４３８】
　また、突部Ｄ１３１ｆの上端（矢印Ｕ方向側の端部）は、正面視において、初期位置（
第１位置）に配置された転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面との間の距離が球の直
径よりも大きくなる位置に設定される（図１１９参照）。よって、第２位置に配置された
転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）の上面から球が上方（矢印Ｕ方向）へ跳ね上がった
状態であっても、球と突部Ｄ１３１ｆとが当接可能とされる。
【１４３９】
　複数の突部Ｄ１３１ｆの配設間隔（矢印Ｌ－Ｒ方向の間隔）は、本実施形態では、球の
直径と略同等の間隔に設定される。また、複数の突部Ｄ１３１ｆは、中間部材Ｄ１４０（
本体部Ｄ１４１）の背面から突設される複数の突部Ｄ１４１ｇに対し、第６通路ＤＲｔ６
における球の転動方向（転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の長手方向）に沿って位置を
異ならせて配設される。即ち、背面部材Ｄ１３０の突部Ｄ１３１ｆと中間部材Ｄ１４０の
突部Ｄ１４１ｇとは、第６通路ＤＲｔ６における球の転動方向（転動部材Ｄ１７０の本体
部Ｄ１７２の長手方向）に沿って千鳥状に配置される（図１２２（ｃ）参照）。これによ
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り、第６通路ＤＲｔ６における球の転動を遅延させることができる。
【１４４０】
　即ち、第６通路ＤＲｔ６を通過する球に対して作用する作用手段として突部Ｄ１３１ｆ
，Ｄ１４１ｇが機能し、その作用により球に抵抗が付与されることで、球の速度を低くす
ることができる。よって、球が第６通路ＤＲｔ６（転動部材Ｄ１７０）を通過するのに要
する時間を長くでき、その分、転動部材Ｄ１７０に球の重量が作用する時間（即ち、変位
部材Ｄ１８０が少なくとも閉鎖位置よりも開放され、球が入球されやすくされた状態）を
維持し易く（長く）できる。
【１４４１】
　突部Ｄ１３１ｆの突設先端は、断面円弧状に湾曲して形成される。但し、突部Ｄ１３１
ｆの断面形状を略矩形状としても良い。また、突部Ｄ１３１ｆは、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ
方向）に対して傾斜する方向に延設される直線形状であっても良く、円弧状に湾曲して延
設される曲線形状を少なくとも一部に含む形状であっても良い。
【１４４２】
　なお、突部Ｄ１３１ｆを、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に対して傾斜する方向に延設さ
れる直線形状とする場合には、球の転動面（転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面）
よりも上方（矢印Ｕ方向）側の方が第６通路ＤＲｔ６の上流側（矢印Ｒ方向側）に位置す
る方向に傾斜させることが好ましい。転動面から跳ね上がった球が突部Ｄ１３１ｆに衝突
された場合に、球を転動方向と反対側（上流側）へ押し戻す方向の力成分を球に作用させ
、球を遅延させやすくできるからである。
【１４４３】
　側壁部Ｄ１３２は、その上方側（矢印Ｕ方向側）の縁部が、第２介設部材Ｄ１６０の上
面よりも上方（矢印Ｕ方向）となる高さ位置に配設され、中間部材Ｄ１４０の側壁部Ｄ１
４２と共に第３通路ＤＲｔ３の通路幅を区画する。
【１４４４】
　区画壁Ｄ１３４は、本体部Ｄ１３１及び迂回部材Ｄ２００と共に第８通路ＤＲｔ８を区
画する。即ち、本体部Ｄ１３１に迂回部材Ｄ２００が対向配置され、その対向間であって
区画壁Ｄ１３４により区画された領域が第８通路ＤＲｔ８とされる。区画壁Ｄ１３４によ
り区画される領域は、背面視（矢印Ｆ方向視）において、横長の略矩形状に形成され、長
手方向一端側（矢印Ｌ方向側）に開口Ｄ１３１ｄが、長手方向他端側（矢印Ｒ方向側）に
開口Ｄ１３１ｅが、それぞれ配設されると共に、長手方向一端側から他端側へ向けて下降
傾斜される。
【１４４５】
　中間部材Ｄ１４０は、板状に形成される本体部Ｄ１４１と、本体部Ｄ１４１よりも正面
側（矢印Ｆ方向側）に位置すると共に本体部Ｄ１４１と平行な姿勢で配設され板状に形成
される側壁部Ｄ１４２と、それら本体部Ｄ１４１及び側壁部Ｄ１４２を連結する連結部Ｄ
１４３と、本体部Ｄ１４１の正面から立設される底面部Ｄ１４４と、本体部Ｄ１４１の背
面から立設される区画壁（第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌ、第５通路区画壁Ｄ１４５Ｒ、第６
通路区画壁Ｄ１４６、第８通路区画壁Ｄ１４７）と、を備える。
【１４４６】
　本体部Ｄ１４１には、転動部材Ｄ１７０の軸Ｄ１７１を軸支する軸支部Ｄ１４１ａと、
軸支部材Ｄ２１０の軸Ｄ２１１を軸支する軸支部Ｄ１４１ｂと、伝達部材Ｄ１９０の軸Ｄ
１９１を軸支する軸支部Ｄ１４１ｃと、球を通過可能とする開口Ｄ１４１ｄ，Ｄ１４１ｅ
，Ｄ１４１ｆと、球に当接可能とされる突部Ｄ１４１ｇとが形成される。
【１４４７】
　軸支部Ｄ１４１ａ，Ｄ１４１ｂ，Ｄ１４１ｃは、本体部Ｄ１４１の背面（矢印Ｂ方向側
の面）に軸受として形成され、上述したように、背面部材Ｄ１３０の軸支部Ｄ１３１ａ、
軸支孔Ｄ１３１ｂ及び迂回部材Ｄ２００の軸支部Ｄ２０１と対面する位置にそれぞれ形成
される。
【１４４８】
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　即ち、背面部材Ｄ１３０の軸支部Ｄ１３１ａと中間部材Ｄ１４０の軸支部Ｄ１４１ａと
に転動部材Ｄ１７０の軸Ｄ１７１が、背面部材Ｄ１３０の軸支孔Ｄ１３１ｂと中間部材Ｄ
１４０の軸支部Ｄ１４１ｂとに軸支部材Ｄ２１０の軸Ｄ２１１が、中間部材Ｄ１４０の軸
支部Ｄ１４１ｃと迂回部材Ｄ２００の軸支部Ｄ２０１とに伝達部材Ｄ１９０の軸Ｄ１９１
が、それぞれ軸支される。なお、転動部材Ｄ１７０の軸Ｄ１７１、軸支部材Ｄ２１０の軸
Ｄ２１１、伝達部材Ｄ１９０のいずれも、その軸方向を前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿
わせる姿勢で配設される。
【１４４９】
　開口Ｄ１４１ｄ，Ｄ１４１ｅ，Ｄ１４１ｆは、球の通過を許容する大きさの開口（孔）
として、本体部Ｄ１４１を板厚方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に貫通して形成される。
【１４５０】
　開口Ｄ１４１ｄ，Ｄ１４１ｅは、第４通路ＤＲｔ４及び第５通路ＤＲｔ５の出口（第７
通路ＤＲｔ７へ球を流出させる開口）としてそれぞれ形成され、第１介設部材Ｄ１５０の
上面（球の転動面）よりも上方に形成される。即ち、第４通路ＤＲｔ４及び第５通路ＤＲ
ｔ５を案内された球は、開口Ｄ１４１ｄ，Ｄ１４１ｅを介して、第７通路ＤＲｔ７へ流出
（流下）される。
【１４５１】
　開口Ｄ１４１ｆは、中間部材Ｄ１４０（本体部Ｄ１４１）の背面側に位置する第８通路
ＤＲｔ８の下流端と、中間部材Ｄ１４０（本体部Ｄ１４１）の正面側に位置する第８通路
ＤＲｔ８の上流端とを連通させる連通口（開口）として形成される。即ち、開口Ｄ１４１
ｄは、中間部材Ｄ１４０の本体部Ｄ１４１を貫通する通路（第８通路ＤＲｔ８）の一部と
して形成される。
【１４５２】
　突部Ｄ１４１ｇは、本体部Ｄ１４１の背面（矢印Ｂ方向側の面）から突設されると共に
鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿って直線状に延設される突条（細長いすじ状の突部）と
して形成され、第６通路ＤＲｔ６における球の転動方向（転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１
７２の長手方向）に沿って所定間隔（本実施形態では等間隔）を隔てつつ複数箇所（本実
施形態では６箇所）に配設される（図１２２（ｃ）参照）。なお、突部Ｄ１４１ｇの突設
寸法および断面形状は、その延設方向（鉛直方向）に沿って同一とされる。
【１４５３】
　複数の突部Ｄ１４１ｇの配設間隔（矢印Ｌ－Ｒ方向の間隔）は、本実施形態では、球の
直径と略同等の間隔に設定される。また、複数の突部Ｄ１４１ｇは、背面部材Ｄ１３０（
本体部Ｄ１３１）の正面から突設される複数の突部Ｄ１３１ｆに対し、第６通路ＤＲｔ６
における球の転動方向（転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の長手方向）に沿って位置を
異ならせて配設される。即ち、背面部材Ｄ１３０の突部Ｄ１３１ｆと中間部材Ｄ１４０の
突部Ｄ１４１ｇとは、第６通路ＤＲｔ６における球の転動方向（転動部材Ｄ１７０の本体
部Ｄ１７２の長手方向）に沿って千鳥状に配置される（図１２２（ｃ）参照）。これによ
り、第６通路ＤＲｔ６における球の転動を遅延させることができる。
【１４５４】
　即ち、第６通路ＤＲｔ６を通過する球に対して作用する作用手段として突部Ｄ１３１ｆ
，Ｄ１４１ｇが機能し、その作用により球に抵抗が付与されることで、球の速度を低くす
ることができる。よって、球が第６通路ＤＲｔ６（転動部材Ｄ１７０）を通過するのに要
する時間を長くでき、その分、転動部材Ｄ１７０に球の重量が作用する時間（即ち、変位
部材Ｄ１８０が少なくとも閉鎖位置よりも開放され球が入球されやい状態）を維持し易く
（長く）できる。
【１４５５】
　本実施形態では、背面部材Ｄ１３０の本体部Ｄ１３１の正面と中間部材Ｄ１４０の本体
部Ｄ１４１の背面との間の対向間隔（矢印Ｆ－Ｂ方向の間隔）は、球の直径よりも大きい
寸法に設定され、複数の突部Ｄ１３１ｆの先端を連ねた仮想面（平面）と、複数の突部Ｄ
１４１ｇの先端を連ねた仮想面（平面）との間の対向間隔（矢印Ｆ－Ｂ方向の間隔）は、
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球の直径と略同一または球の直径よりも若干小さい寸法に設定される。但し、両仮想面の
間の対向間隔を球の直径よりも大きい寸法に設定しても良い。
【１４５６】
　突部Ｄ１４１ｇの突設先端は、断面円弧状に湾曲して形成される。但し、突部Ｄ１４１
ｇの断面形状を略矩形状としても良い。また、突部Ｄ１４１ｇは、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ
方向）に対して傾斜する方向に延設される直線形状であっても良く、円弧状に湾曲して延
設される曲線形状を少なくとも一部に含む形状であっても良い。
【１４５７】
　なお、突部Ｄ１４１ｇを、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に対して傾斜する方向に延設さ
れる直線形状とする場合には、球の転動面（転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面）
よりも上方（矢印Ｕ方向）側の方が第６通路ＤＲｔ６の上流側（矢印Ｒ方向側）に位置す
る方向に傾斜させることが好ましい。転動面から跳ね上がった球が突部Ｄ１４１ｇに衝突
された場合に、球を転動方向と反対側（上流側）へ押し戻す方向の力成分を球に作用させ
、球を遅延させやすくできるからである。
【１４５８】
　側壁部Ｄ１４２は、その上方側（矢印Ｕ方向側）の縁部が、第２介設部材Ｄ１６０の上
面よりも上方（矢印Ｕ方向）となる高さ位置に配設され、上述したように、背面部材Ｄ１
３０の側壁部Ｄ１３２と共に第３通路ＤＲｔ３の通路幅を区画する。
【１４５９】
　連結部Ｄ１４３は、側壁部Ｄ１４２の下方側（矢印Ｄ方向側）の縁部と本体部Ｄ１４１
の上方側（矢印Ｕ方向側）の縁部とを長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の全域にわたって連続
して連結し、その連結部Ｄ１４３の上面側（矢印Ｕ方向側）に第２介設部材Ｄ１６０が配
設される。
【１４６０】
　連結部Ｄ１４３は、中間部材Ｄ１４０の第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌ及び第５通路区画壁
Ｄ１４５Ｒと上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に所定間隔を隔てて対向し、それらの対向間に
第４通路ＤＲｔ４及び第５通路ＤＲｔ５がそれぞれ形成される。即ち、連結部Ｄ１４３は
、第４通路ＤＲｔ４及び第５通路ＤＲｔ５の上面（上側の内面）を形成する。
【１４６１】
　底面部Ｄ１４４は、開口Ｄ１４１ｆを除く領域において、本体部Ｄ１４１の縁部に沿っ
て連続して形成され、その底面部Ｄ１４４の立設先端（矢印Ｆ方向側）が、正面部材Ｄ１
１０における底面部Ｄ１１２の立設先端（矢印Ｂ方向側）に当接される。即ち、底面部Ｄ
１４４は、開口Ｄ１４１ｆが開口される領域およびその近傍の領域において分断して形成
される。
【１４６２】
　底面部Ｄ１４４が分断された領域（開口Ｄ１４１ｆを含む領域）では、上述したように
、正面部材Ｄ１１０における底面部Ｄ１１２のうちの第８通路ＤＲｔ８を区画する部分の
立設先端が、開口Ｄ１４１ｆの下方側（矢印Ｄ方向側）と左右の側方側（矢印Ｌ方向側お
よび矢印Ｒ方向側）とにおいて、本体部Ｄ１４１の正面に当接される。
【１４６３】
　第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌは、本体部Ｄ１４１と背面部材Ｄ１３０の本体部Ｄ１３１及
び連結部Ｄ１３３と共に第４通路ＤＲｔ４を区画する部位であり、上面が球の転動面とさ
れる部位（転動部）と、その転動部（転動面）を転動した球を内壁面で受け止めて球の転
動終点を規定する部位（縦壁部）とを形成する。
【１４６４】
　即ち、第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌは、転動部が左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に延設され
、転動部は、長手方向一端側（矢印Ｒ方向側）が上面視において流下口ＤＯＰｆｌに重な
る位置（流下口ＤＯＰｆｌに入球（流下）された球を受け入れ（受け止め）可能な位置）
に配設されると共に、長手方向他端側（矢印Ｌ方向側）へ向けて下降傾斜され、長手方向
他端側が開口Ｄ１４１ｄの下縁と重なる位置まで延設され、その延設端（長手方向他端）
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には、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿う縦壁部が連結される。
【１４６５】
　なお、第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌは、長手方向他端側（矢印Ｌ方向側）の一部（開口Ｄ
１４１ｄと重なる領域）が開口Ｄ１４１ｄへ向けても下降傾斜され、第４通路区画壁Ｄ１
４５Ｌ（転動面）の長手方向他端に達した球を開口Ｄ１４１ｄへ向けて転動可能とされる
。
【１４６６】
　よって、流下口ＤＯＰｆｌから第４通路ＤＲｔ４へ入球された球は、第４通路区画壁Ｄ
１４５Ｌの長手方向一端側（矢印Ｒ方向側）に受け入れ（受け止め）られ、第４通路区画
壁Ｄ１４５Ｌ上を長手方向他端側（矢印Ｌ方向側）へ向けて転動される。長手方向他端に
到達した球は、長手方向他端に連結される縦壁部に当接され（受け止められ）、転動が規
制された後、開口Ｄ１４１ｄを介して、第７通路ＤＲｔ７（第１介設部材Ｄ１５０）へ流
出（流下）される。
【１４６７】
　第５通路区画壁Ｄ１４５Ｒは、本体部Ｄ１４１と背面部材Ｄ１３０の本体部Ｄ１３１及
び連結部Ｄ１３３と共に第５通路ＤＲｔ５を区画する部位であり、上面が球の転動面とさ
れる部位（転動部）と、その転動部（転動面）を転動した球を内壁面で受け止めて球の転
動終点を規定する部位（縦壁部）とを形成する。
【１４６８】
　なお、第５通路区画壁Ｄ１４５Ｒは、正面視において、第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌに対
して、変位部材Ｄ１８０を中心として、左右対称に形成され、その構成および作用は、上
述した第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌの構成および作用と実質同一であるので、説明を省略す
る。
【１４６９】
　第６通路区画壁Ｄ１４６は、本体部Ｄ１４１と第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌと背面部材Ｄ
１３０の本体部Ｄ１３１と転動部材Ｄ１７０と共に第６通路ＤＲｔ６を区画する部位であ
り、上面が球の転動面とされる部位（転動部）と、その転動部（転動面）を転動した球を
内壁面で受け止めて球の転動終点を規定する部位（縦壁部）とを形成する。
【１４７０】
　即ち、第６通路区画壁Ｄ１４６は、転動部材Ｄ１７０の長手方向一端側（矢印Ｌ方向側
、転動部材Ｄ１７０を転動する球の転動方向の延長線上）に並設され、その転動部材Ｄ１
７０を転動した球を受け入れ可能に形成される転動部と、その転動面の端部（転動部材Ｄ
１７０と反対側）に連結され上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿って形成される縦壁部とを
備える。
【１４７１】
　なお、第６通路区画壁Ｄ１４６は、転動部の上面（転動面）が開口Ｄ１４１ｆへ向けて
下降傾斜され、転動部材Ｄ１７０から受け入れた球を開口Ｄ１４１ｆへ向けて転動可能と
される。
【１４７２】
　よって、流下口ＤＯＰｆｌから第６通路ＤＲｔ６へ入球され、転動部材Ｄ１７０を転動
した球は、第６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（転動面）に受け入れられ、その転動部の端
部に連結される縦壁部に当接され（受け止められ）、転動が規制された後、開口Ｄ１４１
ｆを介して、第８通路ＤＲｔ８へ流出（流下）される。
【１４７３】
　第８通路区画壁Ｄ１４７は、第８通路ＤＲｔ８の一部（背面部材Ｄ１３０と中間部材Ｄ
１４０との間に形成される部分）を区画する部位であり、断面略矩形（枠状）の筒状に形
成され、開口Ｄ１４１ｆと背面部材Ｄ１３０の開口Ｄ１３１ｅとを連通させる。即ち、背
面部材Ｄ１３０の開口Ｄ１３１ｅから流出された球は、第８通路区画壁Ｄ１４７により区
画される通路（空間）へ流入され、その通路（空間）を流下（転動）した後、開口Ｄ１４
１ｆから流出され、第８通路ＤＲｔ８の残部（正面部材Ｄ１１０と第１介設部材Ｄ１５０
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との間に形成される部分）へ流入される。
【１４７４】
　第１介設部材Ｄ１５０は、第７通路ＤＲｔ７における球の転動面を形成する部材であり
、正面部材Ｄ１１０と中間部材Ｄ１４０との対向間に介設される。即ち、正面部材Ｄ１１
０と中間部材Ｄ１４０と第１介設部材Ｄ１５０とに区画された空間により第７通路ＤＲｔ
７が形成される。第１介設部材Ｄ１５０の上面（転動面）は、正面視において、下方（矢
印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に湾曲して形成され、第４通路ＤＲｔ４（開口Ｄ１４
１ｄ）又は第５通路ＤＲｔ５（開口Ｄ１４１ｅ）から流下された球が湾曲に沿って往復動
可能とされる。
【１４７５】
　第１介設部材Ｄ１５０の上面（転動面）には、上述したように、第１介設部材Ｄ１５０
（第７通路ＤＲｔ７）を案内される球を遊技領域へ流出させるために正面側（矢印Ｆ方向
側）へ向けて下降傾斜して形成される凹面（中央流出面Ｄ１５１及び側方流出面Ｄ１５２
）が形成される。また、第７通路ＤＲｔ７の上面（転動面）には、起伏が形成され、起伏
の底部に側方流出面Ｄ１５２が配置される一方、起伏の頂部に中央流出面Ｄ１５１が配置
される。
【１４７６】
　なお、正面部材Ｄ１１０の正面部Ｄ１１１の上縁（矢印Ｕ方向の縁部）は、中央流出面
Ｄ１５１及び側方流出面Ｄ１５２が形成される領域を除き、第１介設部材Ｄ１５０の上面
（転動面）よりも上方（矢印Ｕ方向）へ突出される。即ち、第１介設部材Ｄ１５０の上面
（転動面）を転動する球は、中央流出面Ｄ１５１又は側方流出面Ｄ１５２からのみ遊技領
域へ流出（流下）される。
【１４７７】
　第１介設部材Ｄ１５０の底面には、凹部Ｄ１５３が凹設され、上述したように、かかる
凹部Ｄ１５３と正面部材Ｄ１１０の底面部Ｄ１１２との対向間に第８通路ＤＲｔ８の一部
が形成される。
【１４７８】
　第２介設部材Ｄ１６０は、第３通路ＤＲｔ３における球の転動面を形成する部材であり
、背面部材Ｄ１３０と中間部材Ｄ１４０との対向間に介設される。即ち、背面部材Ｄ１３
０と中間部材Ｄ１４０と第２介設部材Ｄ１６０とに区画された空間により第３通路ＤＲｔ
３が形成される。第２介設部材Ｄ１６０の上面（転動面）は、正面視において、下方（矢
印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に湾曲して形成され、第２通路ＤＲｔ２から流下され
た球が湾曲に沿って往復動可能とされる。
【１４７９】
　なお、本実施形態では、第２介設部材Ｄ１６０の上面（転動面）は、流下口ＤＯＰｆｌ
の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央（一対の変位部材Ｄ１８０の対向空間）に対応する位
置が最も低くされ、第２介設部材Ｄ１６０（第３通路ＤＲｔ３）の長手方向一端側または
他端側（矢印Ｌ方向側または矢印Ｒ方向側）へ向かうに従って高さ位置が高くなるように
形成される。
【１４８０】
　即ち、第２介設部材Ｄ１６０の上面（転動面）は、一対の変位部材Ｄ１８０の対向空間
に対応する位置から長手方向一端側または他端側（矢印Ｌ方向側または矢印Ｒ方向側）へ
向けて上昇傾斜して形成される。よって、第３通路ＤＲｔ３の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向
）に沿って球が往復動可能とされる。
【１４８１】
　第２介設部材Ｄ１６０の上面（転動面）には、球を第２介設部材Ｄ１６０（第３通路Ｄ
Ｒｔ３）から流下口ＤＯＰｆｌへ流出させるために背面側（矢印Ｂ方向側）へ向けて下降
傾斜して形成される凹面（中央流出面Ｄ１６１及び側方流出面Ｄ１６２）が形成（凹設）
される。
【１４８２】
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　中央流出面Ｄ１６１は、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央（一対の
変位部材Ｄ１８０の対向空間）に対応する位置に配設（形成）される。一方、側方流出面
Ｄ１６２は、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態では、変位部材Ｄ１８０の対
向空間よりも第２介設部材Ｄ１６０（第３通路ＤＲｔ３）の長手方向一端側または他端側
（矢印Ｌ方向側または矢印Ｒ方向側）となり、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された
状態では、変位部材Ｄ１８０の対向空間に対応する（変位部材Ｄ１８０の先端よりも対向
空間の中央側となる）位置に配設（形成）される。
【１４８３】
　よって、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態では、中央流出面Ｄ１６１から
流下口ＤＯＰｆｌへ流下する球は一対の変位部材Ｄ１８０の対向間（即ち、第６通路ＤＲ
ｔ６）へ入球可能とされ、側方流出面Ｄ１６２から流下口ＤＯＰｆｌへ流下する球は第４
通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５へ入球可能とされる。
【１４８４】
　一方、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態では、中央流出面Ｄ１６１から流
下口ＤＯＰｆｌへ流下する球と、側方流出面Ｄ１６２から流下口ＤＯＰｆｌへ流下する球
との両者が、一対の変位部材Ｄ１８０の対向間（即ち、第６通路ＤＲｔ６）へ入球可能と
される。
【１４８５】
　本実施形態では、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の寸法は、変位部材
Ｄ１８０が開放位置に配置された状態において、第４通路ＤＲｔ４及び第５通路ＤＲｔ５
へ球が流下（入球）可能な寸法に設定される。
【１４８６】
　即ち、開放位置に配置された変位部材Ｄ１８０の先端と背面部材Ｄ１３０の連結部Ｄ１
３３との間には、上面視において、球の直径よりも大きな隙間（間隔）が流下口ＤＯＰｆ
ｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に確保（形成）される。これにより、変位部材Ｄ１８０
が開放位置に配置されても、第６通路ＤＲｔ６だけでなく、第４通路ＤＲｔ４又は第５通
路ＤＲｔ５への球の流下（入球）も可能とできる。よって、遊技の興趣を高めることがで
きる。
【１４８７】
　但し、流下口ＤＯＰｆｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の寸法を、変位部材Ｄ１８０が
開放位置に配置された状態において、第４通路ＤＲｔ４又は第５通路ＤＲｔ５の少なくと
も一方へ球が流下（入球）不能な寸法に設定しても良い。
【１４８８】
　即ち、開放位置に配置された変位部材Ｄ１８０の先端と背面部材Ｄ１３０の連結部Ｄ１
３３との間の隙間（間隔）を、上面視において、球の直径よりも小さい寸法（球が通過不
能な寸法）としても良い。これにより、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された場合に
は、第６通路ＤＲｔ６のみへ球を流下（入球）可能とできる。よって、遊技の興趣を高め
ることができる。
【１４８９】
　中央流出面Ｄ１６１は、上面視において、その凹面の延設長さ（第３通路ＤＲｔ３を往
復動する球の転動方向に直交する方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の寸法）が、側方流出面Ｄ１６
２（凹面）の延設長さよりも大きくされる。また、中央流出面Ｄ１６１は、上面視におい
て、その凹面の幅（第３通路ＤＲｔ３を往復動する球の転動方向に沿う方向（矢印Ｌ－Ｒ
方向）の寸法）が、側方流出面Ｄ１６２（凹面）の幅よりも大きくされる。
【１４９０】
　よって、中央流出面Ｄ１６１の形成個数（１箇所）が、側方流出面Ｄ１６２の形成個数
（２箇所）よりも少ない場合であっても、第３通路ＤＲｔ３を往復動する球が中央流出面
Ｄ１６１から流下口ＤＯＰｆｌ（第６通路ＤＲｔ６）へ流下（入球）する確率を確保でき
る。
【１４９１】
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　なお、凹面の延設長さ及び幅を、中央流出面Ｄ１６１と側方流出面Ｄ１６２とにおいて
、同一に設定しても良い。また、本実施形態とは逆に、中央流出面Ｄ１６１（凹面）の延
設長さを側方流出面Ｄ１６２（凹面）の延設長さよりも小さくしても良い。これらの場合
には、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態では、第３通路ＤＲｔ３を往復動す
る球を流下口ＤＯＰｆｌ（第６通路ＤＲｔ６）へ流下（入球）させ難くして、相対的に、
変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された場合の有利度を顕著とできる。
【１４９２】
　また、中央流出面Ｄ１６１又は側方流出面Ｄ１６２の少なくとも一方または両方の形成
（第２介設部材Ｄ１６０の上面への凹設）を省略しても良い。第３通路ＤＲｔ３を往復動
する球が、流下口ＤＯＰｆｌへ流下する位置を流下口ＤＯＰｆｌの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ
方向）に沿って均等として、第４通路ＤＲｔ４、第５通路ＤＲｔ５又は第６通路ＤＲｔ６
のいずれの通路へ球が流下（入球）するかのランダム性を高めることができる。
【１４９３】
　転動部材Ｄ１７０は、軸Ｄ１７１と、その軸Ｄ１７１が長手方向一端側に配設される長
尺板状の本体部Ｄ１７２と、その本体部Ｄ１７２の長手方向他端側（軸Ｄ１７１が配設さ
れる側と反対側）に配設される伝達部Ｄ１７３と、軸Ｄ１７１を挟んで伝達部Ｄ１７３（
本体部Ｄ１７２）の反対側に配設される錘部Ｄ１７４とを備え、背面部材Ｄ１３０と中間
部材Ｄ１４０との間に軸Ｄ１７１を中心として回転可能に配設される。
【１４９４】
　軸Ｄ１７１は、上述したように、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢で配設される
。よって、軸Ｄ１７１を中心に転動部材Ｄ１７０が変位（回転）されることで、本体部Ｄ
１７２は、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に変位（昇降）される。
【１４９５】
　本体部Ｄ１７２は、その上面が第６通路ＤＲｔ６における球の転動面を形成する部位で
あり、長手方向一端側（軸Ｄ１７１が配設される側、矢印Ｌ方向側）を、中間部材Ｄ１４
０の第６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（上面が転動面とされる部位）に並設させると共に
、長手方向他端側（軸Ｄ１７１が配設される側と反対側、矢印Ｒ方向側）を、上面視にお
いて変位部材Ｄ１８０と重なる位置（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間に入球（流下）さ
れた球を受け入れ（受け止め）可能な位置）に配設される。
【１４９６】
　本体部Ｄ１７２は、初期位置（第１位置）から第２位置までのいずれの状態（姿勢）に
あっても、その長手方向一端側（軸Ｄ１７１が配設される側、矢印Ｌ方向側）の上面が、
中間部材Ｄ１４０の第６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（上面が転動面とされる部位）の上
面と略同一の高さ位置または若干上方側（矢印Ｕ方向側）となる高さ位置に配置される。
【１４９７】
　軸Ｄ１７１は、本体部Ｄ１７２の内部に埋設され、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）は
、軸Ｄ１７１を越える位置まで形成される。即ち、本体部Ｄ１７２の上面を転動する球は
、軸Ｄ１７１の上方側（矢印Ｕ方向側）を通過した後、中間部材Ｄ１４０の第６通路区画
壁Ｄ１４６の転動部へ転動（流入）される。
【１４９８】
　本体部Ｄ１７２の上面（転動面）は、軸Ｄ１７１の上方側（矢印Ｕ方向側）となる位置
を境として、伝達部Ｄ１７３側が平坦面として形成され、錘部Ｄ１７４側が軸Ｄ１７１を
中心とする湾曲面として形成される。即ち、本体部Ｄ１７２の上面は、軸Ｄ１７１に直交
する平面で切断した形状が、伝達部Ｄ１７３側では直線形状とされ、錘部Ｄ１７４側では
軸Ｄ１７１と同芯の円弧形状とされる（図１１９参照）。
【１４９９】
　本体部Ｄ１７２の上面（転動面）は、軸Ｄ１７１よりも伝達部Ｄ１７３側が平坦面とし
て形成されるので、その領域を転動する球が上方（矢印Ｕ方向）へ跳ね上がることを抑制
できる。従って、球の上方への跳ね上がりに伴って、錘部Ｄ１７４の作用により本体部Ｄ
１７２が上方へ変位されることを未然に防止できる。



(179) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

【１５００】
　なお、本体部Ｄ１７２の上面は、断面直線である必要はなく、段差が非形成であれば足
り、球の転動方向に沿って滑らかに連なる平滑面（曲線どうし又は曲線と直線とが滑らか
に連なる断面形状、例えば、正弦波（正弦曲線）形状）として形成されていても良い。
【１５０１】
　ここで、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動する球を、軸Ｄ１７１に到達する前に
、中間部材Ｄ１４０の第６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（上面が転動面とされる部位）へ
転動（流入）させる構成も考えられる。しかしながら、このような構成では、本体部Ｄ１
７２の上面を転動する球の重量の作用によって、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２が下
方（矢印Ｄ方向）へ変位されている状態（転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）が初期位
置（第１位置）に復帰される前の状態）で、球が本体部Ｄ１７２の上面から排球されるた
め、球の排球に伴う慣性力の影響（球の重量が瞬間的に作用されなくなる影響）を受け、
転動部材Ｄ１７０にばたつきが発生する。転動部材Ｄ１７０がばたつくと、変位部材Ｄ１
８０の開閉状態が不安定となり、遊技の興趣の低下を招く。
【１５０２】
　これに対し、本実施形態では、本体部Ｄ１７２の上面を転動する球は、軸Ｄ１７１の上
方（矢印Ｕ方向）となる位置を越えて転動されるため、本体部Ｄ１７２の上面を転動する
球の重量の作用を抑制し、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２が初期位置（第１位置）に
復帰された状態で、球を本体部Ｄ１７２の上面から排球させることができる。よって、球
の排球に伴う慣性力の影響（球の重量が瞬間的に作用されなくなる影響）を受けても、転
動部材Ｄ１７０にばたつきが発生することを抑制できる。その結果、変位部材Ｄ１８０の
開閉状態を安定させ、遊技の興趣を向上できる。
【１５０３】
　なお、本実施形態では、上述したように、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）は、軸Ｄ１
７１の上方（矢印Ｕ方向）となる位置を境として、錘部Ｄ１７４側が軸Ｄ１７１を中心と
する湾曲面として形成される。よって、本体部Ｄ１７２の上面を転動する球が軸Ｄ１７１
の上方（矢印Ｕ方向）を通過した後は、本体部Ｄ１７２の上面への球の重量は非作用とさ
れる。即ち、本実施形態では、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）は、軸Ｄ１７１の上方側
（矢印Ｕ方向側）となる位置よりも伝達部Ｄ１７３側の領域とされ、軸Ｄ１７１の上方と
なる位置よりも錘部Ｄ１７４側となる領域は、転動面としては機能されない。
【１５０４】
　伝達部Ｄ１７３は、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）を伝達部材Ｄ１９０へ伝達するた
めの部位であり、本体部Ｄ１７２の長手方向他端側から軸Ｄ１７１と反対側（矢印Ｒ方向
側）へ向けて延設される。伝達部Ｄ１７３の延設先端側（矢印Ｒ方向側）は、伝達部材Ｄ
１９０の被伝達部Ｄ１９３の上方側（矢印Ｕ方向側）に配設（上面視において重なる位置
に配設）される。
【１５０５】
　よって、転動部材Ｄ１７０がその上面を転動する球の重量によって軸Ｄ１７１を中心に
変位（回転）され、伝達部Ｄ１７３が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）されると、伝達
部Ｄ１７３によって伝達部材Ｄ１９０の被伝達部Ｄ１９３が下方へ変位され（押し下げら
れ）、これにより、伝達部材Ｄ１９０が軸Ｄ１９１を中心として変位（回転）される（図
１１９から図１２１参照）。
【１５０６】
　錘部Ｄ１７４は、転動部材Ｄ１７０の重心位置を偏心させるための部位であり、本体部
Ｄ１７２の長手方向一端側から本体部Ｄ１７２の延設方向と反対側（矢印Ｌ方向側）へ向
けて延設されると共に、内部に金属製（本実施形態では真鍮製）の錘が埋設される。
【１５０７】
　転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）に球の重量が作用されていない無負荷状態（本体
部Ｄ１７２上を球が転動していない状態）では、転動部材Ｄ１７０全体としての重心位置
が、軸Ｄ１７１よりも錘部Ｄ１７４側に位置（偏心）される。その結果、転動部材Ｄ１７



(180) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

０は、錘部Ｄ１７４の重さ（重心位置の軸Ｄ１７１からの偏心）を利用して、無負荷状態
では、初期位置（第１位置）に配置された姿勢の維持が可能とされると共に、初期位置か
ら変位（回転）された後は、自重による初期位置への復帰が可能とされる。
【１５０８】
　即ち、転動部材Ｄ１７０は、無負荷状態（本体部Ｄ１７２上に球の重量が作用されない
状態）では、本体部Ｄ１７２及び伝達部Ｄ１７３が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）さ
れ（正面視において、軸Ｄ１７１を中心として反時計回りに回転され）、初期位置（第１
位置）に配置されると共に、初期位置（第１位置）に維持される。これにより、転動部材
Ｄ１７０を駆動するためのアクチュエータやそのアクチュエータを制御するためのセンサ
を不要とでき、その分、製品コストを低減できる。
【１５０９】
　一方、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２上を球が転動する際には、その球の重量によ
り、転動部材Ｄ１７０全体としての重心位置が本体部Ｄ１７２側（軸Ｄ１７１を挟んで錘
部Ｄ１７４と反対側）に位置（偏心）される。これにより、転動部材Ｄ１７０は、本体部
Ｄ１７２及び伝達部Ｄ１７３が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）され（正面視において
、軸Ｄ１７１を中心として時計回りに回転され）、第２位置に配置される。
【１５１０】
　なお、転動部材Ｄ１７０の第１位置（初期位置）は、本体部Ｄ１７２の長手方向一端側
（矢印Ｌ方向側）の端面が、中間部材Ｄ１４０の第６通路区画壁Ｄ１４６（転動部の縦壁
部と反対側の端面）に当接されることで規定される。即ち、転動部材Ｄ１７０は、本体部
Ｄ１７２が第６通路区画壁Ｄ１４６に当接されることで、本体部Ｄ１７２及び伝達部Ｄ１
７３の上方への変位（軸Ｄ１７１を中心とする正面視反時計回りの回転）が規制され、第
１位置（初期位置）に配置される（図１１９参照）。
【１５１１】
　一方、転動部材Ｄ１７０の第２位置は、錘部Ｄ１７４の上面が、中間部材Ｄ１４０の第
６通路区画壁Ｄ１４６（転動部の下面）に当接されることで規定される。即ち、転動部材
Ｄ１７０は、錘部Ｄ１７４が第６通路区画壁Ｄ１４６に当接されることで、本体部Ｄ１７
２及び伝達部Ｄ１７３の下方への変位（軸Ｄ１７１を中心とする正面視時計回りの回転）
が規制され、第２位置に配置される（図１２１参照）。
【１５１２】
　転動部材Ｄ１７０は、第１位置に配置された状態では、本体部Ｄ１７２の上面（転動面
）が、長手方向他端側から長手方向一端側へ向けて下降傾斜され、第２位置に配置された
状態においても、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）が、長手方向他端側から長手方向一端
側へ向けて下降傾斜される。よって、転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）上の球を開口
Ｄ１４１ｆ（第８通路ＤＲｔ８）へ向けて確実に転動させることができる。
【１５１３】
　このように、転動部材Ｄ１７０は、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）の下降傾斜を利用
して、球を転動させるところ、転動部材Ｄ１７０は、軸Ｄ１７１を中心として回転可能に
軸支され、本体部Ｄ１７２の上面の水平面に対する下降傾斜の角度は、球が転動されてい
る状態（球の重量を受けている状態）における下降傾斜の角度が、球が非転動の状態（球
の重量を受けていない無負荷状態）における下降傾斜の角度よりも小さくされる。
【１５１４】
　これにより、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動する球に勢いが付与されることを
抑制できる。よって、球が本体部Ｄ１７２の上面を通過するのに要する時間を嵩ませる（
長くする）ことができる。その結果、転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）に球の重量が
作用されいてる時間を長くして、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態（少なく
とも一対の変位部材Ｄ１８０の対向間隔が、閉鎖位置に配置された状態における対向間隔
よりも広くされた状態）を維持しやすく（長く）できる。
【１５１５】
　本実施形態では、転動部材Ｄ１７０は、１球の球の重量が本体部Ｄ１７２の長手方向（
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矢印Ｌ－Ｒ方向）中央に作用された状態において、軸Ｄ１７１を中心として、錘部Ｄ１７
４側の重量と本体部Ｄ１７２側の重量とがつり合うように形成される（転動部材Ｄ１７０
全体としての重心位置が軸Ｄ１７１を通過する鉛直線上に位置される）。
【１５１６】
　よって、１球の球のみが転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２を転動する場合、その球が
、本体部Ｄ１７２の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央よりも伝達部Ｄ１７３側（軸Ｄ１７
１と反対側）に位置する状態では、転動部材Ｄ１７０全体としての重心位置が軸Ｄ１７１
よりも本体部Ｄ１７２側に位置（偏心）され、その重心位置の偏心により、本体部Ｄ１７
２及び伝達部Ｄ１７３が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）される（正面視において、軸
Ｄ１７１を中心として時計回りに回転される）。
【１５１７】
　一方、球が、本体部Ｄ１７２の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央よりも軸Ｄ１７１側（
伝達部Ｄ１７３と反対側）に位置する状態では、転動部材Ｄ１７０全体としての重心位置
が軸Ｄ１７１よりも錘部Ｄ１７４側に位置（偏心）され、その重心位置の偏心により、本
体部Ｄ１７２及び伝達部Ｄ１７３が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）される（正面視に
おいて、軸Ｄ１７１を中心として反時計回りに回転される）。
【１５１８】
　転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２を２球以上の球が転動する場合（本体部Ｄ１７２に
２球以上の球の重量が作用される場合）には、それら各球の転動位置（本体部Ｄ１７２の
長手方向における位置）に関わらず、転動部材Ｄ１７０の重心位置が、軸Ｄ１７１よりも
本体部Ｄ１７２側に位置（偏心）され、その重心位置の偏心により、本体部Ｄ１７２及び
伝達部Ｄ１７３が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）される（正面視において、軸Ｄ１７
１を中心として時計回りに回転される）。
【１５１９】
　このように、転動部材Ｄ１７０の転動面（本体部Ｄ１７２）の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）の途中（本実施形態では長手方向中央）につり合い位置を設けることで、そのつり合
い位置を球が通過した後は、転動部材Ｄ１７０を第２位置から第１位置へ徐々に変位（回
転）させることができる。その結果、変位部材Ｄ１８０を開放位置から閉鎖位置へ徐々に
変位（回転）させることができる。
【１５２０】
　なお、１球の球の重量が作用した場合に、軸Ｄ１７１を中心として、錘部Ｄ１７４側の
重量と本体部Ｄ１７２側の重量とがつり合う位置は、本体部Ｄ１７２の長手方向（矢印Ｌ
－Ｒ方向）中央よりも軸Ｄ１７１側であっても良く、本体部Ｄ１７２の長手方向（矢印Ｌ
－Ｒ方向）中央よりも伝達部Ｄ１７３側であっても良い。
【１５２１】
　変位部材Ｄ１８０は、第３通路ＤＲｔ３から流下口ＤＯＰｆｌへ流下（入球）された球
を第６通路ＤＲｔ６へ向けて案内するための部材であり、上述したように、軸支部材Ｄ２
１０に軸支され、閉鎖位置と開放位置との間で変位（回転）される。
【１５２２】
　軸支部材Ｄ２１０は、変位部材Ｄ１８０の基端側に固着される軸Ｄ２１１と、その軸Ｄ
２１１の軸方向と直交する方向（径方向外方）へ張り出す張出部Ｄ２１２と、その張出部
Ｄ２１２から軸Ｄ２１１と平行な姿勢（矢印Ｆ－Ｂ方向に沿う姿勢）で突出され、伝達部
材Ｄ１９０に連結される連結ピンＤ２１３とを備える。
【１５２３】
　軸支部材Ｄ２１０は、上述したように、軸Ｄ２１１が中間部材Ｄ１４０（本体部Ｄ１４
１）の軸支部Ｄ１４１ｂ及び背面部材Ｄ１３０（本体部Ｄ１３１）の軸支孔Ｄ１３１ｂに
軸支される。張出部Ｄ２１２は、背面部材Ｄ１３０（本体部Ｄ１３１）の背面側に配設さ
れ、連結ピンＤ２１３は、軸Ｄ２１１と平行な姿勢で背面側（矢印Ｂ方向側）へ向けて突
出される。
【１５２４】
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　軸支部材Ｄ２１０の軸Ｄ２１１は、変位部材Ｄ１８０に固着される。また、連結ピンＤ
２１３は、軸Ｄ２１１に対して軸方向と直交する方向（径方向）に位置を異ならせる（軸
Ｄ２１１に対して偏心した位置に配置される）。よって、伝達部材Ｄ１９０の変位（回転
）に伴い、連結ピンＤ２１３が変位されると、その連結ピンＤ２１３の変位が軸Ｄ２１１
の回転に変換され、軸Ｄ２１１と共に変位部材Ｄ１８０が変位（回転）される。
【１５２５】
　なお、連結ピンＤ２１３は、軸Ｄ２１１よりも外側（一対の変位部材Ｄ１８０が対向す
る空間と反対側）に配設される。よって、連結ピンＤ２１３が下方（矢印Ｄ方向）へ変位
される（押し下げられる）ことで、変位部材Ｄ１８０が開放位置へ向けて変位（回転）さ
れ、連結ピンＤ２１３が上方（矢印Ｕ方向）へ変位される（押し上げられる）ことで、変
位部材Ｄ１８０が閉鎖位置へ向けて変位（回転）される。
【１５２６】
　変位部材Ｄ１８０の閉鎖位置および開放位置は、変位部材Ｄ１８０の基端側の外面が、
第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌ及び第５通路区画壁Ｄ１４５Ｒの側面に当接されることで規定
される。即ち、変位部材Ｄ１８０は、基端側の外面が、第４通路区画壁Ｄ１４５Ｌ及び第
５通路区画壁Ｄ１４５Ｒの側面に当接されることで、一対の変位部材Ｄ１８０どうしを互
いに近接させる方向（対向間隔が小さくなる方向）又は互いに離間させる方向（対向間隔
が大きくなる方向）への変位が規制され、閉鎖位置または開放位置に配置される（（図１
１９から図１２１参照）。
【１５２７】
　また、変位部材Ｄ１８０及び軸支部材Ｄ２１０は、変位部材Ｄ１８０の基端側に軸支部
材Ｄ２１０の軸Ｄ２１１が固着されることで、一体化（ユニット化）される。
【１５２８】
　これら変位部材Ｄ１８０及び軸支部材Ｄ２１０が一体化された部品（以下「変位部材Ｄ
１８０ユニット」と称す）は、少なくとも閉鎖位置に配置された状態では、変位部材Ｄ１
８０ユニット全体としての重心位置が、軸Ｄ２１１よりも他方の変位部材Ｄ１８０ユニッ
ト側に位置（偏心）される。即ち、軸Ｄ２１１（矢印Ｆ－Ｂ）方向視において、軸Ｄ２１
１を通過する仮想線よりも他方の変位部材Ｄ１８０ユニット側に重心位置が位置（偏心）
される。
【１５２９】
　その結果、変位部材Ｄ１８０ユニットは、重心位置の軸Ｄ２１１からの偏心を利用して
（即ち、重心位置の偏心が、一対の変位部材Ｄ１８０を互いに近接させる方向へ回転させ
る力として作用され）、閉鎖位置に配置された姿勢の維持が可能とされる。
【１５３０】
　伝達部材Ｄ１９０は、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）を変位部材Ｄ１８０（軸支部材
Ｄ２１０）へ伝達するための部材であり、軸Ｄ１９１と、その軸Ｄ１９１が軸方向一側（
矢印Ｆ方向側）の端面および他側（矢印Ｂ方向側）の端面から突出される円柱状の胴部Ｄ
１９２と、その胴部Ｄ１９２の軸方向一側の外周面から径方向外方へ延設される被伝達部
Ｄ１９３と、胴部Ｄ１９２の軸方向他側の外周面から径方向外方へ延設される本体部Ｄ１
９４及び錘部Ｄ１９５とを備える。
【１５３１】
　軸Ｄ１９１は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ）に沿う姿勢で配設され、上述したように、軸Ｄ
１９１の一端は、胴部Ｄ１９２が背面部材Ｄ１３０の挿通孔Ｄ１３１ｃに挿通されること
で、中間部材Ｄ１４０の軸支部Ｄ１４１ｃに軸支され、軸Ｄ１９１の他端は、迂回部材Ｄ
２００の軸支部Ｄ２０１に軸支される。
【１５３２】
　被伝達部Ｄ１９３は、転動部材Ｄ１７０（伝達部Ｄ１７３）から転動部材Ｄ１７０の変
位（回転）が伝達される部位であり、背面部材Ｄ１３０における本体部Ｄ１３１の正面側
（矢印Ｆ方向側）に配設される。
【１５３３】
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　上述したように、被伝達部Ｄ１９３の延設先端側（矢印Ｌ方向側）は、転動部材Ｄ１７
０の伝達部Ｄ１７３の下方側（矢印Ｄ方向側）に配設（上面視において重なる位置に配設
）され、伝達部Ｄ１７３が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）されると、伝達部Ｄ１７３
によって伝達部材Ｄ１９０の被伝達部Ｄ１９３が下方へ変位され（押し下げられ）、これ
により、伝達部材Ｄ１９０が軸Ｄ１９１を中心として変位（回転）される（図１１９から
図１２１参照）。
【１５３４】
　ここで、伝達部材Ｄ１９０の被伝達部Ｄ１９３と転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３と
の間には、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）において、所定の隙間が形成され、球の重量を受
けた転動部材Ｄ１７０が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）される場合には、上述した所
定の隙間を埋めた後に、転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３が伝達部材Ｄ１９０の被伝達
部Ｄ１９３に当接可能とされる。即ち、転動部材Ｄ１７０は、上述した隙間を埋めるだけ
の変位（下降）をしなければ、伝達部材Ｄ１９０の被伝達部Ｄ１９３を下方へ押し下げる
ことができない。
【１５３５】
　これにより、転動部材Ｄ１７０の変位が比較的小さい場合には、転動部材Ｄ１７０の変
位を変位部材Ｄ１８０へ伝達させないようにすることができる。よって、例えば、遊技機
を叩いて転動部材Ｄ１７０を変位（下降）させることや、針金等の異物で転動部材Ｄ１７
０を変位（下降）させようとする不正を成功し難くできる。
【１５３６】
　本体部Ｄ１９４は、伝達部材Ｄ１９０の変位（回転）を軸支部材Ｄ２１０の連結ピンＤ
２１３へ伝達するための部位であり、背面部材Ｄ１３０における本体部Ｄ１３１の背面側
（矢印Ｂ方向側）に配設される。
【１５３７】
　本体部Ｄ１９４には、溝Ｄ１９４Ｌ，Ｄ１９４Ｒが形成され、これら溝Ｄ１９４Ｌ，Ｄ
１９４Ｒには、軸支部材Ｄ２１０の連結ピンＤ２１３がそれぞれ摺動可能に挿通される。
よって、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）が伝達され、伝達部材Ｄ１９０が変位（回転）
されると、伝達部材Ｄ１９０の挿通溝Ｄ１９４Ｌ，Ｄ１９４Ｒにおける内壁面により連結
ピンＤ２１３が下方または上方へ変位される（押し下げ又は押し上げられる）。これによ
り、変位部材Ｄ１８０ユニットが変位（回転）され、変位部材Ｄ１８０が開放位置または
閉鎖位置に配置される。
【１５３８】
　溝Ｄ１９４Ｒは、軸Ｄ１９１方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）視において、溝の幅寸法（連結ピ
ンＤ２１３が相対的に摺動変位する方向と直交する方向の寸法）が、連結ピンＤ２１３の
直径と略同等または若干大きな寸法に設定され、軸Ｄ１９１を中心とする円弧と交差する
方向に沿って直線状に延設される。よって、溝Ｄ１９４Ｒに挿通されている連結ピンＤ２
１３は、伝達部材Ｄ１９０が変位（回転）されている間、溝Ｄ１９４Ｒの延設方向に沿う
内壁面によって下方または上方へ変位される（押し下げ又は押し上げられる）。
【１５３９】
　溝Ｄ１９４Ｌは、軸Ｄ１９１方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）視において、軸Ｄ１９１側に中心
を有する円弧状に湾曲する形状に延設され、下方側の延設端部（矢印Ｄ方向側の端部、転
動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配置され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置
された状態において、連結ピンＤ２１３が位置する側の端部）における溝の幅寸法が、連
結ピンＤ２１３の直径と略同等または若干大きな寸法に設定され、上方側の延設端部（矢
印Ｕ方向側の端部、転動部材Ｄ１７０が第２位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放位
置に配置された状態において、連結ピンＤ２１３が位置する側の端部）へ向かうに従って
溝の幅寸法が増加される。
【１５４０】
　詳細には、溝Ｄ１９４Ｌの延設方向に沿う内壁面のうちの軸Ｄ１９１から遠い側の内壁
面は、軸Ｄ１９１を中心とする円弧に沿った形状（軸Ｄ１９１を中心とする円形状を所定
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の中心角で分断した形状）とされ、軸Ｄ１９１に近い側の内壁面は、下方側の延設端部（
矢印Ｄ方向側の端部）から上方側の延設端部（矢印Ｕ方向側の端部）へ向かうに従って軸
Ｄ１９１からの距離が大きくされる円弧状に湾曲して形成される。
【１５４１】
　なお、軸支部材Ｄ２１０は、軸Ｄ２１１に対して連結ピンＤ２１３が偏心されるため、
連結ピンＤ２１３と伝達部材Ｄ１９０の軸Ｄ１９１との間の距離は、変位部材Ｄ１８０が
閉鎖位置に配置された状態において最大とされ、変位部材Ｄ１８０が開放位置へ向けて変
位されるに従って減少される。即ち、連結ピンＤ２１３は、下方（矢印Ｄ方向）へ変位さ
れた（押し下げられた）状態ほど、伝達部材Ｄ１９０の軸Ｄ１９１との間の距離が小さく
される。
【１５４２】
　よって、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態（即ち、連結ピンＤ２１３が最
も上方（矢印Ｕ方向）へ変位された（押し上げされた）状態、図１１９参照）から伝達部
材Ｄ１９０が変位（回転）される場合には、連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ１９４Ｒの延設方
向に沿う内壁面の両者から作用を受けない（当接されない）。
【１５４３】
　一方、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態（即ち、連結ピンＤ２１３が最も
下方（矢印Ｄ方向）へ変位された（押し下げられた）状態、図１２１参照）から伝達部材
Ｄ１９０が変位（回転）される場合には、連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ１９４Ｌの延設方向
に沿う内壁面のうちの軸Ｄ１９１に近い側の内壁面から作用を受け（当接され）、その作
用により徐々に上方（矢印Ｕ方向）へ変位される（押し上げられる）。
【１５４４】
　このように、連結ピンＤ２１３は、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態では
、伝達部材Ｄ１９０が変位（回転）されても、溝Ｄ１９４Ｌの延設方向に沿う内壁面から
作用を受けないため、下方へ変位されず（押し下げられず）、溝Ｄ１９４Ｌの上方側の延
設端部（矢印Ｕ方向側の端部）に達してから（図１２０参照）、その上方側の延設端部に
おける内壁面によって下方へ変位される（押し下げられる）。
【１５４５】
　これにより、一対の変位部材Ｄ１８０の動作態様（変位態様）を互いに異ならせること
ができる。即ち、一対の変位部材Ｄ１８０のうちの一方を停止させつつ他方のみを変位（
回転）させる状態を形成できる。
【１５４６】
　即ち、本実施形態では、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態では、連結ピン
Ｄ２１３と溝Ｄ１９４Ｌの上方側の延設端部（矢印Ｕ方向側における端部、内壁面）との
間に所定の間隔が形成される（図１１９参照）。
【１５４７】
　転動部材Ｄ１７０が球の重量を受けて初期位置（第１位置）から変位（回転）され、伝
達部材Ｄ１９０の変位（回転）が開始されると、溝Ｄ１９４Ｒに挿通されている連結ピン
Ｄ２１３は、溝Ｄ１９４Ｒの延設方向に沿う内壁面によって下方へ変位され（押し下げら
れ）、これにより、対応する変位部材Ｄ１８０（一対の変位部材Ｄ１８０のうちの一方）
の閉鎖位置からの変位（回転）が開始される。
【１５４８】
　一方、溝Ｄ１９４Ｌに挿通されている連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ１９４Ｌの上方側の延
設端部（矢印Ｕ方向側の延設端部、内壁面）に達するまでの間は、下方へ変位されず（押
し下げられず）、これにより、対応する変位部材Ｄ１８０（一対の変位部材Ｄ１８０のう
ちの他方）が閉鎖位置に維持される。
【１５４９】
　転動部材Ｄ１７０の初期位置（第１位置）からの変位（回転）に伴って、伝達部材Ｄ１
９０が更に変位（回転）されると、溝Ｄ１９４Ｒに挿通されている連結ピンＤ２１３は、
溝Ｄ１９４Ｒの延設方向に沿う内壁面によって引き続き下方へ変位され（押し下げられ）
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、これにより、対応する変位部材Ｄ１８０（一対の変位部材Ｄ１８０のうちの一方）の閉
鎖位置から開放位置への変位（回転）が継続される。
【１５５０】
　一方、溝Ｄ１９４Ｌに挿通されている連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ１９４Ｌの上方側の延
設端部（矢印Ｕ方向側の端部、内壁面）に達すると（図１２０参照）、その上方側の延設
端部（内壁面）により下方へ変位され（押し下げられ）、これにより、対応する変位部材
Ｄ１８０（一対の変位部材Ｄ１８０のうちの他方）の閉鎖位置からの変位が開始される。
【１５５１】
　その後は、いずれの連結ピンＤ２１３も下方へ変位され（押し下げられ）、一対の変位
部材Ｄ１８０が開放位置へ向けて変位（回転）され、転動部材Ｄ１７０が第２位置に達す
ると、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置される。
【１５５２】
　このように、本実施形態では、一対の変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置へ向け
て変位（回転）を開始するタイミングを異ならせる（一方に対し他方を遅らせる）ことが
できる。これにより、変位部材Ｄ１８０の開放位置への変位（即ち、第６通路ＤＲｔ６へ
の球の流入（入球））を期待する遊技者に対し、開放状態に変化を形成でき、遊技の興趣
を高めることができる。
【１５５３】
　錘部Ｄ１９５は、伝達部材Ｄ１９０の重心位置を偏心させるための部位であり、本体部
Ｄ１９４の長手方向一端側から軸Ｄ１９１と反対側（矢印Ｒ方向側）へ向けて延設される
と共に、内部に金属製（本実施形態では真鍮製）の錘が埋設される。
【１５５４】
　伝達部材Ｄ１９０は、錘部Ｄ１９５の重量により、伝達部材Ｄ１９０全体としての重心
位置が、軸Ｄ１９１よりも錘部Ｄ１９５側に位置（偏心）される。その結果、伝達部材Ｄ
１９０は、錘部Ｄ１９５の重さ（重心位置の軸Ｄ１９１からの偏心）を利用して、初期位
置（変位部材Ｄ１８０を閉鎖位置とする位置、図１１９参照）に配置された姿勢の維持が
可能とされると共に、初期位置から変位（回転）された後は、自重による初期位置への復
帰（即ち、変位部材Ｄ１８０の閉鎖位置への復帰）が可能とされる。
【１５５５】
　即ち、伝達部材Ｄ１９０は、被伝達部Ｄ１９３が転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３に
よって下方（矢印Ｄ方向）へ変位されて（押し下げられて）いない状態では、本体部Ｄ１
９４が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）され（背面視において、軸Ｄ１９１を中心とし
て反時計回りに回転され）、初期位置に配置される（変位部材Ｄ１８０を閉鎖位置に配置
させる）と共に、初期位置に維持される。これにより、伝達部材Ｄ１９０を駆動するため
のアクチュエータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを不要とでき、その分、
製品コストを低減できる。
【１５５６】
　迂回部材Ｄ２００は、背面部材Ｄ１３０の区画壁Ｄ１３４による区画領域よりも背面視
において大きな外形を有する板状に形成され、区画壁Ｄ１３４の立設先端面（矢印Ｂ方向
側の面）に配設されることで、区画壁Ｄ１３４と共に第８通路ＤＲｔ８を区画する。また
、迂回部材Ｄ２００には、区画壁Ｄ１３４による区画領域よりも背面視において外方とな
る領域に、軸支部Ｄ２０１が形成される。
【１５５７】
　次いで、図１１９から図１２１と図１２２（ｃ）とを参照して、変位部材Ｄ１８０の開
閉動作について説明する。
【１５５８】
　図１１９に示すように、流下口ＤＯＰｆｌから第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１
８０の対向間）へ球が流入（入球）されていない状態では、転動部材Ｄ１７０が初期位置
（第１位置）に配置される。そのため、伝達部材Ｄ１９０は、転動部材Ｄ１７０から作用
を受けず、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置される。
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【１５５９】
　この状態において、流下口ＤＯＰｆｌから第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０
の対向間）へ球（図示せず）が流入（入球）されると、かかる球は、一対の変位部材Ｄ１
８０の対向間を通過（流下）し、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２における長手方向他
端側（軸Ｄ１７１と反対側、矢印Ｒ方向側）の上面（転動面）に落下された後、本体部Ｄ
１７２の上面を長手方向一端側（軸Ｄ１７１側、矢印Ｌ方向側）へ向けて転動される。
【１５６０】
　図１２０に示すように、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を球が転
動する状態では、その球の重量を受けて、転動部材Ｄ１７０が第２位置へ向けて変位（回
転）され、図１２１に示すように、転動部材Ｄ１７０が更に変位（回転）されて第２位置
に達すると、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置され、それら変位部材Ｄ１８０の
対向間隔が最大に拡大される。
【１５６１】
　転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動する球（図示せず）は、本
体部Ｄ１７２の長手方向一端側（軸Ｄ１７１側、矢印Ｌ側）から、中間部材Ｄ１４０の第
６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（上面が転動面とされる部位）へ転動（流入）され、開口
Ｄ１３１ｄを介して、第８通路ＤＲｔ８へ転動（流入）される。
【１５６２】
　その後、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面（転動面）に球が存在しなくなると
、転動部材Ｄ１７０が自重により初期位置（第１位置）へ復帰され、これに伴って、伝達
部材Ｄ１９０が自重により初期位置へ復帰されることで、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置へ
配置される（図１１９参照）。
【１５６３】
　このように、本実施形態では、転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）が軸Ｄ１７１を中
心として回転可能に軸支され、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）へ
流入（入球）された球が、軸Ｄ１７１側（矢印Ｌ方向側）へ向けて転動部材Ｄ１７０の本
体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動される。
【１５６４】
　上述したように、転動部材Ｄ１７０は、長手方向他端側（軸Ｄ１７１が配設される側と
反対側、矢印Ｒ方向側）を、上面視において変位部材Ｄ１８０と重なる位置（一対の変位
部材Ｄ１８０の対向間に入球（流下）された球を受け入れ（受け止め）可能な位置）に配
設される。
【１５６５】
　よって、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入（入球）した球
を、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面（転動面）に落下させることができる。
【１５６６】
　ここで、例えば、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動する球の転動方向が、軸Ｄ１
７１から離間する方向に設定される構造では、球が転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）
を転動する初期段階では、球の重量が作用する位置（力点）と軸Ｄ１７１（支点）との距
離が近いため、球が所定距離だけ転動して軸Ｄ１７１からの距離（力点と支点との間の距
離）が確保されるまでの間は、錘部Ｄ１７４の重量に対抗することができず、球の重量に
よって転動部材Ｄ１７０を初期位置（第１位置）から変位（回転）させることができない
。
【１５６７】
　これに対し、本実施形態によれば、球が本体部Ｄ１７２の上面を転動する際に、その初
期段階において、球の重量が作用する位置（力点）と軸Ｄ１７１（支点）との距離を確保
して、錘部Ｄ１７４の影響を小さくできるので、球の重量によって転動部材Ｄ１７０を初
期位置（第１位置）から変位（回転）させやすくできる。
【１５６８】
　即ち、球が第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入された直後に
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、転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）を初期位置（第１位置）から変位（回転）させ、
変位部材Ｄ１８０の開放位置へ向けた変位（及び開放位置への配置）を速やかに行わせる
ことができる。
【１５６９】
　特に、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入された球を、転動
部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面（転動面）に直接落下させることができるので、球
の重量の作用のみでなく、球の落下する勢い（運動エネルギー）を利用して、転動部材Ｄ
１７０（本体部Ｄ１７２）を初期位置（第１位置）から変位（回転）させることができる
。この点においても、変位部材Ｄ１８０の開放位置へ向けた変位（及び開放位置への配置
）を速やかに行わせることができる。
【１５７０】
　よって、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）への球の流下（入球）
を見届けた遊技者に対し、その直後に変位部材Ｄ１８０の開放位置への変位を開始させる
ことができ、テンポの良い演出を行うことができる。
【１５７１】
　また、第３通路ＤＲｔ３上を複数の球が転動する場合に、第６通路ＤＲｔ６（一対の変
位部材Ｄ１８０の対向間）へ入球された第１の球と、その第１の球に後行する第２の球（
第６通路ＤＲｔ６へ入球されていない他の球、後続の球）との間の間隔が比較的小さい場
合に、後行する第２の球を第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入
（入球）されやすくできる。
【１５７２】
　転動部材Ｄ１７０は、その上面（転動面）を球が転動する方向が、軸Ｄ１７１へ近づく
方向とされるので、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面を球が転動するに従って、
球の重量が作用する位置（力点）と軸Ｄ１７１（支点）との距離を徐々に短くして、錘部
Ｄ１７４の影響を大きくできる。よって、転動部材Ｄ１７０を第２位置から初期位置（第
１位置）へ向けて徐々に復帰させることができる。
【１５７３】
　即ち、球の転動が進行するに従って、開放位置に配置されていた変位部材Ｄ１８０を閉
鎖位置へ向けて徐々に変位（回転）させることができる。これにより、例えば、第３通路
ＤＲｔ３上を他の球が往復動されている場合に、その他の球の第６通路ＤＲｔ６（一対の
変位部材Ｄ１８０の対向間）への流入（入球）が、変位部材Ｄ１８０が開放されている有
利な状態（少なくとも閉鎖位置に配置された状態よりも開放量が大きい状態）に間に合う
か否かを遊技者に着目させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１５７４】
　更に、転動部材Ｄ１７０は、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に
流入（入球）された球が転動部材Ｄ１７０に落下される場合に、落下された球を、転動部
材Ｄ１７０の上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における変位量が大きい側（軸Ｄ１７１から離
間された側）で受け止めることができる。
【１５７５】
　よって、落下された球の運動エネルギーを、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）、即ち、
錘部Ｄ１７４を上方へ持ち上げるためのエネルギーとして吸収（消費）できる。その結果
、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）に落下した球が上方へ跳ね上がることを抑制できる。
その結果、球の重量を転動部材Ｄ１７０に安定して作用させ、変位部材Ｄ１８０の状態を
安定させる（例えば、閉鎖位置へ向けて変位部材Ｄ１８０が一時的に変位（回転）される
ことを抑制）できる。
【１５７６】
　また、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入（入球）した球を
、転動部材Ｄ１７０とは別の部材（固定された非変位の部材、例えば、背面部材Ｄ１３０
や中間部材Ｄ１４０の一部）に落下させる場合には、その別の部材の破損を招きやすくな
るところ、上述のように、落下された球の運動エネルギーを、転動部材Ｄ１７０の変位に
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より吸収（消費）できることで、球の衝突による転動部材Ｄ１７０やその転動部材Ｄ１７
０を軸支する背面部材Ｄ１３０及び中間部材Ｄ１４０の破損を抑制できる。その結果、球
の落下を許容できる分（球の落下高さの上限を緩やかとできる分）、設計の自由度を高め
ることができる。
【１５７７】
　第６通路ＤＲｔ６の側壁（内側面）を形成する背面部材Ｄ１３０の本体部Ｄ１３１及び
中間部材Ｄ１４０の本体部Ｄ１４１には、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇ（作用手段）が突
設され、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動する球に作用可能に
形成される。
【１５７８】
　即ち、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇは、所定間隔を隔てて対向配置される本体部Ｄ１３
１，Ｄ１４１から第６通路ＤＲｔ６内へ向けて突設されると共に上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方
向）に沿って直線状に延設され、第６通路ＤＲｔ６における球の転動方向（転動部材Ｄ１
７０の本体部Ｄ１７２の長手方向）に沿って所定間隔を隔てつつ複数が配設される。
【１５７９】
　よって、球が第６通路ＤＲｔ６を通過する際には、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２
の上面（転動面）を転動する場合だけでなく、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の上面
（転動面）から浮いた状態で移動する場合であっても、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇを球
に当接させ、抵抗を付与することで、球の速度を低くすることができる。
【１５８０】
　その結果、球が第６通路ＤＲｔ６（転動部材Ｄ１７０）を通過するのに要する時間を長
くでき、その分、転動部材Ｄ１７０に球の重量が作用される時間（即ち、変位部材Ｄ１８
０が少なくとも閉鎖位置よりも開放され、球が入球されやい状態）を維持し易く（長く）
できる。
【１５８１】
　この場合、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇは、第６通路ＤＲｔ６（転動部材Ｄ１７０の本
体部Ｄ１７２）を挟んだ両側に形成され、第６通路ＤＲｔ６における球の転動方向（転動
部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２の長手方向）に沿って千鳥状に配置されるので、球が第６
通路ＤＲｔ６を通過する際に、球を突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇに交互に当接させること
ができる。
【１５８２】
　これにより、球に抵抗を付与するだけでなく、球の速度成分に横方向（転動方向に直交
する方向）の速度成分を付加することができる（球の進路を、直進ではなく、ジグザグと
できる）。よって、球が第６通路ＤＲｔ６を通過するのに要する時間を長くできる。従っ
て、この点からも、転動部材Ｄ１７０に球の重量が作用される時間（即ち、変位部材Ｄ１
８０が少なくとも閉鎖位置よりも開放され、球が入球されやい状態）を維持し易く（長く
）できる。
【１５８３】
　一方で、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇは、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿って延設さ
れるので、鉛直方向へ移動する球には抵抗が付与され難くできる。よって、転動部材Ｄ１
７０（本体部Ｄ１７２）の上面（転動面）から球が上方（矢印Ｕ方向）へ跳ね上がった場
合には、その球を下方（転動面）へ速やかに落下させることができる。従って、球の上方
への跳ね上がりに伴って、錘部Ｄ１７４の作用により転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２
が上方へ変位された場合でも、かかる転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２に球の重量を速
やかに作用させ、本体部Ｄ１７２を元の状態に速やかに復帰させることができる。
【１５８４】
　その結果、転動部材Ｄ１７０の本体部Ｄ１７２を球が通過する間は、本体部Ｄ１７２に
球の重量を作用させ、変位部材Ｄ１８０が少なくとも閉鎖位置よりも開放され、球が入球
されやい状態を維持し易くできる。
【１５８５】
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　転動部材Ｄ１７０は、本体部Ｄ１７２の上面（転動面）が平坦面として形成される。即
ち、本体部Ｄ１７２の上面は、球の転動方向に沿って滑らかに連なる平滑面として形成さ
れ、段差が非形成とされる。よって、本体部Ｄ１７２の上面を転動する球が上方（矢印Ｕ
方向）へ跳ね上がることを抑制できる。従って、球の上方への跳ね上がりに伴って、錘部
Ｄ１７４の作用により本体部Ｄ１７２が上方へ変位されることを未然に防止できる。
【１５８６】
　以上のように、本実施形態によれば、変位部材Ｄ１８０が変位（回転）可能に形成され
、その変位（回転）によって、第６通路ＤＲｔ６への球の流入（入球）のされやすさを変
化させる構造において、変位部材Ｄ１８０は、第６通路ＤＲｔ６へ球が入球された場合に
、第６通路ＤＲｔ６へ球が入球されやすくなる側（開放位置）へ変位されるので、第６通
路ＤＲｔ６へ１の球が入球されれば、その球に後行する球（例えば、第３通路ＤＲｔ３を
その長手方向に往復動する球、後続の球）を第６通路ＤＲｔ６へ入球されやすくできる。
【１５８７】
　即ち、第６通路ＤＲｔ６へ第１の球が流入（入球）されれば、その第１の球の第６通路
ＤＲｔ６への入球により変位部材Ｄ１８０が変位され、後行する第２の球（第１の球の後
続となる第２の球）が第６通路ＤＲｔ６へ入球されやすい状態を形成でき、第２の球が第
６通路ＤＲｔ６へ入球されれば、その第２の球の第６通路ＤＲｔ６への入球により変位部
材Ｄ１８０が変位され、後行する第３の球（第２の球の後続となる第３の球）が第６通路
ＤＲｔ６へ入球されやすい状態を形成でき、第３の球の以降も、これらの態様を繰り返す
ことができる。
【１５８８】
　よって、第６通路ＤＲｔ６への１の球の流入（入球）により、第６通路ＤＲｔ６への球
の入球の連鎖が発生することを遊技者に期待させることができる。その結果、遊技の興趣
を向上できる。
【１５８９】
　この場合、変位部材Ｄ１８０の球が入球されやすくなる側（開放位置）への変位は、第
６通路ＤＲｔ６に流入（入球）された球の重量を利用して行われる。よって、変位部材Ｄ
１８０を駆動するためのアクチュエータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを
不要とでき、その分、製品コストを低減できる。
【１５９０】
　特に、本実施形態では、第６通路ＤＲｔ６の球の転動面を転動部材Ｄ１７０により形成
し、転動する球の重量の作用により転動部材Ｄ１７０が変位（回転）される構成であるの
で、球の重量を利用できる時間を確保できる。その結果、第６通路ＤＲｔ６へ球が流入（
入球）されやすくされた状態を維持しやすくできる。
【１５９１】
　次いで、図１２３を参照して、第９実施形態について説明する。第８実施形態では、変
位部材Ｄ１８０が外部から強制的に開放可能とされたが、第９実施形態の変位部材Ｄ１８
０は、外部から強制的に開放されることを規制可能とされる。なお、上述した各実施形態
と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【１５９２】
　図１２３（ａ）及び図１２３（ｂ）は、第９実施形態における下側フレームＤ２０８６
ｂの断面図であり、図１１５のＣＸＩＸａ－ＣＸＩＸａ線における断面に対応する。なお
、図１２３（ａ）では、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配置され、変位部材
Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態が、図１２３（ｂ）では、転動部材Ｄ１７０が第２
位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態が、それぞれ図示される
。
【１５９３】
　図１２３に示すように、伝達部材Ｄ２１９０は、係合部Ｄ２１９６を備える。なお、伝
達部材Ｄ２１９０は、第８実施形態における伝達部材Ｄ１９０に対し、係合部Ｄ２１９６
を更に備える点のみで相違し、その他の構成は同一である。
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【１５９４】
　係合部Ｄ２１９６は、転動部材Ｄ１７０の初期位置（第１位置）から第２位置への変位
（回転）を許容し、且つ、転動部材Ｄ１７０が初期値（第１位置）に配置された状態にお
いて、閉鎖位置にある変位部材Ｄ１８０が開放位置へ向けて変位（回転）されることを規
制するための部位であり、被伝達部Ｄ１９３の上面（矢印Ｕ方向側の面）から立設され、
転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３の延設先端（矢印Ｒ方向側の端部）に外面（軸Ｄ１９
１と反対側の面）を対面させて配設される。
【１５９５】
　係合部Ｄ２１９６の外面（軸Ｄ１９１と反対側の面）は、転動部材Ｄ１７０が軸Ｄ１７
１を中心として回転される際の伝達部Ｄ１７３の延設先端（矢印Ｒ方向側の端部）の変位
軌跡と交差しない形状（変位軌跡に接する形状、又は、変位軌跡との間に隙間を有する形
状）に形成される。よって、転動部材Ｄ１７０の初期位置（第１位置）から第２位置への
変位（回転）が許容される（図１２３（ｂ）参照）。
【１５９６】
　よって、第６通路ＤＲｔ６へ球が流入（入球）され、その球が転動部材Ｄ１７０の本体
部Ｄ１７２の上面を転動する際には、その球の重量を利用して、転動部材Ｄ１７０を第２
位置へ変位させることができる。その結果、転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３により伝
達部材Ｄ２１９０の被伝達部Ｄ１９３を下方へ変位させ（押し下げ）、変位部材Ｄ１８０
を開放位置へ変位（回転）させることができる。
【１５９７】
　また、係合部Ｄ２１９６の外面（軸Ｄ１９１と反対側の面）は、転動部材Ｄ１７０が初
期位置（第１位置）に配置され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態において
、伝達部材Ｄ２１９０が正面視反時計回り（図１２３（ａ）左回り、即ち、開放位置に配
置された変位部材Ｄ１８０が開放位置へ向けて変位される方向）の回転を規制可能な形状
に形成される。
【１５９８】
　具体的には、伝達部材Ｄ２１９０が正面視反時計回り（図１２３（ａ）左回り）に回転
され、係合部Ｄ２１９６の外面（軸Ｄ１９１と反対側の面）が、転動部材Ｄ１７０の伝達
部Ｄ１７３の延設先端（矢印Ｒ方向側の端部）に当接して押圧する際に、その伝達部Ｄ１
７３の延設先端が軸Ｄ１７１へ向かう方向へ押圧される（伝達部Ｄ１７３の延設先端に係
合部Ｄ２１９６から作用される力の延長線上に軸Ｄ１７１が位置される）。
【１５９９】
　よって、転動部材Ｄ１７０を変位（回転）させるための力成分が形成されず、転動部材
Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に維持される（回転不能とされる）ことで、伝達部材Ｄ
２１９０の正面視反時計回り（図１２３（ａ）左回り）の回転が規制される（図１２３（
ａ）参照）。即ち、変位部材Ｄ１８０の閉鎖位置から開放位置へ向けての変位（回転）が
規制される。
【１６００】
　このように、本実施形態によれば、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配置さ
れた状態（即ち、球の重量が作用されていない状態）では、変位部材Ｄ１８０の閉鎖位置
から開放位置へ向けた変位（回転）を規制することができる。即ち、例えば、針金等の異
物を挿入して、閉鎖位置にある変位部材Ｄ１８０を、開放位置へ向けて強制的に変位させ
る不正（第６通路ＤＲｔ６へ球が流入（入球）しやすくする不正）を抑制できる。
【１６０１】
　この場合、本実施形態では、転動部材Ｄ１７０を利用する（転動部材Ｄ１７０の伝達部
Ｄ１７３に伝達部材Ｄ２１９０の係合部Ｄ２１９６を係合させる）ことで、変位部材Ｄ１
８０の閉鎖位置から開放位置へ向けた変位（回転）が規制される。よって、変位部材Ｄ１
８０が強制的に変位（回転）されることを規制するための部品を別途設ける必要がなく、
伝達部材Ｄ１９０を流用することができるので、その分、変位部材Ｄ１８０を強制的に変
位させる不正を抑制するための構造を簡素化できる。
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【１６０２】
　次いで、図１２４を参照して、第１０実施形態について説明する。第８実施形態では、
転動部材Ｄ１７０を転動する球の転動方向が軸Ｄ１７１へ近づく方向とされたが、第１０
実施形態の転動部材Ｄ３１７０は、球の転動方向が軸Ｄ３１７１から遠ざかる（離間され
る）方向とされる。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、そ
の説明は省略する。
【１６０３】
　図１２４（ａ）及び図１２４（ｂ）は、第１０実施形態における下側フレームＤ３０８
６ｂの部分拡大断面図であり、図１１５のＣＸＩＸａ－ＣＸＩＸａ線における断面に対応
する。なお、図１２４（ａ）では、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配置され
、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態が、図１２４（ｂ）では、転動部材Ｄ１
７０が第２位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態が、それぞれ
図示される。
【１６０４】
　図１２４に示すように、転動部材Ｄ３１７０は、軸Ｄ３１７１と、その軸Ｄ３１７１が
長手方向他端側（矢印Ｒ方向側）に配設される長尺板状の本体部Ｄ３１７２と、その本体
部Ｄ３１７２の長手方向他端側（軸Ｄ３１７１が配設される側）に配設される錘部Ｄ３１
７４と、その錘部Ｄ３１７４を挟んで本体部Ｄ３１７２の反対側に配設される伝達部Ｄ３
１７３とを備え、背面部材Ｄ１３０と中間部材Ｄ１４０との間に軸Ｄ３１７１を中心とし
て回転可能に配設される。
【１６０５】
　なお、転動部材Ｄ３１７０の各部Ｄ３１７１～Ｄ３１７４は、第８実施形態における転
動部材Ｄ１７０の各部Ｄ１７１～Ｄ１７４に対し、機能は実質的に同一であり、配置のみ
が相違する。また、伝達部材Ｄ３１９０は、第８実施形態における伝達部材Ｄ３１９０に
対し、被伝達部Ｄ３１９３の向き（延設方向）のみが相違し、その他の構成は同一である
。
【１６０６】
　軸Ｄ３１７１は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢で配設され、背面部材Ｄ１３
０と中間部材Ｄ１４０とに形成される軸支部（図示せず）に軸支される。よって、軸Ｄ３
１７１を中心に転動部材Ｄ３１７０が変位（回転）されることで、本体部Ｄ３１７２は、
上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に変位（昇降）される。
【１６０７】
　本体部Ｄ３１７２は、その上面が第６通路ＤＲｔ６における球の転動面を形成する部位
であり、長手方向一端側（軸Ｄ３１７１が配設される側と反対側、矢印Ｌ方向側）を、中
間部材Ｄ１４０の第６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（上面が転動面とされる部位）に並設
させると共に、長手方向他端側（軸Ｄ３１７１が配設される側、矢印Ｒ方向側）を、上面
視において変位部材Ｄ１８０と重なる位置（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間に入球（流
下）された球を受け入れ（受け止め）可能な位置）に配設される。
【１６０８】
　本体部Ｄ３１７２は、第２位置に配置された状態（姿勢）では、その長手方向一端側（
軸Ｄ３１７１が配設される側と反対側、矢印Ｌ方向側）の上面が、中間部材Ｄ１４０の第
６通路区画壁Ｄ１４６の転動部（上面が転動面とされる部位）の上面と略同一の高さ位置
または若干上方側（矢印Ｕ方向側）となる高さ位置に配置される。
【１６０９】
　本体部Ｄ３１７２の上面（転動面）は、平坦面として形成される。よって、転動する球
が上方（矢印Ｕ方向）へ跳ね上がることを抑制できる。従って、球の上方への跳ね上がり
に伴って、錘部Ｄ３１７４の作用により本体部Ｄ３１７２が上方へ変位されることを未然
に防止できる。
【１６１０】
　なお、本体部Ｄ３１７２の上面は、平坦面（軸Ｄ３１７１に直交する平面で切断した断
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面が断面直線）である必要はなく、段差が非形成であれば足り、球の転動方向に沿って滑
らかに連なる平滑面（曲線どうし又は曲線と直線とが滑らかに連なる断面形状、例えば、
正弦波（正弦曲線）形状）として形成されていても良い。
【１６１１】
　錘部Ｄ３１７４は、転動部材Ｄ３１７０の重心位置を偏心させるための部位であり、本
体部Ｄ３１７２の長手方向他端側（軸Ｄ３１７１が配設される側）から本体部Ｄ３１７２
の延設方向と反対側（矢印Ｒ方向側）へ向けて延設されると共に、内部に金属製（本実施
形態では真鍮製）の錘が埋設される。
【１６１２】
　伝達部Ｄ３１７３は、転動部材Ｄ３１７０の変位（回転）を伝達部材Ｄ３１９０へ伝達
するための部位であり、錘部Ｄ３１７４の延設方向端部（矢印Ｒ方向側の端部）から軸Ｄ
３１７１と反対側（矢印Ｒ方向側）へ向けて更に延設される。伝達部Ｄ３１７３の延設先
端側（矢印Ｒ方向側）は、伝達部材Ｄ３１９０の被伝達部Ｄ３１９３の下方側（矢印Ｄ方
向側）に配設（上面視において重なる位置に配設）される。
【１６１３】
　よって、転動部材Ｄ３１７０がその上面を転動する球の重量によって軸Ｄ３１７１を中
心に変位（回転）され、伝達部Ｄ３１７３が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）されると
、伝達部Ｄ３１７３によって伝達部材Ｄ３１９０の被伝達部Ｄ３１９３が上方へ変位され
（押し上げられ）、これにより、伝達部材Ｄ３１９０が軸Ｄ３１９１を中心として変位（
回転）される。その結果、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置へ変位される。
【１６１４】
　なお、本実施形態では、伝達部Ｄ３１７３から被伝達部Ｄ３１９３へ向けて突起が突設
（立設）される。但し、被伝達部Ｄ３１９３から伝達部Ｄ３１７３へ向けて突起が突設（
立設）されても良い。即ち、転動部材Ｄ３１７０の変位（回転）が、伝達部Ｄ３１７３及
び被伝達部Ｄ３１９３を介して、伝達部材Ｄ３１９０に伝達可能とされれば足りる。
【１６１５】
　転動部材Ｄ３１７０（本体部Ｄ３１７２）に球の重量が作用されていない無負荷状態（
本体部Ｄ３１７２上を球が転動していない状態）では、転動部材Ｄ３１７０全体としての
重心位置が、軸Ｄ３１７１よりも錘部Ｄ３１７４（及び伝達部Ｄ３１７３）側に位置（偏
心）される。その結果、転動部材Ｄ３１７０は、錘部Ｄ３１７４（及び伝達部Ｄ３１７３
）の重さ（重心位置の軸Ｄ３１７１からの偏心）を利用して、無負荷状態では、初期位置
（第１位置）に配置された姿勢の維持が可能とされると共に、初期位置から変位（回転）
された後は、自重による初期位置への復帰が可能とされる（図１２４（ａ）参照）。
【１６１６】
　即ち、転動部材Ｄ３１７０は、無負荷状態（本体部Ｄ３１７２上に球の重量が作用され
ない状態）では、本体部Ｄ３１７２が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）され（正面視に
おいて、軸Ｄ３１７１を中心として時計回りに回転され）、初期位置（第１位置）に配置
されると共に、初期位置（第１位置）に維持される。これにより、転動部材Ｄ３１７０を
駆動するためのアクチュエータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを不要とで
き、その分、製品コストを低減できる。
【１６１７】
　一方、転動部材Ｄ３１７０の本体部Ｄ３１７２上を球が転動する際には、その球の重量
により、転動部材Ｄ３１７０全体としての重心位置が本体部Ｄ３１７２側（軸Ｄ３１７１
を挟んで錘部Ｄ３１７４と反対側）に位置（偏心）される。これにより、転動部材Ｄ３１
７０は、本体部Ｄ３１７２が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）され（正面視において、
軸Ｄ３１７１を中心として反時計回りに回転され）、第２位置に配置される。
【１６１８】
　なお、転動部材Ｄ３１７０の第１位置（初期位置）は、本体部Ｄ３１７２の長手方向一
端側（矢印Ｌ方向側）の下面（矢印Ｄ方向側の面）が、中間部材Ｄ１４０から突出される
ストッパ部に当接されることで規定される。即ち、転動部材Ｄ３１７０は、本体部Ｄ３１
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７２がストッパ部に当接されることで、本体部Ｄ３１７２の下方への変位（軸Ｄ３１７１
を中心とする正面視反時計回りの回転）が規制され、第１位置（初期位置）に配置される
（図１２４（ａ）参照）。
【１６１９】
　一方、転動部材Ｄ３１７０の第２位置は、錘部Ｄ３１７４の下面（矢印Ｄ方向側の面）
が、中間部材Ｄ１４０から突出されるストッパ部に当接されることで規定される。即ち、
転動部材Ｄ３１７０は、錘部Ｄ３１７４がストッパ部に当接されることで、本体部Ｄ３１
７２の上方への変位（軸Ｄ３１７１を中心とする正面視反時計回りの回転）が規制され、
第２位置に配置される（図１２４（ｂ）参照）。
【１６２０】
　転動部材Ｄ３１７０は、第１位置に配置された状態では、本体部Ｄ３１７２の上面（転
動面）が、長手方向他端側から長手方向一端側へ向けて下降傾斜され、第２位置に配置さ
れた状態においても、本体部Ｄ３１７２の上面（転動面）が、長手方向他端側から長手方
向一端側へ向けて下降傾斜される。よって、転動部材Ｄ３１７０（本体部Ｄ３１７２）上
の球を開口Ｄ１３１ｄ（第８通路ＤＲｔ８）へ向けて確実に転動させることができる。
【１６２１】
　このように、転動部材Ｄ３１７０は、本体部Ｄ３１７２の上面（転動面）の下降傾斜を
利用して、球を転動させるところ、転動部材Ｄ３１７０は、軸Ｄ３１７１を中心として回
転可能に軸支され、本実施形態では、本体部Ｄ３１７２の上面の水平面に対する下降傾斜
の角度は、球が転動されている状態（球の重量を受けている状態）における下降傾斜の角
度が、球が非転動の状態（球の重量を受けていない無負荷状態）における下降傾斜の角度
よりも大きくされる。
【１６２２】
　即ち、本実施形態では、第６通路ＤＲｔ６へ流入（入球）した球は、本体部Ｄ３１７２
の上面（転動面）であって、軸Ｄ３１７１の近傍となる位置に落下され、本体部Ｄ３１７
２の上面を軸Ｄ３１７１から離間される方向（遠ざかる方向）へ向けて転動される。
【１６２３】
　これにより、球が転動部材Ｄ３１７０の本体部Ｄ３１７２の上面（転動面）を転動する
初期段階では、球の重量が作用する位置（力点）と軸Ｄ３１７１（支点）との距離を短く
し、錘部Ｄ３１７４の重量を支配的としておき、球が本体部Ｄ３１７２の上面を転動する
に従って、軸Ｄ１９１からの距離（力点と支点との間の距離）を徐々に大きく（長く）し
、錘部Ｄ１７４の重量に対抗させることができる。その結果、転動部材Ｄ３１７０を初期
位置（第１位置）から第２位置へ徐々に変位（回転）させることができる。
【１６２４】
　即ち、球の転動が進行するに従って、変位部材Ｄ１８０を閉鎖位置から開放位置へ徐々
に変位（回転）させ、その開放量（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間隔）を徐々に増加さ
せることができる。これにより、例えば、第２の球が第３通路ＤＲｔ３を往復動する場合
に、その第２の球が第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）へ流入（入球
）する期待を徐々に高まらせることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１６２５】
　また、第６通路ＤＲｔ６へ入球された第１の球と、その第１の球に後行する第２の球（
第６通路ＤＲｔ６へ入球されていない他の球、後続の球）との間の間隔が比較的大きい場
合でも、後行する第２の球を第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流
入（入球）させやすくできる。
【１６２６】
　一方で、転動部材Ｄ３１７０の上面（転動面）を球が転動する方向が、軸Ｄ１７１から
遠ざかる（離間する）方向とされることで、少なくとも球が本体部Ｄ３１７２の終端（長
手方向一端側、矢印Ｌ方向側の端部）に達した際には、転動部材Ｄ３１７０が第２位置に
配置された状態とされる。
【１６２７】
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　即ち、本体部Ｄ３１７２の上面（転動面）から中間部材Ｄ１４０の第６通路区画壁Ｄ１
４６の転動部へ球が転動（流入）される直前の状態では、軸Ｄ１９１からの距離（力点と
支点との間の距離）が最大とされ、球の重量が本体部Ｄ３１７２に最大に作用されていた
ところ、本体部Ｄ３１７２の上面から第６通路区画壁Ｄ１４６の転動部へ球が転動（流入
）されると、球の重量の作用が瞬間的になくなり、錘部Ｄ３１７４の作用のみとなる。
【１６２８】
　そのため、転動部材Ｄ３１７０が第２位置から初期位置（第１位置）へ最大の速度で復
帰させ、開放位置に配置されていた変位部材Ｄ１８０を即座に閉鎖位置に配置させること
ができる。よって、テンポの良い演出を行うことができる。また、第２の球の第６通路Ｄ
Ｒｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の対向間）への流入（入球）が、変位部材Ｄ１８０が開
放位置へ向けて徐々に変位（回転）されている間に合うか否かを遊技者に着目させ、遊技
の興趣を高めることができる。
【１６２９】
　なお、本実施形態の転動部材Ｄ３１７０は、本体部Ｄ３１７２の上面（転動面）を転動
する球が１球とされる場合には、その球が本体部Ｄ３１７２の長手方向一端側（矢印Ｌ方
向側の端部）へ向けて転動されるに従って転動部材Ｄ３１７０が初期位置（第１位置）か
ら第２位置へ向けて徐々に変位（回転）され、球が本体部Ｄ３１７２の長手方向一端側（
矢印Ｌ方向側の端部）に達した際には（少なくとも球が中間部材Ｄ１４０の第６通路区画
壁Ｄ１４６へ転動（流入）する前に）、転動部材Ｄ３１７０が第２位置に配置されるよう
に構成される。
【１６３０】
　次いで、図１２５を参照して、第１１実施形態について説明する。第８実施形態では、
一対の変位部材Ｄ１８０から流出口ＤＯＰｏｕｔまでの経路（第６通路ＤＲｔ６及び第８
通路ＤＲｔ８により形成される通路）中に転動部材Ｄ１７０のみが配設されたが、第１１
実施形態における一対の変位部材Ｄ１８０から流出口ＤＯＰｏｕｔまでの経路（第６通路
ＤＲｔ６及び第８通路ＤＲｔ８により形成される通路）中には、転動部材Ｄ１７０及び第
２転動部材Ｄ４２２０が配設される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の
符号を付して、その説明は省略する。
【１６３１】
　図１２５（ａ）及び図１２５（ｂ）は、第１１実施形態における下側フレームＤ４０８
６ｂの部分拡大背面図であり、軸Ｄ４２２１に直交する平面で区画壁Ｄ４１３４及び第２
転動部材Ｄ４２２０を切断した状態が図示される。
【１６３２】
　なお、図１２５（ａ）では、第２転動部材Ｄ４２２０が初期位置（第１位置）に配置さ
れ、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態が、図１２５（ｂ）では、第２転動部
材Ｄ４２２０が第２位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態が、
それぞれ図示される。
【１６３３】
　図１２５に示すように、背面部材Ｄ４１３０は、その背面から立設される区画壁Ｄ４１
３４を備える。
【１６３４】
　区画壁Ｄ４１３４は、本体部Ｄ１３１、迂回部材Ｄ２００及び第２転動部材Ｄ４２２０
と共に第８通路ＤＲｔ８を区画する。即ち、本体部Ｄ１３１に迂回部材Ｄ２００が対向配
置され、その対向間であって区画壁Ｄ４１３４と第２転動部材Ｄ４２２０により区画され
た領域が第８通路ＤＲｔ８とされる。
【１６３５】
　第２転動部材Ｄ４２２０は、軸Ｄ４２２１と、その軸Ｄ４２２１が長手方向一端側（矢
印Ｌ方向側）に配設される長尺板状の本体部Ｄ４２２２と、その本体部Ｄ４２２２の長手
方向一端側（軸Ｄ４２２１が配設される側）に配設される錘部Ｄ４２２４と、その錘部Ｄ
４２２４を挟んで本体部Ｄ４２２２の反対側に配設される伝達部Ｄ４２２３とを備え、背
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面部材Ｄ４１３０と迂回部材Ｄ２００との間に軸Ｄ４２２１を中心として回転可能に配設
される。
【１６３６】
　なお、第２転動部材Ｄ４２２０の各部Ｄ４２２１～Ｄ４２２４は、第８実施形態におけ
る転動部材Ｄ１７０の各部Ｄ１７１～Ｄ１７４に対し、機能は実質的に同一であり、配置
のみが相違する。また、背面部材Ｄ４１３０の区画壁Ｄ４１３４は、第８実施形態におけ
る区画壁Ｄ１３４に対し、球の転動面を形成する壁部の一部が省略される（第２転動部材
Ｄ４２２０の本体部Ｄ４２２２に置き換えられる）点で相違し、その他の構成は同一であ
る。
【１６３７】
　軸Ｄ４２２１は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢で配設され、背面部材Ｄ４１
３０と迂回部材Ｄ２００とに形成される軸支部（図示せず）に軸支される。よって、軸Ｄ
４２２１を中心に第２転動部材Ｄ４２２０が変位（回転）されることで、本体部Ｄ４２２
２は、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に変位（昇降）される。
【１６３８】
　本体部Ｄ４２２２は、その上面が第８通路ＤＲｔ８における球の転動面を形成する部位
であり、長手方向一端側（軸Ｄ４２２１が配設される側、矢印Ｌ方向側）を、開口Ｄ１３
１ｅへ球を転動させる区画壁Ｄ４１３４の転動部（上面が転動面となる部位）に並設させ
ると共に、長手方向他端側（軸Ｄ４２２１が配設される側と反対側、矢印Ｒ方向側）を、
開口Ｄ１３１ｄの下流側（開口Ｄ１３１ｄから流下する球を受け入れ（受け取り）可能な
位置）に配設される。
【１６３９】
　本体部Ｄ４２２２は、初期位置（第１位置）から第２位置までのいずれの状態（姿勢）
にあっても、その長手方向一端側（軸Ｄ４２２１が配設される側、矢印Ｌ方向側）の上面
が、開口Ｄ１３１ｅへ球を転動させる区画壁Ｄ４１３４の転動部（上面が転動面となる部
位）の上面と略同一の高さ位置または若干上方側（矢印Ｕ方向側）となる高さ位置に配置
される。
【１６４０】
　軸Ｄ４２２１は、本体部Ｄ４２２２の内部に埋設され、本体部Ｄ４２２２の上面（転動
面）は、軸Ｄ４２２１を越える位置まで形成される。即ち、本体部Ｄ４２２２の上面を転
動する球は、軸Ｄ４２２１の上方側（矢印Ｕ方向側）を通過した後、開口Ｄ１３１ｅへ球
を転動させる区画壁Ｄ４１３４の転動部へ転動（流入）される。
【１６４１】
　錘部Ｄ４２２４は、第２転動部材Ｄ４２２０の重心位置を偏心させるための部位であり
、本体部Ｄ４２２２の長手方向一端側（軸Ｄ４２２１が配設される側）から本体部Ｄ４２
２２の延設方向と反対側（矢印Ｌ方向側）へ向けて延設されると共に、内部に金属製（本
実施形態では真鍮製）の錘が埋設される。
【１６４２】
　伝達部Ｄ４２２３は、第２転動部材Ｄ４２２０の変位（回転）を伝達部材Ｄ１９０へ伝
達するための部位であり、錘部Ｄ４２２４の延設方向端部（矢印Ｒ方向側の端部）から伝
達部材Ｄ１９０（錘部Ｄ１９５）へ向けて延設される。伝達部Ｄ４２２３の延設先端側（
矢印Ｕ方向側）は、伝達部材Ｄ１９０の錘部Ｄ１９５の下方側（矢印Ｄ方向側）に配設（
上面視において重なる位置に配設）される。
【１６４３】
　よって、第２転動部材Ｄ４２２０がその上面を転動する球の重量によって軸Ｄ４２２１
を中心に変位（回転）され、伝達部Ｄ４２２３が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）され
ると、伝達部Ｄ４２２３によって伝達部材Ｄ１９０の錘部Ｄ１９５が上方へ変位され（押
し上げられ）、これにより、伝達部材Ｄ１９０が軸Ｄ１９１を中心として変位（回転）さ
れる。その結果、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置へ変位される。
【１６４４】
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　第２転動部材Ｄ４２２０（本体部Ｄ４２２２）に球の重量が作用されていない無負荷状
態（本体部Ｄ４２２２上を球が転動していない状態）では、第２転動部材Ｄ４２２０全体
としての重心位置が、軸Ｄ４２２１よりも錘部Ｄ４２２４（及び伝達部Ｄ４２２３）側に
位置（偏心）される。その結果、第２転動部材Ｄ４２２０は、錘部Ｄ４２２４（及び伝達
部Ｄ４２２３）の重さ（重心位置の軸Ｄ４２２１からの偏心）を利用して、無負荷状態で
は、初期位置（第１位置）に配置された姿勢の維持が可能とされると共に、初期位置から
変位（回転）された後は、自重による初期位置（第１位置）への復帰が可能とされる（図
１２５（ａ）参照）。
【１６４５】
　即ち、第２転動部材Ｄ４２２０は、無負荷状態（本体部Ｄ４２２２上に球の重量が作用
されない状態）では、本体部Ｄ４２２２が上方（矢印Ｕ方向）へ変位（上昇）され（正面
視において、軸Ｄ４２２１を中心として反時計回りに回転され）、初期位置（第１位置）
に配置されると共に、初期位置（第１位置）に維持される。これにより、第２転動部材Ｄ
４２２０を駆動するためのアクチュエータやそのアクチュエータを制御するためのセンサ
を不要とでき、その分、製品コストを低減できる。
【１６４６】
　一方、第２転動部材Ｄ４２２０の本体部Ｄ４２２２上を球が転動する際には、その球の
重量により、第２転動部材Ｄ４２２０全体としての重心位置が本体部Ｄ４２２２側（軸Ｄ
４２２１を挟んで錘部Ｄ４２２４と反対側）に位置（偏心）される。これにより、第２転
動部材Ｄ４２２０は、本体部Ｄ４２２２が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）され（正面
視において、軸Ｄ４２２１を中心として時計回りに回転され）、第２位置に配置される。
【１６４７】
　なお、第２転動部材Ｄ４２２０の第１位置（初期位置）は、本体部Ｄ４２２２の長手方
向一端側（矢印Ｌ方向側）の端面（矢印Ｌ方向側の面）が、第２転動部材Ｄ４２２０の第
２位置は、本体部Ｄ４２２２の長手方向他端側（矢印Ｒ方向側）の下面（矢印Ｄ方向側の
面）が、それぞれ区画壁Ｄ４１３４に当接されることで規定される。
【１６４８】
　第２転動部材Ｄ４２２０は、第１位置に配置された状態では、本体部Ｄ４２２２の上面
（転動面）が、長手方向他端側から長手方向一端側へ向けて下降傾斜され、第２位置に配
置された状態においても、本体部Ｄ４２２２の上面（転動面）が、長手方向他端側から長
手方向一端側へ向けて下降傾斜される。よって、第２転動部材Ｄ４２２０（本体部Ｄ４２
２２）上の球を開口Ｄ１３１ｅへ向けて確実に転動させることができる。
【１６４９】
　このように、本実施形態によれば、第６通路ＤＲｔ６に転動部材Ｄ１７０が配設される
と共に、その第６通路ＤＲｔ６の下流となる第８通路ＤＲｔ８に第２転動部材Ｄ４２２０
が配設される。よって、第８実施形態と比較して、経路（通路、即ち、一対の変位部材Ｄ
１８０から流出口ＤＯＰｏｕｔまでの区間）の長さが同一であっても、第２転動部材Ｄ４
２２０が配設される分、球の重量を利用できる区間を確保（長く）できる。その結果、変
位部材Ｄ１８０が開放位置へ変位された状態（変位部材Ｄ１８０が少なくとも閉鎖位置よ
りも開放され、球が入球されやすくされた状態）を維持（長く）しやすくできる。
【１６５０】
　ここで、１の部材（転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２））の長手方向寸法（上面（転
動面）の長さ）を延長して、球の重量を利用できる区間を確保（長く）する構成では、下
側フレームＤ８６ｂの限られたスペース（幅方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）寸法）に、長手方向
寸法を延長した転動部材Ｄ１７０を配設することが困難となる。一対の変位部材Ｄ１８０
の配設位置を下側フレームＤ８６ｂの幅方向一側（矢印Ｌ方向側）に偏らせれば、その分
、転動部材Ｄ１７０（本体部Ｄ１７２）の長手方向寸法（上面（転動面）の長さ）を延長
することは可能であるが、その延長できる長さには限界がある。また、第３通路ＤＲｔ３
を球が往復動可能な形状とすることができず、遊技の興趣が低下する。
【１６５１】
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　これに対し、本実施形態によれば、複数の部材（本実施形態では、転動部材Ｄ１７０及
び第２転動部材Ｄ４２２０）を配設して、球の重量を利用できる区間を確保（長く）する
構成であるので、下側フレームＤ４０８６ｂの限られたスペースを有効に活用して、球の
重量を利用できる区間を十分に確保（長く）できる。また、第３通路ＤＲｔ３を球が往復
動可能な形状とでき、遊技の興趣を向上できる。
【１６５２】
　即ち、転動部材Ｄ１７０の背面側（矢印Ｂ方向側）に第２転動部材Ｄ４２２０を配設し
、これらを前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に重ねる構成であるので、下側フレームＤ４０８
６ｂのデッドスペースとなる前後方向の厚みを有効に活用して、転動部材Ｄ１７０及び第
２転動部材Ｄ４２２０により、球の重量を利用できる区間を確保（長く）できる。
【１６５３】
　また、このように、球の重量を利用できる区間を確保（長く）しつつ、一対の変位部材
Ｄ１８０を下側フレームＤ４０８６ｂの幅方向（矢印Ｌ－Ｒ）中央に配設できるので、第
３通路ＤＲｔ３を球が往復動可能な形状（幅方向中央へ向けて下降傾斜する形状）とでき
、遊技の興趣を向上できる。
【１６５４】
　経路（通路、即ち、一対の変位部材Ｄ１８０から流出口ＤＯＰｏｕｔまでの区間）に１
の部材（転動部材Ｄ１７０）のみが配設される構成では、その経路を１の球が通過する間
に変位部材Ｄ１８０の所定の変位（球の重量により閉鎖位置から開放位置へ配置され、球
の通過後に閉鎖位置へ復帰される変位態様）が１回形成されるのみであるが、複数の部材
（転動部材Ｄ１７０及び第２転動部材Ｄ４２２０）が経路（通路）に配設される構成であ
れば、その経路を１の球が通過する間に変位部材Ｄ１８０の上述した所定の変位を複数回
（本実施形態では２回）形成できる。変位部材Ｄ１８０の開放と閉鎖を繰り返されること
で、第６通路ＤＲｔ６への球の流入（入球）を期待する遊技者に、変位部材Ｄ１８０の変
位状態と第３通路ＤＲｔ３上の他の球との関係を着目させ、遊技の興趣を向上できる。
【１６５５】
　また、経路（通路、即ち、一対の変位部材Ｄ１８０から流出口ＤＯＰｏｕｔまでの区間
）に１の部材（転動部材Ｄ１７０）のみが配設される構成では、その経路を複数（２以上
）の球が通過しても、変位部材Ｄ１８０の変位態様は１通り（即ち、球の重量により閉鎖
位置から開放位置へ配置され、球の通過後に閉鎖位置へ復帰される変位態様）のみである
が、複数の部材（転動部材Ｄ１７０及び第２転動部材Ｄ４２２０）が経路（通路）に配設
される構成であれば、その経路を複数の球が通過する間に形成できる変位部材Ｄ１８０の
変位態様を複数通りとできる。即ち、転動部材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の一
方と他方とに球の重量が作用するタイミング（球が転動するタイミング）の組み合わせに
より、変位部材Ｄ１８０の変位態様を多様とできる。その結果、意外性のある演出を行う
ことができる。
【１６５６】
　転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３は、伝達部材Ｄ１９０における被伝達部Ｄ１９３の
上方側（矢印Ｕ方向側）に位置し、本体部Ｄ１７２に球の重量が作用した場合には、被伝
達部Ｄ１９３を下方へ変位させる（押し下げる）。第２転動部材Ｄ４２２０の伝達部Ｄ４
２２３は、伝達部材Ｄ１９０における錘部Ｄ１９５の下方側（矢印Ｄ方向側）に位置し、
本体部Ｄ４２２２に球の重量が作用した場合には、錘部Ｄ１９５を上方へ変位させる（押
し上げる）。
【１６５７】
　即ち、転動部材Ｄ１７０及び第２転動部材Ｄ４２２０が球の重量の作用により動作して
、伝達部材Ｄ１９０を変位（回転）させる場合、伝達部材Ｄ１９０の変位（回転）方向が
同方向とされ、転動部材Ｄ１７０及び第２転動部材Ｄ４２２０の動作が対抗されない。同
様に、転動部材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の一方が初期位置へ復帰する動作（
球の重量が作用されず錘部Ｄ１７４，Ｄ４２２４の重量で変位（回転））する場合、転動
部材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の他方の動作の状態に関わらず、一方の動作と
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他方の動作は対抗されない（一方の動作と他方の動作との両方が許容される）。
【１６５８】
　このように、転動部材Ｄ１７０及び第２転動部材Ｄ４２２０の球の重量が作用された場
合の変位（回転）をそれぞれ個別に独立して伝達部材Ｄ１９０へ伝達でき、且つ、転動部
材Ｄ１７０及び第２転動部材Ｄ４２２０の球の重量の作用が解除された場合の変位（回転
）をそれぞれ個別に独立して行わせることができる。
【１６５９】
　よって、経路（通路、即ち、一対の変位部材Ｄ１８０から流出口ＤＯＰｏｕｔまでの区
間）を複数の球が通過する場合には、それら球の転動する位置に応じて、転動部材Ｄ１７
０又は第２転動部材Ｄ４２２０の一方または他方の動作のみに起因して伝達部材Ｄ１９０
を変位（回転）させることも、転動部材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の一方およ
び他方の両者の動作に起因して伝達部材Ｄ１９０を変位（回転）させることもでき、これ
らの組み合わせにより、変位部材Ｄ１８０が変位する態様を多様化できる。
【１６６０】
　例えば、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置へ向けて変位（回転）されている途中に、転動部
材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の一方に球の重量が作用されれば、その一方の動
作により変位部材Ｄ１８０を、閉鎖位置へ向けた変位の途中で、開放位置へ向けて変位さ
せることができる。
【１６６１】
　また、例えば、転動部材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の一方に球の重量が作用
され、その一方の動作により変位部材Ｄ１８０が開放位置へ向けて変位（回転）されてい
る途中に、転動部材Ｄ１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の他方に球の重量が作用され、
その他方の方が球の重量の作用が大きい（変位部材Ｄ１８０を変位させる力が強い）場合
には、他方の動作により、変位部材Ｄ１８０を、より速い変位速度で、開放位置へ変位さ
せることができる。
【１６６２】
　また、本実施形態によれば、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）を変位部材Ｄ１８０へ伝
達するための部材（伝達手段）と、第２転動部材Ｄ４２２０の変位（回転）を変位部材Ｄ
１８０へ伝達するための部材（伝達手段）とを別々に設ける必要がなく、かかる部材（伝
達手段）として、伝達部材Ｄ１９０を共用できる。よって、部品点数を低減して、構造の
簡素化を図ることができる。その結果、動作の信頼性の向上と製品コストの低減とを達成
できる。
【１６６３】
　次いで、図１２６を参照して、第１２実施形態について説明する。なお、上述した各実
施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【１６６４】
　図１２６は、第１２実施形態における下側フレームＤ５０８６ｂの部分拡大背面図であ
り、迂回部材Ｄ２００が取り外された状態が図示される。なお、図１２６（ａ）では、転
動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配置され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置
された状態が図示される。
【１６６５】
　図１２６に示すように、本体部Ｄ５１９４には、溝Ｄ５１９４Ｌ，Ｄ１９４Ｒが形成さ
れ、これら溝Ｄ５１９４Ｌ，Ｄ１９４Ｒには、軸支部材Ｄ２１０の連結ピンＤ２１３がそ
れぞれ摺動可能に挿通される。
【１６６６】
　なお、伝達部材Ｄ５１９０は、第８実施形態における伝達部材Ｄ１９０に対し、溝Ｄ１
９４Ｌの形状のみが相違し、その他の構成は同一である。
【１６６７】
　溝Ｄ５１９４Ｌは、軸Ｄ１９１方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）視において、軸Ｄ１９１側に中
心を有する円弧状に湾曲する形状に延設され、溝の幅寸法が連結ピンＤ２１３の直径より
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も大きな寸法に設定される。溝の幅寸法は、溝Ｄ５１９４Ｌの延設方向に沿って一定とさ
れる。
【１６６８】
　詳細には、溝Ｄ５１９４Ｌの延設方向に沿う内壁面は、軸Ｄ１９１から遠い側の内壁面
と軸Ｄ１９１に近い側の内壁面との両者が、軸Ｄ１９１を中心とする円弧に沿った形状（
軸Ｄ１９１を中心とする円形状を所定の中心角で分断した形状）とされる。
【１６６９】
　よって、連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ５１９４Ｌの延設方向に沿う内壁面の両者から作用
を受けず（当接されず）、溝Ｄ５１９４Ｌの下方側または上方側の延設端部（矢印Ｄ方向
側または矢印Ｕ方向側の端部）からのみ作用を受ける（下方側または上方側の延設端部に
おける内壁面によって上方または下方へ変位される（押し下げ又は押し下げられる）。
【１６７０】
　これにより、本実施形態によれば、変位部材Ｄ１８０を閉鎖位置から開放位置へ変位さ
せる場合だけでなく、開放位置から閉鎖位置へ変位させる場合においても、一対の変位部
材Ｄ１８０の動作態様（変位態様）を互いに異ならせることができる（一対の変位部材Ｄ
１８０のうちの一方を停止させつつ他方のみを変位（回転）させる状態を形成できる）。
【１６７１】
　具体的には、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態では、連結ピンＤ２１３と
溝Ｄ５１９４Ｌの下方側の延設端部（矢印Ｄ方向側における端部、内壁面）との間に所定
の間隔が形成される（図１２１参照）。
【１６７２】
　転動部材Ｄ１７０の第２位置から初期位置（第１位置）への変位（回転）が開始され、
これに伴い、伝達部材Ｄ５１９０の初期位置への変位（回転）が開始されると、溝Ｄ１９
４Ｒに挿通されている連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ１９４Ｒの延設方向に沿う内壁面によっ
て上方へ変位され（押し上げられ）、これにより、対応する変位部材Ｄ１８０（一対の変
位部材Ｄ１８０のうちの一方）の開放位置からの変位（回転）が開始される。
【１６７３】
　一方、溝Ｄ５１９４Ｌに挿通されている連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ５１９４Ｌの下方側
の延設端部（矢印Ｄ方向側の延設端部、内壁面）に達するまでの間は、上方へ変位されず
（押し上げられず）、これにより、対応する変位部材Ｄ１８０（一対の変位部材Ｄ１８０
のうちの他方）が開放位置に維持される。
【１６７４】
　転動部材の第２位置からの変位（回転）に伴って、伝達部材Ｄ５１９０が更に変位（回
転）されると、溝Ｄ１９４Ｒに挿通されている連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ１９４Ｒの延設
方向に沿う内壁面によって引き続き上方へ変位され（押し上げられ）、これにより、対応
する変位部材Ｄ１８０（一対の変位部材Ｄ１８０のうちの一方）の開放位置から閉鎖位置
への変位（回転）が継続される。
【１６７５】
　一方、溝Ｄ５１９４Ｌに挿通されている連結ピンＤ２１３は、溝Ｄ５１９４Ｌの下方側
の延設端部（矢印Ｄ方向側の端部、内壁面）に達すると、その下方側の延設端部（内壁面
）により上方へ変位され（押し上げられ）、これにより、対応する変位部材Ｄ１８０（一
対の変位部材Ｄ１８０のうちの他方）の開放位置からの変位が開始される。
【１６７６】
　その後は、いずれの連結ピンＤ２１３も上方へ変位され（押し上げられ）、一対の変位
部材Ｄ１８０が閉鎖位置へ向けて変位（回転）され、伝達部材Ｄ１９０が初期位置に達す
ると、一対の変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置される（図１１９参照）。
【１６７７】
　このように、本実施形態では、一対の変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置へ向け
て変位（回転）を開始するタイミングだけでなく、開放位置から閉鎖位置へ向けて変位（
回転）を開始するタイミングも異ならせる（一方に対し他方を遅らせる）ことができる。
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これにより、変位部材Ｄ１８０が開放された状態（即ち、第６通路ＤＲｔ６への球の流入
（入球）がされやすい状態）を期待する遊技者に対し、閉鎖位置へ変位される態様に変化
を持たせ、遊技の興趣を高めることができる。
【１６７８】
　次いで、図１２７から図１３０を参照して、第１３実施形態における下側フレームＤ６
０８６ｂについて説明する。
【１６７９】
　第８実施形態では、第６通路ＤＲｔ６に流入（入球）された球は全て第８通路ＤＲｔ８
（流出口ＤＯＰｏｕｔ）へ案内される場合を説明したが、第１３実施形態の第６通路ＤＲ
ｔ６には、その途中に第９通路ＤＲｔ９が接続され、第６通路ＤＲｔ６に流入（入球）さ
れた球が、第８通路ＤＲｔ８（流出口ＤＯＰｏｕｔ）又は第９通路ＤＲｔ９（流出口ＤＯ
Ｐ６ｏｕｔ）のいずれか一方へ案内される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には
同一の符号を付して、その説明は省略する。
【１６８０】
　図１２７は、第１３実施形態における下側フレームＤ６０８６ｂの分解正面斜視図であ
り、図１２８は、下側フレームＤ６０８６ｂの分解背面斜視図である。図１２９は、下側
フレームＤ６０８６ｂの正面図であり、図１３０（ａ）及び図１３０（ｂ）は、下側フレ
ームＤ６０８６ｂの部分拡大断面図である。
【１６８１】
　なお、図１３０（ａ）は、図１１５のＣＸＩＸａ－ＣＸＩＸａ線における断面に対応し
、図１３０（ｂ）は、図１１９のＣＸＸＩＩｃ－ＣＸＸＩＩｃ線における断面に対応する
。
【１６８２】
　図１２７から図１３０に示すように、第１３実施形態における下側フレームＤ６０８６
ｂは、第６通路ＤＲｔ６の途中に接続される第９通路ＤＲｔ９と、その第９通路ＤＲｔ９
に案内された球が遊技領域へ流出するための開口として形成される流出口ＤＯＰ６ｏｕｔ
とが形成される。
【１６８３】
　即ち、第６通路ＤＲｔ６に流入（入球）され、その第６通路ＤＲｔ６の終端に達した球
は、第８通路ＤＲｔ８へ流入（入球）され、第８通路ＤＲｔ８を流下した後、流出口ＤＯ
Ｐｏｕｔから遊技領域へ流出される一方、第６通路ＤＲｔ６に流入（入球）され、その第
６通路ＤＲｔ６の途中で第９通路ＤＲｔ８へ流入（入球）された球は、第９通路ＤＲｔ９
を流下した後、流出口ＤＯＰ６ｏｕｔから遊技領域へ流出される。
【１６８４】
　ここで、第８通路ＤＲｔ８の出口（遊技領域へ球を流出させる開口）である流出口ＤＯ
Ｐｏｕｔは、第１入賞口６４（図１１０参照）の鉛直方向上方となる位置に形成（配置）
される。そのため、第６通路ＤＲｔ６から第８通路ＤＲｔ８へ流下された球は、第１入賞
口６４へ入賞し易い（第１入賞口６４へ入賞する確率が高い）。
【１６８５】
　一方、第９通路ＤＲｔ９の出口（遊技領域へ球を流出させる開口）である流出口ＤＯＰ
６ｏｕｔは、第１入賞口６４（図１１０参照）に対して水平方向一側へ位置を異ならせて
配設される（鉛直方向下方に第１入賞口６４が重ならない位置に形成（配置）される）。
そのため、第６通路ＤＲｔ６から第９通路ＤＲｔ９へ流下された球は、第１入賞口６４へ
入賞し難い（上述した第８通路ＤＲｔ８へ流下された球よりも第１入賞口６４へ入賞する
確率が低い）。
【１６８６】
　このように、本実施形態における下側フレームＤ６０８６ｂは、第３通路ＤＲｔ３をそ
の長手方向に沿って往復動する球が第６通路ＤＲｔ６に振り分けられた場合、その第６通
路ＤＲｔ６を流下する球は、途中で第９通路ＤＲｔ９へ流下されず、第６通路ＤＲｔ６の
終端に達することで、第１入賞口６４に入賞しやすくする（本実施形態では、第１入賞口
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６４に球をほぼ確実に入賞させる）ことができる。よって、第６通路ＤＲｔ６を球が流下
する際には、第１入賞口６４に球が入賞する確率を高める（確実に入賞させる）ために、
途中で第９通路ＤＲｔ９へ流下されず、第６通路ＤＲｔ６の終端に達することを遊技者に
期待させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１６８７】
　また、第６通路ＤＲｔ６の終端まで球が流下されれば、球の重量（重さ）が転動部材Ｄ
１７０に作用される時間を最大限確保して、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置へ変位（
回転）された（第６通路ＤＲｔ６へ球が入球されやすくされた）状態を維持しやすくでき
る。一方、第６通路ＤＲｔ６を流下する球が、途中で第９通路ＤＲｔ９へ流下されると、
球の重量（重さ）を転動部材Ｄ１７０へ作用させることができなくなり、一対の変位部材
Ｄ１８０が閉鎖位置へ変位（回転）される（第６通路ＤＲｔ６へ球が入球され難くなる）
。よって、第６通路ＤＲｔ６を球が流下する際には、一対の変位部材Ｄ１８０が開放位置
へ変位（回転）された状態を維持して、第３通路ＤＲｔ３から第６通路ＤＲｔ６へ球が振
り分けられやすくするために、途中で第９通路ＤＲｔ９へ流下されず、第６通路ＤＲｔ６
の終端に達することを遊技者に期待させることができ、この点からも遊技の興趣を高める
ことができる。
【１６８８】
　正面部材Ｄ６１１０は、正面部Ｄ１１１に開口形成される開口ＤＯＰ６ｏｕｔと、正面
部Ｄ１１１の背面から立設される板状の底面部Ｄ６１１２を備え、中間部材Ｄ６１４０は
、本体部Ｄ１４１の正面から立設される底面部Ｄ１４４と、本体部Ｄ１４１に開口形成さ
れる開口Ｄ６１４８と、を備える。
【１６８９】
　底面部Ｄ６１１２は、正面部Ｄ１１１の長手方向全域にわたって連続して形成され、底
面部Ｄ６１４４は、開口Ｄ１４１ｆを除く領域において、本体部Ｄ１４１の縁部に沿って
連続して形成され、底面部Ｄ６１１２の立設先端（矢印Ｂ方向側）と底面部Ｄ６１４４の
立設先端（矢印Ｆ方向側）とが全域にわたって当接される。これにより、下側フレームＤ
６０８６ｂの底面側からの針金等の異物の侵入が抑制される。
【１６９０】
　底面部Ｄ６１１２，Ｄ６１４４の一部（中間部材Ｄ６１４０における開口Ｄ６１４８の
下方に位置する部分）は、第９通路ＤＲｔ９の転動面を形成する。かかる転動面を形成す
る部分は、第１介設部材Ｄ１５０の底面との間に所定間隔（球の直径よりも大きな間隔）
を隔てて形成される。
【１６９１】
　また、底面部Ｄ６１１２，Ｄ６１４４における上述した転動面を形成する部分は、その
長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の略中央へ向けて下降傾斜して形成され、その鉛直方向にお
ける高さ位置が最も低い部分（長手方向の略中央となる部分）には、流出面Ｄ６１１２ａ
，Ｄ６１４４ａがそれぞれ凹設される。
【１６９２】
　流出面Ｄ６１１２ａ，Ｄ６１４４ａは、底面部Ｄ６１１２，Ｄ６１４４（転動面を形成
する部分）を案内される球を、流出口ＤＯＰ６ｏｕｔへ流出させるための部位であり、流
出口ＤＯＰ６ｏｕｔへ向けて下降傾斜する凹面として一体に形成される。即ち、開口ＤＯ
Ｐ６ｏｕｔは、流出面Ｄ６１１２ａ，Ｄ６１４４ａに対応する位置（球が流出可能な位置
）に開口形成される。
【１６９３】
　中間部材Ｄ６１４０の開口Ｄ６１４８は、転動部材Ｄ１７０（第６通路ＤＲｔ６）を転
動する球を第９通路ＤＲｔ９へ受け入れる開口（孔）として、本体部Ｄ１４１を板厚方向
（矢印Ｆ－Ｂ方向）に貫通して形成される。即ち、開口６１４８は、第６通路ＤＲｔ６を
区画する一対の側壁のうちの一方の側壁に開口形成され、開口６１４８を介して、第６通
路ＤＲｔ６の途中に第９通路ＤＲｔ９の上流端が接続される。
【１６９４】
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　開口Ｄ６１４８の転動部材Ｄ１７０の長手方向における寸法は、複数の球（本実施形態
では３球）が同時に通過可能な大きさに設定される。また、開口Ｄ６１４８の下縁は、球
の重量（重さ）により第２位置（最下方へ押し下げられた位置）に配置された転動部材Ｄ
１７０の上面よりも下方（矢印Ｕ方向側）となる位置に形成され（図１３０（ａ）参照）
、開口Ｄ６１４８の上縁は、球の重量（重さ）が作用されず初期位置（第１位置、最上方
に復帰した位置）に配置された転動部材Ｄ１７０の上面との間に球の直径よりも大きな間
隔を隔てる位置に形成される。よって、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）位置に関わらず
、球が開口Ｄ６１４８を通過可能とされる。
【１６９５】
　開口Ｄ６１４８の第６通路ＤＲｔ６における上流側（矢印Ｒ方向側、図１３０（ａ）右
側）に位置する側縁（以下「上流側側縁」と称す）は、正面視において、転動部材Ｄ１７
０の第６通路ＤＲｔ６における上流側（矢印Ｒ方向側、図１３０（ａ）右側）の縁部より
も下流側（矢印Ｌ方向側、図１３０（ａ）左側）に配設される。
【１６９６】
　本実施形態では、開口Ｄ６１４８の上流側側縁は、一対の変位部材Ｄ１８０の基部にお
ける対向空間と鉛直方向において重ならない位置（下流側となる位置）に配設される。即
ち、一対の変位部材Ｄ１８０のうちの第６通路ＤＲｔ６における下流側（矢印Ｌ方向側、
図１３０（ａ）左側）に位置する変位部材Ｄ１８０の基部（上流側に位置する変位部材Ｄ
１８０と対向する対向面）よりも所定距離（本実施形態では球の直径と略同等）だけ第６
通路ＤＲｔ６における下流側に位置する。
【１６９７】
　これにより、一対の変位部材Ｄ１８０の対向間に流入（入球）し、第６通路ＤＲｔ６に
落下した球が即座に開口Ｄ６１４８を介して第９通路ＤＲｔ９へ流入（入球）されること
を回避し、転動部材Ｄ１７０を球が転動する形態を形成できる。よって、球の重量（重さ
）を転動部材Ｄ１７０に作用させ、一対の変位部材Ｄ１８０を開放位置へ変位（回転）さ
せることができると共に、第６通路ＤＲｔ６の終端まで球が達するか否かを遊技者に着目
させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１６９８】
　また、本体部Ｄ１４１には、開口Ｄ６１４８の上流側側縁に対して、第６通路ＤＲｔ６
における上流側（矢印Ｒ方向側、図１３０（ｂ）右側）となる位置に突部Ｄ１４１ｇが突
設される。よって、一対の変位部材Ｄ１８０の対向間に流入（入球）し、第６通路ＤＲｔ
６に落下した球が転動部材Ｄ１７０をその長手方向に沿って転動する際には、突部Ｄ１４
１ｇの作用（当接）により球の転動を遅延させ（速度を低下させ）、転動部材Ｄ１７０を
転動する球を遊技者に把握させやすくできると共に、突部Ｄ１４１ｇの作用（当接）によ
り球を開口Ｄ６１４８と反対側（本体部Ｄ１３１側）へ移動させ、第６通路ＤＲｔ６の終
端まで球が達することを遊技者に期待させることができる。よって、遊技の興趣を高める
ことができる。
【１６９９】
　開口Ｄ６１４８の第６通路ＤＲｔ６における下流側（矢印Ｌ方向側、図１３０（ａ）左
側）に位置する側縁（以下「下流側側縁」と称す）は、正面視において、転動部材Ｄ１７
０の第６通路ＤＲｔ６における下流側（矢印Ｌ方向側、図１３０（ａ）左側）の縁部（軸
Ｄ１７１）よりも上流側（矢印Ｒ方向側、図１３０（ａ）右側）に配設される。
【１７００】
　本実施形態では、開口Ｄ６１４８の下流側側縁は、開口Ｄ１３１ｄと正面視において重
ならない位置（上流側となる位置）に配設される。即ち、開口Ｄ１３１ｄの第６通路ＤＲ
ｔ６における上流側（矢印Ｒ方向側、図１３０（ａ）右側）の側縁よりも所定距離（本実
施形態では球の直径と略同等）だけ第６通路ＤＲｔ６における上流側に位置する。
【１７０１】
　これにより、第６通路ＤＲｔ６の終端に球が達したにも関わらず、その球が開口Ｄ６１
４８を介して第９通路ＤＲｔ９へ流入（入球）されることを回避できる。よって、開口Ｄ
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６１４８の下流側側縁を球が通過すれば、第８通路ＤＲｔ８へ球を確実に流入（入球）さ
せられるとの安心感を遊技者に感じさせるとができる。これにより、球の行方を遊技者に
注視させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１７０２】
　但し、開口Ｄ６１４８の下流側側縁を、開口Ｄ１３１ｄと正面視において重なる位置（
開口Ｄ１３１ｄの下流側側縁と重なる位置または下流側となる位置）に配設しても良い。
この場合には、第６通路ＤＲｔ６の終端に球が達した後も、かかる球の流入（入球）先が
第８通路ＤＲｔ８又は第９通路ＤＲｔ９のいずれとなるのかを未確定とできる。これによ
り、球の行方を遊技者に注視させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１７０３】
　また、上述したように、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇは千鳥状に配置され、開口Ｄ６１
４８の上流側側縁よりも第６通路ＤＲｔ６における上流側には、突部Ｄ１３１ｆが本体部
Ｄ１３１から突設される。よって、第６通路ＤＲｔ６に落下した球が転動部材Ｄ１７０を
転動する際には、突部Ｄ１３１ｆの作用（当接）により球を開口Ｄ６１４８側（本体部Ｄ
１４１側）へ移動（転動方向を変化）させることができる。即ち、突部Ｄ１３１ｆの作用
を受けた球が、開口６１４８の上流側側縁よりも第６通路ＤＲｔ６における上流側（矢印
Ｒ方向側、図１３０（ａ）及び図１３０（ｂ）右側）に位置する本体部Ｄ１４１に衝突（
当接）し、開口Ｄ６１４８から離間する側へ球を跳ね返されるのか、或いは、開口Ｄ６１
４８を介して、第９通路ＤＲｔ９へ流入（入球）されるのかを遊技者に注視させ、遊技の
興趣を高めることができる。
【１７０４】
　更に、開口Ｄ６１４８の上流側側縁および下流側側縁の間には、正面視において重なる
位置に、本体部Ｄ１３１の複数の突部Ｄ１３１ｆが配設される（図１３０（ａ）参照）。
これにより、転動部材Ｄ１７０を転動する球に突部Ｄ１３１ｆを作用（当接）させ、球の
転動方向に変化（開口Ｄ６１４８側へ向く転動方向の成分）を付与することができる。こ
れにより、突部Ｄ１３１ｆとの当接により、開口Ｄ６１４８を介して、第９通路ＤＲｔ９
へ球が流入（入球）される可能性を形成して、遊技の興趣を高めることができる。
【１７０５】
　ここで、パチンコ機１０は、鉛直方向に対して、１～２度程度、傾斜させた姿勢（所謂
「寝かせ」が付与された姿勢、即ち、パチンコ機１０の底面に対して上面を背面側（矢印
Ｂ方向側）に位置させた姿勢）で設置される。この場合、本実施形態では、開口Ｄ６１４
８は、第６通路ＤＲｔ６を区画する壁部のうちの正面側（パチンコ機１０の正面側、矢印
Ｆ方向側）に位置する壁部（本体部Ｄ１４１）に開口形成される。
【１７０６】
　よって、転動部材Ｄ１７０をその長手方向に沿って球が転動する際には、パチンコ機１
０の「寝かせ」の分、本体部Ｄ１３１側を通過させやすくでき、その結果、球に突部Ｄ１
３１ｆを作用させやすくできる。一方で、転動部材Ｄ１７０の転動面（上面）は、パチン
コ機１０の「寝かせ」の分、本体部Ｄ１３１側から開口Ｄ６１４８側へ向けて上昇傾斜さ
れるため、突部Ｄ１３１ｆの作用を受けて開口Ｄ６１４８へ向けて移動された球を、転動
面（上面）の下降傾斜によって、本体部Ｄ１３１側へ移動させることができる。
【１７０７】
　これにより、球に突部Ｄ１３１ｆが比較的強く作用（当接）された場合には、球が、開
口Ｄ６１４８を介して、第９通路ＤＲｔ９へ流入（入球）される一方、球に突部Ｄ１３１
ｆが比較的弱く作用（当接）された場合には、開口Ｄ６１４８側へ向かった球を、転動面
（上面）の下降傾斜によって、本体部Ｄ１３１側へ戻すことができる。よって、突部Ｄ１
３１ｆの球への作用の態様（当接する際の球の速度や球の進入角度など）に応じて、球の
転動態様に変化を付与でき、遊技の興趣を高めることができる。
【１７０８】
　また、このように、パチンコ機１０の「寝かせ」を利用することで、下側フレームＤ６
０８６ｂの各部材を互いに直交する関係で構成できる。即ち、本体部Ｄ１３１と本体部Ｄ
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１４１とを平行に配置し、それら本体部Ｄ１３１，Ｄ１４１に対して、転動部材Ｄ１７０
の転動面（上面）を直交させる（即ち、軸Ｄ１７１を本体部Ｄ１３１，Ｄ１４１に直交し
た姿勢で軸支させる）構成とできる。よって、これら各部材の一部の部材のみを他の部材
に対して傾斜させた姿勢としたり、傾斜した姿勢で軸Ｄ１７１を軸支させたりする必要が
なく、その分、構造の簡素化をして、各部品の成型性や組み立て性の向上を図ることがで
きる。その結果、製品コストの低減を図ることができる。
【１７０９】
　次いで、図１３１を参照して、第１４実施形態について説明する。なお、上述した各実
施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【１７１０】
　図１３１（ａ）から図１３１（ｃ）は、第１４実施形態における下側フレームＤ７０８
６ｂの部分拡大背面図であり、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）と第２位置との
間で変位（回転）され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置と開放位置との間で変位（回転）さ
れる際の遷移状態が図示される。
【１７１１】
　なお、図１３１（ａ）から図１３１（ｃ）では、迂回部材Ｄ２００が取り外された状態
が図示される。また、図１２６（ａ）は、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配
置され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態に（図１１９参照）、図１３１（
ｃ）は、転動部材Ｄ１７０が第２位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置さ
れた状態に（図１２１参照）、それぞれ対応する。図１３１（ｂ）は、転動部材Ｄ１７０
が初期位置（第１位置）から第２位置（又は第２位置から初期位置（第１位置））へ向け
て変位（回転）され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置（又は開放位置から閉鎖
位置）へ向けて変位（回転）される際の変位途中の状態（図１２０参照）に対応する。
【１７１２】
　図１３１（ａ）から図１３１（ｃ）に示すように、第１４実施形態における伝達部材Ｄ
７１９０は、本体部Ｄ１９４の外縁に配設され、その本体部Ｄ１９４の外縁から軸Ｄ１９
１の軸方向と直交する方向へ延設される表示部Ｄ７１９７を備える。詳細には、表示部Ｄ
７１９７は、軸Ｄ１９１と反対側の端部となる本体部Ｄ１９４の長手方向端部から上方（
矢印Ｕ方向）へ向けて延設される。
【１７１３】
　ここで、背面部材Ｄ１３０の側壁部Ｄ１３２の上縁（矢印Ｕ方向側の縁部）と、中間部
材Ｄ１４０の側壁部Ｄ１４２の上縁（矢印Ｕ方向側の縁部）とは、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ
方向）における位置（高さ位置）が略同一とされる。
【１７１４】
　図１３１（ａ）に示すように、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）に配置され、
変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態（図１１９参照）では、伝達部材Ｄ７１９
０の変位（回転）に伴い、本体部Ｄ１９４の長手方向端部（軸Ｄ１９１と反対側の端部）
が最も上方（矢印Ｕ方向側）に配置される。これにより、背面部材Ｄ１３０の側壁部Ｄ１
３２の上縁（矢印Ｕ方向側の縁部）よりも上方に表示部Ｄ７１９７の延設先端側（一部）
が突出（配置）され、その突出した部分が遊技者から視認可能とされる。
【１７１５】
　一方、図１３１（ｃ）に示すように、転動部材Ｄ１７０が第２位置に配置され、変位部
材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態（図１２１参照）では、伝達部材Ｄ７１９０の変
位（回転）に伴い、本体部Ｄ１９４の長手方向端部（軸Ｄ１９１と反対側の端部）が最も
下方（矢印Ｄ方向側）に配置される。これにより、背面部材Ｄ１３０の側壁部Ｄ１３２の
上縁（矢印Ｕ方向側の縁部）よりも下方に表示部Ｄ７１９７の全体が没入（配置）される
（表示部Ｄ７１９７の全体が側壁部Ｄ１３２の背面側に配置される）。よって、表示部Ｄ
７１９７を遊技者が直接視認することが不能とされる。なお、中間部材Ｄ１４０及び背面
部材Ｄ１３０を通して表示部Ｄ７１９７を透視することは可能とされる。
【１７１６】
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　このように、背面部材Ｄ１３０（側壁部Ｄ１３２）の上縁（矢印Ｕ方向側の縁部）から
表示部Ｄ７１９７の延設先端側（一部）が突出する突出量（突出寸法）は、図１３１（ａ
）に示すように、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態（図１１９参照）におい
て最大とされる。図１３１（ｂ）に示すように、転動部材Ｄ１７０に球の重量が作用され
、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置から開放位置へ向けて変位されるに従って、上述した突出
量（遊技者から視認可能な部分の大きさ）が徐々に減少され、変位部材Ｄ１８０が開放に
配置された状態（図１２１参照）において最小（非突出とされ遊技者から視認不能）とさ
れる。
【１７１７】
　よって、遊技者は、背面部材Ｄ１３０（側壁部Ｄ１３２）の上縁（矢印Ｕ方向側の縁部
）よりも上方に表示部Ｄ７１９７の延設先端側（一部）が突出しているか否かを視認する
ことで、変位部材Ｄ１８０の変位状態（開放位置または閉鎖位置のいずれにあるか）を把
握することができる。更に、その突出量（突出寸法）を視認することで、変位部材Ｄ１８
０の変位状態（開放位置から閉鎖位置までの間のいずれの位置にあるか）を把握すること
ができる。
【１７１８】
　次いで、図１３２から図１３４を参照して、第１５実施形態における下側フレームＤ８
０８６ｂについて説明する。
【１７１９】
　第１３実施形態では、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）位置に関わらず、転動部材Ｄ１
７０側への突部Ｄ１３１ｆの突設量（突設寸法）が一定とされる場合を説明したが、第１
５実施形態の突部Ｄ１３１ｆは、転動部材Ｄ１７０の変位（回転）位置に応じて、転動部
材Ｄ８１７０側への突設量（突設寸法）が変化（増減）される。なお、上述した各実施形
態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【１７２０】
　ここで、第１５実施形態における下側フレームＤ８０８６ｂは、突部Ｄ１３１ｆが第２
突部Ｄ１３１ｆａを備える点、及び、転動部材Ｄ８１７０の錘部Ｄ８１７４の重量が異な
る点を除き、他の構成（例えば、形状や配設数）は第１３実施形態のＤ６０８６ｂの構成
とされる。よって、第２突部Ｄ１３１ｆａ及び転動部材Ｄ６０８７を除く他の構成につい
ての説明は省略する。
【１７２１】
　図１３２（ａ）及び図１３２（ｂ）は、第１５実施形態における下側フレームＤ８０８
６ｂの部分拡大断面図であり、図１１５のＣＸＩＸａ－ＣＸＩＸａ線における断面に対応
する。なお、図１３２（ａ）では、転動部材Ｄ８１７０が初期位置（第１位置）に配置さ
れ、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態（図１１９参照）が、図１３２（ｂ）
では、転動部材Ｄ８１７０が第２位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置さ
れた状態（図１２１参照）が、それぞれ図示される。
【１７２２】
　図１３３（ａ）は、図１３２（ａ）のＣＸＸＸＩＩＩａ－ＣＸＸＸＩＩＩａ線における
下側フレームＤ８０８６ｂの部分拡大断面図であり、図１３３（ｂ）は、図１３２（ｂ）
のＣＸＸＸＩＩＩｂ－ＣＸＸＸＩＩＩｂ線における下側フレームＤ８０８６ｂの部分拡大
断面図である。図１３４は、下側フレームＤ８０８６ｂの部分拡大断面図であり、図１１
９のＣＸＸＩＩｃ－ＣＸＸＩＩｃ線における断面に対応する。
【１７２３】
　図１３２から図１３４に示すように、背面部材Ｄ８１３０に配設される複数（本実施形
態では５本）の突部Ｄ１３１ｆには、所定（本実施形態では２本）の突部Ｄ１３１ｆから
転動部材Ｄ８１７０へ向けて第２突部Ｄ１３１ｆａが突設される。なお、本実施形態では
、第２突部Ｄ１３１ｆａが突設される（所定の）突部Ｄ１３１ｆは、正面視において中間
部材Ｄ１４０の開口Ｄ６１４８と重なる３本の突部Ｄ１３１ｆのうちの下流側（矢印Ｌ方
向側）に位置する２本の突部Ｄ１３１ｆとされる。
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【１７２４】
　転動部材Ｄ８１７０の本体部Ｄ１７２には、背面部材Ｄ８１３０と対向する側の側面（
縁部）に、上面視において突部Ｄ１３１ｆの突設方向（突部Ｄ１３１ｆを受け入れる方向
）へ凹設される凹部が形成される（図１３４参照）。凹部は、転動部材Ｄ８１７０の本体
部Ｄ１７２の長手方向に沿って所定間隔（本実施形態では略等間隔）を隔てつつ複数箇所
（本実施形態では４箇所）に配設される。即ち、凹部は、突部Ｄ１３１ｆに対向する位置
にそれぞれ形成（凹設）される。
【１７２５】
　なお、本実施形態では、凹部の上面視形状は、円弧状に湾曲した形状とされる。但し、
矩形形状であっても良い。即ち、転動部材Ｄ８１７０が変位（回転）される際に、第２突
部Ｄ１３１ｆａと干渉しない大きさであれば、その形状は限定されない。
【１７２６】
　第２突部Ｄ１３１ｆａは、突部Ｄ１３１ｆの正面（矢印Ｆ方向側の面）から上述した転
動部材Ｄ８１７０（本体部Ｄ１７２）の凹部へ向けて突設され、その第２突部Ｄ１３１ｆ
ａの突設先端側（一部）が、上面視において（図１３４参照）、上述した転動部材Ｄ８１
７０（本体部Ｄ１７２）の凹部に受け入れられる（凹部の内部空間に位置される）。即ち
、上面視において、転動部材Ｄ８１７０（本体部Ｄ１７２）の上面（転動面）の一部が第
２突部Ｄ１３１ｆａにより形成される。
【１７２７】
　なお、第２突部Ｄ１３１ｆａの突設先端は、断面円弧状に湾曲して形成される。但し、
第２突部Ｄ１３１ｆａの断面形状を略矩形状としても良い。また、第２突部Ｄ１３１ｆａ
の突設方向は、突部Ｄ１３１ｆの突設方向と同方向とされる。但し、第２突部Ｄ１３１ｆ
ａの突設方向を、突部Ｄ１３１ｆの突設方向と異なる方向（傾斜する方向）としても良い
。
【１７２８】
　第２突部Ｄ１３１ｆａの高さ位置（矢印Ｕ－Ｄ方向位置）は、転動部材Ｄ８１７０が初
期位置（第１位置）に配置された状態では、第２突部Ｄ１３１ｆａの上面（矢印Ｕ方向側
の面）が、転動部材Ｄ８１７０の本体部Ｄ１７２の上面（球の転動面）と略同一または若
干低い位置となり（図１３３（ａ）参照）、転動部材Ｄ８１７０が第２位置に配置された
状態では、第２突部Ｄ１３１ｆａの上面（矢印Ｕ方向側の面）が、転動部材Ｄ８１７０の
本体部Ｄ１７２の上面（球の転動面）よりも高い位置となる（図１３３（ｂ）参照）よう
に設定される。
【１７２９】
　即ち、転動部材Ｄ８１７０が初期位置（第１位置）に配置された状態では、第２突部Ｄ
１３１ｆａの側面（第６通路ＤＲｔ６の上流側を向く面、図１３２（ａ）及び図１３２（
ｂ）右側の面）が本体部Ｄ１７２の上面（球の転動面）よりも低い位置（矢印Ｄ方向側）
に配置され、第６通路ＤＲｔ６を通過する（本体部Ｄ１７２の上面を転動する）球に第２
突部Ｄ１３１ｆａの側面を当接させない（作用させない）ようにできる。
【１７３０】
　一方、転動部材Ｄ８１７０が初期位置（第１位置）から第２位置へ向けて所定量だけ変
位（回転）された状態では、第２突部Ｄ１３１ｆａの側面（第６通路ＤＲｔ６の上流側を
向く面、図１３２（ａ）及び図１３２（ｂ）右側の面）の少なくとも一部が本体部Ｄ１７
２の上面（球の転動面）よりも高い位置（矢印Ｕ方向側）に配置され、第６通路ＤＲｔ６
を通過する（本体部Ｄ１７２の上面を転動する）球に第２突部Ｄ１３１ｆａの側面を当接
させる（作用させる）ことができる。
【１７３１】
　なお、転動部材Ｄ８１７０が第２位置に配置された状態では、本体部Ｄ１７２の上面（
球の転動面）よりも高い位置（矢印Ｕ方向側）に配置される第２突部Ｄ１３１ｆａの側面
の面積が最大とされる。よって、この場合には、転動面をバウンドしながら球が転動（第
６通路ＤＲｔ６を移動）する場合であっても、かかる球に第２突部Ｄ１３１ｆａの側面を
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当接（作用）させやすくできる。
【１７３２】
　第２突部Ｄ１３１ｆａは、転動部材Ｄ８１７０（本体部Ｄ１７２）を挟んで、開口Ｄ６
１４８と反対側に形成される。即ち、第２突部Ｄ１３１ｆａは、開口Ｄ６１４８へ向けて
突設される。本体部Ｄ１７２の上面（転動面）を転動する球が、第２突部Ｄ１３１ｆａか
ら作用を受けると（第２突部Ｄ１３１ｆａに当接されると）、その作用（当接）の反動で
開口Ｄ６１４８（第９通路ＤＲｔ９）へ転動され、かかる開口Ｄ６１４８（第９通路ＤＲ
ｔ９）へ流入（入球）され易くなる。即ち、球が第６通路ＤＲｔ６の終端に到達し難くな
る。
【１７３３】
　転動部材Ｄ８１７０（本体部Ｄ１７２）に球の重量が作用されていない無負荷状態（本
体部Ｄ１７２上を球が転動していない状態）では、上述したように、転動部材Ｄ８１７０
全体としての重心位置が、軸Ｄ１７１よりも錘部Ｄ８１７４側に位置（偏心）され、転動
部材Ｄ８１７０が初期位置（第１位置）に維持（又は復帰）される。一方、転動部材Ｄ８
１７０の本体部Ｄ１７２上を球が転動し、その球を含む転動部材Ｄ８１７０全体としての
重心位置が本体部Ｄ１７２側（軸Ｄ１７１を挟んで錘部Ｄ８１７４と反対側）に位置（偏
心）される状態では、本体部Ｄ１７２が下方（矢印Ｄ方向）へ変位（下降）される（第２
位置に配置される）。
【１７３４】
　この場合、本実施形態では、本体部Ｄ１７２の位置ＤＰ（図１３２参照）に１球の球が
位置する状態（１球の球の重量が位置ＤＰに作用する状態）において、その球を含む転動
部材Ｄ８１７０全体としての重心位置が軸Ｄ１７１上に位置するように、錘部Ｄ８１７４
の重量が設定される。
【１７３５】
　即ち、球が非転動とされる静的な状態を仮定すると、本体部Ｄ１７２の位置ＤＰよりも
上流側（軸Ｄ１７１と反対側）に１球の球が位置する（１球の球の重量が位置ＤＰに作用
する）状態では、転動部材Ｄ８１７０は第２位置へ向かう方向へ変位（回転）され、本体
部Ｄ１７２の位置ＤＰ上に１球の球が位置する（球の重量が作用する）状態では、転動部
材Ｄ８１７０は軸Ｄ１７１を中心として釣り合い（即ち、転動部材Ｄ８１７０を変位（回
転）させる力が非形成とされ）、本体部Ｄ１７２の位置ＤＰよりも下流側（軸Ｄ１７１側
）に１球の球が位置する（１球の球の重量が位置ＤＰに作用する）状態では、転動部材Ｄ
８１７０は第１位置へ向かう方向へ変位（回転）される。
【１７３６】
　このように構成される転動部材Ｄ８１７０によれば、第３通路ＤＲｔ３から１球の球が
初期位置（第１位置）にある転動部材Ｄ８１７０（本体部Ｄ１７２）の上面（転動面）に
流下されると、その球の重量（及び落下の勢い）により、本体部Ｄ１７２が下方（矢印Ｄ
方向）へ変位され、転動部材Ｄ８１７０が第２位置に配置される。
【１７３７】
　かかる球が本体部Ｄ１７２の上面を下流側（位置ＤＰ）へ向かって転動されると、球を
含む転動部材Ｄ８１７０全体としての重心位置が軸Ｄ１７１へ徐々に近接されることで、
本体部Ｄ１７２が上方（矢印Ｕ方向）へ徐々に変位（回転）され、転動部材Ｄ８１７０が
第２位置から第１位置へ向けて変位（回転）される。
【１７３８】
　本体部Ｄ１７２の上面を転動する球が位置ＤＰに達すると、それまでの転動部材Ｄ８１
７０の変位（回転）に伴う慣性力の影響により、転動部材Ｄ８１７０の第１位置へ向かう
方向への変位（回転）が継続され、球が位置ＤＰを越えると、球を含む転動部材Ｄ８１７
０全体としての重心位置が錘部Ｄ８１７４側に偏心されることで、転動部材Ｄ８１７０の
第１位置へ向かう方向への変位（回転）が加速される。
【１７３９】
　本実施形態では、本体部Ｄ１７２の上面を転動する球が、位置ＤＰを越えた後、上流側
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（矢印Ｒ方向側）に位置する第２突部Ｄ１３１ｆａに達する前に、転動部材Ｄ８１７０が
第２位置に配置される。即ち、１球の球のみが第６通路ＤＲｔ６に流下（入球）された場
合には、本体部Ｄ１７２の上面を転動する球に第２突部Ｄ１３１ｆａは作用（当接）され
ない。
【１７４０】
　但し、球の第３通路ＤＲｔ３からの流下位置や流下方向、流下途中での変位部材Ｄ１８
０との衝突などの要素に起因して、下流側へ向かる球の速度（転動速度）が平均的な速度
よりも速い場合には、転動部材Ｄ８１７０が第２位置に配置される前に、本体部Ｄ１７２
の上面を転動する球が上流側（又は下流側）の第２突部Ｄ１３１ｆａに到達して、球が第
２突部Ｄ１３１ｆａから作用を受けることもある。即ち、１球のみの球が転動する場合で
あっても、第２突部Ｄ１３１ｆａの作用を球に付与できる場合を形成でき、上述した要素
の影響を遊技者に着目させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１７４１】
　なお、本実施形態では、上流側（矢印Ｒ方向側）に位置する第２突部Ｄ１３１ｆａと位
置ＤＰとの間の距離は、球の直径の略２倍に設定される。但し、かかる距離は、任意に設
定可能である。１球の球のみが転動される場合には、上述した距離を短くすることで、第
２突部Ｄ１３１ｆａの作用を球に付与しやすくできる一方、上述した距離を長くすること
で、第２突部Ｄ１３１ｆａの作用を球に付与し難くできる。
【１７４２】
　ここで、本実施形態では、本体部Ｄ１７２上に２球の球が位置する状態（２球の球の重
量が作用する状態）では、それら２球の球のそれぞれの位置に関わらず（例えば、２球と
も位置ＤＰよりも下流側（軸Ｄ１７１と位置ＤＰとの間）に位置していたとしても）、そ
れらの球を含む転動部材Ｄ８１７０全体としての重心位置が軸Ｄ１７１よりも本体部Ｄ１
７２側に偏心するように、錘部Ｄ８１７４の重量が設定される。
【１７４３】
　よって、例えば、１球の球のみが本体部Ｄ１７２上を転動し、その球の転動位置が位置
ＤＰを越えたことで、転動部材Ｄ８１７０が初期位置（第１位置）に配置された状態（即
ち、球に第２突部Ｄ１３１ｆａが作用（当接）されず、第６通路ＤＲｔ６の終端への球の
到達が期待される状態）であっても、他の球が第３通路ＤＲｔ３から第６通路ＤＲｔ６へ
流入（入球）される（転動部材Ｄ８１７０（本体部Ｄ１７２）の上面に２球の球が位置す
る状態とされる）と、転動部材Ｄ８１７０が第２位置に配置され（又は、少なくとも第２
位置へ向けて変位（回転）され）、球に第２突部Ｄ１３１ｆａが作用（当接）可能な状態
（第９通路ＤＲｔ９へ球が流入（入球）され易い状態）を形成できる。
【１７４４】
　このように、本実施形態では、第６通路ＤＲｔ６に流入（入球）した球（転動部材Ｄ８
１７０（本体部Ｄ１７２）を転動する球）が１球のみであれば、球に第２突部Ｄ１３１ｆ
ａが作用（当接）し難くして、第６通路ＤＲｔ６の終端に球を到達させ易くできる（第１
入賞口６４へ入賞させることができる）一方、第１の球が転動されている状態で、更に第
２の球が第６通路ＤＲｔ６へ流下（入球）されると、第１の球に第２突部Ｄ１３１ｆａを
作用（当接）させ、第６通路ＤＲｔ６の終端に第１の球を到達させ難くすることができる
。
【１７４５】
　即ち、第６通路ＤＲｔ６の終端に達した球は、第８通路ＤＲｔ８を介して、第１入賞口
６４（図１１０参照）に入賞されるため、遊技者は、転動部材Ｄ８１７０上に球が存在し
ない状態では、第３通路ＤＲｔ３から第６通路ＤＲｔ６への球の流入（入球）を期待する
。一方で、第１の球が第６通路ＤＲｔ６に流入（入球）した後は、その第１の球に第２突
部Ｄ１３１ｆａが作用（当接）しないように、逆に、次の球（第２の球）が第６通路ＤＲ
ｔ６に更に流入（入球）しないことを期待する。このように、常に第６通路ＤＲｔ６への
流入（入球）を期待させるのではなく、第６通路ＤＲｔ６への球の入球数に応じて期待す
る状況を変化させて、遊技の興趣を向上できる。



(209) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

【１７４６】
　特に、本実施形態では、上述したように、第１の球が位置ＤＰへ近づくに従い、転動部
材Ｄ８１７０が第２位置から第１位置へ向けて変位（回転）され、変位部材Ｄ１８０が開
放位置から閉鎖位置へ徐々に変位（回転）される。第１の球が位置ＤＰを越えると、転動
部材Ｄ８１７０が第１位置に配置され、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置される。
【１７４７】
　即ち、第１の球が第２突部Ｄ１３１ｆａに近づくに従い、変位部材Ｄ１８０を徐々に閉
鎖位置へ向けて変位（回転）させ、第２の球が第３通路ＤＲｔ３から第６通路ＤＲｔ６へ
流入（入球）し難くできる。よって、第１の球が第６通路ＤＲｔ６の終端に達することの
遊技者の期待度を高めることができる。
【１７４８】
　次いで、図１３５から図１４７を参照して、第１６実施形態におけるセンターフレーム
Ｅ８６について説明する。
【１７４９】
　図１３５は、第１６実施形態における遊技盤Ｅ１３の正面図である。図１３５に示すよ
うに、センターフレームＥ８６は、ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）に嵌合可能な
形状で構成され、タッピングネジ等によりベース板６０に締結固定される部材であり、上
側フレームＥ８６ａと下側フレームＥ８６ｂとを備える。
【１７５０】
　上側フレームＥ８６ａは、ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）における上側（図１
３５上側）及び左右（図１３５左側及び右側）の内縁に沿って配設され、下側フレームＥ
８６ｂは、ベース板６０の窓部６０ａにおける下側（図１３５下側）の内縁に沿って配設
される。これら上側フレームＥ８６ａ及び下側フレームＥ８６ｂに取り囲まれた領域を介
して第３図柄表示装置８１が視認可能とされる。
【１７５１】
　なお、上側フレームＥ８６ａは、第１実施形態におけるセンターフレーム８６の一部（
ベース板６０の窓部６０ａ（図７参照）における下側（図１３５下側）の内縁に沿って配
設される部分、即ち、下側フレームＥ８６ｂが配設される部分）を省略した構成とされ、
その省略された部分を除く他の部分は、第１実施形態におけるセンターフレーム８６と同
一の構成とされる。
【１７５２】
　次いで、図１３６から図１３７を参照して下側フレームＥ８６ｂについて説明する。図
１３６は、下側フレームＥ８６ｂの正面斜視図であり、図１３７は、下側フレームＥ８６
ｂの背面斜視図である。なお、図１３６及び図１３７では、ベース板６０の一部のみが部
分的に図示されると共に、ベース板６０に下側フレームＥ８６ｂを締結固定するタッピン
グネジの図示が省略される。また、図１３８から図１５６についても同様である。
【１７５３】
　図１３６及び図１３７に示すように、下側フレームＥ８６ｂには、球を受け入れ可能な
開口として形成される一対の受入口ＥＯＰｉｎと、その一対の受入口ＥＯＰｉｎに連通さ
れる一対の第１通路ＥＲｔ１と、その一対の第１通路ＥＲｔ１を案内された球が流下され
る一対の第２通路ＥＲｔ２と、その一対の第２通路ＥＲｔ２を案内された球が流下される
一対の第３通路ＥＲｔ３と、その一対の第３通路ＥＲｔ３に案内された球が後述する振分
通路Ｅ１５０に形成される突起部Ｅ１５１により振り分けられて流下される第４通路ＥＲ
ｔ４、第５通路ＥＲｔ５及び第６通路ＥＲｔ６と、第５通路ＥＲｔ５若しくは第６通路Ｅ
Ｒｔ６を案内された球が第４通路ＥＲｔ４へ案内される第７通路ＥＲｔ７と、第４通路Ｅ
Ｒｔ４を案内された球が遊技領域へ流出するための開口として形成される流出口ＥＯＰｏ
ｕｔとが形成される。
【１７５４】
　なお、一対の受入口ＥＯＰｉｎ、第１通路ＥＲｔ１、第２通路ＥＲｔ２及び第３通路Ｅ
Ｒｔ３は、遊技盤Ｅ１３の幅方向（図１３５左右方向）における中心に対し線（面）対称
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（図１３５左右対称）にそれぞれ形成される。
【１７５５】
　また、上側フレームＥ８６ａには、一対の上側フレーム通路ＥＲｔ０が配設される（図
１３５参照）。上側フレーム通路ＥＲｔ０は、遊技領域を流下する球を案内する通路であ
り、その上側フレーム通路ＥＲｔ０の下流端に下側フレームＥ８６ｂの受入口ＥＯＰｉｎ
が連通される。
【１７５６】
　即ち、遊技領域から上側フレーム通路ＥＲｔ０に流入（入球）した球は、受入口ＥＯＰ
ｉｎを介して、上側フレーム通路ＥＲｔ０から下側フレームＥ８６ｂの第１通路ＥＲｔ１
へ流入（入球）される。
【１７５７】
　下側フレームＥ８６ｂには、駆動モータＥ１９１により動作する振分通路Ｅ１５０が配
設されており、球は、振分通路Ｅ１５０に形成される突起部Ｅ１５１に当接することによ
りその流下方向が変更（変化）され、第３通路ＥＲｔ３から第４通路ＥＲｔ４、第５通路
ＥＲｔ５若しくは第６通路ＥＲｔ６のいずれかに振り分けられる。
【１７５８】
　ここで、第４通路ＥＲｔ４の出口（遊技領域へ球を流出させる開口）である流出口ＥＯ
Ｐｏｕｔは、第１入賞口６４（図１３５参照）の鉛直方向上方となる位置に形成（配置）
される。そのため、第４通路ＥＲｔ４へ振り分けられた球は、第１入賞口６４へ入賞し易
い（第１入賞口６４へ入賞する確率が高い）。
【１７５９】
　また、第７通路ＥＲｔ７へ振り分けられた球は、第４通路ＥＲｔ４へ案内されるため、
第１入賞口６４へ入賞し易い。
【１７６０】
　また、第６通路ＥＲｔ６には、その第６通路ＥＲｔ６を案内される球を第７通路ＥＲｔ
７へ案内するために背面側（矢印Ｂ方向側）へ向けて下降傾斜して形成される凹面として
第７通路ＥＲｔ７の正面側（矢印Ｆ方向側）に第１流出面Ｅ１４１ａが形成（配置）され
る。そのため、第６通路ＥＲｔ６の第１流出面Ｅ１４１ａに案内される球は、第１入賞口
６４へ入賞し易い。
【１７６１】
　一方、第５通路ＥＲｔ５は、第６通路ＥＲｔ６側（矢印Ｆ方向側）へ向けて下降傾斜し
て形成され、第５通路ＥＲｔ５と第７通路ＥＲｔ７との境界の背面側（矢印Ｂ方向側）に
は一対の立て壁部Ｅ１３５ｃがそれぞれ配設される。従って、第５通路ＥＲｔ５へ振り分
けられた球は、第７通路ＥＲｔ７よりも第６通路ＥＲｔ６へ案内され易い。
【１７６２】
　第６通路ＥＲｔ６には、第１流出面Ｅ１４１ａに対して遊技盤Ｅ１３の幅方向（図１３
５左右方向）に位置を異ならせた２箇所に、正面側（矢印Ｆ方向側、遊技領域側）へ向け
て下降傾斜して形成される凹面として第２流出面Ｅ１４１ｂが形成（配置）される。
【１７６３】
　なお、第６通路ＥＲｔ６には、起伏が形成され、起伏の底部に第２流出面Ｅ１４１ｂが
形成され、起伏の頂部に第１流出面Ｅ１４１ａが形成される。従って、第６通路ＥＲｔ６
へ振り分けられた球は、第１流出面Ｅ１４１ａから第７通路ＥＲｔ７へ送球されるよりも
第２流出面Ｅ１４１ｂから遊技領域へ流出され易い。
【１７６４】
　即ち、第３通路ＥＲｔ３から第５通路ＥＲｔ５もしくは第６通路ＥＲｔ６へ振り分けら
れた球は、遊技領域へ流出する確率が高く、結果として、第１入賞口６４へ入賞し難い（
上述した第３通路ＥＲｔ３から第４通路ＥＲｔ４へ振り分けられた球よりも第１入賞口６
４へ入賞する確率が低い）。
【１７６５】
　このように、本実施形態における下側フレームＥ８６ｂは、球が振分通路Ｅ１５０に形
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成される突起部Ｅ１５１に当接することにより第４通路ＥＲｔ４から第６通路ＥＲｔ６の
いずれかに振り分けられた場合に、第３通路ＥＲｔ３から第４通路ＥＲｔ４へ振り分けら
れた球は第１入賞口６４（図１３５参照）への入賞が容易となる（本実施形態では、第１
入賞口６４に球をほぼ確実に入賞させる）一方、第３通路ＥＲｔ３から第５通路ＥＲｔ５
若しくは第６通路ＥＲｔ６へ振り分けられた球は、第７通路ＥＲｔ７（および第７通路Ｅ
Ｒｔ７の下流に形成される第４通路ＥＲｔ４）を移動して第１入賞口６４へ入賞すること
が困難となる。よって、第１入賞口６４に球が入賞する確率を高める（確実に入賞させる
）ために、第３通路ＥＲｔ３を案内される球が第４通路ＥＲｔ４に振り分けられることを
遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１７６６】
　次いで、図１３６から図１３７に加え、図１３８から図１４３を参照して、下側フレー
ムＥ８６ｂの詳細構成について説明する。
【１７６７】
　図１３８は、下側フレームＥ８６ｂの分解正面斜視図であり、図１３９は、下側フレー
ムＥ８６ｂの分解背面斜視図である。図１４０は、下側フレームＥ８６ｂの上面図であり
、図１４１は、下側フレームＥ８６ｂの正面図であり、図１４２は、下側フレームＥ８６
ｂの背面図である。図１４３（ａ）は、図１４１の矢印ＣＸＬＩＩＩａ方向視における下
側フレームＥ８６ｂの側面図であり、図１４３（ｂ）は、図１４１の矢印ＣＸＬＩＩＩｂ
方向視における下側フレームＥ８６ｂの側面図であり、図１４３（ｃ）は、図１４１のＣ
ＸＬＩＩＩｃ－ＣＸＬＩＩＩｃ線における下側フレームＥ８６ｂの断面図である。
【１７６８】
　図１３６から図１４３に示すように、下側フレームＥ８６ｂは、正面部材Ｅ１１０と、
その正面部材Ｅ１１０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に配設される誘導部材Ｅ１２０
と、正面部材Ｅ１１０の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設されるベース部材Ｅ１３０と、正
面部材Ｅ１１０及びベース部材Ｅ１３０の対向間に介設される介設部材Ｅ１４０と、ベー
ス部材Ｅ１３０に配設される振分通路Ｅ１５０、中央通路Ｅ１６０及び一対の流路調整ブ
ロックＥ１７０と、ベース部材Ｅ１３０の下面側（矢印Ｄ方向側）に所定の間隔を隔てて
配設されるカバー部材Ｅ１８０と、そのカバー部材Ｅ１８０の内側に配設される駆動手段
Ｅ１９０と、を備える。
【１７６９】
　駆動手段Ｅ１９０は、カバー部材Ｅ１８０に往復動可能に配設される。また、振分通路
Ｅ１５０が駆動手段Ｅ１９０に係合されることで、振分通路Ｅ１５０は、ベース部材Ｅ１
３０に往復動可能に配設される。
【１７７０】
　中央通路Ｅ１６０、流路調整ブロックＥ１７０及びカバー部材Ｅ１８０は、タッピング
ネジによりベース部材Ｅ１３０にそれぞれ締結固定され、誘導部材Ｅ１２０及びベース部
材Ｅ１３０は、タッピングネジにより正面部材Ｅ１１０にそれぞれ締結固定される。
【１７７１】
　介設部材Ｅ１４０は、正面部材Ｅ１１０とベース部材Ｅ１３０とに挟持される。これら
により、下側フレームＥ８６ｂは、一つ（単体）のユニットとして構成される（図１３６
参照）。
【１７７２】
　また、下側フレームＥ８６ｂは、振分通路Ｅ１５０及び駆動手段Ｅ１９０を除く他の部
材が光透過性（即ち、背面側の部材や球を透視可能な透明）の樹脂材料から構成され、振
分通路Ｅ１５０及び駆動手段Ｅ１９０が有色の樹脂材料から構成される。よって、第１通
路ＥＲｔ１から第７通路ＥＲｔ７を移動する球を遊技者に視認させると共に、振分通路Ｅ
１５０の往復動を遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１７７３】
　なお、振分通路Ｅ１５０及び駆動手段Ｅ１９０は、光透過性（透明又は有色）の樹脂材
料から構成され、その正面に塗装を施したもの、或いは、シールを添付したものであって
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も良い。
【１７７４】
　また、一方で、下側フレームＥ８６ｂは、駆動手段Ｅ１９０の正面側（矢印Ｆ方向側）
に位置する部材が光非透過性の樹脂材料から構成される（或いは、塗装が施されたりシー
ルが添付される）ことで、駆動手段Ｅ１９０が正面側から遊技者に視認不能となるように
構成されていても良い。
【１７７５】
　正面部材Ｅ１１０は、正面を形成する板状の正面板Ｅ１１１と、その正面板Ｅ１１１の
背面から立設される板状の底面部Ｅ１１２とを備える。
【１７７６】
　正面板Ｅ１１１は、その長手方向両端に鉛直方向に延設される一対の鉛直部と、それら
鉛直部どうしを連結し、長手方向両端から中央へ向けて鉛直方向下方に傾斜される傾斜部
とから形成される。
【１７７７】
　正面板Ｅ１１１には、その正面板Ｅ１１１の外縁に沿って複数の挿通孔Ｅ１１１ａが板
厚方向に穿設される。下側フレームＥ８６ｂは、組み立てた状態（ユニット化された状態
）で、ベース板６０の正面から窓部６０ａに嵌め込まれ、挿通孔Ｅ１１１ａに挿通したタ
ッピングネジがベース板６０に締結されることで、ベース板６０に固定（配設）される。
【１７７８】
　正面板Ｅ１１１には、受入口ＥＯＰｉｎが開口形成（板厚方向に穿設）される。受入口
ＥＯＰｉｎは、上述したように、上側フレーム通路ＥＲｔ０に流入（入球）した球を受け
入れる開口である（図１３５参照）。
【１７７９】
　正面板Ｅ１１１には、第１入賞口６４（図１３５参照）の鉛直方向上方となる位置に流
出口ＥＯＰｏｕｔが開口形成（板厚方向に穿設）される。流出口ＥＯＰｏｕｔは、正面視
円状であり、球の外形よりもやや大きく形成される。流出口ＥＯＰｏｕｔは、上述したよ
うに、第４通路ＥＲｔ４を案内された球が遊技領域へ流出される際の出口となる開口であ
る。
【１７８０】
　正面板Ｅ１１１には、上述したように、第１流出面Ｅ１４１ａの正面側（矢印Ｆ方向側
）に張出し部Ｅ１１１ｂが突設される。また、第２流出面Ｅ１４１ｂの正面側（矢印Ｆ方
向側）に正面視において第２流出面Ｅ１４１ｂと略同一の形状の切欠き部Ｅ１１１ｃが形
成される。切欠き部Ｅ１１１ｃを通過することで、第６通路ＥＲｔ６を案内された球が遊
技領域へ流出（流下）される。
【１７８１】
　正面板Ｅ１１１の背面には、傾斜部の長手方向外側に一対の規制部Ｅ１１１ｄが突設さ
れる。正面部材Ｅ１１０とベース部材Ｅ１３０との間には介設部材Ｅ１４０が挟持されて
おり、規制部Ｅ１１１ｄが介設部材Ｅ１４０の転動部Ｅ１４１の上面に当接することで、
介設部材Ｅ１４０がベース部材Ｅ１３０から上方（矢印Ｕ方向）へ脱離することを抑制で
きる。これにより、正面部材Ｅ１１０若しくはベース部材Ｅ１３０に対して介設部材Ｅ１
４０をタッピングネジにより締結固定することを不要とでき、製品コストの削減を図るこ
とができる。
【１７８２】
　底面部Ｅ１１２は、正面板Ｅ１１１の長手方向全域にわたって連続的に形成され、これ
により、針金等の異物の侵入が抑制される。
【１７８３】
　誘導部材Ｅ１２０は、正面部材Ｅ１１０と共に第１通路ＥＲｔ１を形成するためのもの
であり、一対の側面部Ｅ１２１と、一対の側面部Ｅ１２１を連結する背面部Ｅ１２２と、
を備える。
【１７８４】
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　一対の側面部Ｅ１２１は、側面視縦長略矩形の板状体に形成される。一対の側面部Ｅ１
２１は、短手方向一端側の面（矢印Ｆ方向側の面）が正面板Ｅ１１１（正面部材Ｅ１１０
）の背面（矢印Ｂ方向側の面）に当接した状態で、左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に球の直
径よりも大きな間隔を隔てて対向配置される。
【１７８５】
　背面部Ｅ１２２は、一対の側面部Ｅ１２１の短手方向他端どうし及び上端どうしを連結
すると共に、側面部Ｅ１２１の短手方向一端から他端へ向けて凸となる円弧状に湾曲して
形成される。
【１７８６】
　誘導部材Ｅ１２０及び正面板Ｅ１１１（正面部材Ｅ１１０）によって球が移動（流下、
落下）可能に区画された空間により、第１通路ＥＲｔ１が形成される。また、第１通路Ｅ
Ｒｔ１の下方（矢印Ｄ方向）は開放される。これにより、受入口ＥＯＰｉｎを通過して第
１通路ＥＲｔ１に流入した球の流下方向を下方に変更（変化）して第２通路ＥＲｔ２に案
内できる。
【１７８７】
　ベース部材Ｅ１３０は、上面視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向
）両端に形成される一対の湾曲部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設される
板状の壁板Ｅ１３２と、一対の湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の第１斜面部Ｅ
１３３と、その一対の第１斜面部Ｅ１３３の対向間に形成される一対の取付け部Ｅ１３４
と、その一対の取付け部Ｅ１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と、ベース部
材Ｅ１３０の正面から立設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６と、一対の湾曲部Ｅ１３
１どうしを連結して形成される板状の背面板Ｅ１３７と、を備える。ベース部材Ｅ１３０
については、図１３６から図１４３に加え、図１４４から図１４７を参照して詳細構成に
ついて説明する。
【１７８８】
　湾曲部Ｅ１３１は、上面視において略直線状の通路として前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）
に沿って延設されると共に、その延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方
向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状
に湾曲して形成される（図１４３（ｃ）参照）。
【１７８９】
　湾曲部Ｅ１３１には、鉛直方向における高さ位置が最も低い位置に流出面Ｅ１３１ａが
凹設される。流出面Ｅ１３１ａは、湾曲部Ｅ１３１を案内される球を振分通路Ｅ１５０へ
流出させるための部位であり、振分通路Ｅ１５０へ向けて下降傾斜する凹面として形成さ
れる。
【１７９０】
　壁板Ｅ１３２には、切欠き部Ｅ１３２ａが振分通路Ｅ１５０側（一対の壁板Ｅ１３２の
対向する側）に切欠き形成される。この切欠き部Ｅ１３２ａを通過することで湾曲部Ｅ１
３１から振分通路Ｅ１５０へ球が流下可能とされる。また、切欠き部Ｅ１３２ａは、球の
直径よりも大きく形成される（本実施形態では球の直径の約5倍の大きさ）。切欠き部Ｅ
１３２ａの大きさが大きいほど、前後方向において任意の位置から球を振分通路Ｅ１５０
へ流下できる。
【１７９１】
　湾曲部Ｅ１３１と壁板Ｅ１３２とに区画された空間により第２通路ＥＲｔ２が形成され
る。なお、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）は、誘導部材Ｅ１２０（第１通路ＥＲｔ
１）よりも鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に配設され、第１通路ＥＲｔ１との間に鉛直方向
の段差が形成される。即ち、第１通路ＥＲｔ１から第２通路ＥＲｔ２へ球が自由落下され
る。
【１７９２】
　また、誘導部材Ｅ１２０（第１通路ＥＲｔ１）は、湾曲部Ｅ１３１の正面側（矢印Ｆ方
向側）における鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に配設される。従って、第１通路ＥＲｔ１か
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ら第２通路ＥＲｔ２の正面側の端部へ球を送球できる。
【１７９３】
　これにより、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）の正面側の端部へ流下された球は、
湾曲部Ｅ１３１の円弧状に湾曲した形状に沿って前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）へ往復動で
きる。これにより、前後方向への速度成分を有した状態で湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲ
ｔ２）から振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）へ球を送球できる。
【１７９４】
　第１斜面部Ｅ１３３は、上面視横長略矩形の板状体であり、湾曲部Ｅ１３１側の端部が
湾曲部Ｅ１３１の下面から鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てた位置に配設
される。また、第１斜面部Ｅ１３３は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向けて下
降傾斜して形成される。第１斜面部Ｅ１３３には、挿通孔Ｅ１３３ａと、規制部Ｅ１３３
ｂと、溝部Ｅ１３３ｃとが形成される。
【１７９５】
　挿通孔Ｅ１３３ａは、第１斜面部Ｅ１３３の略中央に開口形成（板厚方向に穿設）され
、後述する振分通路Ｅ１５０の被係合部Ｅ１５３が挿通可能に形成される（図１３８、図
１４５（ｂ）参照）。
【１７９６】
　規制部Ｅ１３３ｂは、第１斜面部Ｅ１３３の下面において挿通孔Ｅ１３３ａの正面側の
縁から立設され、その下面は第１斜面部Ｅ１３３の傾斜面に対し平行に形成される（図１
４５（ｂ）、図１４６（ｂ）参照）。
【１７９７】
　溝部Ｅ１３３ｃは、第１斜面部Ｅ１３３の前後方向略中央において傾斜方向に沿って形
成される溝であり、挿通孔Ｅ１３３ａを挟んで左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側に一対形
成される。溝部Ｅ１３３ｃには、後述する振分通路Ｅ１５０の被ガイド部Ｅ１５２が傾斜
方向に摺動可能に配設される（図１３８、図１４５（ａ）、図１４７（ａ）参照）。溝部
Ｅ１３３ｃの周囲には、溝部Ｅ１３３ｃの破損を抑制するためのガイド壁が立設される。
【１７９８】
　第１斜面部Ｅ１３３には、振分通路Ｅ１５０を変位させるための複数（本実施形態では
４個）の円柱体Ｅ２０１と、カバーＥ２０２とが配設される。
【１７９９】
　円柱体Ｅ２０１は、第１斜面部Ｅ１３３における振分通路Ｅ１５０の変位を容易とする
ためのものであり、円柱状に形成され、また、その軸を中心として軸孔が形成される。軸
孔に回転軸が挿通され、その回転軸が前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿った状態で第１斜
面部Ｅ１３３に配設される。これにより、円柱体Ｅ２０１は、第１斜面部Ｅ１３３に回転
可能に配設される。円柱体Ｅ２０１が軸周りに回転することにより、円柱体Ｅ２０１の外
周面に当接する振分通路Ｅ１５０は容易に変位できる。
【１８００】
　カバーＥ２０２は、円柱体Ｅ２０１を第１斜面部Ｅ１３３に保持するためのものであり
、第１斜面部Ｅ１３３の外形よりやや小さい板状に形成される。カバーＥ２０２は、第１
斜面部Ｅ１３３の挿通孔Ｅ１３３ａに対応する位置に挿通孔Ｅ１３３ａよりも大きな孔が
穿設され、一対の溝部Ｅ１３３ｃに対応する位置に溝部Ｅ１３３ｃの外形と略同一の溝が
形成される。また、円柱体Ｅ２０１に対応する位置に円柱体Ｅ２０１の外形よりもやや大
きな孔が穿設される。
【１８０１】
　カバーＥ２０２は、その上面が第１斜面部Ｅ１３３の傾斜面と平行な状態で第１斜面部
Ｅ１３３の上面に配設される。
【１８０２】
　カバーＥ２０２の円柱体Ｅ２０１に対応する位置に穿設される孔よりも長い回転軸が円
柱体Ｅ２０１に挿通され、円柱体Ｅ２０１及び回転軸を第１斜面部Ｅ１３３に配設し、タ
ッピングネジにより第１斜面部Ｅ１３３とカバーＥ２０２とが締結固定されることで、カ
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バーＥ２０２は、回転軸および回転軸が挿通された円柱体Ｅ２０１を第１斜面部Ｅ１３３
に保持できる。
【１８０３】
　なお、円柱体Ｅ２０１は、カバーＥ２０２に形成される孔を通して、その側面（外周面
）の一部がカバーＥ２０２の上面から突出して配設され、これにより、円柱体Ｅ２０１と
振分通路Ｅ１５０とが当接可能となる。
【１８０４】
　取付け部Ｅ１３４は、第１斜面部Ｅ１３３の傾斜方向下降側の端部より鉛直方向下方（
矢印Ｄ方向）において略水平に形成される。また、取付け部Ｅ１３４の前端は、第１斜面
部Ｅ１３３の前端より背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）に配設される。
【１８０５】
　取付け部Ｅ１３４及び第１斜面部Ｅ１３３と第２斜面部Ｅ１３５とを連結して湾曲部Ｅ
１３４ａが配設され、湾曲部Ｅ１３４ａは、背面板Ｅ１３７側へ向けて凸となる円弧状に
湾曲して形成される。
【１８０６】
　第２斜面部Ｅ１３５は、第５通路ＥＲｔ５（の一部）を形成するための部位であり、取
付け部Ｅ１３４よりも鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）において背面板Ｅ１３７から正面部材
Ｅ１１０へ向けて下降傾斜して形成される。第２斜面部Ｅ１３５には、挿通孔Ｅ１３５ａ
と、中央通路Ｅ１３５ｂと、一対の立て壁部Ｅ１３５ｃと、仕切り部Ｅ１３５ｄと、送球
壁Ｅ１３５ｅとが形成される。
【１８０７】
　第２斜面部Ｅ１３５と取付け部Ｅ１３４と湾曲部Ｅ１３４ａと背面板Ｅ１３７とに区画
された空間に第５通路ＥＲｔ５が形成される。
【１８０８】
　挿通孔Ｅ１３５ａは、第２斜面部Ｅ１３５の略中央に球の外形よりも大きく開口形成（
板厚方向に穿設）される。挿通孔Ｅ１３５ａの外周には、後述する中央通路Ｅ１６０の円
筒壁Ｅ１６３の下端を挿入するための凹部が挿通孔Ｅ１３５ａの外縁に沿って凹設される
。
【１８０９】
　中央通路Ｅ１３５ｂは、第７通路ＥＲｔ７を形成するための部位であり、鉛直方向下方
へ向けて凸となる円弧状に湾曲して形成され、その湾曲形状は球の外形よりも大きく形成
される。これにより、中央通路Ｅ１３５ｂに球が送球されると、中央通路Ｅ１３５ｂから
第２斜面部Ｅ１３５の傾斜面へ球が送球（流出）されることを抑制できる。
【１８１０】
　中央通路Ｅ１３５ｂは、第２斜面部Ｅ１３５の正面側（矢印Ｆ方向側）の縁と挿通孔Ｅ
１３５ａとを連結し、第２斜面部Ｅ１３５の正面側の縁から挿通孔Ｅ１３５ａへ向けて下
降傾斜して形成される。これにより中央通路Ｅ１３５ｂに案内された球を挿通孔Ｅ１３５
ａへ向けて送球できる。即ち、中央通路Ｅ１３５ｂの円弧状に湾曲した空間により第７通
路ＥＲｔ７が形成される。
【１８１１】
　なお、中央通路Ｅ１３５ｂは、左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において第1流出面Ｅ１４
１ａと重なる位置に配設される。これにより、第1流出面Ｅ１４１ａから送球される球を
中央通路Ｅ１３５ｂへ案内できる。
【１８１２】
　一対の立て壁部Ｅ１３５ｃは、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）と中央通路Ｅ
１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）とを区切るための部位であり、中央通路Ｅ１３５ｂの左右
方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端の背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）に鉛直方向上方（矢印
Ｕ方向）に向けて突設される。一対の立て壁部Ｅ１３５ｃの前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）
の長さは、中央通路Ｅ１３５ｂの長さよりも短く形成され、中央通路Ｅ１３５ｂの挿通孔
Ｅ１３５ａ側（矢印Ｂ方向側）に配設される。
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【１８１３】
　これにより、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）を流下する球が一対の立て壁部
Ｅ１３５ｃの正面側（矢印Ｆ方向側）において第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）
と中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）との境界を横切ることで、球は、中央通路Ｅ
１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ案内される。一方、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲ
ｔ５）を流下する球が一対の立て壁部Ｅ１３５ｃに当接することで、（第５通路ＥＲｔ５
）と中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）との境界を横切ることが抑制され、球は、
第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）を流下し第６通路ＥＲｔ６へ案内される。この
ように、中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ球が送球され難くすることにより、
遊技の興趣を高めることができる。
【１８１４】
　仕切り部Ｅ１３５ｄは、鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に向けて突設され、挿通孔Ｅ１３
５ａの外縁と背面板Ｅ１３７とを連結して形成される。これにより、一方の振分通路Ｅ１
５０（第３通路ＥＲｔ３）から流下された球が、第２斜面部Ｅ１３５の他方の振分通路Ｅ
１５０（第３通路ＥＲｔ３）側へ案内されることを抑制できる。
【１８１５】
　送球壁Ｅ１３５ｅは、第２斜面部Ｅ１３５の下面から立設して形成される（図１４５（
ａ）参照）。送球壁Ｅ１３５ｅは、挿通孔Ｅ１３５ａの背面側（矢印Ｂ方向側）の縁に沿
った円弧部と、その円弧部の両端から正面側（矢印Ｆ方向側）に延設される直線部とから
、下面視略Ｕ字状に形成される。これにより、送球壁Ｅ１３５ｅで囲まれた空間を球が送
球可能に形成され、挿通孔Ｅ１３５ａを通過した球を後述するカバー部材Ｅ１８０の背面
側通路Ｅ１８１ｂへ送球できる。
【１８１６】
　張出し部Ｅ１３６は、湾曲部Ｅ１３１側から第２斜面部Ｅ１３５側へ向けて下降傾斜し
て形成され、張出し部Ｅ１３６には、ガイド部Ｅ１３６ａが形成される。
【１８１７】
　ガイド部Ｅ１３６ａは、ベース部材Ｅ１３０への介設部材Ｅ１４０の組み付けを容易と
するための部位であり、張出し部Ｅ１３６の対向する側（左右方向内側）の端部から鉛直
方向上方（矢印Ｕ方向）に向けて突設される。一対のガイド部Ｅ１３６ａの対向間に後述
する介設部材Ｅ１４０の下側通路Ｅ１４３が配設される。
【１８１８】
　背面板Ｅ１３７は、正面視横長略矩形の板状から形成される。背面板Ｅ１３７は、一対
の第１斜面部Ｅ１３３、一対の取付け部Ｅ１３４及び第２斜面部Ｅ１３５の背面側の端部
に当接して配設され、背面板Ｅ１３７の上端は、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）
及び第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）を流下する球よりも上方（矢印Ｕ方向）に
位置する。これにより、背面板Ｅ１３７は、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）又は
第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）を流下する球が背面板Ｅ１３７の背面側（矢印
Ｂ方向側）に案内されることを抑制できる。
【１８１９】
　介設部材Ｅ１４０は、上面視において略直線状の通路として左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向
）に沿って延設される転動部Ｅ１４１と、その転動部Ｅ１４１の下面から鉛直方向下方（
矢印Ｄ方向）へ向けて突設される板状の当接部Ｅ１４２と、その当接部Ｅ１４２の背面か
ら立設される下側通路Ｅ１４３と、を備える。
【１８２０】
　転動部Ｅ１４１は、その延設方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）と
を含む平面での断面形状が、延設方向中央に向けて下降傾斜して形成される。
【１８２１】
　転動部Ｅ１４１の上面は、正面部材Ｅ１１０側（矢印Ｆ方向側）からベース部材Ｅ１３
０側（矢印Ｂ方向側）へ向けて下降傾斜して形成される。また、上述したように、転動部
Ｅ１４１の上面には、背面側（矢印Ｂ方向）へ向けて下降傾斜して形成される第１流出面
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Ｅ１４１ａと、正面側（矢印Ｆ方向）へ向けて下降傾斜して形成される第２流出面Ｅ１４
１ｂとが形成される。
【１８２２】
　また、転動部Ｅ１４１には、起伏が形成され、その頂部が中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通
路ＥＲｔ７）の正面に配置される。起伏の底部に第２流出面Ｅ１４１ｂが配置される一方
、起伏の頂部に第１流出面Ｅ１４１ａが配置される。従って、第１流出面Ｅ１４１ａは、
中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）の正面に配置される。
【１８２３】
　なお、第１流出面Ｅ１４１ａは、中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）よりも鉛直
方向上方（矢印Ｕ方向）に配置され、これにより、第１流出面Ｅ１４１ａを流下する球を
中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ案内できる。
【１８２４】
　転動部Ｅ１４１の上面の左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端には切欠き部Ｅ１４１ｃが形
成され、その切欠き部Ｅ１４１ｃには、正面部材Ｅ１１０の突設部Ｅ１１１ｅが当接され
る。また、介設部材Ｅ１４０は、張出し部Ｅ１３６の上面に当接して配設される。これに
より、介設部材Ｅ１４０は、ベース部材Ｅ１３０（正面部材Ｅ１１０）に固定される。そ
の結果、介設部材Ｅ１４０（転動部Ｅ１４１の上面）とベース部材Ｅ１３０と正面部材Ｅ
１１０（正面板Ｅ１１１の背面）とに区画された空間により第６通路ＥＲｔ６が形成され
る。
【１８２５】
　当接部Ｅ１４２には、流出口ＥＯＰｏｕｔの背面となる位置に通路口Ｅ１４２ａが開口
形成（板厚方向に穿設）される。通路口Ｅ１４２ａは、正面視略矩形であり、球の外形よ
りもやや大きく形成される。
【１８２６】
　下側通路Ｅ１４３は、通路口Ｅ１４２ａの外縁からカバー部材Ｅ１８０側（矢印Ｂ方向
側）へ向けて突設され、その下側通路Ｅ１４３により区画された空間により第４通路ＥＲ
ｔ４（の一部）が形成される。
【１８２７】
　下側通路Ｅ１４３は、カバー部材Ｅ１８０側から正面部材Ｅ１１０側（矢印Ｆ方向側）
へ向けて下降傾斜して形成され、下側通路Ｅ１４３の側面および下面は上面よりカバー部
材Ｅ１８０側に突出して形成される。即ち、下側通路Ｅ１４３は、カバー部材Ｅ１８０側
の上面が開放される。
【１８２８】
　また、下側通路Ｅ１４３の下面には、その幅方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）中央に断面コ字状
の凹溝Ｅ１４３ａが凹設される（図１４４（ａ）参照）。凹溝Ｅ１４３ａは、下側通路Ｅ
１４３の下面の突出方向に沿って略直線状に延設される。
【１８２９】
　凹溝Ｅ１４３ａの溝幅（矢印Ｌ－Ｒ方向の寸法）は、球の直径よりも小さくされると共
に、凹溝Ｅ１４３ａの溝深さ（下側通路Ｅ１４３の下面に垂直方向の寸法）は、凹溝Ｅ１
４３ａの底面に球が接触しない深さに設定される。
【１８３０】
　これにより、下側通路Ｅ１４３の下面上の球を２箇所（下側通路Ｅ１４３の下面と凹溝
Ｅ１４３ａとが交わる一対の稜線部分）で支持することができる。よって、凹溝Ｅ１４３
ａが非形成の場合（即ち、１箇所のみで球を支持する場合）と比較して、球を安定した状
態で案内できる。詳しく説明すると、凹溝Ｅ１４３ａにより球が挟み込まれた態様となる
ことで、幅方向に変位することを抑制された状態で幅方向中央を流下できる。
【１８３１】
　その結果、寸法公差や組立公差に起因して流出口ＥＯＰｏｕｔと通路口Ｅ１４２ａとの
中心位置がずれ、通路口Ｅ１４２ａの正面に正面部材Ｅ１１０（正面板Ｅ１１１）が一部
配設された場合（通路口Ｅ１４２ａの外縁の一部が正面部材Ｅ１１０（正面板Ｅ１１１）
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に塞がれた状態）においても、下側通路Ｅ１４３（第４通路ＥＲｔ４）を流下した球は、
流出口ＥＯＰｏｕｔを通過して遊技領域へ流出される。
【１８３２】
　上述したように、下側通路Ｅ１４３は、張出し部Ｅ１３６の一対のガイド部Ｅ１３６ａ
の対向間に配設される。これにより、下側フレームＥ８６ｂの組立ての際、一対のガイド
部Ｅ１３６ａに下側通路Ｅ１４３を当接させることで、ベース部材Ｅ１３０への下側通路
Ｅ１４３（介設部材Ｅ１４０）の配設を容易に行える。
【１８３３】
　振分通路Ｅ１５０は、その上面を球が移動（流下、転動）するためのものであり、第１
斜面部Ｅ１３３（カバーＥ２０２）の上方（矢印Ｕ方向）に配設される。従って、第１斜
面部Ｅ１３３と同様、振分通路Ｅ１５０は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向け
て下降傾斜して配設される。振分通路Ｅ１５０は、上面に突設される複数の突起部Ｅ１５
１と、振分通路Ｅ１５０の下面から立設される一対の被ガイド部Ｅ１５２と、その一対の
被ガイド部Ｅ１５２の間に立設される被係合部Ｅ１５３と、を備える。振分通路Ｅ１５０
については、図１３６から図１４３に加え、図１４４から図１４７を参照して詳細構成に
ついて説明する。
【１８３４】
　突起部Ｅ１５１は、球の移動（流下）方向を変化させるための部位であり、振分通路Ｅ
１５０の上面に規則的に、それら突起部Ｅ１５１どうしの間を球が移動（流下、転動）可
能な間隔を備えて複数配設される。
突起部Ｅ１５１の形状は、振分通路Ｅ１５０に垂直な方向視において略六角形状に形成さ
れる。その略六角形状は、振分通路Ｅ１５０の傾斜方向に平行に配設される２辺が他の４
辺よりも長い、言い換えると、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）よりも振分通路Ｅ１５０の傾
斜方向に沿った方向に長く形成される。また、長く形成される２辺を除いた他の４辺は同
一長さに形成される。また、突起部Ｅ１５１の側面は、振分通路Ｅ１５０に対し傾斜（本
実施形態においては振分通路Ｅ１５０の上面に対して略４５度傾斜）して形成され、突起
部Ｅ１５１は、六角錐の頭頂点側の一部が切り取られた態様に形成される。言い換えると
、振分通路Ｅ１５０に平行な平面での断面積が、振分通路Ｅ１５０の上面から離れるに従
い小さく形成される。
【１８３５】
　突起部Ｅ１５１は、長い辺同士を平行にして前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に所定の間隔
（本実施形態においては振分通路Ｅ１５０の上面における対向間距離が球の直径の略４分
の１）を隔てて形成される。また、前後方向に列をなして配設される一の組の突起部Ｅ１
５１郡に対しその傾斜方向下降側に配設される一組の突起部Ｅ１５１郡は、突起部Ｅ１５
１の前後方向における配設間距離の半分だけ前後方向にずれて配設される。即ち、前後方
向において、傾斜方向下降側に配設される一組の突起部Ｅ１５１郡は、一の組の突起部Ｅ
１５１郡の対向間にそれぞれ配設される。これにより、前後方向における一対の突起部Ｅ
１５１の長い辺の間を流下した球を、傾斜方向下降側に配設される突起部Ｅ１５１に当接
させることができる。
【１８３６】
　また、突起部Ｅ１５１の短い辺どうしの対向間隔は、突起部Ｅ１５１の長い辺同士の対
向間隔と同一に形成される。これにより、一の突起部Ｅ１５１は、その周囲に配設される
突起部Ｅ１５１から同一の距離だけ隔てた態様で振分通路Ｅ１５０に配設される。振分通
路Ｅ１５０の上面および突起部Ｅ１５１の傾斜した側面Ｅ１５１ａに区画された空間によ
り、第３通路ＥＲｔ３が形成される。
【１８３７】
　なお、本実施形態における突起部Ｅ１５１の突設高さは、球の半径の略２分の１とされ
る。また、突設先端における突起部Ｅ１５１どうしの対向間隔は球の直径よりも小さく形
成される。これにより、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）す
る球は、隣り合う突起部Ｅ１５１の傾斜した側面Ｅ１５１ａどうしに当接した状態で振分
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通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）できる。即ち、突起部Ｅ１５１
は、球が振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）に留まることを抑制できる。
【１８３８】
　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）する球は、突起部Ｅ１５
１に当接することで球の流下方向が変更（変化）され、介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向
側）もしくは背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）に形成される突起部Ｅ１５１の対向間に
案内される。このように、突起部Ｅ１５１は、傾斜方向に沿って流下した球の流下方向を
変更（変化）できる。
【１８３９】
　また、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に隣り合う突起部Ｅ１５１の長い辺どうしの間を移
動（流下、転動）することで、球は、振分通路Ｅ１５０の傾斜方向に沿って湾曲部Ｅ１３
１側から中央通路Ｅ１６０へ移動（流下、転動）できる。
【１８４０】
　また、振分通路Ｅ１５０を流下する球は、突起部Ｅ１５１に当接することで、その流下
速度が減少される。これにより、振分通路Ｅ１５０が突起部Ｅ１５１を備えない場合と比
較して、振分通路Ｅ１５０を流下する球の流下時間を長くできる。
【１８４１】
　また、突起部Ｅ１５１は、振分通路Ｅ１５０の上面から突設して形成されるため、遊技
者に視認し易くできる。これにより、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流
下、転動）する球の移動（流下、転動）方向が変化される態様を遊技者に視認させ易くで
きる。即ち、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）の上面を移動（流下、転動）する球
は比較的移動速度が低く、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）の上面の移動（流下、
転動）に比較的時間を要するところ、突起部Ｅ１５１との当接により球の移動（流下、転
動）に要する時間を更に嵩ませることができる。その結果、球の移動（流下、転動）方向
が変化（変更）される態様を遊技者に視認させやすくでき、遊技の興趣を向上できる。
【１８４２】
　このように、本実施形態では、突起部Ｅ１５１により振分通路Ｅ１５０を流下する球の
流下方向の変更（変化）と流下時間の延長（変化）とを行うことができ、遊技の興趣を高
めることができる。また、流下方向の変更（変化）と流下時間の延長（変化）とを一つの
部位（突起部Ｅ１５１）が行うことで、部品点数を削減して製品コストの削減を図ること
ができる。
【１８４３】
　なお、振分通路Ｅ１５０は傾斜して配設されるため、球の流下速度が減少した場合にお
いても、球の自重により流下速度が増加されることで、第３通路ＥＲｔ３を流下できる。
【１８４４】
　振分通路Ｅ１５０の前後の縁に接して配設される突起部Ｅ１５１は、略六角形状の一部
のみ形成される、言い換えると、突起部Ｅ１５１の形状が振分通路Ｅ１５０の前後の縁で
切り取られた態様に形成される。これにより、振分通路Ｅ１５０により多くの第３通路Ｅ
Ｒｔ３を形成でき、遊技の興趣を高めることができる。
【１８４５】
　被ガイド部Ｅ１５２は、振分通路Ｅ１５０の前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の略中央に被
係合部Ｅ１５３を挟んで左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に一対配設される（図１４５（ａ）
、図１４７（ａ）参照）。被ガイド部Ｅ１５２の前後方向の寸法は、ベース部材Ｅ１３０
の溝部Ｅ１３３ｃの溝幅と同等またはやや小さく形成される。被ガイド部Ｅ１５２が溝部
Ｅ１３３ｃに挿入されることで、振分通路Ｅ１５０のベース部材Ｅ１３０に対する前後方
向への変位が規制される。
【１８４６】
　上述したように、溝部Ｅ１３３ｃの周囲にはガイド壁が立設されるため、被ガイド部Ｅ
１５２が溝部Ｅ１３３ｃのガイド壁に当接することで、溝部Ｅ１３３ｃが破損することを
抑制できる。
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【１８４７】
　被係合部Ｅ１５３には、その背面が正面側（矢印Ｆ方向側）へ凹設される係合凹部Ｅ１
５３ａと、被係合部Ｅ１５３の下端に正面に向けて突設される規制片Ｅ１５３ｂとが形成
される（図１４５（ｂ）参照）。
【１８４８】
　係合凹部Ｅ１５３ａは、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に延設して形成される。規制片Ｅ
１５３ｂは、第１斜面部Ｅ１３３（振分通路Ｅ１５０）の傾斜面に対し平行であり、第１
斜面部Ｅ１３３の規制部Ｅ１３３ｂの下方（矢印Ｄ方向）に配設される。これにより、振
分通路Ｅ１５０が傾斜方向に変位する場合、規制片Ｅ１５３ｂと規制部Ｅ１３３ｂとが当
接することを抑制できる。一方、規制片Ｅ１５３ｂと規制部Ｅ１３３ｂとが当接すること
で、振分通路Ｅ１５０が上方（矢印Ｕ方向）に変位することを抑制できる。
【１８４９】
　振分通路Ｅ１５０は、カバーＥ２０２の上面から突出する円柱体Ｅ２０１の側面と当接
した状態で、第１斜面部Ｅ１３３の傾斜面と平行に配設される。円柱体Ｅ２０１がその軸
を回転軸として回転することで、振分通路Ｅ１５０の変位を容易に行うことができる。
【１８５０】
　また、振分通路Ｅ１５０は、少なくとも一部が湾曲部Ｅ１３１の下方に配設される、即
ち、振分通路Ｅ１５０が湾曲部Ｅ１３１の下方から取付け部Ｅ１３４側へ抜けきらない位
置に配設され、振分通路Ｅ１５０と湾曲部Ｅ１３１との間の距離は、球の半径よりも小さ
く配設される（図１４５（ａ）、図１４７（ａ）参照）。これにより、振分通路Ｅ１５０
に送球された球が、湾曲部Ｅ１３１の下方からベース部材Ｅ１３０の長手方向両端から流
出することを抑制できる。また、湾曲部Ｅ１３１と振分通路Ｅ１５０とで球が挟持される
ことを抑制できる。
【１８５１】
　振分通路Ｅ１５０は、その傾斜面に垂直な方向視において傾斜方向に長い略矩形の板状
体に形成される。これにより、振分通路Ｅ１５０の長手方向一端側（下降傾斜側）に配設
される第2斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）若しくは中央通路Ｅ１６０（第４通路Ｅ
Ｒｔ４）よりも短手方向である正面側（矢印Ｆ方向側）に配設される介設部材Ｅ１４０（
第６通路ＥＲｔ６）へ球を送球し易くできる。
【１８５２】
　また、振分通路Ｅ１５０の短手方向となる前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の長さは、少な
くとも球の直径の２倍よりも大きい寸法、本実施形態においては球の直径の略４．５倍の
寸法に形成される。これにより、振分通路Ｅ１５０の傾斜方向下降側に複数（本実施形態
では２箇所）の球の移動（流下、落下）領域を形成できる。この結果、振分通路Ｅ１５０
を流下した球が複数形成される通路（第４通路ＥＲｔ４、第５通路ＥＲｔ５及び第６通路
ＥＲｔ６）の内、第１入賞口６４に球が入賞する確率の高い第４通路ＥＲｔ４へ振り分け
られることを期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【１８５３】
　また、下側フレームＥ８６ｂに不正を行っても、その不正を働き難くできる。詳細に説
明すると、第４通路ＥＲｔ４よりも第１入賞口６４に球が入賞する確率の低い第５通路Ｅ
Ｒｔ５又は第６通路ＥＲｔ６の一方に第４通路ＥＲｔ４へ球が流下する不正を行っても、
第５通路ＥＲｔ５又は第６通路ＥＲｔ６の他方を球が移動（流下、落下）することで、そ
の不正を働き難くできる。
【１８５４】
　振分通路Ｅ１５０の傾斜方向下降側は、その正面側の一部に切欠き部Ｅ１５０ａが形成
される。切欠き部Ｅ１５０ａを通過することで、振分通路Ｅ１５０を流下（落下）した球
を流路調整ブロックＥ１７０に当接し易くできる。
【１８５５】
　中央通路Ｅ１６０は、上面視において略直線状の通路として左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向
）に沿って延設される架設通路Ｅ１６１と、その架設通路Ｅ１６１の左右方向略中央に開
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口形成（板厚方向に穿設）される上方孔Ｅ１６２と、架設通路Ｅ１６１の下面から上方孔
Ｅ１６２に沿って立設される円筒壁Ｅ１６３と、架設通路Ｅ１６１の左右方向両端に配設
される据付部Ｅ１６４と、を備える。
【１８５６】
　架設通路Ｅ１６１の幅寸法（架設通路Ｅ１６１の延設方向および鉛直方向に垂直な方向
、矢印Ｆ－Ｂ方向）は、球の直径よりも大きく形成される。
【１８５７】
　架設通路Ｅ１６１は、その延設方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）
とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に湾
曲して形成される。これにより、架設通路Ｅ１６１に流下された球を架設通路Ｅ１６１の
左右方向略中央（架設通路Ｅ１６１の鉛直方向の最下方）に形成される上方孔Ｅ１６２へ
案内できる。
【１８５８】
　架設通路Ｅ１６１には、その後端側（矢印Ｂ方向側）の縁から鉛直方向上方（矢印Ｆ方
向）へ向けて立設される背面壁Ｅ１６１ａが形成される。これにより、架設通路Ｅ１６１
に流下された球が、その背面側から落下することを抑制できる。
【１８５９】
　架設通路Ｅ１６１は、その延設方向に直交する平面での断面形状が鉛直方向下方へ向け
て凸となる円弧状に湾曲して形成される。これにより、架設通路Ｅ１６１に流下された球
が、その正面側から流下（落下）することを抑制できる。
【１８６０】
　上方孔Ｅ１６２は、上面視円状であり、第２斜面部Ｅ１３５に形成される挿通孔Ｅ１３
５ａと略同一の大きさに、即ち、球の外形よりも大きく形成される。上方孔Ｅ１６２の周
囲には上方へ向けて突設される突起部Ｅ１６２ａが形成される。これにより、架設通路Ｅ
１６１を流下する球が上方孔Ｅ１６２に案内され難くできる。
【１８６１】
　円筒壁Ｅ１６３は、上方孔Ｅ１６２と略同一の内径を有する円筒状に形成され、その下
端が、第２斜面部Ｅ１３５の挿通孔Ｅ１３５ａの外周に凹設される凹部に挿入した状態で
第２斜面部Ｅ１３５に配設される。これにより、円筒壁Ｅ１６３の下端と第２斜面部Ｅ１
３５の上面との間に隙間が形成されることを抑制できる。また、第２斜面部Ｅ１３５に対
し中央通路Ｅ１６０の位置決めを行うことができる。
【１８６２】
　左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において中央通路Ｅ１３５ｂに対応する位置には、円筒壁
Ｅ１６３に切欠き部Ｅ１６３ａが切欠き形成され、その切欠きは球の直径よりも大きく形
成される。
【１８６３】
　架設通路Ｅ１６１の円弧状に湾曲した空間および円筒壁Ｅ１６３により囲まれた空間に
より第４通路ＥＲｔ４（の一部）が形成される。
【１８６４】
　据付部Ｅ１６４は、上面視縦長略矩形であり、中央通路Ｅ１６０がベース部材Ｅ１３０
（取付け部Ｅ１３４）に固定（配設）された状態では、据付部Ｅ１６４の上面は、第１斜
面部Ｅ１３３に配設されるカバーＥ２０２の上面と面一に形成される。これにより、振分
通路Ｅ１５０が変位されても、振分通路Ｅ１５０と中央通路Ｅ１６０（据付部Ｅ１６４）
とが当接することを抑制できる。
【１８６５】
　流路調整ブロックＥ１７０は、球の流下方向を変更（変化）させるためのものであり、
略三角錐状に形成される。流路調整ブロックＥ１７０には、ベース部材Ｅ１３０の正面と
平行な正面壁Ｅ１７１と、湾曲部Ｅ１３４ａに対向する外壁Ｅ１７２と、中央通路Ｅ１３
５ｂに対向する内壁Ｅ１７３とが形成される。一対の流路調整ブロックＥ１７０は、中央
通路Ｅ１３５ｂの長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側にそれぞれ配設される。
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【１８６６】
　流路調整ブロックＥ１７０は、上面視、第２斜面部Ｅ１３５の傾斜方向下降側（矢印Ｆ
方向側）へ向かうに従いその幅が大きくなる三角形状に形成され、正面壁Ｅ１７１とベー
ス部材Ｅ１３０の正面とが面一に形成された状態で第２斜面部Ｅ１３５に配設される。こ
れにより、介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）を流下する球が流路調整ブロックＥ１
７０に当接することを抑制できる。
【１８６７】
　外壁Ｅ１７２は、湾曲部Ｅ１３４ａへ向けて凸状に湾曲して形成され、内壁Ｅ１７３は
、中央通路Ｅ１３５ｂから流路調整ブロックＥ１７０の中心へ向けて凹状に湾曲して形成
される。外壁Ｅ１７２と湾曲部Ｅ１３４ａとの間、内壁Ｅ１７３と中央通路Ｅ１３５ｂと
の間は、球の外形よりも大きくそれぞれ配設され、これにより、外壁Ｅ１７２と湾曲部Ｅ
１３４ａとの間、内壁Ｅ１７３と中央通路Ｅ１３５ｂとの間を球がそれぞれ流下できる。
【１８６８】
　カバー部材Ｅ１８０は、ベース部材Ｅ１３０の下方（矢印Ｄ方向）に配設される正面側
カバー部材Ｅ１８１と、その正面側カバー部材Ｅ１８１の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設
される背面側カバー部材Ｅ１８２と、を備える。
【１８６９】
　なお、カバー部材Ｅ１８０及び後述する駆動手段Ｅ１９０においては、図１３６から図
１４３に加え、図１４５を適宜参照して説明する。
【１８７０】
　正面側カバー部材Ｅ１８１には、正面視横長略矩形に形成される本体部Ｅ１８１ａと、
本体部Ｅ１８１ａの長手方向略中央に正面側カバー部材Ｅ１８１側（矢印Ｆ方向側）から
背面側カバー部材Ｅ１８２側（矢印Ｂ方向側）へ向けて凹設される背面側通路Ｅ１８１ｂ
と、本体部Ｅ１８１ａの長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に配設されるモータ取付け面Ｅ１
８１ｃと、モータ取付け面Ｅ１８１ｃの上方側（矢印Ｕ方向側）に配設される第１上面板
Ｅ１８１ｄと、モータ取付け面Ｅ１８１ｃの長手方向他側（矢印Ｒ方向側）において第１
上面板Ｅ１８１ｄから鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てて平行に配設され
る第１下面板Ｅ１８１ｅと、第１下面板Ｅ１８１ｅの長手方向他側（矢印Ｒ方向側）にお
いて鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に所定の間隔を隔てて平行に立設される第2上面板Ｅ１
８１ｆ及び第2下面板Ｅ１８１ｇと、第１下面板Ｅ１８１ｅ及び第2下面板Ｅ１８１ｇの上
面に配設される複数の（本実施形態では５個）スライド突起Ｅ１８１ｈと、鉛直方向（矢
印Ｕ－Ｄ方向）における第１下面板Ｅ１８１ｅと第2下面板Ｅ１８１ｇとの間に配設され
る軸支部Ｅ１８１ｉとが形成される。
【１８７１】
　なお、モータ取付け面Ｅ１８１ｃ、第１上面板Ｅ１８１ｄ、第１下面板Ｅ１８１ｅ、第
2上面板Ｅ１８１ｆ及び第2下面板Ｅ１８１ｇは、本体部Ｅ１８１ａの背面から立設される
。
【１８７２】
　背面側通路Ｅ１８１ｂには、その下面から立設される送球板Ｅ１８１ｂ１と、送球板Ｅ
１８１ｂ１に対して長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側に立設される一対の支持板Ｅ１８１
ｂ２とが形成される。
【１８７３】
　長手方向における送球板Ｅ１８１ｂ１は、第２斜面部Ｅ１３５の挿通孔Ｅ１３５ａの中
心に対応する位置に配設され、送球板Ｅ１８１ｂ１の上面の背面側（矢印Ｂ方向側）には
、背面側へ向けて上昇傾斜する送球傾斜部Ｅ１８１ｂ３が形成される。これにより、中央
通路Ｅ１６０の円筒壁Ｅ１６３内を案内された球は、送球傾斜部Ｅ１８１ｂ３に当接し、
その案内方向が鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）から正面部材Ｅ１１０側（矢印Ｆ方向側）へ
変更（変化）される。
【１８７４】
　一対の支持板Ｅ１８１ｂ２は、送球板Ｅ１８１ｂ１上を流下する球を案内するための部
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位であり、送球壁Ｅ１３５ｅの直線部の鉛直方向下方にそれぞれ形成される。
【１８７５】
　背面側通路Ｅ１８１ｂの上面は、開口形成され、その開口を通して第２斜面部Ｅ１３５
の送球壁Ｅ１３５ｅが背面側通路Ｅ１８１ｂに挿入され、第２斜面部Ｅ１３５の下面、送
球板Ｅ１８１ｂ１、送球壁Ｅ１３５ｅ及び一対の支持板Ｅ１８１ｂ２に区画された空間に
より第４通路ＥＲｔ４（の一部）が形成される。
【１８７６】
　モータ取付け面Ｅ１８１ｃは、後述する駆動手段Ｅ１９０の取付け部材Ｅ１９２が配設
（固定）される部位であり、モータ取付け面Ｅ１８１ｃには、長手方向略中央に中央切欠
きＥ１８１ｃ１が形成され、その切欠き形状は、背面側（矢印Ｂ方向側）が開口された上
面視略Ｕ字状に形成される。
【１８７７】
　第１上面板Ｅ１８１ｄと第2上面板Ｅ１８１ｆとは平行して配設される。従って、第１
下面板Ｅ１８１ｅと第2下面板Ｅ１８１ｇとも平行に配設される。第１上面板Ｅ１８１ｄ
と第１下面板Ｅ１８１ｅとにより区画された空間、第2上面板Ｅ１８１ｆと第2下面板Ｅ１
８１ｇとにより区画された空間は、後述する駆動手段Ｅ１９０の第１伝達部材Ｅ１９４、
第２伝達部材Ｅ１９５をそれぞれ配設するための空間である。
【１８７８】
　第１下面板Ｅ１８１ｅ及び第2下面板Ｅ１８１ｇの上面には、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に突起Ｅ１８１ｅ１がそれぞれ複数（本実施形態では第１下面板Ｅ１８１ｅは２箇所
、第2下面板Ｅ１８１ｇは４箇所）形成される。突起Ｅ１８１ｅ１と第１伝達部材Ｅ１９
４もしくは第２伝達部材Ｅ１９５とが当接することにより、第１下面板Ｅ１８１ｅと第１
伝達部材Ｅ１９４との間、第2下面板Ｅ１８１ｇと第２伝達部材Ｅ１９５との間に発生す
る摩擦力を低減し、第１伝達部材Ｅ１９４又は第２伝達部材Ｅ１９５の変位を容易に行え
る（図１４４（ｂ）参照）。
【１８７９】
　スライド突起Ｅ１８１ｈは、第１伝達部材Ｅ１９４又は第２伝達部材Ｅ１９５の変位を
ガイドするためのものであり、第１上面板Ｅ１８１ｄ、第１下面板Ｅ１８１ｅ、第2上面
板Ｅ１８１ｆ及び第2下面板Ｅ１８１ｇに対して平行して配設される。
【１８８０】
　軸支部Ｅ１８１ｉは、本体部Ｅ１８１ａの背面（矢印Ｂ方向側の面）に軸受として形成
され、背面側カバー部材Ｅ１８２の正面には、軸支部Ｅ１８１ｉに対面する位置に、軸支
部Ｅ１８２ｄが形成される。後述する駆動手段Ｅ１９０のピニオンギヤＥ１９６は、その
側面（前後方向の面、矢印Ｆ－Ｂ方向の面）から軸Ｅ１９７の端部がそれぞれ突出される
。軸Ｅ１９７は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢に配設され、その軸Ｅ１９７の
両端が、正面側カバー部材Ｅ１８１の軸支部Ｅ１８１ｉと背面側カバー部材Ｅ１８２の軸
支部Ｅ１８２ｄとにそれぞれ軸支される。これにより、正面側カバー部材Ｅ１８１と背面
側カバー部材Ｅ１８２との対向間にピニオンギヤＥ１９６が回動可能に配設される。
【１８８１】
　背面側カバー部材Ｅ１８２には、正面視横長略矩形に形成される本体部Ｅ１８２ａと、
本体部Ｅ１８２ａの長手方向一側（矢印Ｌ方向側）において本体部Ｅ１８２ａの正面から
立設される第１上面板Ｅ１８２ｂと、本体部Ｅ１８２ａの長手方向他側（矢印Ｒ方向側）
において本体部Ｅ１８２ａの正面から立設される第２上面板Ｅ１８２ｃと、正面側カバー
部材Ｅ１８１の軸支部Ｅ１８１ｉに対面する位置において本体部Ｅ１８２ａの正面に配設
される軸支部Ｅ１８２ｄと、を備える。
【１８８２】
　第１上面板Ｅ１８２ｂ、第２上面板Ｅ１８２ｃには、正面側（矢印Ｆ方向側）が開口さ
れた第１切欠きＥ１８２ｂ１、第２切欠きＥ１８２ｃ１がそれぞれ形成される。第１切欠
きＥ１８２ｂ１、第２切欠きＥ１８２ｃ１には、後述する第１伝達部材Ｅ１９４の係合ベ
ースＥ１９４ｂ、第２伝達部材Ｅ１９５の係合ベースＥ１９４ｂがそれぞれ挿通される。
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【１８８３】
　軸支部Ｅ１８２ｄは、駆動手段Ｅ１９０の軸Ｅ１９７を軸支するためのものであり、本
体部Ｅ１８２ａの正面（矢印Ｆ方向側の面）に軸受けとして形成され、上述したように、
正面側カバー部材Ｅ１８１の軸支部Ｅ１８１ｉと対面する位置に形成される。
【１８８４】
　即ち、正面側カバー部材Ｅ１８１の軸支部Ｅ１８１ｉと背面側カバー部材Ｅ１８２の軸
支部Ｅ１８２ｄとに駆動手段Ｅ１９０の軸Ｅ１９７が軸支され、その軸方向は、前後方向
（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿わせた姿勢とされる。
【１８８５】
　駆動手段Ｅ１９０は、駆動力を発生させる駆動モータＥ１９１と、駆動モータＥ１９１
の上方（矢印Ｕ方向）に配設される取付け部材Ｅ１９２と、駆動モータＥ１９１の軸に固
着される駆動力伝達部材Ｅ１９３と、駆動力伝達部材Ｅ１９３に係合される第１伝達部材
Ｅ１９４と、第１伝達部材Ｅ１９４に係合される第２伝達部材Ｅ１９５と、第１伝達部材
Ｅ１９４と第２伝達部材Ｅ１９５との間に介設されるピニオンギヤＥ１９６と、ピニオン
ギヤＥ１９６の軸心を挿通する軸Ｅ１９７と、を備える。
【１８８６】
　駆動モータＥ１９１は、振分通路Ｅ１５０をその傾斜方向へ変位させるためのものであ
り、その軸を鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）へ向けた状態で配設される。これにより、軸を
前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）へ向けて配設する場合と比較して、前後方向における配設ス
ペースを小さくできる。
【１８８７】
　取付け部材Ｅ１９２は、駆動モータＥ１９１を正面側カバー部材Ｅ１８１に固定（配設
）するためのものであり、取付け部材Ｅ１９２には、上面視略矩形の板状に形成されるベ
ース部Ｅ１９２ａと、ベース部Ｅ１９２ａの外縁に沿って鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）へ
向けて立設される周壁部Ｅ１９２ｂとが形成される。
【１８８８】
　ベース部Ｅ１９２ａには、その略中央に駆動モータＥ１９１の軸を挿通するための挿通
孔が板厚方向に穿設され、その挿通孔に駆動モータＥ１９１の軸が挿通した状態で駆動モ
ータＥ１９１が取付け部材Ｅ１９２に固定（配設）される。駆動モータＥ１９１の軸の上
端は、周壁部Ｅ１９２ｂの上端よりも鉛直方向上方に配設される。
【１８８９】
　駆動力伝達部材Ｅ１９３は、駆動モータＥ１９１の駆動力を第１伝達部材Ｅ１９４へ伝
達するためのものであり、モータ取付け面Ｅ１８１ｃの中央切欠きＥ１８１ｃ１の内形よ
りも小さい円柱状に形成され、その軸心には駆動モータＥ１９１の軸が固着される。駆動
力伝達部材Ｅ１９３には、軸心とは異なる位置に配設される偏心軸Ｅ１９３ａと、駆動力
伝達部材Ｅ１９３の側壁から突設されるフランジ部Ｅ１９３ｂとが形成される。
【１８９０】
　偏心軸Ｅ１９３ａは、第１伝達部材Ｅ１９４に係合される部位であり、駆動力伝達部材
Ｅ１９３の直径よりも小さな円柱状に形成され、上面視、偏心軸Ｅ１９３ａの外縁は、駆
動力伝達部材Ｅ１９３の外縁に内接して配設される。従って、偏心軸Ｅ１９３ａの軸心は
、駆動力伝達部材Ｅ１９３の軸心とは異なる位置に配設される、即ち、駆動モータＥ１９
１の軸に対し偏心して配設される。よって、駆動モータＥ１９１が駆動することで、偏心
軸Ｅ１９３ａは、上面視、駆動力伝達部材Ｅ１９３の軸心（駆動モータＥ１９１の軸）を
中心とした円状に変位する。
【１８９１】
　フランジ部Ｅ１９３ｂは、駆動力伝達部材Ｅ１９３の鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）への
変位を規制するための部位であり、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）において駆動モータＥ１
９１側（矢印Ｄ方向側）の端部に配設される。フランジ部Ｅ１９３ｂの外形は、モータ取
付け面Ｅ１８１ｃの中央切欠きＥ１８１ｃ１の内形よりも大きな円状に形成され、これに
より、フランジ部Ｅ１９３ｂは、モータ取付け面Ｅ１８１ｃに当接できる。その結果、モ
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ータ取付け面Ｅ１８１ｃの中央切欠きＥ１８１ｃ１に挿通された駆動力伝達部材Ｅ１９３
がモータ取付け面Ｅ１８１ｃの上方側（矢印Ｕ方向側）へ脱離することを抑制できる。
【１８９２】
　第１伝達部材Ｅ１９４及び第２伝達部材Ｅ１９５は、駆動モータＥ１９１の駆動力を振
分通路Ｅ１５０へ伝達するためのものである。
【１８９３】
　第１伝達部材Ｅ１９４には、上面視略矩形の板状に形成される本体部Ｅ１９４ａと、そ
の本体部Ｅ１９４ａの上面から突設される係合ベースＥ１９４ｂと、係合ベースＥ１９４
ｂから正面部材Ｅ１１０側（矢印Ｆ方向側）へ向けて突設される係合部Ｅ１９４ｃと、本
体部Ｅ１９４ａの他側（矢印Ｒ方向側）における側面から突設される第１ラック部Ｅ１９
４ｄと、本体部Ｅ１９４ａの下面に凹設される伝達凹部Ｅ１９４ｅとが形成される。
【１８９４】
　本体部Ｅ１９４ａは、駆動力伝達部材Ｅ１９３の上方（矢印Ｕ方向）に配設される。本
体部Ｅ１９４ａの前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の大きさは、駆動力伝達部材Ｅ１９３の外
形よりも大きく形成され、本体部Ｅ１９４ａの前端と後端との間、即ち、上面視、本体部
Ｅ１９４ａと重なる位置に駆動力伝達部材Ｅ１９３が配設される。
【１８９５】
　係合部Ｅ１９４ｃは、正面視略円状であり、その外形は、係合凹部Ｅ１５３ａの左右方
向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の内壁の対向間距離と同等またはやや小さく形成される。これによ
り、係合部Ｅ１９４ｃを係合凹部Ｅ１５３ａに挿入できる。係合部Ｅ１９４ｃと係合凹部
Ｅ１５３ａの左右方向の内壁とが当接することにより、駆動モータＥ１９１の駆動力を振
分通路Ｅ１５０へ伝達できる。
【１８９６】
　また、係合凹部Ｅ１５３ａは、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に延設されるため、係合部
Ｅ１９４ｃは、係合凹部Ｅ１５３ａ内を鉛直方向に変位できる。即ち、鉛直方向における
駆動モータＥ１９１の駆動力を振分通路Ｅ１５０へ非伝達とできる。
【１８９７】
　このように、係合部Ｅ１９４ｃは、第１伝達部材Ｅ１９４の左右方向への変位を振分通
路Ｅ１５０へ伝達する一方、第１伝達部材Ｅ１９４の左右方向への変位を振分通路Ｅ１５
０へ非伝達とすることで、振分通路Ｅ１５０は、ベース部材Ｅ１３０の第１斜面部Ｅ１３
３の傾斜面に沿って変位できる。
【１８９８】
　第１ラック部Ｅ１９４ｄには、その下面にピニオンギヤＥ１９６と歯合するラックギヤ
Ｅ１９４ｄ１が刻設され、第１伝達部材Ｅ１９４の左右方向への変位によりピニオンギヤ
Ｅ１９６が回動される。
【１８９９】
　伝達凹部Ｅ１９４ｅは、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に延設され、正面端から背面端ま
で形成される。また、伝達凹部Ｅ１９４ｅの凹溝の幅（左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）にお
ける内壁の対向間距離）は、偏心軸Ｅ１９３ａの外形と同等またはやや大きく形成される
。偏心軸Ｅ１９３ａを伝達凹部Ｅ１９４ｅに挿入することで、駆動モータＥ１９１の駆動
力が駆動力伝達部材Ｅ１９３を介して第１伝達部材Ｅ１９４に伝達される。
【１９００】
　詳細に説明すると、駆動モータＥ１９１が駆動することで、偏心軸Ｅ１９３ａは、上面
視、駆動力伝達部材Ｅ１９３の軸心（駆動モータＥ１９１の軸）を中心として円状に変位
する。伝達凹部Ｅ１９４ｅの左右方向の内壁と偏心軸Ｅ１９３ａとが当接することにより
、駆動モータＥ１９１の駆動による偏心軸Ｅ１９３ａの左右方向の変位が第１伝達部材Ｅ
１９４に伝達され、第１伝達部材Ｅ１９４が左右方向に変位する。
【１９０１】
　一方、伝達凹部Ｅ１９４ｅは、本体部Ｅ１９４ａの正面端から背面端まで形成される、
即ち、駆動力伝達部材Ｅ１９３の外形よりも長く形成されるため、偏心軸Ｅ１９３ａと伝
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達凹部Ｅ１９４ｅの前後方向の内壁とは非当接とされる。従って、駆動モータＥ１９１の
駆動による偏心軸Ｅ１９３ａの前後方向の変位は第１伝達部材Ｅ１９４に非伝達とされ、
第１伝達部材Ｅ１９４が前後方向に変位することを抑制できる。
【１９０２】
　また、偏心軸Ｅ１９３ａは、上面視円状に変位するため、第１伝達部材Ｅ１９４の左右
方向への変位を所定量に設定できる、即ち、第１伝達部材Ｅ１９４が所定量を超えて左右
方向へ変位することを抑制できる。また、第１伝達部材Ｅ１９４の左右方向への変位を往
復動とすることができる。
【１９０３】
　第２伝達部材Ｅ１９５は、背面視横長略矩形の本体部Ｅ１９５ａと、その本体部Ｅ１９
５ａの一側（矢印Ｌ方向側）における側面から突設される第２ラック部Ｅ１９５ｂと、本
体部Ｅ１９５ａの長手方向略中央に配設されるガイド溝Ｅ１９５ｃと、本体部Ｅ１９５ａ
の他側（矢印Ｒ方向側）の上面から突設される係合ベースＥ１９４ｂと、係合ベースＥ１
９４ｂの上端から正面部材Ｅ１１０側（矢印Ｆ方向側）へ向けて突設される係合部Ｅ１９
４ｃとが形成される。
【１９０４】
　第２ラック部Ｅ１９５ｂには、その上面にピニオンギヤＥ１９６と歯合するラックギヤ
Ｅ１９４ｄ１が刻設され、ピニオンギヤＥ１９６の回動により、第２伝達部材Ｅ１９５が
左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）へ変位される。
【１９０５】
　ガイド溝Ｅ１９５ｃは、長手方向（左右方向、矢印Ｌ－Ｒ方向）に延設され、その内側
に正面側カバー部材Ｅ１８１に形成され、正面側カバー部材Ｅ１８１と背面側カバー部材
Ｅ１８２とを締結固定するための締結部が挿通される。正面側カバー部材Ｅ１８１の締結
部がガイド溝Ｅ１９５ｃに挿通されることで、第２伝達部材Ｅ１９５の左右方向への変位
をガイドできる。また、正面側カバー部材Ｅ１８１の締結部にはタッピングネジが螺合さ
れるため、タッピングネジの剛性を利用して、正面側カバー部材Ｅ１８１の締結部とガイ
ド溝Ｅ１９５ｃとの当接による破損を抑制できる。
【１９０６】
　ピニオンギヤＥ１９６は、その軸方向が前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿う姿勢で配設
される。軸方向に穿設される挿通孔に軸Ｅ１９７が挿通され、軸Ｅ１９７が、正面側カバ
ー部材Ｅ１８１及び背面側カバー部材Ｅ１８２に配設される軸支部Ｅ１８１ｉ，Ｅ１８２
ｄに軸支されることで、ピニオンギヤＥ１９６は、カバー部材Ｅ１８０に回動可能に配設
される。
【１９０７】
　次いで、図１４４から図１４７を参照して、駆動手段Ｅ１９０による振分通路Ｅ１５０
の変位（往復）動作について説明する。図１４４（ａ）及び図１４６（ａ）は、正面部材
Ｅ１１０の図示が省略された状態における下側フレームＥ８６ｂの正面図であり、図１４
４（ｂ）及び図１４６（ｂ）は、背面側カバー部材Ｅ１８２の図示が省略された状態にお
ける下側フレームＥ８６ｂの部分拡大背面図であり、図１４４（ｃ）及び図１４６（ｃ）
は、下側フレームＥ８６ｂの上面図である。
【１９０８】
　図１４５（ａ）は、図１４４（ｃ）のＣＸＬＶａ－ＣＸＬＶａ線における下側フレーム
Ｅ８６ｂの断面図であり、図１４５（ｂ）は、図１４５（ａ）のＣＸＬＶｂ－ＣＸＬＶｂ
線における下側フレームＥ８６ｂの断面図であり、図１４５（ｃ）は、下側フレームＥ８
６ｂの部分拡大下面図である。図１４７（ａ）は、図１４６（ｃ）のＣＸＬＶＩＩａ－Ｃ
ＸＬＶＩＩａ線における下側フレームＥ８６ｂの断面図であり、図１４７（ｂ）は、図１
４７（ａ）のＣＸＬＶＩＩｂ－ＣＸＬＶＩＩｂ線における下側フレームＥ８６ｂの断面図
であり、図１４７（ｃ）は、下側フレームＥ８６ｂの部分拡大下面図である。
【１９０９】
　なお、図１４４及び図１４５では、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態が、
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図１４６及び図１４７では、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態が、それぞれ
図示される。
【１９１０】
　図１４４及び図１４５に示すように、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態で
は、振分通路Ｅ１５０、第１伝達部材Ｅ１９４及び第２伝達部材Ｅ１９５は、ベース部材
Ｅ１３０の長手方向において中央通路Ｅ１６０側に位置する。即ち、第１伝達部材Ｅ１９
４と第２伝達部材Ｅ１９５とは、互いに近づいた位置に配設され、従って一対の振分通路
Ｅ１５０も互いに近づいた位置に配設される。
【１９１１】
　第１位置に配置された状態において、中央通路Ｅ１６０の据付部Ｅ１６４の上方には振
分通路Ｅ１５０が配置される。これにより、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流
下した球を架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）へ送球しやすくできる。
【１９１２】
　また、振分通路Ｅ１５０の切欠き部Ｅ１５０ａは、上面視、流路調整ブロックＥ１７０
の外壁Ｅ１７２に近づいた位置に配置される。よって、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲ
ｔ３）を流下した球を外壁Ｅ１７２に当接させ易くできる。これにより、球の送球方向を
変更（変化）でき、遊技の興趣を高めることができる。
【１９１３】
　図１４６及び図１４７に示すように、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態で
は、振分通路Ｅ１５０、第１伝達部材Ｅ１９４及び第２伝達部材Ｅ１９５は、ベース部材
Ｅ１３０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において湾曲部Ｅ１３１側に位置する。即ち、第
１伝達部材Ｅ１９４と第２伝達部材Ｅ１９５とは、第１位置に配置された状態に比べ、互
いに離間した位置に配設され、従って一対の振分通路Ｅ１５０も互いに離間した位置に配
設される。
【１９１４】
　第２位置に配置された状態において振分通路Ｅ１５０は、上面視その傾斜方向下降側の
端部が、据付部Ｅ１６４の左右方向における略中央に配置される。よって、振分通路Ｅ１
５０（第３通路ＥＲｔ３）を通過（流下、転動）した球は据付部Ｅ１６４の上面を転動で
きる。これにより、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）から架設通路Ｅ１６１（第４
通路ＥＲｔ４）もしくは第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ送球されるまでの時
間を長くでき、遊技の興趣を高めることができる。
【１９１５】
　振分通路Ｅ１５０と第１伝達部材Ｅ１９４、第２伝達部材Ｅ１９５とは、被係合部Ｅ１
５３の係合凹部Ｅ１５３ａに係合部Ｅ１９４ｃが挿入されることで係合される。上述した
ように、係合凹部Ｅ１５３ａは、背面視鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に延設して形成され
るため、係合凹部Ｅ１５３ａ内において、係合部Ｅ１９４ｃは鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向
）に変位できる。これにより、第１伝達部材Ｅ１９４又は第２伝達部材Ｅ１９５が左右方
向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に変位する場合においても、振分通路Ｅ１５０は、左右方向に変位
すると共に、鉛直方向に変位できる。これにより、振分通路Ｅ１５０は、その傾斜方向（
第１斜面部Ｅ１３３の傾斜方向）に沿って変位できる。即ち、振分通路Ｅ１５０の上面を
移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動）方向と平行な方向（振分通路Ｅ１５０の
湾曲部Ｅ１３１側の端部から中央通路Ｅ１６０側の端部へ向かう方向）に振分通路Ｅ１５
０及びその上面に形成される突起部Ｅ１５１を変位（往復動）させることができる。その
結果、球の移動（流下、転動）方向に変化（変更）を付与し易くできる。また、球の移動
（流下、転動）方向の変化（変更）を多様とできる。
【１９１６】
　また、上述したように、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）
する球が、突起部Ｅ１５１の傾斜した側面Ｅ１５１ａどうしに当接した状態で振分通路Ｅ
１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）可能に配設されるため、振分通路Ｅ１
５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）球が振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ
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３）に留まることを抑制できる。よって、球が振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）に
留まることを抑制するために、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を複雑な軌跡で変
位させることや、大きな変位量や変位速度で変位させることを抑制できる。その結果、駆
動手段Ｅ１９０を簡素化できる。
【１９１７】
　振分通路Ｅ１５０の第１位置から第２位置への変位は、駆動モータＥ１９１の駆動によ
り、駆動力伝達部材Ｅ１９３の偏心軸Ｅ１９３ａが中央通路Ｅ１６０側（矢印Ｒ方向側）
から湾曲部Ｅ１３１側（矢印Ｌ方向側）に変位することで行われる。
【１９１８】
　上述したように、偏心軸Ｅ１９３ａを第１伝達部材Ｅ１９４の伝達凹部Ｅ１９４ｅに挿
入されるため、偏心軸Ｅ１９３ａの変位と同様、中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１
側に変位する。これにより、第１伝達部材Ｅ１９４に係合される振分通路Ｅ１５０は、第
１位置から第２位置へ変位する。
【１９１９】
　また、第１伝達部材Ｅ１９４の中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１側への変位によ
り、第１ラック部Ｅ１９４ｄのラックギヤＥ１９４ｄ１と歯合するピニオンギヤＥ１９６
は、背面視時計回りに回動される。
【１９２０】
　これにより、ピニオンギヤＥ１９６と歯合する第２ラック部Ｅ１９５ｂ、即ち、第２伝
達部材Ｅ１９５は、中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１側に変位し、第２伝達部材Ｅ
１９５に係合される振分通路Ｅ１５０は、第１位置から第２位置へ変位する。
【１９２１】
　このように、ピニオンギヤＥ１９６を介して第１伝達部材Ｅ１９４の変位が第２伝達部
材Ｅ１９５へ伝達される。これにより、駆動モータＥ１９１の配設個数を抑制して、製品
コストの削減を図ることができる。また、第１伝達部材Ｅ１９４の変位に連動して第２伝
達部材Ｅ１９５が変位できる、即ち、第１伝達部材Ｅ１９４の変位と第２伝達部材Ｅ１９
５の変位の同期を不要とでき、製品コストの削減を図ることができる。
【１９２２】
　また、ピニオンギヤＥ１９６を介するため、第１伝達部材Ｅ１９４と第２伝達部材Ｅ１
９５との変位を逆方向（逆位相）とすることができる。即ち、ベース部材Ｅ１３０（第１
斜面部Ｅ１３３）上において、一対の振分通路Ｅ１５０が変位（往復動）する際に発生す
る左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の振動を互いに打ち消すことができる。これにより、制振
部材を不要とでき、製品コストの削減を図ることができる。
【１９２３】
　振分通路Ｅ１５０の第２位置から第１位置への変位は、第１位置から第２位置への変位
と同様、駆動モータＥ１９１の駆動により行われる。なお、振分通路Ｅ１５０、第１伝達
部材Ｅ１９４の変位の方向、第２伝達部材Ｅ１９５の変位の方向、及び、ピニオンギヤＥ
１９６の回動の方向以外は第１位置から第２位置への変位と同様であるため、その説明は
省略する。
【１９２４】
　ここで、偏心軸Ｅ１９３ａの変位を同一方向に保つことで、振分通路Ｅ１５０を第１位
置と第２位置との間で左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）へ往復動させることができる。詳細に
説明すると、偏心軸Ｅ１９３ａの上面視円状の変位のうち、中央通路Ｅ１６０側から湾曲
部Ｅ１３１側へ向かう変位では、振分通路Ｅ１５０を第１位置から第２位置へ変位させる
。また、偏心軸Ｅ１９３ａの上面視円状の変位のうち、湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ
１６０側へ向かう変位では、振分通路Ｅ１５０を第２位置から第１位置へ変位させる。
【１９２５】
　このように、偏心軸Ｅ１９３ａを上面視円状に変位させることで、偏心軸Ｅ１９３ａの
変位を同一方向に保った状態で振分通路Ｅ１５０を第１位置と第２位置との間で往復動さ
せることができる。これにより、駆動モータＥ１９１の駆動方向を切り替えることを抑制
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できる。その結果、駆動モータＥ１９１を制御するためのセンサを不要とでき、製品コス
トの削減を図ることができる。
【１９２６】
　また、偏心軸Ｅ１９３ａは上面視円状に変位するため、第１伝達部材Ｅ１９４が所定量
を超えて左右方向への変位することを抑制できる。例えば、駆動力伝達部材Ｅ１９３を介
せず、駆動モータＥ１９１が第１伝達部材Ｅ１９４に係合される形態では、駆動モータＥ
１９１の誤作動やセンサの制御不良等で、第１伝達部材Ｅ１９４が所定量を超えて変位す
る虞がある。
【１９２７】
　これに対し、本実施形態では、偏心軸Ｅ１９３ａは上面視円状に変位することで第１伝
達部材Ｅ１９４は所定の範囲内において左右方向へ変位するため、第１伝達部材Ｅ１９４
が他の部材（例えば、中央通路Ｅ１６０）に当接することを抑制できる。また、駆動モー
タＥ１９１の駆動方向の切り替え（駆動の停止や再駆動）による振動の発生を抑制でき、
振分通路Ｅ１５０の往復動を滑らかにできる。
【１９２８】
　図１３６から図１４３に戻って、下側フレームＥ８６ｂを流下する球について説明する
。
【１９２９】
　正面板Ｅ１１１に形成される受入口ＥＯＰｉｎを通過することで、球は、第１通路ＥＲ
ｔ１へ案内され、次いで、球の自重により第１通路ＥＲｔ１を落下することで、湾曲部Ｅ
１３１（第２通路ＥＲｔ２）へ案内される。
【１９３０】
　湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）へ案内された球は、その形状により、前後方向（
矢印Ｆ－Ｂ方向）へ往復動しつつ、壁板Ｅ１３２の切欠き部Ｅ１３２ａを通過することで
、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）へ案内される。これにより、振分通路Ｅ１５０
（第３通路ＥＲｔ３）へ案内される球は、前後方向への速度成分を有した状態で切欠き部
Ｅ１３２ａを通過できる。
【１９３１】
　また、切欠き部Ｅ１３２ａは、球の直径よりも大きく形成されるため、切欠き部Ｅ１３
２ａの任意の位置から振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）へ球を案内できる。
【１９３２】
　これらにより、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）から振分通路Ｅ１５０（第３通路
ＥＲｔ３）へ流下される球を不規則にでき、従って、遊技の興趣を高めることができる。
【１９３３】
　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下する球は、上述したように、突起部Ｅ１
５１に当接することによりその流下方向が変更（変化）される。ここで、球の流下方向が
、背面側（矢印Ｂ方向側）に変更（変化）され、ベース部材Ｅ１３０の背面板Ｅ１３７に
当接すると共に背面板Ｅ１３７の正面側（矢印Ｆ方向側）に配設される突起部Ｅ１５１の
側面Ｅ１５１ａに当接する、即ち、背面板Ｅ１３７と突起部Ｅ１５１とに挟持されること
で、球の流下が抑制される虞がある。
【１９３４】
　これに対し、本実施形態においては、駆動モータＥ１９１により振分通路Ｅ１５０が振
分通路Ｅ１５０（第１斜面部Ｅ１３３）の傾斜方向に沿って往復動するため、背面板Ｅ１
３７と突起部Ｅ１５１とにより球が挟持されることを抑制できる。また、振分通路Ｅ１５
０が変位（往復動）することで、球と突起部Ｅ１５１との当接を不規則にでき、振分通路
Ｅ１５０を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動）方向の変化（変更）を多様化
できる。これにより、振分通路Ｅ１５０を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動
）方向の変化（変更）が単調となることを抑制できる。その結果、遊技の興趣を高めるこ
とができる。
【１９３５】
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　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下する球は、突起部Ｅ１５１に当接し、流
下する球の速度が減少することで、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下する球
の流下時間を延長（変化）できる。また、流下方向が変更（変化）されることで、架設通
路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）もしくは介
設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）のいずれかの通路に案内される。
【１９３６】
　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下する球が中央通路Ｅ１６０の架設通路Ｅ
１６１（第４通路ＥＲｔ４）に送球されると、架設通路Ｅ１６１の左右方向略中央に形成
される上方孔Ｅ１６２へ向けて案内される。架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）を流
下する球が、上方孔Ｅ１６２の周囲に突設される突起部Ｅ１６２ａによりその案内方向が
変更（変化）されることなく流下することで、上方孔Ｅ１６２を通過し、円筒壁Ｅ１６３
（第４通路ＥＲｔ４）内を鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ流下（落下）する。
【１９３７】
　円筒壁Ｅ１６３内を流下（落下）した球は、第２斜面部Ｅ１３５の挿通孔Ｅ１３５ａを
通過し、正面側カバー部材Ｅ１８１の背面側通路Ｅ１８１ｂ（第４通路ＥＲｔ４）へ案内
され、送球板Ｅ１８１ｂ１の送球傾斜部Ｅ１８１ｂ３に当接することで、その案内方向が
鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）から正面部材Ｅ１１０側（矢印Ｆ方向側）へ変更（変化）さ
れ、送球板Ｅ１８１ｂ１の上面を流下する（図１４３（ｃ）参照）。
【１９３８】
　送球板Ｅ１８１ｂ１の上面を流下した球は、そのまま介設部材Ｅ１４０の下側通路Ｅ１
４３（第４通路ＥＲｔ４）を流下し、当接部Ｅ１４２の通路口Ｅ１４２ａを通過し、正面
部材Ｅ１１０の流出口ＥＯＰｏｕｔから遊技領域へ流出される。
【１９３９】
　架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）を流下する球が、上方孔Ｅ１６２の周囲に突設
される突起部Ｅ１６２ａによりその流下方向が変更（変化）される場合、架設通路Ｅ１６
１の正面側（矢印Ｆ方向側）から第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）もしくは中央
通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ送球される。
【１９４０】
　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下する球が第２斜面部Ｅ１３５（第５通路
ＥＲｔ５）に送球されると、介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）もしくは中央通路Ｅ
１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ向けて案内される。
【１９４１】
　第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）上を介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）
へ向けて流下される球が、第２斜面部Ｅ１３５に配設される流路調整ブロックＥ１７０に
当接することで、その流下方向が変更（変化）される。流路調整ブロックＥ１７０の内壁
Ｅ１７３に当接した球は、中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ案内される可能性
があり、これにより、遊技の興趣を高めることができる。
【１９４２】
　第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）上を中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７
）へ向けて流下される球のうち、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）と中央通路Ｅ
１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）との境界の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設される一対の立
て壁部Ｅ１３５ｃに当接することで、球が中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）に案
内されることが抑制される。
【１９４３】
　中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）に案内された球は、その傾斜方向により第２
斜面部Ｅ１３５の挿通孔Ｅ１３５ａ（矢印Ｂ方向）へ向けて流下し、挿通孔Ｅ１３５ａを
通過して正面側カバー部材Ｅ１８１の背面側通路Ｅ１８１ｂ（第４通路ＥＲｔ４）へ案内
される。
【１９４４】
　ここで、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ案内される球のうち、中央通路Ｅ
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１６０よりも背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）に送球された球は、円筒壁Ｅ１６３に当
接することで、挿通孔Ｅ１３５ａを通過することが抑制される。
【１９４５】
　また、第２斜面部Ｅ１３５に形成される仕切り部Ｅ１３５ｄに当接することにより、球
が振分通路Ｅ１５０の左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）一側から他側もしくは他側から一側へ
送球されることを抑制できる。これにより、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ
案内される球が、取付け部Ｅ１３４の側面（左右方向に形成される面）に当接しその流下
方向が変更（変化）されることで、中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）に案内され
ることを抑制できる。
【１９４６】
　また、仕切り部Ｅ１３５ｄに当接することにより、球が円筒壁Ｅ１６３の背面側（矢印
Ｂ方向側）を流下することを抑制できる。これにより、遊技者が第２斜面部Ｅ１３５（第
５通路ＥＲｔ５）を流下する球を見失うことを抑制できる。
【１９４７】
　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）の前端（矢印Ｆ方向側の端部）、もしくは第２
斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）から送球される球は、介設部材Ｅ１４０（第６通路
ＥＲｔ６）の転動部Ｅ１４１を、その延設方向中央へ向けて転動する。ここで、転動部Ｅ
１４１は、その延設方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面
での断面形状が、延設方向中央に向けて下降傾斜して形成されるため、介設部材Ｅ１４０
（第６通路ＥＲｔ６）へ流下された球は、転動部Ｅ１４１の形状に沿って延設方向（左右
方向）へ往復動し、第１流出面Ｅ１４１ａから中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）
へ案内される、もしくは第２流出面Ｅ１４１ｂから遊技領域へ流出（流下）される。
【１９４８】
　なお、流路調整ブロックＥ１７０は、正面視左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において第２
流出面Ｅ１４１ｂと重なる位置に配設される。これにより、第２斜面部Ｅ１３５（第５通
路ＥＲｔ５）を流下する球が、そのまま第２流出面Ｅ１４１ｂから遊技領域へ流出（流下
）されることを抑制できる。従って、転動部Ｅ１４１を転動させることができ、遊技の興
趣を高めることができる。
【１９４９】
　上述したように、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）に突起部Ｅ１５１を形成する
ことで、球の移動（流下、転動）方向を変更（変化）できる。言い換えると、球の移動（
流下、転動）方向にランダム性を付与できる。即ち、球が振分通路Ｅ１５０を通過する（
振分通路Ｅ１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に渡り切る）ことを阻害する又は補助す
る手段として、突起部Ｅ１５１を機能させることができる。
【１９５０】
　同様に、駆動手段Ｅ１９０を備えることで球の移動（流下、転動）方向を変更（変化）
でき、球が振分通路Ｅ１５０を通過する（振分通路Ｅ１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向
）に渡り切る）ことを阻害する又は補助する手段として、駆動手段Ｅ１９０を機能させる
ことができる。
【１９５１】
　振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）し、中央通路Ｅ１６０側
の端部を通過した（振分通路Ｅ１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に渡り切った）球は
、架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）もしくは第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ
５）のどちらかの通路に案内される。即ち、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流
下（流下方向側の端部を通過）した球が架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）へ振り分
けられることを遊技者に期待させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１９５２】
　ここで、振分通路Ｅ１５０の介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）の端部を通過した球
は、介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）、即ち、第１入賞口６４に球が入賞する確率
の低い通路へ送球（案内）される。言い換えると、振分通路Ｅ１５０を長手方向に渡り切
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らなかった球は、第１入賞口６４に球が入賞する確率が低くなる。
【１９５３】
　これにより、振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側（流下方向側）の端部を通過し（
振分通路Ｅ１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に渡り切る）、第１入賞口６４に球が入
賞する確率の高い架設通路Ｅ１６１（中央通路Ｅ１６０、第４通路ＥＲｔ４）へ球が送球
（案内）されることを遊技者に期待させることができる。その結果、遊技の興趣を向上で
きる。
【１９５４】
　また、突起部Ｅ１５１に当接することで振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下
する球の流下速度を遅くでき、架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）に球が案内される
ことを遊技者に期待させる時間を長くでき、遊技の興趣を高めることができる。
【１９５５】
　また、突起部Ｅ１６２ａにより、架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）に案内された
球を第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）に送球できる。
【１９５６】
　一方、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）に形成される中央通路Ｅ１３５ｂ（第
７通路ＥＲｔ７）により、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）、介設部材Ｅ１４０
（第６通路ＥＲｔ６）に案内された球を第１入賞口６４へ入賞し易い（第１入賞口６４へ
入賞する確率が高い）背面側通路Ｅ１８１ｂ（第４通路ＥＲｔ４）に送球できる。これに
より、球が遊技領域に流出（流下）されるまで、球が背面側通路Ｅ１８１ｂ（第４通路Ｅ
Ｒｔ４）へ案内されることを遊技者に期待させることができ、遊技の興趣を高めることが
できる。
【１９５７】
　次いで、図１４８から図１４９を参照して、第１７実施形態における下側フレームＥ２
０８６ｂについて説明する。
【１９５８】
　上記第１６実施形態では、振分通路Ｅ１５０の上面に突起部Ｅ１５１が突設される場合
を説明したが、第１７実施形態における振分通路Ｅ２１５０の上面は、円弧状に湾曲して
形成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明
は省略する。
【１９５９】
　図１４８は、第１７実施形態における下側フレームＥ２０８６ｂの部分拡大断面図であ
り、図１４４のＣＸＬＶａ－ＣＸＬＶａ線における断面に対応する。なお、図１４８（ａ
）は、振分通路Ｅ２１５０と湾曲部Ｅ１３１とが当接した状態を示し、図１４８（ｂ）は
、図１４８（ａ）に対し、コイルばねとして構成される弾性ばねＥ２１９０が縮んだ状態
を示す。図１４９（ａ）は、振分通路Ｅ２１５０の正面斜視図であり、図１４９（ｂ）は
、図１４９（ａ）の矢印ＣＸＬＩＸｂ方向視における振分通路Ｅ２１５０の正面図であり
、図１４９（ｃ）は、図１４９（ｂ）の矢印ＣＸＬＩＸｃ方向視における振分通路Ｅ２１
５０の下面図であり、図１４９（ｄ）は、図１４９（ｂ）の矢印ＣＸＬＩＸｄ方向視にお
ける振分通路Ｅ２１５０の側面図である。
【１９６０】
　図１４８及び図１４９に示すように、下側フレームＥ２０８６ｂは、正面部材Ｅ１１０
と、その正面部材Ｅ１１０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に配設される誘導部材Ｅ１
２０と、正面部材Ｅ１１０の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設されるベース部材Ｅ２１３０
と、正面部材Ｅ１１０及びベース部材Ｅ２１３０の対向間に介設される介設部材Ｅ１４０
と、ベース部材Ｅ２１３０に配設される振分通路Ｅ２１５０、中央通路Ｅ１６０、一対の
流路調整ブロックＥ１７０及び複数（本実施形態では２個）の弾性ばねＥ２１９０と、を
備える（図１３６参照）。
【１９６１】
　ベース部材Ｅ２１３０は、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に形成される一対の湾
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曲部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対
の湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の平面部Ｅ２１３３と、中央通路Ｅ１６０側
において一対の平面部Ｅ２１３３の上方（矢印Ｕ方向）に形成される一対の取付け部Ｅ１
３４と、その一対の取付け部Ｅ１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と、ベー
ス部材Ｅ２１３０の正面から立設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６（図１３８参照）
と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成される板状の背面板Ｅ１３７と、を備え
る。
【１９６２】
　平面部Ｅ２１３３は、上面視横長略矩形の板状体から形成され、複数（本実施形態では
２個）の支持突起Ｅ２１３３ａが長手方向両端側にそれぞれ形成され、それら複数の支持
突起Ｅ２１３３ａよりも中央通路Ｅ１６０側に複数（本実施形態では２個）の支持部Ｅ２
１３３ｂがそれぞれ形成される。
【１９６３】
　支持突起Ｅ２１３３ａは、円柱状に形成される。支持部Ｅ２１３３ｂは側面視略矩形の
板状体であり、平面部Ｅ２１３３の上面から突設され、その突設方向先端側（矢印Ｕ方向
側）には後述する支持軸Ｅ２０ｊを挿通するための挿通孔、即ち、支持軸Ｅ２０ｊの外形
よりもやや大きな挿通孔が前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に穿設される。複数の支持突起Ｅ
２１３３ａ及び複数の支持部Ｅ２１３３ｂは、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に所定の間隔
を隔ててそれぞれ配設される。
【１９６４】
　振分通路Ｅ２１５０は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向けて下降傾斜し、そ
の傾斜面に垂直な方向視において横長略矩形に形成される。振分通路Ｅ２１５０の下面に
は、複数（本実施形態では２個）の支持突起Ｅ２１５０ａが長手方向両端側にそれぞれ形
成され、それら複数の支持突起Ｅ２１５０ａよりも中央通路Ｅ１６０側に複数（本実施形
態では２個）の支持部Ｅ２１５０ｂがそれぞれ形成される。
【１９６５】
　支持突起Ｅ２１５０ａは、上面視、支持突起Ｅ２１３３ａに対応する位置にそれぞれ配
設される。支持部Ｅ２１５０ｂは、支持部Ｅ２１３３ｂに対し、上面視前後方向に異なら
せた位置にそれぞれ配設される。詳細には、一対の支持部Ｅ２１３３ｂの対向間に支持部
Ｅ２１５０ｂがそれぞれ配設される。
【１９６６】
　支持部Ｅ２１５０ｂには、支持部Ｅ２１３３ｂに穿設される挿通孔と略同等の挿通孔が
前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に穿設される。
【１９６７】
　振分通路Ｅ２１５０の上面には、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）から案内された
球が流下する転動面Ｅ２１５１が形成され、振分通路Ｅ２１５０の延設方向に垂直な平面
での断面形状が鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凹となる円弧状に湾曲して形成され
る。この円弧状に湾曲した空間により第３通路ＥＲｔ２０３が形成される。
【１９６８】
　介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側、図１３６参照）における転動面Ｅ２１５１の端部
は、背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）における転動面Ｅ２１５１の端部よりも鉛直方向
下方（矢印Ｄ方向）に形成される。従って、転動面Ｅ２１５１を流下する球は、背面板Ｅ
１３７側における転動面Ｅ２１５１の端部を通過して背面板Ｅ１３７に当接するよりも、
介設部材Ｅ１４０側における転動面Ｅ２１５１の端部を通過して介設部材Ｅ１４０（第６
通路ＥＲｔ６）へ送球され易い（図１３６参照）。
【１９６９】
　弾性ばねＥ２１９０は、上述したように、コイルばねとして構成され、その内径は、支
持突起Ｅ２１３３ａ，Ｅ２１５０ａの外径と同等またはやや大きく形成される。支持突起
Ｅ２１３３ａ，Ｅ２１５０ａを弾性ばねＥ２１９０の内側に挿通することで、支持突起Ｅ
２１３３ａ，Ｅ２１５０ａは、弾性ばねＥ２１９０を支持できる。
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【１９７０】
　弾性ばねＥ２１９０が支持突起Ｅ２１３３ａ，Ｅ２１５０ａにより支持された状態で支
持部Ｅ２１３３ｂ，Ｅ２１５０ｂの挿通孔に支持軸Ｅ２０ｊを挿通することで、振分通路
Ｅ２１５０を平面部Ｅ２１３３へ係合できる。
【１９７１】
　なお、支持軸Ｅ２０ｊは、平面部Ｅ２１３３に対し前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）を回動
軸として振分通路Ｅ２１５０を回動可能に係合するためのものであり、支持部Ｅ２１３３
ｂ，Ｅ２１５０ｂの挿通孔と同等またはやや小さな外径を有する棒状の円柱体として形成
され、前後方向に沿った姿勢で支持部Ｅ２１３３ｂ，Ｅ２１５０ｂの挿通孔に挿通される
。
【１９７２】
　これらにより、一対の振分通路Ｅ２１５０は、中央通路Ｅ１６０側が回動可能に係合さ
れた状態で、弾性ばねＥ２１９０により長手方向両端側が上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に
変位（往復動）される。即ち、一対の振分通路Ｅ２１５０は、ベース部材Ｅ２１３０（平
面部Ｅ２１３３）に変位（回動、往復動）可能にそれぞれ係合される。また、一対の振分
通路Ｅ２１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端側は、湾曲部Ｅ１３１の下面に当接し
た状態でそれぞれ配設される。
【１９７３】
　この状態では、弾性ばねＥ２１９０は縮んだ状態で配設され、弾性ばねＥ２１９０の弾
性回復力を利用して湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通路Ｅ２１５０との当接状態が維持され
る。即ち、本実施形態においては、弾性ばねＥ２１９０は振分通路Ｅ２１５０の鉛直方向
下方側（矢印Ｄ方向側）に配設され、振分通路Ｅ２１５０を鉛直方向上方側（矢印Ｕ方向
側）へ変位させる態様に形成される。
【１９７４】
　また、この状態では、転動面Ｅ２１５１の鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における高さ位
置が最も低い位置は、中央通路Ｅ１６０の据付部Ｅ１６４の上面よりも鉛直方向上方（矢
印Ｕ方向）に配設される。これにより、転動面Ｅ２１５１を流下した球と据付部Ｅ１６４
との当接を抑制でき、転動面Ｅ２１５１を流下した球を中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲ
ｔ４）もしくは第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ案内できる。
【１９７５】
　次いで、振分通路Ｅ２１５０を流下する球について説明する。湾曲部Ｅ１３１（第２通
路ＥＲｔ２）を前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）へ往復動することにより前後方向への速度成
分を有した状態で振分通路Ｅ２１５０に案内された球は、転動面Ｅ２１５１（第３通路Ｅ
Ｒｔ２０３）を前後方向へ往復動しつつ、傾斜方向に従い中央通路Ｅ１６０側へ向けて流
下する。
【１９７６】
　前後方向への往復動により、背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）における転動面Ｅ２１
５１の端部を通過した球は、背面板Ｅ１３７と当接することで、再び転動面Ｅ２１５１（
第３通路ＥＲｔ２０３）へ案内される。
【１９７７】
　一方、前後方向への往復動により、介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）における転動
面Ｅ２１５１の端部を通過した球は、介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）へ案内され
る（図１３６参照）。
【１９７８】
　転動面Ｅ２１５１の介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）における端部を通過せず、即
ち、介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）へ案内されず、転動面Ｅ２１５１の傾斜方向
下降側の端部を通過した球は、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）もしくは第２斜面
部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ案内される。
【１９７９】
　このように、振分通路Ｅ２１５０の延設方向に垂直な平面での断面形状が鉛直方向下方
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（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に転動面Ｅ２１５１が湾曲して形成されることで
球の流下方向を変更（変化）でき、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）、第２斜面部
Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）もしくは介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）のいずれ
かの通路に球を案内できる（図１３６参照）。即ち、転動面Ｅ２１５１（第３通路ＥＲｔ
２０３）を流下した球を中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）へ振り分けられることを
遊技者に期待させることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【１９８０】
　また、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）から送球された球が、転動面Ｅ２１５１（
第３通路ＥＲｔ２０３）に当接（落下）することで、球の自重により振分通路Ｅ２１５０
は、支持軸Ｅ２０ｊを回動中心として湾曲部Ｅ１３１側が鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ
向けて回動する。即ち、振分通路Ｅ２１５０の傾斜が小さくなる。これにより、転動面Ｅ
２１５１（第３通路ＥＲｔ２０３）を流下する球の流下速度を遅くでき、中央通路Ｅ１６
０（第４通路ＥＲｔ４）に球が案内されることを遊技者に期待させる時間を長くでき、遊
技の興趣を高めることができる。
【１９８１】
　また、湾曲部Ｅ１３１は、上述したように、延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方向（
矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸
となる円弧状に湾曲して形成される（図１４３（ｃ）参照）ので、湾曲部Ｅ１３１（第２
通路ＥＲｔ２）に案内された球を、延設方向における一端側と他端側との間で往復動させ
た上で、転動面Ｅ２１５１（第３通路ＥＲｔ２０３）へ球を流下させることができる。よ
って、所定の間隔を隔てた状態で、２球が、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）から転
動面Ｅ２１５１（第３通路ＥＲｔ２０３）へ流入する場合に、湾曲部Ｅ１３１（第２通路
ＥＲｔ２）における往復動を利用して、先行する球に後行する球を追いつかせ、それら先
行する球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）ことができる。これによ
り、先行する球が転動面Ｅ２１５１（第３通路ＥＲｔ２０３）を流下中に後行する球が転
動面Ｅ２１５１（第３通路ＥＲｔ２０３）に案内されることで、先行する球の自重と後行
する球の自重とにより振分通路Ｅ２１５０の傾斜をさらに小さくできる。その結果、架設
通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）に球が案内されることを遊技者に期待させる時間をさ
らに長くでき、遊技の興趣を高めることができる。
【１９８２】
　次いで、図１５０を参照して、第１８実施形態における下側フレームＥ３０８６ｂにつ
いて説明する。
【１９８３】
　上記第１７実施形態では、振分通路Ｅ２１５０の上面が、円弧状に湾曲して形成される
場合を説明したが、第１８実施形態における振分通路Ｅ３１５０の上面は、平面状に形成
される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省
略する。
【１９８４】
　図１５０は、第１８実施形態における下側フレームＥ３０８６ｂの部分拡大断面図であ
り、図１４４のＣＸＬＶａ－ＣＸＬＶａ線における断面に対応する。なお、図１５０（ａ
）は、振分通路Ｅ３１５０と湾曲部Ｅ１３１とが当接した状態を示し、図１５０（ｂ）は
、図１４８（ａ）に対し、弾性ばねＥ２１９０が縮んだ状態を示す。
【１９８５】
　図１５０に示すように、下側フレームＥ３０８６ｂは、正面部材Ｅ１１０と、その正面
部材Ｅ１１０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に配設される誘導部材Ｅ１２０と、正面
部材Ｅ１１０の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設されるベース部材Ｅ３１３０と、正面部材
Ｅ１１０及びベース部材Ｅ３１３０の対向間に介設される介設部材Ｅ１４０と、ベース部
材Ｅ３１３０に配設される振分通路Ｅ３１５０、中央通路Ｅ１６０、一対の流路調整ブロ
ックＥ１７０及び複数（本実施形態では２個）の弾性ばねＥ２１９０と、ボールジョイン
トＥ３２００と、を備える（図１３６参照）。
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【１９８６】
　ベース部材Ｅ３１３０は、第１７実施形態におけるベース部材Ｅ２１３０に対し、支持
部Ｅ２１３３ｂに代えてボールジョイントＥ３２００のソケットＥ３２２０が平面部Ｅ３
１３３に配設される以外は同一に形成される。
【１９８７】
　平面部Ｅ３１３３の支持突起Ｅ２１３３ａよりも中央通路Ｅ１６０側における平面部Ｅ
３１３３の前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）略中央には、ボールジョイントＥ３２００のソケ
ットＥ３２２０が配設される。
【１９８８】
　ここで、ボールジョイントＥ３２００について説明する。ボールジョイントＥ３２００
は、ボール部材Ｅ３２１０と、ソケットＥ３２２０とから形成される。
【１９８９】
　ボール部材Ｅ３２１０には、球状に形成される球部Ｅ３２１１と、その球部Ｅ３２１１
に結合される固定部Ｅ３２１２とが形成される。ソケットＥ３２２０には、その上面に球
部Ｅ３２１１の外径と同等またはやや大きく形成される受け口Ｅ３２２１が凹設される。
球部Ｅ３２１１が受け口Ｅ３２２１に挿入されることで、ソケットＥ３２２０に対してボ
ール部材Ｅ３２１０が、変位可能に係合される。
【１９９０】
　振分通路Ｅ３１５０は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向けて下降傾斜し、そ
の傾斜面に垂直な方向視において横長略矩形の板状体から形成される。振分通路Ｅ３１５
０の下面には、複数（本実施形態では２個）の支持突起Ｅ２１５０ａが長手方向両端側に
それぞれ形成され、それら複数の支持突起Ｅ２１５０ａよりも中央通路Ｅ１６０側にボー
ル部材Ｅ３２１０が形成される。
【１９９１】
　支持突起Ｅ２１５０ａ及びボール部材Ｅ３２１０は、上面視、平面部Ｅ３１３３に形成
される支持突起Ｅ２１３３ａ及びソケットＥ３２２０に対応する位置にそれぞれ配設され
る。
【１９９２】
　板状体に形成される振分通路Ｅ３１５０の上面には、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ
２）から案内された球が流下する転動面Ｅ３１５１が形成される。転動面Ｅ３１５１によ
り第３通路ＥＲｔ３０３が形成される。
【１９９３】
　弾性ばねＥ２１９０が支持突起Ｅ２１３３ａ,Ｅ２１５０ａにより支持された状態で平
面部Ｅ３１３３の上面に配設されるソケットＥ３２２０（受け口Ｅ３２２１）に振分通路
Ｅ３１５０の下面に配設されるボール部材Ｅ３２１０（球部Ｅ３２１１）を挿入すること
で、振分通路Ｅ３１５０を平面部Ｅ３１３３へ係合できる。
【１９９４】
　これらにより、一対の振分通路Ｅ３１５０は、中央通路Ｅ１６０側が回動可能に係合さ
れた状態で、弾性ばねＥ２１９０により長手方向両端側が上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に
変位（往復動）される。即ち、一対の振分通路Ｅ３１５０は、ベース部材Ｅ３１３０（平
面部Ｅ３１３３）に変位（回動、往復動）可能にそれぞれ配設される。また、一対の振分
通路Ｅ３１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端は、湾曲部Ｅ１３１の下面に当接した
状態でそれぞれ配設される。
【１９９５】
　この状態では、弾性ばねＥ２１９０は縮んだ状態で配設されており、弾性ばねＥ２１９
０の弾性回復力を利用して湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通路Ｅ３１５０との当接状態が維
持される。即ち、本実施形態においては、弾性ばねＥ２１９０は振分通路Ｅ２１５０の鉛
直方向下方側（矢印Ｄ方向側）に配設され、振分通路Ｅ２１５０を鉛直方向上方側（矢印
Ｕ方向側）へ変位させる態様に形成される。
【１９９６】
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　また、この状態では、転動面Ｅ３１５１の傾斜方向下降側（矢印Ｄ方向側）の端部、即
ち、転動面Ｅ３１５１の鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における高さ位置が最も低い位置は
、中央通路Ｅ１６０の据付部Ｅ１６４の上面よりも鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に配設さ
れる。これにより、転動面Ｅ３１５１を流下した球と据付部Ｅ１６４との当接を抑制でき
、転動面Ｅ３１５１を流下した球を中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）もしくは第２
斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ案内できる。
【１９９７】
　次いで、振分通路Ｅ３１５０を流下する球について説明する。湾曲部Ｅ１３１を前後方
向（矢印Ｆ－Ｂ方向）へ往復動することにより前後方向への速度成分を有した状態で振分
通路Ｅ３１５０に案内された球は、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を前後方
向へ変位可能であり、傾斜方向に従い中央通路Ｅ１６０側へ向けて流下する。
【１９９８】
　ここで、前後方向における転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）への球の当接（
落下）位置により、振分通路Ｅ３１５０は、介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）もしく
は背面板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）へ傾斜する（図１３６参照）。
【１９９９】
　詳細に説明すると、ボールジョイントＥ３２００を介して振分通路Ｅ３１５０がベース
部材Ｅ３１３０（平面部Ｅ３１３３）に係合されるため、転動面Ｅ３１５１（第３通路Ｅ
Ｒｔ３０３）の介設部材Ｅ１４０（図１３６参照）側へ球が当接（落下）した場合、振分
通路Ｅ３１５０は、湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ１６０側への下降傾斜に加え、球の
自重により、背面板Ｅ１３７側から介設部材Ｅ１４０側へ向けて下降傾斜する。一方、転
動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）の背面板Ｅ１３７側へ球が当接（落下）した場
合、振分通路Ｅ３１５０は、湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ１６０側への下降傾斜に加
え、球の自重により、介設部材Ｅ１４０側から背面板Ｅ１３７側へ向けて下降傾斜する。
即ち、前後方向において、球が当接（落下）した側へ転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ
３０３）が下降傾斜する。
【２０００】
　これにより、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を流下する球の流下方向を変
更（変化）でき、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）、第２斜面部Ｅ１３５（第５通
路ＥＲｔ５）もしくは介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）（図１３６参照）のいずれ
かの通路に球を案内できる。即ち、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を流下し
た球を中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）へ振り分けられることを遊技者に期待させ
ることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【２００１】
　また、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）から送球された球が、転動面Ｅ３１５１（
第３通路ＥＲｔ３０３）に当接（落下）することで、球の自重により振分通路Ｅ３１５０
は、ボールジョイントＥ３２００を回動中心として湾曲部Ｅ１３１側が鉛直方向下方（矢
印Ｄ方向）へ向けて回動する。即ち、長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）における振分通路Ｅ３
１５０の傾斜が小さくなる。これにより、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を
流下する球の流下速度を遅くでき、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）に球が案内さ
れることを遊技者に期待させる時間を長くでき、遊技の興趣を高めることができる。
【２００２】
　また、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）は、上述したように、延設方向（矢印Ｆ－
Ｂ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下方（矢
印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に湾曲して形成される（図１４３（ｃ）参照）ので、
湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）に案内された球を、延設方向における一端側と他端
側との間で往復動させた上で、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）へ球を流下さ
せることができる。よって、所定の間隔を隔てた状態で、２球が、湾曲部Ｅ１３１（第２
通路ＥＲｔ２）から転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）へ流入する場合に、湾曲
部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）における往復動を利用して、先行する球に後行する球を
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追いつかせ、それら先行する球と後行する球との間隔を減少させる（球を連ならせる）こ
とができる。これにより、先行する球が転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を流
下中に、後行する球が転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）に案内されることで先
行する球の自重と後行する球の自重とにより振分通路Ｅ３１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ
方向）における傾斜をさらに小さくできる。その結果、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲ
ｔ４）に球が案内されることを遊技者に期待させる時間をさらに長くでき、遊技の興趣を
高めることができる。
【２００３】
　また、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）へ球を流下させることで、前後方向
（矢印Ｆ－Ｂ方向）における振分通路Ｅ３１５０の傾斜方向を変更（変化）できる場合が
ある。
【２００４】
　例えば、先行する球が、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）の介設部材Ｅ１４
０（図１３６参照）側を流下している状態において、後行する球が、転動面Ｅ３１５１（
第３通路ＥＲｔ３０３）の背面板Ｅ１３７側に当接（落下）した場合、前後方向における
転動面Ｅ３１５１の傾斜の下降方向を介設部材Ｅ１４０側から背面板Ｅ１３７側に変更（
変化）できる場合がある。このように、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を球
が流下中に、前後方向における転動面Ｅ３１５１の傾斜方向が変更（変化）することで、
球の送球先を変更でき、遊技の興趣を高めることができる。
【２００５】
　本実施形態においては、複数（本実施形態では２個）の支持突起Ｅ２１３３ａに、同一
の弾性ばねＥ２１９０がそれぞれ配設される場合を説明したが、異なる弾性ばね、即ち、
異なる弾性係数を有する弾性ばねがそれぞれ配設されてもよい。
【２００６】
　例えば、介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）に配設される弾性ばねの弾性係数を背面
板Ｅ１３７側（矢印Ｂ方向側）に配設される弾性ばねの弾性係数よりも小さくすることで
、振分通路Ｅ３１５０を介設部材Ｅ１４０側に下降傾斜させ易くできる（図１３６参照）
。これにより、転動面Ｅ３１５１（第３通路ＥＲｔ３０３）を流下する球が、転動面Ｅ３
１５１と背面板Ｅ１３７とに当接した（挟持された）状態で転動面Ｅ３１５１（第３通路
ＥＲｔ３０３）を流下し、中央通路Ｅ１６０と背面板Ｅ１３７との間を流下（落下）して
第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ案内されることを抑制できる。
【２００７】
　次いで、図１５１から図１５２を参照して、第１９実施形態における下側フレームＥ４
０８６ｂについて説明する。
【２００８】
　上記第１６実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０が配設される場合を説明したが、第
１９実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０に加え、一対の第２振分通路Ｅ４１５０が配
設される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は
省略する。
【２００９】
　図１５１（ａ）及び図１５２（ａ）は、第１９実施形態における下側フレームＥ４０８
６ｂの正面図であり、図１５１（ｂ）及び図１５２（ｂ）は、下側フレームＥ４０８６ｂ
の背面図である。なお、図１５１及び図１５２は模式的に図示され、図１５１（ａ）及び
図１５２（ａ）では、正面部材Ｅ１１０及び誘導部材Ｅ１２０の図示が省略される。また
、図１５１（ｂ）及び図１５２（ｂ）では、理解を容易とするため、振分通路Ｅ１５０、
第２振分通路Ｅ４１５０及び駆動手段Ｅ４１９０のみが表示される。また、図１５１では
、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態が、図１５２では、振分通路Ｅ１５０が
第２位置に配置された状態が、それぞれ図示される。
【２０１０】
　図１５１から図１５２に示すように、下側フレームＥ４０８６ｂは、正面部材Ｅ１１０
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と、その正面部材Ｅ１１０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に配設される誘導部材Ｅ１
２０と、正面部材Ｅ１１０の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設されるベース部材Ｅ４１３０
と、正面部材Ｅ１１０及びベース部材Ｅ４１３０の対向間に介設される介設部材Ｅ１４０
と、ベース部材Ｅ４１３０に配設される振分通路Ｅ１５０、第２振分通路Ｅ４１５０、中
央通路Ｅ１６０及び一対の流路調整ブロックＥ１７０と、ベース部材Ｅ４１３０の下面側
（矢印Ｄ方向側）に所定の間隔を隔てて配設されるカバー部材Ｅ４１８０と、そのカバー
部材Ｅ４１８０の内側に配設される駆動手段Ｅ４１９０と、を備える（図１３６参照）。
【２０１１】
　ベース部材Ｅ４１３０は、上面視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）両端に形成される一対の湾曲部Ｅ１３１（図１３６参照）と、その湾曲部Ｅ１３１の
外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対の湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される
一対の第１斜面部Ｅ４１３３と、その一対の第１斜面部Ｅ４１３３の対向間に形成される
一対の第３斜面部Ｅ４１３９と、その一対の第３斜面部Ｅ４１３９の対向間に形成される
一対の取付け部Ｅ１３４と、その一対の取付け部Ｅ１３４の対向間に形成される第２斜面
部Ｅ１３５と、ベース部材Ｅ４１３０の正面から立設される一対の板状の張出し部Ｅ１３
６（図１３８参照）と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成される板状の背面板
Ｅ４１３７と、を備える。
【２０１２】
　第３斜面部Ｅ４１３９が形成されるため、第１６実施形態における第１斜面部Ｅ１３３
に対し第１斜面部Ｅ４１３３は、鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に配設され、長手方向（矢
印Ｌ－Ｒ方向）が短く形成される。
【２０１３】
　第３斜面部Ｅ４１３９は、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）において第１斜面部Ｅ４１３３
と取付け部Ｅ１３４との間に配設され、第１斜面部Ｅ４１３３に平行に形成される。
【２０１４】
　背面板Ｅ４１３７は、第１斜面部Ｅ４１３３と同様、第１６実施形態における背面板Ｅ
１３７に対し鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に延設して配設される。
【２０１５】
　第２振分通路Ｅ４１５０は、振分通路Ｅ１５０に対し、傾斜方向における長さが短く形
成され、その他は同一であるため、その説明は省略する。第２振分通路Ｅ４１５０に突起
部Ｅ１５１が形成されることで、第２振分通路Ｅ４１５０に第３通路ＥＲｔ３が形成され
る。第２振分通路Ｅ４１５０は、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）において振分通路Ｅ１５０
（第３通路ＥＲｔ３）と中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）との間に配設される。即
ち、第２振分通路Ｅ４１５０は、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）よりも鉛直方向
下方（矢印Ｄ方向）であり、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）よりも鉛直方向上方
（矢印Ｕ方向）に配設される。
【２０１６】
　駆動手段Ｅ４１９０は、駆動力を発生させる駆動モータＥ１９１と、駆動モータＥ１９
１の上方（矢印Ｕ方向）に配設される取付け部材Ｅ１９２と、駆動モータＥ１９１の軸に
固着される駆動力伝達部材Ｅ１９３と、駆動力伝達部材Ｅ１９３に係合される第１伝達部
材Ｅ４１９４と、第１伝達部材Ｅ４１９４に係合される第２伝達部材Ｅ４１９５及び第３
伝達部材Ｅ４１９８と、第２伝達部材Ｅ４１９５に係合される第４伝達部材Ｅ４１９９と
、複数（本実施形態では３個）のピニオンギヤＥ１９６と、を備える。
【２０１７】
　なお、本実施形態における複数のピニオンギヤＥ１９６は全て同一であるが、理解を容
易とするため、第１伝達部材Ｅ４１９４と第２伝達部材Ｅ４１９５との間に介設されるピ
ニオンギヤＥ１９６をピニオンギヤＥ１９６ａ、第１伝達部材Ｅ４１９４と第３伝達部材
Ｅ４１９８との間に介設されるピニオンギヤＥ１９６をピニオンギヤＥ１９６ｂ、第２伝
達部材Ｅ４１９５と第４伝達部材Ｅ４１９９との間に介設されるピニオンギヤＥ１９６を
ピニオンギヤＥ１９６ｃと符号を付して区別する。



(240) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

【２０１８】
　第１伝達部材Ｅ４１９４は、第１６実施形態における第１伝達部材Ｅ１９４に対し、係
合ベースＥ４１９４ｂが鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成され、第１ラック部
Ｅ４１９４ｄの上面にピニオンギヤＥ１９６ｂと歯合するラックギヤＥ１９４ｄ１が刻設
される。
【２０１９】
　第２伝達部材Ｅ４１９５は、第１６実施形態における第２伝達部材Ｅ１９５に対し、係
合ベースＥ４１９４ｂが鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成され、本体部Ｅ４１
９５ａの上面であって長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）一方側（矢印Ｌ方向側）にピニオンギ
ヤＥ１９６ｃと歯合するラックギヤＥ１９４ｄ１が刻設される。
【２０２０】
　第３伝達部材Ｅ４１９８及び第４伝達部材Ｅ４１９９は、駆動モータＥ１９１の駆動力
を第２振分通路Ｅ４１５０へ伝達するためのものである。
【２０２１】
　第３伝達部材Ｅ４１９８には、本体部Ｅ４１９８ａと、その本体部Ｅ４１９８ａの上面
から突設される係合ベースＥ１９４ｂと、係合ベースＥ１９４ｂの上端から正面部材Ｅ１
１０側（矢印Ｆ方向側）へ向けて突設される係合部Ｅ１９４ｃ（図１３８参照）とが形成
される。本体部Ｅ４１９８ａの下面には、ピニオンギヤＥ１９６ｂと歯合するラックギヤ
Ｅ１９４ｄ１が刻設され、ピニオンギヤＥ１９６ｂの回動により、第３伝達部材Ｅ４１９
８が左右方向へ変位される。
【２０２２】
　第４伝達部材Ｅ４１９９には、本体部Ｅ４１９９ａと、その本体部Ｅ４１９９ａの上面
から突設される係合ベースＥ１９４ｂと、係合ベースＥ１９４ｂの上端から正面部材Ｅ１
１０側（矢印Ｆ方向側）へ向けて突設される係合部Ｅ１９４ｃ（図１３８参照）とが形成
される。本体部Ｅ４１９９ａの下面には、ピニオンギヤＥ１９６ｃと歯合するラックギヤ
Ｅ１９４ｄ１が刻設され、ピニオンギヤＥ１９６ｃの回動により、第４伝達部材Ｅ４１９
９が左右方向へ変位される。
【２０２３】
　図１５１に示すように、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態では、振分通路
Ｅ１５０、第１伝達部材Ｅ４１９４及び第２伝達部材Ｅ４１９５は、ベース部材Ｅ４１３
０の長手方向において中央通路Ｅ１６０側に位置する。即ち、第１伝達部材Ｅ４１９４と
第２伝達部材Ｅ４１９５とは、互いに近づいた位置に配設され、従って、一対の振分通路
Ｅ１５０も互いに近づいた位置に配設される。
【２０２４】
　一方、第２振分通路Ｅ４１５０、第３伝達部材Ｅ４１９８及び第４伝達部材Ｅ４１９９
は、ベース部材Ｅ４１３０の長手方向において壁板Ｅ１３２側に位置する。即ち、第３伝
達部材Ｅ４１９８と第４伝達部材Ｅ４１９９とは、互いに離間した位置に配設され、従っ
て、一対の第２振分通路Ｅ４１５０も互いに離間した位置に配設される。
【２０２５】
　なお、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態において、第２振分通路Ｅ４１５
０の傾斜方向下降側の端部は、振分通路Ｅ１５０の傾斜方向下降側の端部よりも壁板Ｅ１
３２側に位置する、即ち、上面視、第２振分通路Ｅ４１５０の全体が振分通路Ｅ１５０と
重なる位置に配置される。従って、第２振分通路Ｅ４１５０は、球の通路を非形成とする
位置に配置される。
【２０２６】
　これにより、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下した球は、第２振分通路Ｅ
４１５０を移動（流下、転動）せず、架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）へ送球（落
下）される。即ち、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）から架設通路Ｅ１６１（中央
通路Ｅ１６０、第４通路ＥＲｔ４）へ球を流下（落下）させることができる。この結果、
振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）から流下（落下）した球が、架設通路Ｅ１６１に
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当接し跳ね返ることで、架設通路Ｅ１６１から第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）
へ流下（落下）させ易くできる。
【２０２７】
　一方、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）から中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ
４）へ球を流下（落下）させることで、架設通路Ｅ１６１を流下することなく、直接、上
方孔Ｅ１６２へ球を送球できる場合がある。これにより、球が架設通路Ｅ１６１を転動し
て上方孔Ｅ１６２へ向けて流下する場合と比較して、突起部Ｅ１６２ａとの当接による第
２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）への流下（落下）することを抑制できる（図１４
０参照）。
【２０２８】
　このように、本実施形態では、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）から架設通路Ｅ
１６１（中央通路Ｅ１６０、第４通路ＥＲｔ４）へ球を流下（落下）させることで、第１
６実施形態と比較して架設通路Ｅ１６１（中央通路Ｅ１６０、第４通路ＥＲｔ４）へ振り
分けられた球を第１入賞口６４（図１３５参照）へ入賞し難くできる（第１入賞口６４へ
入賞する確率を低くできる）。
【２０２９】
　一方、振分通路Ｅ１５０（第３通路ＥＲｔ３）から架設通路Ｅ１６１を流下することな
く、即ち、球が突起部Ｅ１６２ａに当接することなく上方孔Ｅ１６２へ送球されることで
、球が上方孔Ｅ１６２を通過し易くできる。これにより、振分通路Ｅ１５０（第３通路Ｅ
Ｒｔ３）を流下した球が、架設通路Ｅ１６１を流下せず、直接、上方孔Ｅ１６２を通過す
ることを遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【２０３０】
　図１５２に示すように、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態では、振分通路
Ｅ１５０、第１伝達部材Ｅ４１９４及び第２伝達部材Ｅ４１９５は、ベース部材Ｅ４１３
０の長手方向において壁板Ｅ１３２側に位置する。即ち、第１伝達部材Ｅ４１９４と第２
伝達部材Ｅ４１９５とは、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態に比べ、互いに
離間した位置に配設され、従って、一対の振分通路Ｅ１５０も互いに離間した位置に配設
される。
【２０３１】
　一方、第２振分通路Ｅ４１５０、第３伝達部材Ｅ４１９８及び第４伝達部材Ｅ４１９９
は、ベース部材Ｅ４１３０の長手方向において中央通路Ｅ１６０側に位置する。即ち、第
３伝達部材Ｅ４１９８と第４伝達部材Ｅ４１９９とは、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配
置された状態に比べ、互いに近づいた位置に配設され、従って、一対の第２振分通路Ｅ４
１５０も互いに近づいた位置に配設される。
【２０３２】
　なお、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態において第２振分通路Ｅ４１５０
の傾斜方向下降側の端部は、振分通路Ｅ１５０の傾斜方向上昇側の端部よりも上方孔Ｅ１
６２側に位置する。即ち、上面視、第２振分通路Ｅ４１５０の一部は視認可能な位置に配
設される。これにより、振分通路Ｅ１５０を流下した球を第２振分通路Ｅ４１５０に案内
できる。その結果、第２振分通路Ｅ４１５０を流下した球を、架設通路Ｅ１６１を流下す
ることなく、直接、上方孔Ｅ１６２へ送球し易くできる。
【２０３３】
　ここで、第２振分通路Ｅ４１５０は、振分通路Ｅ１５０よりも鉛直方向下方（矢印Ｄ方
向）に配設されるため、球が第２振分通路Ｅ４１５０から架設通路Ｅ１６１へ流下（落下
）された場合、振分通路Ｅ１５０から架設通路Ｅ１６１へ流下（落下）された場合と比較
して、架設通路Ｅ１６１に当接することによる球の跳ね返り量を小さくできる。これによ
り、架設通路Ｅ１６１から第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）への流下（落下）を
抑制できる。
【２０３４】
　これらのように、振分通路Ｅ１５０から第２振分通路Ｅ４１５０へ案内されることで、
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架設通路Ｅ１６１（中央通路Ｅ１６０、第４通路ＥＲｔ４）へ振り分けられた球を第１入
賞口６４（図１３５参照）へ入賞し易くできる（第１入賞口６４へ入賞する確率を高くで
きる）。よって、第２振分通路Ｅ４１５０に球が案内される（振分通路Ｅ１５０が第２位
置に配置された状態において振分通路Ｅ１５０から球が送球される）ことを遊技者に期待
させ、遊技の興趣を高めることができる。
【２０３５】
　また、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態においては、第２振分通路Ｅ４１
５０に第３通路ＥＲｔ３が形成されるため、第１６実施形態と比較して、第３通路ＥＲｔ
３を流下する球の流下時間を延長（変化）できる。
【２０３６】
　また、振分通路Ｅ１５０から第２振分通路Ｅ４１５０へ球を流下（落下）させることで
、第２振分通路Ｅ４１５０に形成される突起部Ｅ１５１の上面に当接させることができる
。従って、湾曲部Ｅ１３１から振分通路Ｅ１５０への流下（落下）に加え、振分通路Ｅ１
５０から第２振分通路Ｅ４１５０へ球を流下（落下）させることで、突起部Ｅ１５１の上
面を移動（流下、転動）させ易くでき、球の移動（流下、転動）方向を多様とできる。詳
しく説明すると、平面状に形成される突起部Ｅ１５１の上面を移動（流下、転動）するこ
とで、球が第３通路ＥＲｔ３を移動（流下、転動）することを抑制できるため、第３通路
ＥＲｔ３を移動（流下、転動）する態様と第３通路ＥＲｔ３を移動（流下、転動）しない
態様との両方を形成し易くできる。
【２０３７】
　次いで、駆動手段Ｅ４１９０による振分通路Ｅ１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０の往
復動作について説明する。
【２０３８】
　第１伝達部材Ｅ４１９４及び第２伝達部材Ｅ４１９５と振分通路Ｅ１５０、及び、第３
伝達部材Ｅ４１９８及び第４伝達部材Ｅ４１９９と第２振分通路Ｅ４１５０とは、係合部
Ｅ１９４ｃが被係合部Ｅ１５３の係合凹部Ｅ１５３ａに挿入されることでそれぞれ係合さ
れる（図１４５参照）。
【２０３９】
　振分通路Ｅ１５０の第１位置から第２位置への変位、及び、それに伴う第２振分通路Ｅ
４１５０の壁板Ｅ１３２側から中央通路Ｅ１６０側への変位は、駆動モータＥ１９１の駆
動により、駆動力伝達部材Ｅ１９３の偏心軸Ｅ１９３ａが中央通路Ｅ１６０側（矢印Ｒ方
向側）から壁板Ｅ１３２側（矢印Ｌ方向側）に変位することで行われる。
【２０４０】
　駆動力伝達部材Ｅ１９３の偏心軸Ｅ１９３ａが中央通路Ｅ１６０側から壁板Ｅ１３２側
に変位することで、第１伝達部材Ｅ４１９４は中央通路Ｅ１６０側から壁板Ｅ１３２側に
変位する。これにより、第１伝達部材Ｅ４１９４に係合される振分通路Ｅ１５０は、第１
位置から第２位置へ変位する。
【２０４１】
　また、第１伝達部材Ｅ４１９４の中央通路Ｅ１６０側から壁板Ｅ１３２側への変位によ
り、第１ラック部Ｅ４１９４ｄの下面に形成されるラックギヤＥ１９４ｄ１と歯合するピ
ニオンギヤＥ１９６ａは、背面視時計回りに回動され、第１ラック部Ｅ４１９４ｄの上面
に形成されるラックギヤＥ１９４ｄ１と歯合するピニオンギヤＥ１９６ｂは、背面視反時
計回りに回動される。
【２０４２】
　これにより、ピニオンギヤＥ１９６ａと歯合する第２伝達部材Ｅ４１９５（第２ラック
部Ｅ１９５ｂ）は、中央通路Ｅ１６０側から壁板Ｅ１３２側に変位し、第２伝達部材Ｅ４
１９５に係合される振分通路Ｅ１５０は、第１位置から第２位置へ変位する。また、ピニ
オンギヤＥ１９６ｂと歯合する第３伝達部材Ｅ４１９８（本体部Ｅ４１９８ａ）は、壁板
Ｅ１３２側から中央通路Ｅ１６０側に変位し、第３伝達部材Ｅ４１９８に係合される第２
振分通路Ｅ４１５０は、壁板Ｅ１３２側から中央通路Ｅ１６０側に変位する。
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【２０４３】
　また、第２伝達部材Ｅ４１９５の中央通路Ｅ１６０側から壁板Ｅ１３２側への変位によ
り、第２伝達部材Ｅ４１９５の本体部Ｅ４１９５ａの上面に形成されるラックギヤＥ１９
４ｄ１と歯合するピニオンギヤＥ１９６ｃは、背面視時計回りに回動される。
【２０４４】
　これにより、ピニオンギヤＥ１９６ｃと歯合する第４伝達部材Ｅ４１９９の本体部Ｅ４
１９９ａは、壁板Ｅ１３２側から中央通路Ｅ１６０側に変位し、第４伝達部材Ｅ４１９９
に係合される第２振分通路Ｅ４１５０は、壁板Ｅ１３２側から中央通路Ｅ１６０側に変位
する。
【２０４５】
　振分通路Ｅ１５０の第２位置から第１位置への変位、及び、それに伴う第２振分通路Ｅ
４１５０の中央通路Ｅ１６０側から壁板Ｅ１３２側への変位は、振分通路Ｅ１５０の第１
位置から第２位置への変位、及び、それに伴う第２振分通路Ｅ４１５０の壁板Ｅ１３２側
から中央通路Ｅ１６０側への変位と同様、駆動モータＥ１９１の駆動により行われる。
【２０４６】
　ここで、振分通路Ｅ１５０、第２振分通路Ｅ４１５０、第１伝達部材Ｅ４１９４から第
４伝達部材Ｅ４１９９の変位方向およびピニオンギヤＥ１９６ａ，Ｅ１９６ｂ，Ｅ１９６
ｃの回動方向以外は振分通路Ｅ１５０の第１位置から第２位置への変位、及び、それに伴
う第２振分通路Ｅ４１５０の壁板Ｅ１３２側から中央通路Ｅ１６０側への変位と同様であ
るため、その説明は省略する。
【２０４７】
　このように、本実施形態では、一つの駆動モータＥ１９１により、一対の振分通路Ｅ１
５０及び一対の第２振分通路Ｅ４１５０を往復動できるため、駆動モータＥ１９１の配設
個数を削減し、製品コストの削減を図ることができる。
【２０４８】
　また、第１伝達部材Ｅ４１９４の変位により第２伝達部材Ｅ４１９５から第４伝達部材
Ｅ４１９９を変位させることができる、即ち、第１伝達部材Ｅ４１９４から第４伝達部材
Ｅ４１９９の変位を連動させることができる。これにより、一対の振分通路Ｅ１５０と一
対の第２振分通路Ｅ４１５０との変位を連動させることができる。その結果、一対の振分
通路Ｅ１５０及び一対の第２振分通路Ｅ４１５０の往復動を制御するためのセンサを不要
とでき、製品コストの削減を図ることができる。
【２０４９】
　次いで、図１５３から図１５６を参照して、第２０実施形態における下側フレームＥ５
０８６ｂについて説明する。
【２０５０】
　上記第１６実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０が配設される場合を説明したが、第
２０実施形態では、振分通路Ｅ１５０に加え、一対の振分通路Ｅ１５０の対向間に第３振
分通路Ｅ５１５０が配設される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号
を付して、その説明は省略する。
【２０５１】
　図１５３（ａ）及び図１５５（ａ）は、第２０実施形態における下側フレームＥ５０８
６ｂの正面図であり、図１５３（ｂ）及び図１５５（ｂ）は、下側フレームＥ５０８６ｂ
の背面図である。図１５４及び図１５６は、下側フレームＥ５０８６ｂの上面図である。
なお、図１５３から図１５６は模式的に図示され、図１５３（ａ）及び図１５５（ａ）で
は、正面部材Ｅ１１０及び誘導部材Ｅ１２０の図示が省略され、図１５４（ａ）及び図１
５６（ａ）では、誘導部材Ｅ１２０の図示が省略される。また、理解を容易とするため、
図１５３（ｂ）及び図１５５（ｂ）では、振分通路Ｅ１５０、第３振分通路Ｅ５１５０及
び駆動手段Ｅ５１９０のみが表示される。また、図１５４（ｂ）及び図１５６（ｂ）では
、第３振分通路Ｅ５１５０及び駆動手段Ｅ５１９０のみが図示されると共に、第３振分通
路Ｅ５１５０は、その外形のみが図示される。また、図１５３及び図１５４では、振分通
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路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態が、図１５５及び図１５６では、振分通路Ｅ１５
０が第２位置に配置された状態が、それぞれ図示される。
【２０５２】
　図１５３から図１５６に示すように、下側フレームＥ５０８６ｂは、正面部材Ｅ１１０
と、その正面部材Ｅ１１０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に配設される誘導部材Ｅ１
２０（図１３６参照）と、正面部材Ｅ１１０の背面側（矢印Ｂ方向側）に配設されるベー
ス部材Ｅ５１３０と、正面部材Ｅ１１０及びベース部材Ｅ５１３０の対向間に介設される
介設部材Ｅ１４０と、ベース部材Ｅ５１３０に配設される振分通路Ｅ１５０、第３振分通
路Ｅ５１５０、中央通路Ｅ１６０及び一対の流路調整ブロックＥ１７０と、ベース部材Ｅ
５１３０の下面側（矢印Ｄ方向側）に所定の間隔を隔てて配設されるカバー部材Ｅ５１８
０と、そのカバー部材Ｅ５１８０の内側に配設される駆動手段Ｅ５１９０と、を備える。
【２０５３】
　ベース部材Ｅ５１３０は、上面視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）両端に形成される一対の湾曲部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設され
る板状の壁板Ｅ１３２と、一対の湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の第１斜面部
Ｅ５１３３と、その一対の第１斜面部Ｅ５１３３の対向間に形成される一対の第３取付け
部Ｅ５１３９と、その一対の第３取付け部Ｅ５１３９の対向間に形成される一対の取付け
部Ｅ１３４と、その一対の取付け部Ｅ１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と
、ベース部材Ｅ５１３０の正面から立設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６（図１３８
参照）と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成される板状の背面板Ｅ５１３７と
、を備える。
【２０５４】
　第３取付け部Ｅ５１３９が形成されるため、第１６実施形態における第１斜面部Ｅ１３
３に対し第１斜面部Ｅ５１３３は、鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に配設され、長手方向（
矢印Ｌ－Ｒ方向）が短く形成される。
【２０５５】
　第３取付け部Ｅ５１３９は、第３振分通路Ｅ５１５０を変位可能に係合するためのもの
であり、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）において第１斜面部Ｅ５１３３と取付け部Ｅ１３４
との間に配設され、その上面は水平に形成される。
【２０５６】
　長手方向他側（矢印Ｒ方向側）における第３取付け部Ｅ５１３９の上面には、後述する
第３振分通路Ｅ５１５０の被ガイド部Ｅ５１５２がスライド可能に挿通される第３ガイド
部Ｅ５１３９ａが形成される。
【２０５７】
　第３ガイド部Ｅ５１３９ａは、上面視縦長略矩形の板状体と、その板状体の延設方向（
矢印Ｆ－Ｂ方向）両端から第３取付け部Ｅ５１３９へ向けて突設される一対の板状体とか
ら形成され、側面視コ字状に形成される。この第３ガイド部Ｅ５１３９ａと第３取付け部
Ｅ５１３９とで囲まれた空間に被ガイド部Ｅ５１５２がスライド可能に挿通される。
【２０５８】
　背面板Ｅ５１３７は、第１斜面部Ｅ５１３３と同様、第１６実施形態における背面板Ｅ
１３７に対し鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に延設して配設される。
【２０５９】
　第３振分通路Ｅ５１５０は、その上面を球が流下するためのものであり、上面視横長略
矩形の板状体から形成され、その上面に形成される突起部Ｅ１５１と、長手方向他側（矢
印Ｒ方向側）に形成される被ガイド部Ｅ５１５２と、長手方向一側（矢印Ｌ方向側）に形
成される被係合部Ｅ５１５３とを備える。
【２０６０】
　第３振分通路Ｅ５１５０に突起部Ｅ１５１が形成されるため、第３振分通路Ｅ５１５０
に第３通路ＥＲｔ３が形成される。また、第３振分通路Ｅ５１５０の上面への突起部Ｅ１
５１の配設の態様は、振分通路Ｅ１５０の配設の態様と同様とされる。
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【２０６１】
　被ガイド部Ｅ５１５２は、上面視横長略矩形の板状体から形成され、上述したように、
被ガイド部Ｅ５１５２が第３ガイド部Ｅ５１３９ａと第３取付け部Ｅ５１３９とで囲まれ
た空間に挿通されることで、第３振分通路Ｅ５１５０は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）へ
変位できる。
【２０６２】
　被係合部Ｅ５１５３は、駆動モータＥ１９１の駆動力を第３振分通路Ｅ５１５０へ伝達
するためのものであり、第３振分通路Ｅ５１５０の長手方向一側（矢印Ｌ方向側）の端面
から下方（矢印Ｄ方向）に突設される。被係合部Ｅ５１５３の下端であって長手方向他側
（矢印Ｒ方向側）における側面にはラックギヤＥ１９４ｄ１が刻設される。
【２０６３】
　第３振分通路Ｅ５１５０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の寸法は、第２位置に配設され
た一対の振分通路Ｅ１５０の対向間よりも大きく形成される。従って、振分通路Ｅ１５０
から流下（落下）した球が、第３振分通路Ｅ５１５０の長手方向両端に配設される被ガイ
ド部Ｅ５１５２又は被係合部Ｅ５１５３に当接することを抑制できる。これにより、被ガ
イド部Ｅ５１５２又は被係合部Ｅ５１５３が破損することを抑制できる。
【２０６４】
　被ガイド部Ｅ５１５２が第３ガイド部Ｅ５１３９ａに挿通され、被係合部Ｅ５１５３に
刻設されるラックギヤＥ１９４ｄ１と後述する第２ピニオンギヤＥ５１９６とが歯合した
状態で第３振分通路Ｅ５１５０は第３取付け部Ｅ５１３９（ベース部材Ｅ５１３０）に配
設される。
【２０６５】
　駆動手段Ｅ５１９０は、駆動力を発生させる駆動モータＥ１９１と、駆動モータＥ１９
１の上方（矢印Ｕ方向）に配設される取付け部材Ｅ１９２と、駆動モータＥ１９１の軸に
固着される駆動力伝達部材Ｅ１９３と、駆動力伝達部材Ｅ１９３に係合される第１伝達部
材Ｅ５１９４と、第１伝達部材Ｅ４１９４に係合される第２伝達部材Ｅ５１９５と、ピニ
オンギヤＥ１９６と、第２ピニオンギヤＥ５１９６と、を備える。
【２０６６】
　第１伝達部材Ｅ５１９４は、第１６実施形態における第１伝達部材Ｅ１９４に対し、係
合ベースＥ５１９４ｂが鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成され、第１ラック部
Ｅ５１９４ｄの正面（矢印Ｆ方向側の面）に第２ピニオンギヤＥ５１９６と歯合するラッ
クギヤＥ１９４ｄ１が刻設される。
【２０６７】
　第２伝達部材Ｅ４１９５は、第１６実施形態における第２伝達部材Ｅ１９５に対し、係
合ベースＥ５１９４ｂが鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成される。
【２０６８】
　第２ピニオンギヤＥ５１９６は、その軸方向が鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿う姿勢
で配設され、ピニオンギヤＥ１９６に対し、軸方向における寸法（厚さ）が大きく形成さ
れる点で相違し、その他の構成は同一である。なお、第２ピニオンギヤＥ５１９６の軸方
向における寸法（厚さ）は、第１伝達部材Ｅ５１９４の第１ラック部Ｅ５１９４ｄの鉛直
方向における寸法と第３振分通路Ｅ５１５０の被係合部Ｅ５１５３の下端に形成されるラ
ックギヤＥ１９４ｄ１の鉛直方向における寸法との合計よりも大きく形成される。これに
より、第２ピニオンギヤＥ５１９６は、鉛直方向に位置を違えて第１ラック部Ｅ５１９４
ｄと被係合部Ｅ５１５３とに歯合可能に形成される。
【２０６９】
　図１５３及び図１５４に示すように、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態で
は、振分通路Ｅ１５０、第１伝達部材Ｅ５１９４及び第２伝達部材Ｅ５１９５は、ベース
部材Ｅ５１３０の長手方向において中央通路Ｅ１６０側に位置する。即ち、第１伝達部材
Ｅ５１９４と第２伝達部材Ｅ５１９５とは、互いに近づいた位置に配設され、従って、一
対の振分通路Ｅ１５０も互いに近づいた位置に配設される。
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【２０７０】
　第３振分通路Ｅ５１５０は、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）において中央通路Ｅ１６０と
背面板Ｅ５１３７との間に配設される（以下「第３位置」と称す）。これにより、第３振
分通路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）に案内されることで、振分通路Ｅ１５０（第３通
路ＥＲｔ３）から中央通路Ｅ１６０と背面板Ｅ５１３７との間に流下（落下）される球が
第５通路ＥＲｔ５に送球されることを抑制できる。その結果、第３振分通路Ｅ５１５０（
第３通路ＥＲｔ３）に案内された球が中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）に振り分け
られることを遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。また、第３振分通路
Ｅ５１５０に第３通路ＥＲｔ３が形成されるため、第１６実施形態と比較して、第３通路
ＥＲｔ３を流下する球の流下時間を延長（変化）できる。
【２０７１】
　また、前後方向において第３振分通路Ｅ５１５０と背面板Ｅ５１３７との対向間距離は
、球の半径よりも小さく形成される。これにより、第３振分通路Ｅ５１５０と背面板Ｅ５
１３７とで球が挟持されることを抑制でき、第３振分通路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３
）上を球が流下できる。
【２０７２】
　図１５５及び図１５６に示すように、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態で
は、振分通路Ｅ１５０、第１伝達部材Ｅ５１９４及び第２伝達部材Ｅ５１９５は、ベース
部材Ｅ５１３０の長手方向において湾曲部Ｅ１３１側に位置する。即ち、第１伝達部材Ｅ
５１９４と第２伝達部材Ｅ５１９５とは、第１位置に配置された状態に比べ、互いに離間
した位置に配設され、従って、一対の振分通路Ｅ１５０も互いに離間した位置に配設され
る。
【２０７３】
　第３振分通路Ｅ５１５０は、少なくともその一部が上面視、中央通路Ｅ１６０に重なる
位置、即ち、中央通路Ｅ１６０の上方（矢印Ｕ方向）に配設される（以下「第４位置」と
称す）。これにより、振分通路Ｅ１５０から第３振分通路Ｅ５１５０に案内することで、
中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）に球が案内されることを抑制できる。なお、第３
振分通路Ｅ５１５０に案内された球は、第３振分通路Ｅ５１５０の前端もしくは後端を横
切って第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ送球される。
【２０７４】
　また、第３振分通路Ｅ５１５０は、前後方向における背面板Ｅ５１３７との対向間距離
が球の直径よりも大きく形成される位置に配設される。これにより、振分通路Ｅ１５０（
第３通路ＥＲｔ３）から第３振分通路Ｅ５１５０と背面板Ｅ５１３７との間に流下される
球を、第３振分通路Ｅ５１５０に当接することなく、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲ
ｔ５）へ案内できる。
【２０７５】
　このように、本実施形態においては、第１６実施形態と比較して、振分通路Ｅ１５０が
第１位置に配設され、第３振分通路Ｅ５１５０が第３位置に配置された状態では、振分通
路Ｅ１５０から送球された球を中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）へ案内し易くでき
る。一方、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配設され、第３振分通路Ｅ５１５０が第４位置
に配置された状態では、振分通路Ｅ１５０から送球された球を中央通路Ｅ１６０（第４通
路ＥＲｔ４）へ案内し難くできる。即ち、第３振分通路Ｅ５１５０（振分通路Ｅ１５０）
の配設位置により、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）への送球の難易度を変化でき
、遊技の興趣を高めることができる。
【２０７６】
　また、第３振分通路Ｅ５１５０は、一対の振分通路Ｅ１５０の対向間に配設されるため
、第３振分通路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下した球を中央通路Ｅ１３５ｂ（第
７通路ＥＲｔ７）に案内できる場合がある。即ち、第３通路ＥＲｔ３を流下する球を、中
央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）もしく
は介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）に加え、中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ
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７）にも送球できることで、遊技の興趣を高めることができる。
【２０７７】
　次いで、駆動手段Ｅ５１９０による振分通路Ｅ１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の往
復動作について説明する。
【２０７８】
　振分通路Ｅ１５０と第１伝達部材Ｅ５１９４及び第２伝達部材Ｅ５１９５とは、被係合
部Ｅ１５３の係合凹部Ｅ１５３ａに係合部Ｅ１９４ｃが挿入されることでそれぞれ係合さ
れる（図１４５参照）。
【２０７９】
　振分通路Ｅ１５０の第１位置から第２位置への変位、及び、それに伴う第３振分通路Ｅ
５１５０の第３位置から第４位置への変位は、駆動モータＥ１９１の駆動により、駆動力
伝達部材Ｅ１９３の偏心軸Ｅ１９３ａが中央通路Ｅ１６０側（矢印Ｒ方向側）から湾曲部
Ｅ１３１側（矢印Ｌ方向側）に変位することで行われる。
【２０８０】
　駆動力伝達部材Ｅ１９３の偏心軸Ｅ１９３ａが中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１
側に変位することで、第１伝達部材Ｅ５１９４は中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１
側に変位する。これにより、第１伝達部材Ｅ５１９４に係合される振分通路Ｅ１５０は、
第１位置から第２位置へ変位する。
【２０８１】
　また、第１伝達部材Ｅ５１９４の中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１側への変位に
より、第１ラック部Ｅ５１９４ｄのラックギヤＥ１９４ｄ１と歯合するピニオンギヤＥ１
９６は、背面視時計回りに回動される。
【２０８２】
　これにより、ピニオンギヤＥ１９６と歯合する第２伝達部材Ｅ５１９５の第２ラック部
Ｅ１９５ｂは、中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１側に変位し、第２伝達部材Ｅ５１
９５に係合される振分通路Ｅ１５０は、第１位置から第２位置へ変位する。
【２０８３】
　また、第１伝達部材Ｅ５１９４の中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１側への変位に
より、第１ラック部Ｅ５１９４ｄの正面（矢印Ｆ方向側の面）に形成されるラックギヤＥ
１９４ｄ１と歯合する第２ピニオンギヤＥ５１９６は、上面視反時計回りに回動される。
【２０８４】
　これにより、第２ピニオンギヤＥ５１９６と歯合する第３振分通路Ｅ５１５０の被係合
部Ｅ５１５３は、背面板Ｅ５１３７側（矢印Ｂ方向側）から介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ
方向側）へ変位し、これにより、第３振分通路Ｅ５１５０は、第３位置から第４位置へ変
位する。
【２０８５】
　振分通路Ｅ１５０の第２位置から第１位置への変位、及び、それに伴う第３振分通路Ｅ
５１５０の第４位置から第３位置への変位は、振分通路Ｅ１５０の第１位置から第２位置
への変位、及び、それに伴う第３振分通路Ｅ５１５０の第３位置から第４位置への変位と
同様、駆動モータＥ１９１の駆動により行われる。
【２０８６】
　なお、振分通路Ｅ１５０、第３振分通路Ｅ５１５０、第１伝達部材Ｅ５１９４及び第２
伝達部材Ｅ５１９５の変位方向、ピニオンギヤＥ１９６及び第２ピニオンギヤＥ５１９６
の回動方向以外は振分通路Ｅ１５０の第１位置から第２位置への変位、及び、それに伴う
第３振分通路Ｅ５１５０の第３位置から第４位置への変位と同様であるため、その説明は
省略する。
【２０８７】
　このように、本実施形態では、一つの駆動モータＥ１９１により、一対の振分通路Ｅ１
５０及び第３振分通路Ｅ５１５０を往復動できるため、駆動モータＥ１９１の配設個数を
削減し、製品コストの削減を図ることができる。
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【２０８８】
　また、第１伝達部材Ｅ５１９４の変位により第２伝達部材Ｅ５１９５及び第３振分通路
Ｅ５１５０を変位させることができる、即ち、第１伝達部材Ｅ５１９４、第２伝達部材Ｅ
５１９５及び第３振分通路Ｅ５１５０の変位を連動させることがでる。これにより、一対
の振分通路Ｅ１５０と第３振分通路Ｅ５１５０との変位を連動させることができる。その
結果、一対の振分通路Ｅ１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の往復動を制御するためのセ
ンサを不要とでき、製品コストの削減を図ることができる。
【２０８９】
　また、第２ピニオンギヤＥ５１９６には、鉛直方向に位置を違えて被係合部Ｅ５１５３
と第１ラック部Ｅ５１９４ｄとが歯合される（本実施形態においては、鉛直方向上方（矢
印Ｕ方向）に被係合部Ｅ５１５３が歯合され、鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に第１ラック
部Ｅ５１９４ｄが歯合される）。これにより、第１伝達部材Ｅ５１９４と第３振分通路Ｅ
５１５０との変位の方向を直交できる、即ち、第１伝達部材Ｅ５１９４がベース部材Ｅ５
１３０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に変位すると共に、第３振分通路Ｅ５１５０をベー
ス部材Ｅ５１３０の短手方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に変位できる。これにより、ピニオンギ
ヤの配設個数を抑制でき、製品コストの削減を図ることができる。
【２０９０】
　次いで、図１５７（ａ）を参照して、第２１実施形態における下側フレームＥ６０８６
ｂについて説明する。
【２０９１】
　上記第１６実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０がベース部材Ｅ１３０の第１斜面部
Ｅ１３３に沿って（平行に）変位（往復動）される場合を説明したが、第２１実施形態で
は、第１斜面部Ｅ６１３３に対する振分通路Ｅ６１５０の配設角度が変化（変更）される
。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する
。
【２０９２】
　図１５７（ａ）は、第２１実施形態における下側フレームＥ６０８６ｂの部分拡大断面
図である。なお、図１５７（ａ）は、図１４６のＣＸＬＶＩＩａ－ＣＸＬＶＩＩａ線にお
ける断面に対応する。また、下側フレームＥ６０８６ｂは、遊技盤Ｅ１３の幅方向（図１
３５左右方向）における中心に対し線（面）対称（図１３５左右対称）に形成されるため
、一方側（矢印Ｌ方向側）のみを図示する。
【２０９３】
　第２１実施形態における下側フレームＥ６０８６ｂは、第１６実施形態おける下側フレ
ームＥ８６ｂに対し、ベース部材Ｅ１３０及び振分通路Ｅ１５０が異なる以外は同一の構
成により形成されるため、ベース部材Ｅ６１３０及び振分通路Ｅ６１５０についてのみ説
明する。
【２０９４】
　図１５７（ａ）に示すように、ベース部材Ｅ６１３０は、上面視横長略矩形に形成され
、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に形成される一対の湾曲部Ｅ１３１と、その湾曲
部Ｅ１３１の外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対の湾曲部Ｅ１３１の対向間
に形成される一対の第１斜面部Ｅ６１３３と、その一対の第１斜面部Ｅ６１３３の対向間
に形成される一対の取付け部Ｅ１３４と、その一対の取付け部Ｅ１３４の対向間に形成さ
れる第２斜面部Ｅ１３５と、ベース部材Ｅ６１３０の正面から立設される一対の板状の張
出し部Ｅ１３６と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成される板状の背面板Ｅ６
１３７と、を備える（図１３８参照）。
【２０９５】
　第１斜面部Ｅ６１３３は、上面視横長略矩形の板状体であり、湾曲部Ｅ１３１側の端部
が湾曲部Ｅ１３１の下面から鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てた位置に配
設される。また、第１斜面部Ｅ６１３３は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向け
て下降傾斜して形成される。第１斜面部Ｅ６１３３には、挿通孔Ｅ１３３ａと、規制部Ｅ
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１３３ｂ（図１４５（ｂ）、図１４６（ｂ）参照）と、溝部Ｅ１３３ｃと、突出部Ｅ６１
３３ｄとが形成される。
【２０９６】
　突出部Ｅ６１３３ｄは、長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）におけるベース部材Ｅ６１３０の
湾曲部Ｅ１３１側において第１斜面部Ｅ６１３３の上面から突出して形成される。
【２０９７】
　第１斜面部Ｅ６１３３には、振分通路Ｅ６１５０を変位させるための複数（本実施形態
では４個）の円柱体Ｅ６２０１と、カバーＥ６２０２とが配設される。
【２０９８】
　円柱体Ｅ６２０１は、第１６実施形態における円柱体Ｅ２０１に対し外形が大きく形成
される以外は同形状に形成される。これにより、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５
０の配設位置に対し振分通路Ｅ６１５０の配設位置は、上方（矢印Ｕ方向）に配設される
。
【２０９９】
　カバーＥ６２０２は、円柱体Ｅ６２０１の外形が大きく形成された分、円柱体Ｅ６２０
１に対応する位置に円柱体Ｅ６２０１の外形よりもやや大きな孔が穿設される。
【２１００】
　長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）における中央通路Ｅ１６０側に配設される一対の円柱体Ｅ
６２０１は、第１斜面部Ｅ６１３３に配設されるのに対し、長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）
における湾曲部Ｅ１３１側に配設される一対の円柱体Ｅ６２０１は、突出部Ｅ６１３３ｄ
に配設される。これにより、第１斜面部Ｅ６１３３の傾斜角度に対し振分通路Ｅ６１５０
の傾斜角度を異ならせる、詳細には、大きくすることができる。その結果、第１斜面部Ｅ
６１３３に対し振分通路Ｅ６１５０の変位（往復動）を非平行とできる。
【２１０１】
　背面板Ｅ６１３７は、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分
通路Ｅ６１５０の配設位置が上方（矢印Ｕ方向）に配設されるため、第１６実施形態にお
ける背面板Ｅ１３７に対し上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成される。
【２１０２】
　振分通路Ｅ６１５０は、上面に突設される複数の突起部Ｅ１５１と、振分通路Ｅ６１５
０の下面から立設される一対の被ガイド部Ｅ６１５２と、その一対の被ガイド部Ｅ６１５
２の間に立設される被係合部Ｅ６１５３と、を備える。
【２１０３】
　上述したように、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分通路
Ｅ６１５０の配設位置が、上方（矢印Ｕ方向）に配設されるため、第１６実施形態におけ
る被ガイド部Ｅ１５２及び被係合部Ｅ１５３に対し被ガイド部Ｅ６１５２及び被係合部Ｅ
６１５３は下方（矢印Ｄ方向）に延設して形成される。被係合部Ｅ６１５３が下方に延設
して形成されることにより、係合凹部Ｅ６１５３ａも被係合部Ｅ６１５３と同様、下方に
延設して形成される。
【２１０４】
　これにより、被ガイド部Ｅ６１５２が第１斜面部Ｅ７１３３の溝部Ｅ１３３ｃから抜け
出ることを抑制し、振分通路Ｅ６１５０のベース部材Ｅ６１３０に対する前後方向への変
位が規制される。また、係合凹部Ｅ１５３ａと第１伝達部材Ｅ１９４の係合部Ｅ１９４ｃ
とが当接することを抑制できる。
【２１０５】
　次いで、図１５７（ｂ）及び図１５７（ｃ）を参照して、第２２実施形態および第２３
実施形態における下側フレームＥ７０８６ｂ，Ｅ８０８６ｂについて説明する。
【２１０６】
　上記第１６実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０がベース部材Ｅ１３０の第１斜面部
Ｅ１３３に沿って（平行に）変位（往復動）される場合を説明したが、第２２実施形態お
よび第２３実施形態では、振分通路Ｅ７１５０，Ｅ８１５０の変位に伴い、振分通路Ｅ７
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１５０，Ｅ８１５０の配設角度が変化（変更）する。なお、上述した各実施形態と同一の
部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【２１０７】
　図１５７（ｂ）は、第２２実施形態における下側フレームＥ７０８６ｂの部分拡大断面
図であり、図１５７（ｃ）は、第２３実施形態における下側フレームＥ８０８６ｂの部分
拡大断面図である。なお、図１５７（ｂ）及び図１５７（ｃ）は、図１４６のＣＸＬＶＩ
Ｉａ－ＣＸＬＶＩＩａ線における断面に対応する。また、下側フレームＥ７０８６ｂ，Ｅ
８０８６ｂは、遊技盤Ｅ１３の幅方向（図１３５左右方向）における中心に対し線（面）
対称（図１３５左右対称）に形成されるため、一方側（矢印Ｌ方向側）のみを図示する。
【２１０８】
　第２２実施形態および第２３実施形態における下側フレームＥ７０８６ｂ，Ｅ８０８６
ｂは、第１６実施形態おける下側フレームＥ８６ｂに対し、ベース部材Ｅ１３０及び振分
通路Ｅ１５０が異なる以外は同一の構成により形成されるため、ベース部材Ｅ７１３０，
Ｅ８１３０及び振分通路Ｅ７１５０，Ｅ８１５０についてのみ説明する。
【２１０９】
　図１５７（ｂ）に示すように、第２２実施形態におけるベース部材Ｅ７１３０は、上面
視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に形成される一対の湾曲
部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対の
湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の第１斜面部Ｅ７１３３と、その一対の第１斜
面部Ｅ７１３３の対向間に形成される一対の取付け部Ｅ１３４と、その一対の取付け部Ｅ
１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と、ベース部材Ｅ７１３０の正面から立
設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成
される板状の背面板Ｅ７１３７と、を備える（図１３８参照）。
【２１１０】
　第１斜面部Ｅ７１３３は、上面視横長略矩形の板状体であり、湾曲部Ｅ１３１側の端部
が湾曲部Ｅ１３１の下面から鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てた位置に配
設される。また、第１斜面部Ｅ７１３３は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向け
て下降傾斜して形成される。第１斜面部Ｅ７１３３には、挿通孔Ｅ１３３ａと、規制部Ｅ
１３３ｂ（図１４５（ｂ）、図１４６（ｂ）参照）と、溝部Ｅ１３３ｃとが形成される。
【２１１１】
　第１斜面部Ｅ７１３３には、振分通路Ｅ１５０を変位させるための複数（本実施形態で
は２個）の円柱体Ｅ７２０１ａ及び複数（本実施形態では２個）の円柱体Ｅ７２０１ｂと
、カバーＥ７２０２とが配設される。
【２１１２】
　円柱体Ｅ７２０１ａは、長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において同一位置に配設され、第
１斜面部Ｅ７１３３の中央通路Ｅ１６０側に配設される。なお、円柱体Ｅ７２０１ａは、
第１６実施形態における円柱体Ｅ２０１に対し外形が大きく形成される以外は同形状に形
成される。これにより、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分
通路Ｅ６１５０の配設位置は、上方（矢印Ｕ方向）に配設される。
【２１１３】
　円柱体Ｅ７２０１ｂは、長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において同一位置に配設され、第
１斜面部Ｅ７１３３の湾曲部Ｅ１３１側に配設される。なお、円柱体Ｅ７２０１ｂの外形
は、円柱体Ｅ７２０１ａの外形よりも大きく形成される。これにより、第１６実施形態に
おける振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分通路Ｅ７１５０の配設位置は、上方（矢印
Ｕ方向）に配設される。また、第１斜面部Ｅ７１３３の傾斜角度に対し振分通路Ｅ７１５
０の傾斜角度を異ならせる、詳細には、大きくすることができる。その結果、第１斜面部
Ｅ７１３３に対し振分通路Ｅ７１５０の変位（往復動）を非平行とできる。
【２１１４】
　カバーＥ７２０２は、円柱体Ｅ７２０１ａ，７２０１ｂの外形が大きく形成された分、
円柱体Ｅ７２０１ａ，７２０１ｂに対応する位置に円柱体Ｅ７２０１ａ，７２０１ｂの外
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形よりもやや大きな孔が穿設される。
【２１１５】
　背面板Ｅ７１３７は、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分
通路Ｅ７１５０の配設位置が上方（矢印Ｕ方向）に配設されるため、第１６実施形態にお
ける背面板Ｅ１３７に対し上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成される。
【２１１６】
　振分通路Ｅ７１５０は、上面に突設される複数の突起部Ｅ１５１と、振分通路Ｅ７１５
０の下面から立設される一対の被ガイド部Ｅ７１５２と、その一対の被ガイド部Ｅ７１５
２の間に立設される被係合部Ｅ７１５３と、湾曲部Ｅ１３１側における振分通路Ｅ７１５
０の下面に形成される斜面部Ｅ７１５４と、を備える。
【２１１７】
　上述したように、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分通路
Ｅ７１５０の配設位置が上方（矢印Ｕ方向）に配設されるため、第１６実施形態における
被ガイド部Ｅ１５２及び被係合部Ｅ１５３に対し被ガイド部Ｅ７１５２及び被係合部Ｅ７
１５３は下方（矢印Ｄ方向）に延設して形成される。被係合部Ｅ７１５３が下方に延設し
て形成されることにより、係合凹部Ｅ７１５３ａも被係合部Ｅ７１５３と同様、下方に延
設して形成される。
【２１１８】
　これにより、被ガイド部Ｅ７１５２が第１斜面部Ｅ７１３３の溝部Ｅ１３３ｃから抜け
出ることを抑制し、振分通路Ｅ７１５０のベース部材Ｅ７１３０に対する前後方向への変
位が規制される。また、係合凹部Ｅ７１５３ａと第１伝達部材Ｅ１９４の係合部Ｅ１９４
ｃとが当接することを抑制できる。
【２１１９】
　斜面部Ｅ７１５４は、湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ１６０側に向かうにつれて下降
傾斜して形成され、その斜面部Ｅ７１５４に円柱体７２０１ｂが当接する。従って、振分
通路Ｅ７１５０は、第１位置から第２位置へ向かうにつれてその傾斜角度を大きくされる
。即ち、振分通路Ｅ７１５０の上面を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動）方
向を変化（変更）できる。これにより、球の移動（流下、転動）方向を変化（変更）を多
様化でき、球の移動（流下、転動）方向が単調となることを抑制できる。その結果、遊技
の興趣を向上できる。
【２１２０】
　図１５７（ｃ）に示すように、第２３実施形態におけるベース部材Ｅ８１３０は、上面
視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に形成される一対の湾曲
部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対の
湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の第１斜面部Ｅ８１３３と、その一対の第１斜
面部Ｅ８１３３の対向間に形成される一対の取付け部Ｅ１３４と、その一対の取付け部Ｅ
１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と、ベース部材Ｅ８１３０の正面から立
設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成
される板状の背面板Ｅ８１３７と、を備える（図１３８参照）。
【２１２１】
　第１斜面部Ｅ８１３３は、上面視横長略矩形の板状体であり、湾曲部Ｅ１３１側の端部
が湾曲部Ｅ１３１の下面から鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てた位置に配
設される。また、第１斜面部Ｅ８１３３は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向け
て下降傾斜して形成される。第１斜面部Ｅ８１３３には、挿通孔Ｅ１３３ａと、規制部Ｅ
１３３ｂ（図１４５（ｂ）、図１４６（ｂ）参照）と、溝部Ｅ１３３ｃと、湾曲ガイド部
Ｅ８１３３ｄとが形成される。
【２１２２】
　第１斜面部Ｅ８１３３には、振分通路Ｅ８１５０を変位させるための複数（本実施形態
では２個）の円柱体７２０１ａと、カバーＥ８２０２とが配設される。
【２１２３】
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　カバーＥ８２０２は、円柱体Ｅ７２０１ａの外形が大きく形成された分、円柱体Ｅ７２
０１ａに対応する位置に円柱体Ｅ７２０１ａの外形よりもやや大きな孔が穿設される。
【２１２４】
　湾曲ガイド部Ｅ８１３３ｄは、振分通路Ｅ８１５０の傾斜角度を変化（変更）させるた
めの部位であり、第１斜面部Ｅ８１３３の湾曲部Ｅ１３１側において湾曲ガイド部Ｅ８１
３３ｄの上面から突出して形成され、その上面は下方（矢印Ｄ方向）へ向けて凹となる円
弧状に湾曲して形成される。
【２１２５】
　湾曲ガイド部Ｅ８１３３ｄの円弧状の湾曲面には、振分通路Ｅ８１５０の湾曲部Ｅ１３
１側の端部が当接され、円柱体Ｅ７２０１ａと共に振分通路Ｅ８１５０を支持（保持）す
る。振分通路Ｅ８１５０が第１位置から第２位置へ向かうにつれて変位することにより、
湾曲部Ｅ１３１側の端部は、湾曲ガイド部Ｅ８１３３ｄの湾曲面に沿って上方側（矢印Ｕ
方向側）に変位する。これにより、振分通路Ｅ８１５０の傾斜角度を大きくできる。即ち
、振分通路Ｅ８１５０の上面を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動）方向を変
化（変更）できる。これにより、球の移動（流下、転動）方向の変化（変更）を多様化で
き、球の移動（流下、転動）方向が単調となることを抑制できる。その結果、遊技の興趣
を向上できる。
【２１２６】
　背面板Ｅ８１３７は、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分
通路Ｅ８１５０の配設位置が上方（矢印Ｕ方向）に配設されるため、第１６実施形態にお
ける背面板Ｅ１３７に対し上方（矢印Ｕ方向）に延設して形成される。
【２１２７】
　振分通路Ｅ８１５０は、上面に突設される複数の突起部Ｅ１５１と、振分通路Ｅ８１５
０の下面から立設される一対の被ガイド部Ｅ８１５２と、その一対の被ガイド部Ｅ８１５
２の間に立設される被係合部Ｅ８１５３と、を備える。
【２１２８】
　上述したように、第１６実施形態における振分通路Ｅ１５０の配設位置に対し振分通路
Ｅ８１５０の配設位置が上方（矢印Ｕ方向）に配設されるため、第１６実施形態における
被ガイド部Ｅ１５２及び被係合部Ｅ１５３に対し被ガイド部Ｅ８１５２及び被係合部Ｅ８
１５３は下方（矢印Ｄ方向）に延設して形成される。被係合部Ｅ８１５３が下方に延設し
て形成されることにより、係合凹部Ｅ８１５３ａも被係合部Ｅ８１５３と同様、下方に延
設して形成される。
【２１２９】
　これにより、被ガイド部Ｅ８１５２が第１斜面部Ｅ８１３３の溝部Ｅ１３３ｃから抜け
出ることを抑制し、振分通路Ｅ８１５０のベース部材Ｅ８１３０に対する前後方向への変
位が規制される。また、係合凹部Ｅ８１５３ａと第１伝達部材Ｅ１９４の係合部Ｅ１９４
ｃとが当接することを抑制できる。
【２１３０】
　次いで、図１５８を参照して、第２４実施形態および第２５実施形態における下側フレ
ームＥ９０８６ｂ，Ｅ１００８６ｂについて説明する。
【２１３１】
　上記第１６実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０がベース部材Ｅ１３０の長手方向（
矢印Ｌ－Ｒ方向）に沿って（平行に）変位（往復動）される場合を説明したが、第２４実
施形態および第２５実施形態では、振分通路Ｅ１５０がベース部材Ｅ９１３０，Ｅ１０１
３０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に非平行に変位（往復動）される。なお、上述した各
実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【２１３２】
　図１５８（ａ）は、第２４実施形態における下側フレームＥ９０８６ｂの部分上面図で
あり、図１５８（ｂ）は、第２５実施形態における下側フレームＥ１００８６ｂの部分上
面図である。なお、図１５８では理解を容易とするため、振分通路Ｅ１５０の図示が省略
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される。また、下側フレームＥ９０８６ｂ，Ｅ１００８６ｂは、遊技盤Ｅ１３の幅方向（
図１３５左右方向）における中心に対し線（面）対称（図１３５左右対称）に形成される
ため、一方側（矢印Ｌ方向側）のみを図示する。
【２１３３】
　第２４実施形態および第２５実施形態における下側フレームＥ９０８６ｂ，Ｅ１００８
６ｂは、第１６実施形態おける下側フレームＥ８６ｂに対し、ベース部材Ｅ１３０が異な
る以外は同一の構成により形成されるため、ベース部材Ｅ９１３０，Ｅ１０１３０につい
てのみ説明する。
【２１３４】
　図１５８（ａ）に示すように、第２４実施形態におけるベース部材Ｅ９１３０は、上面
視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に形成される一対の湾曲
部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対の
湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の第１斜面部Ｅ９１３３と、その一対の第１斜
面部Ｅ９１３３の対向間に形成される一対の取付け部Ｅ１３４と、その一対の取付け部Ｅ
１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と、ベース部材Ｅ９１３０の正面から立
設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結して形成
される板状の背面板Ｅ１３７と、を備える（図１３８参照）。
【２１３５】
　第１斜面部Ｅ９１３３は、上面視横長略矩形の板状体であり、湾曲部Ｅ１３１側の端部
が湾曲部Ｅ１３１の下面から鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てた位置に配
設される。また、第１斜面部Ｅ９１３３は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ向け
て下降傾斜して形成される。第１斜面部Ｅ９１３３には、挿通孔Ｅ９１３３ａと、規制部
Ｅ１３３ｂ（図１４５（ｂ）、図１４６（ｂ）参照）と、溝部Ｅ９１３３ｃとが形成され
る。
【２１３６】
　第１斜面部Ｅ９１３３には、振分通路Ｅ１５０を変位させるための複数（本実施形態で
は４個）の円柱体Ｅ２０１と、カバーＥ９２０２とが配設される。
【２１３７】
　円柱体Ｅ２０１は、溝部Ｅ９１３３ｃに沿って（平行に）配設され、カバーＥ９２０２
は、円柱体Ｅ２０１に対応する位置に円柱体Ｅ２０１の外形よりもやや大きな孔が穿設さ
れ、挿通孔Ｅ９１３３ａに対応する位置に挿通孔Ｅ９１３３ａの外形と略同等またはやや
大きな孔が穿設される。
【２１３８】
　溝部Ｅ９１３３ｃは、挿通孔Ｅ９１３３ａを挟んで左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側に
一対形成される。
【２１３９】
　挿通孔Ｅ９１３３ａ及び一対の溝部Ｅ９１３３ｃは、ベース部材Ｅ９１３０の長手方向
（矢印Ｌ－Ｒ方向）に非平行に延設される。詳細には、湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ
１６０側に向かうにつれて前方（矢印Ｆ方向）に傾斜して延設される。従って、振分通路
Ｅ１５０（図１４０参照）は、溝部Ｅ９１３３ｃの延設方向に沿って（平行に）変位され
る。
【２１４０】
　即ち、振分通路Ｅ１５０が第１位置から第２位置へ変位する場合、振分通路Ｅ１５０は
中央通路Ｅ１６０側から湾曲部Ｅ１３１側へ変位すると共に、後方側（矢印Ｂ方向側）へ
変位される。これにより、振分通路Ｅ１５０の上面を移動（流下、転動）する球の前方側
（矢印Ｆ方向側）に振分通路Ｅ１５０の突起部Ｅ１５１（図１４０参照）を当接させ易く
でき、球の移動（流下、転動）方向を後方側（矢印Ｂ方向側）へ変化（変更）させ易くで
きる。その結果、球が介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）へ送球し難くできる。
【２１４１】
　一方、振分通路Ｅ１５０が第２位置から第１位置へ変位する場合、振分通路Ｅ１５０は
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湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ１６０へ変位すると共に、前方側（矢印Ｆ方向側）へ変
位される。これにより、振分通路Ｅ１５０の上面を移動（流下、転動）する球の後方側（
矢印Ｂ方向側）に振分通路Ｅ１５０の突起部Ｅ１５１を当接させ易くでき、球の移動（流
下、転動）方向を前方側（矢印Ｆ方向側）へ変化（変更）させ易くできる。その結果、球
が介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）へ送球し易くできる。
【２１４２】
　なお、係合凹部Ｅ１５３ａ（図１４５（ａ）参照）に第１伝達部材Ｅ１９４の係合部Ｅ
１９４ｃが挿入されて係合されるため、第１伝達部材Ｅ１９４の左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）の変位（往復動）に対し振分通路Ｅ１５０が非平行、即ち、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に変位（往復動）する場合においても係合凹部Ｅ１５３ａと係合部Ｅ１９４ｃとの係
合を維持できる。
【２１４３】
　このように、振分通路Ｅ１５０が第１位置から第２位置へ変位する場合と第２位置から
第１位置へ変位する場合とで、球の移動（流下、転動）し易い方向を変化（変更）できる
ため、球の移動（流下、転動）方向の変化（変更）を多様とできる。
【２１４４】
　図１５８（ｂ）に示すように、第２５実施形態におけるベース部材Ｅ１０１３０は、上
面視横長略矩形に形成され、その長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両端に形成される一対の湾
曲部Ｅ１３１と、その湾曲部Ｅ１３１の外縁から立設される板状の壁板Ｅ１３２と、一対
の湾曲部Ｅ１３１の対向間に形成される一対の第１斜面部Ｅ１０１３３と、その一対の第
１斜面部Ｅ１０１３３の対向間に形成される一対の取付け部Ｅ１３４と、その一対の取付
け部Ｅ１３４の対向間に形成される第２斜面部Ｅ１３５と、ベース部材Ｅ１０１３０の正
面から立設される一対の板状の張出し部Ｅ１３６と、一対の湾曲部Ｅ１３１どうしを連結
して形成される板状の背面板Ｅ１３７と、を備える（図１３８参照）。
【２１４５】
　第１斜面部Ｅ１０１３３は、上面視横長略矩形の板状体であり、湾曲部Ｅ１３１側の端
部が湾曲部Ｅ１３１の下面から鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に所定の間隔を隔てた位置に
配設される。また、第１斜面部Ｅ１０１３３は、湾曲部Ｅ１３１から取付け部Ｅ１３４へ
向けて下降傾斜して形成される。第１斜面部Ｅ１０１３３には、挿通孔Ｅ１０１３３ａと
、規制部Ｅ１３３ｂ（図１４５（ｂ）、図１４６（ｂ）参照）と、溝部Ｅ１０１３３ｃと
が形成される。
【２１４６】
　第１斜面部Ｅ１０１３３には、振分通路Ｅ１５０を変位させるための複数（本実施形態
では４個）の円柱体Ｅ２０１と、カバーＥ１０２０２とが配設される。
【２１４７】
　カバーＥ１０２０２は、円柱体Ｅ２０１に対応する位置に円柱体Ｅ２０１の外形よりも
やや大きな孔が穿設され、挿通孔Ｅ１０１３３ａに対応する位置に挿通孔Ｅ１０１３３ａ
の外形と略同等またはやや大きな孔が穿設される。
【２１４８】
　挿通孔Ｅ１０１３３ａは、第１６実施形態における挿通孔Ｅ１３３ａに対し前後方向の
幅（開口部）が大きく形成される。これにより、振分通路Ｅ１５０（図１４０参照）が長
手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に変位（往復動）すると共に前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に変
位（往復動）する場合においても、挿通孔Ｅ１０１３３ａと被係合部Ｅ１５３（図１４５
（ａ）参照）とが当接することを抑制できる。
【２１４９】
　溝部Ｅ１０１３３ｃは、第１斜面部Ｅ１０１３３に垂直な方向視において曲線が組み合
わされた形状に形成される。また、溝部Ｅ１０１３３ｃは、挿通孔Ｅ１０１３３ａを挟ん
で左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）両側に一対形成される。これにより、振分通路Ｅ１５０が
第１位置から第２位置および第２位置から第１位置へ変位する場合において、振分通路Ｅ
１５０を長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に変位させると共に前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に
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変位させることができる。その結果、振分通路Ｅ１５０が第１位置から第２位置および第
２位置から第１位置へ変位する過程において振分通路Ｅ１５０を前方側（矢印Ｆ方向側）
へ変位させる態様と後方側（矢印Ｂ方向側））へ変位させる態様と作り出すことができ、
球の移動（流下、転動）し易い方向の変化（変更）の回数を多くできる。
【２１５０】
　なお、係合凹部Ｅ１５３ａ（図１４５（ａ）参照）に第１伝達部材Ｅ１９４の係合部Ｅ
１９４ｃが挿入されて係合されるため、第１伝達部材Ｅ１９４の左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）の変位（往復動）に対し振分通路Ｅ１５０が非平行、即ち、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に変位（往復動）する場合においても係合凹部Ｅ１５３ａと係合部Ｅ１９４ｃとの係
合を維持できる。
【２１５１】
　次いで、図１５９（ａ）及び図１４８を参照して、第２６実施形態における振分通路Ｅ
１１１５０について説明する。
【２１５２】
　上記第１７実施形態では、平面部Ｅ２１３３に対し前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）を回動
軸として振分通路Ｅ２１５０が回動される場合を説明したが、第２６実施形態では、平面
部Ｅ２１３３に対し上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）を回動軸として振分通路Ｅ１１１５０が
回動される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明
は省略する。
【２１５３】
　図１５９（ａ）は、第２６実施形態における振分通路Ｅ１１１５０の正面斜視図である
。振分通路Ｅ１１１５０は、第１７実施形態における振分通路Ｅ２１５０の支持部Ｅ２１
５０ｂの配設個数および配設位置が異なる以外は振分通路Ｅ２１５０と同一に形成される
ため、振分通路Ｅ１１１５０の支持部Ｅ１１１５０ｂ以外の説明は省略する。
【２１５４】
　図１５９（ａ）に示すように、振分通路Ｅ１１１５０の支持部Ｅ１１１５０ｂは、振分
通路Ｅ１１１５０の中央通路Ｅ１６０側における下面から中央通路Ｅ１６０側に向けて突
出して形成される。支持部Ｅ１１１５０ｂは、振分通路Ｅ１１１５０の前後方向（矢印Ｆ
－Ｂ方向）における略中央に配設される。
【２１５５】
　支持部Ｅ１１１５０ｂには、支持部Ｅ２１５０ｂに穿設される挿通孔と略同等の挿通孔
、即ち、支持軸Ｅ２０ｊの外形よりもやや大きな挿通孔が支持部Ｅ１１１５０ｂの上面に
垂直な方向に穿設される。
【２１５６】
　これにより、第２６実施形態における下側フレームＥ１１０８６ｂでは、平面部Ｅ２１
３３に対し上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）を回動軸として振分通路Ｅ１１１５０を回動でき
る。詳細には、支持部Ｅ１１１５０ｂに穿設された挿通孔の軸心を回動軸として振分通路
Ｅ１１１５０の湾曲部Ｅ１３１側を前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に変位させることができ
る。これにより、振分通路Ｅ１１１５０の転動面Ｅ２１５１を移動（流下、転動）する球
に前後方向への速度成分を付与でき、球の移動（流下、転動）を多様化できる。その結果
、球の移動（流下、転動）方向の変化が単調となることを抑制でき、遊技の興趣を向上で
きる。
【２１５７】
　次いで、図１５９（ｂ）から図１５９（ｅ）を参照して、第２７実施形態から第３０実
施形態における振分通路Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０につ
いて説明する。なお、第２７実施形態から第３０実施形態においては適宜、図１３６を参
照して説明する。
【２１５８】
　上記第１６実施形態では、突起部Ｅ１５１が振分通路Ｅ１５０に垂直な方向視において
略六角形状に形成される場合を説明したが、第２７実施形態から第３０実施形態における
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振分通路Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０の突起部Ｅ１２１５
１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１は、その形状が様々な態様に形成される
。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する
。
【２１５９】
　図１５９（ｂ）は、第２７実施形態における振分通路Ｅ１２１５０の振分通路Ｅ１２１
５０に垂直な方向視の図であり、図１５９（ｃ）は、第２８実施形態における振分通路Ｅ
１３１５０の振分通路Ｅ１３１５０に垂直な方向視の図であり、図１５９（ｄ）は、第２
９実施形態における振分通路Ｅ１２１５０の部分拡大断面図であり、図１５９（ｅ）は、
第３０実施形態における振分通路Ｅ１３１５０の部分拡大断面図である。なお、図１５９
（ｄ）及び図１５９（ｅ）は、図１４６のＣＸＬＶＩＩａ－ＣＸＬＶＩＩａ線における断
面に対応する。また、突起部Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１
は、振分通路Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０の上面に規則的
に配設されるため、その一部のみを図示する。
【２１６０】
　図１５９（ｂ）に示すように、第２７実施形態における振分通路Ｅ１２１５０の突起部
Ｅ１２１５１は、振分通路Ｅ１２１５０の上面から球状に突出して形成される。これによ
り、振分通路Ｅ１２１５０の上面を移動（流下、転動）する球を突起部Ｅ１２１５１の外
面に沿わせて移動（流下、転動）させることができ、球が傾斜方向上昇側へ変位（逆流、
転動）することを抑制できる。その結果、球の移動（流下、転動）方向が変化される態様
を遊技者に視認させやすくでき、遊技の興趣を向上できる。
【２１６１】
　なお、突起部Ｅ１２１５１どうしの対向間距離は、球の直径よりも大きく形成される。
これにより、球は、振分通路Ｅ１２１５０に留まることを抑制でき、振分通路Ｅ１２１５
０の湾曲部Ｅ１３１側の端部から中央通路Ｅ１６０側の端部へ向けて振分通路Ｅ１２１５
０の傾斜方向に沿って（平行に）移動（流下、転動）できる。その結果、球が振分通路Ｅ
１２１５０に留まることを抑制するために、振分通路Ｅ１２１５０を複雑な軌跡で変位さ
せることや、大きな変位量や変位速度で変位させることを抑制でき、駆動手段Ｅ１９０を
簡素化できる。
【２１６２】
　図１５９（ｃ）に示すように、第２８実施形態における振分通路Ｅ１３１５０の突起部
Ｅ１３１５１は、振分通路Ｅ１３１５０の上面から突出され、振分通路Ｅ１３１５０に垂
直な方向視において略ひし形（四角形）状に形成される。また、突起部Ｅ１３１５１は、
第１６実施形態における突起部Ｅ１５１と同様、四角錐の頭頂点側の一部が切り取られた
態様に形成される。言い換えると、振分通路Ｅ１３１５０に平行な平面での断面積が、振
分通路Ｅ１３１５０の上面から離れるに従い小さく形成される。
【２１６３】
　これにより、第１６実施形態における突起部Ｅ１５１に対し傾斜方向に沿って（平行に
）形成される直線部を省略できるため、振分通路Ｅ１３１５０の上面において傾斜方向へ
の球の移動（流下、転動）を少なくできる。言い換えると、振分通路Ｅ１３１５０の上面
において傾斜方向に垂直な方向への球の移動（流下、転動）を多くできる。その結果、中
央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）、第2斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）もしく
は介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ６）のいずれかに案内されるまでに球の移動（流下
、転動）方向の変化（変更）回数を増やすことができ、遊技の興趣を向上できる。
【２１６４】
　図１５９（ｄ）に示すように、第２９実施形態における振分通路Ｅ１４１５０の突起部
Ｅ１４１５１は、振分通路Ｅ１４１５０の上面から円錐状に突出して形成される。これに
より、振分通路Ｅ１４１５０の上面を移動（流下、転動）する球を突起部Ｅ１４１５１の
外面に沿わせて移動（流下、転動）させることができると共に、突起部Ｅ１４１５１を乗
り越えて球が移動（流下、転動）することを抑制できる。その結果、球の移動（流下、転
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動）方向が変化される態様を遊技者に視認させやすくできると共に、突起部Ｅ１４１５１
による球の移動（流下、転動）方向の変化が単調となることを抑制でき、遊技の興趣を向
上できる。
【２１６５】
　図１５９（ｅ）に示すように、第３０実施形態における振分通路Ｅ１５１５０の突起部
Ｅ１５１５１は、その側面が、突起部Ｅ１５１５１の中心に向けて凹設される。これによ
り、振分通路Ｅ１５１５０の上面を移動（流下、転動）する球が、突起部Ｅ１５１５１を
乗り越え易くでき、球の移動（流下、転動）方向を多様とできる。その結果、遊技の興趣
を向上できる。
【２１６６】
　次いで、図１６０（ａ）を参照して、第３１実施形態における下側フレームＥ１６０８
６ｂについて説明する。
【２１６７】
　上記第１９実施形態では、第２振分通路Ｅ４１５０の上面に突起部Ｅ１５１が形成され
、球の流下（転動）方向が変化（変更）される場合を説明したが、第３１実施形態では、
球が特定の位置へ向けて流下（転動）される。なお、上述した各実施形態と同一の部分に
は同一の符号を付して、その説明は省略する。
【２１６８】
　図１６０（ａ）は、第３１実施形態における下側フレームＥ１６０８６ｂの部分拡大上
面図である。なお、図１６０（ａ）は、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態が
図示される。
【２１６９】
　第３１実施形態おける下側フレームＥ１６０８６ｂは、第１９実施形態おける下側フレ
ームＥ４０８６ｂに対し、第２振分通路Ｅ４１５０が異なる以外は同一の構成により形成
されるため、第２振分通路Ｅ１６１５０についてのみ説明する。
【２１７０】
　図１６０（ａ）に示すように、第２振分通路Ｅ１６１５０は、正面視において振分通路
Ｅ１５０に対し平行に配設される、即ち、第２振分通路Ｅ１６１５０は、壁板Ｅ１３２か
ら取付け部Ｅ１３４へ向けて下降傾斜して配設される（図１５２（ａ）参照）。第２振分
通路Ｅ１６１５０は、第２振分通路Ｅ１６１５０に垂直な方向視において略矩形の板状体
に形成され、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の長さは、振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６
０側における前後方向の長さと略同一に形成される。これにより、振分通路Ｅ１５０が第
２位置に配置された状態において、振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側の端部を通過
する球を第２振分通路Ｅ１６１５０に送球（案内）できる。言い換えると、振分通路Ｅ１
５０の介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）の端部、もしくは振分通路Ｅ１５０の切欠き
部Ｅ１５０ａから流下した球が第２振分通路Ｅ１６１５０に送球（案内）されることを抑
制できる。
【２１７１】
　第２振分通路Ｅ１６１５０の外縁には、案内部Ｅ１６１５４が立設され、案内部Ｅ１６
１５４には案内切欠き部Ｅ１６１５４ａが中央通路Ｅ１６０側に切欠き形成される。案内
切欠き部Ｅ１６１５４ａは球の直径よりもやや大きく形成され、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）において中央通路Ｅ１６０（架設通路Ｅ１６１）に対応する位置に形成される。これ
により、第２振分通路Ｅ１６１５０の案内切欠き部Ｅ１６１５４ａを通過した（第２振分
通路Ｅ１６１５０を左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に渡り切った）球を中央通路Ｅ１６０（
架設通路Ｅ１６１、第４通路ＥＲｔ４）へ送球（案内、落下）できる。
【２１７２】
　また、案内部Ｅ１６１５４により、第２振分通路Ｅ１６１５０に送球（案内）された球
が案内切欠き部Ｅ１６１５４ａ以外から送球（案内、落下）することを抑制でき、より確
実に中央通路Ｅ１６０（架設通路Ｅ１６１、第４通路ＥＲｔ４）へ送球（案内、落下）で
きる。これにより、第２振分通路Ｅ１６１５０は、振分通路Ｅ１５０よりも球を第１入賞
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口６４へ入賞し易く（第１入賞口６４へ入賞する確率を高く）できる。
【２１７３】
　このように、本実施形態においては、振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置される、即ち
、振分通路Ｅ１５０から第２振分通路Ｅ１６１５０に送球（案内）可能な状態において、
振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側の端部を通過する球を第１入賞口６４へ入賞し易
く（第１入賞口６４へ入賞する確率を高く）でき、遊技の興趣を高めることができる（図
１３５参照）。
【２１７４】
　一方、振分通路Ｅ１５０の介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）の端部、もしくは振分
通路Ｅ１５０の切欠き部Ｅ１５０ａから流下した球が第２振分通路Ｅ１６１５０に送球（
案内）されることを抑制できる。これにより、遊技者に球が振分通路Ｅ１５０の中央通路
Ｅ１６０側の端部を通過すること期待させることができる。
【２１７５】
　また、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態においては、振分通路Ｅ１５０の
端部から流下した球が第２振分通路Ｅ１６１５０に送球（案内）されることを抑制できる
。これにより、遊技者に振分通路Ｅ１５０が第２位置に配置された状態において球が振分
通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側の端部を通過することを期待させることができる。そ
の結果、遊技性を多様化でき、遊技の興趣を高めることができる。
【２１７６】
　次いで、図１６０（ｂ）を参照して、第３２実施形態における下側フレームＥ１７０８
６ｂについて説明する。
【２１７７】
　上記第２０実施形態では、第３振分通路Ｅ５１５０の上面に突起部Ｅ１５１が形成され
、球の流下（転動）方向が変化（変更）される場合を説明したが、第３２実施形態では、
球が特定の位置へ向けて流下（転動）される。なお、上述した各実施形態と同一の部分に
は同一の符号を付して、その説明は省略する。
【２１７８】
　図１６０（ｂ）は、第３２実施形態における下側フレームＥ１７０８６ｂの部分拡大上
面図である。なお、図１６０（ｂ）は、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態が
図示される。
【２１７９】
　第３２実施形態おける下側フレームＥ１７０８６ｂは、第２０実施形態おける下側フレ
ームＥ５０８６ｂに対し、第３振分通路Ｅ５１５０が異なる以外は同一の構成により形成
されるため、第３振分通路Ｅ１７１５０についてのみ説明する。
【２１８０】
　図１６０（ｂ）に示すように、第３振分通路Ｅ１７１５０は、上面視において略直線状
の通路として左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に沿って延設されると共に、その延設方向（矢
印Ｌ－Ｒ方向）と鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、鉛直方向下
方（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に湾曲して形成される。また、第３振分通路Ｅ
１７１５０は、背面板Ｅ５１３７側（矢印Ｂ方向側）から介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方
向側）へ向けて下降傾斜して配設される。
【２１８１】
　第３振分通路Ｅ１７１５０の外縁には、案内部Ｅ１７１５４が立設され、案内部Ｅ１７
１５４には案内切欠き部Ｅ１７１５４ａが介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）に切欠き
形成される。案内切欠き部Ｅ１７１５４ａは球の直径よりもやや大きく形成され、左右方
向（矢印Ｌ－Ｒ方向）において中央通路Ｅ１６０の上方孔Ｅ１６２に対応する位置に形成
される。これにより、案内切欠き部Ｅ１７１５４ａを通過した（第２振分通路Ｅ１６１５
０を左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に渡り切った）球を上方孔Ｅ１６２（第４通路ＥＲｔ４
）、もしくは、中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）へ送球（案内、落下）できる。
【２１８２】
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　また、案内部Ｅ１７１５４により、第３振分通路Ｅ１７１５０に送球（案内）された球
が案内切欠き部Ｅ１７１５４ａ以外から送球（案内、落下）することを抑制でき、より確
実に上方孔Ｅ１６２（第４通路ＥＲｔ４）もしくは中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ
７）へ送球（案内、落下）できる。これにより、第３振分通路Ｅ１７１５０は、振分通路
Ｅ１５０よりも球を第１入賞口６４へ入賞し易く（第１入賞口６４へ入賞する確率を高く
）できる。
【２１８３】
　このように、本実施形態においては、振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側の端部を
通過し、且つ、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）もしくは第３振分通路Ｅ１７１５
０に送球（案内）された球を第１入賞口６４へ入賞し易く（第１入賞口６４へ入賞する確
率を高く）でき、遊技の興趣を高めることができる（図１３５参照）。
【２１８４】
　なお、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態においては、第３振分通路Ｅ１７
１５０から上方孔Ｅ１６２（第４通路ＥＲｔ４）に送球（案内）でき、振分通路Ｅ１５０
が第１位置に配置された状態においては、第３振分通路Ｅ１７１５０から中央通路Ｅ１３
５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）に送球（案内）できる。即ち、振分通路Ｅ１５０が第１位置お
よび第２位置のどちらに配置された状態においても、球を第１入賞口６４へ入賞し易く（
第１入賞口６４へ入賞する確率を高く）できる。
【２１８５】
　一方、振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側の端部を通過したものの、中央通路Ｅ１
６０（第４通路ＥＲｔ４）および第３振分通路Ｅ１７１５０に送球（案内）されなかった
球、即ち、第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）に送球（案内）された球は、第１入
賞口６４へ入賞し難く（第１入賞口６４へ入賞する確率を低く）される。これにより、遊
技者に球が振分通路Ｅ１５０の中央通路Ｅ１６０側の端部を通過することに加え、中央通
路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）もしくは第３振分通路Ｅ１７１５０に送球（案内）され
ることを期待させることができる。その結果、遊技性を多様化でき、遊技の興趣を高める
ことができる。
【２１８６】
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【２１８７】
　上記各実施形態において、一の実施形態における構成の一部または全部を、他の実施形
態における構成の一部または全部の構成と組み合わせて或いは置き換えて、別の実施形態
としても良い。以下に示す変形例（別実施形態）においても同様であり、一の変形例にお
ける構成の一部または全部を、他の変形例における構成の一部または全部の構成と組み合
わせて或いは置き換えて、別の変形例としても良い。以下に示す変形例の適用対象となる
実施形態は任意であり、いずれの変形例（変形例の組み合わせ又は置き換え）をいずれの
実施形態に適用しても良い。
【２１８８】
　上記第１実施形態では、振分装置３００により球が一旦手前側に流下した後で、後方に
流下する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、手前側に流
下する部分を構成することなく、複数回の経路屈曲や、球を減速させる減速凸部を形成す
ることにより、球の流下に要する時間の確保を図っても良い。
【２１８９】
　上記第１実施形態では、第２入賞口１４０の前意匠部材１４１の下底面が湾曲面形状と
される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、当接により球の流下を
遮ることができる形状であれば良い。例えば、傾斜平面形状で構成しても良いし、平面か
ら細かな凸部が多数突設されるよう形成され、衝突した球に不規則な負荷を与えられるよ
うにしても良い。
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【２１９０】
　上記第１実施形態では、特定入賞口６５ａに入球した球が振分装置３００を流下する際
、専ら流路構成部３３４～３３６を順に流下する場合を説明したが、必ずしもこれに限定
されるものではない。例えば、特定入賞口６５ａの左右中央部に下方へ貫通する開口が形
成され、この開口を通り第３流路構成部３３６に球が直接流入可能に形成しても良い。
【２１９１】
　例えば、球が１球ずつ入球する場合には開口を球が通過することは無いが、複数球がま
とまって特定入賞口６５ａに入球した場合に球が開口を通過し得るよう構成しても良い。
この場合、特定入賞口６５ａに入球した球が開口を通過する場合と、開口を通過しない場
合とで、球がスライド変位部材３７０に到達するまでに要する時間を変化させることがで
きる。
【２１９２】
　上記第１実施形態では、検出センサＳＥ１１，ＳＥ１２が特定入賞口６５ａよりも後方
に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第２流
路構成部３３５の下流側端部の真下に検出センサＳＥ１１，ＳＥ１２が配設されるように
しても良い。また、この場合において、第１流路構成部３３４と第２流路構成部３３５と
の順番を逆転させても良い。即ち、検出センサＳＥ１１，ＳＥ１２への入球において、左
右方向への流下の直後に各検出センサＳＥ１１，ＳＥ１２への分岐が生じても良いし、前
後方向流下（手前側へ向けた流下）の直後に各検出センサＳＥ１１，ＳＥ１２への分岐が
生じても良い。
【２１９３】
　上記第１実施形態では、振分装置３００単体での特徴として、各流路構成部３３４～３
３６の流路方向や傾斜について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、パチンコ機１０の島への設置の際に、日常的に行われる「ねかせ」を考慮して、この
流路方向や傾斜について設計するようにしても良い。
【２１９４】
　ねかせとは、パチンコ機１０を垂直な姿勢で設置するのではなく、前後方向に傾斜させ
た状態で設置することを言う。通常、パチンコ機は、約１度（四分五厘）後方に倒れた姿
勢（ねかせ）で設置される。上述の振分装置３００単体（ねかせが無い状態状態）での説
明に比較して、約１度という設置角度を考慮すると、前後方向の傾斜を有する第１流路構
成部３３４及び第２流路構成部３３６の傾斜の意味が変わってくる。
【２１９５】
　即ち、振分装置３００単体では、上述のように、第１流路構成部３３４が前側へ水平か
ら７度だけ下降傾斜し、第３流路構成部３３６が後側へ水平から５度だけ下降傾斜するよ
うに設計されているが、設置角度を合わせて検討すると、第１流路構成部３３４も第３流
路構成部３３６も同様に６度だけ下降傾斜する流路を構成することになる。一方で、第２
流路構成部３３５は、左右方向の傾斜であるので設置角度の影響を受けにくく、上述と同
様に約５度の傾斜とみなすことができる。
【２１９６】
　この場合、振分装置３００内の球の流下について、第１流路構成部３３４及び第３流路
構成部３３６での球の加速度は同様とされ、第２流路構成部３３５において若干加速度が
小さくなる。そのため、左右方向の球の流下速度を落とすことができるので、第２流路構
成部３３５を流下する球を遊技者に視認させ易くすることができる。また、第１流路構成
部３３４の方が第３流路構成部３３６よりも短いことは変わらないので、第１流路構成部
３３４を、第３流路構成部３３６を通過するよりも短期間で通過させることができる。
【２１９７】
　このように、振分装置３００の内部での球の流下は、前後方向の流路を有していること
からパチンコ機１０のねかせの影響を受ける。そのため、各流路構成部３３４，３３６の
傾斜角度をねかせの角度（約１度）よりも小さくすると、ねかせの良し悪し（角度設定）
により流路構成部３３４，３３６における球の流下方向が変わって（反転して）しまうの
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で、傾斜角度はねかせの角度よりも大きな角度として設定する必要がある。
【２１９８】
　また、振分装置３００の内部での球の流下が前後方向の流路を有しており、その流路が
視認可能な構成では、その流路を流下する球の流速の僅かな違いから、パチンコ機１０の
ねかせの程度を把握される可能性がある。敢えて、ねかせの程度を把握させたいなら、振
分装置３００の流路を視認し易い構成とすればいい。
【２１９９】
　一方、上記第１実施形態では、球の流下速度の僅かな違いから「ねかせ」の程度を把握
されないように、各流路構成部３３４～３３６の、前側周囲において被固定部材１６１や
前意匠部材１６２が囲むように配置され、上側において可変入賞装置６５が覆うように配
設され、下側において光拡散加工面３４０で視認性を悪くするように構成されるようにし
ている。
【２２００】
　このように、各流路構成部３３４～３３６を流下する球の視認性を、通常の遊技者目線
（正面視０度～約３０度程度の範囲）を除き、悪くするようにしている。これにより、各
流路構成部３３４～３３６を流下する球の流速を比較してパチンコ機１０の「ねかせ」の
程度を把握されることを回避することができる。
【２２０１】
　上記第１実施形態では、第１流路構成部３３４の傾斜の方が、第３流路構成部３３６の
傾斜よりも大きい場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、この傾斜の関係を逆転させても良いし、同様の傾斜で構成しても良い。
【２２０２】
　また、各流路構成部３３４～３３６は、それぞれ直線状の流路が屈曲して渦状の流路を
構成するものとして説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、蛇行す
る流路形状でも良いし、階段状に屈曲する流路形状でも良い。
【２２０３】
　また、各流路構成部３３４～３３６の接続箇所で流路が直角に曲げられるように構成さ
れているが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、接続箇所で流路が鋭角で曲
げられても良いし、鈍角で曲げられても良い。また、各流路構成部３３４～３３６として
クルーンを採用しても良い。
【２２０４】
　上記第１実施形態では、第３流路構成部３３６を球が通過するのに要する時間が０．３
秒となるように設計される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例
えば、第３流路構成部３３６を通過するのに要する時間が１秒（０．６秒以上）となるよ
うに設計しても良い。これにより、球が発射間隔（０．６秒）を維持したまま振分装置３
００に入球した場合であっても、第３流路構成部３３６を流下する上流側の球を、その下
流側において第３流路構成部３３６を流下する球の目隠しとして機能させることができる
。
【２２０５】
　上記第１実施形態では、流路構成部３３４～３３６の経路長さを確保することで、球の
流下時間を確保する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、
スライド変位部材３７０までの経路の内側両壁から遊技球の流下方向と交差する方向に長
尺で形成され、互い違いに突設される突条を設け、この突条を遊技球に衝突させることで
球を減速させるように構成しても良い。これにより、経路長さを長くせずとも、球の流下
時間の確保を図ることができる。
【２２０６】
　なお、減速用の突条は、スライド変位部材３７０までの経路の全範囲に均等に配置する
ようにしても良いし、配置を不均等にしても良い。例えば、第１流路構成部３３４及び第
２流路構成部３３５については突条を形成せず、第３流路構成部３３６においてのみ突条
を構成することで、第３流路構成部３３６までは迅速に球を到達させる一方、球が第３流
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路構成部３３６を緩やかに流下するように構成することができる。
【２２０７】
　また、突条の突設方向は、左右方向から球の流下経路に沿って経路内側へ互い違いに突
設されるような方向でも良いし、所定間隔を空けて下側から上方へ突設されるような方向
でも良い。
【２２０８】
　左右方向からの突設の場合、突条から球に与えられる負荷が左右方向の成分を有するの
で、この負荷により球が通常検出センサＳＥ１２に誤って案内されないように配置を考慮
することが好ましい。例えば、スライド変位部材３７０に最も近接する位置においては、
左右外側の壁部から左右内側に突設させることで、突条からの負荷が通常検出センサＳＥ
１２側へ向かわず仕切り板部３３８側へ向かうようにすることで、球が誤って通常検出セ
ンサＳＥ１２に案内されることを回避し易くすることができる。
【２２０９】
　下側から上方への突設の場合、突条自体がスライド変位部材３７０の目隠しとして機能
する可能性があるので、遊技者の視線を考慮して、形成高さや形成位置を設計することが
好ましい。
【２２１０】
　なお、突条は、出没可動に形成しても良い。この場合、出状態では球の流下をせき止め
て、没状態となった場合に球の流下を再開可能としても良い。
【２２１１】
　上記第１実施形態では、スライド変位部材３７０の手前側を流下する球により目隠しが
される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、振分装置３０
０の前に、可動の化粧部材が配置され、その化粧部材によって流路構成部３３４～３３６
の目隠しがされるようにしても良い。この化粧部材は、駆動されても良いし、球の重みで
動作するものでも良い。
【２２１２】
　また、球により目隠しがされる場合において、球が手前側に配置される場合に限られる
ものではない。例えば、スライド変位部材３７０の背面側に鏡が配設され、その鏡の反射
を利用してスライド変位部材３７０の状態を視認させる場合には、球がスライド変位部材
３７０と鏡との間に配置されれば、目隠し機能を生じさせることができる。
【２２１３】
　上記第１実施形態では、スライド変位部材３７０に到達する球が目隠しされる場合を説
明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第１入賞口６４が、検出セン
サＳＥ１１，ＳＥ１２のように遊技領域よりも後方に配置され、第１入賞口６４が目隠し
されるものでも良いし、他の一般入賞口６３が目隠しされるものでも良い。
【２２１４】
　上記第１実施形態では、流路構成部３３４～３３６が直線的で球を１個ずつ案内可能な
流路から形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、
蛇行する流路として形成されても良いし、複数に枝分かれが生じる流路として形成されて
も良いし、流路幅の大小があり流路幅が大の箇所では球が滞留し易いよう構成されても良
い。
【２２１５】
　上記第１実施形態では、スライド変位部材３７０へ向かう球により目隠しの効果が生じ
る場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、他の入賞口
６３，６４，６５，１４０に入球した球を排出するための排出経路がスライド変位部材３
７０の前側に配置され（例えば、手前側において交差するように配置され）、その排出経
路および排出経路に配置される球によりスライド変位部材３７０が目隠しされるようにし
ても良い。
【２２１６】
　上記第１実施形態では、特定入賞口６５ａに入球した球は、専ら第１流路構成部３３４
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を通り第２流路構成部３３５側（手前側）に流れてくる場合を説明したが、必ずしもこれ
に限られるものではない。例えば、特定入賞口６５ａの下流側に球を振り分けるシーソー
状の振分機構が配設され、その振分機構により第２流路構成部３３５側に流れる球が選別
されることで、一部の球が第２流路構成部３３５側に流れるようにしても良い。
【２２１７】
　振分機構は、球の自重で変位動作するものでも良いし、駆動装置で開閉板６５ｂの開閉
から一定動作するよう駆動されても良いし、パチンコ機の電源オンから一定のパターンで
駆動されるように制御しても良い。
【２２１８】
　駆動制御する場合は、例えば、入球の種類が変化する場合において第２流路構成部３３
５側に球が流れるように制御しても良い。例えば、特定入賞口６５ａへの入球において、
カウント数（１０個／ラウンド）を超える入球（超過入賞）があった場合に、第２流路構
成部３３５側に球が流れるように構成しても良い。この場合、第２流路構成部３３５側を
流下する球の個数と、超過賞球の払い出し個数とを照合でき、得られる追加利益を遊技者
が早期に把握することができる。この場合において、スライド変位部材３７０及びその下
流の構成は維持しても良いし、省略しても良い。
【２２１９】
　また、例えば、第１入賞口６４に入球した球が振分装置３００を流下するような構成に
おいては、特別図柄１の保留個数が４個（満タン）の場合に入球があったら、その球は第
２流路構成部３３５側に流すように構成しても良い。この場合、第２流路構成部３３５側
を流れる球を視認することで、特別図柄１の保留個数が満タンであることを遊技者に気付
かせることができる。この場合において、スライド変位部材３７０及びその下流の構成は
維持しても良いし、省略しても良い。
【２２２０】
　球の自重で変位動作する場合は、球が到達する度に所定動作を繰り返すようにしても良
いし、到達する球の個数によって異なる動作をするように構成しても良い。例えば、１個
の球が特定入賞口６５ａに入球した場合には第２流路構成部３３５側へは流れず、２個以
上の球がまとまって特定入賞口６５ａに入球した場合には第２流路構成部３３５側へ球が
流れるようにしても良い。また、逆でも良い。
【２２２１】
　また、これらの動作態様は、特定入賞口６５ａの左右に一対で配設される検出センサＳ
Ｅ１の下流でいずれも同じでも良いし、左右で異なるように構成しても良い。
【２２２２】
　ここで、特定入賞口６５ａからスライド変位部材３７０までの球の流下時間が長い場合
、球排出時間が長いことにより遊技が間延びする可能性がある。そのため、例えば、上述
の振分機構を利用して、特定入賞口６５ａに入球した何球目までかの球を第２流路構成部
３３５側へ流下させ、それ以降の球については第２流路構成部３３５を経ずに排出するよ
うに構成しても良い。これにより、カウント数目の球が流路構成部３３４～３３６を流下
しきるのを待つ必要が無くなるので、ラウンド間長さを短く設定することができる。
【２２２３】
　上記第１実施形態では、第３図柄表示装置８１の下側において振分装置３００が配置さ
れ、遊技領域の下端部付近で球を手前側に流す場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではない。例えば、特定入賞口６５ａが第３図柄表示装置８１の下縁よりも上側に
配置され、振分装置３００の流路構成部３３４～３３６が、第３図柄表示装置８１に近接
配置または正面視で表示領域の手前側に配置されるよう構成しても良い。
【２２２４】
　この場合、振分装置３００を流下する球を視認する視線を第３図柄表示装置８１の表示
領域側を向く視線にすることができる。この場合、振分装置３００での球の流下により遊
技者が得られる利益の大小と、液晶表示での報知の内容とを対応付けることで、遊技者は
表示を確認することで大小いずれの利益を獲得できたのかを容易に把握することができる
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。
【２２２５】
　また、内レール６１を転動する球が、第３流路構成部３３６を転動する球を基準として
、正面視で下側にずれた位置で視認される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるも
のではない。例えば、内レール６１を転動する球が第３流路構成部３３６を転動する球を
基準として、正面視で上下に位置ずれせず、重なって視認され得るような配置関係で構成
しても良い。この場合、振分装置３００に入球した球のみでなく、内レール６１を転動す
る球を第３流路構成部３３６を流下する球の目隠しとして機能させることができる。
【２２２６】
　上記第１実施形態では、スライド変位部材３７０の作動パターンＹとして、特定入賞口
６５ａに入球した球が到達し得ない時間にスライド変位部材３７０を前側位置に切り替え
る場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、開閉板６５ｂの開
放タイミングから、１．２秒経過後にスライド変位部材３７０が前側位置に切り替えられ
るように制御しても良い。
【２２２７】
　この場合、１．２秒が経過する前にスライド変位部材３７０に到達していた前流れ球に
ついては、確変検出センサＳＥ１１の貫通孔に入球させることができる。一方、その前流
れ球を追うように流れ、１．２秒の経過後にスライド変位部材３７０に到達した後追い球
は、通常検出センサＳＥ１２の貫通孔に入球することになる。
【２２２８】
　ここで、後追い球が、前流れ球の目隠しとして機能する位置関係であった場合、遊技者
は、前流れ球の流れが確変検出センサＳＥ１１へ向けて（下方へ）切り替わるタイミング
を、後追い球に隠されることで、視認することができない。その上、後追い球は通常検出
センサＳＥ１２に入球するので、遊技者は、球が確変検出センサＳＥ１１に入球していな
いと思い込むと考えられる。
【２２２９】
　このように、あたかも確変検出センサＳＥ１１の貫通孔に球が入球していないように見
せることができるので、時短状態と確変状態との表示演出を同様にして遊技者の期待感を
維持させるような遊技機において、その表示演出の演出効果を向上することができる。
【２２３０】
　上記第１実施形態では、左右内突設部３１８に衝突した球は、その衝突による負荷だけ
では通常検出センサＳＥ１２側には流れない場合を説明したが、必ずしもこれに限られる
ものではない。例えば、左右内突設部３１８に案内されるまでの球の速度や、回転が、複
数種類で構成可能となるように左右内突設部３１８の上流側における流路を構成し（例え
ば、クルーンを配設したり、経路幅を広くしたりすることで球の流下方向の自由度を増加
させ）、球の速度や、回転の違いによって、左右内突設部３１８との衝突による負荷だけ
で通常検出センサＳＥ１２に案内され得るように構成しても良い。
【２２３１】
　上記第１実施形態では、スライド変位部材３７０と、各突設部３１７～３１９とが別体
として形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、各
突設部３１７～３１９の少なくとも一つが、スライド変位部材３７０に一体的に形成され
ても良い。即ち、スライド変位部材３７０の上突設部３７６から各突設部３１７～３１９
の少なくとも一つが突設されるようにしても良い。
【２２３２】
　上記第１実施形態では、スライド変位部材３７０の動作タイミングとして、球で隠され
る可能性を考慮した作動パターンＹについて説明したが、必ずしもこれに限られるもので
はない。例えば、球で隠されるタイミングで発光手段３５１のＬＥＤを発光させる制御を
織り交ぜても良い。
【２２３３】
　上記第１実施形態では、案内長孔６１６の形状により軸線Ｏ１の変位抵抗を変化させる
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場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、案内長孔６１６の幅
長さを変えて隙間の外相を形成することで変位抵抗を変えても良いし、磁力やコイルスプ
リングの付勢力を利用して変位抵抗を変化させても良い。
【２２３４】
　上記第１実施形態では、案内長孔６１６の形状を途中位置で屈曲する形状で構成したが
、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、複数回屈曲する形状としても良い。こ
の場合、軸線Ｏ１の上下方向変位の抵抗が増大する位置を複数位置で形成することができ
る。
【２２３５】
　また、案内長孔６１６の形状を、回動部材６２０の回動中における角度θの変化量の大
小を変化させる目的から設計しても良い。例えば、回動部材６２０の回動中における角度
θの大きさが維持できる範囲を部分的に形成できるように被支持部材６４０を案内可能な
形状で案内長孔６１６を形成しても良い。
【２２３６】
　上記第１実施形態では、案内長孔６１６が固定される場合を説明したが、必ずしもこれ
に限られるものではない。例えば、軸線Ｏ１が移動可能な案内長孔６１６が複数形成され
、所定の切替手段（例えば、他の駆動装置や、回動部材６２０に当接して切り替えられる
ボタン式の切替装置）によって軸線Ｏ１が案内される案内長孔６１６を切り替えられるよ
うに構成しても良いし、案内長孔６１６を形状変化可能に構成しても良い。
【２２３７】
　上記第１実施形態では、第２装飾回転部材６６０が第３図柄表示装置８１の右側に配置
された状態で第１演出面６６１ａを前斜め左側へ向ける構成について説明したが、必ずし
もこれに限られるものではない。例えば、第３図柄表示装置８１の左側に配置された状態
で演出面を前斜め右側へ向けるように構成しても良いし、第３図柄表示装置８１の下側（
上側）に配置される場合に演出面を前斜め上側（下側）へ向けるように構成しても良い。
【２２３８】
　上記第１実施形態では、回動部材６２０を変位の基端側に配置するよう構成したが、必
ずしもこれに限られるものではなく、直動変位する部材を変位の基端側に配置しても良い
。一方で、直動の部材ではなく回動部材６２０を利用していることは、第２装飾回転部材
６６０及び張出装飾部６５２ｂの回転角度を確保することに好適に機能する。
【２２３９】
　例えば、横スライドする部材を被支持部材６４０の主動側に固定する場合、第２装飾回
転部材６６０及び張出装飾部６５２ｂの回転角度に影響する角度は、水平より上側の角度
（角度ａ１等）に限定される。これに対し、回動部材６２０を利用する場合であれば、水
平より上側の角度だけでなく、下側の角度（角度ｂ１等）をも利用することができる。な
お、この好適な効果に関わらず、被支持部材６４０の主動側に直動スライドする部材を連
結するようにしても良い。
【２２４０】
　上記第１実施形態では、第２装飾回転部材６６０が直方体で形成され、直角に交差する
３側面に装飾が施される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、第２装飾回転部材６６０が断面五角形で形成され、各側面が前側を向く姿勢で停止制
御可能に構成されても良い。
【２２４１】
　上記第１実施形態では、装飾固定部材６７０は固定の装飾部材としたが、必ずしもこれ
に限られるものではない。例えば、液晶表示装置が配設されても良い。この場合、第１動
作ユニット６００や第２動作ユニット７００と一体視させ易い表示を容易に切り替えるこ
とができる。
【２２４２】
　上記第１実施形態では、回動部材６２０の回転軸と、第２装飾回転部材６６０とが直角
に交差し得る場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第２装
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飾回転部材６６０の回転軸が前後方向の成分を軸として（斜めな回転軸として）構成され
ても良い。
【２２４３】
　上記第１実施形態では、コイルスプリングＣＳ２の付勢力の設定から、第２動作ユニッ
ト７００を中間演出状態で維持し易くなるように構成する場合を説明したが、必ずしもこ
れに限られるものではない。例えば、回動アーム部材７２０の長孔部７２３付近に磁石を
配設し、この磁石が右側前板部材７１０に配設される磁石との間で吸着力を生じさせるよ
う構成し、この吸着力が第２動作ユニット７００の中間演出状態において生じ易くなるよ
うにしても良い。
【２２４４】
　また、例えば、傾斜部７５１，７６２を直線的に形成するのではなく、波形状や鋸歯形
状など屈曲した形状から形成しても良い。また、コイルスプリングＣＳ２を利用する場合
についても、コイルスプリングＣＳ２が圧縮される場合にのみ付勢力が生じるものに限ら
ず、コイルスプリングＣＳ２の伸長変位に対する付勢力が生じるよう構成しても良い。
【２２４５】
　上記第１実施形態では、磁石Ｍｇの吸着力を超えるまでは傘歯部７８３ｃと傘歯部材７
８５ｃとが弾性変形することで軸回転部材７８５の姿勢が維持される場合を説明したが、
必ずしもこれに限られるものではない。例えば、ギアの弾性変形ではなく、回転する軸棒
と、その軸棒を支持する支持筒との間の摺動摩擦に許容値を設けることで構成しても良い
。
【２２４６】
　上記第１実施形態では、覆設部材７８７が下からせり上がり、遊技領域の後端部から前
側に入り込む場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、下降変
位によって前側に張り出す態様でも良い。この場合において、センターフレーム８６の上
縁を下から前方へ越える態様でも良いし、遊技領域の上方（例えば、正面枠１４の上方）
から前側に張り出す態様でも良い。
【２２４７】
　上記第１実施形態では、覆設部材７８７の回転が逆方向となることで副装飾面７８７ａ
２，７８７ｂ２が揃って視認されないことで識別力を低下させる場合を説明したが、必ず
しもこれに限られるものではない。例えば、副装飾面７８７ａ２，７８７ｂ２を正面側に
向けながら回転する態様ではなく、左右外側に向けながら回転する態様としても良い。ま
た、同方向の回転であっても、回転角度をずらして回転させるように構成しても良い。
【２２４８】
　上記第１実施形態では、第２動作ユニット７００及び第３動作ユニット８００で共通し
て、リンク機構（中間腕部材７８３、中間腕部材８５０）の回転角度を利用して軸回転部
材７８５や回転部材８３４を回転（反転）させるように構成されるが、必ずしもこれに限
られるものではない。例えば、回転部材８３４を案内する金属棒８３２に一筆書き状に溝
が掘られ、その溝に回転部材８３４から突設される突片が差し込まれるような構成では、
溝の設計次第で、回転部材８３４の回転タイミングを規定することができる。
【２２４９】
　上記第１実施形態では、検出センサ８１３に被検出部８４４が配置された状態から、検
出センサ８１３の出力が切り替わることで切替回転動作から一体回転動作に切り替わった
と判定するように制御する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例
えば、検出センサ８１３に被検出部８４４が配置されていない状態で駆動モータ８６１の
駆動方向を反転した後、被検出部８４４が検出センサ８１３に進入したことを検出するこ
とで、切替回転動作から一体回転動作に切り替わったと判定しても良い。
【２２５０】
　上記第１実施形態では、第１装飾部材８７０の構成と、第２装飾部材８８０の構成とが
所々で異なるように構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。
例えば、磁石Ｍｇ２が両装飾部材８７０，８８０に配設されるようにしても良いし、両装
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飾部材８７０，８８０に鍍金処理がされるようにしても良い。
【２２５１】
　上記第１実施形態では、トルクリミッタ８６６を配設することで切替回転動作と一体回
転動作とを明確に分ける場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、粘性抵抗を生じるオイルダンパを設けるようにしても良い。なお、オイルダンパの場
合、動作態様の切り替えによらず、常時抵抗が生じ続けるので、トルクリミッタの方が、
一体回転動作に動作態様が切り替えられた後の回転方向の変位抵抗を低減することができ
、一体回転動作に切り替えられた後の高速回転を実現し易い。
【２２５２】
　上記第１実施形態では、光ＬＤ１が鍍金部８７１ａで正面側に反射される場合を説明し
たが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、金属棒８３２で光を反射させても
良い。一体回転動作中は、直動部材８３３が金属棒８３２の基端側（円の内径側）に配置
されることで金属棒８３２が直動部材８３３に隠されるが、切替回転動作において直動部
材８３３が金属棒８３２の先端側（円の外径側）に配置される場合には、金属棒８３２の
基端側（円の内径側）が露出することで、光ＬＤ１を反射させることが可能である。
【２２５３】
　上記第２から第７実施形態では、第１中間部材Ｃ１４０，Ｃ２１４０の底面部Ｃ１４２
，Ｃ２１４２を球が直列に転動し、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７０，Ｃ３１７０（受入部
Ｃ１７２，Ｃ２１７２，Ｃ３１７２又は転動部Ｃ１７３，Ｃ２１７３，Ｃ３１７３）に同
時に１球のみが流入される場合を説明したが、第１中間部材Ｃ１４０，Ｃ２１４０の底面
部Ｃ１４２，Ｃ２１４２を２球以上が並列に転動可能とし、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７
０，Ｃ３１７０（受入部Ｃ１７２，Ｃ２１７２，Ｃ３１７２又は転動部Ｃ１７３，Ｃ２１
７３，Ｃ３１７３）に同時に２球以上が流入される構成であっても良い。
【２２５４】
　上記第２から第７実施形態では、遊技領域のうちの正面視左側（図７２左側）の領域（
センターフレームＣ８６（上側フレームＣ８６ａ）とレール６１との間の領域）を流下さ
れる球が下側フレームＣ８６ｂ，Ｃ２０８６ｂ，Ｃ３０８６ｂに流入（入球）される場合
を説明したが、これに代えて、又は、これに加えて、遊技領域のうちの正面視右側（図７
２右側）の領域を流下される球が下側フレームＣ８６ｂ，Ｃ２０８６ｂ，Ｃ３０８６ｂに
流入（入球）される構成であっても良い。
【２２５５】
　上記第２から第７実施形態では、受入口ＣＯＰｉｎ，ＣＯＰ２０００ｉｎに１本の上側
フレーム通路ＣＲｔ０が連通される場合を説明したが、上側フレームＣ８６ｂに複数本の
上側フレーム通路ＣＲｔ０を形成し、それらが受入口ＣＯＰｉｎ，ＣＯＰ２０００ｉｎに
連通される構成であっても良い。
【２２５６】
　上記第２から第７実施形態では、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７０，Ｃ３１７０が自重に
より第１位置へ復帰される場合を説明したが、付勢手段を設け、その付勢手段の付勢力を
、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７０，Ｃ３１７０が第１位置へ復帰する際の補助力として付
与しても良い。或いは、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７０，Ｃ３１７０が第２位置へ変位す
る際の補助力として付与しても良い。なお、付勢手段としては、コイルばね、ねじりばね
、板ばね等が例示される。
【２２５７】
　上記第２及び第３実施形態では、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７０が軸Ｃ１９２，Ｃ２１
７４に直接軸支される場合を説明したが、振分部材Ｃ１７０，Ｃ２１７０をリンク機構に
より変位可能としても良い。この場合、リンク機構は、平行リンク機構であっても良い、
不等長リンク機構であっても良い。
【２２５８】
　上記第３実施形態では、振分部材Ｃ２１７０の転動部Ｃ２１７３を転動した球が通過す
る通路（第４通路ＣＲｔ２００４）が磁性部Ｃ２４００により形成される場合を説明した
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が、他の通路と同様に、球を転動面に沿って転動させて通過（流下）させる通路として第
４通路ＣＲｔ２００４を形成しても良い。
【２２５９】
　上記第４実施形態では、案内溝Ｃ３１３１ｃが直線状に形成される場合を説明したが、
曲線状に湾曲して形成されていても良い。また、直線と曲線とを組み合わせた形状であっ
ても良い。
【２２６０】
　上記第５実施形態では、下側底面部Ｃ４１２２の円弧部Ｃ４１２２ｂは、上面視におけ
る円弧形状が一様（同一の曲率）に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではなく、異なる半径を有する円弧形状が組み合わされて形成されてもよい。例え
ば、円弧部Ｃ４１２２ｂの前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の一端側および他端側における円
弧の曲率が、それら一端側および他端側の間の領域（流出面Ｃ１２２ａを含む領域）にお
ける円弧の曲率よりも大きくされる、即ち、流出面Ｃ１２２ａを含む領域における円弧の
曲率が小さくされてもよい。この場合、初期段階（下側底面部Ｃ４１２２の長手方向の一
端側および他端側またはその近傍まで球が往復動する段階）では、球を往復動させ易くす
ると共に先行する球に後行する球を追いつかせ易くしつつ、往復動する球の転動速度が低
くなった段階（下側底面部Ｃ４１２２の長手方向の一端側および他端側またはその近傍ま
では球が到達せず、流出面Ｃ１２２ａを含む比較的狭い領域で球が往復動する段階）では
、先行する球と後行する球とが連なった状態を維持させ易くできる。その結果、両球が連
なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）させ易
くできる。
【２２６１】
　上記第５実施形態では、下側底面部Ｃ４１２２の延設方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）と鉛直方
向（矢印Ｕ－Ｄ方向）とを含む平面での断面形状が、円弧部Ｃ４１２２ｂでは、略水平に
形成される、即ち、円弧部Ｃ４１２２ｂの上面（転動面）は、鉛直方向に直交する平面と
して形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、鉛直方向下方
（矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる円弧状に湾曲して形成されてもよい。または、一対の直
線部Ｃ４１２２ａと同様の下降傾斜する平面として形成されてもよく、一対の直線部Ｃ４
１２２ａと異なる下降傾斜する平面として形成されてもよい。これらにより、初期段階（
下側底面部Ｃ４１２２の長手方向の一端側および他端側またはその近傍まで球が往復動す
る段階）では、球を往復動させ易くすると共に先行する球に後行する球を追いつかせ易く
しつつ、往復動する球の転動速度が低くなった段階（下側底面部Ｃ４１２２の長手方向の
一端側および他端側またはその近傍までは球が到達せず、流出面Ｃ１２２ａを含む比較的
狭い領域で球が往復動する段階）では、先行する球と後行する球とが連なった状態を維持
させ易くできる。その結果、両球が連なった状態を維持させつつ、底面部Ｃ１４２（第３
通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）させ易くできる。
【２２６２】
　上記第５実施形態では、下側底面部Ｃ４１２２（直線部Ｃ４１２２ａ及び円弧部Ｃ４１
２２ｂ）が切り欠き部Ｃ１２４ａから離間する方向（矢印Ｌ方向）へ向けて下降傾斜して
形成されてもよい。これにより、切り欠き部Ｃ１２４ａと反対側（対向する側）に位置す
る下側側壁部Ｃ４１２４に球を押し付けつつ、かかる球を下側底面部Ｃ４１２２（第２通
路ＣＲｔ４００２）で転動（往復動）させることができる。
【２２６３】
　上記第２、第３及び第５実施形態では、流出面Ｃ１２２ａの周囲に鉛直方向上方（矢印
Ｕ方向）へ向けて突部が突設されてもよい。これにより、流出面Ｃ１２２ａから下側底面
部Ｃ１２２，Ｃ２１２２，Ｃ４１２２の延設方向両端側へ球が転動することを抑制でき、
底面部Ｃ１４２（第３通路ＣＲｔ３）へ流出（流下）させ易くできる。
【２２６４】
　上記第６実施形態では、磁性部Ｃ５４００の底面の断面形状は、幅方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に直線状に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、磁
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性部Ｃ５４００の突部の底面の断面形状は、円弧状に湾曲して形成されてもよい。その円
弧形状が、球の半径と略同一の半径を有し、鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）へ向けて凸とな
る場合、球と磁性部Ｃ５４００との接触面積を増やすことができ、球が磁性部Ｃ５４００
の下流端へ移動する前に落下することを抑制できる。一方、円弧形状が、鉛直方向下方（
矢印Ｄ方向）へ向けて凸となる場合、流下する際に球が揺れる態様を形成できると共に、
球が磁性部Ｃ５４００から落下される可能性（第５通路ＣＲｔ２００５に到達できない可
能性）を高くできる。その結果、球の挙動を遊技者に注目させ、遊技の興趣を高めること
ができる。
【２２６５】
　上記第７実施形態では、磁性部Ｃ６４００の突部の底面が、背面部材Ｃ２１３０を向く
傾斜面（即ち、鉛直方向上方ほど背面部材Ｃ２１３０に近接する面）として形成される場
合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、背面部材Ｃ２１３０とは反対側
を向く傾斜面（即ち、鉛直方向上方ほど背面部材Ｃ２１３０から離間する面）として形成
されてもよい。これにより、磁性部Ｃ６４００に吸着された球と背面部材Ｃ２１３０とが
離間する位置に配設させることができ、磁性部Ｃ６４００に沿って流下される球と背面部
材Ｃ２１３０とが当接することを抑制できる。
【２２６６】
　上記第３及び第７実施形態では、背面部材Ｃ２１３０の本体部Ｃ２１３１が鉛直方向下
方（矢印Ｄ方向）に向かうに従い磁性部Ｃ２４００，Ｃ６４００側（矢印Ｆ方向側）に近
づく傾斜面（即ち、鉛直方向下方ほど磁性部Ｃ２４００，Ｃ６４００側に近接する面）と
して形成されてもよい。これにより、磁性部Ｃ２４００，Ｃ６４００と背面部材Ｃ２１３
０とで磁性部Ｃ２４００，Ｃ６４００に沿って流下される球を挟み込むことができ、球が
磁性部Ｃ２４００，Ｃ６４００の下流端へ移動する前に落下することを抑制できる。
【２２６７】
　上記第３、第６及び第７実施形態では、背面部材Ｃ２１３０の背面に配設される磁石Ｃ
２３００に加え、その鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に磁石Ｃ２３００が追加して配設され
てもよい。追加された磁石Ｃ２３００が、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００に
吸着された球の中心よりも鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に配設される場合、追加された磁
石Ｃ２３００により球に作用する磁力の向きが鉛直方向上方側となるため、球が磁性部Ｃ
２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００の下流端へ移動する前に落下することを抑制できる。
一方、追加された磁石Ｃ２３００が、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００に吸着
された球の中心よりも鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に配設される場合、追加された磁石Ｃ
２３００により球に作用する磁力の向きが鉛直方向下方側となるため、球が磁性部Ｃ２４
００，Ｃ５４００，Ｃ６４００から落下される可能性（第５通路ＣＲｔ２００５に到達で
きない可能性）を高くできる。
【２２６８】
　上記第３、第６及び第７実施形態では、背面部材Ｃ２１３０の背面に配設される磁石Ｃ
２３００が鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に延設して形成されてもよい。これにより、磁性
部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００に加え、磁石Ｃ２３００から直接作用される磁力
の効果により球を吸着でき、球が磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００の下流端へ
移動する前に落下することを抑制できる。
【２２６９】
　上記第３、第６及び第７実施形態では、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００の
長手方向に沿って配列される複数の磁石Ｃ２３００の磁力に強弱の差を設けてもよい。例
えば、上流側に配設される磁石Ｃ２３００の磁力がその他の磁石Ｃ２３００の磁力に比べ
て強い場合、転動部Ｃ２１７３の上面（転動面）を転動した球を磁性部Ｃ２４００，Ｃ５
４００，Ｃ６４００に吸着させ易くできる、即ち、第４通路ＣＲｔ２００４へ案内し易く
できる。また、例えば、複数の磁石Ｃ２３００の一の磁石Ｃ２３００の磁力がその他の磁
石Ｃ２３００の磁力に比べて弱い場合、その一の磁石Ｃ２３００を通過する球を磁性部Ｃ
２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００から落下される可能性（第５通路ＣＲｔ２００５に到
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達できない可能性）を高くできる。これにより、遊戯の興趣を高めることができる。
【２２７０】
　上記第３、第６及び第７実施形態では、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００の
長手方向に沿って配列される複数の磁石Ｃ２３００の配列方向が変化されてもよい。例え
ば、上流側に配列される磁石Ｃ２３００の配列方向に対し、下流側に配列される磁石Ｃ２
３００の配列方向が鉛直方向下方（矢印Ｄ方向）に傾斜して配列される、言い換えると、
磁石Ｃ２３００が凸形状となる態様に配列される場合、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，
Ｃ６４００に沿って流下する球を下流側に配列される磁石Ｃ２３００へ向かわせ易くでき
、球が磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００から落下することを抑制できる。一方
、上流側に配列される磁石Ｃ２３００の配列方向に対し、下流側に配列される磁石Ｃ２３
００の配列方向が鉛直方向上方（矢印Ｕ方向）に傾斜して配列される、言い換えると、磁
石Ｃ２３００が凹形状となる態様に配列される場合、磁石Ｃ２３００の上流側と下流側と
の境界において球を磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００から落下される可能性（
第５通路ＣＲｔ２００５に到達できない可能性）を高くできる。また、磁石Ｃ２３００の
配列形状は直線状に形成されてもよく、円弧状に形成されてもよい。また、磁石Ｃ２３０
０に代えて、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００が上記の形状（凸形状もしくは
凹形状、且つ、直線状もしくは円弧状）に配列されてもよい。
【２２７１】
　上記第３、第６及び第７実施形態では、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００の
長手方向に沿って配列される複数の磁石Ｃ２３００の隣り合う磁石Ｃ２３００が離間して
形成されてもよい。この場合、磁性部Ｃ２４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００の延設方向に
おいて球に磁力が作用されない区間を作ることができ、この区間において球を磁性部Ｃ２
４００，Ｃ５４００，Ｃ６４００から落下される可能性（第５通路ＣＲｔ２００５に到達
できない可能性）を高くできる。
【２２７２】
　第８実施形態から第１５実施形態では、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０に
球の重量が作用されると、変位部材Ｄ１８０が開放位置へ変位（回転）される場合を説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１
７０に球の重量が作用されると、変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置へ変位（回転）されるよう
に形成しても良い。即ち、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０が初期位置（第１
位置）に配置された状態では、変位部材Ｄ１８０が開放位置に配置され、転動部材Ｄ１７
０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０が第２位置に配置された状態では、変位部材Ｄ１８０が閉鎖
位置に配置されるように形成しても良い。この場合には、第６通路ＤＲｔ６に球が流下（
入球）されると、第６通路ＤＲｔ６に球が流下（入球）され難くなる側へ変位部材Ｄ１８
０が変位（回転）される。よって、第１の球が第６通路ＤＲｔ６に流下（入球）し、その
第１の球が第６通路ＤＲｔ６の終端に達するまでの間に、第２の球が第６通路ＤＲｔ６に
流下（入球）されることを、第１の球が第６通路ＤＲｔ６に流下（入球）される場合より
も困難として、遊技の興趣を高めることができる。
【２２７３】
　なお、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０に球の重量が作用されると、変位部
材Ｄ１８０が閉鎖位置へ変位（回転）されるように形成する場合には、転動部材Ｄ１７０
，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０の初期位置（第１位置）から第２位置への変位（回転）が、伝
達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０に伝達される構造を
、上述した場合（第８実施形態から第１５実施形態の場合）と逆向きとすれば良い。即ち
、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０が初期位置（第１位置）から第２位置へ変
位（回転）される場合に、伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ
７１９０が上述した場合と逆方向に回転されるように、伝達部Ｄ１７３，Ｄ３１７３と被
伝達部Ｄ１９３，Ｄ３１９３の位置関係を設定すれば良い。
【２２７４】
　具体的には、第８実施形態であれば、被伝達部Ｄ１９３を転動部材Ｄ１７０から離間す
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る方向（図１１９（ａ）右側、矢印Ｒ方向）へ延設させるとと共に、その被伝達部Ｄ１９
３の上方まで伝達部Ｄ１７３を延設し、転動部材Ｄ１７０が初期位置（第１位置）から第
２位置へ変位（回転）される場合に、伝達部Ｄ１７３が被伝達部Ｄ１９３を下方（矢印Ｄ
方向）へ押し下げる（即ち、第８実施形態の場合とは逆回り（図１１９（ａ）において時
計回り）に伝達部材Ｄ１９０を回転させる）構成とすれば良い。
【２２７５】
　また、第１０実施形態であれば、被伝達部Ｄ３１９３を転動部材Ｄ１７０側（図１２４
（ａ）左側、矢印Ｌ方向）へ延設させるとと共に、その被伝達部Ｄ３１９３の下方まで伝
達部Ｄ３１７３を延設し、転動部材Ｄ３１７０が初期位置（第１位置）から第２位置へ変
位（回転）される場合に、伝達部Ｄ３１７３が被伝達部Ｄ３１９３を上方（矢印Ｕ方向）
へ押し上げる（即ち、第１０実施形態の場合とは逆回り（図１２４（ａ）において時計回
り）に伝達部材Ｄ３１９０を回転させる）構成とすれば良い。
【２２７６】
　第８実施形態から第１５実施形態では、一対の変位部材Ｄ１８０を１の伝達部材Ｄ１９
０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０により変位させる（転動部材Ｄ１
７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の変位を１の伝達部材Ｄ１９
０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０により一対の変位部材Ｄ１８０へ
伝達する）場合を説明したが、２の伝達部材を設け、一対の変位部材Ｄ１８０の一方を第
１の伝達部材により、他方を第２の伝達部材により、それぞれ変位させる（転動部材Ｄ１
７０，Ｄ３１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の変位を第１の伝達部材および第２の伝達
部材により一対の変位部材Ｄ１８０の一方および他方へそれぞれ伝達する）構成としても
良い。
【２２７７】
　この場合、例えば、第１１実施形態において、転動部材Ｄ１７０の変位を第１の伝達部
材により、第２転動部材Ｄ４２２０の変位を第２の伝達部材により、それぞれ伝達する構
成としても良い。これにより、変位部材Ｄ１８０の変位態様を多様化して、遊技の興趣を
向上できる。
【２２７８】
　第８実施形態から第１５実施形態では、第６通路ＤＲｔ６において、背面部材Ｄ１３０
，Ｄ４１３０，Ｄ８１３０の本体部Ｄ１３１の正面と中間部材Ｄ１４０，Ｄ６１４０の本
体部Ｄ１４１の背面との間の対向間隔（矢印Ｆ－Ｂ方向の間隔）が上下方向（矢印Ｕ－Ｄ
方向）に沿って一定とされ、また、複数の突部Ｄ１３１ｆの先端を連ねた仮想面（平面）
と、複数の突部Ｄ１４１ｇの先端を連ねた仮想面（平面）との間の対向間隔（矢印Ｆ－Ｂ
方向の間隔）が上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に沿って一定とされる場合を説明したが、こ
れら両対向間隔のうちの少なくとも一方の対向間隔を上下方向に沿って変化させても良い
。
【２２７９】
　例えば、上方（矢印Ｕ方向、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０（本体部Ｄ１
７２，Ｄ３１７２）の上面（転動面）から離間する方向）へ向かうに従って、対向間隔が
狭くされるようにしても良い。これにより、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０
（本体部Ｄ１７２，Ｄ３１７２）の上面（転動面）から跳ね上がった球を速やかに下降さ
せ、球の重量を作用させやすくできる。かかる技術思想は、第８通路ＤＲｔ８における対
向間隔においても同様である。
【２２８０】
　第８実施形態から第１５実施形態では、背面部材Ｄ１３０，Ｄ４１３０，Ｄ８１３０の
本体部Ｄ１３１の正面および中間部材Ｄ１４０，Ｄ６１４０の本体部Ｄ１４１の背面から
突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇをそれぞれ突設する場合を説明したが、背面部材Ｄ１３０，
Ｄ４１３０，Ｄ８１３０の本体部Ｄ１３１の正面および中間部材Ｄ１４０，Ｄ６１４０の
本体部Ｄ１４１の背面に凹部をそれぞれ凹設する構成としても良い。凹部によっても球の
通過（転動）を遅延させることができる。
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【２２８１】
　第８実施形態から第１５実施形態では、球の通過を遅延させる遅延手段の一例として、
突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇを例示したが、他の手段を採用しても良い。他の手段として
は、例えば、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の
本体部Ｄ１７２，Ｄ３１７２，Ｄ４２２２の上面（転動面）を通過（転動）する球が当接
可能な位置に配設され、その当接により変位または変形される手段（例えば、風車、金属
製の弾性ばね（板ばねやコイルばね）、樹脂製の弾性片、ゴムシートなど）が例示される
。即ち、球との当接により発生するエネルギー（運動エネルギーや粘性抵抗）を利用して
、球の通過を遅延させる手段が例示される。
【２２８２】
　第８実施形態から第１５実施形態では、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又
は第２転動部材Ｄ４２２０の本体部Ｄ１７２，Ｄ３１７２，Ｄ４２２２の上面（転動面）
を平坦面とする場合を説明したが、その上面（転動面）に凹凸や段差を設けても良い。こ
れにより、球に抵抗を付与して、その通過（転動）を遅延させられる。
【２２８３】
　第８実施形態から第１５実施形態では、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又
は第２転動部材Ｄ４２２０に対して球の重量が作用されると、第６通路ＤＲｔ６（一対の
変位部材Ｄ１８０の対向間）へ球が流入（入球）しやすくされる場合を説明したが、これ
とは逆の構成としても良い。即ち、変位部材Ｄ１８０の初期位置を開放位置とし、転動部
材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０に対して球の重量が作
用されると、変位部材Ｄ１８０を閉鎖位置へ配置することで、第６通路ＤＲｔ６（一対の
変位部材Ｄ１８０の対向間）へ球が流入（入球）され難くなるようにしても良い。この場
合には、第６通路ＤＲｔ６への球の流入（入球）よりも第４通路ＤＲｔ４又は第５通路Ｄ
Ｒｔ５への球の流入（入球）の方が有利な遊技状態としても良い。
【２２８４】
　第８実施形態から第１５実施形態では、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又
は第２転動部材Ｄ４２２０の変位を変位部材Ｄ１８０へ伝達する伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２
１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０を設ける場合を説明したが、伝達部材Ｄ１
９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０を省略しても良い。即ち、転動
部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０と変位部材Ｄ１８０
（変位部材Ｄ１８０ユニット）とを直接連結し、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１
７０又は第２転動部材Ｄ４２２０の変位を変位部材Ｄ１８０へ直接伝達する構成としても
良い。
【２２８５】
　例えば、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，８１７０又は第２転動部材Ｄ４２２０に、伝
達部材Ｄ１９０（本体部Ｄ１９４）の溝Ｄ１９４Ｌ，Ｄ１９４Ｒを設け、その溝Ｄ１９４
Ｌ，Ｄ１９４Ｒに軸支部材Ｄ２１０の連結ピンＤ２１３を連結（挿通）させる。これによ
り、伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０が省略される分、部品点数
を削減して、製品コストを低減できる。
【２２８６】
　第８実施形態から第１５実施形態では、初期位置（変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置
された状態）において、伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０の被伝達部Ｄ１９３と転動部材Ｄ
１７０の伝達部Ｄ１７３との間には、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）の隙間が形成される一
方、伝達部材Ｄ３１９０の被伝達部Ｄ３１９３と転動部材Ｄ３１７０の伝達部Ｄ３１７３
との間、及び、伝達部材Ｄ１９０の錘部Ｄ１９５と第２転動部材Ｄ４２２０の伝達部Ｄ４
２２３との間には、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）の隙間が形成されない場合を説明したが
、これらを逆としても良い。
【２２８７】
　即ち、初期位置（変位部材Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態）において、伝達部材
Ｄ１９０，Ｄ２１９０の被伝達部Ｄ１９３と転動部材Ｄ１７０の伝達部Ｄ１７３との間に
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は、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）の隙間が形成されず、伝達部材Ｄ３１９０の被伝達部Ｄ
３１９３と転動部材Ｄ３１７０の伝達部Ｄ３１７３との間、及び、伝達部材Ｄ１９０の錘
部Ｄ１９５と第２転動部材Ｄ４２２０の伝達部Ｄ４２２３との間には、上下方向（矢印Ｕ
－Ｄ方向）の隙間が形成される構成としても良い。
【２２８８】
　第８実施形態から第１５実施形態では、一対の変位部材Ｄ１８０が回転可能とされる場
合を説明したが、一対の変位部材Ｄ１８０の少なくとも一方（又は両方）がスライド変位
可能とされる構成でも良い。スライド変位される構成であっても、第６通路ＤＲｔ６への
球の入球のしやすさを変化させ、遊技の興趣を向上できる。なお、スライド変位の態様と
しては、直線に沿って変位される態様、曲線に沿って変位される態様、直線と曲線とを組
み合わせた形状に沿って変位される態様が例示される。
【２２８９】
　この変位態様については、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０、第２転動部材
Ｄ４２２０、及び、伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９
０についても同様であり、これらのうちの少なくとも１つ（又は全部）がスライド変位可
能とされる構成でも良い。
【２２９０】
　第８実施形態から第１５実施形態では、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０、
第２転動部材Ｄ４２２０、及び、伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９
０，Ｄ７１９０が自重により初期位置へ復帰可能に構成される場合を説明したが、初期位
置へ復帰させる方向へ付勢力を付与する付勢手段を設けても良い。これらの初期位置への
復帰を速やかに行わせることができれば、変位部材Ｄ１８０の閉鎖位置への速やかな配置
を可能とでき、遊技の興趣を向上できる。なお、付勢手段としては、コイルばね、板ばね
、ねじりばね、ゴム状弾性体などが例示される。
【２２９１】
　第８実施形態から第１５実施形態では、変位部材Ｄ１８０が一対配設される場合を説明
したが、変位部材Ｄ１８０の配設数は、１個であっても良く、３個以上であっても良い。
即ち、変位部材Ｄ１８０の変位によって第６通路ＤＲｔ６への球の流入（入球）のしやす
さが変化されれば足りる。
【２２９２】
　第８実施形態から第１５実施形態では、一対の変位部材Ｄ１８０の対向間隔が変化され
ることで、第６通路ＤＲｔ６への球の流入（入球）のしやすさが変化される場合を説明し
たが、一対の変位部材Ｄ１８０の対向間隔が変化されない形態であっても良い。例えば、
一対の変位部材Ｄ１８０の一方と他方との変位（回転）方向が同方向とされる形態（対向
間隔を一定としつつ、変位部材Ｄ１８０の先端側の開放部分の位置が左右（矢印Ｌ－Ｄ方
向）に変位される形態）であっても良い。即ち、変位部材Ｄ１８０の変位によって第６通
路ＤＲｔ６への球の流入（入球）のしやすさが変化されれば足りる。
【２２９３】
　第８実施形態から第１５実施形態では、一対の変位部材Ｄ１８０の一方が伝達部材Ｄ１
９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０の変位に常に連動し、一対の変
位部材Ｄ１８０の他方が伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７
１９０の変位に所定の期間は非連動となる場合を説明したが、一対の変位部材Ｄ１８０の
両方が伝達部材Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０の変位に常
に連動する構成としても良く、或いは、一対の変位部材Ｄ１８０の両方が伝達部材Ｄ１９
０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０の変位に所定の期間は非連動とな
る構成としても良い。
【２２９４】
　第８実施形態から第１５実施形態では、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇが延設方向（上下
方向）に沿って連続して形成される場合を説明したが、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇを延
設方向（上下方向）に沿って非連続に形成（断続的に形成）しても良い。球の上方への跳
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ね上がりに対して抵抗を付与しやすくできる。この場合、突部Ｄ１３１ｆ，Ｄ１４１ｇを
延設方向（上下方向）に沿って千鳥状に配置しても良い。球の上方への跳ね上がりに対し
て抵抗をより付与しやすくできる。
【２２９５】
　第８実施形態から第１５実施形態では、説明を省略したが、第６通路ＤＲｔ６（一対の
変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入（入球）され、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８
１７０の本体部Ｄ１７２，Ｄ３１７２の上面へ落下した球が、本体部Ｄ１７２，Ｄ３１７
２における転動方向と逆方向（矢印Ｒ方向）へ移動することを規制する規制手段を設けて
も良い。規制手段は、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０、背面部材Ｄ１３０，
Ｄ４１３０，Ｄ８１３０、又は、中間部材Ｄ１４０，Ｄ６１４０のいずれに設けても良い
。また、規制手段としては、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０、背面部材Ｄ１
３０，Ｄ４１３０，Ｄ８１３０、又は、中間部材Ｄ１４０，Ｄ６１４０のいずれかから立
設され、球に当接可能に形成される形状の部位が例示される。
【２２９６】
　第８実施形態から第１５実施形態では、第６通路ＤＲｔ６（一対の変位部材Ｄ１８０の
対向間）に流入（入球）された球が、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０の本体
部Ｄ１７２，Ｄ３１７２の上面へ落下される場合を説明したが、第６通路ＤＲｔ６（一対
の変位部材Ｄ１８０の対向間）に流入（入球）された球が、背面部材Ｄ１３０，Ｄ４１３
０，Ｄ８１３０、又は、中間部材Ｄ１４０，Ｄ６１４０に形成される部位（受け部）の上
面に落下され、その受け部から転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０の本体部Ｄ１
７２，Ｄ３１７２へ球が流入（転動）される構成でも良い。落下の衝撃が収まった（小さ
くなった）状態で、転動部材Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０の本体部Ｄ１７２，Ｄ３
１７２が球を受け取れるので、球の重量が作用する初期段階での変位部材Ｄ１８０のばた
つき（振動）を抑制できる。
【２２９７】
　第８実施形態から第１５実施形態では、第６通路ＤＲｔ６と第８通路ＤＲｔ８（上流側
部分）とが、上面視（矢印Ｄ方向視）において並列に配設（並設）される（即ち、前後方
向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に位置を違えて配設される）場合を説明した。この場合には、下側
フレームＤ８６ｂ～Ｄ８０８６ｂの上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）の寸法を抑制できる。但
し、第６通路ＤＲｔ６と第８通路ＤＲｔ８（上流側部分）とを、正面視（矢印Ｂ方向視）
において並列に配設（並設）する（即ち、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）に位置を違えて配
設する）構成でも良い。この場合、第６通路ＤＲｔ６と第８通路ＤＲｔ８（上流側部分）
とは、上面視（矢印Ｄ方向視）において、重なることが好ましい。その分、下側フレーム
Ｄ８６ｂ～Ｄ８０８６ｂの前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の寸法を抑制できる。
【２２９８】
　第１１実施形態では、転動部材Ｄ１７０と第２転動部材Ｄ４２２０とが上面視（矢印Ｄ
方向視）において並列に配設（並設）される場合を説明したが、転動部材Ｄ１７０と第２
転動部材Ｄ４２２０とを上面視（矢印Ｄ方向視）において直列に配設（長手方向に沿って
直線状に配設）しても良い。
【２２９９】
　上記第１４実施形態では、表示部Ｄ７１９７を本体部Ｄ１９４に配設する場合を説明し
たが、必ずしもこれに限られるものではなく、表示部Ｄ７１９７を錘部Ｄ１９５に配設し
ても良い。即ち、表示部Ｄ７１９７を、錘部Ｄ１９５の外縁に配設し、その錘部Ｄ１９５
の外縁から軸Ｄ１９１の軸方向と直交する方向へ延設させても良い。
【２３００】
　この場合には、表示部Ｄ９１９７の配置を上述した場合とは逆の配置とする（変位部材
Ｄ１８０が閉鎖位置に配置された状態で表示部Ｄ７１９７を遊技者から視認不能とし、変
位部材Ｄ１８０が開放位置に配置された状態で、表示部Ｄ７１９７の突出量を最大とする
）ことができる。また、表示部Ｄ７１９７の重量を利用して、錘部Ｄ１９５に埋設する金
属製の錘の量を減らす（又は省略する）ことができ、その分、部品点数を低減して、材料
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コストの低減を図ることができる。
【２３０１】
　上記第１５実施形態では、第２突部Ｄ１３１ｆａが複数（本実施形態では５本）の突部
Ｄ１３１ｆのうちの一部（本実施形態では２本）のみに形成される場合を説明したが、必
ずしもこれに限られるものではなく、第２突部Ｄ１３１ｆａの形成本数は任意であり、１
本であっても良く、３本以上であっても良い。複数の突部Ｄ１３１ｆの全部に第２突部Ｄ
１３１ｆａを形成しても良い。また、正面視において中間部材Ｄ１４０の開口Ｄ６１４８
と重なる突部Ｄ１３１ｆのみに第２突部Ｄ１３１ｆａを形成しても良く、正面視において
中間部材Ｄ１４０の開口Ｄ６１４８と重ならない突部Ｄ１３１ｆのみに第２突部Ｄ１３１
ｆａを形成しても良い。
【２３０２】
　上記第１５実施形態では、転動部材Ｄ８１７０が第１位置に配置された状態において、
第２突部Ｄ１３１ｆａの上面が本体部Ｄ１７２の上面（転動面）から突出する寸法は、上
流側（軸Ｄ１７１から遠い側）に位置する第２突部Ｄ１３１ｆａほど大きな寸法とされる
場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、各第２突部Ｄ１３１ｆａにお
いて同一の寸法としても良い。或いは、下流側（軸Ｄ１７１に近い側）に位置する第２突
部Ｄ１３１ｆａほど大きな寸法としても良い。
【２３０３】
　第１６実施形態から第３２実施形態では、介設部材Ｅ１４０の転動部Ｅ１４１の長手方
向（矢印Ｌ－Ｒ方向）における湾曲部Ｅ１３４ａと流路調整ブロックＥ１７０との間に対
応する位置には、転動部Ｅ１４１の上面が背面側（矢印Ｂ方向側）へ向けて下降傾斜して
形成される傾斜面が形成されても良い。これにより、介設部材Ｅ１４０（第６通路ＥＲｔ
６）を往復動する球を第２斜面部Ｅ１３５（第５通路ＥＲｔ５）へ送球する可能性を生じ
させることができる。第５通路ＥＲｔ５へ送球された球は、第７通路ＥＲｔ７へ案内され
る可能性があるため、遊技の興趣を高めることができる。
【２３０４】
　第１６実施形態から第３２実施形態では、中央通路Ｅ１６０の架設通路Ｅ１６１には背
面壁Ｅ１６１ａが形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、
背面壁Ｅ１６１ａに加え、架設通路Ｅ１６１の前端側（矢印Ｆ方向側）の縁から鉛直方向
上方（矢印Ｆ方向）へ向けて立設される前面壁が形成されてもよい。これにより、架設通
路Ｅ１６１に案内された球が、架設通路Ｅ１６１の前端側の縁を通過して第２斜面部Ｅ１
３５へ流下（落下）されることを抑制できる。従って、架設通路Ｅ１６１に案内された球
が上方孔Ｅ１６２を通過し易くできる、即ち、第４通路ＥＲｔ４を流下して第１入賞口６
４へ入賞し易く（第１入賞口６４へ入賞する確率が高く）できる。
【２３０５】
　第１６実施形態から第３２実施形態では、正面板Ｅ１１１に張出し部Ｅ１１１ｂが突設
される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、張出し部Ｅ１１１ｂが
突設されなくても良い。これにより、介設部材Ｅ１４０の転動部Ｅ１４１を転動する球が
第１入賞口６４へ送球される可能性を生じさせることができる。即ち、転動部Ｅ１４１を
転動する球が第１入賞口６４へ入賞する確率を高くできる。
【２３０６】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、駆動モータＥ１９１により振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，
Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路
Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が変位（往復動）
し、第１７実施形態、第１８実施形態および第２６実施形態では、弾性ばねＥ２１９０に
より振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０が変位（回動）する場合を説明した
が、必ずしもこれに限られるものではなく、バイブレータにより振分通路Ｅ１５０，Ｅ２
１５０，Ｅ３１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１１１５０，Ｅ１２１５
０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５
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０及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が変位されても良い。これにより、振分通
路Ｅ１５０，Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１１１
５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１
５０，Ｅ１６１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０を左右方向（矢印Ｌ－Ｒ
方向）へ変位（往復動）できるのに加え、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）へも変位（往復動
）できる。その結果、振分通路Ｅ１５０，Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１
５０，Ｅ８１５０，Ｅ１１１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５
１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１
５０上を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動）方向を変更（変化）させ易くで
きる。また、第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態
から第３２実施形態においては、背面板Ｅ１３７と突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１
３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１との間に球が挟持されることを抑制できる。
【２３０７】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、一対の湾曲部Ｅ１３１の対向間において一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１
５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１
５０、一対の第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０が左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に並
設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、一対の湾曲部Ｅ１３
１の対向間において一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ
１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、一対の第２振分通路Ｅ４１５
０，Ｅ１６１５０が前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に並設されても良い。
【２３０８】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、第１伝達部材Ｅ１９４の第１ラック部Ｅ１９４ｄと第２伝達部材Ｅ１９５
の第２ラック部Ｅ１９５ｂとの間にピニオンギヤＥ１９６が一つ配設される場合を説明し
たが、必ずしもこれに限られるものではなく、複数のピニオンギヤが配設されてもよい。
この場合、各ピニオンギヤの歯数を異ならせる、即ち、減速機として作用させることで、
第１伝達部材Ｅ１９４に係合される振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１
５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４
１５０，Ｅ１６１５０（第３通路ＥＲｔ３）の変位速度と第２伝達部材Ｅ１９５に係合さ
れる振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１
５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０（第３通
路ＥＲｔ３）の変位速度とを異ならせることができる。また、ピニオンギヤが偶数個配設
されることで、第１伝達部材Ｅ１９４に係合される振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７
１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第
２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０（第３通路ＥＲｔ３）と第２伝達部材Ｅ１９５に係
合される振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１
３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０（第
３通路ＥＲｔ３）との変位方向を同一にできる。
【２３０９】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、挿通孔Ｅ１３３ａ，Ｅ９１３３ａ，Ｅ１０１３３ａを挟んで左右方向（矢
印Ｌ－Ｒ方向）両側に形成される溝部Ｅ１３３ｃ，Ｅ９１３３ｃ，Ｅ１０１３３ｃが、同
一形状である場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、非同一形状に形
成されても良い。これにより、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０
，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０を左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）に往復動させると共に、上面視において鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）を回動軸として
回動する態様に変位させることができる。詳細には、被係合部Ｅ１５３（係合凹部Ｅ１５
３ａ）を回動軸として振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２
１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０の湾曲部Ｅ１３１側と中央通路Ｅ１
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６０側とで前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に異なる方向に変位させることができる。
【２３１０】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１
５１は、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１
３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０及び第
３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０の上面から突設される場合を説明したが、必ずしも
これに限られるものではなく、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０
，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０
，Ｅ１６１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０の上面に凹設される凹部に形
成されても良い。また、凹部は、その外縁が不連続とされても良く、突出される突起部Ｅ
１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１どうしの間に形成さ
れる空間が凹部とされても良い。
【２３１１】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第３２実施形態では、突起
部Ｅ１５１，Ｅ１５１５１は、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０
，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０に垂直な方向視に
おいて略六角形状に形成され、第２７実施形態では、突起部Ｅ１２１５１は、球状に形成
され、第２８実施形態では、突起部Ｅ１３１５１は、振分通路Ｅ１３１５０に垂直な方向
視において略ひし形（四角形）状に形成され、第２９実施形態では、突起部Ｅ１４１５１
は、振分通路Ｅ１４１５０に垂直な方向視において円状に形成される場合を説明したが、
必ずしもこれに限られるものではなく、略五角形状や略七角形状など略多角形状、もしく
は、多角錐状に形成されても良い。また、円柱状に形成されても良い。また、直線と曲線
とを組み合わせた形状に形成されても良い。また、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７
１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２
振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０に対する突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１
，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の側面の傾斜角度は同一に形成される場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，
Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の側面の傾斜角度が各側面でそれぞれ異なっ
ていても良い。例えば、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１
２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第
３振分通路Ｅ５１５０の上面に対して傾斜方向下降側に形成される側面の傾斜角度を略直
交とさせることで、球が傾斜方向上昇側へ変位（逆流、転動）することを抑制できる。ま
た、例えば、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，
Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路
Ｅ５１５０の上面に対して傾斜方向下降側に形成される側面の傾斜角度を傾斜方向上昇側
に形成される側面の傾斜角度よりも小さくすることで、球を傾斜方向上昇側へ変位（逆流
、転動）させ易くできる。その結果、球の移動（流下、落下）方向が変化（変更）される
態様を遊技者に視認させやすくでき、遊技の興趣を向上できる。
【２３１２】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通
路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）に複数の突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５
１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１が配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではなく、少なくとも一つの突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１
４１５１，Ｅ１５１５１がそれぞれ配設されれば良い。
【２３１３】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
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，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通
路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）の上面に突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５
１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１が配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではなく、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５
０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分
通路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）の上面の一部に突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ
１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１がそれぞれ配設されても良い。
【２３１４】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通
路Ｅ５１５０の上面への突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，
Ｅ１５１５１の配設間隔は一定とされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるもの
ではなく、各突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５
１の配設間隔がそれぞれ異なっても良い。例えば、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７
１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２
振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）中央側に
配設される突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１
の配設間隔を大きくすることで、前後方向両端側に送球された場合と比較して、球が突起
部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１に当接する回数
を減らすことができる。これにより、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８
１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４
１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の前後方向中央側において、球は、傾斜方向に沿って
流下し易くなる。即ち、球の流下方向が変更（変化）され難くできる。その結果、振分通
路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１
４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の前後方
向中央側に送球された球を架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）へ案内し易くできる。
また、突起部Ｅ１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の対向間距離（配設
間隔）が、球の直径の略４分の１より大きくてもよく、球の直径の略４分の１より小さく
ても良い。対向間距離（配設間隔）を大きくすることで、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０
，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０
、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の上面を移動（流下、転動）する
球の流下速度を大きくした状態で球を突起部Ｅ１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ
１５１５１に当接させることができ、球の移動（流下、転動）方向が変化される態様を遊
技者に視認させやすくできる。
【２３１５】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０
及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が連続的に変位される場合を説明したが、必
ずしもこれに限られるものではなく、駆動モータＥ１９１の駆動を断続的に行うことで、
振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０
，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０及び第３振分通
路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が断続的に変位されても良い。これにより、振分通路Ｅ１５
０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０
，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０，
Ｅ１７１５０を流下する球に慣性力を付与でき、突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３
１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１に当接する際の衝撃力を変更（変化）でき、球の移
動（流下、転動）方向の変更（変化）を多様とできる。
【２３１６】
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　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０
及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が駆動モータＥ１９１により駆動される場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、ソレノイドや弾性ばねにより駆動
されても良い。
【２３１７】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、駆動モータＥ１９１の軸に駆動力伝達部材Ｅ１９３が固着され、駆動モー
タＥ１９１の一方向への回動により振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１
５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１
５０，Ｅ１６１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が往復動される場合を説
明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、駆動モータＥ１９１の駆動方向を切り
換えることで振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，
Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０及
び第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０を往復動させても良い。
【２３１８】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、球が流下可能に振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０
，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０
及び第３振分通路Ｅ５１５０に突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１
５１，Ｅ１５１５１が配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではな
く、突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１により
球の流下が抑制されても良い。これにより、後行する球は、流下が抑制された先行する球
に当接することができ、後行する球の流下方向を変更（変化）できる。即ち、流下が抑制
された先行する球は、後行する球に対して突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１
，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１と同様の効果を奏することができ、振分通路Ｅ１５０，Ｅ
６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１
５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０を流下する球の移動（流
下、転動）方向を変更（変化）できる。また、球の流下方向を不規則に変更（変化）でき
る。なお、流下が抑制された先行する球に後行して流下する球が当接することで、先行す
る球が流下を再開できる。
【２３１９】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１
５１の側面は、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通
路Ｅ５１５０の上面に対して略４５度傾斜して形成され、突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１
，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の突設高さは、球の半径の略２分の１とさ
れる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。振分通路Ｅ１５０，Ｅ６
１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５
１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の上面に対して突起部Ｅ１
５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の側面が４５度よりも
大きく傾斜しても良く、４５度よりも小さく傾斜しても良い。また、突起部Ｅ１５１，Ｅ
１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の突設高さは、球の半径の略２
分の１よりも高く形成されても良く、球の半径の略２分の１よりも低く形成されてもよい
。振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５
０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０
の上面に対する突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１
５１の側面の傾斜角度を大きく、もしくは、突設高さを高くすることで振分通路Ｅ１５０
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，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，
Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０を移動（流下、転動
）する球の移動（流下、転動）時間を長くできる。一方、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０
，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０
、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０の上面に対する突起部Ｅ１５１，
Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の側面の傾斜角度を小さく、
もしくは、突設高さを低くすることで振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８
１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４
１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動）時
間を長くできる。また、球が突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５
１，Ｅ１５１５１を乗り越えて振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０
，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０、第２振分通路Ｅ４１５０
及び第３振分通路Ｅ５１５０を移動（流下、転動）し易くでき、球の移動（流下、転動）
方向を多様とできる。
【２３２０】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０に規制片Ｅ１
５３ｂが形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、規制片Ｅ
１５３ｂが形成されなくても良い。これにより、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１
５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２
振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０はその傾斜面に対し垂直な方向に変位できる。詳細に
説明すると、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，
Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０に流下（落下）
する球の自重が作用することで、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５
０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１
５０は、第１伝達部材Ｅ１９４，Ｅ４１９４，Ｅ５１９４、第２伝達部材Ｅ１９５，Ｅ４
１９５，Ｅ５１９５、第３伝達部材Ｅ４１９８及び第４伝達部材Ｅ４１９９に係合される
係合部Ｅ１９４ｃを軸として回動できる。その結果、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ
７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び
第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０の傾斜角度を変更（変化）でき、振分通路Ｅ１５
０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０
，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０（第３通路ＥＲｔ３）を流下
する球の移動（流下、転動）時間を延長（変化）できる。
【２３２１】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０
，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０に切欠き部Ｅ１５０ａが形成される場合を
説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、切欠き部Ｅ１５０ａが形成されなく
ても良い。これにより、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１
２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０の上面に形成される突起部Ｅ１５
１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１の数を増やすことができ
る。また、振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ
１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０から中央通路Ｅ１３５ｂ（第７通路ＥＲｔ７）
へ送球し易くできる、即ち、第１入賞口６４へ入賞し易く（第１入賞口６４へ入賞する確
率が高く）できる。
【２３２２】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２
１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び一対の第２振分通路Ｅ４１５０
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，Ｅ１６１５０の一方と他方とが同一の態様に形成される場合を説明したが、必ずしもこ
れに限られるものではなく、一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１
５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び一対の第２振分通
路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０の一方と他方とで、配設される突起部Ｅ１５１の配設個数又
は配設間隔が異なっていても良い。これにより、一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，
Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及
び第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０の一方と他方とで流下する球の流下時間や流下
方向を異ならせることができ、遊技の興趣を高めることができる。
【２３２３】
　第１６実施形態、第１９実施形態から第２５実施形態および第２７実施形態から第３２
実施形態では、一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２
１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び一対の第２振分通路Ｅ４１５０
，Ｅ１６１５０がそれぞれ遊技盤Ｅ１３の幅方向（図１３５左右方向）における中心に対
し線（面）対称（図１３５左右対称）に変位する場合を説明したが、必ずしもこれに限ら
れるものではなく、一対の振分通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ
１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ１４１５０，Ｅ１５１５０及び一対の第２振分通路Ｅ４１
５０，Ｅ１６１５０の一方と他方とが非対称に変位しても良い。これにより、一対の振分
通路Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３１５０，Ｅ
１４１５０，Ｅ１５１５０及び第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０（第３通路ＥＲｔ
３）の一方と他方とで流下する球の流下時間や流下方向を異ならせることができ、遊技の
興趣を高めることができる。
【２３２４】
　第１７実施形態、第１８実施形態および第２６実施形態では、振分通路Ｅ２１５０，Ｅ
３１５０，Ｅ１１１５０の上面に突起部Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４
１５１，Ｅ１５１５１が形成されても良い。これにより、振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５
０，Ｅ１１１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）する球の移動（流下、転動
）方向の変化を多様とできる。
【２３２５】
　第１７実施形態、第１８実施形態および第２６実施形態では、振分通路Ｅ２１５０，Ｅ
３１５０，Ｅ１１１５０が弾性ばねＥ２１９０により変位される場合を説明したが、必ず
しもこれに限られるものではなく、振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０に加
え、湾曲部Ｅ１３１及び壁板Ｅ１３２が弾性ばねＥ２１９０により変位されても良い。こ
れにより、湾曲部Ｅ１３１（第２通路ＥＲｔ２）を移動（流下、転動）する球の前後方向
（矢印Ｆ－Ｂ方向）の変位速度を変化（変更）させることができ、振分通路Ｅ２１５０，
Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０（第３通路ＥＲｔ３）を移動（流下、転動）する球の移動（流
下、転動）方向の変化を多様とできる。
【２３２６】
　第１７実施形態、第１８実施形態および第２６実施形態では、湾曲部Ｅ１３１の下面と
振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０とが当接される場合を説明したが、必ず
しもこれに限られるものではなく、湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１
５０，Ｅ１１１５０とが当接しなくても良い。この場合、湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通
路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０との対向間距離を球の直径よりも小さくするこ
とで、球が湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０との
間から流出することを抑制できる。
【２３２７】
　第１７実施形態、第１８実施形態および第２６実施形態では、平面部Ｅ２１３３と振分
通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０との間に弾性ばねＥ２１９０が配設される場
合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、湾曲部Ｅ１３１と振分通路Ｅ２
１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０との間に弾性ばねＥ２１９０が配設されても良い。こ
の場合、弾性ばねＥ２１９０は伸びた状態で配設され、弾性ばねＥ２１９０の弾性回復力
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を利用して湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０との
当接状態が維持される、もしくは、湾曲部Ｅ１３１の下面と振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１
５０，Ｅ１１１５０との対向間距離を球の直径より小さい状態に維持される。
【２３２８】
　第１７実施形態、第１８実施形態および第２６実施形態では、弾性ばねＥ２１９０によ
り振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０が変位される場合を説明したが、必ず
しもこれに限られるものではなく、駆動モータやソレノイドにより変位されても良い。
【２３２９】
　第１７実施形態および第１８実施形態では、支持軸Ｅ２０ｊにより平面部Ｅ２１３３と
振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０とが係合され、弾性ばねＥ２１９０がコイルばねとして
構成され、弾性ばねＥ２１９０により振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０を鉛直方向上方側
（矢印Ｕ方向側）へ変位（回動）させる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるもの
ではなく、弾性ばねＥ２１９０がねじりばねとして構成されても良い。この場合、ねじり
ばねを支持軸Ｅ２０ｊに係合しておけばよく、これにより、弾性ばねＥ２１９０を係合す
るための支持突起Ｅ２１３３ａ，Ｅ２１５０ａの配設を抑制できる。その結果、製品コス
トの削減を図ることができる。
【２３３０】
　第１７実施形態および第１８実施形態では、振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０が前後方
向（矢印Ｆ－Ｂ方向）を回動軸として回動され、第２６実施形態では、振分通路Ｅ１１１
５０が上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）を回動軸として回動される場合を説明したが、必ずし
もこれに限られるものではなく、振分通路Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０が左右
方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）を回動軸として回動されても良い。これにより、振分通路Ｅ２１
５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０を移動（流下、転動）する球を前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方
向）に移動させ易くでき、球の移動（流下、転動）方向の変化を多様化できる。その結果
、球の移動（流下、転動）方向の変化が単調となることを抑制でき、遊技の興趣を向上で
きる。
【２３３１】
　第１７実施形態および第１８実施形態では、平面部Ｅ２１３３の支持突起Ｅ２１３３ａ
が長手方向両端側にそれぞれ形成され、支持部Ｅ２１３３ｂが支持突起Ｅ２１３３ａより
も中央通路Ｅ１６０側に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは
なく、支持部Ｅ２１３３ｂが長手方向両端側にそれぞれ形成され、支持突起Ｅ２１３３ａ
が支持部Ｅ２１３３ｂよりも中央通路Ｅ１６０側に形成されても良い。また、支持突起Ｅ
２１３３ａが長手方向両端側と、その支持突起Ｅ２１３３ａよりも長手方向中央側に形成
され、長手方向におけるそれら支持突起Ｅ２１３３ａの間に支持部Ｅ２１３３ｂが形成さ
れても良い。
【２３３２】
　第１９実施形態および第２０実施形態では、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路
Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）に突起部Ｅ１５１が配設される場合を説明したが、必ず
しもこれに限られるものではなく、突起部Ｅ１５１が配設されなくても良い。即ち、第２
振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０（第３通路ＥＲｔ３）の上面が平坦に形
成されても良い。これにより、振分通路Ｅ１５０から流下（落下）される球の変位を遊技
者に予測し易くできる。また、第２振分通路Ｅ４１５０及び第３振分通路Ｅ５１５０（第
３通路ＥＲｔ３）の一部には突起部Ｅ１５１が配設され、残りの他部には突起部Ｅ１５１
が配設されなくても良い。
【２３３３】
　第１９実施形態では、第２振分通路Ｅ４１５０が、振分通路Ｅ１５０に対し、傾斜方向
における長さが短く形成され、その他は同一とされる場合を説明したが、必ずしもこれに
限られるものではなく、第２振分通路Ｅ４１５０の前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）における
長さが、振分通路Ｅ１５０の前後方向における長さよりも大きく形成されても良い。これ
により、第２振分通路Ｅ４１５０に移動（流下、転動）された球を介設部材Ｅ１４０へ案
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内（送球）し易くできる。
【２３３４】
　第１９実施形態では、振分通路Ｅ１５０が第１位置に配置された状態において第２振分
通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０の傾斜方向下降側の端部は、振分通路Ｅ１５０の傾斜方向
下降側の端部よりも壁板Ｅ１３２側に位置する場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではなく、第２振分通路Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０の傾斜方向下降側の端部は、振
分通路Ｅ１５０の傾斜方向下降側の端部よりも上方孔Ｅ１６２（中央通路Ｅ１６０）側に
位置しても良い。これにより、振分通路Ｅ１５０を流下（落下）した球を第２振分通路Ｅ
４１５０，Ｅ１６１５０へ送球させ易くでき、中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）へ
振り分けられた球を第１入賞口６４（図１３５参照）へ入賞し易くできる（第１入賞口６
４へ入賞する確率を高くできる）。
【２３３５】
　第２０実施形態では、第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が第４位置に配設される
と、少なくとも第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０の一部が上面視、中央通路Ｅ１６
０に重なる位置に配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、
第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０は、短手方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）における全部が
上面視、中央通路Ｅ１６０に重なる位置に配設されても良い。これにより、振分通路Ｅ１
５０から送球された球を中央通路Ｅ１６０（第４通路ＥＲｔ４）へ案内し難くできる。
【２３３６】
　第２０実施形態では、第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が第４位置に配設される
と、少なくとも第３振分通路Ｅ５１５０の一部が上面視、中央通路Ｅ１６０に重なる位置
に配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、前後方向（矢印
Ｆ－Ｂ方向）において、第３振分通路Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０が、中央通路Ｅ１６０よ
りも介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）に配設されても良い。これにより、第３振分通
路Ｅ５１５０が第３位置に配設される場合と同様、第３振分通路Ｅ５１５０（第３通路Ｅ
Ｒｔ３）に案内された球が架設通路Ｅ１６１（第４通路ＥＲｔ４）に振り分けられること
を遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【２３３７】
　第２２実施形態では、斜面部Ｅ７１５４が直線状に形成され、第２３実施形態では、湾
曲ガイド部Ｅ８１３３ｄが円弧状に湾曲して形成される場合を説明したが、必ずしもこれ
に限られるものではなく、斜面部Ｅ７１５４が円弧状に湾曲して形成され、湾曲ガイド部
Ｅ８１３３ｄが直線状に形成されても良い。また、斜面部Ｅ７１５４又は湾曲ガイド部Ｅ
８１３３ｄが直線と円弧を組み合わせた形状に形成されても良い。
【２３３８】
　第２４実施形態では、下側フレームＥ９０８６ｂは、遊技盤Ｅ１３の幅方向（図１３５
左右方向）における中心に対し線（面）対称（図１３５左右対称）に形成される場合を説
明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、下側フレームＥ９０８６ｂが非対称に
形成されても良い。例えば、ベース部材Ｅ９１３０の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の一方
に形成される溝部Ｅ９１３３ｃは、湾曲部Ｅ１３１側から中央通路Ｅ１６０側へ向かうに
つれて介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）に傾斜して形成され、ベース部材Ｅ９１３０
の長手方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の他方に形成される溝部Ｅ９１３３ｃは、中央通路Ｅ１６
０側から湾曲部Ｅ１３１側へ向かうにつれて介設部材Ｅ１４０側（矢印Ｆ方向側）に傾斜
して形成されても良い。例えば、上面視においてベース部材Ｅ９１３０の長手方向（矢印
Ｌ－Ｒ方向）の一方と他方とで溝部Ｅ９１３３ｃが同一に形成され、振分通路Ｅ１５０の
変位の態様が同一であっても良い。
【２３３９】
　第２５実施形態では、溝部Ｅ１０１３３ｃは、第１斜面部Ｅ１０１３３に垂直な方向視
において曲線が組み合わされた形状に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限ら
れるものではなく、単一の曲線から形成されても良く、また、直線と曲線とが組み合わさ
れた形状に形成されても良い。
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【２３４０】
　第３１実施形態および第３２実施形態では、第２振分通路Ｅ１６１５０、第３振分通路
Ｅ１７１５０の外縁には、案内切欠き部Ｅ１６１５４ａ，Ｅ１７１５４ａを除き、案内部
Ｅ１６１５４，Ｅ１７１５４が立設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるも
のではなく、少なくとも外縁の一部に形成されれば良い。これにより、第２振分通路Ｅ１
６１５０、第３振分通路Ｅ１７１５０の外縁に案内部Ｅ１６１５４，Ｅ１７１５４が非形
成の場合と比較して、第１入賞口６４へ入賞し易く（第１入賞口６４へ入賞する確率を高
く）でき、遊技の興趣を高めることができる。
【２３４１】
　本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、
一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生する
まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と
称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に
球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生
させるパチンコ機として実施してもよい。また、Ｖゾーン等の特別領域を有する入賞装置
を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチン
コ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、
いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施す
るようにしても良い。
【２３４２】
　なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で
操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより
図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念とし
ては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する
表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動
表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、
所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時
の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値
を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン
、メダル等が代表例として挙げられる。
【２３４３】
　また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用
のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基
づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、
例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の
変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件と
して遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受
皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用す
れば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機と
スロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダ
ルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し
得る。
【２３４４】
　以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【２３４５】
　＜経路構成手段を通る球が被通過手段の目隠しになるポイント＞
　遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が
通過可能に構成される被通過手段と、を備え、前記経路構成手段は、所定方向視における
、前記被通過手段の上流側で前記経路構成手段を流下する第１の遊技球の手前側で、その
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第１の遊技球の少なくとも一部と重なる位置に配置可能な変位可能手段を備えることを特
徴とする遊技機Ａ１。
【２３４６】
　パチンコ機等の遊技機において、球検出孔４３１へ向けた遊技球の流下経路を複数種類
構成可能な大入賞部品３００を備え、球検出孔４３１付近が化粧板３０２によって認識し
難く構成される遊技機がある（例えば、特開２０１７－１８５０２１号公報を参照）。し
かし、上述した従来の遊技機では、化粧板３０２により常に球検出孔４３１を認識し難く
構成されているので、球検出孔４３１への入球を確認して遊技球の発射の継続または停止
を行うという遊技態様に対応できず、遊技者が不満に感じる可能性があった。即ち、遊技
球の発射操作と関連する部分において改善の余地があるという問題点があった。
【２３４７】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、経路構成手段において第１の遊技球の視認性を低下
させる手段が所定の変位可能手段であるので、第１の遊技球が見え易い状態を構成可能と
される。従って、第１の遊技球が見え易い状態においては、第１の遊技球の流下を確認し
て、遊技球の発射操作の継続または停止の判断を行い易くなることから、遊技球の発射操
作と関連する部分において改善することができる。
【２３４８】
　なお、所定の変位可能手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、別の遊技球
でも良いし、遊技球の流下経路とガラスユニットとの間で変位可能に構成される装飾用部
材でも良い。
【２３４９】
　なお、被通過手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、特定領域を構成する
開口でも良いし、図柄の抽選に関わる入球口（例えば、始動口）でも良いし、賞球の払い
出しに関わる賞球口でも良いし、遊技球が通過可能なその他の手段でも良い。
【２３５０】
　遊技機Ａ１において、前記変位可能手段は、前記第１遊技球の上流側を流下する第２の
遊技球であることを特徴とする遊技機Ａ２。
【２３５１】
　遊技機Ａ２によれば、遊技機Ａ１の奏する効果に加え、被通過手段へ向けて案内される
遊技球を利用して第１の遊技球の視認性を変化させることができるので、変位可能手段と
して他の装飾部材を用意する場合に比較して、材料コストや設計コストを低減することが
できる。
【２３５２】
　遊技機Ａ２において、前記経路構成手段は、第１の遊技球の正面側に第２の遊技球を配
置可能な前後幅長さで形成される前後方向経路を備えることを特徴とする遊技機Ａ３。
【２３５３】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、第１の遊技球の正面側に、第２
の遊技球を配置可能に前後方向経路が構成されるので、正面視において、第２の遊技球で
第１の遊技球の少なくとも一部を隠すことができる。
【２３５４】
　遊技機Ａ３において、前記前後方向経路は、前記第１の遊技球と前記第２の遊技球とが
、発射装置に設定された発射間隔で前記経路構成手段を流下した場合に、前記第２の遊技
球が前記第１の遊技球の少なくとも一部を隠すよう構成されることを特徴とする遊技機Ａ
４。
【２３５５】
　遊技機Ａ４によれば、遊技機Ａ３の奏する効果に加え、発射間隔のままで経路構成手段
を複数の遊技球が流下した場合に、第１の遊技球を第２の遊技球で認識し難くする効果を
奏することができる。これにより、認識し難い状況を平常時から生じさせることができる
。
【２３５６】
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　遊技機Ａ３又はＡ４において、前記前後方向経路は、正面側構成部が、背面側構成部よ
りも遊技領域の中央側に配置されることを特徴とする遊技機Ａ５。
【２３５７】
　遊技機Ａ５によれば、遊技機Ａ３又はＡ４の奏する効果に加え、被通過手段を見る遊技
者の視線に沿う傾きを有する経路として前後方向経路を構成することができるので、第１
の遊技球が第２の遊技球に隠される状態を生じ易くすることができる。即ち、目隠しの効
果を向上させることができる。
【２３５８】
　遊技機Ａ５において、前記正面側構成部は、被通過手段を見る遊技者の視線上に配置さ
れることを特徴とする遊技機Ａ６。
【２３５９】
　遊技機Ａ６によれば、遊技機Ａ５の奏する効果に加え、前後方向経路に配置される第１
の遊技球と第２の遊技球との間隔の長短に関わらず、同様の目隠し効果を生じさせること
ができる。
【２３６０】
　即ち、通常であれば、第１の遊技球と第２の遊技球とが近接しているほど、目隠し効果
を向上させることができると考えられるが、視線上に第１の遊技球および第２の遊技球が
配置されている場合には、間隔の長短が及ぼす影響を無くすことができる。
【２３６１】
　遊技機Ａ２からＡ６のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、第１の遊技球の正面側
に第２の遊技球を配置可能な前後幅長さで形成される前後方向経路と、その前後方向経路
の上流側で遊技球が左右方向に流下可能な左右幅で形成される左右方向経路と、を備える
ことを特徴とする遊技機Ａ７。
【２３６２】
　遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ２からＡ６のいずれかの奏する効果に加え、左右方向経
路を流下する遊技球によっても遊技者の視線を遮ることができるので、遊技者が、被通過
手段に対して左右に位置ずれしない視線で被通過手段を視認する場合に限らず、左右に位
置ずれして、覗き見るような視線に対しても、目隠し効果を生じさせることができる。即
ち、遊技者の視線の方向に寄らず、被通過手段への入球態様を認識し難くすることができ
る（全方位で目隠し効果を生じさせることができる）。
【２３６３】
　この作用は、前後方向に延びる流路の左右片側を壁部で封じることにより顕著に生じる
。即ち、左右片側が壁部で封じられている構成では、左右片側においては壁部が目隠しと
なるので、被通過手段への視界が通らない状態を構成し易くできる。
【２３６４】
　遊技機Ａ１からＡ７のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、遊技球が前記被通過手
段を第１の態様で通過する第１の流下経路と、遊技球が第２の態様で通過する第２の流下
経路と、を備え、前記第１の遊技球が、前記経路構成手段のいずれの流下経路を流下する
かに関わらず、前記所定の変位可能手段に少なくとも一部を覆われて視認され得るよう構
成されることを特徴とする遊技機Ａ８。
【２３６５】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ１からＡ７のいずれかの奏する効果に加え、被通過手段
の通過の有無に関わらず、経路構成手段を流下する遊技球の流下態様を認識し難くし得る
ので、経路構成手段を流下する遊技球に対する注目力を向上させることができる。
【２３６６】
　なお、第１の態様や、第２の態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、球
の流下方向が違う態様でも良いし、球が通過する検出センサが異なる態様でも良い。
【２３６７】
　遊技機Ａ１からＡ８のいずれかにおいて、前記被通過手段の上流側において遊技球の流
下方向を分ける分岐手段を備え、前記分岐手段は、受け入れた遊技球の流下方向を切り替
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える切替手段を備え、前記経路構成手段は、分岐手段で流下経路が分けられる遊技球であ
って前記切替手段に到達した遊技球が、所定区間は同じ経路を流下するよう構成されるこ
とを特徴とする遊技機Ａ９。
【２３６８】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ１からＡ８のいずれかの奏する効果に加え、切替手段に
到達した遊技球が所定区間は同じ経路を流下するので、切替手段に到達した遊技球が即座
にその後の流下経路に対応した流下態様となる場合に比較して、遊技球の流下の把握を困
難とすることができる。これにより、遊技球に対する遊技者の注目力を向上することがで
きる。
【２３６９】
　遊技機Ａ９において、前記経路構成手段は、流下する遊技球側に突設される突設部を備
え、その突設部は、前記分岐手段における遊技球の分岐に作用することを特徴とする遊技
機Ａ１０。
【２３７０】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ９の奏する効果に加え、突設部で遊技球の分岐に作用
することができるので、例えば、弁体の移動により分岐を生じさせる場合に比較して、構
造の耐久性を向上させることができる。
【２３７１】
　遊技機Ａ１０において、前記突設部は、所定方向に延びる第１突設部と、その第１突設
部とは異なる方向に延びる第２突設部と、を備え、前記第１突設部の突設量と前記第２突
設部の突設量とが異なるように構成されることを特徴とする遊技機Ａ１１。
【２３７２】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ１０の奏する効果に加え、遊技球の流下態様に応じて
、第１突設部が遊技球に与える影響と、第２突設部が遊技球に与える影響とを異ならせる
ことができる。これにより、固定の第１突設部および第２突設部を利用しながら、遊技球
の流下態様に応じた所定のルールで遊技球を分岐させる作用を生じさせることができる。
【２３７３】
　＜経路構成手段を通る球が被通過手段への導入をアピールするポイント＞
　遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が
通過可能に構成される被通過手段と、を備え、前記経路構成手段は、前記被通過手段より
も上流側を構成する所定部を備え、その所定部は、前記被通過手段よりも目立つ側に配置
され、前記被通過手段へ遊技球を案内可能に構成されることを特徴とする遊技機Ｂ１。
【２３７４】
　パチンコ機等の遊技機において、球検出孔４３１へ向けた遊技球の流下経路を複数種類
構成可能な大入賞部品３００を備え、球検出孔４３１付近が化粧板３０２によって認識し
難く構成され、大入賞部品３００の状態の違いによって、化粧板３０２から外れた位置を
遊技球が流下したり、化粧板３０２の後方に隠されるようにして遊技球が流下したりする
遊技機がある（例えば、特開２０１７－１８５０２１号公報を参照）。しかし、上述した
従来の遊技機では、化粧板３０２から外れて流下する視認性の良い遊技球は、むしろ球検
出孔４３１を逸れて流下するよう構成され、化粧板３０２の後方に隠されるように流下す
る遊技球の一部が球検出孔４３１に案内されるので、遊技球の見え易さの良し悪しと、遊
技者が得られる利益の多少とが対応しておらず、遊技球に注目したことが無駄になり易い
ので遊技者が不満に感じる可能性があった。即ち、注目を集めた後の遊技球の流下態様を
、注目する意義があるものにするという点で改善の余地があるという問題点があった。
【２３７５】
　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、目立つ側に配置される所定部を流下した遊技球が、
被通過手段へ案内可能に構成されていることから、遊技球に対する注目力の向上度合いと
、遊技球が被通過手段を通過することとを対応づけることができる。従って、所定部を流
下した遊技球が被通過手段を通過する可能性を向上させることができるので、注目を集め
た後の遊技球に注目する意義があるという点で改善することができる。
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【２３７６】
　また、このように構成することで、所定部を流下する遊技球で遊技者の視線を誘導し易
くすることができ、被通過手段に遊技球が向かうことを遊技者が見逃す可能性を低くする
ことができる。
【２３７７】
　なお、被通過手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、特定領域を構成する
開口でも良いし、図柄の抽選に関わる入球口（例えば、始動口）でも良いし、賞球の払い
出しに関わる賞球口でも良いし、遊技球が通過可能なその他の手段でも良い。
【２３７８】
　なお、目立つ側の態様は何ら限定されるものではない。例えば、遊技者の目を引き易い
表示装置側でも良いし、入賞口側や始動口側でも良いし、遊技者にとって視認し易い前方
側（手前側）でも良いし、特定の入球口への入球確率が際立って高くなる箇所として視線
が集まり易い部分としてのステージ（主に、センターフレームにより形成される枠の下縁
部において遊技球を一時滞留させる箇所）側や、大当たり獲得に直結するＶ入賞口側や、
操作対象としての球貸し装置側や、演出操作ボタン側や、入球口から逸れた遊技球が流下
する範囲（遊技者が、悔しくてついつい目で追ってしまう範囲）側や、発光手段での明暗
での切替として明るい側や、その他の側でも良い。また、目立ちがたい側を敢えて形成し
、相対的に目立たせるようにしても良い。
【２３７９】
　遊技機Ｂ１において、前記経路構成手段は、その経路構成手段へ入球した遊技球を、入
球時よりも目立たなくする第２所定部を備え、前記所定部は、前記第２所定部よりも目立
つ側に配置されることを特徴とする遊技機Ｂ２。
【２３８０】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、経路構成手段に入球した遊技球
が所定部を流下する前に、第２所定部において注目力を下げることで、所定部を流下する
際の遊技球の注目力を際立たせることができる。
【２３８１】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記所定部は、遊技球の流下速度が異なる区間を備える
ことを特徴とする遊技機Ｂ３。
【２３８２】
　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ１又はＢ２の奏する効果に加え、遊技球の流下速度に差
が無い場合に比較して、遊技者の視線を集める効果を向上することができる。
【２３８３】
　遊技機Ｂ３において、前記所定部を流下する遊技球の第１流下速度よりも、前記第２所
定部を流下する遊技球の第２流下速度の方が高速となるよう構成されることを特徴とする
遊技機Ｂ４。
【２３８４】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ３の奏する効果に加え、経路構成手段に入球した遊技球
が所定部に到達するまでの期間を短縮することができる。
【２３８５】
　遊技機Ｂ１からＢ４のいずれかにおいて、前記所定部は、所定方向視における遊技球の
変位速度が異なる区間を備えることを特徴とする遊技機Ｂ５。
【２３８６】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ１からＢ４のいずれかの奏する効果に加え、実際の遊技
球の流下速度の大小に関わらず、所定方向視における見かけ上の遊技球の変位速度が異な
る区間を構成することができるので、任意の所定箇所において所定方向視における遊技球
の変位速度を小さくすることにより、遊技者の視線を所定箇所に容易に集め、その他の部
分から目を逸らさせることができる。
【２３８７】
　なお、見かけ上の遊技球の変位速度を異ならせる態様は何ら限定されるものではない。
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例えば、正面視において前後方向と直交する平面に配置される直線上を変位する場合と、
前後方向成分を有する直線上を変位する場合とでの異なりでも良いし、直線上を変位する
場合と、曲線状または蛇行状に変位する場合とでの異なりでも良いし、その他の異なりで
も良い。
【２３８８】
　遊技機Ｂ１からＢ５のいずれかにおいて、前記経路構成手段へ遊技球を導入可能に構成
される導入手段を備え、前記所定部は、所定方向視において前記導入手段の外方に配置さ
れることを特徴とする遊技機Ｂ６。
【２３８９】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ１からＢ５のいずれかの奏する効果に加え、導入手段の
視認性を確保することができる。従って、導入手段の視認性の確保と、被通過手段を通過
する可能性の高い遊技球の注目力の向上とを両立させることができる。
【２３９０】
　遊技機Ｂ１からＢ６のいずれかにおいて、前記経路構成手段の正面側における遊技球が
、前記被通過手段へ向けた視線または前記所定部を避けるよう流下するように構成する回
避手段を備えることを特徴とする遊技機Ｂ７。
【２３９１】
　遊技機Ｂ７によれば、遊技機Ｂ１からＢ６のいずれかの奏する効果に加え、経路構成手
段の正面側において遊技球が流下可能に構成され、遊技球の流下経路が被通過手段へ向け
た視線を避けるようにするための回避手段を備えているので、遊技領域の大きさの確保と
、被通過手段へ向けた遊技球の視認性の確保と、を両立させることができる。
【２３９２】
　なお、回避手段の影響を受けた遊技球の流下態様は、何ら限定されるものではない。例
えば、被通過手段の正面位置を避けて流下するものでも良いし、被通過手段と遊技者の目
の位置とを結ぶ直線を避けて流下するものでも良いし、被通過手段へ向かう遊技球を遊技
者が確認できる最後の位置を基準として、その位置の正面位置を避けて流下するものでも
良いし、上述の最後の位置と遊技者の目の位置とを結ぶ直線を避けて流下するものでも良
いし、その他でも良い。
【２３９３】
　遊技機Ｂ７において、前記経路構成手段は、流下する遊技球を受け入れ可能な受入状態
と受入不能な非受入状態とで状態変化可能に構成される受入状態変化手段を備え、その受
入状態変化手段は、前記受入状態から前記非受入状態への状態変化において、前記受入状
態において受入状態変化手段に到達していた遊技球を経路構成手段側へ案内可能に構成さ
れることを特徴とする遊技機Ｂ８。
【２３９４】
　遊技機Ｂ８によれば、遊技機Ｂ７の奏する効果に加え、受入状態変化手段に到達してか
ら橋渡しされるように流下した遊技球が、被通過手段へ向けた視線を遮ることを防止する
ことができる。
【２３９５】
　遊技機Ｂ７又はＢ８において、正面視で前記被通過手段の上方に配設され、遊技領域を
区画する区画手段を備え、その区画手段は、遊技球が左右外側を流下可能に構成されるこ
とを特徴とする遊技機Ｂ９。
【２３９６】
　遊技機Ｂ９によれば、遊技機Ｂ７又はＢ８の奏する効果に加え、区画手段によって、被
通過手段の正面位置を遊技球が流下する事態を避けることができるので、被通過手段へ向
けた視界を確保し易くすることができる。
【２３９７】
　なお、区画手段の態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、遊技球の流下
面を構成する板状部でも良いし、遊技球が入球可能な入球口構成手段でも良い。また、区
画手段は、形状（外観）固定の手段でも良いし、形状（外観）可変の手段でも良い。
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【２３９８】
　遊技機Ｂ９において、前記経路構成手段は、流下する遊技球を受け入れ可能な受入状態
と受入不能な非受入状態とで状態変化可能に構成される受入状態変化手段を備え、前記区
画手段の前記受入状態変化手段側の部分が、遊技球を前記受入状態変化手段側へ案内し易
く構成されることを特徴とする遊技機Ｂ１０。
【２３９９】
　遊技機Ｂ１０によれば、遊技機Ｂ９の奏する効果に加え、受入状態変化手段へ受け入れ
られる途中の遊技球を、区画手段によって受入状態変化手段へ押し込む態様で受け入れさ
せるよう構成することができる。これにより、受け入れられる途中の状態で横滑りした遊
技球が、受入状態変化手段から逸れて被通過手段の正面側を落下する事態の発生を避け易
くすることができる。
【２４００】
　例えば、受入状態変化手段として、左右方向軸で傾倒変位する開閉板を備える特別入賞
装置が想定され、区画手段として特別入賞装置の特別入賞口の上方に配置される第１入賞
口が想定される。開閉板の閉鎖間際に特別入賞口に到達した遊技球は、しばしば、開閉板
の回動先端と、開閉板に蓋をされる開口の縁部との間に挟まれ、縁部の形成方向（開閉板
の回動軸方向）に横滑りする。
【２４０１】
　横滑りした後の遊技球は、開閉板の回動先端の形成範囲のいずれの位置にも到達し得る
ので、開閉板の少なくとも一部が被通過手段の上方に配置される場合には、横滑りした後
の遊技球が正面側に落下した後で被通過手段の正面位置を通過する可能性があり、横滑り
した後の遊技球を正面側に落下させるべきでは無い。
【２４０２】
　横滑りした後の遊技球の正面側への落下を回避できない場合には、被通過手段の正面視
上位置を避けて開閉板を配置する必要が生じるので、開閉板の設計自由度が低下すること
になる。
【２４０３】
　これに対し、遊技機Ｂ１０によれば、横滑りした後の遊技球が開閉板の正面側へ落下す
ることを回避し易くすることができ、開閉板の設計自由度を向上することができる。
【２４０４】
　遊技機Ｂ７からＢ１０のいずれかにおいて、前記経路構成手段を流下する遊技球と、前
記経路構成手段の正面側を流下する遊技球とが、類似の流下態様で流下するよう構成され
ることを特徴とする遊技機Ｂ１１。
【２４０５】
　遊技機Ｂ１１によれば、遊技機Ｂ７からＢ１０のいずれかの奏する効果に加え、経路構
成手段を流下し被通過手段を通過する可能性のある遊技球と、経路構成手段の正面側を流
下し被通過手段を通過しない遊技球と、を区別し難くすることで、経路構成手段を流下す
る遊技球の個数を判別し難くすることができる。
【２４０６】
　換言すれば、経路構成手段に遊技球が入り易い場合と、入りにくい場合とを、経路構成
手段付近を流下する遊技球から判別することを困難とすることができる。
【２４０７】
　遊技機Ｂ１からＢ１１のいずれかにおいて、前記所定部を流下する球の後側から光を照
射する発光手段を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１２。
【２４０８】
　遊技機Ｂ１２によれば、遊技機Ｂ１からＢ１１のいずれかの奏する効果に加え、所定部
を流下する球の前側が光で反射し、球が見え難くなることを回避し易くすることができる
。
【２４０９】
　＜Ｖ通口への経路長さを省スペースで確保するポイント＞
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　遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が
通過可能に構成される被通過手段と、遊技球が前記被通過手段に流下可能な第１状態とそ
の第１状態とは異なる第２状態とで切り替え可能に構成される状態切替手段と、を備え、
前記経路構成手段は、遊技球の上下方向の変位を遅らせる遅延手段を備え、その遅延手段
により遊技球を前記被通過手段へ向けて流下可能に構成されることを特徴とする遊技機Ｃ
１。
【２４１０】
　パチンコ機等の遊技機において、第２大入賞口１２に入球した遊技球の流下経路に左右
に移動可能に構成される振分部７５が配設され、振分部７５の配置によって遊技球の流下
方向を変化可能に構成される遊技機がある（例えば、特開２０１４－１５５５３８号公報
を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、特定領域７３への誤入賞や振分部７５に
よる球かみを防止するための振分部７５の短期間動作が不可欠とされており、遊技者によ
っては振分部７５の挙動を不信と感じ、安心して遊技を継続できない場合があった。
【２４１１】
　この解決のための手段の一例として、第２大入賞口１２から振分部７５までの流路長さ
を長くすることが想定される。例えば、振分部７５の配置を、第２大入賞口１２の真下か
ら、遊技領域の左右中央部付近（第１大入賞口１０付近）の位置に変えることで、第２大
入賞口１２から振分部７５までの流路長さを長く確保することができる。これにより、特
定領域７３への誤入賞の可能性を低くすることができると考えられる。
【２４１２】
　一方、この手段を実行すると、第２大入賞口１２から第１大入賞口１０までの広範囲に
亘って遊技球の流下経路の視認性を確保する必要が生じ、この範囲において遊技領域の設
計自由度が制限される。即ち、特定領域７３への誤入賞を回避するために、遊技領域の設
計自由度が広範囲で制限されるという問題点があった。
【２４１３】
　換言すれば、遊技領域の設計自由度を高く維持しつつ、遊技球の誤入球を回避するとい
う観点から改善の余地があるという問題点があった。
【２４１４】
　これに対し、遊技機Ｃ１によれば、経路構成手段が所定の遅延手段を備えることから、
正面視における経路構成手段の上下長さを短くし省スペースに抑えた場合でも、経路構成
手段に入球した遊技球が被通過手段を通過するまでに経過する時間を長く確保することが
できる。
【２４１５】
　そのため、被通過手段への遊技球の入球の可否を切り替えるために状態切替手段を作動
させる必要が生じるタイミングを経路構成手段への遊技球の入球から所定時間後にするこ
とができるので、経路構成手段への入球の可否を切り替える開閉装置を短期間動作させる
ことなく、誤入賞を回避することができる。そのため、開閉手段が慌ただしく動作してい
るという印象を遊技者に与えることを回避することができる。これにより、遊技領域の設
計自由度を高く維持しつつ、遊技球の誤入球を回避することができる。
【２４１６】
　なお、遅延手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、流下経路に減速用の凸
部を構成する態様でも良いし、前後方向成分を有する流下経路で遊技球を流下させる所定
の流下経路を備える態様でも良い。
【２４１７】
　遊技機Ｃ１において、前記遅延手段は複数の所定の流下経路を備え、その所定の流下経
路は、正面側へ向かう流下経路の方が、背面側へ向かう流下経路に比較して、流下する遊
技球の加速度が大きくなるよう構成されることを特徴とする遊技機Ｃ２。
【２４１８】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ１の奏する効果に加え、所定の流下経路を流下する遊技
球を遊技者に視認させる期間を長く確保することができる。
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【２４１９】
　なお、遊技球の加速度の違いを生じる原因については、何ら限定されるものではない。
例えば、所定の流下経路の水平面に対する傾斜の大小でも良いし、所定の流下経路の遊技
球側の面形状の設計でも良い。
【２４２０】
　遊技機Ｃ１又はＣ２において、前記遅延手段は複数の所定の流下経路を備え、その所定
の流下経路は、正面側へ向かう流下経路の方が、前後位置を維持して流下する流下経路に
比較して、流下する遊技球の加速度が大きくなるよう構成されることを特徴とする遊技機
Ｃ３。
【２４２１】
　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ１又はＣ２の奏する効果に加え、手前側を流れる遊技球
を遊技者に視認させる期間を長く確保することができる。これにより、所定の流下経路を
流下する遊技球に対する遊技者の注目力を向上させ易くすることができる。
【２４２２】
　なお、遊技球の加速度の違いを生じる原因については、何ら限定されるものではない。
例えば、所定の流下経路の水平面に対する傾斜の大小でも良いし、所定の流下経路の遊技
球側の面形状の設計でも良い。
【２４２３】
　遊技機Ｃ１からＣ３のいずれかにおいて、前記遅延手段は複数の所定の流下経路を備え
、その所定の流下経路は、所定方向視で前記被通過手段の手前に配置される手前位置を遊
技球が通るように構成されることを特徴とする遊技機Ｃ４。
【２４２４】
　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ１からＣ３のいずれかの奏する効果に加え、手前位置に
遊技球が配置された場合に、被通過手段付近の視認性を低下させることができる。これに
より、被通過手段付近の範囲に対する注目力を向上させることができる。
【２４２５】
　遊技機Ｃ４において、前記手前位置を複数個構成可能とされることを特徴とする遊技機
Ｃ５。
【２４２６】
　遊技機Ｃ５によれば、複数の手前位置に遊技球が配置されることにより、手前側の遊技
球によって奥側の遊技球の少なくとも一部を隠すことができる。被通過手段は奥側の遊技
球よりも背面側に配置されているので、被通過手段へ向けた視界を複数の遊技球で遮るこ
とができ、被通過手段の視認性を低下させることができる。
【２４２７】
　この場合、所定の流下経路への遊技球の入球間隔が短い場合、手前位置のいずれかに常
に遊技球が配置される状態を構成可能となるので、被通過手段を視認不能な状態を構成可
能となる。
【２４２８】
　遊技機Ｃ１からＣ５のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、上面視で渦を巻く態様
で視認されるように形成されることを特徴とする遊技機Ｃ６。
【２４２９】
　遊技機Ｃ６によれば、遊技機Ｃ１からＣ５のいずれかの奏する効果に加え、同じ長さの
経路構成手段を配設するために要する上下幅を短くすることができる。
【２４３０】
　また、折り返し経路が形成される場合に比較して、経路壁の厚みを薄くする必要が無い
ので、流路の強度を向上することができるし、１８０度で折り返される折り返し経路に比
較して、球の詰まり等が生じる可能性を低くできる。
【２４３１】
　遊技機Ｃ１からＣ６のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、前後方向に延びる前後
流路部を備えることを特徴とする遊技機Ｃ７。
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【２４３２】
　遊技機Ｃ７によれば、遊技機Ｃ１からＣ６のいずれかの奏する効果に加え、経路構成手
段の左右幅を抑えられるので、左右対称で一対の経路構成手段を抑えられた左右幅で構成
することができる。
【２４３３】
　遊技機Ｃ１からＣ７のいずれかにおいて、前記被通過手段は、前記経路構成手段の球受
入部を基準として、斜め下後方に配置されることを特徴とする遊技機Ｃ８。
【２４３４】
　遊技機Ｃ８によれば、遊技機Ｃ１からＣ７のいずれかの奏する効果に加え、正面側から
視認する遊技者の視界に被通過手段と経路構成手段の球受入部とを収め易くすることがで
きる。
【２４３５】
　遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、遊技球を受け入れ可能
に構成される第１受入手段と、その第１受入手段とは異なる手段であって遊技球を受け入
れ可能に構成される第２受入手段と、を備え、前記第１受入手段および前記第２受入手段
の遊技球の受入態様により、遊技者が得られる利益が変化するように構成されることを特
徴とする遊技機Ｃ９。
【２４３６】
　遊技機Ｃ９によれば、遊技機Ｃ１からＣ８のいずれかの奏する効果に加え、第１受入手
段および第２受入手段が遊技球を常時受入可能に構成されており、更に、第１受入手段お
よび第２受入手段の遊技球の受入態様により遊技者が得られる利益が変化するので、遊技
球に対する注目力を向上させることができる。
【２４３７】
　なお、遊技球の受入態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、第１受入手
段に限定して遊技球が受け入れられる態様でも良いし、第２受入手段に限定して遊技球が
受け入れられる態様でも良いし、第１受入手段に所定個数受け入れられ第２受入手段に所
定個数受け入れられる態様でも良い。また、各受入手段に対する入球の頻度が異なる態様
でも良いし、入球位置が異なる態様でも良い。
【２４３８】
　遊技機Ｃ９において、遊技者が得られる利益の変化は、前記第１受入手段または前記第
２受入手段の片方に限定して遊技球が受け入れられるか、前記第１受入手段および前記第
２受入手段の両方に遊技球が受け入れられるかにより生じることを特徴とする遊技機Ｃ１
０。
【２４３９】
　遊技機Ｃ１０によれば、遊技機Ｃ９の奏する効果に加え、遊技者が得られる利益の大小
の設定の仕方により、遊技者が、遊技球を所定の発射態様で打ち出し易いようにすること
ができる。
【２４４０】
　なお、遊技者が得られる利益としては、何ら限定されるものではない。例えば、流下す
る遊技球の認識し易さでも良いし、流下する遊技球により得られる遊技に関連する利益（
賞球の払い出し、大当たりの獲得、大当たり終了後の遊技状態が確変状態となること、遊
技状態が通常状態になること（転落すること）等）でも良い。
【２４４１】
　遊技機Ｃ９又はＣ１０において、前記経路構成手段は、第１受入手段および第２受入手
段から前記被通過手段までが左右対称で構成されることを特徴とする遊技機Ｃ１１。
【２４４２】
　遊技機Ｃ１１によれば、遊技機Ｃ９又はＣ１０の奏する効果に加え、左右どちらを主に
して遊技球を発射しても、遊技者が不利益を被る可能性を低くすることができる。
【２４４３】
　遊技機Ｃ９からＣ１１のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、流下する遊技球を受
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け入れ可能な受入状態と受入不能な非受入状態とで状態変化可能に構成される受入状態変
化手段を備え、前記受入態様は、前記受入状態変化手段の形状または状態変化の態様によ
り変化することを特徴とする遊技機Ｃ１２。
【２４４４】
　遊技機Ｃ１２によれば、遊技機Ｃ９からＣ１１のいずれかの奏する効果に加え、受入状
態変化手段の形状または状態変化の態様により受入態様が変化するので、遊技球の発射に
関する遊技者の技術の熟練度が遊技者の得られる利益に与える影響を低くすることができ
る。
【２４４５】
　遊技機Ｃ１２において、前記受入状態変化手段の状態変化の態様が、複数種類で構成さ
れることを特徴とする遊技機Ｃ１３。
【２４４６】
　遊技機Ｃ１３によれば、遊技機Ｃ１２の奏する効果に加え、一定の発射態様で遊技球が
発射されている場合であっても、第１受入手段および第２受入手段への遊技球の受入態様
を変化させることができる。これにより、受入状態変化手段の状態変化の態様から、遊技
者が得られる利益を調整することができる。
【２４４７】
　＜球の流下方向と平行に移動する開閉部材についてのポイント＞
　遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が
通過可能に構成される被通過手段と、前記経路構成手段へ遊技球を導入可能な導入状態と
前記経路構成手段へ遊技球を導入不能な非導入状態とで状態変化可能に構成される状態切
替手段と、を備え、前記状態切替手段は、前記状態変化において生じる変位の方向が、遊
技球の流下方向に沿うように構成されることを特徴とする遊技機ＸＡ１。
【２４４８】
　パチンコ機等の遊技機において、球検出孔４３１へ向けた遊技球の流下経路を複数種類
構成可能な大入賞部品３００を備える遊技機がある（例えば、特開２０１７－１８５０２
１号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、遊技球の流下方向と大入賞部品
３００の開閉板の開閉方向とが略直角方向であり、開閉が遊技球の転動に関与することな
く開閉動作が完了することから、開閉板（状態切替手段）の役割について改善の余地があ
るという問題点があった。
【２４４９】
　これに対し、遊技機ＸＡ１によれば、状態切替手段の変位の方向が、遊技球の流下方向
に沿うように構成されるので、遊技球が状態切替手段に近接または当接している状態で状
態切替手段の変位を生じさせることで、遊技球の転動態様を変化させるように影響させる
ことができる。これにより、状態切替手段の役割を改善することができる。
【２４５０】
　例えば、遊技球が左方へ流下している際に、その遊技球が上に乗った状態で状態切替手
段を右方にスライド移動させることで、遊技球に対して転動回転の順方向に回転させる負
荷を与えることになるので、遊技球を加速させることができる。
【２４５１】
　また、逆に、遊技球が左方へ流下している際に、その遊技球が上に乗った状態で状態切
替手段を左方にスライド移動させることで、遊技球に対して転動回転の逆方向に回転させ
る負荷を与えることになるので、遊技球の回転を遅らせることができる。
【２４５２】
　また、転動する遊技球の下端部をかすめるように状態切替手段がスライド移動すると、
遊技球の転動方向のみではなく、転動方向に直交する方向の成分も有する負荷を遊技球に
与えることができるので、遊技球の流下態様の変化を複雑かつ不規則に生じさせることが
できる。
【２４５３】
　これらの遊技球の流下態様に与える影響により、状態切替手段の開閉動作時に状態切替
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手段に乗っていた球の流下態様を様々に変化させることができるので、遊技球を視認する
遊技者を飽きさせることなく、遊技に集中させることができる。
【２４５４】
　また、状態切替手段の開閉動作と遊技球との配置関係は、何ら限定されるものではない
。例えば、遊技球の側面と擦れる配置関係でも良いし、遊技球に流下方向で対抗して遊技
球と衝突するような配置関係でも良い。
【２４５５】
　遊技球と衝突する態様で変位する状態切替手段において、閉鎖動作の方向は何ら限定さ
れるものではない。例えば、遊技球の流下方向と対抗する方向で閉鎖動作し、遊技球を跳
ね返せるように構成しても良いし、遊技球の流下方向の順方向で閉鎖動作し、それ以降の
遊技球の導入を抵抗少なく規制可能に構成しても良い。
【２４５６】
　＜開放時は第１方向へ、閉鎖時は第２方向へ球を流す開閉部材についてのポイント＞
　遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が
通過可能に構成される被通過手段と、前記被通過手段へ遊技球を導入可能な導入状態と前
記被通過手段へ遊技球を導入不能な非導入状態とで状態変化可能に構成される状態切替手
段と、を備え、前記状態切替手段は、前記導入状態で遊技球を第１方向に案内可能とされ
、前記非導入状態で遊技球を第２方向に案内可能に構成されることを特徴とする遊技機Ｘ
Ｂ１。
【２４５７】
　パチンコ機等の遊技機において、球検出孔４３１へ向けた遊技球の流下経路を複数種類
構成可能な大入賞部品３００を備える遊技機がある（例えば、特開２０１７－１８５０２
１号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、下側可動体３７１は前側に張り
出す状態では遊技球を右方に案内するものの、後側に退避する状態では、遊技球とは当接
せず自由落下となり、案内はしない。換言すれば、遊技球の流下に下側可動体３７１が影
響しない。そのため、後側に退避している状態では、下側可動体３７１以外で遊技球の流
下を案内する部分（枠部等）を用意することが必要であり、遊技球の流下を案内するため
の構成（部材）の個数を削減するという観点で改善の余地があるという問題点があった。
【２４５８】
　これに対し、遊技機ＸＢ１によれば、状態切替手段が導入状態と、非導入状態とで、遊
技球を異なる方向に案内するよう構成されるので、遊技球の流下経路を案内するための専
用部材を不要とできるので、必要な構成（部材）の個数を削減することができる。これに
より、限られたスペースで遊技球の流下方向の多様化を図ることができる。
【２４５９】
　なお、第１方向と第２方向との関係は何ら限定されるものではない。例えば、方向間の
角度が鋭角でも良いし、直角でも良いし、鈍角でも良い。例えば、直角の場合において、
前後方向に沿って流下する遊技球に対し、第１方向が下方、第２方向が左右方向に設定す
るようにしても良い。この場合、正面視において、状態切替手段に案内される前は遊技球
の変位が僅かしか認められないようにしながら、状態切替手段による案内が開始された後
の方向の差（違い）の最大化を図ることができる。
【２４６０】
　状態切替手段による案内の作用を生じさせる案内部の配置は何ら限定されるものではな
い。例えば、状態切替手段が備える可動部材に案内部が配設されても良いし、案内部は状
態切替手段の周辺の非可動部に配設されており可動部材の動作によって遊技球が案内部に
近接または当接し易い状態に切り替えられるように構成しても良い。
【２４６１】
　案内部が可動部材に配設される場合には、導入状態と非導入状態との状態切替が完了し
た後における案内に留まらず、状態を切り替える動作中において遊技球に与える影響も考
慮した設計とすることが好ましい。
【２４６２】
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　例えば、遊技球の流下方向に対抗する方向で変位する可動部材を状態切替手段が備える
場合、流下方向と直交する平面形状の壁部を設けるよりは、流下方向と傾斜する面（平面
、曲面等）形状の壁部を設ける方が、可動部材が遊技球に衝突した際に生じる負荷が、遊
技球を逆流させる方向に大きくなる事態を回避し易くすることができる。これにより、遊
技球の逆流を回避し易くすることができる。
【２４６３】
　＜分離、反転、合体、回転が一連動作＞
　視認される面が変化するように変位可能に構成される変位手段を備え、前記変位手段は
、第１変位部材と、第２変位部材と、を備え、所定態様の変位において、前記第１変位部
材と前記第２変位部材とが相対変位するように構成されることを特徴とする遊技機Ｄ１。
【２４６４】
　パチンコ機等の遊技機において、ベースアーム２２０の先端部に配設される回動ベース
２１４が複数回回転可能に構成される遊技機がある（例えば、特開２０１６－１１６７８
２号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、回動ベース２１４が回転変位す
るものの、遊技者側に見えている面は同一なので、変位手段への注目力を維持し難いとい
う問題点があった。
【２４６５】
　これに対し、遊技機Ｄ１によれば、変位手段の視認される面を、変位に伴い変化可能に
構成されるので、変位手段への注目力を維持することができる。
【２４６６】
　また、第１変位部材と第２変位部材とが相対変位することで、変位手段の外観を変化さ
せることができるので、変位手段に対する注目力を向上させることができる。
【２４６７】
　遊技機Ｄ１において、前記所定態様の変位は、前記第１変位部材と前記第２変位部材と
が集合配置される集合部を基準として近接離反する第１の変位と、前記第１変位部材と前
記第２変位部材とが前記集合部を基準として回転動作する第２の変位と、を少なくとも含
むことを特徴とする遊技機Ｄ２。
【２４６８】
　遊技機Ｄ２によれば、遊技機Ｄ１の奏する効果に加え、第１変位部材と第２変位部材と
の相対動作を動的に生じさせ易くすることができる。即ち、集合部を基準とした変位とし
て、第１の変位だけでは、集合部からの距離が最短または最長となる終端部において第１
変位部材と第２変位部材との変位が低減され易く、第１変位部材と第２変位部材とが止ま
って見えてしまい、演出効果が低くなる可能性があるところ、第２の変位を混ぜることで
、終端部においても回転方向の変位を生じさせることができるので、演出効果を向上させ
ることができる。
【２４６９】
　遊技機Ｄ１又はＤ２において、前記所定態様の変位は、前記変位手段の視認される面が
反転する第３の変位を少なくとも含むことを特徴とする遊技機Ｄ３。
【２４７０】
　遊技機Ｄ３によれば、遊技機Ｄ１又はＤ２の奏する効果に加え、第３の変位により視認
される面を反転させることで、第３の変位の前後で遊技者に視認させる装飾を顕著に異な
らせることができる。
【２４７１】
　遊技機Ｄ１からＤ３のいずれかにおいて、前記第１変位部材および前記第２変位部材は
、吸着または接着により固定可能に構成され、その固定に係る負荷は、前記第１変位部材
および前記第２変位部材の変位を制限する向きで作用することを特徴とする遊技機Ｄ４。
【２４７２】
　遊技機Ｄ４によれば、遊技機Ｄ１からＤ３のいずれかの奏する効果に加え、固定に係る
負荷が第１変位部材および第２変位部材の変位を制限する向きで作用するので、固定に係
る負荷を加味して、第１変位部材および第２変位部材の変位を設計することができる。
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【２４７３】
　例えば、ギアに寄る駆動力伝達の場合に、形状の変形を加味しない場合には機械的に変
位が生じる場合に、固定に係る負荷を加味すれば、その負荷による部材の弾性変化が顕在
化することで、部材の変位タイミングの遅れを生じさせることができる。
【２４７４】
　また、固定の程度が第１変位部材および第２変位部材の視認される面に対応して異なる
よう構成しても良い。
【２４７５】
　この場合、固定による作用が視認される面に対応して異なるので、遊技者が視認される
側面における固定の程度に強弱を設けることができる。
【２４７６】
　これにより、例えば、同じ変位手段の、反転された面について、一方の面は固く合体し
て一体的に視認させ易く、他方の面は緩く合体して相対変位し易い状態で視認させ易くす
ることができる。
【２４７７】
　また、例えば、第１変位部材および第２変位部材の吸着の程度が固定位置ごとに異なる
よう構成することで、第１変位部材および第２変位部材の固定の程度が異なる状態を構成
することができる。
【２４７８】
　なお、吸着可能にする態様は何ら限定されるものではない。例えば、粘着テープで接着
する態様でも良いし、磁石と金属部との吸着力を利用するものでも良い。また、磁石に吸
着する金属部として、例えば、固定用のビス、ネジ等を利用するように第１反転部材や第
２反転部材を設計しても良い。
【２４７９】
　遊技機Ｄ１からＤ４のいずれかにおいて、前記変位手段は、正逆方向に変位可能に構成
され、所定状態において、正方向へは、第１変位態様で変位し、逆方向へは、前記第１変
位態様とは異なる第２変位態様で変位し、前記第２変位態様は、所定態様での変位後、前
記第１変位態様で変位するよう構成されることを特徴とする遊技機Ｄ５。
【２４８０】
　遊技機Ｄ５によれば、遊技機Ｄ１からＤ４のいずれかの奏する効果に加え、変位手段の
変位態様が、正逆方向で異なるように構成され、第２変位態様は第１変位態様の前に所定
態様が追加された変位態様として構成されるので、変位手段を退避させる際に変位手段に
必要とされる変位量を低減することができる。これにより、退避時における変位手段への
注目力を低減することができるので、相対的に、演出位置で変位する変位手段の注目力を
向上させることができる。
【２４８１】
　従来機では、回転の態様が正逆方向で同様なので、演出位置（液晶表示領域の正面側位
置）へ張り出して演出した後で、退避位置（液晶表示領域の外方位置）へ退避するまでに
逆方向に再び複数回回転する必要があった。この場合、演出位置から退避する部材に視線
が集まり易くなることが問題視される可能性があった。
【２４８２】
　なお、変位態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、回転変位でも良いし
、直動変位でも良い。また、変位は平面上におけるものでも良いし、複数平面にまたがる
ものでも良いし、３次元的なものでも良い。
【２４８３】
　遊技機Ｄ５において、前記変位手段は、動作抵抗が所定量よりも大きくなると負荷伝達
を解除するように構成される解除手段を備えることを特徴とする遊技機Ｄ６。
【２４８４】
　遊技機Ｄ６によれば、遊技機Ｄ５の奏する効果に加え、変位手段の変位態様の変化を、
変位手段の内部の構成の動作抵抗の大小により生じさせることができる。
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【２４８５】
　遊技機Ｄ１からＤ６のいずれかにおいて、前記変位手段へ向けて光を照射する発光手段
を備え、前記変位手段は前記第１変位部材および前記第２変位部材を備え、前記第１変位
部材および前記第２変位部材は、視認される面が一側か、他側かで、発光手段からの光の
視認態様を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機Ｄ７。
【２４８６】
　遊技機Ｄ７によれば、遊技機Ｄ１からＤ６のいずれかの奏する効果に加え、発光手段か
らの光に関して変位手段の見え方を、第１変位部材および第２変位部材の視認される面に
対応して変化させることができる。
【２４８７】
　例えば、第１変位部材および第２変位部材が個別に発光しているように視認される場合
と、第１変位部材および第２変位部材が一体的に発光しているように視認される場合とで
変化させることができる。
【２４８８】
　遊技機Ｄ１からＤ７のいずれかにおいて、前記変位手段の配置を検出する検出手段を備
え、前記検出手段は、前記変位手段の変位が許容可能な状態か否かを検出可能に構成され
ることを特徴とする遊技機Ｄ８。
【２４８９】
　遊技機Ｄ８によれば、遊技機Ｄ１からＤ７のいずれかにおいて、前記変位手段の変位を
許容可能な状態を検出手段により検出可能なので、変位手段が変位中に周囲の構造部と衝
突することを回避することができる。
【２４９０】
　また、検出手段により変位手段の変位可能な区間を検出しつつ、変位手段の変位を実行
することができるので、ある程度、演出位置から退避位置へ向けて変位した後で拡大縮小
を含む変位態様で変位するように制御することで、演出位置から退避位置に変位する際に
変位開始時から拡大縮小を含む変位態様で変位する場合に比較して、変位手段に対する注
目力の上昇を押さえることができる。
【２４９１】
　遊技機Ｄ１からＤ７のいずれかにおいて、前記変位手段の状態を検出する検出手段を備
え、その検出手段は、前記変位手段の変位について２種類以上の数値を検出可能に構成さ
れることを特徴とする遊技機Ｄ９。
【２４９２】
　遊技機Ｄ９によれば、遊技機Ｄ１からＤ７の奏する効果に加え、検出手段の配設個数を
削減することができる。なお、変位手段の変位についての数値の種類としては、種々の態
様が例示される。例えば、異なる可動部材のそれぞれの配置や姿勢についての数値でも良
いし、所定タイミングで動作態様が変化する場合にその動作態様の変化に関与する数値で
も良い。
【２４９３】
　また、検出手段の配置は何ら限定されるものではない。例えば、変位手段の変位基端側
に検出手段を配置することで、その変位手段の変位先端側に連結される第２変位手段の配
置や姿勢を検出する構造を構成し易い。
【２４９４】
　遊技機Ｄ１からＤ９のいずれかにおいて、前記変位手段は前記第１変位部材および前記
第２変位部材を備え、その第１変位部材および前記第２変位部材は遊技者側に向ける面が
一側の面となる姿勢と、他側の面となる姿勢とで反転動作可能に構成され、前記第１変位
部材および前記第２変位部材が一側の面を遊技者側に向ける場合には、第１変位部材およ
び第２変位部材を区別可能とされる一方、前記第１変位部材および前記第２変位部材が他
側の面を遊技者側に向ける場合には、第１変位部材および第２変位部材を区別不能に構成
されることを特徴とする遊技機Ｄ１０。
【２４９５】
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　遊技機Ｄ１０によれば、遊技機Ｄ１からＤ９のいずれかの奏する効果に加え、一側が遊
技者側に向けられている場合の第１変位部材および第２変位部材の状態に関わらず、反転
動作が生じることに対する遊技者の期待感を高く維持することができる。
【２４９６】
　＜複数の被視認面を備える変位手段の配置により視認容易面を変えるポイント＞
　視認可能に構成される第１視認可能面および第２視認可能面を備える変位手段を備え、
その変位手段は、配置に応じて、前記第１視認可能面が視認し易い第１状態と、前記第２
視認可能面が視認し易い第２状態と、を切り替え可能に構成されることを特徴とする遊技
機Ｅ１。
【２４９７】
　パチンコ機等の遊技機において、反転可能に構成される反転動作部７１を備え、視認さ
れる面を変化させることで遊技者に視認される外観を変化可能に構成される遊技機がある
（例えば、特開２０１６－１５３０９５号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機
では、反転動作部７１の反転は、位置が固定された状態で行われるので、視認される面の
変化により遊技者の視線を変化させることはできない。即ち、遊技者の視線を効率よく変
化させるという観点で改善の余地があるという問題点があった。
【２４９８】
　これに対し、遊技機Ｅ１によれば、変位手段が、配置に応じて、第１視認可能面が視認
し易い状態と、第２視認可能面が視認し易い状態とが切り替えられるので、第１視認可能
面または第２視認可能面を見たいと考える遊技者の視線を、変位手段の配置変化の経路に
沿う態様で変化させることができる。
【２４９９】
　遊技機Ｅ１において、前記変位手段を視認可能に開放される開放部を備え、前記変位手
段は、前記開放部側が視認され易いように構成されることを特徴とする遊技機Ｅ２。
【２５００】
　遊技機Ｅ２によれば、遊技機Ｅ１の奏する効果に加え、開放部を通して奥側を視認する
遊技者が、変位手段の第１視認可能面または第２視認可能面を容易に視認できる。
【２５０１】
　遊技機Ｅ２において、前記変位手段は、開放部の中央側に配置される場合よりも、開放
部の縁側に配置される場合の方が、配置が背面側に寄ることを特徴とする遊技機Ｅ３。
【２５０２】
　遊技機Ｅ３によれば、遊技機Ｅ２の奏する効果に加え、変位手段が開放部の中央側に配
置される場合に変位手段を手前側で大きく視認可能としながら、変位手段が開放部の縁側
に配置される場合に変位手段を見る際の視線の動きを少なくすることができる。これによ
り、変位手段の視認性と、変位手段を目で追う遊技者の疲労抑制と、の両立を図ることが
できる。
【２５０３】
　遊技機Ｅ１からＥ３のいずれかにおいて、前記変位手段は、複数組の前記第１視認可能
面および前記第２視認可能面を備え、一の組の前記第１視認可能面および前記第２視認可
能面が視認可能な状態において、他の組の前記第１視認可能面および前記第２視認可能面
を視認し難く構成することを特徴とする遊技機Ｅ４。
【２５０４】
　遊技機Ｅ４によれば、遊技機Ｅ１からＥ３のいずれかの奏する効果に加え、第１視認可
能面および第２視認可能面に、組ごとに異なる文字や図形を施しておくことで、変位手段
を視認する遊技者に対して、異なる文字や図形を視認させることができ、且つ、視認させ
ることを目的としない組の第１視認可能面および第２視認可能面に関しては視認し難く構
成することで、変位手段の外観がみっともなくなることを回避することができる。
【２５０５】
　例えば、第１の組には、抽選結果が大当たりである期待感が低いことを示す文字や図形
が第１視認可能面および第２視認可能面に表示され、第２の組には、抽選結果が大当たり
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である期待感が高いことを示す文字や図形が第１視認可能面および第２視認可能面に表示
される場合に、変位手段の配置に関わらず、変位手段を通して、大当たりの期待感の高低
を確認することができる。この場合において、変位手段が表示装置の表示領域の正面側か
ら退避した後においても、変位手段による大当たりの期待感についての表示を維持できる
ので、液晶表示装置から目線を外した遊技者に対しても、大当たりの期待感についての表
示を視認させることを継続することができる。
【２５０６】
　なお、視認し難く構成する態様は何ら限定されるものではない。例えば、遊技者側とは
異なる側の面（後側面、左右外側面、等）に配置するようにしても良いし、遮蔽手段で遮
蔽することで視認性を落とすように構成しても良い。
【２５０７】
　遊技機Ｅ４において、視認される前記第１視認可能面および前記第２視認可能面の組を
切り替える動作は、動作中において、前記第１視認可能面および前記第２視認可能面を認
識され難いよう構成されることを特徴とする遊技機Ｅ５。
【２５０８】
　遊技機Ｅ５によれば、遊技機Ｅ４において、視認される第１視認可能面および第２視認
可能面の組を切り替える動作中（確定前）に、遊技者側に表示される第１視認可能面およ
び第２視認可能面の組を予測されることを回避し易くすることができる。これにより、変
位手段に対する注目力を向上させることができる。
【２５０９】
　なお、上述の切り替える動作中において第１視認可能面および第２視認可能面を認識さ
れ難いよう構成される態様については、何ら限定されるものではない。例えば、変位手段
を高速で回転動作させ認識され難くしても良いし、第１視認可能面（第２視認可能面）の
一部と、その他の部分とを結合分離可能に構成し、それら一部とその他の部分とを分離し
た状態で動作させることで認識され難くしても良いし、発光手段による明暗の設定により
相対的に暗くする部分を作り認識され難くしても良い。
【２５１０】
　なお、この場合において、分離した状態の態様としては、何ら限定されるものではない
。例えば、上述の切り替える動作中において、第１視認可能面（第２視認可能面）の一部
と、その他の部分との一方のみが視認され、他方は視認されないように背面側を向いて動
作するよう構成しても良いし、それら一部とその他の部分とが同時に視認可能であるが配
置がずれて視認される状態で動作するよう構成しても良い。
【２５１１】
　遊技機Ｅ５において、前記変位手段を視認可能に開放される開放部を備え、前記切り替
える動作は、前記変位手段が前記開放部の中央側に配置されている状態で実行されること
を特徴とする遊技機Ｅ６。
【２５１２】
　遊技機Ｅ６によれば、遊技機Ｅ５の奏する効果に加え、切り替える動作を遊技者に視認
させ易くすることができ、切り替える動作に対する注目力を向上させることができる。
【２５１３】
　遊技機Ｅ５又はＥ６において、前記切り替える動作中において、前記第１視認可能面の
一部とその他の部分との、一方は正面側を向き、他方は正面側とは異なる側を向くことを
特徴とする遊技機Ｅ７。
【２５１４】
　遊技機Ｅ７によれば、遊技機Ｅ５又はＥ６の奏する効果に加え、動作中において第１視
認可能面の一部を視認可能とし、全体は視認不可能とすることで、動作中において第１視
認可能面を認識され難くすることができる。
【２５１５】
　遊技機Ｅ１からＥ７のいずれかにおいて、前記第２視認可能面への視線の少なくとも一
部を遮蔽可能に構成される第２変位手段を備え、前記変位手段は、前記第２変位手段と共
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に前記第１視認可能面を視認させるための第３状態に切替可能に構成されることを特徴と
する遊技機Ｅ８。
【２５１６】
　遊技機Ｅ８によれば、遊技機Ｅ１からＥ７のいずれかの奏する効果に加え、第２変位手
段により第２視認可能面の少なくとも一部を視認し難く構成することにより、変位手段の
演出位置の設計自由度を向上させることができる。
【２５１７】
　遊技機Ｅ１からＥ８のいずれかにおいて、前記変位手段は、変位に伴って、所定方向視
で視認される面を第１視認可能面と第２視認可能面との間で変化させるように構成される
ことを特徴とする遊技機Ｅ９。
【２５１８】
　遊技機Ｅ９によれば、遊技機Ｅ１からＥ８のいずれかの奏する効果に加え、所定方向視
で視認される面が第１視認可能面と第２視認可能面との間で変化するので、遊技者の視線
の変化量に依存せずに、視認し易い面を任意に変更することができる。
【２５１９】
　遊技機Ｅ９において、前記第１状態と前記第２状態とで前記変位手段の姿勢が変化する
ことを特徴とする遊技機Ｅ１０。
【２５２０】
　遊技機Ｅ１０によれば、遊技機Ｅ９の奏する効果に加え、第１状態における変位手段の
外観と第２状態における変位手段の外観との違いを、変位手段の姿勢を違えることにより
大きくすることができる。
【２５２１】
　遊技機Ｅ９又はＥ１０において、前記変位手段に近接配置可能に構成される補助手段を
備え、前記第１状態では、前記変位手段は前記補助手段に近接配置され、前記第２状態で
は、前記変位手段は前記補助手段から離れて配置されることを特徴とする遊技機Ｅ１１。
【２５２２】
　遊技機Ｅ１１によれば、遊技機Ｅ９又はＥ１０の奏する効果に加え、補助手段を変位手
段に近接配置させ、一体的に視認させる状態と、補助手段と変位手段とを分けて視認させ
る状態とを構成することができ、変位手段が遊技者に与える印象を複数構成することがで
きる。
【２５２３】
　なお、補助手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、配置が固定された手段
でも良いし、可動の手段でも良い。
【２５２４】
　遊技機Ｅ１１において、前記補助手段は、前記変位手段と一体的に視認させる状態と、
前記変位手段とは分離して視認させる状態と、を切替可能に構成されることを特徴とする
遊技機Ｅ１２。
【２５２５】
　遊技機Ｅ１２によれば、遊技機Ｅ１１の奏する効果に加え、変位手段と補助手段とを一
体的に視認させるか分離して視認させるかを切り替えることができるので、部材個数に対
する視認可能態様のバリエーションを増やすことができる。
【２５２６】
　＜変位手段の変位量と配設手段の変位量との同時点での比が区間で異なるポイント＞
　変位可能に構成される変位手段と、その変位手段に第１の部分が配設される配設手段と
、前記配設手段の第２の部分を支持する支持手段と、を備え、その支持手段は、前記変位
手段の変位中における前記第１の部分を基準とした前記第２の部分の配置を制御可能に構
成されることを特徴とする遊技機Ｆ１。
【２５２７】
　パチンコ機等の遊技機において、傾倒変位可能なベースアーム２２０と、そのベースア
ーム２２０の傾倒先端側に回動可能に取り付けられた回動役物２１１と、その回動役物２



(302) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

１１を回動させるための駆動力を発生させる駆動モータ２２２と、を備え、ベースアーム
２２０の変位と独立して回動役物２１１を回動可能に構成される遊技機がある（例えば、
特開２０１６－１１６７８２号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、回動
役物２１１がベースアーム２２０の先端においてぐらつき易く、ベースアーム２２０の傾
倒変位中に回動役物２１１を回動させると機構に不具合が生じる可能性がある結果、回動
役物２１１の回動変位はベースアーム２２０の停止中に行うと想定されることから、変位
の自由度が低くなっていた。
【２５２８】
　即ち、変位可能な部分の変位の設計自由度を高くするという観点で改善の余地があると
いう問題点があった。
【２５２９】
　これに対し、遊技機Ｆ１によれば、配設手段が変位手段と支持手段とに少なくとも２点
で支持され、その２つの支持点が変位手段の変位中に相対変位するように構成されており
、支持手段により、第１の部分を基準とする第２の部分の配置を制御可能としているので
、配設手段を安定的に支持しながら、変位手段の変位中に配設手段を変位させることがで
きる。これにより、配設手段（変位可能な部分）の変位の設計自由度を高めることができ
る。
【２５３０】
　なお、支持手段の態様は、何ら限定されるものではない。例えば、固定のベース手段に
形成される案内溝に変位を制限される態様で支持されても良いし、変位可能な第２の変位
手段に連結されて支持されても良い。また、支持手段による制御は、電子制御に限定され
るものではなく、第２の部分の変位を壁部で規制（案内）する等の機械的な制御も含まれ
る。
【２５３１】
　遊技機Ｆ１において、前記変位手段は、第１の区間および第２の区間を、変位可能に構
成され、前記支持手段は、前記変位手段が前記第１区間を変位する場合に前記第２の部分
を支持する第１範囲と、前記変位手段が前記第２区間を変位する場合に前記第２の部分を
支持する第２範囲と、を備え、前記第１範囲において前記第２の部分が変位する方向と、
前記第２範囲において前記第２の部分が変位する方向とが異なるよう構成されることを特
徴とする遊技機Ｆ２。
【２５３２】
　遊技機Ｆ２によれば、遊技機Ｆ１の奏する効果に加え、変位手段の変位速度を一定とす
る場合であっても、配設手段の変位速度を異ならせることができ、支持手段は、第２の部
分の変位方向の変化を許容するように構成されるので、第２の部分の変位方向が不規則に
変化するとしても配設手段の変位を滑らかにすることができる。
【２５３３】
　遊技機Ｆ１又はＦ２において、前記支持手段は、前記第２の部分の変位を制限する制限
部を備えることを特徴とする遊技機Ｆ３。
【２５３４】
　遊技機Ｆ３によれば、遊技機Ｆ１又はＦ２の奏する効果に加え、第１範囲と第２範囲と
の境界位置（制限部）において第２の部分の変位を制限することができるので、第２の部
分を変位の大きい側から小さい側へ向けて変位させる場合に、第１範囲と第２範囲との境
界位置（制限部）で第２の部分を停止し易くすることができる。
【２５３５】
　なお、第２の部分の第１の部分を基準とした変位に要する負荷の態様は何ら限定される
ものではない。例えば、第２の部分が引かれる態様でも良いし、第２の部分が押進される
態様でも良い。
【２５３６】
　なお、制限部の態様は何ら限定されるものではない。例えば、第２の部分の変位抵抗の
増減を設定する態様でも良いし、第２の部分の変位方向を切り替える態様でも良い。
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【２５３７】
　遊技機Ｆ２又はＦ３において、前記第１の区間は、前記第２の区間よりも前記変位手段
の変位範囲の終端側に配置され、前記第２の区間における前記変位手段を基準とした配設
手段の相対的な変位量は、前記第１の区間における前記変位手段を基準とした配設手段の
相対的な変位量に比較して小さくなるように構成されることを特徴とする遊技機Ｆ４。
【２５３８】
　遊技機Ｆ４によれば、遊技機Ｆ２又はＦ３の奏する効果に加え、変位手段の変位途中位
置において、変位手段を基準とした配設手段の相対的な変位量が小さくなる区間を構成す
ることができるので、変位手段の変位終端位置の他に、変位手段と配設手段とを一体的に
視認し易い位置を設けることができ、結果として、変位手段と配設手段とを一体的に視認
し易い位置を増やすことができる。
【２５３９】
　遊技機Ｆ１からＦ４のいずれかにおいて、前記第１の部分の変位速度を基準とした前記
第２の部分の変位速度（の比）を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機Ｆ５。
【２５４０】
　遊技機Ｆ５によれば、遊技機Ｆ１からＦ４のいずれかの奏する効果に加え、変位手段の
変位速度が一定の場合であっても、支持手段側における配設手段の第２の部分の変位速度
を変化させることができるので、駆動手段の簡易な駆動制御（等速駆動）で、配設手段の
変位速度を可変とするような動作演出を構成することができる。
【２５４１】
　遊技機Ｆ１からＦ５のいずれかにおいて、前記支持手段は、前記第２の部分の変位終端
における変位速度を低減するよう構成されることを特徴とする遊技機Ｆ６。
【２５４２】
　遊技機Ｆ６によれば、遊技機Ｆ１からＦ５の奏する効果に加え、第２の部分の跳ね戻り
を防止することができ、変位終端において配設手段を早期に停止させ易くすることができ
る。
【２５４３】
　なお、第２の部分の跳ね戻りを防止する手法については何ら限定されるものではない。
例えば、変位終端における第２の部分の変位速度（例えば、第１の部分が所定の単位長さ
変位する場合の第２の部分の変位量）を低減するように構成する手法でも良いし、第１の
部分が停止した状態における第２の部分の変位方向に壁を立てる等の形状的工夫により第
２の部分の変位を規制するような手法でも良い。
【２５４４】
　また、第２の部分の変位量を低減する手法に限らず、第２の部分の変位抵抗を増加させ
るようにしても良い。例えば、第２の部分の変位終端において磁力等により負荷を与え、
第２の部分の変位抵抗を向上するようにしても良いし、コイルスプリング等の付勢力で変
位抵抗を向上するようにしても良い。
【２５４５】
　遊技機Ｆ６において、前記支持手段は、前記第１の部分の変位に伴う前記第２の部分の
変位の変位軌跡と、前記第１の部分が変位終端で停止した場合の前記第２の部分の変位の
変位軌跡とが、交差するよう構成されることを特徴とする遊技機Ｆ７。
【２５４６】
　遊技機Ｆ７によれば、遊技機Ｆ６の奏する効果に加え、第１の部分の変位に伴う第２の
部分の変位を案内する機能を有する支持手段により、第１の部分が停止した場合における
第２の部分の戻り変位（バウンド）を低減することができる。
【２５４７】
　遊技機Ｆ１からＦ７のいずれかにおいて、前記配設手段に変位可能に支持される被支持
手段を備え、その被支持手段は、前記変位手段を基準とした前記配設手段の相対的変位量
に応じた変位量で変位するように構成されることを特徴とする遊技機Ｆ８。
【２５４８】
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　遊技機Ｆ８によれば、遊技機Ｆ１からＦ７のいずれかの奏する効果に加え、配設手段と
共同で変位する被支持手段により、複雑な演出を実行することができる。
【２５４９】
　なお、被支持手段の変位の態様は、何ら限定されるものではない。例えば、配設手段が
変位する所定平面上を配設手段と並走するように変位する態様でも良いし、配設手段が変
位する所定平面とは離れた位置において配設手段の変位態様（例えば、所定平面上のスラ
イド変位態様）とは異なる変位態様（例えば、所定の軸を中心とした回転変位態様）でも
良い。
【２５５０】
　なお、配設手段の変位量に係る配設手段の変位の態様については、何ら限定されるもの
ではない。例えば、姿勢変化でも良いし、姿勢を維持したままでの変位でも良い。
【２５５１】
　遊技機Ｆ８において、前記第１の部分が所定方向に変位する間に、前記第２の部分は、
前記第１の部分の変位軌跡と交差する方向に往復変位可能な区間を備えることを特徴とす
る遊技機Ｆ９。
【２５５２】
　遊技機Ｆ９によれば、遊技機Ｆ８の奏する効果に加え、第１の部分が変位している間に
、第１の部分に対する第２の部分の相対変位量が戻り変化する（例えば、増加後に減少す
る）態様とすることができるので、第２の部分の配置は維持しながら、被支持手段の変位
量は大きくするという変位態様を実現することができる。
【２５５３】
　遊技機Ｆ８又はＦ９において、前記配設手段を基準とした前記被支持手段の（相対）回
転の変位速度は、前記変位手段の変位速度と同等となるよう構成されることを特徴とする
遊技機Ｆ１０。
【２５５４】
　遊技機Ｆ１０によれば、遊技機Ｆ８又はＦ９の奏する効果に加え、被支持手段の変位態
様を、配設手段を挟んで変位手段と同等することができる。これにより、あたかも、被支
持手段が独自の駆動手段で変位しているように遊技者に錯覚させることができる。
【２５５５】
　遊技機Ｆ１からＦ１０のいずれかにおいて、前記配設手段は、自らの変位に伴い遊技者
側に向ける面を第１面と第２面とで切り替えるように姿勢変化する姿勢変化手段を備え、
その姿勢変化手段は、前記第２の部分が変位終端に配置された状態において、前記第１面
または前記第２面が遊技者側に向けられる姿勢となるように構成されることを特徴とする
遊技機Ｆ１１。
【２５５６】
　遊技機Ｆ１１によれば、遊技機Ｆ１からＦ１０のいずれかの奏する効果に加え、姿勢変
化手段の第１面または第２面が遊技者側に向けられることで、第２の部分が変位終端に到
達したことを遊技者が把握できるので、変位手段による演出動作の終期を分かり易く構成
することができる。
＜振分部材Ｃ１７０～Ｃ３１７０を一例とする発明の概念について＞
　球の通過経路に少なくとも一部が配設され球の重量で変位可能に形成される変位部材を
備えた遊技機において、前記通過経路を通過する第１の球が前記変位部材に達すると、前
記第１の球の重量で前記変位部材が所定位置から変位され、前記第１の球が第１の通路へ
案内され、前記変位部材が前記第１の球の重量で前記所定位置から変位された状態では、
前記第１の球の後続となる第２の球が第２の通路へ案内され、前記変位部材は、前記球の
重量が作用されていない状態では、前記所定位置に配置されることを特徴とする遊技機Ｃ
Ａ１。
【２５５７】
　ここで、遊技球の重さで動作して、遊技球を第１の通路と第２の通路とに振り分ける振
分部材を備えた遊技機が知られている（特開２０１７－１４８１８９号公報）。しかしな
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がら、上述した従来の技術では、到達した遊技球の状態に関わらず、到達した順番に第１
の通路と第２の通路へ交互に振り分けるのみであるので、かかる振り分け動作を遊技者に
着目させることができず、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２５５８】
　これに対し、遊技機ＣＡ１によれば、通過経路を通過する第１の球が変位部材に達する
と、第１の球の重量で変位部材が所定位置から変位され、第１の球が第１の通路へ案内さ
れ、変位部材が第１の球の重量で変位された状態では、第１の球の後続となる第２の球が
第２の通路へ案内され、変位部材は、球の重量が作用されていない状態では、所定位置に
配置されるので、第１の球に第２の球が所定量以下の間隔を隔てて連なる場合には、第１
の球を第１の通路へ案内し、且つ、第１の球の重量で所定位置から変位されている変位部
材により第２の球を第２の通路へ案内することができる一方、第１の球に第２の球が所定
量を越える間隔を隔てて連なる場合には、第１の球を第１の通路へ案内し、且つ、第２の
球が到達する前に変位部材が所定位置へ配置されることで、第２の球も第１の通路へ案内
することができる。このように、球の連なりの状態（先行の球と後行の球との間隔）に応
じて案内する通路を変化させられるので、球の状態を遊技者に着目させて、遊技の興趣を
向上することができる。
【２５５９】
　なお、第１の球の後続となる第２の球とは、第１の球に対して所定量よりも小さい間隔
を隔てて後行する球を意味する。よって、第２の球は第１の球に当接した状態で転動や流
下するものであっても良い。
【２５６０】
　遊技機ＣＡ１において、前記変位部材の前記所定位置への変位は、前記変位部材の重量
により行われることを特徴とする遊技機ＣＡ２。
【２５６１】
　遊技機ＣＡ２によれば、遊技機ＣＡ１の奏する効果に加え、変位部材の前記所定位置へ
の変位は、変位部材の重量により行われるので、付勢ばねを利用する場合と比較して、構
造を簡素化できる。また、付勢ばねを利用する場合と比較して、変位部材への変位を低速
とできるので、第２の球を第２の通路へ案内する前に変位部材が所定位置へ配置されるこ
とを抑制できる。更に、第２の球の後続となる第３の球も第２の通路へ案内できる可能性
を付与できる。
【２５６２】
　遊技機ＣＡ２において、前記変位部材は、前記球を前記第１の通路または第２の通路へ
案内する本体部と、その本体部に連結され前記本体部を前記所定位置へ変位させる錘とし
て機能する錘部とを備え、前記錘部の少なくとも一部が遊技者から視認可能とされること
を特徴とする遊技機ＣＡ３。
【２５６３】
　遊技機ＣＡ３によれば、遊技機ＣＡ２の奏する効果に加え、球を第１の通路または第２
の通路へ案内する本体部と、その本体部に連結され本体部を所定位置へ変位させる錘とし
て機能する錘部とを備え、錘部の少なくとも一部が遊技者から視認可能とされるので、錘
部の位置（状態）に基づいて、球が案内される方向を遊技者に認識させることができる。
また、本体部を変位させるための錘としての役割と球の案内方向を認識させる部位として
の役割とを錘部に兼用させることができ、その分、製品コストを低減できる。
【２５６４】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ３において、前記変位部材は、前記第１の通路へ案内される前記
第１の球が転動する第１面を備えることを特徴とする遊技機ＣＡ４。
【２５６５】
　遊技機ＣＡ４によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ３のいずれかにおいて、変位部材は、第
１の通路へ案内される第１の球が転動する第１面を備えるので、第１の球が第１面を転動
している間、その球の重量を変位部材に作用させることができる。よって、第１の球の重
量で変位部材が所定位置から変位された状態（即ち、第２の球を第２の通路へ案内可能な
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状態）を維持しやすくできる。
【２５６６】
　遊技機ＣＡ４において、ベース部材と、そのベース部材に前記変位部材を回転可能に軸
支する軸とを備え、前記変位部材は、前記第２の通路へ案内される前記第２の球が転動す
る第２面を備え、前記第２面は、前記軸と鉛直方向において重なる位置に配設されること
を特徴とする遊技機ＣＡ５。
【２５６７】
　遊技機ＣＡ５によれば、遊技機ＣＡ４の奏する効果に加え、変位部材は、第２の通路へ
案内される第２の球が転動する第２面を備え、第２面は、軸と鉛直方向において重なる位
置に配設されるので、第２面を転動する第２の球の重量によって変位部材が所定位置へ向
けて変位されることを抑制できる。よって、第２の球を安定して転動させることができる
。また、第２の球の後続となる第３の球も第２の通路へ案内できる可能性を確保できる。
【２５６８】
　遊技機ＣＡ４又はＣＡ５において、前記変位部材は、前記第２の通路へ案内される前記
第２の球が転動する第２面を備え、前記第１面が前記第２面よりも長くされることを特徴
とする遊技機ＣＡ６。
【２５６９】
　遊技機ＣＡ６によれば、遊技機ＣＡ４又はＣＡ５の奏する効果に加え、変位部材は、第
２の通路へ案内される第２の球が転動する第２面を備え、第１面が第２面よりも長くされ
るので、第２の球が第２面を転動する間、同時に、第１の球が第１面を転動する状態を形
成しやすくできる。即ち、第２の球が第２面を転動する間、第１の球の重量を変位部材に
作用させておくことで、第２面を転動する第２の球の重量によって変位部材が所定位置へ
向けて変位されることを抑制できる。よって、第２の球を安定して転動させることができ
る。また、第２の球の後続となる第３の球も第２の通路へ案内できる可能性を確保できる
。
【２５７０】
　遊技機ＣＡ４からＣＡ６のいずれかにおいて、ベース部材と、そのベース部材に前記変
位部材を回転可能に軸支する軸とを備え、前記変位部材は、前記第２の通路へ案内される
前記第２の球が転動する第２面を備え、前記第１面は、前記軸から離間する方向へ延設さ
れることを特徴とする遊技機ＣＡ７。
【２５７１】
　遊技機ＣＡ７によれば、遊技機ＣＡ４からＣＡ６のいずれかの奏する効果に加え、変位
部材は、第２の通路へ案内される第２の球が転動する第２面を備え、第１面は、軸から離
間する方向へ延設されるので、第１の球が第１の通路へ向けて転動するに従って、その第
１の球の重量を変位部材に効果的に作用させることができる。よって、第２面を転動する
第２の球の重量によって変位部材が所定位置へ向けて変位されることを抑制できる。従っ
て、第２の球を安定して転動させることができる。また、第２の球の後続となる第３の球
も第２の通路へ案内できる可能性を確保できる。
【２５７２】
　遊技機ＣＡ４からＣＡ７のいずれかにおいて、ベース部材と、そのベース部材に前記変
位部材を回転可能に軸支する軸とを備え、前記変位部材は、前記第２の通路へ案内される
前記第２の球が転動する第２面を備え、前記第１面と第２面とは、少なくとも一部が前記
軸を挟んで配置されることを特徴とする遊技機ＣＡ８。
【２５７３】
　遊技機ＣＡ８によれば、遊技機ＣＡ４からＣＡ７のいずれかの奏する効果に加え、ベー
ス部材と、そのベース部材に変位部材を回転可能に軸支する軸とを備え、変位部材は、第
２の通路へ案内される第２の球が転動する第２面を備え、第１面と第２面とは、少なくと
も一部が軸を挟んで配置されるので、変位部材の配置の自由度を高めることができる。
【２５７４】
　遊技機ＣＡ４からＣＡ７のいずれかにおいて、ベース部材と、そのベース部材に前記変
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位部材を回転可能に軸支する軸とを備え、前記変位部材は、前記第２の通路へ案内される
前記第２の球が転動する第２面を備え、前記第１面と第２面とは、少なくとも一部が前記
軸に対して同じ側に配置されることを特徴とする遊技機ＣＡ９。
【２５７５】
　遊技機ＣＡ９によれば、遊技機ＣＡ４からＣＡ７のいずれかの奏する効果に加え、ベー
ス部材と、そのベース部材に変位部材を回転可能に軸支する軸とを備え、変位部材は、第
２の通路へ案内される第２の球が転動する第２面を備え、第１面と第２面とは、少なくと
も一部が軸に対して同じ側に配置されるので、第１の球が第１面から排出されたとしても
、第２の球の重量を利用して、変位部材の姿勢を、第２の球を第２の通路へ案内するため
の姿勢とすることができる。その結果、第１面の長さを短くすることができ、その分、変
位部材の配置の自由度を高めることができる。
【２５７６】
　遊技機ＣＡ４からＣＡ９のいずれかにおいて、前記第１面へ向けて球が転動する上流面
を備え、前記第１面は、前記上流面から転動された前記第１の球の転動方向を反転させる
ことを特徴とする遊技機ＣＡ１０。
【２５７７】
　遊技機ＣＡ１０によれば、遊技機ＣＡ４からＣＡ９のいずれかの奏する効果に加え、第
１面へ向けて第１の球が転動する上流面を備え、第１面は、上流面から転動された第１の
球の転動方向を反転させるので、その反転に要する時間の分、第１の球が第１面に滞留す
る時間を確保できる。よって、第２の球が第２面を転動する間、第１の球の重量を変位部
材に作用させておくことで、第２面を転動する第２の球の重量によって変位部材が所定位
置へ向けて変位されることを抑制できる。従って、第２の球を安定して転動させることが
できる。また、第２の球の後続となる第３の球も第２の通路へ案内できる可能性を確保で
きる。更に、第１面の長さを短くすることができ、その分、変位部材の配置の自由度を高
めることができる。
【２５７８】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ１０のいずれかにおいて、ベース部材と、そのベース部材に前記
変位部材を回転可能に軸支する軸と、前記ベース部材に配設され前記第１面へ向けて球が
転動する上流面とを備え、前記軸は、前記上流面を前記球が転動する方向と鉛直方向とに
直交する姿勢で配設されることを特徴とする遊技機ＣＡ１１。
【２５７９】
　遊技機ＣＡ１１によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ１０のいずれかの奏する効果に加え、
軸は、上流面を球が転動する方向と鉛直方向とに直交する姿勢で配設されるので、ベース
部材に変位部材が配設されたユニットの小型化を図ることができる。特に、上流面を球が
転動する方向を遊技機の幅方向に沿わせてベース部材を配設することで、遊技機の幅方向
を有効活用して、変位部材を配設するスペースを確保しやすくできる。
【２５８０】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ１０のいずれかにおいて、ベース部材を備え、そのベース部材に
前記変位部材がスライド変位可能に配設されることを特徴とする遊技機ＣＡ１２。
【２５８１】
　遊技機ＣＡ１２によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ１０のいずれかの奏する効果に加え、
ベース部材に変位部材がスライド変位可能に配設されるので、例えば、変位部材が回転可
能にベース部材に軸支される場合と比較して、変位部材を小型化でき、その分、ベース部
材における他の部材の配設スペースを確保できる。
【２５８２】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ１２のいずれかにおいて、ベース部材と、そのベース部材に前記
変位部材を回転可能に軸支する軸と、前記ベース部材に配設され前記第１面へ向けて球が
転動する上流面とを備え、前記変位部材は、前記第１の球の重量で前記変位部材が前記所
定位置から変位された状態で前記第２の通路へ案内される前記第２の球が転動する第２面
を備え、前記第１の球の重量で前記変位部材が前記所定位置から変位された状態では、前
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記上流面の下流端よりも前記第２面の上流端が鉛直方向下方に位置することを特徴とする
遊技機ＣＡ１３。
【２５８３】
　ここで、第１の球の重量で変位部材が所定位置から変位されると、その変位された際の
衝撃で変位部材が跳ね上がることがあり、この変位部材の跳ね上がりにより、上流面の下
流端よりも第２面の上流端が上方に位置すると、第２の球を上流面から第２面へ転動させ
ることができなくなる虞がある。特に、跳ね上がった変位部材の上流端（第２面の上流端
）に第２の球が衝突すると、その衝撃で変位部材が更に跳ね上げられ（第２の球で変位部
材が押し上げられ）、第１の球が転動するべき通路（第１面）へ第２の球が流入する虞が
ある。
【２５８４】
　これに対し、遊技機ＣＡ１３によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ１２のいずれかの奏する
効果に加え、第１の球の重量で変位部材が所定位置から変位された状態では、上流面の下
流端よりも第２面の上流端が鉛直方向下方に位置するので、その分、第１の球の重量で所
定位置から変位された際の衝撃で変位部材が跳ね返った場合に、上流面の下流端よりも第
２面の上流端が上方へ位置することを抑制できる。よって、第２の球を上流面から第２面
へスムーズに転動させることができる。
【２５８５】
　遊技機ＣＡ１３において、前記第２面の上流端は、前記上流面へ向けて下降傾斜される
ことを特徴とする遊技機ＣＡ１４。
【２５８６】
　遊技機ＣＡ１４によれば、遊技機ＣＡ１３の奏する効果に加え、第２面の上流端は、上
流面へ向けて下降傾斜されるので、第１の球の重量で所定位置から変位された際の衝撃で
変位部材が跳ね返り（跳ね上がり）、その跳ね上がった変位部材の上流端（第２面の上流
端）に第２の球が衝突した際に、第２の球から変位部材へ作用する力を、変位部材を押し
下げる方向の力として作用させることができる。その結果、第２の球を上流面から第２面
へスムーズに転動させることができる。
【２５８７】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ１４のいずれかにおいて、前記第１面へ向けて球が転動する上流
面を備え、前記変位部材は、前記第１の通路へ案内される前記第１の球が転動する第１面
を備え、前記第１面は、前記上流面から転動された前記第１の球の転動方向を反転させ、
前記変位部材が第１の球の重量で前記所定位置から変位される際には、前記第１面の反転
する位置にある前記第１の球の前記上流面側の変位軌跡よりも前記変位部材の前記上流面
側の変位軌跡が前記上流面から離間された位置とされることを特徴とする遊技機ＣＡ１５
。
【２５８８】
　遊技機ＣＡ１５によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ１４のいずれかの奏する効果に加え、
変位部材が第１の球の重量で所定位置から変位される際には、第１面の反転する位置にあ
る第１の球の上流面側の変位軌跡よりも変位部材の上流面側の変位軌跡が上流面から離間
された位置とされるので、第２の球が第１面に誤って流入される（受け入れられる）こと
を抑制できる。即ち、第１の球に第２の球を当接させて第２の球を第１面から離間させて
おくと共に、第１の球の重量で所定位置から変位する変位部材の上流面側の端部で第２の
球を第１面から離間する方向へ押しのけることができる。
【２５８９】
　遊技機ＣＡ１５において、前記変位部材は、前記第１の球の重量で前記所定位置から所
定以上の変位がされるまでは、前記第１面の転動方向を反転させる位置に前記第１の球を
留めることを特徴とする遊技機ＣＡ１６。
【２５９０】
　遊技機ＣＡ１６によれば、遊技機ＣＡ１５の奏する効果に加え、変位部材は、第１の球
の重量で所定位置から所定以上の変位がされるまでは、第１面の転動方向を反転させる位
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置に第１の球を留めるので、第２の球が第１面に誤って流入される（受け入れられる）こ
とをより確実に抑制できる。即ち、第１の球に第２の球を当接させて第２の球を第１面か
ら離間させておくと共に、第１の球の重量で所定位置から変位する変位部材の上流面側の
端部で第２の球を第１面から離間する方向へ押しのける動作をより確実に実行できる。
【２５９１】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ１６のいずれかにおいて、流入部と、その流入部から流入された
球が往復変位可能に転動する往復面と、その往復面から球を流出させる流出部とを備え、
前記流出部が前記通過経路において前記変位部材よりも上流側に位置することを特徴とす
る遊技機ＣＡ１７。
【２５９２】
　遊技機ＣＡ１７によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ１６のいずれかの奏する効果に加え、
流入部と、その流入部から流入された球が往復変位可能に転動する往復面と、その往復面
から球を流出させる流出部とを備え、流出部が通過経路において変位部材よりも上流側に
位置するので、第１の球と第２の球とを所定量以下の間隔で連ならせ、これら第１の球と
第２の球とを所定量以下の間隔で連なった状態で変位部材に到達させやすくできる。即ち
、流入部から流入される際の第１の球と第２の球との間隔が所定量よりも大きな間隔であ
っても、往復面を往復変位されることで、これら第１の球と第２の球との間隔を詰まらせ
る（間隔を所定量以下とする）ことができる。
【２５９３】
　遊技機ＣＡ１７において、前記往復面の幅寸法は、１の球が通過可能な幅寸法に設定さ
れることを特徴とする遊技機ＣＡ１８。
【２５９４】
　遊技機ＣＡ１８によれば、遊技機ＣＡ１７の奏する効果に加え、往復面の幅寸法は、１
の球が通過可能な幅寸法に設定されるので、流入部から往復面へ流入され往復面を往復変
位される第１の球と第２の球とがすれ違うことを抑制できる。よって、第１の球と第２の
球とが往復面を往復変位される際に、それら第１の球と第２の球との間隔を詰まらせやす
く（間隔を所定量以下としやすく）できる。
【２５９５】
　遊技機ＣＡ１８において、前記往復面は、一側および他側のそれぞれへ向かうに従って
上昇傾斜され、前記流出部は、前記往復面の最下方に配置されることを特徴とする遊技機
ＣＡ１９。
【２５９６】
　遊技機ＣＡ１９によれば、遊技機ＣＡ１８の奏する効果に加え、往復面は、一側および
他側のそれぞれへ向かうに従って上昇傾斜され、流出部は、往復面の最下方に配置される
ので、往復面を往復変位される慣性が弱まった状態で第１の球と第２の球とを流出部から
流出させることができる。即ち、第１の球と第２の球とを所定量以下の間隔で連ならせた
状態を維持して流出させやすくできる。
【２５９７】
　遊技機ＣＡ１９において、前記往復面は、上面視直線状に形成されることを特徴とする
遊技機ＣＡ２０。
【２５９８】
　遊技機ＣＡ２０によれば、遊技機ＣＡ１９の奏する効果に加え、往復面は、上面視直線
状に形成されるので、第１の球と第２の球とが往復面を往復変位される際に、それら第１
の球と第２の球との間隔を詰まらせやすく（間隔を所定量以下としやすく）できる。
【２５９９】
　遊技機ＣＡ１からＣＡ２０のいずれかにおいて、磁石の吸着力を球に作用可能に形成さ
れ少なくとも下面を下降傾斜させた姿勢で配設される吸着部材を備えることを特徴とする
遊技機ＣＡ２１。
【２６００】
　遊技機ＣＡ２１によれば、遊技機ＣＡ１からＣＡ２０のいずれかの奏する効果に加え、
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磁石の吸着力を球に作用可能に形成され少なくとも下面を下降傾斜させた姿勢で配設され
る吸着部材を備えるので、かかる吸着部材により球の通過経路を形成して、遊技の興趣を
向上できる。即ち、吸着部材の下降傾斜した下面に球を吸着させると、球を自重により摺
動させ吸着部材の下面に沿って変位させることができる。この場合、球の状態（球に作用
される慣性力と吸着力との関係）によって、吸着部材の下面から球が落下する可能性（即
ち、通過経路（吸着部材の下面）の終端まで球が到達できない可能性）を持たせた不安定
な状態とできる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６０１】
　遊技機ＣＡ２１において、前記吸着部材は、磁性体から板状に形成される下面形成部材
と、その下面形成部材に磁力を作用させる磁石とを備えることを特徴とする遊技機ＣＡ２
２。
【２６０２】
　遊技機ＣＡ２２によれば、遊技機ＣＡ２１の奏する効果に加え、吸着部材は、磁性体か
ら板状に形成される下面形成部材と、その下面形成部材に磁力を作用させる磁石とを備え
るので、球が摺動する面を下面形成部材の下面により形成する構造とすることで、吸着力
の調整と摩擦力の適正化を容易として、球の通過経路を簡素な構造で確実に形成できる。
【２６０３】
　遊技機ＣＡ２１又はＣＡ２２において、前記吸着部材は、前記第２の通路の少なくとも
一部を形成することを特徴とする遊技機ＣＡ２３。
【２６０４】
　遊技機ＣＡ２３によれば、遊技機ＣＡ２１又はＣＡ２２の奏する効果に加え、吸着部材
は、第２の通路の少なくとも一部を形成するので、遊技の興趣を向上できる。即ち、第２
の球が変位部材により案内されて第２の通路へ到達できるのは、第１の球に第２の球が所
定量以下の間隔を隔てて連なった状態で変位部材に到達した場合のみであり、その可能性
は比較的低い。そのような低い可能性を経て到達した第２の球を、落下する可能性（吸着
部材の下面の終端まで到達できない可能性）がある不安定を状態で変位させることで、無
事に通過することを遊技者に期待させて、遊技の興趣を向上できる。
【２６０５】
　遊技機ＣＡ２３において、ベース部材と、そのベース部材に前記変位部材を回転可能に
軸支する軸とを備え、前記変位部材は、前記第１の通路へ案内される前記第１の球が転動
する第１面と、前記第２の通路へ案内される前記第２の球が転動する第２面とを備え、前
記第１面と第２面とは、少なくとも一部が前記軸を挟んで配置されることを特徴とする遊
技機ＣＡ２４。
【２６０６】
　遊技機ＣＡ２４によれば、遊技機ＣＡ２３の奏する効果に加え、ベース部材と、そのベ
ース部材に変位部材を回転可能に軸支する軸とを備え、変位部材は、第１の通路へ案内さ
れる第１の球が転動する第１面と、第２の通路へ案内される第２の球が転動する第２面と
を備え、第１面と第２面とは、少なくとも一部が軸を挟んで配置されるので、変位部材が
第１の球の重量で所定位置から変位される（第１面の位置が下方へ変位される）ことで、
第２面の位置を上方へ変位させることができる。よって、第２面を転動する第２の球を吸
着部材の下面に吸着させやすくできる。
【２６０７】
　遊技機ＣＡ２４において、前記第２面は、前記軸と鉛直方向において重なる位置に配設
されることを特徴とする遊技機ＣＡ２５。
【２６０８】
　遊技機ＣＡ２５によれば、遊技機ＣＡ２４の奏する効果に加え、第２面は、軸と鉛直方
向において重なる位置に配設されるので、第２面を転動する第２の球の重量によって変位
部材が所定位置へ向けて変位される（第２面の位置が下方へ変位される）ことを抑制でき
る。よって、第２面を転動する第２の球を吸着部材の下面に吸着させやすくできる。
【２６０９】
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　遊技機ＣＡ２４又はＣＡ２５において、前記第１面が前記第２面よりも長くされること
を特徴とする遊技機ＣＡ２６。
【２６１０】
　遊技機ＣＡ２６によれば、遊技機ＣＡ２４又はＣＡ２５の奏する効果に加え、第１面が
第２面よりも長くされるので、第２の球が第２面を転動する間、同時に、第１の球が第１
面を転動する状態を形成しやすくできる。即ち、第２の球が第２面を転動する間、第１の
球の重量を変位部材に作用させておくことで、第２面を転動する第２の球の重量によって
変位部材が所定位置へ向けて変位される（第２の面の位置が下方へ変位される）ことを抑
制できる。よって、第２面を転動する第２の球を吸着部材の下面に吸着させやすくできる
。
＜皿部材Ｃ１２０，Ｃ２１２０，Ｃ４１２０を一例とする発明の概念について＞
　球の通路を備えた遊技機において、前記通路は、前後方向に球を往復動可能とする第１
の通路と、その第１の通路に連通され、球を左右方向に沿って通過させる第２の通路と、
を備えることを特徴とする遊技機ＣＢ１。
【２６１１】
　ここで、球を往復動可能とする通路部材（ステージ）を備えた遊技機が知られている（
特開２０１６－１９８６０７号公報）。しかしながら、上述した遊技機では、遊技の興趣
が十分ではないという問題点があった。
【２６１２】
　これに対し、遊技機ＣＢ１によれば、通路は、前後方向に球を往復動可能とする第１の
通路と、その第１の通路に連通され、球を左右方向に沿って通過させる第２の通路と、を
備えるので、遊技の興趣を高めることができる。
【２６１３】
　遊技機ＣＢ１において、前記第２の通路を第１の球とその第１の球の後続となる第２の
球とが通過する場合に、それら第１の球と第２の球との間隔に応じて、前記第１の球およ
び前記第２の球の案内先となる通路が変化されることを特徴とする遊技機ＣＢ２。
【２６１４】
　遊技機ＣＢ２によれば、遊技機ＣＢ１の奏する効果に加え、第２の通路を第１の球とそ
の第１の球の後続となる第２の球とが通過する場合に、それら第１の球と第２の球との間
隔に応じて、第１の球および第２の球の案内先となる通路が変化されるので、球が所定の
通路へ案内されること（即ち、第１の球と第２の球との間隔が所定の間隔となること）を
遊技者に期待させ、遊技の興趣を高めることができる。
【２６１５】
　この場合、第１の通路における往復動によって第１の球と第２の球の間隔とが決定され
るところ、それら第１の球および第２の球が、球を左右方向に沿って通過させる第２の通
路へ第１の通路から流下されるので、第１の球と第２の球との間隔を遊技者に視認させ易
くできる。その結果、遊技の興趣を高めることができる。
【２６１６】
　遊技機ＣＢ２において、前記第２の通路を通過する際の第１の球と第２の球との間隔が
所定量以下の場合には、前記間隔が所定量を超える場合に案内される通路よりも有利な通
路へ少なくとも第２の球が案内され、
　前記第１の通路は、第１の球と第２の球とが前記往復動されることで、それら第１の球
と第２の球との間隔を減少可能に形成されることを特徴とする遊技機ＣＢ３。
【２６１７】
　遊技機ＣＢ３によれば、遊技機ＣＢ２の奏する効果に加え、第２の通路を通過する際の
第１の球と第２の球との間隔が所定量以下の場合には、間隔が所定量を超える場合に案内
される通路よりも有利な通路へ少なくとも第２の球が案内され、第１の通路は、第１の球
と第２の球とが往復動されることで、それら第１の球と第２の球との間隔を減少可能に形
成されるので、第２の通路を通過する際の第１の球と第２の球との間隔を所定量以下とし
易くできる。その結果、有利な通路へ案内されることを遊技者に期待させることができ、
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遊技の興趣を高めることができる。
【２６１８】
　遊技機ＣＢ１からＣＢ３のいずれかにおいて、中央が開口された遊技盤を備え、前記第
２の通路は、前記遊技盤の開口に配置されることを特徴とする遊技機ＣＢ４。
【２６１９】
　遊技機ＣＢ４によれば、遊技機ＣＢ１からＣＢ３のいずれかに記載の遊技機の奏する効
果に加え、中央が開口された遊技盤を備え、第２の通路は、遊技盤の開口に配置されるの
で、前後方向のスペースを有効に活用できる。よって、第２の通路の全長を確保し易くで
きる。
＜磁性部Ｃ２４００，ｃ５４００，ｃ６４００（通路部ＣＲｔ２００４）を一例とする発
明の概念について＞
　球の通過経路に少なくとも一部が配設され球の重量で変位可能に形成される変位部材を
備えた遊技機において、前記通過経路を通過する第１の球が前記変位部材に達すると、前
記第１の球の重量で前記変位部材が所定位置から変位され、前記変位部材が前記第１の球
の重量で前記所定位置から変位された状態では、前記第１の球の後続となる第２の球が前
記変位部材の上方へ持ち上げられる部分を通過して前記第１の球とは異なる通路へ案内さ
れることを特徴とする遊技機ＣＣ１。
【２６２０】
　ここで、遊技球の重さで動作して、遊技球を第１の通路と第２の通路とに振り分ける振
分部材を備えた遊技機が知られている（特開２０１７－１４８１８９号公報）。しかしな
がら、上述した従来の技術では、球は重量方向下方へ流下するのみであるので、遊技の興
趣が不十分であるという問題点があった。
【２６２１】
　これに対し、遊技機ＣＣ１によれば、通過経路を通過する第１の球が変位部材に達する
と、第１の球の重量で変位部材が所定位置から変位され、変位部材が第１の球の重量で所
定位置から変位された状態では、第１の球の後続となる第２の球が変位部材の上方へ持ち
上げられる部分を通過して第１の球とは異なる通路へ案内されるので、遊技の興趣を高め
ることができる。
【２６２２】
　遊技機ＣＣ１において、前記変位部材の上方へ持ち上げられる部分を通過して前記第２
の球が案内される通路は、球を磁力により吸着可能な磁性部により形成されることを特徴
とする遊技機ＣＣ２。
【２６２３】
　遊技機ＣＣ２によれば、遊技機ＣＣ１の奏する効果に加え、変位部材の上方へ持ち上げ
られる部分を通過して第２の球が案内される通路は、球を磁力により吸着可能な磁性部に
より形成されるので、かかる通路の途中で球が落下される態様を形成できる。よって、遊
技の興趣を高めることができる。
【２６２４】
　遊技機ＣＣ２において、前記磁性部は、前記変位部材の上方へ持ち上げられる部分より
も上方に位置することを特徴とする遊技機ＣＣ３。
【２６２５】
　遊技機ＣＣ３によれば、遊技機ＣＣ２の奏する効果に加え、磁性部は、変位部材の上方
へ持ち上げられる部分よりも上方に位置するので、変位部材が第１の球の重量で所定位置
から変位されていない場合には、上方へ持ち上げられるべき部分を第２の球が通過したと
しても、その第２の球を磁性部に吸着させない態様を確実に形成できる。
【２６２６】
　遊技機ＣＣ２又はＣＣ３において、前記変位部材は、回転可能に軸支され、その回転軸
を挟んで、前記第１の球の重量が作用される部分と、前記上方へ持ち上げられる部分とが
位置することを特徴とする遊技機ＣＣ４。
【２６２７】
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　遊技機ＣＣ４によれば、遊技機ＣＣ２又はＣＣ３の奏する効果に加え、変位部材は、回
転可能に軸支され、その回転軸を挟んで、第１の球の重量が作用される部分と、上方へ持
ち上げられる部分とが位置するので、上方へ持ち上げられる部分を第２の球が通過する際
に、第１の球の重量を利用して、第２の球が通過する部分を上方へ持ち上げられた状態に
維持しやすくできる。
＜下側フレームＤ８６ｂ～Ｄ８０８６ｂを一例とする発明の概念について＞
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され前記通路への球の入球のされやすさを変化
させる変位部材とを備えた遊技機において、前記変位部材は、前記通路に球が入球された
場合に変位され、前記通路への球の入球されやすさを変化させることを特徴とする遊技機
ＤＡ１。
【２６２８】
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され、通路への球の入球のしやすさを変化させ
る変位部材とを備えた遊技機が知られている（特開２０１７－１２４１６９）。該先行文
献には、電動式チューリップ（開閉爪１５ａ）を開閉させる技術が開示される。しかしな
がら、上述した従来の遊技機では、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２６２９】
　これに対し、遊技機ＤＡ１によれば、変位部材は、通路に球が入球された場合に変位さ
れ、通路への球の入球されやすさを変化させるので、よって、第１の球が通路へ入球され
、更に、第２の球が通路へ入球されることを期待する場合、或いは逆に、第１の球が通路
へ入球された状態では、第２の球が通路へ入球されないことを期待する場合に、通路へ第
２の球が入球されるか否かを着目させることができる。その結果、遊技の興趣を向上でき
る。
【２６３０】
　遊技機ＤＡ１において、前記変位部材は、前記通路に球が入球された場合に、前記通路
へ球が入球されやすくなる側へ変位されることを特徴とする遊技機ＤＡ２。
【２６３１】
　遊技機ＤＡ２によれば、遊技機ＤＡ１の奏する効果に加え、変位部材は、通路に球が入
球された場合に、通路へ球が入球されやすくなる側へ変位されるので、通路へ入球された
球に後行する球（通路へ入球されていない他の球、後続の球）を通路へ入球されやすくで
きる。即ち、通路へ１の球が入球されれば、後行する球が連続して通路へ入球されやすい
状態を形成でき、後行する球が通路へ入球されれば、その後行する球の通路への入球に起
因して、次の後行する球が通路へ入球されやすい状態を形成できる。よって、通路への球
の入球により、通路への入球の連鎖の発生を遊技者に期待させることができる。その結果
、遊技の興趣を向上できる。
【２６３２】
　遊技機ＤＡ１において、前記変位部材は、前記通路に球が入球された場合に、前記通路
へ球が入球され難くなる側へ変位されることを特徴とする遊技機ＤＡ３。
【２６３３】
　遊技機ＤＡ３によれば、遊技機ＤＡ１の奏する効果に加え、変位部材は、通路に球が入
球された場合に、通路へ球が入球され難くなる側へ変位されるので、第１の球が通路へ入
球された状態では、第２の球が通路へ入球されないことを期待する場合に、第２の球が通
路へ入球され難くできる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６３４】
　遊技機ＤＡ１からＤＡ３のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記通路に入球された
球の重量を利用して、前記通路へ球が入球されやすくなる側または前記通路へ球が入球さ
れ難くなる側へ変位されることを特徴とする遊技機ＤＡ４。
【２６３５】
　遊技機ＤＡ４によれば、遊技機ＤＡ１からＤＡ３のいずれかの奏する効果に加え、変位
部材は、通路に入球された球の重量を利用して、通路へ球が入球されやすくなる側または
通路へ球が入球され難くなる側へ変位されるので、変位部材を駆動するためのアクチュエ
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ータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを不要とでき、その分、製品コストを
低減できる。
【２６３６】
　遊技機ＤＡ２又はＤＡ３において、前記通路に入球された球が転動可能とされ前記転動
される球の重さで変位される転動部材と、その転動部材の変位を前記変位部材へ伝達する
伝達手段とを備え、前記変位部材は、前記転動する球の重さで前記転動部材が変位され、
その転動部材の変位が前記伝達手段により伝達されることで、前記通路へ球が入球されや
すくなる側または前記通路へ球が入球され難くなる側へ変位されることを特徴とする遊技
機ＤＡ５。
【２６３７】
　遊技機ＤＡ５によれば、遊技機ＤＡ２又はＤＡ３の奏する効果に加え、通路に入球され
た球が転動可能とされ、転動される球の重さで変位される転動部材と、その転動部材の変
位を変位部材へ伝達する伝達手段とを備え、変位部材は、転動する球の重さで転動部材が
変位され、その転動部材の変位が前記伝達手段により伝達されることで、通路へ球が入球
されやすくなる側または通路へ球が入球され難くなる側へ変位されるので、球が転動部材
を転動している間、通路へ球が入球されやすくなる側または通路へ球が入球され難くなる
側へ変位部材を変位させておくことができる。即ち、通路へ球が入球されやい状態または
通路へ球が入球され難い状態を維持しやすく（長く）できる。
【２６３８】
　遊技機ＤＡ５において、前記転動部材を複数備えることを特徴とする遊技機ＤＡ６。
【２６３９】
　遊技機ＤＡ６によれば、遊技機ＤＡ５の奏する効果に加え、転動部材を複数備えるので
、その分、球が転動する区間（転動可能距離）を確保して、通路へ球が入球されやすくな
る側または通路へ球が入球され難くなる側へ変位部材が変位されている期間を長くできる
。即ち、通路へ球が入球されやい状態または通路へ球が入球され難い状態を維持しやすく
（長く）できる。
【２６４０】
　遊技機ＤＡ５又はＤＡ６において、前記通路へ入球された球は、前記転動部材をその転
動部材の下降傾斜によって転動され、前記転動部材は、回転可能に軸支され、球が転動さ
れている状態における前記転動部材の下降傾斜が、球が非転動の状態における前記転動部
材の下降傾斜よりも小さくされることを特徴とする遊技機ＤＡ７。
【２６４１】
　遊技機ＤＡ７によれば、遊技機ＤＡ５又はＤＡ６の奏する効果に加え、通路へ入球され
た球は、転動部材をその転動部材の下降傾斜によって転動され、転動部材は、回転可能に
軸支され、球が転動されている状態における転動部材の下降傾斜が、球が非転動の状態に
おける転動部材の下降傾斜よりも小さくされるので、転動部材を転動する球に勢いが付与
されることを抑制できる。よって、球が転動部材を通過するのに要する時間を長くできる
。その結果、通路へ球が入球されやい状態または通路へ球が入球され難い状態を維持しや
すく（長く）できる。
【２６４２】
　遊技機ＤＡ５からＤＡ７のいずれかにおいて、前記転動部材は、前記球の重量で変位さ
れる前の状態に自重により復帰されることを特徴とする遊技機ＤＡ８。
【２６４３】
　遊技機ＤＡ８によれば、遊技機ＤＡ５からＤＡ７のいずれかの奏する効果に加え、転動
部材は、球の重量で変位される前の状態に自重により復帰されるので、転動部材を駆動す
るためのアクチュエータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを不要とでき、そ
の分、製品コストを低減できる。
【２６４４】
　遊技機ＤＡ５からＤＡ８のいずれかにおいて、前記転動部材を転動する球に作用する作
用手段を備えることを特徴とする遊技機ＤＡ９。
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【２６４５】
　遊技機ＤＡ９によれば、遊技機ＤＡ５からＤＡ８のいずれかの奏する効果に加え、転動
部材を転動する球に作用する作用手段を備えるので、球の転動に影響を与えることができ
る。即ち、作用手段の作用により球の転動に抵抗を付与し、その転動の速度を低くするこ
とができる。これにより、球が転動部材を通過するのに要する時間を長くできる。その結
果、通路へ球が入球されやい状態または通路へ球が入球され難い状態を維持しやすく（長
く）できる。
【２６４６】
　遊技機ＤＡ９において、前記作用手段は、前記通路の内側面から突設され鉛直方向に沿
って延設される突部として形成され、前記転動面を転動する球の転動方向に沿って所定間
隔を隔てつつ複数が配設されることを特徴とする遊技機ＤＡ１０。
【２６４７】
　遊技機ＤＡ１０によれば、遊技機ＤＡ９の奏する効果に加え、作用手段は、通路の内側
面から突設され鉛直方向に沿って延設される突部として形成され、転動面を転動する球の
転動方向に沿って所定間隔を隔てつつ複数が配設されるので、球が転動面を転動する際に
は、突部（作用手段）が当接されることで、球の転動に抵抗を付与して、その転動速度を
低くすることができる。これにより、球が転動部材を通過するのに要する時間を長くでき
る。その結果、通路へ球が入球されやい状態または通路へ球が入球され難い状態を維持し
やすく（長く）できる。
【２６４８】
　一方で、突部（作用手段）は、鉛直方向に沿って延設されるので、鉛直方向へ移動する
球には抵抗が付与され難くできる。よって、転動部材の転動面から球が上方へ跳ね上がっ
た場合には、その球を下方（転動面）へ速やかに落下させることができる。従って、球の
上方への跳ね上がりに伴って、転動部材が上方へ変位した場合でも、かかる転動部材が球
の重量により変位された状態に速やかに復帰させることができる。その結果、通路へ球が
入球されやすくなる側へ球の重量によって変位されていた変位部材が、転動面からの球の
跳ね上がりによって、初期位置（通路へ球が入球する前の位置）へ復帰される不具合の発
生を抑制できる。
【２６４９】
　遊技機ＤＡ１０において、前記転動部材は、球が転動する転動面が球の転動方向に沿っ
て滑らかに連なる平滑面として形成されることを特徴とする遊技機ＤＡ１１。
【２６５０】
　遊技機ＤＡ１１によれば、遊技機ＤＡ１０の奏する効果に加え、転動部材は、球が転動
する転動面が球の転動方向に沿って滑らかに連なる平滑面として形成されるので、転動面
を転動する球が上方（鉛直方向）へ跳ね上がることを抑制できる。よって、通路へ球が入
球されやすくなる側へ球の重量によって変位されていた変位部材が、転動面からの球の跳
ね上がりによって、初期位置（通路へ球が入球する前の位置）へ復帰される不具合の発生
を抑制できる。
【２６５１】
　なお、転動面は、平坦面である必要はなく、起伏を有する面（断面形状が円弧を滑らか
に連ねて形成される面）であっても良い。即ち、転動面は、少なくとも球の直径の１／１
０以上の高さの段差を有していなければ良い。
【２６５２】
　遊技機ＤＡ１０又はＤＡ１１において、前記突部は、前記通路の内側面であって前記転
動面を挟んだ両側に形成され、一方の内側面の突部と他方の内側面の突部とが前記転動部
材の転動面に沿って千鳥状に配置されることを特徴とする遊技機ＤＡ１２。
【２６５３】
　遊技機ＤＡ１２によれば、遊技機ＤＡ１０又はＤＡ１１の奏する効果に加え、突部は、
通路の内側面であって転動面を挟んだ両側に形成され、一方の内側面の突部と他方の内側
面の突部とが転動部材の転動面に沿って千鳥状に配置されるので、球が転動面を転動する
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際に、球を突部に当接させやすくできる。これにより、球が転動部材を通過するのに要す
る時間を長くできる。その結果、通路へ球が入球されやい状態または通路へ球が入球され
難い状態を維持しやすく（長く）できる。
【２６５４】
　遊技機ＤＡ５からＤＡ１２のいずれかにおいて、前記転動部材は、回転可能に軸支され
、前記通路へ入球された球は、前記軸支された部位へ向けて前記転動部材を転動すること
を特徴とする遊技機ＤＡ１３。
【２６５５】
　遊技機ＤＡ１３によれば、遊技機ＤＡ５からＤＡ１２のいずれかの奏する効果に加え、
転動部材は、回転可能に軸支され、通路へ入球された球は、軸支された部位へ向けて転動
部材を転動するので、球が転動部材を転動する際には、その初期段階において転動部材の
変位を最大とできる。即ち、通路へ球が入球されやすくなる側への変位部材の変位を、球
が通路へ入球し転動部材に達した際に速やかに行わせることができる。よって、通路へ入
球された球と、その球に後行する球（通路へ入球されていない他の球、後続の球）との間
の間隔が比較的小さい場合（例えば、両球が連なって流下される場合）に、後行する球を
通路へ入球されやすく又は通路へ入球され難くできる。
【２６５６】
　また、球の転動が進行するに従って、転動部材の変位量を徐々に小さくできる。即ち、
球の転動が進行するに従って、通路へ球が入球されやすくなる側にあった変位部材を初期
位置（通路へ球が入球され難くされる側）へ向けて徐々に変位させることができる。これ
により、通路へ球が入球する期待を変化させ、遊技の興趣を高めることができる。
【２６５７】
　更に、通路へ入球された球が転動部材に落下される場合には、落下された球を、転動部
材の変位量が大きい位置（軸支された部位から離れた位置）で受け止めることができる。
よって、落下された球の運動エネルギーを、転動部材の変位により吸収（消費）して、球
が上方へ跳ね上がることを抑制できる。その結果、球の重量を転動部材に安定して作用さ
せ、変位部材の状態を安定させる（例えば、通路へ球が入球され難くされる側または通路
へ球が入球され易くなる側へ変位部材が一時的に変位されることを抑制）できる。
【２６５８】
　遊技機ＤＡ１３において、前記通路へ入球された球は、前記転動部材に落下されること
を特徴とする遊技機ＤＡ１４。
【２６５９】
　遊技機ＤＡ１４によれば、遊技機ＤＡ１３の奏する効果に加え、通路へ入球された球は
、転動部材に落下されるので、落下された球の運動エネルギーを利用して、転動部材を速
やかに変位させることができる。その結果、通路へ球が入球されやすくなる側または通路
へ球が入球され難くなる側への変位部材の変位を速やかに行わせることができる。よって
、通路へ入球された球と、その球に後行する球（通路へ入球されていない他の球、後続の
球）との間の間隔が比較的小さい場合（例えば、両球が連なって流下される場合）でも、
後行する球を通路へ入球されやすく又は通路へ入球され難くできる。
【２６６０】
　また、通路部材へ入球した球を、転動部材とは別の部材（固定された非変位の部材）に
落下させる場合には、別の部材の破損を招きやすくなるところ、本発明によれば、落下さ
れた球の運動エネルギーを、転動部材の変位により吸収（消費）して、破損を抑制できる
。よって、球の落下を許容できる分、通路の設計の自由度を高めることができる。
【２６６１】
　遊技機ＤＡ１３において、前記転動部材を転動する球は、少なくとも前記転動部材の前
記軸支された部位まで転動されることを特徴とする遊技機ＤＡ１４。
【２６６２】
　遊技機ＤＡ１４によれば、遊技機ＤＡ１３の奏する効果に加え、転動部材を転動する球
は、少なくとも転動部材の軸支された部位（回転軸）まで転動されるので、転動部材の軸
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支された部位（回転軸）に到達する前に球が排球される場合と比較して、球の排球に伴う
慣性力の影響（球の重量が作用されなくなる影響）を抑制して、転動部材が回転方向にば
たつくことを抑制できる。よって、変位部材の状態を安定させる（例えば、通路へ球が入
球されやすくされる側または通路へ球が入球され難くなる側へ変位部材が一時的に変位さ
れることを抑制）できる。
【２６６３】
　遊技機ＤＡ５からＤＡ１２のいずれかにおいて、前記転動部材は、回転可能に軸支され
、前記通路へ入球された球は、前記軸支された部位から離間される方向へ向けて前記転動
部材を転動することを特徴とする遊技機ＤＡ１６。
【２６６４】
　遊技機ＤＡ１６によれば、遊技機ＤＡ５からＤＡ１２のいずれかの奏する効果に加え、
転動部材は、回転可能に軸支され、通路へ入球された球は、軸支された部位から離間され
る方向へ向けて転動部材を転動するこので、球が転動部材を転動する際には、その後期段
階（所定量を越えて転動した段階）において転動部材の変位を最大とできる。即ち、通路
へ球が入球されやすくなる側または通路へ球が入球され難くなる側へ変位部材が変位する
タイミングを遅らせることができる。よって、通路へ入球された球と、その球に後行する
球（通路へ入球されていない他の球、後続の球）との間の間隔が比較的大きい場合に、後
行する球を通路へ入球されやすく又は通路へ入球され難くできる。
【２６６５】
　また、球の転動が進行するに従って、転動部材の変位量を徐々に大きくできる。即ち、
球の転動が進行するに従って、通路へ球が入球されやすくなる側または通路へ球が入球さ
れ難くなる側へ向けて変位部材を徐々に変位させることができる。これにより、通路へ球
が入球する期待を変化させ、遊技の興趣を高めることができる。
【２６６６】
　遊技機ＤＡ５からＤＡ１６のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記転動部材が球の
重量により変位されていない状態では、前記通路へ球が入球がされやすくなる側または前
記通路へ球が入球され難くなる側への変位が規制されることを特徴とする遊技機ＤＡ１７
。
【２６６７】
　遊技機ＤＡ１７によれば、遊技機ＤＡ５からＤＡ１６の奏する効果に加え、変位部材は
、転動部材が球の重量により変位されていない状態では、通路へ球が入球がされやすくな
る側または通路へ球が入球され難くなる側への変位が規制されるので、変位部材を、通路
へ球が入球されやすくなる側または通路へ球が入球され難くなる側へ強制的に変位させる
不正を抑制できる。
【２６６８】
　遊技機ＤＡ１７において、前記転動部材が球の重量により変位されていない状態では、
前記伝達手段の変位が前記転動部材に規制されることで、前記通路へ球が入球されやすく
なる側または前記通路へ球が入球され難くなる側への前記変位部材の変位が規制されるこ
とを特徴とする遊技機ＤＡ１８。
【２６６９】
　遊技機ＤＡ１８によれば、遊技機ＤＡ１７の奏する効果に加え、転動部材が球の重量に
より変位されていない状態では、伝達手段の変位が転動部材に規制されることで、通路へ
球が入球されやすくなる側または通路へ球が入球され難くなる側への変位部材の変位が規
制されるので、変位部材の強制的変位を規制するための部品を別途設ける必要がなく、伝
達手段を流用することができる。即ち、変位部材を強制的に変位させる不正を抑制するた
めの構造を簡素化できる。
【２６７０】
　遊技機ＤＡ５からＤＡ１８のいずれかにおいて、前記転動部材と前記伝達手段との間に
は、所定の隙間が形成され、球の重量で変位された前記転動部材は、前記隙間を埋めた後
に前記伝達手段に当接されることを特徴とする遊技機ＤＡ１９。
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【２６７１】
　遊技機ＤＡ１９によれば、遊技機ＤＡ５からＤＡ１８のいずれかの奏する効果に加え、
転動部材と伝達手段との間には、所定の隙間が形成され、球の重量で変位された転動部材
は、隙間を埋めた後に伝達手段に当接されるので、転動部材の変位が比較的小さい場合に
は、伝達手段を介して、転動部材の変位を変位部材へ伝達することができない。即ち、通
路へ球が入球されやすくなる側または通路へ球が入球され難くなる側へ変位部材を変位さ
せるためには、隙間を越える変位を転動部材に形成する必要があり、よって、遊技機を叩
いて転動部材を変位させることや、針金等の異物で転動部材を変位させようとする不正を
成功し難くできる。
＜下側フレームＤ８６ｂ～Ｄ８０８６ｂを一例とする発明の概念について＞
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され前記通路への球の入球のされやすさを変化
させる変位部材とを備えた遊技機において、
　前記変位部材の変位速度が変化可能に形成されることを特徴とする遊技機ＤＢ１。
【２６７２】
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され、通路への球の入球のしやすさを変化させ
る変位部材とを備えた遊技機が知られている（特開２０１７－１２４１６９）。該先行文
献には、電動式チューリップ（開閉爪１５ａ）を開閉させる技術が開示される。しかしな
がら、上述した従来の遊技機では、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２６７３】
　これに対し、遊技機ＤＢ１によれば、変位部材の変位速度が変化可能に形成されるので
、通路への球の入球のされやすさの変化速度を変化させることができる。その結果、遊技
の興趣を向上できる。
【２６７４】
　遊技機ＤＢ１において、前記変位部材は、前記通路へ球が入球されやすくなる側への変
位速度が、前記通路へ球が入球され難くなる側への変位速度よりも速くされることを特徴
とする遊技機ＤＢ２。
【２６７５】
　遊技機ＤＢ２によれば、遊技機ＤＢ１の奏する効果に加え、変位部材は、通路へ球が入
球されやすくなる側への変位速度が、通路へ球が入球され難くなる側への変位速度よりも
速くされるので、通路へ球が入りやすくされた状態を素早く形成して、通路への球の入球
を期待する遊技者に対し、テンポの良い演出を行うことができる。また、通路へ球が入球
され難くなる側への変位速度が相対的に遅くされることで、通路へ球が入りやすくされた
状態の期間を確保して、通路への球の入球を期待する遊技者に対し、通路への入球が間に
合うか否かを着目させることができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６７６】
　遊技機ＤＢ１において、前記変位部材は、前記通路へ球が入球されやすくなる側への変
位速度が、前記通路へ球が入球され難くなる側への変位速度よりも遅くされることを特徴
とする遊技機ＤＢ３。
【２６７７】
　遊技機ＤＢ３によれば、遊技機ＤＢ１の奏する効果に加え、変位部材は、通路へ球が入
球されやすくなる側への変位速度が、通路へ球が入球され難くなる側への変位速度よりも
遅くされるので、通路への球の入りやすさを徐々に増加させ、通路への球の入球を期待す
る遊技者に対し、その期待を徐々に高まらせることができる。また、通路へ球が入球され
難くされた状態を素早く形成して、通路への球の入球を期待する遊技者に対し、テンポの
良い演出を行うことができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６７８】
　遊技機ＤＢ１からＤＢ３のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記通路に入球された
球の重量を利用して、前記通路へ球が入球されやすくなる側または前記通路へ球が入球さ
れ難くなる側へ変位されることを特徴とする遊技機ＤＢ４。
【２６７９】
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　遊技機ＤＢ４によれば、遊技機ＤＢ１からＤＢ３のいずれかの奏する効果に加え、変位
部材は、通路に入球された球の重量を利用して、通路へ球が入球されやすくなる側または
通路へ球が入球され難くなる側へ変位されるので、変位部材を駆動するためのアクチュエ
ータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを不要とでき、その分、製品コストを
低減できる。
＜下側フレームＤ８６ｂ～Ｄ８０８６ｂを一例とする発明の概念について＞
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され前記通路への球の入球のされやすさを変化
させる変位部材とを備えた遊技機において、
　前記変位部材を複数備え、
　前記複数の変位部材のうちの一の前記変位部材は、他の前記変位部材と変位態様が異な
ることを特徴とする遊技機ＤＣ１。
【２６８０】
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され、通路への球の入球のしやすさを変化させ
る変位部材とを備えた遊技機が知られている（特開２０１７－１２４１６９）。該先行文
献には、電動式チューリップ（開閉爪１５ａ）を開閉させる技術が開示される。しかしな
がら、上述した従来の遊技機では、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２６８１】
　これに対し、遊技機ＤＣ１によれば、変位部材を複数備え、複数の変位部材のうちの一
の変位部材は、通路他の変位部材と変位態様が異なるので、それら複数の変位部材の変位
態様の組み合わせにより、通路への球の入球のされやすさの変化を大きくできる。その結
果、遊技の興趣を向上できる。
【２６８２】
　なお、変位態様としては、変位を開始する時期（タイミング）、変位方向、変位速度、
これらの組み合わせが例示される。
【２６８３】
　遊技機ＤＣ１において、前記一の変位部材の変位の開始は、前記他の変位部材の変位が
開始され、所定時間の経過後とされることを特徴とする遊技機ＤＣ２。
【２６８４】
　遊技機ＤＣ２によれば、遊技機ＤＣ１の奏する効果に加え、一の変位部材の変位の開始
は、他の変位部材の変位が開始され、所定時間の経過後とされるので、通路への球の入球
のされやすさが変化される位置を異ならせると共にそのタイミングを異ならせることがで
きる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６８５】
　遊技機ＤＣ１又はＤＣ２において、前記通路へ球を流下させる上流通路を備え、前記変
位部材の変位方向は、前記上流通路における球の転動方向と略平行とされることを特徴と
する遊技機ＤＣ３。
【２６８６】
　遊技機ＤＣ３によれば、遊技機ＤＣ１又はＤＣ２の奏する効果に加え、通路へ球を流下
させる上流通路を備え、変位部材の変位方向は、上流通路における球の転動方向と略平行
とされるので、上流通路を転動する球の転動方向や転動位置と変位部材の変位方向や変位
位置とを、通路への球の入球のしやすさに関係づけることができる。その結果、遊技の興
趣を高めることができる。
【２６８７】
　遊技機ＤＣ１からＤＣ３のいずれかにおいて、前記変位部材は、前記通路に入球された
球の重量を利用して、前記通路へ球が入球されやすくなる側または前記通路へ球が入球さ
れ難くなる側へ変位されることを特徴とする遊技機ＤＣ４。
【２６８８】
　遊技機ＤＣ４によれば、遊技機ＤＣ１からＤＣ３のいずれかの奏する効果に加え、変位
部材は、通路に入球された球の重量を利用して、通路へ球が入球されやすくなる側または
通路へ球が入球され難くなる側へ変位されるので、変位部材を駆動するためのアクチュエ
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ータやそのアクチュエータを制御するためのセンサを不要とでき、その分、製品コストを
低減できる。
＜下側フレームＤ８６ｂ～Ｄ８０８６ｂを一例とする発明の概念について＞
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され前記通路への球の入球のされやすさを変化
させる変位部材とを備えた遊技機において、
　前記通路に入球された球が転動可能に形成される転動部材を備え、
　前記変位部材は、前記転動部材を転動する球の重量を利用して、前記通路へ球が入球さ
れやすくなる側または前記通路へ球が入球され難くなる側へ変位され、
　前記転動部材は、球の転動経路の途中で球が落下可能に形成されることを特徴とする遊
技機ＤＤ１。
【２６８９】
　球が入球可能な通路と、変位可能に形成され、通路への球の入球のしやすさを変化させ
る変位部材とを備えた遊技機が知られている（特開２０１７－１２４１６９）。該先行文
献には、電動式チューリップ（開閉爪１５ａ）を開閉させる技術が開示される。しかしな
がら、上述した従来の遊技機では、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２６９０】
　これに対し、遊技機ＤＤ１によれば、通路に入球された球が転動可能に形成される転動
部材を備え、変位部材は、転動部材を転動する球の重量を利用して、通路へ球が入球され
やすくなる側または通路へ球が入球され難くなる側へ変位され、転動部材は、球の転動経
路の途中で球が落下可能に形成されるので、球が転動経路を転動する距離に応じて、球の
重量を利用できる期間を変化させることができる。即ち、転動部材を転動する球の状態に
応じて、通路への球の入球のされやすさを変化させることができる。その結果、遊技の興
趣を向上できる。
【２６９１】
　遊技機ＤＤ１において、前記変位部材は、前記転動部材を転動する球の重量を利用して
、前記通路へ球が入球されやすくなる側へ変位されることを特徴とする遊技機ＤＡ２。
【２６９２】
　遊技機ＤＤ２によれば、遊技機ＤＤ１の奏する効果に加え、変位部材は、転動部材を転
動する球の重量を利用して、通路へ球が入球されやすくなる側へ変位されるので、通路へ
入球された球が転動部材を転動する間、その球に後行する球（通路へ入球されていない他
の球、後続の球）を通路へ入球されやすくできる。
【２６９３】
　即ち、通路へ１の球が入球され、その球が転動部材を転動している間は、後行する球が
通路へ入球されやすい状態を形成でき、後行する球が通路へ入球され転動部材を転動すれ
ば、次の後行する球が通路へ入球されやすい状態を形成できる。よって、通路への球の入
球により、通路への入球の連鎖の発生を遊技者に期待させることができる。一方で、通路
へ入球された球が転動部材の転動経路の途中で落下されると、球の重量を利用できなくな
り、後行する球が通路へ入球されやすい状態を形成できなくなる。これにより、球の転動
状態（転動経路の終端に達することができるか否か）を遊技者に注目させることができる
。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６９４】
　遊技機ＤＤ１において、前記転動部材を所定数以上の球が転動する場合に、前記転動す
る球を前記転動部材から落下させやすくする落下手段を備えることを特徴とする遊技機Ｄ
Ｄ３。
【２６９５】
　遊技機ＤＤ３によれば、遊技機ＤＤ１の奏する効果に加え、転動部材を所定数以上の球
が転動する場合に、転動する球を転動部材から落下させやすくする落下手段を備えるので
、転動部材を球が転動している状態において、別の球が更に通路へ流下されるか否かを遊
技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２６９６】
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　なお、遊技機ＤＤ３における変位部材は、転動部材を転動する球の重量を利用して、通
路へ球が入球されやすくなる側へ変位されるものであっても良く、通路へ球が入球され難
くなる側へ変位されるものであっても良い。前者の場合には、転動部材を球が転動してい
る状態において、別の球が更に通路へ流下される可能性が高くなるので、かかる別の球が
通路へ流下されるか否かを行方を遊技者に着目させやすくできる。後者の場合には、転動
部材を球が転動している状態において、別の球が更に通路へ流下される可能性を低くでき
るので、遊技者に安心感を付与できる。
【２６９７】
　遊技機ＤＤ２又はＤＤ３において、前記転動部材の転動経路の途中で落下した球が通過
する落下通路を備え、前記落下通路を通過した球には、前記通路を通過した球よりも有利
な遊技条件が付与されることを特徴とする遊技機ＤＤ４。
【２６９８】
　遊技機ＤＤ４によれば、遊技機ＤＤ２又はＤＤ３の奏する効果に加え、転動部材の転動
経路の途中で落下した球が通過する落下通路を備え、落下通路を通過した球には、通路を
通過した球よりも有利な遊技条件が付与されるので、転動部材の転動経路の途中で球が落
下するか否かをより強く遊技者に着目させることができる。その結果、遊技の興趣を向上
できる。
＜下側フレームＥ８６ｂ～Ｅ１７０８６ｂを一例とする発明の概念について：下降傾斜さ
れたトゲトゲステージが往復駆動、ステージを下降傾斜に沿って流下する際にトゲトゲで
流下先にランダム性を持たせる。トゲトゲによる球の保持を往復駆動で抑制＞
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機において、前記通路部材の少なくと
も一部を変位させ球の移動方向に変化を付与可能に形成される変位手段を備えることを特
徴とする遊技機ＥＡ１。
【２６９９】
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機が知られている（特開２０１６－１
９８６０７）。該先行文献には、ステージ（通路部材）に沿って球を往復転動させる技術
が開示される。しかしながら、上述した従来の遊技機では、球の移動方向の変化が単調で
あり、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２７００】
　これに対し、遊技機ＥＡ１によれば、通路部材の少なくとも一部を変位させ球の移動方
向に変化を付与可能に形成される変位手段を備えるので、変位手段により通路部材が変位
されることで、通路部材を移動する球の移動方向の変化を多様化できる。これにより、球
の移動方向の変化が単調となることを抑制できる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７０１】
　遊技機ＥＡ１において、前記通路部材に配設され前記球の移動方向に変化を付与する付
与手段を備え、前記通路部材は、球が転動可能に形成される転動部を備え、前記付与手段
は、前記通路部材の転動部から突出される複数の突部または前記転動部に凹設される複数
の凹部を備えることを特徴とする遊技機ＥＡ２。
【２７０２】
　遊技機ＥＡ２によれば、遊技機ＥＡ１の奏する効果に加え、通路部材に配設され球の移
動方向に変化を付与する付与手段を備え、通路部材は、球が転動可能に形成される転動部
を備え、付与手段は、通路部材の転動部から突出される複数の突部または転動部に凹設さ
れる複数の凹部を備えるので、通路部材（転動部）を転動する際の球の移動方向の変化を
多様化して、球の移動方向の変化が単調となることを抑制できる。
【２７０３】
　また、球の移動方向が変化される態様を遊技者に視認させやすくできる。即ち、転動部
を転動する球は比較的移動速度が低く、転動部の移動に比較的時間を要するところ、突部
または凹部から受ける作用により球の移動に要する時間を更に嵩ませることができる。そ
の結果、球の移動方向が変化される態様を遊技者に視認させやすくでき、遊技の興趣を向
上できる。
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【２７０４】
　遊技機ＥＡ２において、前記変位手段は、前記通路部材の転動部を転動する球の転動方
向と平行な変位成分を少なくとも備える変位方向に前記通路部材を変位させることを特徴
とする遊技機ＥＡ３。
【２７０５】
　遊技機ＥＡ３によれば、遊技機ＥＡ２の奏する効果に加え、変位手段は、通路部材の転
動部を転動する球の転動方向と平行な変位成分を少なくとも備える変位方向に通路部材を
変位させるので、球の転動方向と平行な変位成分を突部に形成することができる。その結
果、球の移動方向に変化を付与しやすくできる。また、球の移動方向の変化を多様とでき
る。
【２７０６】
　遊技機ＥＡ２又はＥＡ３において、前記突部は、前記突部どうしの間を球が移動可能な
間隔を少なくとも備えて配置されることを特徴とする遊技機ＥＡ４。
【２７０７】
　遊技機ＥＡ４によれば、遊技機ＥＡ２又はＥＡ３の奏する効果に加え、突部は、突部ど
うしの間を球が移動可能な間隔を少なくとも備えて配置されるので、球が通路部材（転動
部）に留まることを抑制できる。よって、球が通路部材（転動部）に留まることを抑制す
るために、通路部材（転動部）を複雑な軌跡で変位させることや、大きな変位量や変位速
度で変位させることを抑制できる。その結果、変位手段を簡素化できる。
＜下側フレームＥ８６ｂ～Ｅ１７０８６ｂを一例とする発明の概念について：ステージを
通過したら所定の価値付与＞
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機において、前記通路部材の球の通過
のしやすさを変化させる変化手段を備え、前記通路部材を通過した球に対して所定の価値
を付与可能に形成されることを特徴とする遊技機ＥＢ１。
【２７０８】
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機が知られている（特開２０１６－１
９８６０７）。該先行文献には、ステージ（通路部材）に沿って球を往復転動させる技術
が開示される。しかしながら、上述した従来の遊技機では、球が通過できるか否か（ステ
ージを渡り切って終端に到達できるか否か）を楽しむ遊技性を遊技者に付与することがで
きず、遊技の興趣が不十分であるという問題点があった。
【２７０９】
　これに対し、遊技機ＥＢ１によれば、通路部材の球の通過のしやすさを変化させる変化
手段を備え、通路部材を通過した球に対して所定の価値を付与可能に形成されるので、球
が通路部材を通過できるか否か（通路部材を渡り切って、所定の価値が付与される可能性
を得ることができるか否か）を楽しむ遊技性を遊技者に付与することができる。その結果
、遊技の興趣を向上できる。
【２７１０】
　遊技機ＥＢ１において、前記変化手段は、前記通路部材の少なくとも一部を変位させる
変位手段を備えることを特徴とする遊技機ＥＢ２。
【２７１１】
　遊技機ＥＢ２によれば、遊技機ＥＢ１の奏する効果に加え、変化手段は、通路部材の少
なくとも一部を変位させる変位手段を備えるので、球が通路部材を移動する際に、変位手
段により通路部材が変位されることで、球の移動方向にランダム性を付与することができ
る。即ち、球が通路部材を通過する（通路部材を渡り切って、所定の価値が付与される可
能性を得る）ことを阻害する又は補助する手段として、変位手段（通路部材の変位）を機
能させることができるので、球が通路部材を通過できるか否か（通路部材を渡り切って、
所定の価値が付与される可能性を得ることができるか否か）を楽しむ遊技性を高めること
ができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７１２】
　遊技機ＥＢ２において、前記通路部材は、球が転動可能に形成される転動部を備え、前



(323) JP 2020-49080 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

記変化手段は、前記通路部材の転動部から突出される複数の突部または前記転動部に凹設
される複数の凹部を備えることを特徴とする遊技機ＥＢ３。
【２７１３】
　遊技機ＥＢ３によれば、遊技機ＥＢ２の奏する効果に加え、通路部材は、球が転動可能
に形成される転動部を備え、変化手段は、前記通路部材の転動部から突出される複数の突
部または転動部に凹設される複数の凹部を備えるので、転動部を転動する球の転動方向（
移動方向）にランダム性を付与することができる。即ち、球が通路部材を通過する（通路
部材を渡り切って、所定の価値が付与される可能性を得る）ことを阻害する又は補助する
手段として突部や凹部を機能させることができるので、球が通路部材を通過できるか否か
（通路部材を渡り切って、所定の価値が付与される可能性を得ることができるか否か）を
楽しむ遊技性を高めることができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７１４】
　遊技機ＥＢ１からＥＢ３のいずれかにおいて、前記通路部材は、第１通路部材と、その
第１通路部材を通過した球が移動可能に形成される第２通路部材と、を備え、前記所定の
価値は、前記第２通路部材を通過した球に対して付与可能に形成され、前記変化手段は、
前記第１通路部材において球の通過のしやすさを変化させる態様と、前記第２通路部材に
おいて球の通過のしやすさを変化させる態様とを異ならせることが可能に形成されること
を特徴とする遊技機ＥＢ４。
【２７１５】
　遊技機ＥＢ４によれば、遊技機ＥＢ１からＥＢ３のいずれかの奏する効果に加え、通路
部材は、第１通路部材と、その第１通路部材を通過した球が移動可能に形成される第２通
路部材と、を備え、所定の価値は、第２通路部材を通過した球に対して付与可能に形成さ
れ、変化手段は、第１通路部材において球の通過のしやすさを変化させる態様と、第２通
路部材において球の通過のしやすさを変化させる態様とを異ならせることが可能に形成さ
れるので、球が通路部材を通過できるか否か（通路部材を渡り切って、所定の価値が付与
される可能性を得ることができるか否か）を楽しむ遊技性を、第１通路部材と第２通路部
材とにおいて異なる態様として、遊技者に付与することができる。その結果、かかる遊技
性を多様化して、遊技の興趣を向上できる。
【２７１６】
　なお、球の通過のしやすさを変化させる手段としては、例えば、通路部材の形状や姿勢
（傾斜）、通路部材の変位態様（変位の種類（回転、直線変位、曲線変位、これらの組み
合わせ）、変位方向、変位速度、往復動作の態様（周期、振幅）など）、通路部材の球が
移動する面（転動面）の態様（突部や凹部の有無、突部や凹部の態様（大きさ、形状、配
置など））が例示される。即ち、第１通路部材において球の通過のしやすさを変化させる
態様と、第２通路部材において球の通過のしやすさを変化させる態様とが異なるとは、上
述した手段の少なくとも一部または全部が、第１通路部材と第２通路部材とにおいて異な
ることを意味する。
＜下側フレームＥ８６ｂ～Ｅ１７０８６ｂを一例とする発明の概念について：球を滞留さ
せる滞留手段＞
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機において、入球された球に対して所
定の価値を付与可能に形成される入球手段と、前記通路部材を通過した球が移動可能に形
成される第２通路部材と、を備え、前記通路部材および前記第２通路部材は、球の移動経
路の途中で球が落下可能に形成され、前記第２通路部材を通過した球は、前記通路部材を
通過した球よりも前記入球手段へ入球されやすくされることを特徴とする遊技機ＥＣ１。
【２７１７】
　球が移動可能に形成される通路部材を備えた遊技機が知られている（特開２０１６－１
９８６０７）。該先行文献には、ステージ（通路部材）に沿って球を往復転動させる技術
が開示される。しかしながら、上述した従来の遊技機では、ステージの所定位置から流下
された球は、入賞口（入球口）へ直接入球されるため、遊技の興趣が不十分であるという
問題点があった。
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【２７１８】
　これに対し、遊技機ＥＣ１によれば、入球された球に対して所定の価値を付与可能に形
成される入球手段と、通路部材を通過した球が移動可能に形成される第２通路部材と、を
備えるので、通路部材を通過した球が第２通路部材を移動することで、その分、入球手段
に球が入球されるまでに要する時間を嵩ませることができる。即ち、入球手段への入球を
期待できる期間を長くして、遊技者の期待感を盛り上げることができる。特に、第２通路
部材を通過した球は、通路部材を通過した球よりも入球手段へ入球されやすくされるので
、入球手段へ球が今から入球されるという高揚感を遊技者に持たせて、球の行方を追わせ
ることができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７１９】
　遊技機ＥＣ１において、前記第２通路部材は、球が転動可能に形成される転動部と、そ
の転動部から突出される複数の突部または前記転動部に凹設される複数の凹部を備えるこ
とを特徴とする遊技機ＥＣ２。
【２７２０】
　遊技機ＥＣ２によれば、遊技機ＥＣ１の奏する効果に加え、第２通路部材は、球が転動
可能に形成される転動部と、その転動部から突出される複数の突部または転動部に凹設さ
れる複数の凹部を備えるので、第２通路部材（転動部）を転動する際の球の移動方向を変
化させ、球が第２通路部材を通過できるか否か（第２通路部材を渡り切って、入球手段に
入球される可能性を得ることができるか否か）を楽しむ遊技性を遊技者に付与することが
できる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７２１】
　また、球の移動を遊技者に視認させやすくできる。即ち、転動部を転動する球は比較的
移動速度が低く、転動部の移動に比較的時間を要するところ、突部や凹部から受ける作用
により球の移動に要する時間を更に嵩ませることができる。その結果、球の行方を遊技者
に追わせやすくできると共に、入球手段への入球を期待できる期間を長くして、遊技者の
期待感を盛り上げることができる。
【２７２２】
　遊技機ＥＣ１又はＥＣ２において、前記通路部材を変位させ球の移動方向に変化を付与
可能に形成される変位手段を備えることを特徴とする遊技機ＥＣ３。
【２７２３】
　遊技機ＥＣ３によれば、遊技機ＥＣ１又はＥＣ２の奏する効果に加え、通路部材を変位
させ球の移動方向に変化を付与可能に形成される変位手段を備えるので、球の移動方向に
ランダム性を付与することができる。即ち、球が通路部材を通過して第２通路部材に到達
することを阻害する又は補助する手段として、変位手段（通路部材の変位）を機能させる
ことができる。よって、球が通路部材を通過できるか否か（球が第２通路部材に到達でき
るか否か、ひいては、入球手段に入球できるか否か）を楽しむ遊技性を形成することがで
きる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７２４】
　遊技機ＥＣ３において、前記第２通路部材を変位させ球の移動方向に変化を付与可能に
形成される第２変位手段を備えることを特徴とする遊技機ＥＣ４。
【２７２５】
　遊技機ＥＣ４によれば、遊技機ＥＣ３の奏する効果に加え、第２通路部材を変位させ球
の移動方向に変化を付与可能に形成される第２変位手段を備えるので、球の移動方向にラ
ンダム性を付与することができる。即ち、球が通路部材を通過して第２通路部材に到達す
ること、及び、球が第２通路部材と通過して入球手段に入球すること、を阻害する又は補
助する手段として、第２変位手段（第２通路部材の変位）を機能させることができる。よ
って、通路部材を通過した球が第２通路部材へ到達できるか否か、及び、その到達した球
が第２通路部材を通過できるか否か（球が入球手段に入球できるか否か）を楽しむ遊技性
を形成することができる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７２６】
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　遊技機ＥＣ４において、前記変位手段による前記通路部材の変位態様と、前記第２変位
手段による前記第２通路部材の変位態様とが異なる態様であることを特徴とする遊技機Ｅ
Ｃ５。
【２７２７】
　遊技機ＥＣ５によれば、遊技機ＥＣ４の奏する効果に加え、変位手段による通路部材の
変位態様と、第２変位手段による第２通路部材の変位態様とが異なる態様であるので、球
の変位態様を多様化できる。その結果、遊技の興趣を向上できる。
【２７２８】
　なお、変位手段による通路部材の変位態様と、第２変位手段による第２通路部材の変位
態様とが異なる態様であるとは、例えば、変位の種類（回転、直線変位、曲線変位、これ
らの組み合わせ）、変位方向、変位速度、往復動作の態様（周期、振幅）などの少なくと
も一部または全部が、第１通路部材と第２通路部材とにおいて異なることを意味する。
【２７２９】
　遊技機Ａ１からＡ１１、Ｂ１からＢ１２、Ｃ１からＣ１３、ＸＡ１、ＸＢ１、Ｄ１から
Ｄ１０、Ｅ１からＥ１２、Ｆ１からＦ１１、ＣＡ１からＣＡ２６、ＣＢ１からＣＢ４、Ｃ
Ｃ１からＣＣ４、ＤＡ１からＤＡ１９、ＤＢ１からＤＢ４、ＤＣ１からＤＣ４、ＤＤ１か
らＤＤ４、ＥＡ１からＥＡ４、ＥＢ１からＥＢ４及びＥＣ１からＥＣ５のいずれかにおい
て、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機Ｚ１。中でも、スロット
マシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識
別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作
に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に
起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その
停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別
遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技
媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。
【２７３０】
　遊技機Ａ１からＡ１１、Ｂ１からＢ１２、Ｃ１からＣ１３、ＸＡ１、ＸＢ１、Ｄ１から
Ｄ１０、Ｅ１からＥ１２、Ｆ１からＦ１１ＣＡ１からＣＡ２６、ＣＢ１からＣＢ４、ＣＣ
１からＣＣ４、ＤＡ１からＤＤ４及びＥＡ１からＥＣ５のいずれかにおいて、前記遊技機
はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Ｚ２。中でも、パチンコ遊技機の基本構
成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ
発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）す
ることを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に
確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定
の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能
とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデ
ータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【２７３１】
　遊技機Ａ１からＡ１１、Ｂ１からＢ１２、Ｃ１からＣ１３、ＸＡ１、ＸＢ１、Ｄ１から
Ｄ１０、Ｅ１からＥ１２、Ｆ１からＦ１１ＣＡ１からＣＡ２６、ＣＢ１からＣＢ４、ＣＣ
１からＣＣ４、ＤＡ１からＤＤ４及びＥＡ１からＥＣ５のいずれかにおいて、前記遊技機
はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Ｚ
３。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報
列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例
えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えば
ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の
動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件と
して、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒
体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必
要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊
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技機」となる。
【符号の説明】
【２７３２】
１０　　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１３　　　　　　　　　　　　　遊技盤（領域構成手段の一部）
６５ｂ　　　　　　　　　　　　開閉板（導入手段、受入状態変化手段、回避手段の一部
）
８６　　　　　　　　　　　　　センターフレーム（開放部）
１４１　　　　　　　　　　　　前意匠部材（区画手段、回避手段の一部）
１６３ｂ　　　　　　　　　　　球通過孔（第１受入手段、第２受入手段）
３１２　　　　　　　　　　　　開口部（第２所定部、球受入部）
３１７　　　　　　　　　　　　前後長突設部（第１の流下経路の一部、突設部の一部、
第２突設部、状態切替手段の一部）
３１８　　　　　　　　　　　　左右内突設部（分岐手段の一部、突設部の一部、第１突
設部、状態切替手段の一部）
３１９　　　　　　　　　　　　左右外突設部（第２の流下経路の一部、状態切替手段の
一部）
３１０　　　　　　　　　　　　上部材（経路構成手段の一部）
３３０　　　　　　　　　　　　中部材（遅延手段の一部、経路構成手段の一部）
３３４　　　　　　　　　　　　第１流路構成部（経路構成手段の一部、前後流路部）
３３５　　　　　　　　　　　　第２流路構成部（所定部、経路構成手段の一部、左右方
向経路）
３３６　　　　　　　　　　　　第３流路構成部（経路構成手段の一部、前後方向経路、
前後流路部）
３５１　　　　　　　　　　　　発光手段
３７０　　　　　　　　　　　　スライド変位部材（分岐手段の一部、切替手段、状態切
替手段の一部）
３８０　　　　　　　　　　　　下部材（経路構成手段の一部）
６００　　　　　　　　　　　　第１動作ユニット（変位手段）
６１６　　　　　　　　　　　　案内長孔（支持手段）
６１６ａ　　　　　　　　　　　直線状部（支持手段の一部、第１範囲、制限部）
６１６ｂ　　　　　　　　　　　曲線状部（支持手段の一部、第２範囲、制限部）
６２０　　　　　　　　　　　　回動部材（変位手段）
６４０　　　　　　　　　　　　被支持部材（配設手段の一部）
６４２　　　　　　　　　　　　筒状部（第１の部分）
６５２　　　　　　　　　　　　前側回転部材（被支持手段）
６５２ｂ　　　　　　　　　　　張出装飾部（補助手段の一部）
６６０　　　　　　　　　　　　第２装飾回転部材（姿勢変化手段）
６６１ａ　　　　　　　　　　　第１演出面（第１視認可能面、第１面）
６６１ｂ　　　　　　　　　　　第２演出面（第２視認可能面、第２面）
６７０　　　　　　　　　　　　装飾固定部材（補助手段の一部）
７００　　　　　　　　　　　　第２動作ユニット（変位手段）
７８７ａ１　　　　　　　　　　第１主装飾面（第１視認可能面の一部）
７８７ａ２　　　　　　　　　　第１副装飾面（第２視認可能面の一部）
７８７ｂ１　　　　　　　　　　第２主装飾面（第１視認可能面の一部）
７８７ｂ２　　　　　　　　　　第２副装飾面（第２視認可能面の一部）
８００　　　　　　　　　　　　第３動作ユニット（変位手段、第２変位手段）
８１３　　　　　　　　　　　　検出センサ（検出手段）
８２３ｂ　　　　　　　　　　　外側発光部（発光手段）
８４０　　　　　　　　　　　　外側回転部材（集合部の一部）
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８６６　　　　　　　　　　　　トルクリミッタ（解除手段）
８７０　　　　　　　　　　　　第１装飾部材（第１変位部材、第２変位部材）
８７５　　　　　　　　　　　　第１覆設部（視認される面の一部）
８８０　　　　　　　　　　　　第２装飾部材（第１変位部材、第２変位部材）
８８５　　　　　　　　　　　　第２覆設部（視認される面の一部）
Ｃ１　　　　　　　　　　　　　カラー（配設手段の一部、第２の部分）
Ｃ２　　　　　　　　　　　　　皿状蓋部（配設手段の一部、第２の部分）
Ｐ１　　　　　　　　　　　　　球（変位可能手段の一部）
ＳＥ１１　　　　　　　　　　　確変検出センサ（被通過手段の一部）
ＳＥ１２　　　　　　　　　　　通常検出センサ（被通過手段の一部）
Ｃ１３　　　　　　　　　　　　　　　　遊技盤
Ｃ６０　　　　　　　　　　　　　　　　ベース板（遊技盤）
Ｃ６０ａ　　　　　　　　　　　　　　　開口
Ｃ１２２，Ｃ２１２２，Ｃ４１２２　　　下側底面部（往復面、第１の通路）
Ｃ１２２ａ　　　　　　　　　　　　　　流出面（流出部）
Ｃ１２３ａ，Ｃ４１２３ａ　　　　　　　切り欠き部（流入部）
Ｃ１３０，Ｃ２１３０　　　　　　　　　背面部材（ベース部材）
Ｃ１４０，Ｃ２１４０　　　　　　　　　第１中間部材（ベース部材）
Ｃ１４２，Ｃ２１４２　　　　　　　　　底面部（上流面、第２の通路）
Ｃ１４４，Ｃ２１４４　　　　　　　　　通路部（第１の通路）
Ｃ１７０，Ｃ２１７０，Ｃ３１７０　　　振分部材（変位部材、本体部）
Ｃ１７２，Ｃ２１７２　　　　　　　　　受入部（第１面）
Ｃ１７２ｂ，Ｃ２１７２ｂ　　　　　　　底面部（第１面）
Ｃ１７３，Ｃ２１７３　　　　　　　　　転動部（第２面）
Ｃ２１７４　　　　　　　　　　　　　　軸
Ｃ１９０　　　　　　　　　　　　　　　装飾部材（錘部）
Ｃ１９２　　　　　　　　　　　　　　　軸
Ｃ２３００　　　　　　　　　　　　　　磁石（吸着部材）
Ｃ２４００，Ｃ５４００　　　　　　　　磁性部（吸着部材、下面形成部材）
ＣＯＰｉｎ，ＣＯＰ２０００ｉｎ　　　　受入口（流入部）
ＣＲｔ２　　　　　　　　　　　　　　　第２通路（第１の通路）
ＣＲｔ３　　　　　　　　　　　　　　　第３通路（第２の通路）
ＣＲｔ４　　　　　　　　　　　　　　　第４通路（第１の通路）
ＣＲｔ５　　　　　　　　　　　　　　　第５通路（第２の通路）
ＣＲｔ２００１　　　　　　　　　　　　第１通路（第１の通路）
ＣＲｔ２００２　　　　　　　　　　　　第２通路（第２の通路）
ＣＲｔ２００３　　　　　　　　　　　　第３通路（第１の通路）
ＣＲｔ２００４　　　　　　　　　　　　第４通路（第２の通路）
ＣＲｔ２００５　　　　　　　　　　　　第５通路（第２の通路）
ＣＢ１　　　　　　　　　　　　　　　　球（第１の球）
ＣＢ２　　　　　　　　　　　　　　　　球（第２の球）
Ｄ１３　　　　　　　　　　　　　　　　遊技盤（遊技機）
Ｄ１３１ｆ　　　　　　　　　　　　　　突部（作用手段、突部）
Ｄ１３１ｆａ　　　　　　　　　　　　　第２突部（落下手段）
Ｄ１４１ｇ　　　　　　　　　　　　　　突部（作用手段、突部）
Ｄ１７０，Ｄ３１７０，Ｄ８１７０　　　転動部材
Ｄ１８０　　　　　　　　　　　　　　　変位部材
Ｄ１９０，Ｄ２１９０，Ｄ３１９０，Ｄ５１９０，Ｄ７１９０　　伝達部材（伝達手段）
Ｄ４２２０　　　　　　　　　　　　　　第２転動部材（転動部材）
ＤＲｔ３　　　　　　　　　　　　　　　第３通路（上流通路）
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ＤＲｔ６　　　　　　　　　　　　　　　第６通路（通路）
ＤＲｔ９　　　　　　　　　　　　　　　第９通路（落下通路）
Ｅ１３５ｂ　　　　　　　　　　　　　　中央通路（入球手段）
Ｅ１５０，Ｅ６１５０，Ｅ７１５０，Ｅ８１５０，Ｅ１２１５０，Ｅ１３３１５０，Ｅ１
４１５０，Ｅ１５１５０　　　　　　　　振分通路（通路部材、第１通路部材）
Ｅ２１５０，Ｅ３１５０，Ｅ１１１５０　　　　　　　　　　振分通路（通路部材）
Ｅ４１５０，Ｅ１６１５０　　　　　　　第２振分通路（通路部材、第２通路部材）
Ｅ５１５０，Ｅ１７１５０　　　　　　　第３振分通路（通路部材、第２通路部材）
Ｅ１５１，Ｅ１２１５１，Ｅ１３１５１，Ｅ１４１５１，Ｅ１５１５１　　　　突起部（
付与手段、突部、変化手段、変位手段）
Ｅ２１５１，Ｅ３１５１　　　　　　　　転動面（転動部）
Ｅ１６０　　　　　　　　　　　　　　　中央通路（入球手段）
Ｅ１９０，Ｅ４１９０，Ｅ５１９０　　　駆動手段（変化手段、変位手段、第２変位手段
）
Ｅ２１９０　　　　　　　　　　　　　　弾性ばね（変位手段）
Ｅ１９６，Ｅ１９６ａ　　　　　　　　　ピニオンギヤ（変位手段）
Ｅ１９６ｂ，Ｅ１９６ｃ　　　　　　　　ピニオンギヤ（第２変位手段）
Ｅ５１９６　　　　　　　　　　　　　　第２ピニオンギヤ（第２変位手段）
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